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ははははじじじじめめめめにににに

　本報告書は、平成 10年度第１次補正事業「先進的情報システム開発実証事業」における成果の１つであり、
情報処理振興事業協会（ＩＰＡ）の使用許諾を得て、今後、貿易金融分野の電子商取引推進のため公開するも
のです。

　世界的なネットワークの拡大が、様々な情報を共有し、連携するための環境が整いつつあります。一方で、
国際貿易金融取引においては、取引に係わる企業・関連組織間で、同じ内容の書類を頻繁に作成し交換を行う
必要があるなど、その効率化に向けた取組みが緊急の課題となっています。このような課題解決に向け、国内・
海外との貿易関連ドキュメントの電子的な交換を実現する貿易金融EDIは、貿易取引の活性化・わが国企業の
国際調達能力の向上・サプライチェーンの変革をもたらすものとして期待されています。
　貿易金融EDI実施ガイドラインは、この様な貿易金融EDIを実用化に向けた、貿易金融取引に係わる企業・
関連組織間における、各種取引情報（書類を含む）交換を安全かつ確実に行うための技術的環境および、法的
な権利義務関係を含む運用環境の整備に寄与することを目的に作成しました。

　貿易金融 EDI実施ガイドラインの作成プロジェクトは、貿易金融 EDI実用化に向け、通信環境および運用
環境整備のための『貿易金融 EDI実施ガイドライン』の作成を行うプロジェクトであり、貿易・金融に係わる
国内 29社が参加しています。

　貿易金融EDI実施の推進・拡大のためには本ガイドラインを広く普及することが必要です。
　このためECOMは本ガイドラインの出版に協力することとなりました。

　最後に本ガイドラインの作成にご支援・ご助言を頂いた方々に厚く御礼申し上げます。

　　　平成11年３月

貿易金融EDI実施ガイドラインの作成プロジェクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子商取引実証推進協議会（ＥＣＯＭ）
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第第第第１１１１章章章章　　　　全全全全　　　　体体体体　　　　構構構構　　　　成成成成
1111    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融取取取取引引引引ににににおおおおけけけけるるるる電電電電子子子子化化化化のののの背背背背景景景景

1.11.11.11.1    電電電電子子子子取取取取引引引引のののの目目目目的的的的
1.1.11.1.11.1.11.1.1    貿貿貿貿易易易易構構構構造造造造のののの変変変変化化化化とととと新新新新ししししいいいい貿貿貿貿易易易易シシシシスススステテテテムムムムのののの

必必必必要要要要性性性性
(1) 貿易構造の変化

1980年代前半までの日本の製造業における生産体制は、
１次産品を輸入して工業製品を輸出する「加工貿易」が主
であり、原材料の輸入と製品の輸出が貿易の基本的な業務
であった。しかし、1985年のプラザ合意以降の円高基調と
企業のグローバル化を背景に、各企業は新たな生産体制を
構築するようになった。すなわち、原材料の調達、部品生
産、最終組立といった一連の生産プロセスを世界中に分散
し、コスト低減と利益の最大化を図るように変化した。
たとえば、大手の製造業では、付加価値の高い製品や、

重要部品を日本で生産し、付加価値の低い普及品やマーケ
ットサイドで組立てた方がコストメリットのあるものは、
海外で生産するようになった。例として、自動車産業にお
ける海外での全面的、部分的生産比率が1980年台後半から
増加していることが挙げられる（「図1-1　自動車業界にお
ける国内生産と海外生産の推移」参照）。そして、世界中
の販売拠点と生産拠点、また日本にある本社を情報システ
ムで結ぶ精緻なグローバル・サプライ・チェーンを構築し
つつある。従って、工場内や工場間での部品の移動は、国
境をはさんだ移動、すなわち貿易を伴うようになってきて
おり、そのため貿易構造は大きく変化してきている。

出所：興銀調査　280　1997年　№５

図図図図 1111----1111　　　　自自自自動動動動車車車車業業業業界界界界ににににおおおおけけけけるるるる国国国国内内内内生生生生産産産産とととと海海海海外外外外生生生生産産産産のののの推推推推移移移移

貿易の変化は、大きく２つの視点で捉えることができる。
１つは企業のグローバル化に伴う「貿易の量的拡大」であ
り、２つ目は原材料の輸入と製品の輸出から、部品や半製
品の輸出入も伴うようになったという「輸送貨物の質的変
化」である。量的拡大は、日本における取扱貨物の量に、
その傾向を見ることができる（「図1-2　わが国の貿易貨物
取扱量の推移」参照）。
また、加工製品の輸入と原材料の輸出が増加傾向にある

のは、これまでの日本での製品生産からグローバルな生産
体制へシフトしていることを裏付けるものである（「図 1-
3　日本の輸出入構成の変還」参照）。

(2) 貿易取引への新しいニーズと国際物流の対応
貿易構造の変化は、荷主の貨物輸送に対するニーズを変

化させ、①大量トランザクションへの対応、②企業の生産
タイミングに合わせて貨物を移動させる「正確／迅速性の
追求」（ジャスト・イン・タイム）、③生産コストとバラ
ンスする一層の低コスト化への要請として現れてきている。

出所：港湾（1998年）日本港湾協会編

図図図図 1111----2222　　　　わわわわがががが国国国国のののの貿貿貿貿易易易易貨貨貨貨物物物物取取取取扱扱扱扱量量量量のののの推推推推移移移移

このような荷主のニーズの変化に応えて、国際物流では
様々な改善策が講じられてきた。
まず、正確／迅速性への対応として、コンテナ化が挙げ

られる。コンテナを利用することにより、港湾での荷役作
業の迅速化や、複合輸送への対応が可能になり、コストと
速さのバランスを容易にとれるようになった。現在ではコ
ンテナの利用率は9割程度になっている（「図1-2　わが国
の貿易貨物取扱量の推移」参照）。

出所：「日本の統計（1997年）総務庁統計局編」の値を図表化し
た。数量指数は1992年を100として、それぞれの年の貿
易量を指数化したものである。

図図図図 1111----3333　　　　日日日日本本本本のののの輸輸輸輸出出出出入入入入構構構構成成成成のののの変変変変還還還還

また、船舶自体の高速化や、航空機による輸送（「図1-
4　航空機による貨物量」）、あるいはコンテナを利用する
ことで容易になった陸路、空路、海上輸送の複合輸送を実
現して、国際物流の速度を上げることに対応してきた。
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図図図図 1111----4444　　　　航航航航空空空空機機機機にににによよよよるるるる貨貨貨貨物物物物量量量量

次に、大量の貨物をローコストで輸送するニーズに対し
て、船舶の大型化がすすめられてきた。日本の商船の平均
船腹量は「図1-5　商船１隻あたりのトン数」のようになっ
ており、年々大型化が進んでいることが確認できる。大型
商船は、大量輸送を実現する一方で人件費、諸手続き費用
等はそれほど増加せず、輸送単価を抑えることに貢献して
きた。

出所：船協海運年報1997年　日本船主協会編

図図図図 1111----5555　　　　商商商商船船船船 1111隻隻隻隻ああああたたたたりりりりののののトトトトンンンン数数数数

このように、グローバル・サプライ・チェーンの進展を
背景に変化する荷主のニーズに対応して、運輸業者や海貨
業者等の貿易関係者は、輸送の高速化や精度の向上で国際
物流のサービスレベルを向上させてきた。一方で、貨物到
着時に引取証書であるB/Lが到着していない（B/Lクライ
シス）というような事務手続き面での遅れが散見されたり、
輸送費用が低下する中で、相対的に高くなる事務手続き費
用に対するユーザの不満の声が高くなってきた。
(3) 新しい貿易システムへの必要性
貿易の事務手続きに対して、これまで企業が個別にコン

ピュータを導入したり、業界VANなどを利用して、様々な
業務改善をしてきたとはいえ、荷主、船社、代理店、監督
官庁等多くの関係者が関与する貿易業務においては、これ
までの個別の業務の効率化は必ずしも十分な効果を発揮し
てこなかった。結果として、種々の貿易関係書類を転記し
たり、いくつもの監督省庁に届け出をしなくてはならない
現在の貿易システムは、根本的には変っておらず、新しい
ニーズに対応していく上で足かせになりつつある。
たとえば、船社がこれまでタイプライターで作成してい

た船荷証券をコンピュータで作成するようになったとして

も、荷主からの依頼状が紙であれば、荷主情報や貨物情報
は船社において入力しなければならない。結果として、実
務レベルではタイプライターのキーボードがパソコンのキ
ーボードに変っただけであり、なんら生産性は向上してい
ないのである。一部の企業間では、互いの生産性向上のた
めに、フロッピーディスクを受け渡ししたり、業界VANを
利用したりしてきたが、全体の取引からすると、極一部に
適用されているに留まり、限定的な効果しか得られない状
況にある。
貿易業務は、貨物を物理的に移動する「国際物流」と、

関税手続き、港湾業務、民間企業同士の商取引等の「手続
き」から構成されている。先に挙げた「国際物流」は、い
ち早く貿易環境の変化に対応してきた。しかしながら「手
続き」面は部分的／限定的な対応に留まっており、効果が
十分に発揮されていないために、貿易取引全体の効率化が
達成できていないばかりか、B/L クライシスのような“ひ
ずみ”を生じさせている。
企業のグローバル化を背景に変化している貿易構造と、

大型高速船や効率化した荷役システムに対応するために、
「手続き」の面でも業界横断的で総合的な、新しいシステ
ムへ移行する必要性が高まってきている。

1.1.21.1.21.1.21.1.2    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融取取取取引引引引のののの電電電電子子子子化化化化のののの必必必必要要要要性性性性
(1) 各利用者の立場での電子化の必要性
① 荷主の視点
今後、ますますグローバル化する企業動向の中で、

各企業は原料価格、賃金、為替、市場等を見ながらダイ
ナミックに生産体制を変化させてくるであろう。グロー
バルで柔軟な生産体制は競争優位を勝ち取ろうとする
企業にとって不可欠なインフラとなり、これをサポート
する貿易物流、貿易金融業務への①ローコストオペレー
ション、②スピード、③柔軟性、④正確性への要求は、
ますます高まるであろう。たとえば、大手家電メーカで
は、１次産品を輸入して高機能の半導体製品や液晶製品
を生産する一方で、ASEAN諸国において廉価品のモジ
ュールを生産し、最終消費地である西側諸国の工場で最
終アセンブリーを行うといったことが、日本の本社で計
画される生産計画に則って、あたかも１つの工場内で行
われているが如く実施されている。このようなグローバ
ルな生産体制下においては、各生産工程のスケジュール
が遅延せず、しかも倉庫に在庫の山を築くことなく原材
料や部品が配送されるジャスト・イン・タイムの輸送が
必要とされ、また、極限まで切り詰められた生産コスト
に見合う、輸送コストを要求されることになる。
今後、このような動向は、一部の先進的大手企業だ

けではなく、大手企業の調達先である中小／中堅企業を
はじめ、サプライチェーンで結ばれる多くの企業に及ぶ
ようになり、国際物流を円滑に支援する仕組みへの要請
はますます高まるものと考えられる。
② 輸送関連業者の視点
「1.1.1　貿易構造の変化と新しい貿易システムの必

要性」でふれたように、大型高速船舶の出現や、コンテ
ナ化、ガントリークレーンのような荷役作業を効率化さ
せるインフラが整備される一方で、取引契約、保険、運
送契約、決済といった諸手続きの効率化は遅れをとって
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いる。従って、これまでは、多くの輸送関連企業におい
て、大量化、高速化する諸手続きの事務処理を、いかに
的確、迅速、低価格で対応するかということが企業のコ
ンピタンスと考えられてきた。
しかし、荷主企業のグローバル化や電子取引の進展

の流れは、輸送関連企業に対して新たな役割を求めてい
る。すなわち、これまで輸送関連企業が行ってきた諸手
続きは、生産プロセスにおける部品の移動に付随する１
手続きでしかなく、これに対しては極力コストを抑制し
ようとしている。一方で、原材料の最適調達や、部品や
半製品の在庫管理といった企業の生産プロセス１工程
を受け持つような、新たな役割に対して付加価値を認識
するように変化しつつある。
こうした要請に応えるためには、これまで書類作成

や監督省庁への届出代行等の手続業務は極力、標準化／
自動化されたプラットフォームの上で効率化して行い、
そこで捻出した時間を高付加価値業務へ振り向けるこ
とが求められている。

(2) これまでの電子化の取組み
① 日本の取組み
貿易に関する手続業務の効率化に対応すべく、日本

においても様々な貿易業務の電子化への取組みが、
1980 年代後半から着手されてきた（「表 1-1　日本に
おける貿易電子化の取組み」参照）。
「表1-1　日本における貿易電子化の取組み」に示し

たそれぞれのシステムは、すでに10年前後経過してい
るにもかかわらず普及率が低い。例えば、POLINET
の場合、1986 年から稼動しているが、主な船社が
POLINETを利用して受信した情報で B/Lを作成する
割合は10％台である。この理由は大別すると2つある。
①それぞれのシステムが個別に開発されたため相互運
用性がなく、業務効率の向上への寄与が小さい、②カバ
ーする業務範囲が限定的で、多くの利用者にとっては必
ずしも使い勝手の良いシステムにはなっていない。

表表表表 1111----1111　　　　日日日日本本本本ににににおおおおけけけけるるるる貿貿貿貿易易易易電電電電子子子子化化化化のののの取取取取組組組組みみみみ

システム名 業務 利用者

POLINET 港湾業務
船社－海貨－検数／検量業
者

Sea-Naccs 関税申告業務 海貨－税関
S.C.-NET 輸送依頼、運賃決済業務 荷主－船社－銀行
S.F.-NET 輸送依頼、運賃決済業務 荷主－海貨ー銀行

このような理由から、電子化への取組みに対しては
消極派の企業が大勢をしめた。結果として、①電子情報
として受取るべき情報が、紙の帳票で受け渡される比率
が高くなり、入力作業に負担感がでてきた、②参加者が
少ないために、利用料金が高くなってしまい、電子化の
コスト負担感が強まった、③閉鎖的システムで、自社の
他システムへの連携が取りにくいために、独自に使い勝
手の良いシステムを構築する企業が相次いだ。
このような経験を踏まえて、現在、関税システムお

よび民間貿易業務手続きを対象とした新しいシステム
（新 Sea-Naccs）を大蔵省が推進し、港湾関連業務の
EDI化を運輸省が検討している。これらは1999年以降、

順次実現される予定である。これらのシステムは、将来
的に相互接続を目指しているが、実務上の接続レベルや
実現時期に関しては明らかになっていない。
② 海外の取組み
シンガポール、香港、韓国をはじめ、海外のいくつ

かの国では先進的な貿易関連のシステム化が運営され
ている（「表1-2　諸外国の貿易システム例」）。これ
らの国においても、複数のシステム運営母体が存在する
ケースが多く、結果として複数の電子取引システムが存
在する。しかし、いずれのシステムも普及しており、例
えば、シンガポールのPort NETやTrade-Netは利用
率が100％である。日本における電子化との差異は、①
対象業務範囲の広さ、②各システムが通信メッセージに
UN／EDIFACT とオープンシステムを採用して相互
接続性を確保している、③国が政策として積極的に推進
している点である。

表表表表 1111----2222　　　　諸諸諸諸外外外外国国国国のののの貿貿貿貿易易易易シシシシスススステテテテムムムム例例例例

　　　機能
国

港湾情報 取引情報 通関手続
タームナル
管理

シンガポール Port NET Trade Net CITOS
香　　港 Cargo Net Tradelink 個別
韓　　国 KL-Net KT-Net KL-Net
出所：TPS News運輸政策研究所　1997.9　Number24

(3) 日本における新しい貿易システムの必要性
シンガポールや香港では、電子化したシステムによって

貿易業務の迅速化を推進してきたため、使いやすい港とし
て世界中の利用者に評価され、80年代後半から取扱貨物量
が著しく上昇している（「図1-6　日本と諸外国の港の貨物
取扱量の推移」参照）。

出所：日本海運の現況（1997年）運輸省海上交通編

図図図図 1111----6666　　　　日日日日本本本本とととと諸諸諸諸外外外外国国国国のののの港港港港のののの貨貨貨貨物物物物取取取取扱扱扱扱量量量量のののの推推推推移移移移

日本においても、トータルアラウンドに電子化された新
しい貿易システムを早急に完成させることが望まれており、
この構築が遅れると、グローバル化を推進する日本企業の
国際競争力を低下させる原因にもなりかねない。また、日
本の各港が国際ハブ港としての機能を、すべて近隣アジア
諸国に代替されるようになり、国際的に孤立することも懸
念される。
さらに、最も憂慮すべきは、ユーザニーズを満たせない

貿易システムを嫌う日本のグローバル企業が、より良い貿
易システムをもつ国へ流出し、日本の産業の空洞化を招く
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ことである。先にあげたグローバル・サプライ・チェーン
を構築する企業は、その企業の国籍に関係なく、生産／販
売効率を最適化するために様々な国に拠点を置くことにな
る。これまでは労働市場、物価、為替、言語、税制等が進
出の判断基準になっていたが、これからは貿易システムも
この重要な判断基準に加わってくることになるであろう。

1.21.21.21.2    諸諸諸諸外外外外国国国国のののの先先先先行行行行事事事事例例例例
1.2.11.2.11.2.11.2.1    貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引のののの電電電電子子子子化化化化にににに向向向向けけけけたたたた慣慣慣慣行行行行のののの見見見見直直直直しししし

とととと法法法法制制制制度度度度
(1) 国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)における電子商

取引に関する取組み
UNCITRAL では、国際商取引の更なる調和および統一

のために、各国においてEDIをはじめとする電子商取引に
関する制度的障害の除去を行うことを目的として、96年に
電子商取引モデル法(Uncitral Model Law on Electronic
Commerce With Guide to Enactment)が採択された。規定
の方式はモデル法という形をとり、これ自体に拘束力はな
く、各国で国内立法化される必要がある。本モデル法は、
国内法が沿うべき標準を示したという意味を持つ。
本モデル法は2部構成で全17条からなり、第1部は「電

子商取引一般」に関する規定、第 2 部は「特定領域での電
子商取引」に適用される規定である。これらの規定は、も
ともと、船荷証券(B/L)の電子化を想定して起草されており、
船荷証券のみに適用される規定は物品運送（第2部第1条）
として置かれている。
電子商取引の形態で取引が行われる場合に、国内法が、

書面要件（第 6条）、署名要件（第 7条）、原本性（第 8
条）等を要求している場合の処理および契約の形式要件（第
11条）、発出されたデータメッセージの帰属（第 13条）
等に関する規定を置いている。
この他、電子署名、電子認証、および引用による契約内

容への取込みに関する統一法草案作成作業を行っており、
電子署名、電子認証に関しては、セキュアな電子署名が付
された場合の法的効果、認証機関が証明書を発行した場合
の法的責任、外国の認証機関が発行した証明証の効力等に
関する規定を置くことが検討されている。
電子商取引モデル法の主な条文を以下に示す。

（試訳；内田貴、NBL No.603（96.10.15））
第第第第 2222条条条条　　　　デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ：：：：

a)　「データメッセージ」とは、電子データ交換(EDI)、
電子メール、電報、テレックスまたはテレコピーを含
むが、これらに限定されないところの、電子的、光学
的または類似の手段によって創出され、送信され、受
信され、または保存された情報をいう。

b)　「電子データ交換(EDI)」とは、情報を構造化するた
めに合意された標準を用いてなされる、コンピュータ
間の情報の電子的移動をいう。

第第第第 5555条条条条　　　　デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの法法法法的的的的承承承承認認認認：：：：
　情報は、それがデータメッセージの形体であることのみ
を理由として、法的効力（effect）、有効性（validity）また
は執行力（enforceability）を否定されてはならない。
第第第第 6666条条条条　　　　書書書書面面面面：：：：
(1)　情報が書面に記載されることを法が要求している場合
には、データメッセージによっても、そこに含まれる情

報が後の参照に利用できるようにアクセス可能であれば、
その要件は充たされる。

(2)　第(1)項は、そこにおける要件が、義務の形をとってい
る場合であれ、あるいは、法が単に、情報が書面に記載
されていない場合の効果を定めている場合であれ、適用
される。
第第第第 7777条条条条　　　　署署署署名名名名：：：：
(1)　法が人の署名を要求している場合には、その要件は、
データメッセージとの関係で、以下の場合に充たされる。

(a)　その者を特定し、かつ、当該データメッセージに
含まれる情報についての、その者の承認を示す方
法が用いられ、かつ、

(b)　その方法が、当事者間の関連する合意を含むすべ
ての事情に照らし、当該データメッセージが創出
されまたは通信された目的にとって、信頼できる
とともに、適切であった場合。

(2)　第(1)項は、そこにおける要件が、義務の形をとってい
る場合であれ、あるいは、法が単に、署名が欠如してい
る場合の効果を定めている場合であれ、適用される。
第第第第 8888条条条条　　　　原原原原本本本本：：：：
(1)　情報が原本の形体で提出され、または保管されること
を法が要求している場合には、その要件は、以下の場合
に、データメッセージによって充たされる。

(a)　データメッセージとしてであると否とを問わず、
情報がはじめてその最終的な形体で創出されたと
きから、当該情報の完全性に関する信頼できる保
証が存在し、かつ、

(b)　情報が提出されることが要求されているときには、
提出すべき者に対して表示することができるとき。

(2)　第(1)項は、そこにおける要件が、義務の形をとってい
る場合であれ、あるいは、法が単に、情報がその原本の
形体で提出されまたは保管されなかった場合の効果を定
めている場合であれ、適用される。

(3)　第(1)項(a)の適用においては、
(a)　完全性を評価する基準は、何らかの裏書の付加
や、通信、保管および表示の通常の過程におい
て生ずる変更を別として、情報が完全かつ無変
更で維持されたかどうかでなければならず、か
つ、

(b)　要求される信頼性の標準は、情報が創出された
目的、ならびにすべての関連する事情に照らし
て評価されなければならない。

第第第第 11117777条条条条　　　　運運運運送送送送書書書書類類類類
(1)　第(3)項に定める場合を除き、法が第16条（物品輸送
契約に関する諸行為）に掲げる行為が書面への記載によ
り、または書類を使用して行われるべきことを要求して
いるときは、その要件は、当該行為がひとつまたは複数
のデータメッセージを使用して行われる場合には、充た
される。

(2)　第(1)項は、そこにおける要件が、義務の形をとってい
る場合であれ、あるいは、法が単に、当該行為を書面へ
の記載によりまたは書類の使用により行うことを怠った
場合の効果を定めている場合であれ、適用される。

(3)　権利がただひとりの者のみに譲渡されるべきものであ
り、または債権がただひとりの者のみにより取得される
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べきものであり、かつ、法が、その効果を生じさせるた
めに、権利または債権が書類の移転または使用によりそ
の者に対して賦与されなければならないと要求している
場合には、その要件は、当該権利または債権がひとつま
たは複数のデータメッセージの使用により賦与される場
合には、充たされる。ただし、そのデータメッセージに
唯一性を与えるために信頼できる方法が用いられた場合
に限る。

(4)　第(3)項の適用において、要求される信頼性の基準は、
当該権利または債権が賦与された目的に照らし、かつ、
当事者間の合意を含むすべての状況に照らし、評価され
なければならない。

(5)　第 16条に掲げる行為に効力を生じさせるため、ひと
つまたは複数のデータメッセージが使用された場合には、
その行為に効力を発生させるために使用されたいかなる
書類も有効ではない。ただし、当該データメッセージの
使用が廃止され、書類の使用により代替された場合はこ
の限りではない。この場合において発行される書類は、
前示の廃止についての陳述を含まなければならない。デ
ータメッセージの書類による代替は、関係当事者の権利
または義務に影響を与えてはならない。

(6)　法が、書類に化体され、または書類により証される物
品輸送契約に対して強行的に適用される場合において、
物品の輸送契約がひとつまたは複数のデータメッセージ
により証されているとき、当該契約が書類ではなくデー
タメッセージによって証されているという事実を理由と
して当該法の定めが不適当になるものとされてはならな
い。
(2) 国際商業会議所(ICC)における電子商取引に関する

取組み
ICCは、国際貿易・サービス・投資の促進、および企業

間の自由かつ公正な競争に基づく市場経済システムの発展
等を目的として、1919年に設立された私的な国際経済団体
であり、会員は130カ国、約7,000社にのぼる。設立以来、
「荷為替信用状に関する統一規則および慣例(UCP)」、「イ
ンコタームズ(INCOTERMS)」といった国際取引慣習に関
わる共通のルール作りを行ってきた。

90年の INCOTERMS改定にあたっては、引渡の証拠と
して「両者が合意すれば、電子メッセージを運送書類の授
受に替えることができる」旨を規定した。また、91年には
国際貿易開発会議(UNCTAD)と ICCが共同で「複合運送書
類に関する規則」を制定し、「準拠法が認め、かつ、流通
性がある形式か、指定荷受人のある流通性のない形式の複
合運送契約書類はEDIメッセージで代替できる」旨を定め
ている。
最近の動きとして、93年にUCPを改訂して(現在のUCP

500となった)「信用状に他に異なる定めのないかぎり、銀
行は自動機器またはコンピュータ機器による(Automated
or Computerized System)書類をオリジナル書類と認め、書
類の署名は電子的認証方法 (Electronic Method of
Authentication)で可能」と定め、94年から貿易取引等を対
象とした電子商取引のためのルール作り、セキュリティ対
策のあり方の検討に取組んできている。97年には、国際的
な電子商取引における認証行為および認証機関に関するガ
イドラインとして「GUIDEC：General Usage for

International Digitally Ensured Commerce（国際的な電
子商取引を確立するための総則）」を発表した。

GUIDECは、非対称暗号方式を前提とした電子署名を採
っており、UNCITRAL 電子商取引モデル法の内容を、国
際的・商業的観点から拡張（あるいは具体化）したものと
位置づけられる。特に、電子的に署名された文書に対する
説明・規定・指針に力を入れており、署名の概念を
“signature”ではなく“ensure”（自己を証明するという
意図をもって、メッセージに電子シールまたは電子シンボ
ルを記録・適用すること）という用語で定義している。
(3) EC・ISPOにおける電子商取引に関する取組み
欧州評議会は、94年に「欧州並びにグローバル情報社会

－欧州理事会への勧告（バンゲマンレポート）」を公表し、
欧州にとって情報化社会戦略は最も重要な戦略的課題であ
る旨をうたった。そして、この分野について統合的な政策
検討機関である「ISPO：Information Society Project
Office」を設け、種々の政策的検討を行っている。その検討
は、インターネットによる情報交換サービスから電子小切
手と多岐に渡っているが、その中心にあるのは、市場適合
性（マーケット・ドリブン）ということができる。
欧州委員会が97年に公表した「欧州電子商取引イニシア

チブ」では、電子商取引を推進する上での基本原則を以下
のように提示し、既存の国際活動・フォーラムや二国間協
議等を通じて、国際的一貫性のある枠組の確立が必要であ
るとしている。

· 「規制のための規制」の排除
· 単一市場の自由を基礎とする規制
· 全ての規制はビジネスの現実を考慮
· 規制は一般的な利益目的を効果的・効率的に達成

また、98年2月には、「グローバル化と情報社会：国際
協力強化の必要性」と題した、電子商取引に関する諸問題
を解決するためのプロセスをグローバルな国際憲章として
確立すべきとの提案を行っている。国際憲章としての性格、
すなわち、調整方法については多国間の合意に基づく、法
的な拘束力を持たない既存の国際機関の役割に配慮するこ
とからして、解決すべき問題そのものを定義するのではな
く、国際的調整の強化のための合意であり、可能な限り広
範な国際社会の参加を可能とすべきとしている。かかる国
際憲章は99年中に合意することが考えられる。
(4) 米国統一商法典(UCC)における電子商取引に関する

取組み
米国では、これまでに各州政府が業務の電子化に対して

積極的に取組んできたこともあり、電子署名法等に見られ
るように州法としての制定が進んでいる。一方で各州横断
的な検討の場として、統一商法典（Uniform Commercial
Code；UCC）があり、電子商取引関係の主要な草案が出さ
れている。統一商法典は、米国における各州が商取引法を
作成するための規範とする統一州法で、統一州法委員全国
会議(NCCUSL：National Conference of Commissioners
on Uniform State Laws)が中心となり、全米法曹協会
（ABA：American Bar Association）などが参加して作成
している。
一方、国際的には、UNCITRAL に協力して、電子署名

一般規則（Uniform Rules on Electronic Signatures）のド
ラフトを完成させた。
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UCCの主要な草案を以下に示す。
①　2B編
　電子的な署名の法的効力について議論されている
が、98年 11月に適用領域がソフトウェアと、オン
ライン・ライセンスやオンライン・サービスに限定
された。
② Uniform Electronic Transaction Act
データ交換のための協定案について議論されて
いる。
③ UN/UNCITRAL(Uniform Rules on Electronic

Signatures)
（試訳；ECOM「認証に関わる諸外国の法制度
調査報告」）

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee5555....　　　　電電電電子子子子署署署署名名名名のののの有有有有効効効効性性性性・・・・証証証証拠拠拠拠力力力力
(a)認証書の有効期間のもの、(b)個人に対応していることが、
(ｉ)認可された認証局発行である、(ⅱ)もしくは基準に基づ
いた認証局が発行した認証書である、ことにより、有効性・
証拠力は確かである。
　あるいは、認証書が利用者と正しく対応していることが
状況からもっともらしい、などの条件による。
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee11111111....　　　　認認認認証証証証局局局局のののの契契契契約約約約上上上上のののの責責責責任任任任
① 認証局と利用者間の責任は、契約により決められ
る。
② 認証局は契約により、認証書の記載事項、もしく
は技術的不可避な事項について責任を回避する。し
かし契約の主旨に則り契約内容があまりにも不公平
であれば、責任回避もしくはその有限性については
別となる。
③ 認証局の意図的な行為あるいは不注意によって発
生した損失の場合、認証局の責任は有限ではない。

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee12121212....　　　　認認認認証証証証書書書書のののの利利利利用用用用者者者者にににに対対対対すすすするるるる認認認認証証証証局局局局のののの責責責責任任任任
相互契約がない場合、認証書を発行する認証局は、以下の
事象に対してその利用に次の責任を負う。
①　認証書の記載内容の誤り。
②　失効要求に対する手続の不履行
③　以下の事項の無視：
ａ　認証局により公表される認証実施規定、認証局
運用規定の内容

ｂ　適用される法律
ただし、以下の除外規定が設けられている

a)　認証局もしくはその代理機関が問題発生防止
に対してあらゆる措置をとったことを示すこ
とができる場合、あるいは認証局もしくはそ
の代理機関がそのような措置をとることが不
可能であったことを示すことができれば、認
証局は責任を回避することができる。

b)　認証局は認証書においてその利用目的を限定
することができる。認証局はそのような目的
以外に使われた場合の損害について責任を負
わないでよい。

c)　認証局は認証書において認証書が有効である
トランザクションの金額を制限することがで
きる。認証局はそのような金額を超える損害
に対しては責任を負わないでよい。

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee17171717....　　　　本本本本規規規規則則則則にににによよよよりりりりササササーーーービビビビススススをををを提提提提供供供供すすすするるるる国国国国外外外外認認認認証証証証局局局局

①　変則A
　国外の機関は、もし国内で認証局となろうとする
機関が従うのと同一の基準に準拠し、同一の手続に
従うのであれば、国内で認証局となることができる。
あるいは、国内に存在することなしに国外からサー
ビスを提供することができる。
②　変則B
　国外の認証局を認可することに関する規則を策定
する権限を国から与えられている機関は、国外認証
局を認可する権限を有し、その認可規則を策定する。

AAAArrrrttttiiiicccclllleeee18181818....　　　　国国国国内内内内認認認認証証証証局局局局にににによよよよるるるる国国国国外外外外認認認認証証証証局局局局のののの保保保保証証証証
　実施国の法律のもとに運用されている認証局により認知
されており、その認証局が自身の認証書と同じ水準で認証
書の項目についての正しさと有効性を保証するのであれば、
国外認証局から発行された認証書はこの規則で対象とする
認証書と同じ意味で電子署名に利用することができる。
AAAArrrrttttiiiicccclllleeee19191919....　　　　国国国国外外外外認認認認証証証証書書書書のののの認認認認知知知知
①　国外認証局の運用実施が少なくともこの規則のも
とでの認証局に要求されている信頼性の水準と同じ
であれば、国外認証局で発行された認証書は実施国
の法律のもとで運用されている認証局発行の認証書
と法的に同等であるとみなされる。
②　他国の法律が要求している信頼性の水準が、実施
国の法律に準拠している記録あるいは署名のそれと
少なくとも同じであれば、電子署名あるいはその他
の電子署名に関する他国の法律に準拠している署名
および記録は、この規則に準拠する署名および記録
と法的に同等であると理解される。［そのような認
識は国家間もしくは多国家間の公開された合意によ
り得られるであろう。］
③　国外認証局の認証書があらゆる状況に照らして信
頼できるものであり、発行された目的のために妥当
なものであれば、国外認証局で発行された認証書を
参照して照合される電子署名は、法廷や当事者にと
って効力を有するものである。
④　前項に拘らず、政府機関は政府機関に提出される
メッセージもしくは署名に関して、特定の認証局、
認証局の水準、あるいは認証書のクラスが使われな
ければならないことを指定することができる。

(5) 経済協力開発機構(OECD)における電子商取引に関す
る取組み

OECDでは、インターネット上の電子商取引の活発化等、
情報社会における経済的社会的利益の発揮のためには、情
報インフラおよびマルチメディア・サービスなどの情報社
会に適した市場構造が発展することが必要との認識から、
政策フレームワーク、情報経済、コンテンツ、セキュリテ
ィ、プライバシーおよび暗号政策等の広範な課題について
検討が行われている。
暗号政策については、95年に最初の会議「暗号方針に関

するOECD専門家会議」を開催し、国際的な協調が必要で
あること、またプライバシー保護と公共安全のための「法
に基づく入手」のバランスに関して統一的な解決策が必要
であることが確認された。

97 年に公表された「OECD 電子認証・暗号政策ガイド
ライン」では、この分野に関する重要な政策課題であった
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鍵回復システムなどについて、政策的提言を行っている。
ガイドラインでは、以下の８項目について方針を定めてい
るが、プライバシー保護との整合性をとりつつも、暗号化
されたデータを国家等の第三者が強制的に解読することも
認めている。
①　信頼性のある暗号方式の利用
暗号方式は、利用者が情報システムや通信システム

に適用する際に秘匿性が確保できるように、信頼性の高
いものでなければならない。
②　一般利用者の選択権利
利用者は適用される法律のもとで、利用する暗号方

式を自由に選択できなければならない。
③　自由で市場主導の暗号方式の開発
暗号方式の開発は個々の利用者や産業界や政府から

の要請にこたえるものでなければならない。
④　暗号方式の標準化
暗号方式に関する技術標準や基準やプロトコルは、

国家および国際的レベルでの開発・適用が推進されなけ
ればならない。
⑤　プライバシー、個人情報の保護
通信の秘密や個人データの保護を含むプライバシー

に関する個人の基本的権利は、国家の暗号方針の策定や
暗号方式の導入と運用において十分尊重されなければ
ならない。
⑥　公権力の行使
国家は暗号政策により、暗号化されたデータの平文、

または復号のための鍵への合法的なアクセスを認める
ことができる。この政策実施にあたっては、本ガイドラ
インの他の原則を十分配慮しなければならない。
⑦　暗号利用、暗号サービスの責任
暗号サービスを提供するか、鍵を保管・利用する個

人または組織に関して契約書が作成される場合は、その
責任について契約書または規則に明記しなければなら
ない。
⑧　暗号政策の国際協調
政府は暗号政策を遂行するために国際協調をしなけれ

ばならない。この一環として、政府は貿易を阻害するよう
な暗号政策を制定してはならないし、そうした暗号政策が
存在する場合には、除去しなければならない。
上記の中で、国際相互認証に関連するのは、「暗号政策

の国際協調」に関する項目である。ここには次の 4 項目が
述べられている。
① 関連国内法において暗号の国際利用を許す
② 国際的な暗号鍵への合法的アクセスは、各国間での
協調・合意により達成される
③ 政府は暗号政策によって、自由な暗号の利用を妨げ
てはならない
④ グローバルな電子商取引の障壁になるような暗号政
策を実施してはならない、国際的な暗号利用の障害を
作ってはならない
この方針は国際的な暗号の利用を促進するために、各国

が協調すべきであることを述べたものである。
また、98年のOECD電子商取引閣僚級会議（オタワ開

催）では、官民間の意見交換や各国際機関における検討報
告を経て、今後に関係国で協調して取組むべき課題の抽出、

方向づけが行われた。
· 非課税原則の支持と、差別的課税への反対に合意
· トランザクションを認証するための技術とビジネス
メソッドは、民間が選択できる、ことの確認

· 認証に対して、テクノロジーニュートラルで非差別的
で、かつマーケット主導型のアプローチに基づく政策
を採る、ことの確認

(6) 諸外国における電子署名法
電子署名を付したメッセージデータに文書と同等の証拠

能力が認められない場合、取引の安定性が確保できずに利
用者の信認を獲得できない懸念から、電子的な署名等に対
して法的安定性を高めるための立法的手当が期待されてい
る。
電子署名および認証機関に係わる諸外国における法制化

は、概ね以下のとおりに類型化が可能である。
①　認証機関について資格要件を定め、認証機関の業務
運営上の義務等包括的な法的規則を行うアプローチ
によるもの

A.　米国ユタ州電子署名法(Utah Digital Signature
Act)
ユタ州は世界に先駆けて電子署名法を制定してお

り、同法は民間の認証局の許認可制を定めている。
運用すべき信頼システムの要件、監査の条件（1 回
／年、監査人の要件、監査免除の条件）、禁止事項、
開示情報や発行運用業務に関わる認証局としての義
務、鍵預託の要件等が示されている。また、認証局
の責任に対して認証書に記載の勧告信頼限度額を設
け、認証局の相互認証に関する規定は記されていな
い。

B.　ドイツ電子署名法（Informations-und Kommuni-
kations Dienste Gesetz：InKDG）
情報および通信サービス法（全 11条）の 1条文

として制定しており、本法は通信サービス法、通信
サービス情報保護法、電子署名法等からなる。認証
局に対する要件として、セキュリティ計画書の提出、
確保すべきセキュリティレベル、ドキュメントの保
存期間、利用者の情報保護、利用者に対するセキュ
リティに関する情報提供を求めている。認証局の責
任範囲は特に規定されていない。相互認証について
は、ドイツ外で発行された一部認証書も認めており、
EU 参加国または Agreement on the European
Economic Areaの参加国で承認された公開鍵でかつ、
本法制と同等のセキュリティレベルの電子署名は本
法制での電子署名と同じ効果を有するとしている。

②　最上位の認証機関について公的機関を設立して、そ
れ以外の下位の認証機関については最上位の認証機
関が定めた基準に基づく認証に委ねるアプローチに
よるもの

A.　オーストラリア公開鍵認証フレームワークに関する
提案（96年）

B. S.W.I.F.Tが提唱する認証サービス
CARA (Certification Authority Registration
Authority)と呼ばれる認証サービスで、S.W.I.F.T
に加盟する各銀行が登録局、S.W.I.F.Tがルート
認証局となり、金融機関主体の認証サービスを提
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供しようとするものである。認証サーバやディレ
クトリサーバなどのインフラ全体をS.W.I.F.Tが
提供することを提言しており、システム統一によ
るインフラ構築コストの集約・運営の効率化を目
指している。

③　認証機関に関する特段の法的規定を設けずに、電子
署名の法的効果等のみに限定して法的枠組を定める
アプローチによるもの

A.　米国カリフォルニア州電子署名法
電子署名は、以下5つの要件、利用者に固有であ

ること、照合可能であること、利用者のみにより管
理されていること、データに結合しておりデータの
変更に対して無効になること、州長官が採用する規
制に適合していること、のもとで従来の手書署名と
同じように有効であるとしている。

B.　米国マサチューセッツ州電子署名法

1.2.21.2.21.2.21.2.2    欧欧欧欧州州州州ににににおおおおけけけけるるるる取取取取組組組組みみみみ
(1) Boleroプロジェクト
本プロジェクトは、貿易手続簡易化の背景のもとに欧州

委員会(EU)が関与して、海上運送業者（フォーワーダ）、
保険会社、金融機関等の関係者が検討してきた船荷証券
(B/L)の電子化プロジェクトの成果を基礎としている。その
後、98年にS.W.I.F.Tおよび国際的な船社・フォーワーダ、
港湾当局が構成しているTT Clubの 2機関のジョイントベ
ンチャーとしてBolero International Limitedという新会
社が設立された。
電子署名等のセキュリティ技術を用いた「保証され、かつ

安全な伝達」を提供する中立的な“EDI プラットフォーム”
の構築を基本理念として、99年中の運用開始を予定する。

Boleroのシステム構成は以下の4点に特徴がある。
①　共通の安全対策
電子化された貿易文書の安全な授受の為に認証機関

(Certification Authority, C/A と略す )と登録機関
(Registration Authority, R/Aと略す) を設置し、非対
称暗号方式を用いる電子署名等の安全策を提供する。
②　拘束力のある法的環境
ユーザは、システムに参加するにあたり、ルールブ

ックと称する統一約款に署名・同意することを要求され
る。国際取引や電子商取引については統一的基準がなく
各国法制、国際取り決めも異なるので、ルールブックの
承認・署名によって、Bolero システムを利用するユー
ザ全員が法的に拘束される形を採っている。
③　通信サービス

Bolero システムは、認定されたネットワーク
(Accredited Network）を経由して、EDI・イメージ・テ
キスト・VAN・インターネットなどあらゆるタイプの
メッセージ交換を可能にする。
④　タイトル・レジストリ(Title Registry)
中央登録機関として、船荷証券の内容と権利関係を

電子化したデータベースの維持・管理を行う機能を有す
る。

Boleroプロジェクトでは、国内外の貿易取引と関連する
国際協定に準拠し、ユーザに対し、予測可能で安定かつ公
正な法的環境を提供する目的でルールブックを策定中であ

る。
以下にルールブックにおける主要項目を示す。
①　「機能等価アプローチ」の採用
　販売、輸送、金融、信用状、保険等の貿易取引の
各場面で、Boleroを利用するユーザが、相手方との
関係において紙形式（書面）と同等の機能を保証す
る。これは、UNCITRAL電子商取引モデル法の考
え方に立脚している。権原証券の取扱と権利移転は、
法律的に拘束力があり、かつ紙（証券）上に化体さ
れた権利は、電子的環境においても現に存在すると
説明される。
②　送信者の送ったメッセージについては、否認不可
性を採用
③　原本性の保証
　メッセージ上の権利が、同じユーザによって何度
も移転できないことを保証する。Boleroシステムで
は、データメッセージに基づき権利移転がなされる
ので、そのメッセージが原本であること（唯一性保
証）の証明に必要なシステム面の防護強化条項を設
ける。
④　多くの基本契約の中から、特に輸送契約と信用状
に関する標準条項を直接あるいは参考資料として組
み込む。
⑤　準拠法を指定する。
⑥　ルールブックの解釈上の争いについて、解決手段
を定める。
　基本契約には干渉しないという目的に沿って、ユ
ーザに対しては争いの原因がルールブックの解釈上
の疑義だけならば、特定国の裁判所の救済に委ねる
ことを義務づけず、ルールブック自体に解決できる
手順を定める。

また、Boleroのサービス契約には、サービスの利用、ア
クセス要件、価格設定、サービスの実行に関する項目が盛
り込まれており、ユーザはBoleroとの契約書（直接または
間接）およびサードパーティのセキュリティサービス提供
者との契約書に署名する。Boleroは、Boleroシステムの認
定サービス提供者との契約書に署名する。これらの契約は、
サービス、セキュリティ、責任のレベルを拘束し、サービ
ス契約はユーザと Boleroの間の義務、および Boleroとサ
ードパーティサービス提供者間での義務を詳細に定めるの
に必要となる。ユーザに直接提供されるサードパーティサ
ービスは、Bolero サービスの対象とはならず、ユーザの責
任において行われる。同様に契約もBoleroを経由しない。

Boleroサービスに関わる責任と義務については、以下の
点を保証することが検討されている。

①　ユーザから受信が確認されたすべての情報は、そ
の指示にしたがって管理される。

②　すべての情報は、ルールブック、サービス契約ま
たはユーザの指定する期間中安全に管理される（シ
ステム故障時の限定されたデータ喪失は除く）。

③　ユーザは、Bolero サービスから要求されるすべ
ての情報の受信を確認できる。

④　予定された停止時間と一定の連続時間枠内の予
定しない停止時間との場合を除き、Boleroサービ
スは、1週７日、1日24時間利用可能である。
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⑤　災害時には、一定時間経過後、利用可能となる。
⑥　セキュリティインフラは、送信者の認証、否認不
可性、指図／文書内容の完全性を提供し、外部か
らの攻撃にも対処できる。

⑦　運用上の対処で、改ざんは防止される。
⑧　受信情報は全て機密が守られる。
⑨　ネットワークとソフトウェアとのアプリケーシ
ョンインタフェースは、Boleroサービスの趣旨に
合うように正しく開発・保守される。

⑩　登録される全ユーザは、認証され、資格のあるユ
ーザだけが自分自身のセキュリティ情報にアクセ
スできる。

これらの責任を果たす為には、明確な賠償義務が必要と
なるが、Bolero サービスでは、他のサービス提供者とは全
く異なった視点から賠償を実行する。通常の貿易書類サー
ビス提供者の契約では、その賠償義務はトランザクション
価格の倍額かあるいは低い方の固定金額に限定されるが、
Bolero では、ユーザの料金ではなく、基本となるビジネス
トランザクションに従って計算される。Bolero サービスの
故障が原因で、貨物の通関に必要な書類が遅れた場合には、
契約に定められた限度内で遅延に関わる債務が発生するこ
とになる。

1.2.31.2.31.2.31.2.3    米米米米国国国国ににににおおおおけけけけるるるる取取取取組組組組みみみみ
(1) NACHA（ACHネットワーク）

ACHネットワークは、70年代初頭から手続の煩雑な小
切手に代わる電子的支払決済手段として提供が始まったバ
ッチ処理による電子的支払決済システムである。現在
13,000以上の金融機関が利用しており、その大きな特徴は
非常に安価なサービスであることにある。

NACHA は ACH ネットワークの標準化組織であり、
ACHネットワーク上で提供される金融 EDIサービスを推
進している。ACHネットワークは当初は金融 EDIサービ
スへの取組みが遅れていたが、ここ数年の間に改良を積み
重ね、今では金融EDIサービスのインフラストラクチャー
の本命として見る向きが増えてきた。
(2) EDI BANX

EDIBANXは有力銀行が中心となって 94年に始めた金
融 EDIサービスである。当初から金融 EDI を目的として
構築されたため、ACHネットワークに比べて優れた点が多
かったが、ACHネットワークが改良されるにつれ、その優
位性を失いつつある。特にEDIBANXは金融機関のコスト
負担が重たいため、Mellon Bank，Chase Manhattan Bank
などが脱退するという動きが出てきている。一方
EDIBANXとしては米 EDS と提携することにより、イン
トラネット技術を全面採用したシステムを生残りの切り札
と位置づけている。
(3) インターネットを利用したEDIへの取組み
個別銀行ベースの取組みとしては、どの銀行でも ACH

ネットワークを利用した金融EDIサービスが中心になって
いる。これに加え、EDIBANX や、インターネットを利用
した金融EDIなどの各種サービスで差別化を図っている。
金融 EDI へのインターネットの利用は Mellon Bank や
Chase Manhattan Bankが特に積極的であり、この2行で
はEDIソフトウェア会社Premenos/Harbingerのソフトウ

ェア Templar を用いてサービスを提供している。一方
Citybank は顧客が比較的保守的な最大手企業であること
から、あまりインターネットへの取組みは盛んでない。
(4) ISA(Information System Agreement)によるEC／EDI

ISAは、船社業界におけるEC/EDIの普及を目指して活
動している団体である。設立は1991年、本部はカリフォル
ニア州サンランドにある。現在の会員は次の11船社である。

· American President Lines (APL)
· Crowley
· American Transport
· Hapag-Lloyd
· “K”Line America,Inc.
· Maersk
· Mitsui O.S.K. Lines (MOL)
· OOCL
· P & O nedlloyd
· Sea-Land
· Yang Ming Lines

ISAの主な活動内容は、船社業界のEDI標準『ISA標準』
の開発とメンテナンス、『EDI実行ガイド（Implementation
Guides）』の作成、出版、メンテナンス、関連の標準化団
体との連携等である。また、『MultiTrack』『MultiSchedule』
という２つのECソフトウェアの開発と普及も行っている。
(5) Multi Track

Webベースの複数船社の船舶トラッキングシステム。現
在、APL, Crowley, MOL, OOCL,４社の船舶トラッキング
が可能である。ISAのWeb Siteにアクセスし、トラッキン
グ情報を含んだ Excel ファイルをダウンロードすることが
できる。
(6) Multi Schedule

Web ベースの複数船社の船舶スケジュール確認システ
ム。Multi Trackと同様、ISAのWeb Siteにアクセスし、
船舶スケジュール情報を含んだ Excel ファイルをダウンロ
ードすることができる。

ISA標準は、次の４つのEDI標準に準拠している。
· TDCC（米国運輸業界のEDI標準） version C2/9
· ANSI ASC X12 version3030および4010
· UN/EDIFACT version 92.1
· EDIFACT version2 based on D95B

また、開発済みの ISA標準メッセージは、次の８種類で
ある。

· ブッキング　（booking）
· 船積指図書　（Shipping Instructions : S/I）
· 船荷証券　（Bills of Lading : B/L）
· 荷送り状　（Invoices : I/V）
· 貨物ステータス　（Cargo Status）
· 船舶スケジュール　（Vessel Schedules）
· 到着案内　（Arrival Notices）
· 輸入貨物引渡書　(Import Cargo Releases)

1.2.41.2.41.2.41.2.4    アアアアジジジジアアアアににににおおおおけけけけるるるる取取取取組組組組みみみみ
(1) 台  湾
① Trade-Van
台湾において最初に導入された大規模なEDIプロジ

ェクトは、貨物通関業務処理自動化プロジェクト（自動
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通関システム）である。
Trade-Van（旧 Promotion Task Force of the

Ministry of Finance（大蔵省））と the Cargo Clearance
Auto-mation Planningによってその導入が推進された。
航空便（1992年 11月導入）および船便（94年 11月
導入）による貨物の通関手続き業務を自動化するに従い、
26の航空便通関業務文書、46の船便貨物通関業務、7
の税徴収業務文書、計 79 の EDI 文書が、UN／
EDIFACT 標準を基に開発された。また、このプロジ
ェクトは当時航空・船舶業界が直面していたコミュニケ
ーション上の問題を解決するべく、台湾初の包括的な付
加価値網の運営主体となるTrade-Vanの設立目的も含
まれていた。Trade-Van は、電子的なデータのやり取
り、各種データベースの整備、電子メール、パケット・
スイッチングなどのサービスを提供するのみならず、輸
入貨物マニフェストの送付、電子的な支払業務等、より
付加価値の高いサービスの提供をも可能にしている。現
在、すべてのサービスを合わせると 8,000社の Trade-
Vanユーザが台湾にいる。
A. サービス内容：
①　EDI情報交換サービス
· メールボックス管理
· セキュリティ対策・認証業務
· EDIメッセージ・トランスレーション
②　データベースサービス
· 情報公開（為替レート、税制、航空便スケジ
ュールなど）

· 税関情報（輸出入申告手続、輸入貨物蔵置状
況等）

③　法律・規則照会
· 法律、規則、行政通達、貨物課税規則等
· 電子掲示板(Bulletin Board)
台湾国内においては、Trade-Vanの発足と歩みを同

じくして以下に示すEDIが順次構築されてきた。
92年11月：航空貨物自動通関システム
94年　７月：海上貨物コミュニティシステム

(SCCS)
94年11月：海上貨物自動通関システム

(および電子関税支払システム)
95年12月：航空貨物コミュニティシステム

(ACCS)
自動通関システムを通じて、通関申告及びマニフ

ェストの99%が提出され、納税額全体の60%（年間
600 億台湾ドル）が支払われている。なお、申告後
ただちに納税となる。通関件数は、96年で550万件、
98年では655万件に達した。
また、本システムの利用による通関に要する時間

は、C1区分（全貨物の50%程度を占める）で15分、
C2区分が半日、C3区分でも1日で処理される。

C1：紙の提出も、検査も不要
C2：紙の提出は必要だが、検査は不要
C3：貨物の検査が必要
航空／海上貨物コミュニティシステムは、自動通

関システムほどには普及率は高くないが、海上につ
いては、それでも船社117社、フォーワーダ37社、

倉庫業33社が参加しており、フォーワーダからのブ
ッキング情報を船社に伝える、あるいは船社のマニ
フェスト情報を倉庫業に伝える等に利用されている。
今後の Trade-Van による取組みとしては、

“Paperless Trading構想”なる貿易手続の電子化計
画がある。現状は構想段階であるので、具体的な計
画策定はこれからであるが、おおよそ以下の機能が
盛り込まれている。
B. Paperless Trading構想
①　荷主・フォーワーダ←→船社間で、インタ
ーネットを用いた以下機能を提供する。（輸
出時）
· ブッキング機能
· 運賃照会機能、運賃決済機能
· B/L作成機能

②　ターミナル←→船社間で、紙としての船積
指図書(S/O)を廃止して、すべて電子化する。

③　荷受人・フォーワーダ←→船社間で、紙と
しての荷渡指図書(D/O)を廃止して、すべて
電子化する。

上記のように、当初はブッキング、船積指図書
(S/O)、荷渡指図書(D/O)、船荷証券(B/L)の電子化を
先行させるが、最終的には、梱包明細書(P/L)、荷送
り状(I/V)などのすべてのドキュメントを対象にする
予定である。
また、Trade-VanはCA（認証局）として、自社

ネットワーク・システムのユーザに対して関税支払
取引およびそれに伴う銀行内における資金取引を対
象として、認証サービスを提供している。オンライ
ン・24時間体制でサービスを管理する機能を有して
おり、専用回線経由のサービスとなっている。
台湾では認証、電子署名等、電子商取引に関する

法律は現在のところ施行されておらず、認証サービ
スをはじめとする電子商取引は当事者間の私的契約
に基づいて行われる。

② 台湾ＦISC
台湾FISC(the Financial Information System Center)は、

金融業界における EDI 導入の推進、および金融 EDI
共通システムの実施とEDI標準の規格化を目的に、85
年に台湾大蔵省のタスクフォースとして発足した。当初
は行政院（日本でいう内閣）のファンド・基金で運営さ
れ、その後に財団法人化する動きもあったが、97年に
完全民営化に移された。
台湾の銀行業界全体のための共同センターとして、

ATM、クレジットカード業務等の幅広いサービスを提
供している。94年以降は、前出のTrade-Vanとの棲み
分けによって貿易関係以外の分野での金融EDIサービ
ス提供の準備を進め、97年より本格的な金融EDIサー
ビスを開始している。
A. 台湾FISCにおける現在の主要業務
①　ATM共同システム
②　銀行間資金決済システム
③　情報照合システム（個人信用情報、小切手
決済に関する情報等が対象）
④　POSサービス
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⑤　クレジットカード関係サービス
⑥　金融EDIサービス（多目的銀行間資金決済
システム）
⑦　認証サービス
⑧　インターネットを利用した電子商取引
金融EDIについては、購入者、販売者、供給者、

通関当局、カスタム・ブローカ、輸入者・輸出者、
商取引相手等、全ての関係者を、唯一の金融
EDI(F-EDI)ネットワークとして統合することを目
標として、例えば各々の業界において既にネットワ
ークや付加価値通信網(VAN)が構築されている場合
にはそれらの間を結びつける（接続させる）手段を
とっている。現在まで 2つの商用 VANとの接続が
完了し、先に紹介したTrade-Vanとは接続テスト中
である。

FISC がカバーする範囲はあくまで台湾国内に限
っており、海外との取引には関与していない。それ
については、ほとんどの銀行が SWIFT を利用して
いる。
現在までの金融 EDI の利用状況を見ると、1997

年1月のサービス開始後、正式参加16行、申請・テ
スト中が15行にのぼり（台湾大手銀行の半数以上は
参加）、企業ユーザ数は600社を超えている。
台湾 FISC が提供する金融 EDI サービスでは、

AUTACKというEDI用のセキュリティ・ソフトウ
ェアの他、電子署名がデータ交換の各段階において
利用されるなど、高度な安全対策が施されている。
また Trade-Van同様に台湾 FISCも CA(認証局)と
して認証書の発行等行っており、全国商業EDI VAN
およびFISCの金融EDIサービスのユーザに対して
インターネットを経由して認証サービスを提供して
いる。次の段階では、CA に加えて登録局
RA(Registry Authority)も設置するとの考えを持ち、
RAについては各銀行に任せることも検討中である。
B. 金融EDIで用いる主なセキュリティ技術

①　暗号アルゴリズム：RSA　キー長は512bit
（1,024bitに移行予定）
②　ハッシュ関数：MD5
③　認証技術：X.509 バージョン 1（バージョ
ン3に移行予定）
④　UN／EDIFACT 仕様のセキュリティ用ヘ
ッダ・トレーラ
⑤　秘密鍵管理用として ICカード

(2) 韓国
① KTNet
韓国政府は、EDIに法的基盤を与えるために 91 年

に「貿易自動化促進法」を制定し、また韓国経済におけ
る貿易の重要性に鑑み韓国貿易協会(KFTA)と連携し
て92年にKorea Trade Net(KTNet)を設立した。
韓国の法制度においては明文化された法律なしには

EDI 化された書類の有効性が認められていなかったが、
この法律の制定によって電子的な書類に法的な有効性
を与えることが可能となったという点で、重要な意義を
持つものであった。また、この法律ではEDIによる情
報の真正性や安全性を確保するための手段についての

概要を、以下のように示している。
· 指定された通信事業者のみが貿易自動化ビジ
ネスを運営できる許可制の導入
（指定業者になるためには事業計画と申込書
を政府に提出する）

· 政府によって公表された電子書類標準化計画
で示された標準的電子書類の使用
（政府は貿易実務において使用されている
400以上の書類の標準化に着手）

· 電子書類に記録された貿易情報についての偽
造、変造、公開に関する規定

KTNet を中心とした貿易手続きの自動化プロジェ
クトによってカバーされる分野は、貿易当局、通関手続
き、運送、保険、外貨交換および国際的ネットワークと
の連携等、広範囲にわたっている。KTNetを利用する
ことによって、貿易取引に関して関連コストの 20%削
減と平均的手続き期間を従来の19～28日から 4～7日
に短縮することが見込まれている。

KTNetは主として貿易に関連した EDIサービスを
提供しているが、この他に企業間の受発注EDIサービ
スや物流EDIサービスなどの提供も行っており、国内
の他の金融ネットワーク、通関ネットワーク、保険ネッ
トワーク、物流ネットワークなどと接続することにより、
トータルな企業間EDIサービスを展開する。韓国企業
にとっては、これらのネットワーク接続によるサービス
を利用することによって、貿易取引を含めた商取引を電
子的に処理することが可能な環境が整備されてきてい
る。

KTNet では国内のネットワークの連携にとどまら
ず、海外のVANなどとの接続も推進してきており、既
にオーストラリアの TRADEGATE との接続は完了、
台湾Trade-Vanとはテスト運用を行い、マレーシアの
Dagang*Net とは接続テストの完了後の接続合意書へ
の署名を終え、さらに米国の税関当局とも米国の EDI
ネットワークを通じて接続されている。

KTNetの貿易金融サービスは 94年から順次拡大し
ており、現在の主な内容は以下のとおりである。
①　輸入信用状開設
　輸入者が銀行に輸入信用状の開設依頼を行う。

②　輸出信用状通知
　海外から到着した輸出信用状を銀行から輸出者
へ通知する。

③　国内信用状開設・通知
　海外から到着した輸出信用状に基づき輸出者が銀
行に国内の業者への国内信用状の開設依頼を行う。
また依頼された銀行が当該相手業者へ通知する。

④　輸入貨物引取保証(Letter of Guarantee)
　輸入書類到着前に貨物が到着した場合、輸入者
が貨物を受け取るために銀行が船社に保証する。

⑤　購入許可
　輸出企業の原材料購入を支援するために、銀行
が政府からの委任により原材料を必要としている
輸出企業に対して発行する。

⑥　輸出手形の買取通知
　輸出者が当日買い取りのために持ち込み予定の
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輸出書類の明細を銀行に連絡する。
⑦　支払指図
⑧　口座の入出金通知

KTNetの中小企業対応の点では、97年よりEDI用
のソフトウェアである「EC-GATE」の無償配布も実施
しており、その効果で金融EDIの利用件数は増加して
きている。

(3) 香港
① Tradelink

Tradelink は、地場製造業と貿易関連当局とをリン
クして、輸出許可申請、輸出報告等の書類の提出を電子
的に行うために88年に設立された半官半民のネットワ
ーク運営主体である。
実際には97年からSilkNetサービスを皮切りにシス

テムの運用が始められ、主に繊維輸出許可書、輸出入申
告書の電子的処理が行われている。
具体的なサービス内容および利用状況は、以下のとお

りである。これらのサービスにおけるメッセージ仕様は
UN/EDIFACTに準拠したものが使われているが、米国貿
易に対応したメッセージタイプも併用されている。
A. SilkNet
· 97年サービス開始
· 繊維輸出許可の申請
· 登録 ID数：約2,800
· 月間トランザクション数：約31,000
· 今後の開発予定は、船舶の到着・出港状況通知、
原産地証明、生産状況通知

B. ValuNet
· 97年サービス開始
· 輸出入申告書
· 登録 ID数：約11,000
· 月間トランザクション数：約362,000
· 今後の開発予定は、中国語による輸出入申告、
原産地証明、マニフェスト、貿易規制品目の許
可

香港では 2000年 3月を目処に輸出入に関する書類
の完全なペーパーレス・電子化を実現していく計画であ
る。繊維輸出許可書では Tradelink 以外の申請受付カ
ウンタを撤廃中であり、輸出入申告書についても97年
12月よりフロッピディスクによる受付を停止し、99年
中には郵送による申告書の受理を停止、2000 年には
Tradelink経由以外の申請受付を完全廃止する。
また、中小企業への普及対策では、以下の普及啓蒙

策を実施している。
· サービス体制の整備

6ヶ所のサービス・センターの設置、基本操作研修サ
ービス、書類のEDIフォーマット化サービスなど

· 安価なハード・ソフトの提供
HK$438／月ｘ18ヶ月で必要な PCハード、ソフト
を購入可能とする

· 使いやすいソフトウェアの開発
自動セットアップ、オンラインテクニカルサポート、
自動アップグレードなど

· 付加価値サービスの提供
Tradelink WEB siteからの許可証／申告書の入力・

提出、Tradelinkを通じての香港輸出保険会社への輸
出保険申請書の提出等

C. CargoNet
CargoNetは95年に設立され、香港の港湾ターミ

ナルを運営する業者（アリーナ社）の主導のもと、
港湾当局と結ぶネットワークとして機能している。
同ネットワークには米国 EDS 社が資本参加して

金融、保険、税関等公的当局との連携を強めながら
積極的に活動を行っている。
貨物取扱業者（加入数：2,600 ユーザ）は、

CargoNet を通じて船舶輸送および航空輸送の予約
を電子的方法で確実に行うことが可能であり、また
輸送業者も船荷証券(B/L)やマニフェストに関する
情報を電子的に送信することができる。また、
CargoNetは銀行とも接続されており、端末を通じて
支払処理のスピードアップを実現している。

CargoNetを支えるメッセージングバスは、24時
間稼働している。

(4) シンガポール
① TradeNet Plus

TradeNet は、Singapore／Trade Development
Board（TDB；通商政策を担当する政府機関）により
貿易認可手続きの効率化を目的に20の政府機関を結ぶ
ネットワークとして、89年から運用がはじめられた（運
営主体はSNS：Singapore Network Services Pte Ltd）。
現在は、輸出入申告以外の広範囲なサービスを提供する
フレームワークとしてTradeNet Plusと呼ばれている。
その実体は、全国規模のEDIネットワークとPCペ

ースのクライアント・ソフトウェアおよび当局内の許認
可自動処理システムの組合わせである。使用するメッセ
ージ仕様は、当初の独自フォーマットに加えて現在は
UN／EDIFACTに対応している。
これにより、貿易業者はTDB, CED（税関）等の当

局に対して、電子的に輸出入申告を伝送できるようにな
り、従来は 4時間から 2日間要していたところを現在
では3分以内の処理が可能となった。現在では約2,600
社が利用、毎月50万件の輸出入申告が処理されている。
また、TradeNet Plusのフレームワークにおける貿

易取引分野のサービスとして、船荷証券(B/L)等の船積
書類を電子化して、輸出入業者、運輸業者等民間事業者
間で交換するためのEDITRANSを構築し、97年から
運用を開始した。
以下に、TradeNet Plusを構成するいくつかのネッ

トワークを示す。
A. EDITRANS

EDITRANS（EDI TRANsportation System：
EDI輸送システム）は、インターネットを介して、
荷主とフォーワーダなどとの間で貿易関連のデータ
を電子的に交換するためのEDIネットワークであり、
シンガポール・ネットワーク・サービス社が運営し
ている。EDITRANS で交換するメッセージは下記
のとおりである。これらのメッセージは、UN／
EDIFACTに準拠している。
· 輸送指示回答書
· 輸送指示書
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· 梱包明細書
· 船荷証券
· マニフェスト
· 到着案内
· 荷送り状

B. Integrated Trade Agents
Integrated Trade Agentsは、TradeNet,Spectrum，

PortNet，EDIMANおよびEDITRANSの６つのネ
ットワークを統合化したEDIネットワークである。
６ネットワークをオールインワン・パッケージ化し
たソフトウェアを提供するほか、EDIネットワーク
間でデータを共有化することにより、データ再入力
作業の削減、それに伴うミスの削減を目指す。
C. Air Cargo EDI System(ACES)

ACESは、２つの機能を持つ。いずれも航空貨物
が対象である。第一に、フレイト・フォーワーダや
航空貨物代理店が、シンガポール貿易開発庁へ、マ
ニフェスト (Manifest Reconciliation Statements:
MRS)を電子的に提出することができる。第二に、フ
レイト・フォーワーダや航空貨物代理店が、税務局
へ、積荷目録を電子的に提出することができる。
フレイト・フォーワーダや航空貨物代理店は、

ACESを利用することにより、マニフェストや積荷
目録をもって、シンガポール貿易開発庁や税務局へ
足を運ぶ必要が無くなる。

ACESは、シンガポール貿易開発庁、税務局、シ
ンガポール民間航空局（Civil Aviation Authority of
Singapore）、シンガポール航空貨物代理店協会
(Singapore Aircargo Agents Association)、チャンギ
国際空港サービス(Changi International Airport
Services)、シンガポール空港ターミナル・サービス
(Singapore Airport Terminal Services)、およびカー
ゴ・コミュニティ・ネットワーク（Cargo Community
Network）の合同プロジェクトにより開発され、
1998年より稼働している。
D. Manifest Reconciliation Statements for Sea

(MRS Sea)
MRS Sea は、船社が、シンガポール貿易開発庁

へ、マニフェスト(Manifest Reconciliation Statements:
MRS)を電子的に提出するための EDI システムであ
り、現在開発中である。
E. Trade Finance System、Trade Insurance System

Trade Finance Systemは、荷主と銀行・ローン
会社との間で、信用状(Letters of Credits: L/C)を電
子的に交換するための、EDIネットワークである。

Trade Insurance Systemは、保険証券(Insurance
Policies: I/P)を電子的に交換するための、EDI ネッ
トワークである。
この２つのシステムは、銀行、保険会社、関係機

関、およびVAN会社によって開発中である。
F. Electronic Visa Information System (ELVIS)

TradeNet plusは、国際間の貿易手続きのための
EDIサービスも提供する。その一つが、ELVISであ
る。

ELVISは、シンガポール製の織物製品の輸出業者

から、シンガポール貿易開発庁を経由して、米国税
務局（US Customs Service: USCS）へ、織物査証
（Textile Visas）を電子的に送信するためのEDIネ
ットワークである。ELVISを利用することにより、
米国税務局は、織物製品が米国へ到着するより前に、
織物査証を電子的に受け取ることができる。ELVIS
は、1998年1月より稼働している。

② Port Net
海上貨物に関して、PSA Corporation Ltd（シンガ

ポール港湾局を民営化）は、港湾関係の情報のやり取り
を簡易化するための PortNet システムを実用化してい
る。シンガポールに寄港する船社は、PSA の要請によ
りコンテナ船のベイプランデータを UN/EDIFACTの
標準メッセージに基づき 94年より EDIにより提出し
ている。今後、ベイプラン以外の船舶入出港や危険品情
報についても順次EDI化される予定である。
また、貨物の動きを円滑にするため、より広範な電

子システムであるMAINS(The Maritime Information
System)の運用が開始されている。

MAINS は、船社と荷主、または船社とフォーワー
ダ・NVOCC・運送業者との間で貿易関連の電子データ
を送受信するEDIネットワークである。シンガポール
港湾会社(PSA Corporation)が運営しており、1992年よ
り稼働している。PortNetは、船社とシンガポール港湾
会社との間の港湾手続EDIネットワークとして有名で
あるが、MAINSは、PortNetの拡張版と見ることがで
きる。

MAINSの開発は次の６団体が共同で行った。
· PSA
· TDB（Singapore Trade Development Board：
シンガポール貿易開発庁）

· CED（Customs and Excise Department：
関税局）

· SNSA(Singapore National Shipping Association：
シンガポール船主協会)

· SFFA（Singapore Freight Forwarders’ Association
シンガポール・フレイトフォーワーダ協会）

· SLOA（Singapore Lorry Owners’ Association：
シンガポール陸運協会）

MAINS の機能は、大別して船舶関連情報の入力、
許可、照会、および確認を行うオンラインシステムと、
積荷情報の共有データベースから構成される。MAINS
において積荷情報を検索・特定するためのキーであるが、
まず輸出貨物の場合は、UCR 番号(Unique Cargo
Reference number)により特定する。この番号は、荷主
やフォーワーダがブッキング時に船社（代理店）より付
番されるブッキング参照番号である。輸入貨物の場合は、
船荷証券番号、積地、揚地の組合せにより特定する。

MAINSのモジュール構成を以下に示す。
A. 船舶スケジュール情報モジュール
船社が船舶スケジュールを入力し、MAINS へ送

信するためのものである。入力された船舶スケジュ
ール情報は、荷主、フォーワーダから照会される。
B. ブッキング情報モジュール
船社（代理店を含む）がブッキング情報を入力し、
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MAINSへ送信するためのものである。UCR番号は輸
出貨物を特定するための標準番号として使われる。
C. 船積情報モジュール
荷主やフォーワーダがブッキング情報を訂正した

り、詳細情報を追加入力するためのものである。
D. 積付リスト情報モジュール
船社（代理店含む）が積付リストを入力し、CED

（関税局）へ電子的に送信するためのものである。
E. ハウス・マニフェスト情報モジュール

NVOCC（複合一貫輸送事業者）がハウス・マニ
フェスト情報を入力するためのシステムである。こ
こで入力された情報は船社（代理店を含む）へ送ら
れるため、NVOCCはハウス・マニフェストを船社
へ発送する必要がなくなる。
F. 船荷証券の原情報(Draft Bill of Lading)モジ

ュール
荷主が船荷証券の原情報（Draft B/L）を入力する

ためのものである。入力された船荷証券の原情報は
船社（代理店を含む）へ電子的に送られ、船荷証券
作成の際の原情報として使われる。
G. 輸出マニフェスト情報モジュール
船社（代理店を含む）やNVOCCが、輸出または

トランシップメントのマニフェスト情報を入力し、
送信するためのものである。
H. 輸入マニフェスト情報モジュール
船社（代理店を含む）やNVOCCが、輸入または

トランシップメントのマニフェスト情報を入力し、
送信するためのものである。
I. 輸入マニフェスト状況報告書／輸出マニフェス

ト状況報告書情報モジュール
マニフェスト状況報告書を船社（代理店を含む）

へ生成・送信するためのモジュールである。船社は、
この情報を利用して、自らのマニフェストとマッチ
ングし、差異があった場合は必要な措置を取ること
ができる。

(5) マレーシア
① Dagang*Net
マレーシア商工会議所の主導で設立された EDI

Malaysiaが運営する、Dagang*Netは、93年に運用を
開始した。これ自体は各種のサービスを行うためのイン
フラストラクチャとして位置づけであり、同国における
代表的なEDIシステムであるクラン港湾システムなど
はDagang*Netを利用して運営されている。
クラン港湾システムは、首都クアラルンプール近郊

に位置するクラン港におけるシステムであり、94年に
稼働を開始した。港湾当局、税関、輸出入業者、貨物取
扱代理店、船舶代理店、陸上運送業者、港湾オペレータ、
銀行、許認可発行当局を繋ぐものとして、輸出入貨物通
関申告、承認関連手続き、関係行政機関の輸出入許可、
貿易証明書等を UN／EDIFACT 準拠のメッセージで
電子的に送付または受取ることができ、関税の支払につ
いても取引銀行に支払指図を送ることもできる（関税支
払は96年本格稼働）。

EDI Malaysiaは、Dagang*Netを利用して、この
他にRinggit*Net（商取引に関わる支払、給与支払、銀

行振込、トレードファイナンスなど）、DVS-EDI（畜
産物を対象とした輸出入免許・許可申請、許認可および
関税・検疫条件の通知等）、MITI-EDI（繊維輸出業者
の輸出許可と査証の申請）等を提供している。

1.31.31.31.3    我我我我がががが国国国国のののの貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融取取取取引引引引のののの電電電電子子子子化化化化のののの状状状状況況況況
貿易金融 EDI 運用ガイドライン策定にあたって踏まえ

ておくべき、わが国における貿易金融取引電子化の取組み
を、国内施策、現行法制度等を巡る動きを中心に整理する。

1.3.11.3.11.3.11.3.1    前前前前提提提提事事事事項項項項のののの整整整整理理理理方方方方法法法法
「表 1-3　整理の対象と整理方法」にあげる(1)から(10)

までの取組成果を、①国内施策、②現行法制度、③電子デ
ータメッセージ交換規約、④電子認証・電子署名・電子公
証、⑤電子船荷証券、の５つに分類し、貿易金融EDI運用
ガイドライン作成上踏まえておくべき事項を整理する。
電子データメッセージ交換規約、および電子認証・電子

署名・電子公証については、さらに「論点・要件整理」と
「モデル」に分類している。「論点・要件整理」とは、電
子データメッセージ交換規約、ないし電子認証・電子署名・
電子公証を実現する上で踏まえておくべき論点ないし要件
を整理した取組成果を指す。「モデル」とは、電子データ
メッセージ交換規約、ないし電子認証・電子署名・電子公
証の標準的なモデルを提示した取組成果を指す。
なお、ここにあげる取組成果のほとんどは、広く我が国

全般の電子商取引および電子申請を視野に入れて検討が行
われたものである。従って、各取組成果の一部、貿易金融
EDI 運用ガイドラインと関連の深いと思われるもののみを
抽出して紹介している。

1.3.21.3.21.3.21.3.2    国国国国内内内内施施施施策策策策ににににつつつついいいいててててのののの取取取取組組組組みみみみ
貿易金融手続きに限らず、広くわが国の電子商取引関連

の政策・施策を取上げ、貿易金融EDI運用ガイドライン作
成上踏まえるべき基本的な論点・要件を整理する。

1.3.2.11.3.2.11.3.2.11.3.2.1    高高高高度度度度情情情情報報報報通通通通信信信信社社社社会会会会推推推推進進進進にににに向向向向けけけけたたたた基基基基本本本本方方方方針針針針
（（（（平平平平成成成成11110000年年年年11111111月月月月9999日日日日　　　　政政政政府府府府    高高高高度度度度情情情情報報報報通通通通信信信信
社社社社会会会会推推推推進進進進本本本本部部部部））））

この基本方針の目的は、電子商取引等の推進に当たって
の基本的な考え方や主要な課題を整理することである。本
節では、同基本方針の内容のうち、とくに貿易金融EDI運
用ガイドライン作成上踏まえるべき点を紹介する。
(1) ３つの行動原則

～民間主導、政府による環境整備、国際的な合意形
成に向けたイニシアチブの発揮

同方針は、あるべき高度情報通信社会を実現するために、
３つの行動原則、すなわち『民間主導』『政府による環境
整備』『国際的な合意形成に向けたイニシアチブの発揮』
を掲げている。
『民間主導』とは、情報通信関連技術を活用した製品や

サービスの開発・提供のほか、電子商取引に関するルール
の形成やガイドラインの作成、および情報通信関連技術の
デファクト・スタンダードの形成において、民間部門が主
導となって活動を行うことと定めている。
『政府による環境整備』とは、政府の役割が、民間部門
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を引き出すための法制度面の環境整備、すなわち諸制度の
柔軟な見直し、不必要な規制の緩和、公正有効競争条件の
整備、基礎的・先端的な研究開発の推進、基盤整備に対す
る公的支援等にあるとしている。
『国際的な合意形成に向けたイニシアチブの発揮』とは、

政府が、今後情報通信ネットワークを通じて経済社会のグ

ローバル化が一層推進していくことを踏まえ、国際機関や
諸外国等との調整を行い、わが国の立場を生かしながら国
際的な調和の確保や国際標準についての議論に積極的に取
組み、合意形成に向けてのイニシアチブを発揮していくこ
とが重要である、としている。

③
電子データメ
ッセージ交換
規約

④
電子認証・電
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公証
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①
国
内
施
策

②
現
行
法
制
度
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・
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整理

モ
デ
ル
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⑤
電
子
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(１)　高度情報通信社会推進に向けた基本方針
　（平成 10年 11月 9日　政府 高度情報通信社会推進本部）

○

(２)　電子商取引環境整備研究会・中間論点整理
　（平成 9年 11月　通商産業省）

○ ○ ○ ○

(３)　電子商取引のダイナミズムと制度的課題 報告書－国際取引を背景と
して－

　（平成 10年 3月　電子商取引実証推進協議会）

○ ○

(４)　データ交換協定書　参考試案
　（平成８年３月　(財)日本情報処理開発協会 産業情報化推進センター）

○

(５)　JPCA企業間売買取引データ交換に関するシステム運用規約
　（1995年 12月　石油化学工業協会）

○

(６)　電子商取引法制に関する研究会報告書
　（平成 10年 3月　法務省）

○ ○

(７)　ネットワークを通じた認証業務の在り方に関する調査研究委員会
　（平成 9年 5月 29日　郵政省）

○

(８)　認証局運用ガイドライン（V1.0版）
　（平成 10年 3月　電子商取引実証推進協議会）

○

(９)　電子公証システムガイドライン
　（平成 9年 12月　電子商取引実証推進協議会）

○

(10)　クロスボーダー取引における金融EDIに関する研究会・報告書
　（平成 10年 2月 (財)金融情報システムセンター）

○ ○

(2) 電子認証の環境整備
電子認証は、『電子商取引等の信頼性を確保する上で基

本的な要素』と捉え、『取引当事者間同士がその取引形態
に応じて、必要な認証を自由に選択できる』ようにしつつ、
『信頼できる国際標準を確立する動きを積極的に支援』し
ながら、『民間でのガイドラインの整備等』をふくむ電子
認証の環境整備のための検討を行うべきとしている。『国
際標準を確立する動き』については、とくに、UNCITRAL
が 1996年より作成作業を進めている電子商取引モデル法
との整合性に留意する必要があるとしている。
また、電子署名については、『手書きの署名や記名押印

と少なくとも同等の法律効果を与えること』『関係当事者
の権利義務および責任に関する基本的なルールの明確化』
等の検討が必要としている。
(3) セキュリティ・犯罪対策のための環境整備
電子商取引等の発展のためには、『不正アクセスやコン

ピュータウィルスなどの侵害的行為の脅威から守られ、安
全性が確保されていることが極めて重要』と捉え、『不正
アクセス対策、暗号技術の不正利用対策等のセキュリティ
対策について、ガイドラインの整備のほか、必要に応じた
法的環境整備の検討』等が必要としている。その際には、
1992年のOECD情報システムのセキュリティに関するガ
イドラインや、昨年採択された OECD 暗号政策に関する
ガイドラインに従うべきとしている。
(4) 取引一般に関わる制度の整備
取引当事者間のルール設定は、原則として当事者間にお

いて行われるべきものであるが、参照すべき電子商取引等
における慣行等がまだ確立していない現時点では、モデル
約款やガイドラインの策定が有用であり、そのための取組
みが促進されるべきとしている。この中には、無権限取引、
（船荷証券等の）所有権移転・債権譲渡の第三者対抗要件
等についてルールの明確化が必要としている。また、1996

表表表表 1111----3333　　　　整整整整理理理理のののの対対対対象象象象とととと整整整整理理理理方方方方法法法法
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年に採択されたUNCITRAL電子商取引モデル法との整合
性にも十分配慮すべきとしている。
(5) 公共輸送分野の情報化
同方針は、10 の行政分野における情報化の必要性に言

及しているが、『公共輸送分野の情報化』は、そのうちの
一分野である。『公共輸送分野の情報化』については、と
くに『旅客・貨物の移動に際し、必要かつ有益な情報を提
供する情報ネットワークの整備等』、『港湾諸手続きをEDI
化するためのシステムを整備し、手続きのペーパーレス化
およびワンストップサービス化を図る』などの施策を総合
的・計画的に推進するとしている。
(6) 情報通信高度化のための諸制度の見直し
現行法体系の中には、技術発展の現状に鑑み実行するこ

とが困難な規定が多く出現しており、諸制度の見直しを必
要としている。とくに、『申告、申請手続きの電子化・ペ
ーパーレス化を図る』ことを明言している。
(7) 電子商取引の制度的・技術的環境整備に向けた国際

貢献
国際的なフォーラムにおける議論については、『わが国

として可能な限り貢献することが肝要』とし、とくに
OECD電子商取引閣僚級会議、OECDアクションプラン、
UNCITRAL における電子商取引の法律的議論、WTO に
おける電子商取引の貿易的側面に関する議論、および
APECにおける電子商取引の議論、への貢献が期待されて
いる。
また、日米政府間の電子商取引共同声明に見られるよう

な、二国間の議論を進めることも有効としている。
(8) 関係省庁一体となった本基本方針の早急な実施
本基本方針の実施に当たり、必要に応じて、関係省庁連

絡会議による省庁間連携を図ることとしている。

1.3.2.21.3.2.21.3.2.21.3.2.2    電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引環環環環境境境境整整整整備備備備研研研研究究究究会会会会    中中中中間間間間論論論論点点点点整整整整理理理理
（（（（平平平平成成成成9999年年年年11111111月月月月　　　　通通通通商商商商産産産産業業業業省省省省））））

この論点整理は、今後、電子商取引が実験・実証段階か
ら本格的導入の段階に入っていくことが予想される中で、
従来の制度・ルールの適用関係を明確化し、取引実態に応
じた見直しを行っていくことが必要としたうえで、これま
での関係機関等での議論を中間的に整理したものである。
今後、同論点整理を国内外に公開し、広く意見を求めてい
くこととしている。
同論点整理の対象は、国内施策、現行法制度、電子デー

タメッセージ交換規約、電子認証、電子署名、電子公証等
多岐に渡る。
本節では、同論点整理のうち、国内施策に関するもので、

かつ貿易金融 EDI 運用ガイドライン作成上踏まえておく
べき点を紹介する。
(1) 従来の経済ルールとの接続性の確保
『電子商取引は、従来の書面や対面を基本とする取引と

異なり、デジタルに置換えられた情報がネットワーク上で
やり取りされるため、既存の商慣行や制度がそのまま適用
できない、あるいは適用可能かどうか不明確な局面が生じ
る』としたうえで、『従来の仕組みの変革すべき点を明確
にし、新たな取引実態に即した商慣行や制度を確立してい
くことが不可欠である』との論点を提示している。その商
慣行や制度は、『従来のルールと継続し、接続しうる制度・

ルール設計を行わなければならない』としている。
(2) 取引の実態を踏まえたアプローチ
クローズドEDI、オープンEDIなど、電子商取引の形

態は多種多様であるため、安全性・信頼性確保等の『各制
度課題の検討および基盤整備に当たっては、個別の取引実
態を踏まえた議論や検討がまずなされるべき』であり、『プ
ロセスを踏まえない一律の議論を行うことは困難』として
いる。
(3) クロスボーダー取引の進展への対応
国際私法関係については、取引当事者間において、準拠

法等に関しても所要の合意を約款上行うこととなるが、『電
子商取引に関する制度やルールの検討に当たっては、国際
的なハーモナイゼーション、政策協調、司法協力等が一層
重要』としている。
(4) 柔軟な制度対応
今後の電子商取引の発展のためには、新たなビジネス発

展の可能性を阻害しない形で、取引上保護されるべきそれ
ぞれの利益の確実な保護を図っていくことが重要となるが､
『法的規制による対処が全ての場合に適当となるわけでは
ない』とし､『従来の制度との整合性』を図りながら､『当
面は、取引の多様性や技術の進展に応じた民間の自主的な
対応を促しつつ、電子商取引に関する標準約款の整備や慣
行の確立を促進すること』が重要としている。

1.3.31.3.31.3.31.3.3    現現現現行行行行法法法法制制制制度度度度ににににつつつついいいいててててのののの取取取取組組組組みみみみ
貿易金融 EDI 運用ガイドライン作成上踏まえておくべ

き、現行法制度上の課題を整理する。ここでは、現行の法
制度について改正が必要と考えられるものを紹介すること
とする。新たな立法化の必要性については、他の章節にお
いて言及する。

1.3.3.11.3.3.11.3.3.11.3.3.1    電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引環環環環境境境境整整整整備備備備研研研研究究究究会会会会    中中中中間間間間論論論論点点点点整整整整理理理理
（（（（平平平平成成成成9999年年年年11111111月月月月　　　　通通通通商商商商産産産産業業業業省省省省））））

この論点整理は、今後、電子商取引が実験・実証段階か
ら本格的導入の段階に入っていくことが予想される中で、
従来の制度・ルールの適用関係を明確化し、取引実態に応
じた見直しを行っていくことが必要としたうえで、これま
での関係機関等での議論を中間的に整理したものである。
今後、同論点整理を国内外に公開し、広く意見を求めてい
くこととしている。
同論点整理の対象は、国内施策、現行法制度、電子デー

タメッセージ交換規約、電子認証、電子署名、電子公証等
多岐に渡る。
本節では、同論点整理のうち、現行法制度の課題に関す

るもので、かつ貿易金融EDI運用ガイドライン作成上踏ま
えておくべき点を紹介する。
(1) 契約の成立時期
現行法において、通常の取引における意思表示は、契約

当事者間に特段の合意がないかぎり、『相手方に到達した
時点で効力を発する（民法 97 条）とされる一方、その契
約の成立時期に関しては承諾の通知が発信された時点（発
信主義）とされる（民法526条）』としている。
同中間整理は、電子商取引の場合の意思表示時期を、『意

思表示到達時間の短さや意思表示の不到達の可能性等を踏
まえ、意思表示の到達時点を基本とする考え方（到達主義）
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に一定の合理性がある』としている。ただし、発信主義、
あるいは意思表示自体が不要、とする議論もあり、今後の
取引実態の動向を注視する必要があるとしている。
(2) 電子データの無効・取消とトラブル防止方法
同中間整理は、『錯誤（民法 95条）、詐欺・強迫（民

法 96条）、心裡留保（民法 93条）、虚偽表示（民法 94
条）等の瑕疵ある意思表示に関する規定は電子商取引にお
いても同様に適用される』としている。
(3) 無権限取引とトラブル防止方法
電子商取引においては、他人のパスワードを何らかの方

法で入手するなどして、本人を装って取引を行うことが技
術的に可能となり、送信者が本人でないことを受信者が確
認することが困難となる場合が想定される。
現行法では、民法113条で無権限代理は効力を生じない

とする一方、同法 109、110、112 条で第三者が相手方代
理権を有していると信頼するに足る事情がある場合に表見
代理を認めている。
同中間整理は、電子商取引においては、『表見代理が成

立するか否かが鍵となる』としているが、『本人確認手段
の内容によって、認証手続きの実施や本人の関与に関する
判断が異なることが予想』されるため、『現実の取引にお
ける表見代理の解釈基準を類推して判断することで対応す
べき問題である』としている。
(4) 債権譲渡の第三者対抗要件
民法 467条では、指名債権の譲渡の第三者対抗要件とし

て、確定日付の債務者への通知、または債務者による承諾
が規定されている。
これに対し同中間整理は、『電子商取引の進展の中で、

ネットワークを通じた債権譲渡が一般的に行われるように
なると、オフラインでの確定日付通知が要件として課され
ることは取引の迅速処理と安定性を害し、電子商取引の発
展を阻害する要因ともなりかねない』としている。これに
対応するためには､『今後、取引の実態を踏まえ、必要に応
じて確定日付通知を電子的に行う仕組みの検討や確定日付
証書に代替する内容証明を実現する技術的対応に関する検
討も必要であろう』としている。
(5) 書面等を前提とする既存法制度の見直し
同論点整理は､『書面提出を義務づけているなど電子化

を想定していない現行制度を放置していると（中略）、電
子商取引の進展の阻害要因となるおそれが生じる』とし､
『電子商取引の実態に応じた制度変更』を迅速に行い､『行
政との関係における申請・保存義務等における電子化が進
展していくことが肝要』としている。

1.3.3.21.3.3.21.3.3.21.3.3.2    電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引ののののダダダダイイイイナナナナミミミミズズズズムムムムとととと制制制制度度度度的的的的課課課課題題題題
報報報報告告告告書書書書　　　　－－－－国国国国際際際際取取取取引引引引をををを背背背背景景景景ととととししししてててて－－－－
（（（（平平平平成成成成11110000年年年年3333月月月月　　　　電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引実実実実証証証証推推推推進進進進協協協協議議議議会会会会））））

同報告書は、対消費者 EC、企業間 EC、金融 ECの３
つに分類し、それぞれの制度的課題を国際取引も視野に入
れながら整理したものである。
ここでは、とくに同報告書のなかの『企業間ECに関す

る法的問題点』と題した一節を紹介する。
この一節は、とくに国際取引における企業間ECの法的

課題を整理した点に大きな意義がある。以下に課題と解決
策に分けて紹介する。

(1) 国際取引においてEDIが利用される場合の法的課題
① 外国法の適用と裁判管轄
同報告書は、『日本の企業と海外の企業との間で契約

の成否等について紛争が生じた場合、どこの国で紛争が
解決されるかによって、適用される法律が異なる』とし、
具体的には､『当該国で定められた抵触法(Conflict of
Law)』によって適用法が決まるとしている。
また､『取引相手方の所在国或いは第三国で紛争解

決につき管轄権を認められている場合、外国で訴えを
提起される虞がある』とする裁判管轄の問題を提起し
ている。なお、欧米の抵触法では､『一般的には、当事
者自治の原則の下で、紛争解決について、予め当事者
で合意しておく国際合意管轄が原則として認められて
いる』としている。
② 強制法規違反
同報告書は､『当該取引が関連する国の強行法規（例

えば、外資規制法、輸出入規制法および独占禁止法等）
に違反していないか』留意が必要としている。
③ 契約に係る課題
同報告書は、国際取引における電子的情報の交換に

よる契約（特に売買契約）に係るいくつかの課題を提
起している。
第一に、契約の方式がある。同報告書は、『外国法

によっては、その取引の内容に応じて、契約は書面に
より、また、当事者が署名することによってのみ成立
するとされていることがある。つまり、電子的情報の
交換によって取引が行われたという理由をもって、当
該契約の法的効果が争われる可能性がある』としてい
る。
第二に、契約成立時期および場所がある。同報告書

は、『日本法では、発信主義を採るが、外国法によっ
ては、日本法と異なり、契約は申込者が承諾を受領し
たときに、かつ、当該受領の場所で、成立したとされ
ることがある』としている。また、『契約成立の時期
は、その契約に基づく取引に関する損害賠償の範囲お
よび賠償額算定時期を決定することがあるため、極め
て重要』としている。
第三に、契約条件がある。同報告書は、契約内容の

追加や修正について触れ、『（契約の）承諾の内容が
申込の内容に含まれていない事項を追加し、或いは修
正したものである場合、契約は成立したといえるのか
という従来からの問題がある』としている。
第四に、責任分担がある。同報告書は、『電子的情

報に誤りがあったとき、無権限者から電子的情報が送
付されたとき、誤った当事者に電子的情報が送付され
たときなどの場合に、契約は成立したといえるのか、
また、電子的情報を送付する当事者、当該情報を受領
する当事者および当該情報の媒介を行う当事者（例え
ば、VAN事業者）はどの範囲で責任或いは損失を負担
するのかという問題がある』としている。
第五に、データの証拠力および保存がある。同報告

書は、『大陸法系の国では、概ね証拠能力の制限がな
く、電子的情報でも証拠として排除されることはない。
しかし、英米法系の国では、伝聞証拠についてその証
拠能力に制限が加えられており、電子的情報の交換に
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よって受領され、保存されているデータが裁判所にお
いて証拠として採用されるか否かが大きな問題となる
ことがある』としている。また、『例え、裁判所にお
いてそのようなデータが証拠として採用されたとして
も、その証拠価値について問題となる』としている。
第六に、運送契約に関する課題がある。同報告書は、

『国際間の物品の運送を伴う場合、通関が必要となる
こと、当該運送には信用状の決済を伴うこと、および、
船荷証券の効力につき他の国の法律の下で疑義が生ず
るのではないかという問題に対処しなければならな
い』としている。なお、同報告書は国内運送契約を電
子的情報の交換により行う際の法的課題にも触れてお
り、『署名要件が障害となるのではないか』と指摘し
ている。『荷送状および貨物引換証のいずれについて
も、法律上「署名すること」が要求されている（商法
570条及び 571条）。特に、貨物引換証は運送品引渡
返還請求権を表彰する債権的有価証券であるが、運送
品の処分に関して、一種の物権的効力が認められてい
る（商法572条）ため、その効力が否定されることは
商取引の安全を阻害する。さらに、物品の海上運送の
場合に関する船荷証券にも同様の問題がある（商法
769条及び 776条）』としている。

(2) 国際取引においてEDIが利用される場合の法的課題
同報告書は、上記の課題を解決するためには、３つの対

処が必要としている。第一は技術的対処、すなわち暗号技
術、電子認証及び電子署名等の安全対策を講じることであ
る。第二は、法令、条約の制定・変更による対処であり、
UNCITRALモデル法、UNCITRAL電子署名統一規則案、
各国の電子署名法、米 ABA の電子署名ガイドラインなど
に言及している。第三は、当事者間契約による対処、すな
わち、当事者間の契約によって当事者間の権利関係を明確
に規定しておくこと、としている。当事者間契約による対
処については、定めるべき重要な点についても言及してお
り、次節にて紹介する。

1.3.3.31.3.3.31.3.3.31.3.3.3    電電電電子子子子取取取取引引引引法法法法制制制制にににに関関関関すすすするるるる研研研研究究究究会会会会（（（（制制制制度度度度関関関関係係係係小小小小
委委委委員員員員会会会会））））    報報報報告告告告書書書書
（（（（平平平平成成成成11110000年年年年3333月月月月　　　　法法法法務務務務省省省省））））

同報告書は、電子認証、電子署名、および電子公証を対
象とし、電子認証を実現するための方法である電子署名に
対する法的効力、電子認証における当事者間の関係の規定、
電子取引に適用される私法的なルールのあり方等について
問題点を整理したものである。
本節では、特に電子署名に関する検討成果のみを紹介す

ることとし、電子認証と電子公証については触れないこと
とする。同報告書において、電子認証は商業登記制度を、
また電子公証は公証人制度を前提としており、必ずしもク
ロスボーダー取引に当てはまらない面があるためである。
本節では、同報告書が指摘する、電子署名に関する現行

法制度の問題点のうち、貿易金融EDI運用ガイドライン作
成上踏まえるべき点を紹介する。
なお、同報告書は、具体的な制度の内容及び技術的な部

分の詳細については、国際的な議論の動向を踏まえた上で、
今後さらに検討を進める必要がある、としている。
また、同報告書は、『電子署名』と『デジタル署名』を

分けて考えているので注意すべきである。デジタル署名と
は、公開鍵暗号方式を利用した電子署名であると定義して
いる。
(1) 電子署名添付文書の成立の真正の推定
民事訴訟法228条 4項は、『私文書は、本人又はその代

理人の署名または押印があるときは、真正に成立したもの
と推定する』と定めている。
同報告書は、『電子署名（公開鍵暗号方式のみに限定し

ない）が、従来の署名又は押印と同様の機能を果たし得る
ものであるとすれば、電子署名について民事訴訟法228条
4 項が規定するのと同様の効力を認めることは可能であ
る』としている。

1.3.3.41.3.3.41.3.3.41.3.3.4    ククククロロロロススススボボボボーーーーダダダダーーーー取取取取引引引引ににににおおおおけけけけるるるる金金金金融融融融EEEEDDDDIIIIにににに関関関関
すすすするるるる研研研研究究究究会会会会        報報報報告告告告書書書書
（（（（平平平平成成成成 11110000 年年年年 2222 月月月月　　　　((((財財財財))))金金金金融融融融情情情情報報報報シシシシスススステテテテムムムム
セセセセンンンンタタタターーーー））））

同報告書の一節『貿易金融EDI実現のための法的課題』
では、Bolero プロジェクトの法的側面、具体的には BRS
（業務要件仕様書）で示された法的枠組みおよび Rule
Book 草案について検討を行った上で、わが国において貿
易金融 EDI システムの構築を展望した場合の法的検討課
題について論点整理を行っている。このうち、現行の国内
法に関して言及しているものを紹介する。
(1) 電子式船荷証券の物権的効力
物権的効力とは、証券の引渡が証券記載の運送品自体の

引渡と同一の効力を有することである。わが国では、船荷
証券を物権的効力を有する有価証券と位置づけている（商
法 575条、776条、国際海上物品運送法 10条）。すなわ
ち、船荷証券の占有（物権）移転は、運送品引渡請求権お
よび運送品支配・処分権という債権を移転させるのみなら
ず、運送品自体の占有移転（引渡）の効果をも生じさせ、
これにより、運送品の所有権移転・質権設定を第三者に対
抗できることになる（民法178条、344条）。
ここで、電子式船荷証券が書面と同様の物権的効力を持

つかどうかという議論がある。
そもそも、船荷証券の物権的効力に関する各国法制の内

容は国により異なる。わが国を含む大陸法体系の下では、
船荷証券を物権的効力を有する有価証券と位置づけており、
一方英米法体系の下では権原証券（Document of Title）と
位置づけている。従って、電子式船荷証券の物権的効力に
ついても場合分けをして考えなければならない。
わが国では、船荷証券の物権的効力が生ずる理由は、証

券所持人が運送人に対する運送品引渡請求権に基づき運送
品につき間接占有を有し、証券の占有移転によりその間接
占有が移転するからであると一般に説明されている（相対
説）。また、CMI規則に基づく電子式船荷証券についても、
同規則による運送品引渡請求権の移転により、運送品に関
する物権（間接占有）も移転する（民法184条）と解すべ
きであるとの見解が主張されている（江頭憲治郎「電子船
荷証券のためのCMI規則について」海法会誌復刊34号10
頁）。
よって、同報告書は、Boleroプロジェクトの電子式船荷

証券について、『運送人に対する「指図による移転」（民
法 184条）の具体的方法についてRule Bookで定めておけ
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ば、その限度で、書面形式の船荷証券が有するのとほぼ同
等の物権的効力を確保することが、法的にも可能であると
考えられる』としている。
(2) データ・メッセージの証拠能力
わが国法制においては、電子化されたデータのうち、通

常の文書については自由心証主義により証拠能力が認めら
れうるが、署名については民事訴訟法の規定があり、「私
文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、
真正に成立したものと推定する。」（第228条 4項）、「文
書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明
することができる。」（第229条 1項）と定められている。
これらの条文によっては、電子署名を付したメッセージ

は署名・押印のある文書と同等の効力は認められないであ
ろう。貿易金融EDIシステムにおいて参加者が契約上合意
すれば、電子署名に法律上の特別な効力は必ずしも必要な
いともいえるが、法的環境整備の観点からは、電子署名の
証拠能力に関しても検討が必要である。
(3) 独占禁止法との関連
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占

禁止法）はその第6条 1項で「事業者は、不当な取引制限
又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的
協定又は国際的契約をしてはならない」とし、2 項でその
おそれのある場合は公正取引委員会への届け出義務を定め
ている。今後、Boleroなど国際的な EDI システムに関す
る検討に際しては、加盟資格要件等を検討の上、同法に抵
触しないことを確認する必要がある。

1.3.41.3.41.3.41.3.4    電電電電子子子子デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換規規規規約約約約ににににつつつついいいいてててて
のののの取取取取組組組組みみみみ

　EDI取引における当事者間の取り決めは、一般的に①取
引基本契約、②データ交換協定書、③運用マニュアルの３
規約によって構成される場合が多い。
①　取引基本契約とは、取引自体の基本的な合意事項を
定めたものである。例えば、注文方法、支払方法、
損害賠償等がある。EDIでなく書面による取引の場
合でも取り交わされるものである。

②　データ交換協定書とは、EDI取引を行うための法的
問題について基本的な合意事項を規定したものであ
る。例えば、注文成立時点、データの受信確認の方
法、データの不達の場合の扱い等がある。

③　運用マニュアルは、EDI取引を行うための技術的な
諸事項を定めたものである。例えば、EDIデータの
データ項目やコード、システムの運用時間、等があ
る。

一般に、電子データメッセージ交換規約と言ったときに
は、②データ交換協定書および③運用マニュアルを指す。
ここでは、②データ交換協定書のモデルとして、(財)日

本情報処理開発協会 産業情報化推進センターが作成した
『データ交換協定書 参考試案』を、また③運用マニュアル
のモデルとして、石油化学工業協会が作成した『JPCA企
業間売買取引データ交換に関するシステム運用規約』を紹
介する。また、データ交換協定書と運用マニュアルを包含
した大局的な視点から電子データメッセージ交換規約に関
する論点を整理した、通商産業省『電子商取引環境整備研
究会 中間論点整理』の一節を紹介する。

1.3.4.11.3.4.11.3.4.11.3.4.1    電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引環環環環境境境境整整整整備備備備研研研研究究究究会会会会    中中中中間間間間論論論論点点点点整整整整理理理理
（（（（平平平平成成成成9999年年年年11111111月月月月　　　　通通通通商商商商産産産産業業業業省省省省））））

この論点整理は、今後、電子商取引が実験・実証段階か
ら本格的導入の段階に入っていくことが予想される中で、
従来の制度・ルールの適用関係を明確化し、取引実態に応
じた見直しを行っていくことが必要としたうえで、これま
での関係機関等での議論を中間的に整理したものである。
今後、同論点整理を国内外に公開し、広く意見を求めて

いくこととしている。
同論点整理の対象は、国内施策、現行法制度、電子デー

タメッセージ交換規約、電子認証、電子署名、電子公証な
ど多岐に渡る。
本節では、同論点整理のうち、電子データメッセージ交

換規約に関するもので、かつ貿易金融EDI運用ガイドライ
ン作成上踏まえておくべき点を紹介する。
(1) 取引の実態に応じた取引当事者間のルールの設定
同論点整理では、取引当事者間の取引ルールは、『当事

者間において設定が行われ、このルールに従った自己責任
原則による対応が基本である』とし、『民商法の適用は、
あくまでも私的自治を原則としつつ、主として紛争処理の
過程で、契約において定められていない事項や当事者間で
争いのある事項等について対応するという補完的・任意的
な役割である』としている。
(2) モデル的標準約款の必要性
私的自治の原則に基づくとすれば、『ある程度のモデル

的ルールがまず提示され、しかも後にこれをベースに適切
な商慣行ルール形成が促されていくことがより重要な意義
を持つ』とし、まず『民間企業等の拠り所となるモデル標
準約款やガイドラインを提示』することを提言している。
(3) 責任分担に関するルールの設定
同論点整理は、『モデル約款等によって予めトラブル時

の責任関係を明確にしておくこと』が重要としている。
とくに、電子商取引においては、当該取引契約の直接の

当事者だけでなく、ネットワーク事業者、サイバーモール
運営事業者、CA などの各システム構成セクターの責任を
巡るトラブルが予想されるため、『各システム構成セクタ
ーに係る責任関係に関するルール設定の検討が必要』とし
ている。
(4) 損害保険制度等による対応
同論点整理は、『関係当事者間のリスク分散の観点から、

社会システムとしての損害保険制度の活用を検討すること
は重要な課題』としつつも、電子商取引においては『各種
トラブルリスクの予測・算定が難しく』、『セキュリティ・
システムの有効性の評価判断が重要な鍵の一つ』となると
指摘している。

1.3.4.21.3.4.21.3.4.21.3.4.2    電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引ののののダダダダイイイイナナナナミミミミズズズズムムムムとととと制制制制度度度度的的的的課題課題課題課題
報報報報告告告告書書書書　　　　－－－－国国国国際際際際取取取取引引引引をををを背背背背景景景景ととととししししてててて－－－－
（（（（平平平平成成成成11110000年年年年3333月月月月　　　　電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引実実実実証証証証推推推推進進進進協協協協議議議議会会会会））））

同報告書は、対消費者 EC、企業間 EC、金融 ECの３
つに分類し、それぞれの制度的課題を国際取引も視野に入
れながら整理したものである。
同報告書の『企業間ECに関する法的問題点』と題した

一節において、国際取引における課題を整理したあと（前
節参照）、その解決策の一つとして、国際取引における当
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事者間契約に言及している。ここではこの当事者間契約に
ついて紹介する。
同報告書は、EDIにより国際取引を行う場合、外国法の

適用を受けることがあり得ること、また、EDIという新し
い手法では法的な解釈、判断が確定しているとはいえない
ため、当事者間で紛争になった場合、裁判等での判断が予
測困難であること、などを指摘し、『当事者間の契約によ
って当事者間の権利関係を明確に規定しておくことが極め
て重要』としている。また、EDI契約において定めるべき
重要な点として、以下の点を指摘している。
(１)　EDIを行う前提となる環境の設定の約束。
(２)　セキュリティの適切な維持。
(３)　使用権限者の指定。
(４)　電子的情報の伝送が法律的効果を有するのは、名宛
人がその情報を受領したときとするか。また、どのよ
うなシステムをとるかに応じ、何時受領したとみなす
か。

(５)　電子的情報の交換によって締結する合意は、何時成
立したとみなすか。

(６)　電子的情報の交換によって取引が行われたことの理
由をもって、その取引の法的効果を争わないこと。

(７)　当事者が保有する電子的情報は証拠として使用し得
ること。

(８)　電子的情報の交換は法律に違反しないものであり、
第三者の権利を侵害するものでないこと。

(９)　不可抗力の場合の免責。
(10)　担保責任を明確化し、限定すること。
(11)　間接損害、結果損害を負担しないこと。
(12)　プロバイダーの責任によって損害が発生したとき、
当事者のどちらが責任を負担するか。

(13)　一部条項が無効であっても、残りの条項が有効とさ
れるべきこと。

(14)　契約の解除の事由。
(15)　EDI契約締結される以前の当事者間の交信内容を失
効させること。

(16)　EDI契約の変更は、文書で行わなければ有効でない
こと。

(17)　EDI契約に係る通知の方法として、電子的な情報の
送付のみならず、文書、ファックスでも行うことがで
きること。

(18)　準拠法はどこの国の法律とするか。抵触法の排除を
明示しておくこと。国際統一売買契約の適用を排除し
ておくこと。

(19)　紛争の解決方法は仲裁か裁判か。管轄地はどこか。
裁判の場合、陪審員による裁判を排除すること。

1.3.4.31.3.4.31.3.4.31.3.4.3    デデデデーーーータタタタ交交交交換換換換協協協協定定定定書書書書　　　　参参参参考考考考試試試試案案案案
（（（（平平平平成成成成８８８８年年年年３３３３月月月月　　　　((((財財財財))))日日日日本本本本情情情情報報報報処処処処理理理理開発開発開発開発
協協協協会会会会    産産産産業業業業情情情情報報報報化化化化推推推推進進進進セセセセンンンンタタタターーーー））））

同協定書参考試案は、特定の取引分野を前提とすること
なく、EDIに特有な必要最小限の法的な事項を定めたもの
である。同協定書参考試案は、具体的な取引にそのまま適
用できるわけではなく、利用にあたっては現実の取引の特
性を考慮した修正を行う必要がある。
以下に同協定書参考試案の全文を掲載する。また、参考

文献1には逐条解説があるので、必要に応じて参照されたい。

デデデデーーーータタタタ交交交交換換換換協協協協定定定定書書書書（（（（参参参参考考考考試試試試案案案案））））　　　　　　　　　　　　VVVVeeeerrrr....1111....0000

　　　　　　　（以下「甲」という）と　　　　　　　（以
下「乙」という）とは、甲を発注者、乙を受注者とする甲
乙間における別紙記載の商品に関する継続的取引（以下「本
件取引」という）に基づく個別の契約（以下「個別契約」
という）を電子的なデータ交換により成立させることに関
して次のとおり協定を締結する。

第１条　データ交換の実施
甲および乙は、本件取引に関する個別契約をデー
タ交換により成立させることに合意する。

第２条　運用マニュアル
１．　データ交換の実施に必要なシステム、送信手順、

メッセージ構成、伝達するデータの種類、システム
の稼働時間その他の細目は、甲乙間で別に定めるデ
ータ交換運用マニュアル（以下「運用マニュアル」
という）で定める。

２．　甲および乙は、運用マニュアルがこの協定と一体
をなし、この協定と同一の効力を有することを相互
に確認する。

３．　システムの変更その他の事由により運用マニュア
ルを変更する必要が生じた場合には、その変更に伴
う費用負担を含め、甲乙間で事前に協議を行い合意
のうえ変更する。

第３条　データ交換の安全および信頼確保のための手順
甲および乙は、データ交換の安全確保のため下記
各号の全部またはいずれかの手順を実施するものと
し、その実施の手順の内容は運用マニュアルに定め
ることに合意する。
（1）発信者の同一性の確認手順
（2）発信者の作成権限の確認手順
（3）データ入力誤りの確認手順
（4）伝送途上におけるデータ変質の確認手順
（5）その他甲および乙が合意する事項

第４条　データの伝達
　データの伝達は、運用マニュアルに定める方法に
より、相手方のメールボックスに書き込むことによ
り行う。

第５条　読み出し不能データの取扱い
１．　伝達されたデータの読み出しができない場合デー

タの受信者は、これらの事情を知った後、直ちに、
相手方に対してその旨を　　　　　　　により通
知する。

２．　前項による通知がある場合、発信者は当該のデー
タを撤回したものとみなす。

第６条　受信確認
１．　甲または乙は、相手方に対し、その伝達にかかる

発注データまたは受注データの受信確認を求めるこ

                                                     
1：(財)日本情報処理開発協会 産業情報化推進センター『EDI法
的問題調査研究報告書 －EDI に関する標準契約の検討－』（平
成8年3月）
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とができる。この受信確認の方法は、特段の指定のな
い限り　　　　　　　　の方法によるものとする。

２．　前項の受信確認を受領した場合、当該発注データ
または受注データの伝達は完了したものとみなし、
その受領がない場合には伝達がなかったものとみな
す。

第７条　データの確定
甲および乙は、伝達されたデータが第３条各号に
定める安全確保のための手順にしたがって作成・伝
送される場合には、それぞれ確認された事項につき
受信データの内容が確定することに合意する。

第８条　個別契約の成立
本件取引に関する個別契約は、受注データが伝達
された時に成立するものとする。ただし、乙が甲に
対して第６条の受信確認を求めた場合には、個別契
約は受信確認の受領の時に成立するものとし、かつ
甲乙間に別段の定めがある場合には、その定めに従
うものとする。

第９条　データの保存および交付
１．　甲および乙は、それぞれの発信にかかるデータお
よび受信にかかるデータを保存するものとし、相手
方の請求がある場合には、これを相手方に交付しな
ければならない。ただし、プリントアウト・複製そ
の他によりこの交付に費用が発生する場合には、そ
の費用は請求者の負担とする。

２．　保存および交付の細目に関しては運用マニュアル
に定める。

第 10条　費用負担
この協定に定めるデータ交換の運用に伴う費用の
負担は別に定めるとおりとする。

第 11条　システムの管理
１．　甲および乙は、データ交換が円滑かつ安全に実施さ

れるようそれぞれシステムを管理するものとする。
２．　システムの異常、故障発生時に伴う措置は、運用マ
ニュアルに定めるところによる。

第 12条　基本契約との関係
甲乙間で締結した本件取引に関する　　年
月　　日付基本契約書に定めた事項とこの協定に定
めた事項との間に相違がある場合には、この協定の
定めが優先的効力を有するものとする。

第 13条　有効期間
この協定の有効期間は　　年　　月　　日から
年　　月　　日までとし、期間満了の３ヶ月前まで
に甲または乙から相手方に対し書面により更新の拒
絶または内容変更の申出のない限り同一条件をもっ
て更に　　年継続するものとし、事後も同様とする。

　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）

（データ交換協定書 参考試案　　おわり）

1.3.4.41.3.4.41.3.4.41.3.4.4    ＪＪＪＪＰＰＰＰＣＣＣＣＡＡＡＡ企企企企業業業業間間間間売売売売買買買買取取取取引引引引デデデデーーーータタタタ交交交交換換換換にににに関関関関
すすすするるるるシシシシスススステテテテムムムム運運運運用用用用規規規規約約約約
（（（（1919191999995555年年年年11112222月月月月　　　　石石石石油油油油化化化化学学学学工工工工業業業業協協協協会会会会））））

この運用規約は、わが国の石油化学業界が定めた、電子
データメッセージ交換規約における運用マニュアルに相当
する標準モデルである。貿易金融取引には適用できない面
もあろうが、これまで運用マニュアルの標準モデルについ
て作成された例はほとんどなく、この石油化学業界のモデ
ルは貴重な例である。
ここでは同規約の目次のみを紹介する。各章節の内容は

参考文献2を参照されたい。

企企企企業業業業間間間間売売売売買買買買取取取取引引引引デデデデーーーータタタタ交交交交換換換換にににに関関関関すすすするるるる
シシシシスススステテテテムムムム運運運運用用用用規規規規約約約約確確確確認認認認書書書書

目　次

EDI規約に於ける当運用規約の位置付け
EDIシステムドキュメント体系
システム運用規約変更履歴

１．基本的な考え方
　　１．１　経緯
　　１．２　設計指針
　　１．３　対象範囲
　　１．４　費用負担
　　１．５　今後の課題
２．システム概要
　　２．１　システムの特徴
　　２．２　システム概念図
　　２．３　ネットワーク図　[メーカー]
　　２．４　ネットワーク図　[商社]
　　２．５　業務処理の概要
　　２．６　標準業務処理フロー　[全体]
　　２．７　個別業務処理フロー　[メーカー]
　　２．８　個別業務処理フロー　[商社]
３．運用規則１　（通常運用）
　　３．１　交換データの取り決め
　　３．２　データ伝送仕様
　　３．３　テストデータの伝送方法
　　３．４　ユーザーID対応表
　　３．５　基本伝送スケジュール
　　３．６　注文データ受付時間
　　３．７　注文での特殊対応
　　３．８　Ｘ日、Ｙ日
　　３．９　赤黒訂正の期間について
　　３．10　０件識別データの送信について
　　３．11　EDIデータの保存
４．運用規則２　（障害対応）
　　４．１　想定される障害の発生場所
　　４．２　取引条件データが送受信できない

                                                     
2：(財)日本情報処理開発協会 産業情報化推進センター『EDI法
的問題調査研究報告書 －EDI に関する標準契約の検討－』（平
成8年3月）
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　　４．３　注文エントリーができない
　　４．４　注文データが送受信できない
　　４．５　注文データが確認できない
　　４．６　その他データが送受信できない
５．運用体制、連絡方法
　　５．１　システム運用基本体制
　　５．２　システム運用体制　[メーカー]
　　５．３　システム運用体制　[商社]
　　５．４　システム運用規約変更手続き
　　５．５　別途連絡事項一覧
６．組織変更への対応
　　６．１　基本的な考え方
　　６．２　メーカー側の組織変更
　　６．３　商社側の組織変更
７．各種連絡用紙
　　・注文依頼用紙
　　・運用規約変更履歴用紙
　　・システム、コンピュータ稼働時間帯　[メーカー]
　　・システム、コンピュータ稼働時間帯　[商社]
　　・Ｘ日、Ｙ日連絡表
　　・運用窓口連絡表　[メーカー]
　　・運用窓口連絡表　[商社]
　　・組織コード表　[メーカー]
　　・組織コード表　[商社]

（企業間売買取引データ交換に関するシステム運用規約確
認書　目次　　おわり）

1.3.51.3.51.3.51.3.5    電電電電子子子子認認認認証証証証・・・・電電電電子子子子署署署署名名名名・・・・電電電電子子子子公公公公証証証証ににににつつつついいいいててててのののの
取取取取組組組組みみみみ

　ここでは、我が国における電子認証、電子署名、電子公
証についての取組みのうち、貿易金融EDI運用ガイドライ
ン作成上踏まえておくべきものを紹介する。なお、電子認
証、電子公証については、認証サービス提供事業者と利用
者との間、および公証サービス提供事業者と利用者との間
で結ばれる利用約款（モデルを含む）に関するもののみを
紹介する。

1.3.5.11.3.5.11.3.5.11.3.5.1    電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引環環環環境境境境整整整整備備備備研研研研究究究究会会会会    中中中中間間間間論論論論点点点点整整整整理理理理
（（（（平平平平成成成成9999年年年年11111111月月月月　　　　通通通通商商商商産産産産業業業業省省省省））））

この論点整理は、今後、電子商取引が実験・実証段階か
ら本格的導入の段階に入っていくことが予想される中で、
従来の制度・ルールの適用関係を明確化し、取引実態に応
じた見直しを行っていくことが必要としたうえで、これま
での関係機関等での議論を中間的に整理したものである。
今後、同論点整理を国内外に公開し、広く意見を求めて

いくこととしている。
同論点整理の対象は、国内施策、現行法制度、電子デー

タメッセージ交換規約、電子認証、電子署名、電子公証等
多岐に渡る。
本節では、同論点整理のうち、電子認証、電子署名、お

よび電子公証に関するもので、かつ貿易金融EDI運用ガイ
ドライン作成上踏まえておくべき点を紹介する。
(1) 電子認証システム、特にCAの在り方
同論点整理は、CAを含む認証機能を『電子商取引の中

で重要な要素』と位置づけている。
しかしながら、『認証システムはこうした確認（＝取引

相手方の本人性や、メッセージの真正性の確認）全てを担
保するものではなく、相手方の本人性やメッセージの真正
性の確認のための手段である』、さらに『CA による証明
書の発行は、通信データを暗号化した鍵が確かに相手方の
鍵であることを証明する一つの技術的手段である』とし、
『認証システムだけでは、すべての取引の信頼性・安全性
が確保されるものではない』と明言している。また、『認
証システムの安全性の確保を図るに当たり、技術的な対応
策と法的な対応策とを混同して議論すべきではない』とも
述べている。
なお、この分野の技術面・制度面の検討においては、『国

際的議論に積極的に参画し、貢献していくことが必要』と
している。
(2) 電子署名の効力
同論点整理は、『認証システムの在り方と関連づけて、

いわゆる電子署名の法的効力についての議論がある。すな
わち、電子的な署名に法的効力を認めるかどうか、これを
認めるとしてどのような効力を与えるのか、認める場合に
はその条件としてライセンスを受けたCAの証明書が電子
署名に添付されていることを求めてはどうか、という議論
である』との論点を提示している。
前述のように、海外では、この論点については一定の考

え方は成立していないとしながらも、法定証拠主義を採用
しようとする動きがある。同論点整理は、この海外の動向
を踏まえ、『米国のような法定証拠主義を背景とした考え
方が、わが国の訴訟における自由心証主義の中で妥当かど
うか』との問題提起を行っている。
また、『わが国の民事訴訟法上、文書に本人または代理

人の「署名」または「押印」がある場合には、当該文書は
当該「署名」または「押印」をした者が作成したものであ
るとの推定が働くことに着目して、電子署名がある場合に
も、同様の推定をすべきであるとの議論がある』との論点
を提示したうえで、『現行法上「署名」や「押印」の態様
や書式、印の種類等の条件が規定されていないことや、訴
訟上も契約書の署名や押印が証拠としての必要条件でない
こととのバランスを考慮すれば、現時点では電子署名が「署
名」や「押印」と同等であること、あるいは電子署名の一
般的な定義を法律で位置づければ足りると考えられる』と
明言している。
さらに、『電子署名が各国で同様に有効であると認め合

えるよう、電子署名についての基準、証明書を発行するCA
の基準について、国際的にハーモナイズするのが合理的で
はないかとの国際的な議論も存在する』としている。
(3) いわゆる「電子公証」システム
同論点整理は、『電子的に行われた情報交換や意思表示、

契約等について、その内容を保存・確定し、過去に行われ
たやりとりを確認し得るような仕組みの導入が求められる
ようになる』とし、そのためには、いわゆる電子公証シス
テムが『ビジネス・プロセス上必要とされるシステムであ
る』と位置づけている。
また同論点整理は、『民間ベースの「電子公証」システ

ムの活用が予想される』とし、そのためには『ビジネス・
プロセスの中でのニーズ解析と、効果的なシステムの構築
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のための技術開発が重要』であると同時に、『基本的なシ
ステムの要件について、サービス提供者や利用者の判断の
拠り所となるガイドラインを設定することが初期段階にお
いて有効であろう』としている。
一方、いわゆる「電子公証」システムに保存されたデー

タをトラブル発生時等においてどう評価するか（紛争処理
の判断材料としてその有効性をどう位置づけるか、データ
と異なる事実関係の存在を当事者のどちらかが立証すべき
かなど）について、同論点整理は、『基本的に当事者間の
契約で定め』られ、『訴訟においてもかかる契約をベース
に判断される』との考えを提示している。
また、『取引事業者間においてこうしたデータの保存・

確認をより公的なシステムを利用して行うニーズが存在す
る場合、特に将来の訴訟の場合に備えて保存データに公的
な位置づけを与えた方がよいと判断される場合には、現在
の公証人、公証役場制度のシステムを電子化した公的制度
の活用が求められることも想定される』としている。

1.3.5.21.3.5.21.3.5.21.3.5.2    電電電電子子子子取取取取引引引引法法法法制制制制にににに関関関関すすすするるるる研研研研究究究究会会会会（（（（制制制制度度度度関関関関係係係係小小小小
委委委委員員員員会会会会））））・・・・報報報報告告告告書書書書
((((平平平平成成成成11110000年年年年3333月月月月　　　　法法法法務務務務省省省省))))

同報告書は、電子認証、電子公証、および電子署名を対
象とし、電子認証を実現するための方法である電子署名に
対する法的効力、電子認証における当事者間の関係の規定、
電子取引に適用される私法的なルールのあり方等について
問題点を整理したものである。
本ガイドラインでは、特に電子署名に関する検討成果の

みを紹介することとし、電子認証と電子公証については触
れないこととする。同報告書において、電子認証は商業登
記制度を、また電子公証は公証人制度を前提としており、
必ずしもクロスボーダー取引に当てはまらない面があるた
めである。
本節では、同報告書のなかの電子署名に関する指摘のう

ち、貿易金融EDI運用ガイドライン作成上踏まえるべき点
を紹介する。
なお、同報告書は、具体的な制度の内容および技術的な

部分の詳細については、国際的な議論の動向を踏まえた上
で、今後さらに検討を進める必要がある、としている。
また、同報告書は、『電子署名』と『デジタル署名』を

分けて考えているので注意すべきである。デジタル署名と
は、公開鍵暗号方式を利用した電子署名であると定義して
いる。
(1) 電子署名に関する法制度整備の必要性
同報告書は、電子認証および電子署名に関して、『少な

くとも署名または押印と同様の主旨の法制度の整備を行う
ことは、電子取引における民間の主体の自由な活動を阻害
するものではなく、むしろ、電子取引の発展のための法的
基盤の整備として有益』と位置づけている。
(2) 電子署名の範囲
同報告書は、法的整備の対象となる電子署名の範囲につ

いて、まず『公開鍵暗号方式を利用したデジタル署名』に
ついては、『法的整備の対象とすべきことについては問題
がない』としている。また、『単純なパスワードのような
ものについては、署名と同様の機能を期待することはでき
ないから、これを法的整備の対象から外すことについても、

余り異論はないものと考えられる』としている。さらに、
『公開鍵暗号方式を利用しない電子署名』については、『一
般論としては、法的整備の検討の対象を（公開鍵暗号方式
を利用した）デジタル署名に限定せず、それ以外の電子署
名を広く含み得るものとすべきであると思われる』として
いる。
(3) 電子署名添付文書の成立の真正の推定
同報告書は、『電子署名（公開鍵暗号方式のみに限定し

ない）が、従来の署名または押印と同様の機能を果たし得
るものであるとすれば、電子署名について民事訴訟法 228
条4項が規定するのと同様の効力を認めることは可能であ
る』としている。
(4) 電子署名の作成者に関する推定
同報告書は、電子署名の作成者の推定について、『今後

なお検討が必要』としているが、仮に推定効を認める場合
には、その前提として、その電子署名が『民事訴訟法 228
条 4 項と同様の効力が認められるための要件を満たすこ
と』、および『当該電子署名とそれを自己を示すために用
いる者とが高度の確実性をもって結びつけられていること
が必要』としている。その一つの方法として、『公開鍵暗
号方式を利用したデジタル署名については、デジタル署名
とそれを自己を示すために用いる者とを結び付けるための
情報を提供する認証機関について、その業務運営の適正性
等を確保するための一定の要件を設け、その要件を満たす
認証機関の証明に係るデジタル署名について、当該認証機
関の発行する電子証明書に記載された者の作成したデジタ
ル署名であると推定すること』をあげている。
(5) 署名要件の充足
現行法においては、法律上一定の場合に署名または押印

された書面の作成が要求されることがある。こうした規定
は、民法、商法等の民事基本法のほか、官公庁への申請等
に関して設けられている例が多く見られる。
同報告書は、『電子署名の付された電子文書をもって、

署名または押印された書面に代えることを法律上認めるこ
とが考えられる』とし、『署名の付された書面のうち、ど
の範囲のものについて、電子署名の付された電子文書によ
ることを認めるべきかが問題となる』と提起している。
これについて同報告書は、『すべての官公庁への申請に

ついて包括的に電子申請を可能とすることは、少なくとも
現時点では現実的ではない』とし、『電子申請の実現は、
個々の事情に応じて、申請手続きを定める個々の法律の改
正により実現すべき問題であると思われる』としている。
さらに、『手形および小切手をはじめとする有価証券の記
載事項として署名が要求されている場合には、こうした有
価証券を電子署名の付された電子文書により作成すること
を可能とするかという問題については、コピーすることが
容易である電子文書により有価証券を作成した場合には、
権利者の確定が困難となる等の問題が生じると思われ、特
別の検討が必要である』としている。
(6) 当事者間の権利義務関係
同報告書は、『公開鍵暗号方式によるデジタル署名が用

いられる場合には、契約等の当事者とは別に、認証機関が
存在しており、認証機関の発行する電子証明書を契約等に
際して利用する当事者と認証機関との間の法律関係をどの
ように捉えるべきかが問題となる』と提起しており、『検
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討を進めていく必要がある』としている。
(7) 認証機関の指定制度
同報告書は、『認証機関についての一定の法律基準を設

定し、この基準に合致する認証機関が指定を受けることが
できるとした上で、そのような認証機関が法律の規定に従
って発行する電子証明書による証明に係るデジタル署名を
法律上の効力を有する電子署名とみなす』ことが考えられ
るとしたうえで、『国際的議論の動向にも留意した上で、
指定制度の導入の可否も含めて十分な検討を進めていくこ
とが必要である』としている。
また、同報告書は、仮にこのような指定制度を設ける場

合に、『指定を受けることができるのは、公開鍵暗号方式
によるデジタル署名に限定されることもやむを得ないもの
と思われる』としている。さらに、仮に認証機関に関する
指定制度を設ける場合には、『指定のための要件が定めら
れるとともに、指定認証機関の業務運営の適正を確保する
ための一定の法的枠組みが定められることになるものと思
われる』としている。
(8) 外国の認証機関の証明に係る電子署名の扱い
同報告書は、『外国の認証機関の発行する電子証明書に

よる証明に係る電子署名であっても、一定の要件を満たし
ていることが立証されれば、文書の成立の真正の推定およ
び署名要件の充足という効力が認められることになると思
われる』としている。また、『仮に指定制度を設ける場合
には、外国の認証機関が指定を受けることを可能とするか
どうか』について、なお検討を要するとしている。

1.3.5.31.3.5.31.3.5.31.3.5.3    ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククをををを通通通通じじじじたたたた認認認認証証証証業業業業務務務務のののの在在在在りりりり方方方方
にににに関関関関すすすするるるる調調調調査査査査研研研研究究究究会会会会・・・・報報報報告告告告書書書書
（（（（平平平平成成成成9999年年年年5555月月月月22229999日日日日　　　　郵郵郵郵政政政政省省省省））））

同報告書は、通信ネットワークを通じて提供される電子
認証、とくに「本人確認」および「内容確認」の２機能に
ついて、論点・要件を整理したものである。電子認証にお
いて使われる電子署名についても触れている。
本節では、同報告書の内容うち、電子認証サービスの利

用約款、および電子署名に関するもので、かつ貿易金融
EDI 運用ガイドライン作成上踏まえるべきものを紹介す
る。
同報告書は、主に認証機関が備えるべき技術的および業

務運営上の要件を整理したものであり、認証機関と利用者
の間の関係（利用約款等）について触れている点は少ない
ものの、いくつか重要な論点の提示もある。
なお、同報告書は、主として公開鍵方式による認証を念

頭に置いているので注意が必要である。
(1) 認証機関の法的責任の範囲
認証機関が発行した証明証の内容等に瑕疵があり、顧客

または公開鍵証明証を信頼した第三者に損害が発生した場
合、認証機関はどのような法的責任を負うべきかが問題と
なる。
同報告書は、この問題について、『責任の具体的範囲に

ついては、ケース・バイ・ケースで異なることから、一概
に確定することは困難』とし、『今後、具体的事例の積み
重ねや法的枠組みの整備により、確定されていくことが必
要』としている。また、『認証機関は、自らの顧客に対し
ては、契約に基づく損害賠償責任を負う可能性があり、顧

客以外の第三者であっても、認証機関の発行した証明証を
信頼したために損害を受けた者に対しても、過失があれば
民法第709条の不法行為責任に基づく損害賠償責任を負う
可能性がある』としている。
(2) 責任限度額の設定
同報告書は、『認証機関の業務に瑕疵があった場合には、

認証機関の顧客や認証機関を信頼した第三者の信頼利益を
保護する必要がある』とし、『わが国においても、認証機
関が、契約上責任限度額を定めた場合には、基本的に有効
であると解される』としているが、その前提として、『証
明証を発行する際に、当該証明証について定められた責任
限度額が顧客及び証明証受領者に対して明らかになるよう
な形で開示されることが必要ではないかと考えられる』と
している。さらに、『契約上責任限度額が定められていた
としても、認証機関に過失があった場合に民法709条に基
づく不法行為責任を問われる可能性まで否定されるわけで
はないと考えられる』としている。
また、同報告書は、『認証機関の公開鍵証明証等の信頼

性は、顧客本人が自分の秘密鍵を十分に注意深く管理を行
っていることが前提となるものであり、顧客の側で秘密鍵
が盗まれ、結果としてデジタル署名が偽造されたような場
合にまで認証機関が法的責任を負うことはないと考えられ
る』としている。
(3) デジタル署名の法的効力
同報告書は、『法律上、署名要件が規定されている場合

に、デジタル署名をもって署名要件を充たすことを明確に
するための法的規定を設けるべきかどうか』という論点の
提示を行い、今後検討が必要としている。
(4) 国外認証機関の認証の効力
同報告書は、『国外の認証機関の認証の法的効力につい

て何らかの規定を定めるか』という論点の提示を行い、今
後検討が必要としている。

1.3.5.41.3.5.41.3.5.41.3.5.4    認認認認証証証証局局局局運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン（（（（VVVV1111....0000版版版版））））
((((平平平平成成成成11110000年年年年3333月月月月　　　　電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引実実実実証証証証推推推推進進進進協協協協議議議議
会会会会))))

同ガイドラインは認証局の運用指針であり、信頼性の高
い認証局を運用するために必要と思われる評価項目とそれ
らに対する基準を仮置きした叩き台（アルファ版）である。
ISO、IETF などで検討されている認証もしくは認証局に
係わる各種のガイドラインの内容も参考として作成された
とのことである。
このガイドラインは、認証局自体のマネージメント要件、

運用要件、およびシステム・設備要件を示したものであり、
認証局と利用者との間の利用約款のあり方についてはほと
んど触れられていない。しかし、利用約款と間接的に関連
する記述として、認証局、利用者（認証局加入者）、認証
書信頼者それぞれの義務責務について言及した部分がある
ので、それをそのまま引用する。
(1) 義　　務
認証局には、認証の信頼性と安全性を確保するために、

自らが果たすべき各種の義務と責任がある。しかし、認証
局だけで信頼性と安全性が確保できるものではなく、加入
者および信頼者もまた負うべき義務がある。
① 認証局の義務
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A. 認証局自身の信頼性と安全性の確保
本ガイドラインで述べられるマネージメント要

件、運用要件、システム・設備要件に適うポリシー
を明確化し、それを実行するために必要な具体的手
順・手続きを定めて、適切な運用を継続する義務が
ある。
B. 登録局やレポジトリの信頼性と安全性の確保
認証局が外部の登録局やレポジトリなどと連携

する場合には、認証局はそれらの外部機関に認証局
の定めたポリシーを遵守させ、信頼性と安全性の一
貫性を保持する義務がある。
C. 加入者および信頼者に対する適切な情報提供
認証局は、次に述べるような加入者および信頼者

の義務について周知させる義務がある。また、その
履行に必要な各種情報を適切なタイミングで提供
する義務もある。

② 認証書加入者の義務
A. 正確な情報の提示
加入者は、認証申請等に際して、正確な情報を認

証局に提示する義務がある。
B. 認証書発行の確認
加入者は、認証局による認証書発行に際して、認

証書の記載情報を確認する義務がある。
C. 秘密鍵の保護
加入者は、公開鍵／秘密鍵ペアの生成において、

信頼できるソフトウェアやハードウェアなどを利
用して安全な方法で生成するとともに、秘密鍵は他
人に知られないように管理する義務がある。
D. 迅速な失効手続き
加入者は、秘密鍵が危瀕した場合や認証書記載の

情報に変更が生じた場合等、迅速に失効手続きを行
う義務がある。

③ 認証書信頼者の義務
A. 認証書の適格性のチェック
信頼者は、受取った認証書が目的に適したもので

あるかどうかを判断する義務がある。例えば、取引
の金額的な限度は、認証の真正性保証レベルや補償
レベルなどに応じて決める義務がある。
B. 認証書の確認
受取った認証書の有効期限、利用目的、署名の正

当性を確認する義務がある。
C. 失効のチェック
受取った認証書が失効していないことを確認す

る義務がある。
D. 認証書以外の情報の利用
取引の重要性に応じて、認証書だけに依存するの

ではなく他の手段も併用する必要があることを認
識しておく義務がある。

(2) 責　　務
認証局は、認証局が果たすべき義務および認証書を取得

または利用しようとする者が果たすべき義務を定めておく
必要があるとともに、双方の義務を前提とする認証局の責
任と保証に関するポリシーを定め、開示する必要がある。
またポリシーを開示するに際し、利用者が認証局の信頼

度を評価でき、さらに利用者の履行すべき義務および認証

局の履行すべき義務について利用者が容易に理解できるよ
うに、CPSを開示するだけでなく、重要な事項については
概要をまとめて開示する工夫が必要である。
認証局が責任を問われる場合として例えば以下の事象

が考えられ、それぞれの事象に対してポリシーに定められ
た認証局の規定と義務に鑑み責任と補償の内容を定める必
要がある。
① マネージメント要件・組織規定違反

· 内部犯罪により、認証局が定めた認証実施規定に違反
した行為があり、それによって利用者に損害を与えた。

② 運用要件・認証局の鍵管理規定違反
· パスワードや秘密鍵の管理体制が不備なことによっ
てパスワードや秘密鍵の情報が漏洩し、利用者に損害
を与えた。

③ 運用要件・認証書管理規定違反
· 加入者が認証局に登録を申請した際、登録手続きを誤
って不完全な認証書が発行され、利用者に損害を与え
た。

· 認証局の認証書管理において、管理システムの運営ミ
スにより認証書発行および保管データが消失し、加入
者の認証書利用が不可能となり、利用者に損害を与え
た。

④ 運用要件・失効管理規定違反
· 加入者が通知してきた認証書失効通知を、失効リスト
に正しく登録せず、利用者が失効リストを参照したう
えで有効な認証書と認識して使用したことにより、利
用者に損害を与えた。

⑤ 運用要件・加入者情報管理規定違反
· 登録情報（各加入者のプライバシー情報等）が、内部
犯罪により外部に持ち出され、不正に使用されたこと
によって加入者に損害を与えた。この場合は、マネー
ジメント要件・組織規定違反にも関係するとともに、
運用要件・監査規定違反にも関係してくる。

⑥ システム・設備要件違反
· 認証関連システムダウンにより、認証サービスが一時
的に利用不能となり、利用者が損害を被った。

· 充分な予防措置がとられずハッカーなどの不法侵入
者により、認証局の秘密鍵または加入者のプライバシ
ー情報等が盗まれ、加入者が損害を被った。

· 何者かが認証局の秘密鍵を偶然または故意に解読し、
利用者に損害を与えることがあり得る。このような場
合は、認証局の知らない所で起こるため、監査等で発
見することは困難である。暗号は技術の革新とともに、
何時かは破られる可能性を常に有しており、その影響
は決して小さくないとみられる。暗号技術を利用して
いる認証局としては、技術・アルゴリズムなどについ
て、その最新動向を把握し、安全性と信頼性を絶えず
高める努力が必要である。

1.3.5.51.3.5.51.3.5.51.3.5.5    電電電電子子子子公公公公証証証証シシシシスススステテテテムムムムガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
((((平平平平成成成成11110000年年年年3333月月月月　　　　電電電電子子子子商商商商取取取取引引引引実実実実証証証証推推推推進進進進協協協協議議議議
会会会会））））

同ガイドラインは、電子商取引参加者や企業の電子化推
進部門、さらには電子公証サービス事業者を対象に、電子
公証についての考え方をまとめたものである。
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同ガイドラインが扱う内容は非常に多岐に渡るが、ここ
では、とくに電子公証サービス事業者と利用者との間の関
係（利用約款等）と関連が深いと思われる２つのテーマを
取り上げる。第一は、企業間の電子公証システムの運用ル
ール要件、第二は、電子公証センターの責任範囲である。
なお、同ガイドラインの内容のうち、電子公証サービス

事業者と利用者との間のモデル利用約款そのものについて
直接言及している部分はない。
(1) 企業間の電子公証の運用ルール要件
同ガイドラインは、企業間の電子公証システムを、公証

局等の第三者機関を介在させるかどうか、各企業にどの程
度の電子公証機能を持たせるか、などによって、I～Vまで

の５種類にモデル化し、それぞれ運用ルール要件を定めて
いる。
貿易金融 EDI を考えたときには、企業間に公証局等の

第三者機関が介在することは必須と考えられる。これは、
同ガイドラインにおける電子公証システムのモデル IV に
相当する。
同ガイドラインにおける、モデル IVの運用ルール要件

は「表1-4　タイプⅣ　運用ルール要件」のとおりである。

表表表表 1111----4444　　　　タタタタイイイイププププ IIIIVVVV　　　　運運運運用用用用ルルルルーーーールルルル要要要要件件件件

機能名 機能の定義 人的ルール
（運用ルール要件）

システム要件

送受信者特定機
能

コンピュータシステム,ネットワー
クシステムなどの利用者を特定す
る機能。通常、認証機関がその役
割をする。

認証局の利用規定に従う。また互換
性のある認証局どうしを使うこと
を当事者間で取り決める。

認証局の発行する公開鍵証明書を
用いて取引相手を確認する。
またデジタル署名を付与すること
も可能とする。認証書が正当なも
のかどうかの確認を行う。

到達確認機能 送信者から受信者へ情報を送信し
た事実を証明する機能。

電子公証センターの利用規定に従
う。どの公証センターを使うか事前
に当事者間で取り決める。

電子公証センターに送受信の仲立
ちをしてもらう。

改ざん検知機能 文書（電子データ）が改ざんされ
たことを利用者が検知できる機
能。

電子公証センターの利用規定に従
う。どの公証センターを使うか事前
に当事者間で取り決める。

電子公証センターの非改ざん証明
を利用する。

時刻付与機能 情報に対して日時データを付与す
る機能。また、情報に付与された
日時データが正しいかを検証する
機能。

電子公証センターの利用規定に従
う。どの公証センターを使うか事前
に当事者間で取り決める。

電子公証センターの時刻証明を利
用する。

電子保存機能 情報の内容を媒体に記録・保管す
る機能。

電子公証センターの利用規定に従
う。どの公証センターを使うか事前
に当事者間で取り決める。また、フ
ァイル書式などは当事者間で決定
する。

電子公証センターの電子保存サー
ビスを利用する。

アクセス記録機
能

利用者がシステムを利用した事実
を記録する機能であり、必要な時
点でその事実を立証するために利
用される。この前提としては正し
いアクセス制御の存在を必要とす
る。ログ記録は一般的なソフトウ
ェアなどのアクティビティをも含
む記録生成機能である。

当事者は相手がアクセスできる範
囲を取決める。

当事者が電子公証センターにアク
セス記録を確実にとってもらい、
公開するデータを預ける。

(2) 電子公証センターの責任範囲
同ガイドラインは、『電子公証に係わる問題が発生した

場合でも、その内容によっては電子公証センター以外にも
いくつかの機関がその問題に関与している可能性がある。
そのためその問題に対する責任も必ずしもすべて電子公証
センターに帰着するものではない』とし、次のように責任
範囲を整理している。
同ガイドラインは、上記の責任範囲の整理を踏まえて、

私的機関としての電子公証センターの基本的責任について
以下のように考察している（「表 1-5　電子公証における

責任範囲の分類」参照）。
① 前　　提

A ある時刻に、ある取引文章が、存在したことを
証明すること。

B 内容には関知しないこと。
C 紛争時に、顧客の要請に基づき、証拠として提
出すること。

D 証拠としての有効性を証明する努力をすること。
E 裁判、調停の場で証拠の有効性を保証する物で
はないこと。
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表表表表 1111----5555　　　　電電電電子子子子公公公公証証証証ににににおおおおけけけけるるるる責責責責任任任任範範範範囲囲囲囲のののの分分分分類類類類

問　　題 利用者 通信
業者

認証
機関

格付
機関

電子公証センター

内容不正 ○ △
内容証明

データ未達 ○ ○
システムダウン

データ誤達 △ ○
運用ミス

改ざん／漏
洩

△ ○ ○
セキュリティ技術

データ破壊
／消失

○
運用ミス、ｾｷｭﾘﾃｨ技術

利用資格不
備

○ ○ ○

証拠力不備 △ ○
ミス、ｾｷｭﾘﾃｨ技術

○：積極的に責任がある　△：なんらかの責任がありうる
出典：電子商取引推進協議会『電子公証システムガイドライン』

（1997年12月）

② 電子公証の責任範囲
個々の公証センターの特徴として、責任範囲がばら

つく可能性が高いが、利用コストとの兼ね合いで、コ
ストが安くなれば責任範囲は当然狭くなり、顧客はそ
の中からコストとの兼ね合いで選択することになる。
A. 証拠の有効性の保証
紛争時の公証証拠の有効性を保証しているかの

問題又は、調停・裁判で証拠の有効が認められなか
ったときの補償問題等は議論となる点であろう。
一般的には、公証センターは証拠の有効性は保証

できないと思われるが、もし有効性が、公証センタ
ーの採用している公証技術、管理運用により認めら
れなかったときは、何らかの補償が問題になると思
われる。
　フォーマット上の問題で証拠としての有効性が
認められなかった場合はコンサルタント契約等の
問題になる可能性がある。
B. 安全対策に対する義務と免責事項
公証センターに保管されている証拠が、万が一外

部ハッカーにより破壊された場合の補償はどうな
るか、公証センターはハッカー対策をどの程度まで
行う義務があるか、天災等の不可抗力で保管データ
が破壊されたときの免責の範囲はどこまでか、同じ
くどの程度の安全対策を行う義務があるかなども
議論になる点である。安全対策は公証センターの設
備投資額に直結する問題となるので、高い安全対策
を求めれば、当然利用コストは高くなる。
C. 損害に対する補償
証拠の有効性の証明の失敗および公証データの

消滅等により、ビジネス上の損害発生に対する補償
は、公証センターではリスクの程度が読み切れず、
当面負担できないと思われる。
将来的には、リスクの程度が読めるようになれば

保険会社がビジネスとして行うことになるであろ
う。

D. 事業継続が困難になった場合
事業継続が困難になった場合でも、同様のサービ

ス提供者に移管できることが望ましい。利用者との
間でその可否につき利用約款等を通してあらかじ
め確認する必要がある。

③ 電子公証センターの機能分類毎の責任
公証センターの採用する公証技術、運用管理、安全

管理等の個別の機能に対する責任について考察してみ
る。
A. 採用公証技術
暗号がハッカーに解読される、データがハッカー

に破壊されるなど、採用している公証技術がハッカ
ーに破られる場合の責任。
顧客は公証センターの技術を信用して利用して

いるため、これが信用できなくなれば公証センター
の利用者がいなくなるのでビジネス上でも対策を
取る必要がある。特に公証技術のソフトを販売して
いる事業者は、即死活問題となる。
責任範囲として、ハッカー対策のとれたバージョ

ンアップソフトへの交換、顧客への事故情報の開示
と、対策方法の指示等を行う事が考えられる。此の
問題は、内容により１事業者の問題になる場合と、
公証技術全体への不信につながる場合がある。全体
の問題になる場合は、業界としての対応が求められ
る。
B. 運用管理面
例えば公証センターの職員がデータの改ざんに

関わるような事件とか、職員の操作ミスでデータが
消滅してしまったため、顧客に損害が生じた場合の
責任の問題。公証センターに道義的には責任はある
が、現実には損害補償に耐えるだけの資本、または
ビジネス規模でなく、実質的に補償ができない可能
性が高いと思われる。当然このような不祥事を起こ
したセンターは淘汰される。
運用管理を強化しようすればそれに対応してコ

ストもあがることになるが、公証技術が発達すれば、
運用管理面をそれほど強化しなくても、不祥事がお
きにくい体制に進む可能性も高いと思われる。
C. 安全管理面
この問題も、同時に複数の顧客に損害が生じたと

き、公証センターは損害補償に耐えられないであろ
う。
それ故、顧客は公証センターの安全対策を確認し、

顧客のリスクで公証センターを選別することにな
るであろう。公証センターは自社の安全対策を顧客
に積極的に開示し、事前に危険度を顧客に知らせる
ことが望ましい。
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1.3.61.3.61.3.61.3.6    電電電電子子子子船船船船荷荷荷荷証証証証券券券券ににににつつつついいいいててててのののの取取取取組組組組みみみみ
1.3.6.11.3.6.11.3.6.11.3.6.1    ククククロロロロススススボボボボーーーーダダダダーーーー取取取取引引引引ににににおおおおけけけけるるるる金金金金融融融融EEEEDDDDIIIIにににに関関関関

すすすするるるる研研研研究究究究会会会会・・・・報報報報告告告告書書書書
（（（（平平平平成成成成 11110000 年年年年 2222 月月月月　　　　((((財財財財))))金金金金融融融融情情情情報報報報シシシシスススステテテテムムムム
セセセセンンンンタタタターーーー））））

同報告書の中の一節『貿易金融 EDI 実現のための法的
課題』では、Boleroプロジェクトの法的側面、具体的には
BRS（業務要件仕様書）で示された法的枠組みおよびRule
Book 草案について検討を行った上で、わが国において貿
易金融 EDI システムの構築を展望した場合の法的検討課
題について論点整理を行っている。以下はその引用である。
(1) 電子式船荷証券の物権的効力

Bolero プロジェクトが計画している船荷証券の電子化
の方式は、従来の書面形式の船荷証券の譲渡による運送品
の権利の移転に代えて、その内容の電子データを中央登録
機関に登録することにより、これを行う形式である。この
登録により、機能的にみれば、書面形式の船荷証券の譲渡
と同等の効果が確保できるとされている。より具体的にみ
ると、船荷証券の譲渡によって移転される権利は、運送品
の引渡請求権等の運送契約上の債権的な権利と運送品自体
の占有という物権的な権利とに分けられる。
債権的な権利の移転は債権譲渡(assignment)または更

改(novation)により行うことができる。これに対し、物権
（占有）移転については、次のような問題がある。
① 物権的効力の意義
船荷証券は、わが国を含む大陸法体系の下では物権

的効力を有する有価証券と位置づけられており（商法
575条、776条、国際海上物品運送法 10条）､一方、
英米法体系の下では権原証券(Document of Title)と位
置づけられている。船荷証券の物権的効力とは、「証
券の引渡が証券記載の運送品自体の引渡と同一の効力
を有する」（商法575条）ことである。大陸法、英米
法ともに、船荷証券の占有移転は、運送品引渡請求権
および運送品支配・処分権という債権を移転させるの
みならず、運送品自体の占有移転（引渡）の効果をも
生じさせ、これにより、運送品の所有権移転・質権設
定を第三者に対抗できることになる（民法178条、344
条）。
船荷証券の物権的効力の問題は、運送品と証券とが

物理的に別個のものであるのにもかかわらず、これを
統一的に把握しようとする点にある。物権的効力に関
する各国法制の内容は国により異なっており、その統
一はこれまで困難な問題とされてきたが、Boleroプロ
ジェクトや CMI 規則では、後掲の(2)　電子式船荷証
券による運送品上の物権移転の手続きに述べるような
占有移転の方法を規定することにより、この問題につ
いても一定の手順による解決策が提示されている。
② 電子式船荷証券の位置付け
わが国では、船荷証券の物権的効力が生ずる理由は、

証券所持人が運送人に対する運送品引渡請求権に基づ
き運送品につき間接占有を有し、証券の占有移転によ
りその間接占有が移転するからであると一般に説明さ
れている（相対説）。また、CMI規則に基づく電子式
船荷証券についても、同規則による運送品引渡請求権
の移転により、運送品に関する物権（間接占有）も移

転する（民法184条）と解すべきであるとの見解が主
張されている（江頭憲治郎「電子船荷証券のための
CMI規則について」海法会誌復刊34号 10頁）。
③ 結　　論
以上のようなことから、わが国法制度の下において

もBoleroプロジェクトの電子式船荷証券について、運
送人に対する「指図による占有移転」（民法 184 条）
の具体的方法についてRuleBookで定めておけば、そ
の限度で、書面形式の船荷証券が有するのとほぼ同等
の物権的効力を確保することが、法的にも可能である
と考えられる。

(2) 電子式船荷証券による運送品上の物権移転の手続
き

CMI 規則では、運送品支配・処分権を電子的に移転す
るための手続きとして、第7条 b項で、①譲渡人から運送
人への権利移転の通知、②運送人から譲受人への運送契約
の開示、③譲受人から運送人への権利受領の通知、④運送
人から譲受人への新しい「個人キー」(Private Key)の発給、
の４段階を定めている。これを書面形式の船荷証券と対比
すると、書面形式の船荷証券では全く関与する必要がなか
った運送人の義務が規定されている点が注目される。
この点に関し、CMI規則や今後策定される予定のRule

Book に定められる手続きが実務的に見て煩雑すぎないか
どうか検討することが必要となろう。先に述べたように、
電子式船荷証券についても運送品の占有移転の効力を確保
するためには、運送人に対する通知が必要となろうが、実
務的な観点からは、譲渡人・譲受人も含め、船荷証券の裏
書譲渡と比較して多大な労力を要さない仕組みが要請され
るところである。またグローバルな取引において電子的な
通知・応答が遅滞なく可能かどうか、タイムラグの発生が
不可避の場合の対応措置をどのようにするか、などについ
ての検討も必要である。
(3) 金融機関が買取る電子式船荷証券の法的位置づけ
わが国において、現行の取引約定（「信用状取引約定書」

および「外国向為替手形取引約定書」）の下では、金融機
関が荷為替手形を信用状に基づき買取る場合、付帯荷物お
よび付属書類は「担保として譲渡」することになっており、
「譲渡担保」として位置づけられているが、これに船荷証
券も含まれる。このような取扱いがBoleroプロジェクトの
ような電子式船荷証券の場合にも援用が可能かどうかにつ
いて検討が必要である。そして、もしそれが不可能な場合、
金融機関の債権保全上問題が生じる可能性もあるため、何
らかの対応策の検討が必要と考えられる。
(4) 運送約款とレファレンス
現在の書面形式による船荷証券では、運送約款が通常そ

の裏面一面を使って細かく印刷されているが、電子式船荷
証券においては、これをどのように扱うかが問題となる。
この点については、運送約款を電子情報化し全文言をデ

ータ・メッセージに入れることは技術的には可能であるも
のの、その分量が多いことから、関係取引情報の処理・伝
送上、非効率であり実務上も障害となるおそれがあると考
えられてきた。このため、CMI規則では、運送約款を refer
する（「参照」文言を記入する）形でメッセージを作成・
伝送することを許容している（第4条 b.iv、第5条）。
このようなレファレンスによる契約内容の取込みを行
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うためには、運送約款の標準化が大きなポイントになると
考えられるが、一般的に標準約款はなく、各船会社がそれ
ぞれの約款を定めているのが現状である。また別の問題と
して、傭船契約の場合は、バルチック国際海運同盟
（BIMCO）や日本海運集会所等のいくつかの標準契約書
式が存在するが、実際の契約においては契約書式にさまざ
まな修正が加えられた上で荷主と船会社がサインするもの
であり、単なる標準書式のレファレンスのみでは意味を持
たない。
従って、通信や情報処理技術の進歩により運送約款前文の

伝送・処理も十分に可能になってきていると考えられること
から、今後は運送契約の全文を電子式船荷証券の情報として
処理することも含め、検討する必要があると考える。
(5) データ・メッセージの証拠能力
わが国法制においては、電子化されたデータのうち、通

常の文書については自由心証主義により証拠能力が認めら
れうるが、署名については民事訴訟法の規定があり、｢私文
書は、本人またはその代理人の署名または押印があるとき
は、真正に成立したものと推定する。｣（第228条 4項）、
｢文書の成立の真否は、筆跡または印影の対照によっても、
証明することができる。｣（第 229条 1項）と定められて
いる。これらの条文によっては、電子署名を付したメッセ
ージは署名・押印のある文書と同等の効力は認められない
であろう。貿易金融EDIシステムにおいて参加者が契約上
合意すれば、電子署名に法律上の特別な効力は必ずしも必
要ないともいえるが、法的環境整備の観点からは、電子署
名の証拠能力に関しても検討が必要である。
(6) 独占禁止法との関連
私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律（独

占禁止法）はその第6条 1項で「事業者は、不当な取引制
限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国
際的協定または国際的契約をしてはならない」とし、2 項
でそのおそれのある場合は公正取引委員会への届け出義務
を定めている。今後、Boleroなど国際的な EDI システム
に関する検討に際しては、加盟資格要件等を検討の上、同
法に抵触しないことを確認する必要がある。
(7) 損害賠償責任
ネットワークにおける関係者は、取引の当事者、通信業

者、ネットワーク・サービス提供者等多岐に及んでいる。

貿易金融 EDIの分野に限られるものではないが、EDI シ
ステムの運営に当たっては、事故等の場合の責任、賠償対
象となる損害の範囲等について、賠償の額等あらかじめ規
定されることが通例である。その内容が妥当かどうか、一
部の当事者が不利な扱いを受けないか、といった点につい
て検討しておく必要がある。
(8) 個人情報の保護

CMI規則では第3条 f項で「物品に対する権利の移転は、
すべて個人情報と考えられねばならず、かつ、物品の運送
または通関に関係を持たない外部者に対して漏らすことは
できない」として、第三者への情報の開示を禁じている。
貿易金融 EDI システムの円滑な運営のためには、各国

の個人情報保護に関する既存の法律ないしガイドラインに
抵触しない取扱いをすることが必要である。欧州連合(EU)
では 1995年 10月に「個人データ処理に係る個人情報の保
護および当該データの自由な移動に関する欧州議会および
理事会の指令」（EU指令）を採択し、加盟各国では1998
年 10 月までに国内法制整備を完了させるための作業を進
めるなど、個人情報の保護策が厳格化されつつある。EU
指令においては、十分なレベルの保護(adequate level of
protection)を講じていない第三国への個人データの移転を
禁止する規定が含まれている（第 25 条）。一方、わが国
の民間部門においても、(財)金融情報システムセンター「金
融機関等における個人データ保護のための取扱指針」等が
制定されている。
(9) 債権譲渡の第三者対抗要件
わが国では、債権譲渡の第三者に対する対抗要件は債務

者への通知または債務者の承諾が確定日付のある証書によ
りなされることとされており（民法467条 2項）、同様に
「債権者の交替による更改」については契約が確定日付の
ある証書によってなされることが対抗要件とされている
（民法515条）。よって、Boleroシステムが実用化された
場合でも、電子データによる債権譲渡または更改は、契約
関係のない第三者（Bolero参加者以外の第三者）について
は対抗できないことになる。Boleroのようなシステムでも、
ユーザの破産の場合等、参加者以外の第三者に債権譲渡の
対抗要件が必要となるケースもあり、この点についても検
討が必要である。

2222    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの構構構構成成成成

2.12.12.12.1    全全全全体体体体構構構構成成成成
「貿易金融EDI実施ガイドラインの作成」プロジェクト

は、業務モデル要件書、運用ガイドライン、認証・公証ガ
イドライン、通信基盤ガイドライン、EDIプロトコルガイ
ドラインから構成されており、その関係を以下に示す。
以下に各ガイドライン（業務モデル要件書、運用、認証・

公証、通信基盤、EDIプロトコル）のガイドポイントを中
心に概要を示す。

2.22.22.22.2    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件書書書書
2.2.12.2.12.2.12.2.1    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件書書書書のののの位位位位置置置置付付付付けけけけ
国際貿易取引に係わる企業・関連組織間で行う帳票は複

数あり、その殆どが電子化されていない。また、ある一部

の業務に関しては電子化されており業務の効率化に繋がっ
てはいるものの、複数の企業間における相互接続が存在し
ていないため全体業務の効率化には至っていない。
業務モデル要件書では、これら企業・組織間の商取引に

係わる関係者間の取引方法、書類、既存ネットワークの調
査、分析を行い、EDI化の効果および容易性の観点から貿
易金融業務のEDI化対象業務モデルを策定した。このEDI
化対象業務モデルおよびその検討結果をもとにEDI化に向
けて、運用面・技術面の検討を他ガイドライン3で実施する。
業務モデル要件書において検討する項目は以下のとお

                                                     
3：運用ガイドライン、認証･公証ガイドライン、ＥＤＩプロトコ
ルガイドライン、通信基盤ガイドライン
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りである。
・対象取引
・電子化対象書類
・電子化における検討課題

図図図図 1111----7777　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件書書書書のののの位位位位置置置置づづづづけけけけ

2.2.22.2.22.2.22.2.2    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルのののの選選選選定定定定基基基基準準準準とととと効効効効果果果果
2.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2.1    選選選選定定定定基基基基準準準準
貿易手続きに係わる全ての企業に早期導入且つ、使える

システムにするために、以下に業務モデル選定基準を定め、
ユーザの使い勝手を考慮した業務モデルとした。
(1) EDI化の効果および容易性
①　現状の利用頻度（取引量、取引高）
②　業務の効率化（時間面、費用面、電子データの再利
用性）

③　構築の容易性（既存システム連携、法制度面）
④　将来性（システムの拡張性）

2.2.2.22.2.2.22.2.2.22.2.2.2    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル策策策策定定定定基基基基準準準準
全体業務モデルは、各二者間4で整理した「電子化対象書

類」にて全体業務が過不足なく運用可能であるか確認する
ことを目的とする。その意味で、「業務モデル要件書」で
業務範囲と規定するのは、基本的に各二者間で選定した「代
表的な業務モデル」および「電子化対象書類」全てである。
以下に、全体業務モデル選定基準を示す。

(1) 「電子化対象書類」の流れの観点
「2.2.2.1　選定基準」をもとに選定された各二者間での

「代表的な業務モデル」および「電子化対象書類」を「電

                                                     
4：荷主－銀行（銀行－銀行）、荷主－保険、荷主－運輸（荷主－
荷主）
なお、以降で「二者間」と記述する部分は、全て当内容の
ことを示す。

子化対象書類」の流れの観点から貿易業務の輸出から輸入
までを一連の処理として業務が実施できるよう繋げた。
(2) 二者間での「代表的な業務モデル」選択・共通化
二者間毎に選定した幾つかの「代表的な業務モデル」に

対し、各二者間内で「電子化対象書類」の流れという観点
から、さらに選択・共通化できるものがあれば集約する。
例：荷主－運輸間では、二者間で整理した「電子化対象
書類」にて全体業務が過不足なく運用可能であるか
確認することを目的に、二者間の検討時に整理した
８取引5を全体業務モデルとして４取引6に集約した。

2.2.2.32.2.2.32.2.2.32.2.2.3    電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる効効効効果果果果
以下に当書で提示する「業務モデル」を使用し、貿易実

務を電子化した際に期待できる効果を記述する（「表 1-6
電子化により期待できる効果」参照）。

表表表表 1111----6666　　　　電電電電子子子子化化化化にににによよよよりりりり期期期期待待待待ででででききききるるるる効効効効果果果果

項目 内　　　容
時間面 ①　書類搬送の迅速化（書類待ちの減少により、輸出

入業務の効率化）
②　統一フォーマット使用による自動転記・照合によ

る作業時間の短縮化
費用面 ①　自動転記・照合による、書類作成・点検に従事し

ている人員の省力化
② 書類搬送コストの削減
③ ペーパーレス化による材料費および保管スペー
スの削減

④ 要員教育、育成負担の軽減
労力面 ①　統一フォーマット使用（自動転記・照合）

による書類作成・点検作業の省力化
②　書類搬送労力の削減

その他 ① 電子情報の一元管理による、書類管理、重複入力、
点検回数、二重保管の削減

② 書類搬送によるリスク（書類の紛失等）の軽減
③ 企業間情報共有に基づく、書類内容確認・訂正作
業の削減、進捗確認の容易化による企業内作業の
負荷の平準　等

2.2.32.2.32.2.32.2.3    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルのののの対対対対象象象象取取取取引引引引とととと電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象
ドドドドキキキキュュュュメメメメンンンントトトト

2.2.3.12.2.3.12.2.3.12.2.3.1    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルフフフフロロロローーーー対対対対象象象象取取取取引引引引
二者間業務モデルフローにおいて策定した「電子化対象

書類」が、貿易実務全体を通して考えたときに過不足して
いないか確認するために、今回の全体業務モデルフローで
は、２パターン４取引を一例として整理した（「表1-7　全
体業務モデルフロー（対象取引パターン）」参照）。
この２パターン４取引は、「電子化対象書類」の流れの

観点から二者間の各々の取引を利用し、貿易業務を一連の
処理として実施可能な業務モデルである。
なお、あくまでも今回の対象範囲は二者間業務モデルで

策定した「電子化対象書類」である。

2.2.3.22.2.3.22.2.3.22.2.3.2    電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類一一一一覧覧覧覧
「表1-10　電子化対応書類」を参照。

                                                     
5：海上直送輸出、海上混載輸出、航空直送輸出、航空混載輸出
海上直送輸入、海上混載輸入、航空直送輸入、航空混載輸出
6：海上直送輸出、海上直送輸入、航空混載輸出、航空混載輸出

認認認認証証証証・・・・公公公公証証証証ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
・安全性・信頼性の確保

EEEEDDDDIIII ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛﾛﾛﾛﾄﾄﾄﾄｺﾙガイｺﾙガイｺﾙガイｺﾙガイドドドドララララ
イイイインンンン
・標準ﾒｯｾｰｼﾞの表現
方式の規定

通通通通信信信信基基基基盤盤盤盤ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
・通信環境の整備
・ｾｷｭﾘﾃｨ技術の要件整理

運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン

・ 貿易金融EDIを支えるフレ

ームワークの提供

① 貿易金融 EDI データ交

換規約

② 貿易金融 EDI 電子署名

サービス利用規約

③ 貿易金融 EDI データ登

録サービス利用規約

業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件書書書書

・ 検討の対象とする業務範囲

を明確化

① 対象取引

② 電子化対象書類

③ 電子化における検討課

題
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2.2.42.2.42.2.42.2.4    電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる検検検検討討討討課課課課題題題題
３節の各二者間にて「検討・抽出」された検討課題につ

いて、以下の観点から整理した結果を「表1-8　電子化にお
ける検討課題」に示す。以下の表で示した課題のうち、電
子化に伴う基本的な課題については各ガイドラインの各編
（2.3　運用ガイドライン、2.4　認証・公証ガイドライン、
2.5　通信基盤ガイドライン、2.6　EDI プロトコルガイド
ライン）で記述している（備考欄にガイドライン名を記載）。
(1) 分類（関連事項）
関連する事項について、以下の区分にて分類。
①　全体　：全参加者に関連する事項
②　書類毎：特定種類に関連する事項
③　取引毎：特定取引に関連する事項
なお、未記入の課題については、具体的な解決方法につ
いて今後検討する必要があると考える。
(2) 関連業態
二者間もしくは全業態（各二者間すべて）のどの業態に

係わる事項か、以下の区分にて分類。
①　全業態：各二者間全てに関連する事項

② 二者間：荷主－銀行（銀行－銀行）、荷主－保険、
荷主－運輸（荷主－荷主）の各々いずれかに関連
する事項

表表表表 1111----7777　　　　全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルフフフフロロロローーーー（（（（対対対対象象象象取取取取引引引引パパパパタタタターーーーンンンン））））

項目 荷主―
銀行

銀行―
銀行

荷主―保険 荷主―
運輸

荷主―荷主

輸出

取引

L/C

取引

L/C

取引

包括予定保険
に基づく契約

海上、

直送
パ
タ
ー
ン
Ⅰ
輸入

取引
〃 〃 〃 〃

輸出

取引

D/P

取引

D/P

取引

個別予定保険
に基づく契約

航空、

混載
パ
タ
ー
ン
Ⅱ
輸入

取引
〃 〃 〃 〃

基本的に荷主
―銀行間で電
子化されるも
のが対象とな
る

表表表表 1111----8888　　　　電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる検検検検討討討討課課課課題題題題

№ 分類 関係業務 タイトル 内　　　容 対象書類 備考
1 全体 全業態 本人確認 現状では、届け出の署名または捺印を基にした本人確

認を実施。電子化後の本人確認についての検討が必要。
書類授受の際の本人確認については、｢皆で定めたルー
ルにより承認されたユーザは本人であると認識する｣
こととする。

A/P、買取書類、
保険申込書関係
書類

運用ガイドライン、認
証・公証ガイドライン

2 全体 全業態 原本性 ①　書類の原本性および保証方法
②　原本を複数発行している書類の電子化後の運用に
ついて

書類全般 運用ガイドライン、認
証・公証ガイドライン

3 全体 全業態 電子署名
電子捺印

①　相手方との取引が紙である場合、その紙状の電子
署名・認証機関の証明等が、相手国に許容される
のか？

②　電子署名や電子捺印に関する国内および海外での
有効性の立証

B/E，A/P，L/C，
I/V，P/L，B/L，
S/C，I/P，C/O

運用ガイドライン、認
証・公証ガイドライン

4 全体 全業態 移転管理 関連者の多さによる書類移転管理の煩雑化 P/L，I/V 運用ガイドライン、認
証・公証ガイドライン

5 全体 全業態 電子化後の約款
の取扱い

①　大量のデータ量をどのように電子化するか（電子
的書類の各々に記載する必要性の有無、記載不要
とした場合の約款情報の参照・確認方法）。

②　信憑性

B/L，I/Pなど

6 全体 全業態 書類の授受確認 書類の授受確認については、単なるメッセージの到達
確認だけではなく、｢ビジネス情報｣による確認が必要
であり、それに基づき権利移転等の処理が行われるべ
きである。

買取書類 運用ガイドライン、認
証・公証ガイドライン、
EDIプロトコルガイド
ライン

7 全体 全業態 トレース機能 書類および処理のトレース機能 買取書類 EDIプロトコルガイド
ライン

8 全体 全業態 既存システム 既存システム部分の両論併記について --------

9 全体 全業態 送金処理 送金による決済時の船積書類（買取書類）については、
銀行経由（L/C決済等）での検討結果をもって、それに
準ずることで問題がないか確認していく。

船積書類
全般

10 全体 全業態 電子化書類およ
びその取扱いル
ールの法的位置
づけ

電子化された書類を正当な書類として扱うための法的
根拠を明確にする必要がある。

B/L、銀行関連書
類、他

11 取引毎 全業態 通関業務 NACCSを中心として必要書類を整理の上、電子化対象
書類について、他業務（保険、銀行）との整合性（連
携）がとれるかを確認する。

通関関連書類
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№ 分類 関係業務 タイトル 内　　　容 対象書類 備考
12 取引毎 全業態 通関書類のデー

タ項目
船積書類と通関書類で同一書類でありながら異なるデ
ータを持つ書類の標準化

通関関連書類

13 取引毎 銀行―銀
行

買取書類管理 一体化したものとしての管理が必要（移転管理）。 買取書類

14 取引毎 銀行―銀
行

複数の買取書類 B/Lやインボイスなどがひとつの買取書類に複数含ま
れるケース（L/C条件等による）への対応も必要。

買取書類

15 取引毎 銀行―銀
行

書類の送付 現在、書類の送付に時間がかかるため、輸出地の銀行
から、輸入地の銀行および輸入者指定の海貨業者への
書類の送付をしているケースへの対応。

買取書類

16 取引毎 銀行―銀
行(荷主―
銀行)

書類の引渡し 輸入者の承諾を得た後、書類引渡しを行うケースへの
対応。

買取書類

17 取引毎 荷主―保
険

保険代理店につ
いて

荷主との契約に際し、保険代理店が介在する。あるい
は、荷主が保険代理店を兼ねている場合の電子化対応
後の位置付け、手続面での考え方といった整理が必要。

--------

18 書類毎 全業態 航空貨物運送状 ①　ワルソー条約モントリオール議定書第４議定書の
国内法制度化

②　AWBの電子化が国会で正式に批准されるのか(現
在、書面での保存義務あり)。

③　B/Lとは経由するルートが異なる

AWB

19 書類毎 全業態 信用状を電子化
する場合の業務
的検討事項

①　L/C買取時の為替手形の扱い(手形の電子化)
②　S.W.I.F.Tとの係り(データの連携等)
③　銀行業務との連携（残高管理等）
④　１取引に対し、複数通のL/Cを組み合わせて使用す
る場合がある。

⑤　損害賠償責任の扱い

L/C

20 書類毎 全業態 為替手形の電子
化

荷為替手形を電子化対象にするか否か。
　①　法制度面
　②　原本性の保証面
　③　裏書情報の管理
　④　収入印紙の扱い

B/E

21 書類毎 全業態 Insured Invoice
の扱い

I/Vに保険証券(I/P)の役割を持たせるケースの電子化
後の考慮について検討が必要。

I/V

22 書類毎 全業態 Certificateの電
子化

各種用途に利用される証明書の総称であり、フォーマ
ット等は、任意もしくは多数存在すると予測されるた
め、書類の調査後、対象範囲を絞るなどの検討が必要。

Certificate

23 書類毎 全業態 保険申込みにお
けるL/C内容の
記載について

L/C取引において、L/Cに保険条項に関する記載がある
場合の電子化後のデータに対する取込等の検討が必
要。

L/C、保険申込書
関係書類

24 書類毎 全業態 C/Oの電子化 電子化に際しては各商工会議所にて標準化の動きがあ
るため、商工会議所との調整が必要。

C/O

25 書類毎 全業態 関税送り状 輸入地側の税関に対して、輸出品目･税率等の情報を提
供することを目的として発行される文書。買取書類で
はなく、直接輸入地へ送付される。

I/V（C/O）

26 書類毎 全業態 領事送り状 相手国によっては、自国の領事館において輸出の承認
を得なければならない場合がある。その際領事館に対
して発行された領事送り状は、領事の承認を得た後、
買取書類の一つとして流通する。

I/V（C/O）

27 書類毎 荷主－銀
行

L/Cの電子化 L/Cに関して、以下の点について国際商工会議所の判
断・解釈が必要
　①　「電子L/C」がL/Cとなりうるか。
　②　「電子書類」が統一規則（UCP　500）上の「書
類」に該当するか。

L/C

28 書類毎 荷主ー銀
行

船荷証券を電子
化する場合の業
務的検討事項

クーリングオフ（Ｌ/Ｇの取扱い？） B/L

29 書類毎 荷主―保
険

荷主による訂正
印の押印での書
類の訂正につい
て

保険会社が訂正を行わなくても良いような項目につい
て、保険会社から予め渡された訂正印を押して書類の
訂正するケースの、電子化対応について検討が必要。

荷主に渡る保険
関係書類
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№ 分類 関係業務 タイトル 内　　　容 対象書類 備考
30 書類毎 荷主―保

険
Countersinged
Certificate の扱
い

荷主自身が保険証券(I/P)を発行するケースの電子化後
の考慮について検討が必要。

I/V

32 書類毎 荷主―保
険

クレーム処理 保険におけるクレーム処理に使用される関係書類につ
いて、電子データとして受け取った場合の有効性につ
いての検討が必要。

クレーム処理に
関係し、かつ電
子化対象書類全
般

33 書類毎 荷主―運
輸

海上輸送におけ
る到着予定通知
（A/N）

①　到着予定通知は輸入における様々な業務の出発点
となる。

②　在庫管理等の業務、運賃情報等の社内システムと
連携できることを考慮した上での電子化の検討が
必要。

③　A/Nの宛先
現状、A/Nの送付企業名は分かっていても、部署
名や担当者名までは分からない。本問題はB/Lなど
ともあわせて検討すべき課題である。

A/N

34 書類毎 荷主―運
輸

ドック・レシー
ト

次期Sea-NACCSで対応予定（*1） D/R

（＊1）　次期Sea-NACCSでの電子化範囲（通関用D/Rのみ、もしくはB/Lの元となるD/Rまで含まれるのか）および当該システムと
次期Sea-NACCSとの整合性等の検討が必要。

2.32.32.32.3    運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
2.3.12.3.12.3.12.3.1    運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの背背背背景景景景
「貿易金融EDI」とは、一言で言えば、一連の貿易金融

手続を電子化する事で、書類をデータに置き換え、電子ネ
ットワークを通じて貿易関係者でやりとりしようとする
ものである。貿易取引においては、物品売買の当事者、運
送業者、銀行・保険会社等の金融機関が存在し、また、輸
出国の行政機関、輸入国の行政機関も関与している。信用
状取引を例にとれば、買取銀行(Negotiation Bank)と発行
銀行(Issuing Bank)の取引情報は、SWIFT を通じたデー
タ交換処理がなされており、また、わが国における通関情
報も相当程度、データ交換によって処理されているなど、
部分的には、すでに電子化がなされている部分も少なくな
い。
しかしながら、貿易手続き全体をみれば、シームレスな

EDI化（電子化）は未だ実現されていないのが現状である。
貿易取引は取扱金額、取扱量が極めて大きく、荷主にと

ってのリスクもきわめて大きなものである。そのため、契
約内容が正しく伝わり、モノやカネが予定通り確実に流れ
るよう、書類で１つ１つ確認しながら取引を進めるという
ルールを作ってきた経緯がある。確立された手続きを電子
化するということは、貿易関係者間で新しい信用ルールを
作るということであり、更に、この信用ルールは国際的に
合意されるもので、維持・運営し続けることが可能なもの
でなくてはならない。
本運用ガイドライン作成に際しては、主に船荷証券の電

子化を前提とした法律的検討を行ってきた。船荷証券は、
紙を媒体として成立しており、媒体それ自体の複製困難性
や二重交付不能性から、二重譲渡が不能であり、そのため
にその証券の所持人は、記載された物に対する権利を主張
することができた。このような船荷証券の法的性質・効力
を利用して貿易金融は成り立っており、貿易に金融取引が
付随する以上、貿易金融 EDI においても、船荷証券の機
能を果たすシステム・制度が必要であり、「電子式船荷証
券」や、これに類する機能を営むシステムの制度導入を支

える法的仕組みが必要となってきた。
一方、電子商取引のセキュリティ手段の骨格をなすと思

われるデジタル署名等に代表される「電子署名」が一般に
利用可能な技術として普及し始めている。このような利用
可能な技術の存在は、貿易手続きの EDI 化を一層促すも
のと考えられる。
本運用ガイドラインは、このようなセキュリティ技術を

利用しつつ、シームレスな貿易取引のEDI化を目指す「互
換可能性のあるフレームワーク」の提供を意図したもので
ある。
貿易取引そのものが電子化されることの問題は、船荷証

券の電子化に留まらず今後の貿易取引の方向性を見極め
る上で極めて本質的なものである。「貿易金融EDI」の運
用ガイドラインとは、特段の法的裏づけが必要なことが判
明した船荷証券を手始めに、合意できるルールや基準を業
界関係者の知恵を集めて作りあげた「新しい信用ルールの
初版」と位置づけられるものである。

2.3.22.3.22.3.22.3.2    貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ化化化化ののののたたたためめめめのののの前前前前提提提提要要要要件件件件
貿易取引 EDI 化のためには、以下の３つの前提要件を

実現する必要がある。
①　データメッセージの授受が可能であること。
②　データメッセージの授受が安全に行われるこ
と。

③　授受されたデータメッセージによって紙ベー
スの貿易取引と同一の法律効果がえられること。

①や②のデータメッセージの授受が安全に実施可能と
いう要件実現は、システム化の実現過程でネットワークセ
キュリテイを中心とした技術的要件の整備により達成が
可能となる。
しかしながら、③の授受されたデータメッセージによっ

て紙ベースの貿易取引と同一の法律効果がえられること
については、①と②の要件と密接に関係しながらも、技術
のみによって解決できる問題ではなく、何らかの法的背景
を前提としてしか実現できない要件となる。この要件実現
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には、法制度化による要件実現もしくは、法制度の変更を
伴わない場合には、当事者間の合意による法律的枠組みの
構築が考えられる。
法制度化の例としては、例えば「電子貿易取引法（また

は条約）」や「電子式船荷証券法（または条約）」、「電
子署名法（または条約）」等が考えられる。しかしながら、
法制度化に当たっては、貿易に関する法制度を貿易当事国
相互に有効にするため、条約化、批准等の国際合意に時間
が必要となり、早い時期での法制度化が期待できない状況
にある。従って、当面、当事者間の合意による法律的枠組
みを検討する必要が生じてくる。

2.3.32.3.32.3.32.3.3    当当当当事事事事者者者者間間間間のののの合合合合意意意意にににによよよよるるるる法法法法律律律律的的的的枠枠枠枠組組組組みみみみのののの構構構構
築築築築検検検検討討討討

当事者間の合意による法律的枠組みの構築においては、
紙ベースの貿易取引の実情を踏まえて、紙ベースの貿易取
引で書面・署名が果たしている法律的機能の分析を行った。
例えば、「電子式船荷証券」は、その名称にかかわらず、
法律上の船荷証券とはみなされない。従って、電子式船荷
証券を法律的に検討するに当たっては、そのシステムが船
荷証券の前提とする諸条件、例えば、「二重譲渡不能性」
や「署名捺印した文書による作成の真正の確認」機能が存
在するかなどをまず検討した。次に船荷証券において適用
される有価証券としての法律的機能、例えば、受戻証券性、
貨物所有権や運送契約上の地位の表象性、その表象される
地位の移転方法、その移転権利の第三者に対する対抗力を
どのような法形式で確保するかを検討した。
次に、こうした法律的機能は、電子的手段をもってその

機能を代替することが可能かについて検討を行った。

2.3.42.3.42.3.42.3.4    電電電電子子子子的的的的手手手手段段段段代代代代替替替替時時時時にににに留留留留意意意意すすすすべべべべきききき事事事事項項項項
電子的手段代替により実現される貿易金融 EDI システ

ムに対する信頼の維持や信用秩序の維持のためにセキュ
リティ技術は不可欠なものとなっている。様々な取引情報
の電子化は進行しており、これによる高い利便性を背景に、
その電子化の範囲は拡大しつつある。そして、これらの情
報は、インターネットなどのオープンな通信手段によって
ネットワーク化しつつある。貿易金融 EDI においては、
広範な利用者が想定され、コンピュータネットワークしか
もオープンなコンピュータネットワークを使用すること
が想定される。こうした利用形態を想定すれば、貿易金融
EDIシステムにおいては、そのシステムの利用者、すなわ
ち、貿易金融 EDI の当事者が、その利用を信頼し、信用
秩序を維持するためにセキュリティ技術は不可欠なもの
となる。
こうしたセキュリティ技術の実践によってどのような

法律効果が生ずるかについての一般的な法律検討は十分
には進んでいないが、データメッセージの送受信者間にお
いて、セキュリティ手続きについて合意があり、その手続
きが実践された場合には、合意や法律の規定に基づいて何
らかの法律効果が発生するという考え方も、すでに認知さ
れつつある。この問題は、実は、貿易金融 EDI 特有の問
題ではなく、データメッセージの伝達によって商取引を行
う場合の共通の課題として存在するものである。
こうしたセキュリティ、特に安全性・信頼性を確保して

いくためには、電子取引においてデータメッセージ上に表
示された発信者と現実にメッセージを作成・発信した者と
が同一かの否か（同一性、真正性）や「一定額以上の取引
については、特定の決裁を必要とする」という場合の決裁
権限（権限の正当性）、伝送路上でメッセージが改ざんな
どにより変質したか否か（完全性）、データメッセージの
内容が第三者に漏洩するおそれがないか（秘匿性）、メッ
セージが名宛人によって受信されたか否か（受信の完了
性）等に対する確認が必要になる。さらに、読出不能なデ
ータの取扱にも留意する必要がある。
こうした課題を解決するためには、従来から使用されて

きた発信者コード、パスワード（暗証番号）等による本人
確認に加え、電子署名、取引履歴等を併せて採用すること
の他、業務運用上、認証局や公証局の存在が必要となる。

2.3.52.3.52.3.52.3.5    必必必必要要要要ととととさささされれれれるるるる貿貿貿貿易易易易当当当当事事事事者者者者間間間間のののの合合合合意意意意
2.3.4節で述べた事項に留意しつつ、2.3.3節で述べた法

的検討を進めた結果、貿易当事者間の合意内容としては、
以下の３つが必要であることが明らかになった。
(1) 貿易金融EDIデータ交換規約

EDIによって契約（売買、貨物運送、保険、信用状等に
関する契約）を成立させるための貿易当事者間の合意。
(2) 貿易金融EDI電子署名サービス利用規約
認証機関と貿易当事者が締結する電子署名サービスの

利用に関する合意。
(3) 貿易金融EDIデータ登録サービス利用規約
登録機関（公証局）と貿易当事者が締結する電子式船荷

証券等のデータメッセージ登録サービスの利用に関する
合意。

2.3.62.3.62.3.62.3.6    運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの概概概概要要要要
本プロジェクトでは、2.3.5 節で明らかになった３種類

の合意を「運用ガイドライン」と総称し、約定項目と記載
内容の補足説明を行った。

2.3.6.12.3.6.12.3.6.12.3.6.1    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩデデデデーーーータタタタ交交交交換換換換規規規規約約約約
貿易当事者間で従来紙ベースで行われていた取引を

EDIを利用して行うことに関する合意。セキュリティを高
めるために用いる電子署名・証明証等のセキュリティ手段
の位置づけや､登録機関(central repository)を使用するこ
とによる法的効果等が規定されている。

2.3.6.22.3.6.22.3.6.22.3.6.2    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ電電電電子子子子署署署署名名名名ササササービービービービスススス利利利利用規用規用規用規
約約約約

貿易当事者が、電子署名を利用するために、電子署名サ
ービスを提供する認証機関と締結する規約である。公開鍵
暗号方式を使用する認証局を想定した場合には、秘密鍵・
公開鍵の生成方法、登録方法、管理方法、責任に関する事
項等の内容を含むものである。

2.3.6.32.3.6.32.3.6.32.3.6.3    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩデデデデーーーータタタタ登登登登録録録録サーサーサーサービビビビスススス利利利利用用用用
規規規規約約約約

貿易当事者が、「電子式船荷証券」の機能を提供する登
録機関（公証局）と締結する規約である。登録機関（公証
局）は、利用者の登録するデータ（貿易書類）、および、
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そのデータの保有者についての管理を行うことにより、船
荷証券がもつ機能を代替するサービスを提供する。
さらに貿易金融 EDI において、信頼性の枠組みをサー

ビスとして提供する認証機関、登録機関についての適格要
件、利用者向けのチェックリストを整備した。

図図図図 1111----8888　　　　貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引EEEEDDDDIIII化化化化のののの前前前前提提提提条条条条件件件件

2.3.72.3.72.3.72.3.7    今今今今後後後後のののの検検検検討討討討すすすすべべべべきききき課課課課題題題題
今後の検討すべき課題として、以下の事項がある。

(1)　実際に利用するシステム、技術環境に合わせた規
約内容の具体化。

(2)　SWB，AWBなどへの適用を含めたプレーヤーが
実務環境で利用するためのブラッシュアップ。

(3)　当運用ガイドラインの枠組みが、個別の貿易相手
国の法制度によっても容認されるかどうかの検討。

(4)　政策立案への支援
中期的な貿易政策立案の観点から見た EDI のあり
方を考える上で、日本の貿易の国際競争力確保のた
めのコモンクライテリア作りが必要である。特に、
コモンクライテリアはイニシアチブをとった国に
有利に働くことを念頭に、コモンクライテリア作り
を主導することによる市場の拡大、発展に寄与する
ガイドラインを積極的に目指す。

(5)　早期の実用化
商社を始めとする国内関係諸機関が一致協力、協調
して速やかに実現に取組める体制整備等も考慮し

た実証検討実施（特に、運用上、法律的な検証がで
きる実証実験を行う）。

2.42.42.42.4    認認認認証証証証・・・・公公公公証証証証ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
2.4.12.4.12.4.12.4.1    認認認認証証証証・・・・公公公公証証証証カカカカイイイイドドドドラララライイイインンンンででででのののの検検検検討討討討事事事事項項項項
(1) 認証要件、方式

①　認証のための技術として、非対称暗号方式の利用
を考えている（電子署名の技術を用いて、改ざん
の検知、本人認証等を行う方式）。

②　参加者認証は、３つのレベルでの認証を考えてい
る。
· 企業認証
· 会員企業認証
· 企業内個人認証
企業の存在証明のほか、貿易金融業務を行う
ための条件を満たしている企業であるかどう
かの審査、および各企業内の個人の存在、業
務権限についての認証も検討が必要である。

③　貿易金融EDIにおいて、各企業の利用する認証

データメッセージの
授受が可能

データメッセージの
授受の安全性保障

紙ベースの貿易取引と
同一の法律効果

技術的要件整備により達成可能

当事者間の合意による
法律的枠組み構築

早い時期での法制度化が期待できない状況

電子貿易取引法
（または条約）

電子船荷証券法

（または条約）
電子署名法

（または条約）

法制度化

・紙ベースの貿易取引の実情把握
・書面・署名が果たしている法律的機能の分析
・船荷証券の前提検討
「二重譲渡不能性」［送信の真正性確認の手段」
・「有価証券」の法律的機能検討
・電子的手段による機能代替の可能性検討
「電子式船荷証券」は、法律上の船荷証券ではない

認証機関

登録機関（公証局）

発信者コード・パスワード
電子署名
取引履歴の保管

貿易金融ＥＤＩ

データ交換規約

貿易金融ＥＤＩ

データ登録サービス利用規約

必要とされる貿易関係者間の合意

当事者間の合意による法律的枠組みの構築検討

電子的手段代替時に留意すべき事項

課題解決策

貿易金融ＥＤＩ

電子署名サービス利用規約

認証機関・登録機関（公証局）の適格要件

・同一性　・真正性　・完全性
・秘匿性　・受領の完了性
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局は単一であるとは限らない。
　認証局が全世界に一つしかないという状況は、
極めて考えにくくなってきており、ガイドライン
では、認証局が複数となる場合についても想定す
る（複数認証局の形態が望ましいという考えでは
ある）。その際に各企業相互間で安全かつ確実に電
子取引を行うための方法として、以下を示してい
る。
a)　各企業が当事者間同士で、それぞれの認証局を
利用することを合意する

b)　各企業が、複数の認証書を別々に利用する
c)　認証局相互間で、認証ポリシーについて合意す
る

d)　ルート認証局を一元化する
④　認証局が安全に運用され、利用者から信頼される
ためのセキュリティを高めるための対策例を、施
設面・システム面、運用面の３点から整理してい
る。

(2) 公証要件、方式
①　公証のための技術として、非対称暗号方式の利用
を考る。

②　登録機関（公証局）に関して、特に以下の要件に
ついて留意すべきと考える。
· 電子的に貿易金融業務を行うに当たっては、「原
本」の管理ではなく、電子文書の「真正性」を示
すための機能が必要である。
· 「真正性」証明のためには、「内容の正当性」と
「作成者（および所持人）の正当性」を示すため
の機能を登録機関（公証局）が提供することが必
要である。
· 電子船荷証券については、特に権原移転の管理、
二重移転の防止等が必要であるほか、電子船荷証
券を紙に落とした場合についての対応方法等の
考慮が必要である。

③　登録機関（公証局）における権原移転完了にいて
は、到達主義をとる。

④　登録機関（公証局）を利用する場合、何をトリガ
ーとしてどういうタイミングにおいて、権原移転
の完了と見なすかについて、複数の考え方を示し
ている。
　例えば、買取依頼を受けた銀行Ｂより、商社Ａ
に対して、船積書類買取応諾メッセージを送信す
る場合を想定すると、以下の３つのタイミングが
考えられる。
· 銀行Ｂからの買取応諾メッセージが、登録機関
（公証局）に到達した時点（「図1-9　メッセー
ジACKの例」①）
· 登録機関（公証局）から、商社Ａに対して買取応
諾メッセージを発信した時点（「図1-9　メッセ
ージACKの例」②）
· 商社Ａからの買取応諾メッセージ受領確認（メッ
セージ受領ACK）が、登録機関（公証局）に到
達した時点（「図1-9　メッセージACKの例」③）

図図図図 1111----9999　　　　メメメメッッッッセセセセーーーージジジジACACACACKKKKのののの例例例例

詳細については、「EDIプロトコルガイドライ
ン」で述べる３レベル（通信レベル、メッセージ
受領レベル、業務内容レベル）での到達確認メッ
セージ（ACK，NACK）に関連するが、想定する
モデルによって、トリガーとする取引メッセージ
やタイミングが異なってくる点に留意が必要とな
る。

⑤　各企業の利用する登録機関（公証局）は単一であ
るとは限らない。登録機関（公証局）が複数とな
る場合に、利用者相互間および登録機関（公証局）
間での合意が必要と考える。
　システム面での対応方法については、一例を示
すにとどめ、むしろその前提となる事項の重要性
に留意が必要となる。

2.4.22.4.22.4.22.4.2    ユユユユーーーーザザザザ選選選選択択択択をををを許許許許容容容容すすすすべべべべきききき事事事事項項項項おおおおよよよよびびびび今今今今後後後後
のののの検検検検討討討討課課課課題題題題

(1) 認証要件、方式
①　認証局の運営主体として考えられる選択肢と検
討ポイントを示す。公的機関と私的機関でそれぞ
れ一長一短があるが、結論を出すには、想定され
るトラブルの可能性を明確にするとともに、賠償
責任を負うためのスキームほかについてより綿密
な検討が必要となる。

②　複数認証局間での相互運用性の検討
　既に幾つかの地域・国において、異なるポリシ
ーの認証機関が立ちあがっており、認証局間で相
互認証するパターンや、ルート認証局を一元化す
るパターンについては、実務的には成立が難しい。
各企業が当事者間において、各々の認証局の認証
書を利用することを合意するパターン、および各
企業が複数の認証書を別々に使い分けるパターン
の方が、実際的である。

(2) 公証要件、方式
①　登録機関（公証局）を利用する場合、何をトリガ
ーとしてどういうタイミングにおいて、権原移転
の完了と見なすかについては未定。上記には、複
数の考え方を示したが、権原移転に関わる企業が
どの二者かによって、要件が変わってくることも
あり得るため、個々のケ―スに関してより綿密な
検討が必要となる。

登録機関（公証局）商 社
Ａ

買取応諾
ＭＳＧ

買取応諾
ＭＳＧ

①

②

③

買取応諾
ＭＳＧ
の受領確認

銀行
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②　登録機関（公証局）において、文書のハッシュの
みならず、文書そのものの情報を保有するか否か
については未定である。文書そのものを登録機関
（公証局）にて管理することになると、当事者以
外からのアクセスの危険性を孕むことになる反面、
データ内容が破損したり紛失したりした場合のデ
ータの復元を、登録機関（公証局）による拡張サ
ービスの一つとして提供することが可能となる。

③　本ガイドラインでは、登録機関（公証局）を利用
する際の、メッセージのやり取りなどについてご
く概略的に触れたに過ぎず、特に権原移転の完了
のタイミングとそれにいたるまでのメッセージ・
プロトコルなどについては、より仔細な検討が必
要となる。

④　登録機関（公証局）の運営主体として選択肢と検
討ポイントを示している。公的機関と私的機関で
それぞれ一長一短があるが、結論を出すには、想
定されるトラブルの可能性を明確にするとともに、
賠償責任を負うためのスキームほかについてより
綿密な検討が必要となる。

⑤　複数登録機関（公証局）間での相互運用性の検討
　考え方としては、１つの貿易取引全般を通じて、
単一の登録機関（公証局）でカバーする考え方と、
複数の登録機関（公証局）を経由する考え方の２
つがある。ガイドラインとしては、複数の登録機
関（公証局）を経由するモデルを推奨するもので
はないが、そうした場合も想定しておくことが必
要である。但し、現段階において見えていない実
務上の詳細な問題点および各国の法制度上の問題
点がある可能性を考慮すると、ひとつのトレー
ド・チェーン内においては、同一の登録機関を用
いるモデルを前提に考える方が望ましいと考える。

2.4.32.4.32.4.32.4.3    認認認認証証証証公公公公証証証証ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの前前前前提提提提
(1) 文書の原本、オリジナル、真正性についての考え方
現状用いられている文書には、「原本（originality をも

った文書）」があり得る。「原本」は、発行企業による署
名・捺印によって証明され、「原本」とコピーとの相違は
明らかである。
一方､電子化された文書の場合､｢オリジナル(original)」

は存在しても、上記の意味での originalityを持った「原本」
は存在しないと考えられる。電子船荷証券の場合、船会社
によって作成されたものは、「オリジナル」ではあっても、
「原本」ではない。電子化された場合には、「いわゆる原
本」と内容も形態も同じ電子化文書は、それを必要とする
企業に幾らでも流通し得るものであり、「いわゆる原本」
と「コピー」との区別は明らかなものではない考えられる
（「いわゆる原本」という言葉は、「オリジナル」と表現
した方が望ましい）。
「原本」のない電子化文書のやり取りにおいて、何を証

明するべきかが次の問題となるが、本ガイドラインでは、
「内容の正しい」文書が「正しい作成者（および正しい所
持人）」によって使用されていることが証明（文書の「真
正性」の証明）できれば充分であると考える。
登録機関（公証局）の存在意義の第一は、文書の「真正

性」を証明することにある。企業間における文書授受で、
「内容の正しい」文書が「正しい作成者（および正しい所
持人）」によって使用されているかを判断するために、各
企業は登録機関（公証局）で一元的に管理される文書の真
正性を確認するための情報を活用する。
電子船荷証券の内容の正しさを確認するには、例えば、

当該文書のハッシュ値が利用され、作成者（および所持人）
の正しさを確認するには、当該文書の権原移転管理情報が
利用される。
また、電子船荷証券を各企業が利用する場合には、「電

子船荷証券そのもの」ではなく、「電子船荷証券情報」が、
インハウスにおいて取り込まれ、内容のチェックなどが行
われるものである。インハウスでどのように変更がなされ
ようと、「真正性」をもった文書の要約情報（ハッシュ値
等）は、登録機関（公証局）で一元管理され、その変更が
正当に必要となった場合には、正当な権限のあるものから
の変更要求がない限り不可能となる。

2.4.42.4.42.4.42.4.4    想想想想定定定定すすすするるるるモモモモデデデデルルルル
(1) 認証モデル
本ガイドラインは、想定するモデルを限定的に絞り込む

ものではなく、考えられるモデル例として、概ね以下に記
述されるようなものがあり得る。
なお、各モデル例において、文書の授受を、登録機関（公

証局）を通して行うか、企業間で直接行うかについては、
ここでは問うていない（いずれもあり得るという考え方で
ある）。
①の例は、貿易金融EDIにおいて必要とされる真正性確

認・完全性確認・秘匿性確保についてのセキュリティレベ
ルやコストに応じた資格要件について（貿易参加者の）合
意があれば、それぞれの貿易当事者が自己の利用する認証
機関を指定し、取引の相手に対し、その認証機関の行う認
証サービスを信頼して差し支えない旨を表示するという認
証機関の利用形態である。この形態は、取引当事者間にお
ける信頼の枠組みの提供であり、認証機関相互の「相互認
証」がなくても取引を可能とするものである。
②の例は、企業Ｂが認証局Ｘから発行された認証書と、

認証局Ｙから発行された認証書を使い分ける。この場合、
①と違って企業Ｂが２種類の認証書を用いる必要が生じる
点でハンドリングの煩雑さを伴なう。①と比べ利便性の面
では問題があると言えるが、反面技術的な問題は含まない。
③の例は、認証局Ｘ，Ｙの間において、認証ポリシーに

関する合意がされていて、相互認証関係が確立しているこ
とを前提とするものである。①と同様に、企業Ｂが、複数
の認証書を使い分ける手間は発生しないが、反面認証局間
での合意を要するという課題を抱えたものである。
③の例は、貿易金融業務を行う企業が、全て共通の認証

局をルートとしてもっているケースであるが、実現可能性
の点では、①や②に比してかなり困難であるを考えられる。
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認証局Ｘ 認証局Ｙ

認証書ＢＹ認証書ＡＸ

Ａ B

認証局Ｘ，Ｙからの認証書を交換して取引

認証局Ｒ

①　パターン１（図1-10　認証モデル　パターン1）

当事者間において、相互に
・利用する認証機関の通知および責任保証7

・通知および責任保証に対する同意
を取り交わすことで、別々の認証局であっても取
引することに合意する

図図図図 1111----11110000　　　　認認認認証証証証モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン１１１１

②　パターン２（図1-11　認証モデル　パターン２）

図図図図 1111----11111111　　　　認認認認証証証証モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン 2222

　③　パターン３（図1-12　認証モデル　パターン３）

認証局間において、相互に認証し合う（認証ポリシ
ーの合意）ことによって、別々の認証局であっても
取引することに合意する

図図図図 1111----11112222　　　　認認認認証証証証モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン 3333

                                                     
7：その認証機関の発行する公開鍵証明を利用した検証によって、
データ・メッセージの作成者が自己であることを信頼して良いと
いうことの責任・保証

　④　パターン４（図1-13　認証モデル　パターン４）

認証局Ｒが、認証局 X、Y のルートとして共通で
あるため、取引することに合意する

図図図図 1111----11113333　　　　認認認認証証証証モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン 4444

(2) 公証モデル（単一の登録機関（公証局））
登録機関（公証局）が単一と考える場合に想定するモデ

ルは、以下のうち、②～④である。①については、公証機
関を想定しないモデルである。登録機関（公証局）におけ
る文書そのものの管理の必要性、文書の授受を登録機関（公
証局）経由で行うことの必要性等を考慮したうえで、モデ
ル選択が求められる。

①　登録機関（公証局）を利用しない

図図図図 1111----11114444　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））をををを利利利利用用用用ししししなななないいいいモモモモデデデデルルルル

　②　同一登録機関（公証局）の利用
（登録機関（公証局）では文書の真正性を証明、文
書そのものは管理せず）

図図図図 1111----11115555　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））単単単単一一一一モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン 1111

③ 同一登録機関（公証局）の利用
（登録機関（公証局）では文書の真正性を証明、
文書そのものも管理）

認証局Ｘ 認証局Ｙ

認証書ＢＹ認証書ＡＸ

Ａ Ｂ

認証局Ｘ，Ｙからの認証書を交換して取引

登録機関（公証局)Ｘ

CA B

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原移転情報 権原移転情報

認証ﾎﾟﾘｼｰの合意
認証局X 認証局Y

認証書ＢＹ認証書ＡＸ

認証局Ｘ，Ｙからの認証書を交換して取引

CA

文書Ｄ 文書Ｄ権原移転情報 権原移転情報

B

認証書BY認証書AX　　認証書BX 認証書CY

認証局Ｘからの認証書を交換し
て取引

認証局Ｙからの認証書を交換
して取引

認証局X 認証局Y

A B C

A B
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図図図図 1111----11116666　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））単単単単一一一一モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン２２２２

④　同一登録機関（公証局）の利用
（登録機関（公証局）では文書の真正性を証明、文
書は企業間で直接授受）

図図図図 1111----11117777　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））単単単単一一一一モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン 3333

(3) 公証モデル（複数の登録機関（公証局））
登録機関（公証局）が複数となる場合に想定するモデル

としては、以下の①、②があり得る。
なお、単一の登録機関（公証局）における文書および権

原移転に関するメッセージのやり取りは、便宜上(2)の②の
ケースを用いて示しているが、(2)の③，④となる場合もあ
り得る。
複数登録機関（公証局）間で管理情報（文書の真正性を

証明するための情報、権利移転管理情報等）のやり取りが
発生する点では、①も②も同様である。システム面での整
合性検討とは別に、登録機関（公証局）間での統一すべき
ルールやトラブル時の対応方法等について詰めることが、
まず手がけるべき課題である。
なお、現段階において見えていない実務上の詳細な問題

点および各国の法制度上の問題点があるかもしれないこと
を考慮すると、ひとつのトレード・チェーン内においては、
同一の登録機関を用いるモデルを前提に考える方が望まし
い。
　①　複数登録機関（公証局）間わたりを行わずにメッセ
ージの授受を行う。
企業Ｂは、登録機関（公証局）Ｘと登録機関（公証

局）Ｙの双方に対して、権原移転に関する情報、文書に
関する情報を、別々に渡す。この場合、登録機関（公証
局）Ｘ，Ｙの間では、電子船荷証券の二重権原移転等を
抑止するために、相互に情報共有化しておくことが求め
らる。

図図図図 1111----11118888　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））複複複複数数数数モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン 1111

②　複数登録機関（公証局）（Ｘ，Ｙ間）でメッセージの
授受を行う。
　企業Ｂは、権原移転に関する情報、文書に関する情報
を、登録機関（公証局）Ｘに対して送ることで、登録機
関（公証局）Ｙに対しても、Ｘ経由で同様の情報を渡す。
この際、登録機関（公証局）Ｘ、Ｙの間では、電子船荷
証券の二重権原移転等を抑止するための情報を相互に
共有化することが可能となる。

図図図図 1111----11119999　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））複複複複数数数数モモモモデデデデルルルル　　　　パパパパタタタターーーーンンンン 2222

2.52.52.52.5    通通通通信信信信基基基基盤盤盤盤ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
2.5.12.5.12.5.12.5.1    通通通通信信信信基基基基盤盤盤盤ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの目目目目的的的的
電子的手続きによる貿易金融業務に多く参加者が安全に

参加できるように通信環境、およびセキュリティに関する
ガイドラインを示す。通信環境に関しては、最新通信技術
や貿易金融業務取引における既存ネットワーク状況を調査
に基づき、利用ネットワークの条件等についての検討結果
を示す。また、セキュリティに関しては電子取引に関わる
ネットワーク上でのリスクやその対策技術についての調査
結果に基づき、リスクに応じたセキュリティについて述べ
る。

2.5.22.5.22.5.22.5.2    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融EEEEDDDDIIIIネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの要要要要件件件件
貿易金融EDIネットワークには、①貿易金融業務を行う

多くの参加者の参加しやすさ、②国際取引を考慮したグロ
ーバル性、③データ送受信の安全性、④既存EDIネットワ
ークや企業システムとの接続容易性の４つの要件がある。

2.5.32.5.32.5.32.5.3    通通通通信信信信ににににおおおおけけけけるるるる解解解解決決決決すすすすべべべべききききリリリリススススククククとととと課課課課題題題題
貿易金融EDIネットワークで検討すべき課題として、①

データの内容が変わらず相手に届くか、②データを喪失し
た場合どうするか、③データの受信確認はどうするか、④

権原移転情報

登録機関（公証局）Ｘ

ＣＢ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原移転情報

登録機関
(公証局)Ｙ

ハッシュ

登録機関
(公証局)Ｘ

ＣＡ Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原移転情報 権原移転情報

ハッシュ
登録機関
(公証局)Ｙ

ＣＡ Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ文書DB

権原移転情報 権原移転情報

登録機関（公証局)Ｘ
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Ｃ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原移転情報 権原移転情報

登録機関（公証局）Ｘ

Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原移転情報 権原移転情報

登録機関（公証局）Ｘ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原移転情報

登録機関（公証局）Ｘ

A

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原移転情報
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機密情報の漏洩の対策をどうするかの４つが挙げらる。

2.5.42.5.42.5.42.5.4    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ実実実実現現現現ののののたたたためめめめののののネネネネッッッットトトトワワワワーーーー
ククククにににに対対対対すすすするるるる要要要要求求求求条条条条件件件件

以上より、貿易金融EDIネットワークに対する要求条件
は以下の７つに整理される。
(1) 開放性
多くの会社がインターネットに代表される廉価なネット

ワークで柔軟に貿易金融業務の商取引に参加できる環境が
要望されている。現在、イントラネット、エクストラネッ
トに代表されるように、企業の基幹システムとインターネ
ット技術を融合したオープンな利便性の高い情報システム
の構築やその活用が急速な勢いで進展している。また貿易
金融業務は国際的な取引であることから、国際標準に準拠
したインターネット技術を用いたオープンなネットワーク
基盤が必要である。
(2) メッセージの確実な送受信
メッセージ交換において、メッセージの喪失や到着順の

逆転等の防止および確実に届いたことの確認が必要である。
既存のEDI-VANでは、この点を保証している。一方、

インターネットを利用した場合には、通信レイヤのみでこ
れらを保証することはできない。そこで AP レベルで補完
する仕組みが必要となる。
(3) 信頼性

ISPが管理する部分は、基本的に既存の VANと同レベ
ルのネットワークの信頼性、使用可能性、監視やサービス
サポートを提供しているが、インターネット全体としては、
ネットワークをエンド・エンドで管理する事業者も安全を
保証する仕組みも存在していない。
(4) 多端末化の回避

EDIが普及するに従い、複数の企業と取引をもつことに
よる多端末化現象が起きつつある。通信レベルで問題を解
決するためには共通の通信手順を採用することが必要にな
る。
(5) 既存 EDI ネットワーク、社内システムとの接続容易

性
本貿易金融 EDI ネットワークだけでは全ての貿易金融

業務は完結できない。既存EDIネットワークで使用したデ
ータを、業務に応じて活用する場合もあり、従って、既存
EDI ネットワーク、社内システムとの接続容易性、親和性
を考慮しなければならない。
(6) 料　　金
貿易金融 EDI ネットワークの参加者が利用しやすい料

金の設定が必要となり、また、比較的利用が少ないユーザ
には従量制、利用が多いユーザには定額制、あるいはその
組み合わせといった多様性のある料金設定も必要となる。
ただし低料金を重視すれば、品質、性能、保守等のサービ
ス品質は低下する。また送信データが確実に届き、遅延を
小さくするためには比較的高価なネットワークを利用しな
ければならない。
(7) セキュリティ
貿易金融業務における取引情報や決済情報はそれ自体が

機密情報であり、通信途上での盗聴、コピー、変更、削除
といった脅威に対して、暗号化機能の導入をはじめとした
通信レベルでのセキュリティに対する防衛措置が必要にな

る。さらにはデータ部だけでなく送信者の身元を明かす通
信制御部データのセキュリティも考慮しなければならない。

2.5.52.5.52.5.52.5.5    通通通通信信信信環環環環境境境境ににににおおおおけけけけるるるる決決決決定定定定事事事事項項項項
通信プロトコルとして TCP/IPを使用することとする。

またネットワークとしてオープンネットワークの採用は決
めたが、①インターネット、②セキュアド TCP/IP ネット
ワークのいずれかを選択する。
(1) TCP/IPネットワーク
社内のシステムとの接続性や、貿易金融業務の国際性、

多岐にわたるプレイヤーの加入の必要性といった点を考慮
すると、デファクトスタンダードとなっている TCP/IP を
用いたネットワークを使用することが必須の条件になる。
(2) オープンなネットワーク

TCP/IP ネットワークの代表であるインターネットは、
社内システムとの接続容易性、国際性、加入の容易性等の
条件を全て満たすが、セキュリティと信頼性（データ送受
信の確実性）の問題がある。これらの問題解決には、暗号
化や認証といったセキュリティを確保するための技術や、
VPN技術等を使用する必要がある。なお、データの送受信
に関する信頼性に関しては、通信レベルだけではなく、ア
プリケーションレベル（以下、APレベル）での対応（受信
確認）が必要になる。インターネットの他にも、TCP/IPを
用いたネットワークには、通信事業者の提供するセキュア
ド TCP/IPネットワークがある。セキュアド TCP/IP ネッ
トワークサービスは、基幹網として通信事業者の提供する
TCP/IPネットワークで、加入者のみが利用可能な閉域ネッ
トワークであるため、より高いセキュリティが保証される
ことになる。しかし、VANと同様に加入者が限定されるこ
とから、国際性、加入の容易性といった要求を完全には充
たすことができないという問題もある。セキュリティの確
保されたインターネットという観点からは、VPNも選択肢
として考えらるが、貿易金融EDIネットワークの基幹網と
して利用するには、現状ではまだ多くの課題が残っている。

VPN 製品はパケットのカプセル化や暗号化等多くの処
理をするが、まだ標準の規格がなく、製品毎の相互接続性
には問題があり、各拠点に同一製品を導入しなければなら
ない。また、VPNはネットワーク管理等の運用が複雑化す
るといった問題もある。上記のように、現在のネットワー
クサービスでは、全ての要求条件を満たすことはできない
ため、要求条件の優先順位付けを行い、基盤となるネット
ワークを選択しなければならない（「表1-9　要求条件とネ
ットワーク構成」参照）。
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表表表表 1111----9999　　　　要要要要求求求求条条条条件件件件ととととネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク構構構構成成成成

　　　　　　ＮＷ構成（注）

要求条件
VAN セキュアドTCP／IP

ネットワーク
インターネット

開放性 VANサービス加入者のみとの
データ交換。

サービス加入者のみとのデータ交
換。

ISPに接続するだけで、世界中から接続
可能。

データの確実な送受信 VAN事業者による認証、データ
の完全性（到達確認、ログ管理
等)の保証。

サービス提供事業者による認証、デ
ータの完全性(到達確認、ログ管理等)
の保証。

･データ送付の遅延の危険がある。
･データの未到達の危険がある。
･データの送付順に到着しない危険があ
る。

信頼性 ネットワーク全体をVAN事業
者が管理するため比較的高い。

ネットワーク全体をサービス提供事
業者が管理するため比較的高い。

ネットワーク全体を統一的に管理する
責任者がいないため比較的低い。

多端末化の回避 VAN間接続されていない他の
VANと接続する場合には、多端
末化も発生し得る。

接続されていない他のネットワーク
と接続する場合には、多端末化も発
生し得る。

インターネットに接続している相手と
は自由に通信が可能。

既存ＥＤＩネットワーク、
社内システムとの接続容
易性

接続は困難な場合がある。 接続は比較的容易。 接続は比較的容易。

料金 比較的高い。 比較的高い。 比較的安い。
セキュリティ クローズドなネットワークであ

るため、比較的高いセキュリテ
ィが保証される。

クローズドなネットワークであるた
め、比較的高いセキュリティが保証
される。

オープンなネットワークであるため、セ
キュリティ上の脅威は大きい。EDIネ
ットワークに用いるためには、暗号化等
のセキュリティ保護対策が不可欠。

（注）ＮＷ：ネットワーク

2.5.62.5.62.5.62.5.6    セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィににににおおおおけけけけるるるる決決決決定定定定事事事事項項項項
セキュリティ技術は、犯罪行為や災害等におけるシステ

ムへの被害の防止に見られる防御目的から、電子商取引に
おける信用の確保等に見られる保証目的へと移ってきてい
る。貿易金融EDIネットワークにおいて潜在する脅威は以
下のようである。

(1)　盗難／盗聴
ID／パスワード、データの詐取等

(2)　改ざん
データの無断変更等

(3)　成りすまし
システムの不正利用、不正アクセスの足場等

(4)　破壊
不正アクセス、コンピュータ･ウィルスによるシス
テム破壊等

これらの脅威に対してのセキュリティに対する一般的な
要件を以下に示した。

(1)　機密性／秘匿性
正当な通信対象者以外に情報が漏れない性質

(2)　一貫性／完全性
転送データが正確で完全であること

(3)　利用可能性／可用性
情報やシステムを適時に利用可能であること

(4)　責任／釈明義務
科学的決定過程を一意に辿れること

(5)　信憑性／真正性
情報等の身元が主張通りである性質

(6)　信頼性
意図した動作と結果に整合性があること

以上を踏まえ、貿易金融EDIにおける保護すべき資源を
通信回線上のデータとし、その防衛策として暗号機能を導
入する場合には、以下の点に注意する必要がある。
(1) 通信路の保護

VAN のように唯一の管理主体が全てを厳格に管理する

ネットワークとは異なり、インターネットのような複数管
理主体に跨り相互接続されたネットワークでは通信路も保
護もしなければならない。一般にインターネットでは伝送
経路が定まらず、危険なネットワークを通過する可能性を
秘めている。このため、通信路に流れるデータは秘匿や改
ざん防止を主な目的として暗号化される必要がある。また、
暗号化はシステムに対するハッキングの防止にも有効であ
る。
(2) 必要に応じた適切なセキュリティ強度
セキュリティの強度と処理速度は相反する関係にある。

従って、実時間性とセキュリティ強度のトレードオフを考
えなければならない。各種のセキュリティ方式を用いては
運用に大きな支障となるので、最小限のセキュリティ方式
を用いて、個々にセキュリティ強度を調整できる仕組みが
求められる。
(3) セキュリティ強度（暗号アルゴリズム選択性）
利用している暗号アルゴリズムに問題が生じた場合、一

時的には鍵長の変更で対処できる場合もあるが、根本的に
は新しい暗号アルゴリズムへ速やかに移行しなければなら
ない。セキュリティ強度に関して絶対的な尺度は存在せず、
鍵長の変更容易性や暗号アルゴリズムの変更容易性の確保
が求めらる。従って、適用するセキュリティ方式は暗号ア
ルゴリズムから独立していなければならない。また、現実
的な運用では速やかな移行を要求されるので、複数の利用
可能な暗号アルゴリズムを用意しておく必要である。
(4) コネクション・レス型通信に適用可能なセキュリテ

ィ方式
アクセス・プロトコルはコネクション型（HTTP など）

とコネクション・レス型（SMTPなど）に大別される。
コネクション型のセキュリティ方式（SSL など）では

SMTPへの適用はできない。基本的にはコネクション・レ
ス型のセキュリティ方式をベースにとし、コネクション型
セキュリティ方式は必要に応じた限定的利用に留めるべき
である。なお、コネクション・レス型セキュリティ方式は
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コネクション型通信プロトコルでも問題なく適用可能であ
る。
(5) データの損失および破壊
データの損失や破壊に対してはセキュリティ技術の直接

的貢献はない。むしろ、トランザクション管理として AP
レベルでの検討が必要である。
(6) データの一貫性
電子署名技術は一般的にデータの一貫性（完全性）も保

証している。通信プロトコルの下位層レベルでもデータの
一貫性を保証しているが、電子署名技術の AP レベルでの
利用により、任意時点において必要な検証者がデータの一
貫性を検証可能となっている。貿易金融EDIネットワーク
においては全くの第三者（例えば、弁護士等）によるデー
タの一貫性検証も必要となる。また、FTPによるデータ転
送中の障害等による不完全ファイル（未完ファイル）の生
成に関しては、電子署名による一貫性検証の利用で対処が
可能である。
(7) データの秘匿
当事者間において第三者からの秘匿を実現する必要があ

る場合、一般的には暗号技術の適用が考えられる。なお、
１対１の通信に関する秘匿の他に、中継転送されるデータ
に対する秘匿も考慮する必要がある。
(8) データの損失および破壊
データの損失や破壊に対してはセキュリティ技術の直接

的貢献は余りない。むしろ、トランザクション管理として
APレベルで、検討をしなければならない。また、中身の解
らないセキュリティの施されたデータであっても、これを
不正に再度サーバへ送信するなどのリトライアタックにつ
いてもセキュリティ技術では防御できない。これらはトラ
ンザクションの唯一性として考慮しなければならない。な
お、登録機関（公証局）を用いたデータ損失や遅延に対す
る対策が有効であると考えられる。
(9) ネットワークアクセスにおける個人認証
正当なアクセス権者以外のアクセスを防ぐために個人認

証が必要となる。個人認証にはワンタイムパスワードや公
開鍵暗号等を利用した方法がある。特に、公開鍵暗号を利
用した個人認証では認証機関が発行した証明書の利用が一
般的である。ただし、証明書に基づく個人認証は秘密鍵の
正当な運用が行われる前提で成立する。

2.62.62.62.6    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩププププロロロロトトトトココココルルルルガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
2.6.12.6.12.6.12.6.1    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩププププロロロロトトトトココココルルルルガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの背背背背景景景景
電子商取引はすでに実用段階に入っており、今後急速に

拡大していくと予測されている｡世界的なネットワークの
拡大により、グローバルな情報共有の環境が整いつつある。
一方で、国際貿易金融取引においては、同じ内容の書類

を頻繁に作成し交換を行う必要があるなど、その効率化の
観点での課題を持っている。課題解決のため、国内・海外
との貿易関連書類の電子的な交換を実現する貿易金融 EDI
は、貿易金融取引活動のあらゆる場面を電子ネットワーク
上に展開しようとするものである。その基盤は企業間を結
び付けるオープンなネットワーク環境とそのネットワーク
上を流れるEDIメッセージであり、そのための技術的要件
が求められている。
この様な貿易金融EDIを実用化するためには、貿易金融

取引に係わる企業・関連組織間における各種取引情報交換
を安全かつ確実に行うための通信環境の整備だけではなく
ビジネス規約レベルでの環境の整備も必要となる。貿易金
融EDIの実用化に向けて、本ガイドラインはスムーズかつ
早期に適用されるよう、柔軟性に配慮している。

2.6.22.6.22.6.22.6.2    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩのののの現現現現状状状状とととと求求求求めめめめらららられれれれるるるる要要要要件件件件
貿易金融EDIの現状は、次の様にまとめられる。
・業界、グループ毎に複数のネットワークが存在し、
接続されていない

・有価証券性のある書類を含む電子化されていない
書類が多く、情報流通に時間がかかっている

・異なるメッセージ形式があり、取引の都度変換の必
要がある

・国際間電子取引に対応できていない
また、現状の課題から求められる要件とEDI化に付随し

て発生する要件として下記のものがある。
・プロトコルと標準メッセージ形式の設定
・書類の電子化とビジネスプロセスの変更
・安全な情報交換
・グローバルなEDI標準の使用
・トータルターンアラウンドの短縮

2.6.32.6.32.6.32.6.3    当当当当ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの目目目目的的的的
当ガイドラインは国内外を含む貿易金融トレードチェー

ンにおけるEDIプロトコルの共通基盤と選択基準を示すこ
と。例えば、共通基盤では二者間および三者間の情報交換
モデル、選択基準では標準メッセージの表現方式等を規定
する。ユーザが貿易金融EDIを使用する上での考慮点、準
備項目について検討ができることをめざす。

2.6.42.6.42.6.42.6.4    検検検検討討討討結結結結果果果果とととと今今今今後後後後のののの課課課課題題題題
当ガイドラインでは、次のような観点での検討をし、ガ

イドをしている。
(1)　業務要件に基づき電子化対象の書類とその特性を設
定

(2)　EDI化の基本要件と拡張要件の決定
(3)　要件を実現する２つの情報モデルを定義し、EDI
のメッセージプロトコル候補案を例として提示

(4)　EDIに使用するメッセージシンタックスの候補
とその選択基準

これらの概要については以下の「2.6.5　EDIプロトコル
ガイドラインの概要」に記述しているが、更に今後へつな
ぐための課題として以下に述べる。

2.6.4.12.6.4.12.6.4.12.6.4.1    今今今今後後後後のののの課課課課題題題題
（1） 貿易金融EDIで使用されるメッセージシンタック

スの標準化の方向性が合意されていない。海外取引
先の希望調査も必要である。基本的には使用する荷
主の要望にもとづくことまた取引の実施時期（短期
的、中期的、長期的）により議論されるべきものと
考える。例として領域を限れば既に転用可能な既存
のメッセージが存在し EDIFACTによる標準化が有
効であることを提案した。また保険業務においては
貿易金融EDI全体の標準化の動向をみながら国際標
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準保険関連既存メッセージの調査、適用もしくは日
本発のメッセージ標準定義の必要性がある。
　取引により標準化すべき対象と標準形ではないが
取引当事者間において合意される非定型で柔軟に対
応すべき対象が混在することに対し対拠する必要が
ある。

（2）　現在の標準をベースとしたEDIシステムより、導
入コストの安い、自由度の高い、簡易なやり方の一
つの方向として、XMLへの期待はあるが、貿易金融
EDI の基幹として使用するにはいくつかの課題があ
る。
①　データ辞書の問題
②　実用化する上での前提
③　実用化事例

（3）　しかしながら国内、海外において新しいビジネス
形態、運用を考慮しつつ実用化の試行がなされてい
る。これらの動向をみながら貿易金融EDIでの適用
の範囲、対象領域を継続的に検討していくべきであ
る。XML 自身は‘意味’を持つものではないので
CII や EDIFACTなどのコード、辞書を前提にする
ことが必要である。

（4）　標準コードとして国際標準、業界標準などを候補
として提示し選択順位をしめした。UNや ISOなど
使用できるコード（国、地域、会社、通貨、輸送形
態、輸送費、荷姿、数量単位、コンテナタイプ、航
空貨物関連コード、SWIFT－銀行コードなど）は多
く存在するので実取引に際して詳細検討が必要であ
る。これらのコードを貿易金融EDIとして管理保守
できる体制も実運用に際しては考慮すべきである。
またコード化の限界も存在するのでこれを補完する
対応も必要である。

（5）　海外で実現されているトータルターンアラウンド
の短縮の為に官公庁システムとのインタフェース、
使用メッセージ標準を基本にした相互運用性、関連
法制度の検討が必要である。特にNACCSに関して
は NACCS法により適用範囲が規定されているがそ
の範囲での相互運用がはかれると一層の効果が得ら
れる可能性がある。

（6）　貿易金融EDIネットワークとして、安価で複数の
会社から接続自由なネットワーク形態およびそれに
付随して使用する通信プロトコルの詳細の検討が必
要である。

使用するユーザの観点から最も大きい課題は、紙の世界
から電子の世界への移行に伴う対応と社内既存システムと
EDI交換の接点を明確に定義することであると思われる。
本ガイドラインはシステム設計のための要件定義書では

なく選択のための基準を挙げているが、実取引に適用する
に際しては、取引毎の業務要件を満足するEDIビジネス・
プロトコルを確定することが重要であり実用化に際しての
今後の課題である。

2.6.52.6.52.6.52.6.5    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩププププロロロロトトトトココココルルルルガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの概概概概要要要要
「貿易金融EDIにおけるビジネスプロトコルの要件」、

「EDI標準とメッセージの情報表現」について整理、ガイ
ドし考慮点を挙げた。

2.6.5.12.6.5.12.6.5.12.6.5.1    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけけるるるるビビビビジジジジネネネネススススププププロロロロトトトトココココ
ルルルルのののの要要要要件件件件

EDIにおける基本要件、拡張要件を達成するに必要と考
えられる情報交換モデル（二者間モデル、三者間モデル）
を示している。
(1) 書類の特性とＥＤＩ化の要件
業務フロー分析を通しての電子化要件に基づき電子化候

補の対象書類を整理し、それぞれの書類の特性を軸に分析、
検討を行っている。現状業務を電子化した場合に、新たに
具備されるべきEDI化の機能要件は、EDI一般に要求され
る基本要件と電子化対象書類の特性からくる貿易金融固有
の拡張要件に整理される。基本要件は、伝送要件とセキュ
リティ要件に整理できる。また拡張要件は、書類の特性に
より必須のものとユーザにとって選択可能なものに整理で
きる。
(2) EDIにおける基本要件
伝送要件として、データが確実に送信されたことを保証

するデータ送信保証、認証、送信否認拒否、受信否認防止、
到達確認がある。到達確認としては通信レベル、メッセー
ジ受領レベル、業務内容レベルの３つのレベルがあり、当
ガイドラインでは、受けたメッセージを担当者が処理し、
その返事を返す業務内容レベルを中心に検討している。
(3) EDIにおける拡張要件
書類の特性により必須のものとしては、公証、権原移転

管理があり、対象書類は、B/L が挙げられる。その他、約
款内容の確認可能なこと、また、盗聴防止、改ざん防止の
ための暗号化等が挙げられている。ユーザ選択が可能なも
のとしては、トラッキング管理、書類検索、エラー検知、
また、書類整合性チェックやフォルダ管理がある。フォル
ダ管理の例としては、船積書類の管理があり、B/L、I/Vを
始めとする複数の書類を一括した形で取扱っており、同様
の扱いをEDI化でも実現しようというものである。
(4) 代表的な情報交換モデル

EDIにおける基本要件と拡張要件を達成するに必要と考
えられる情報交換モデルを提示している。
① 二者間モデル
任意の認証機関の存在を前提に、取引当事者の企業

間での相互認証による安全なEDIメッセージ交換を行
うモデルである。このモデルのEDI基本要件は二者間
で送受信確認、内容保証（改ざん防止）、アクセス権
管理の機能を具備することである。これにより、送信
メッセージに関する内容保証や取引実施内容の保証が
実現される。貿易金融EDIでの、情報交換モデルに対
応する具体的な業務として、保険会社―荷主間での保
険証券の申込みを例に、その具体的なビジネスプロト
コルと情報交換モデルとの対応を示している。
② 三者間モデル
取引当事者に信頼できる第三者（登録機関（公証局））

が入り、取引当事者間のメッセージ交換の真正性を保
証することで、より広範な企業間で安全なEDIメッセ
ージ交換を行うことができるモデルである。「(3)　EDI
における拡張要件」に関しては、センター機能が対応
する。具体的な業務として、荷主―買取銀行間でのB/L
買取依頼を例に、その具体的なビジネスプロトコルと
情報交換モデルとの対応を示している。
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表表表表 1111----11110000　　　　電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類

全体業務モデル
海上 航空

個別業務モデル 書類特性
書  類

輸出 輸入 輸出 輸入 荷－銀 荷－保 荷－運 発行者 流通性 権限移転 署名捺印

備　　考

L/C ○ ○ ○ 銀行 二者間 なし 必要
買取依頼書 ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし 必要
取立依頼書 ○ ○ ○ 二者間 なし 必要
P/L ○ ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間以上 なし 必要
I/V ○ ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間以上 なし 略可
個別予定保険申込書 ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし
Cover Note ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要
確定通知書 ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし
I/P ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保険会社 二者間以上 なし 必要 約款の扱い。原本1枚以上。保険受領時の裏書・本人確認
保険承認状 ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要 保険承認状はI/Pの簡略書式
Debit　Note ○ ○ ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要 輸入通関時に必要
包括予定保険申込書 ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし 必要
包括予定保険証券 ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要
S/I ○ ○ 荷主 二者間 なし
D/R ○ ○ 荷主 二者間 なし なし 海貨業者が代行
B/L ○ ○ ○ ○ 船会社 二者間以上 あり 必要 裏書きあり。約款の扱い。1/Vとの整合性チェックの要件あり
AWB(MAWB) ○ ○ 航空会社 二者間以上 なし 記名式
HAWB ○ ○ 二者間以上 なし なし
E/D ○ ○ 輸出者 二者間 海貨業者が代行
I/D ○ ○ 輸入者 二者間 海貨業者が代行
請求支払情報 ○ 二者間
A/N ○ 船会社 二者間 なし 宛先管理の問題あり
SWB ○ ○ 船会社 二者間以上 なし B/Lとの帳票の流れの違いに着目
Certificate ○ ○ ○ ○ △ 二者間以上 必要 書類形式の任意性が高い。対象は未定
B/E △
C/O ○ ○ ○ ○ △ 商工会議所 二者間以上 なし 必要

○：電子化対象　△：検討中

2.6.5.22.6.5.22.6.5.22.6.5.2    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ標標標標準準準準ととととメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ・・・・シシシシンンンンタタタタッッッッククククススススのののの
ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン

貿易金融 EDI を実現するメッセージ・シンタックスの
候補としてUN/EDIFACT, ANSI, CII, XMLを挙げ特徴
と考慮点を挙げている。
(1) 代表的なEDI標準の活用
代表的なEDI標準の概要としてUN／EDIFACT標準、

ANSI X.12およびCIIを紹介し、選択の判断基準を提示し
ている（「表 1-11　貿易金融 EDI電子化対応書類と対応
メッセージの有無」参照）。
(2) EDIにおけるXML技術の活用
オープン EDI の実現方法の一つに、メッセージ形式情

報の交換を含む柔軟なメッセージ交換方法として注目さ
れている技術に XML がある。従来の EDI 標準に基づく
EDIがメッセージ・シンタックス固定型のメッセージ交換
であるのに対し、XMLをEDIのメッセージ記述に利用す
ることにより、メッセージ・シンタックスルールを必要に
応じ交換し柔軟な取引ルールに応じた EDI が実現できる
可能性と課題を提示している。
(3) シンタックス使用上の考慮点
取引におけるシンタックス、メッセージの使用は該当す

るユーザ間の合意によるべきものであるが合意に至るま
での判断条件として以下の切り口での検討が必要である。

· 既存EDIで使用されている業務か？
· 国際取引で相手先から要求されている標準がある
か？

· 国内標準(業界、業際)が存在するか？
· 簡易型で安価に取引を開始するか？
· 認証・公証等新規EC要件への対応が必要か？

· 取引先からどのような EDI 技術が必要とされてい
るか？：メール型、会話型、ワークフロー型、既存
VAN

· イメージ情報等コード化できない情報を含んでい
るか？

表表表表 1111----11111111　　　　貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融EEEEDDDDIIII電電電電子子子子化化化化対対対対応応応応書書書書類類類類とととと

対対対対応応応応メメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの有有有有無無無無

電子化対象書類 CII標準 ANSI標準UN/EDIFACT標準
P/L 無し 856(810) INVOIC(DESADV)
I/V 無し 810 INVOIC
S/I JTRN 304 IFTMIN
D/R 無し 無し IFTMIN
B/L 無し 304(856) IFTMCS
AWB 無し 856 IFTMIN
HAWB 無し 856 IFTMIN
支払 JTRN 820 REMADV
請求 JTRN 820 INVOIC
A/N JTRN 312 IFTMAN,(DESAD

V)
SWB 無し 856 IFTMCS
受信確認 無し 997 CONTRL
ｱﾌﾟﾘﾚﾍﾞﾙ受信確
認

無し 無し APERAK

(4) データ項目標準化の重要性
電子化対象書類が決まった場合、相手先と送受信するた

めには、通信規約を決めるだけではなく送受信するデータ
の中身が、相互に合意されていなければならない。そのた
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めにデータ項目の調査、分析が必要になる。最低限は当事
者である二者間で合意がとれていればよいことになるが、
広くオープンにデータ交換するためには標準的なメッセ
ージの形式が求められる。これらについては、シンタック
ス関連標準メッセージの導入としてガイドしている。また、
データ項目の調査の過程で項目の定義に当たり、標準項目
定義を参照することで、標準項目の再利用と重複定義の回
避ができ、EDI化への対応の迅速性、正確性が高まる。特
に、貿易金融では、明細情報等同じデータ項目が複数の書
類に登場するので、データ項目の標準化がますます重要と
なる。

(5) 各種コードの考え方
データ項目がコードである場合は更に、コードの標準化

への対応が必要になる。通常、会社固有のコードは外部に
は通用しないため、企業間での取引では何らかの取決めが
必要になる。具体的なコードを挙げ、国際機関設定コード
の使用や業界標準コードの使用についてガイドしている
が、コード採用検討の切り口は次の様である。

· 国際機関設定（ISO、国連勧告）

· 各種EDI標準により設定されたもの
· 業界標準
· 企業独自

(6) 対応メッセージの検討
これからの貿易金融 EDI システムは貿易金融関係者が

容易にアクセスできるオープンなネットワークの EDI 基
盤と既存の EDI ネットワークが有機的に結合し、使用方
法についてはユーザが選択していくものと考えられる。既
存貿易金融 EDI ネットワークの状況調査結果より次のよ
うな結論となっている。S.W.I.F.T では、L/C 情報、決済
情報の交換に使用されており、S.W.I.F.T 独自フォーマッ
トを使用している。FB（ファーム・バンキング）支払請求
情報に伴う企業から銀行への振込依頼、支払指示に利用さ
れている。全銀システム、FB のメッセージ形式は、全銀
独自の形式であり、従来業務の要件に沿って定義されひろ
く使用されている。それぞれは、コストと安定性ですぐれ
ており、既存取引では今後も有効に活用される予定である
が、国際取引や新しいニーズに関しては拡張性の点で貿易
金融 EDIネットワークが求められている（「図 1-20　貿
易金融EDIネットワーク全体像イメージ」参照）。

図図図図 1111----20202020　　　　貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク全全全全体体体体像像像像イイイイメメメメーーーージジジジ

3333    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融EDEDEDEDIIII実実実実施施施施ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの検検検検討討討討体体体体制制制制

「貿易金融 EDI 実施ガイドラインの作成」のプロジェ
クトを行うにあたり、以下の企業の参加を頂き各ワーキン
ググループにおいて検討を行った。

3.13.13.13.1    推推推推進進進進体体体体制制制制
以下に「貿易金融 EDI 実施ガイドラインの作成」プロ

ジェクトの推進体制を記す（「図 1-21　貿易金融 EDI実
施ガイドラインの検討作り」参照）。
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図図図図 1111----22221111　　　　貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融EEEEDDDDIIII実実実実施施施施ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの検検検検討討討討作作作作りりりり

3.23.23.23.2    各各各各部部部部会会会会のののの構構構構成成成成
上記推進体制における各部会の参加企業について以下に

示す。
① スティアリングコミッティ参加企業
・ 三菱商事株式会社（主査）
・ 三井物産株式会社（副主査）
・ 日本アイ・ビー・エム株式会社
・ 日本電信電話株式会社
・ 株式会社 日立製作所
・ 富士通株式会社

② WG0参加企業
・ 三菱商事株式会社
・ 三井物産株式会社
・ 日本アイ・ビー・エム株式会社
・ 日本電信電話株式会社
・ 株式会社 日立製作所
・ 富士通株式会社
荷主部会代表
・丸紅株式会社
銀行部会代表
・株式会社三和銀行
・株式会社東京三菱銀行
保険部会代表
・東京海上火災保険株式会社
運輸部会代表
・大阪商船三井船舶株式会社

   ・日本航空株式会社
ECOM WG7 主査

③ 荷主部会
・丸紅株式会社（代表） ・伊藤忠商事株式会社
・兼松株式会社 ・住友商事株式会社
・株式会社トーメン ・ニチメン株式会社
・日商岩井株式会社
④ 銀行部会
・ 株式会社さくら銀行
・ 株式会社三和銀行（代表）
・ 株式会社住友銀行
・ 株式会社第一勧業銀行
・ 株式会社東海銀行
・ 株式会社東京三菱銀行（代表）
・ 株式会社富士銀行
⑤ 保険部会
・住友海上火災保険株式会社
・ 東京海上火災保険株式会社（代表）
・ 三井海上火災保険株式会社
・安田火災海上保険株式会社
⑥ 運輸部会
・ 大阪商船三井船舶株式会社（代表）
・ 川崎汽船株式会社
・ 日本航空株式会社（代表）
・ 日本通運株式会社
・ 日本郵船株式会社

ユーザ部会 プロジェクト

ECOM

荷主部会

荷
主
部
会

荷
主
部
会

荷
主
部
会

ｽﾃｨｱﾘﾝｸ  ゙ ｺﾐｯﾃｨ
（6社協議）

WG0

業務モデル要件T・F

運用ガイドラインT・F

認証・公証ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝT・F

通信基盤ガイドラインT・F

EDI ﾌﾟﾛﾄｺﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ T・F

　プロジェクトチームから提示され
た成果物をユーザの立場から検討
し、業界関係者としての合意形成を
図る。

ECOMの承認を受けてガイドラインを公表する
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4444    用用用用語語語語集集集集

ガイドラインについての用語集を以下の「表1-12　用語集一覧」に示す。

表表表表 1111----11112222　　　　用用用用語語語語集集集集一一一一覧覧覧覧

用　　　語 意　　　味
【あ】
アーカイビング 対象を、アーカイブに移動すること。例えば、

「鍵のアーカイビング」の場合、利用期間の終
了した鍵のペアを、それ以前に行われた取引の
正当性を検証することのみを目的として、暗号
化装置からアーカイブに移動する動作を意味
する。

アーカイブ 情報の退避や保管を目的とした所定期間保存
対象ファイル。

アクセス制御 メッセージ内容やその履歴等に関して、その情
報にアクセス可能な者を特定し、メッセージの
開示・変更・編集などの操作を可能とすること

インターネット the Internet：標準プロトコルとしてTCP/IPを
使い相互に接続されたコンピュータネットワ
ークの集合体。世界中に広がり電話網に次ぐ巨
大な通信インフラである。

インターネット
EDI

インターネット上で企業間のデータ交換を行
うこと。

イントラネット インターネット技術(TCP/IP)を用い企業内情
報システムを構築するネットワーク。WWWや
電子メールを利用して情報共有するのが一般
的だが最近では基幹システムにも利用されつ
つある。

衛星回線 人工衛星を中継して行う無線通信。通信可能区
域が広く、高周波数帯の電波を利用できるため
広帯域の伝送が可能である。国際通信で多くの
サービスに用いられる。

エクストラネット 各組織間で構築されたイントラネットを接続
し、それぞれの権限内容に応じたセキュリティ
管理を行うTCP/IPネットワーク。

エラー管理 送信対象となるメッセージの内容に関する不
具合（シンタックスやコードの不適合、必須項
目の欠如等）、および、保存されたメッセージ
の消滅等を検知し、かつ、リカバリーを行うこ
と

OSI参照モデル ISOとITUが標準化している異機種間の相互接
続のための7階層モデル。

オープンEDI さまざまなビジネスプロトコルやメッセージ
形式に柔軟に対応できる開放型のEDI

乙仲 乙種仲立人の略。一般港湾運送事業法に基づい
て、船積みに関わる一連の業務を荷主に代って
行う港湾運送事業者の俗称。

【か】
開封確認 メッセージ受領レベルの到達確認を行うアプ

リケーションの一つ
海貨業者 海運貨物取扱業者。乙仲ともいう。荷主の委託

を受けて貨物の沿岸荷役またははしけ運送に
関連する業務を行う業者。
輸出貨物の場合、工場からの輸送・輸出梱包、
書類作成・通関・荷さばき等、輸出貨物の船積
業務を行う。また、輸入貨物の場合、船内荷役・
はしけ運送・沿岸荷役、通関・荷さばき・保管・
輸送を行う。

買取銀行 船積書類を荷主から買取銀行、通知銀行と同じ
である場合が多い。

用　　　語 意　　　味
【か】
危殆化 被認証者或いは認証局の所有する秘密鍵が盗

難または紛失したこと、これによって他人への
成りすましやEC情報の改ざんが行われたこ
と、或いは暗号が解読されたこと、災害・障害
により認証書発行サービスの続行ができなく
なったことなど、本来、認証局が維持すべき秘
密鍵の管理が不可能になった状態を指す。

技術的中立性 特定の技術の存在を前提としないこと
機能サービスビュ
ー

オープンEDI参照モデルの一つであり、複数の
オープンEDIシステム間の相互運用性の技術
的側面を記述したもの

業務要求対応メッ
セージ

取引に使用されるメッセージのうち、依頼・受
信確認・状況確認等の業務要求に対応するメッ
セージ

標準コード コードの定義を標準的に定めたもの
共通鍵暗号方式 秘密鍵方式の暗号化は暗号化と復号化に同じ

鍵を利用する。通信の場合は送信者と受信者が
あらかじめ同じ鍵を秘密に持つ必要がある。速
度が速いのが特徴。秘密鍵暗号方式、慣用暗号
方式とも言う。

契約 申込と承諾という二つの意思表示の合致によ
って生じる権利義務関係

権限の正当性
（authorization)

システムの利用等、利用者が利用権利を有して
いるか否かの特性。システムに対するアクセス
権等を示す。権限確認の具体的な手順として
は、データに電子署名を付したり、端末を限定
し、その端末から伝送されたデータ上に端末が
特定されたことを明示する情報を付したりす
る。

原本等価性 検証可能な電子署名のあるデータ・メッセージ
を、それが複製されたものであるかどうかを問
わず原本と等価であるとすること

権原情報移転管理 貨物の情報とその情報の保有者を登録するこ
とにより、貨物の所有者を特定する、また、そ
の所有者を変更するための管理。貨物の情報の
保有者が、実際の貨物の所有者であるという合
意のもとで、権原移転の履歴情報（所有者、日
時等）が管理される。

検査機関 特定の商品を輸出する際、各種証明書を発行す
る国内の公的機関、具体的には商工会議所、通
産省、厚生省、農林水産省等

検量業者 船舶によって輸送される貨物の、数量の計算、
貨物の現状の確認等を中立的立場で公正に実
施する業者（検数、鑑定）。

公開鍵証明取消ﾘｽﾄ （CRL参照）
公開鍵暗号方式 多対多の通信に向いている暗号化の方式であ

る。暗号鍵と復号鍵が異なり通信相手と秘密の
鍵を共有する必要はない。秘密鍵よりも暗号化
に時間がかかる。非対称型暗号方式とも言う。

航空貨物代理店 航空会社に代って輸出貨物の航空貨物運送サ
ービスの販売業務を行うIATA（国際航空運送
協会）の代理店。

航空会社 海外への輸送サービスを提供している航空会
社



48

用　　　語 意　　　味
【か】
高速ディジタル専
用回線

ディジタル回線を使用する64kbit/s以上のデー
タ伝送を行うサービス。

コネクション・レス
型

相手先に到達することを保証されないまたは
パケットごとに独立して送信される方式。
例:UDP

コネクション型 送受信を行う両者で、まず論理的な通信経路を
設定し、その後その経路を継続的に利用して、
交信する方式。例:TCP

混載業者 利用航空運送事業者。自分で航空機を持たない
が、複数の荷主から小口の貨物を預かって自ら
荷主となり、航空会社を利用して航空輸送を行
う。荷主から少量貨物を受託し、これを宛先地
別に仕分けして混載貨物として大口貨物に仕
立てる。輸入地では混載貨物をバラした上、貨
物の受取人に引渡す。

【さ】
サーバ認証 コンピュータシステムを利用する際に、遠隔地

に存在するサーバを特定し、システム利用者の
意図する相手（送信者／受信者）との通信であ
ることに対する信用を与えること

JCH-A手順 日本チェーンストア協会が1992年に開発した
OSIベースのEDIプロトコル。1994年には高速
ネットワークに対応するために下位層に
TCP/IPを取り入れた。

次期Sea-NACCS 税関を担当する大蔵省と港湾の運営に責任を
持つ運輸省が中心となって構築が進められて
いる、輸出入に係わる一連の税関手続きを処理
する総合システム。

受信確認 メッセージが名宛人によって受信されたか否
かの確認

受信否認 受信者がメッセージを受信した事実を否認す
ること

受信否認防止 受信否認を防止すること
情報交換モデル 取引当事者の企業間でEDIメッセージ交換を

行うためのモデル
署名等価性 電子署名を手書きの署名と等価であるとする

こと
シンタックス データの記述を行うためのルール。文法にあた

る
税関 開港場・税関空港・国境などで、関税・噸（ト

ン）税の賦課徴収、輸出入貨物の取締り、輸出
入貨物に対する内国税の賦課徴収などの事務
を扱う官庁

全銀システム 振込・送金等の内国為替取引をオンライン処理
する国内の銀行間データ交換システム

全銀手順 企業・銀行相互間のオンラインデータ交換にお
いて使用する全国銀行協会連合会が制定した
プロトコル。ファームバンキング以外にも（社）
日本電子機械工業会（EIAJ）がEDIの標準手順
に採用し、幅広く利用されてきた。ISDN,
TCP/IPにも対応している(全銀協手順ともい
う)。

専用線 利用者間を予め特定し、その間を常に接続して
てある回線。

相互認証 未知のユーザ間の公開鍵を相互に利用しあう
ためのしくみ

送信確認 メッセージを送信者が送信した事実を証明す
ること

送信否認 送信者がメッセージを送信した事実を否認す
ること

用　　　語 意　　　味
【た】

楕円暗号 公開鍵暗号アルゴリズムのひとつ。楕円曲線群
を利用して暗号化を行う。

通関業者 通関業法に基づき、輸出入者の依頼を受けて通
関手続きの代理、代行を行う業者。海貨業者が
この業務を行う場合のが一般的である。

通知銀行 海外の銀行で発行した信用状を荷主に渡す国
内の銀行
もしくは、国内の銀行で発行した信用状を荷主
に渡す海外の銀行

データメッセージ 電子的、光学的または類似の手段によって創出
され、送信され、受信され、または保存された
情報

デジタル署名 特定の人物(主体)のみが保有する秘密鍵を利用
して、文書等のデータに対して、暗号化したも
の。デジタル署名は、当該秘密鍵の保有者のみ
が生成できることから、文字による署名と同等
の効果が推定される。電子署名の方法には、文
書全体に暗号化する方法や文書のハッシュ値
を算出し、それに対して、暗号化する方法等が
ある。

電子署名 電子的な手段により文書の作成者を特定する
手法。デジタル署名は、その１つ。

DDX回線交換サー
ビス

デジタルデータ交換（Digital Data Exchange）
網の回線交換サービスのこと。DDX網では、デ
ジタルでアナログの電話回線と同様に、送信端
末と受信端末が直接回線接続する。DDXには、
デジタル回線交換（DDX-C）のほかに、デジタ
ルパケット交換（DDX-P）がある。回線交換方
式では、回線を接続した場合、切断されるまで
他のユーザが回線を利用することはできない。

呈示証券性・受戻証
券性

貨物運送人が（裏書の連続のある）船荷証券の
呈示をしたものに対して貨物を引き渡せば債
務を履行したこととなるという船荷証券がも
つ性質（船荷証券が貨物所有権や荷送人たる地
位を表象する有価証券であることに起因する
性質）

データ送信保証 メッセージが、通信路上で欠落すること無く、
かつ、送信者の意図した送信先（受信者）に届
くことを保証すること

データ内容保証 メッセージが、通信路上で、送受信者の意図し
ない第三者により改ざん、あるいは、盗み見さ
れないことを保証すること

トンネリング パケットをカプセル化して伝送することで通
信回線をあたかも専有しているように回線を
利用する技術。VPNなどの技術として使われて
いる。

登録機関（公証局）所有権を証するメッセージの登録、移転等のサ
ービスを行う機関。

到達確認 送信対象となるメッセージの受信に関して、受
信者から送信者に送信（返信）される種々のメ
ッセージ

トラッキング管理 ある案件の関与者が送信したメッセージに関
して、処理状況や進捗状況等の情報にアクセス
可能な者を特定し、情報の開示を可能とするこ
と

【な】
成りすまし 正当な利用者の秘密鍵やＩＤ、パスワード等を

不正に入手し、正当な利用者のふりをして、自
分が正当な利用者であるかのごとく装うこと。

二重譲渡不能性 紙等の有形物が、複数の人間に同時に譲渡でき
ない性質
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用　　　語 意　　　味
【な】
荷主（輸出業者） 商社、メーカなどの輸出業者、または輸入業者
認証機関 開示された手続きにより公開鍵に関する証明

書の発行、開示、失効等のサービスを行う機関
【は】
ハッシュ ハッシュ値は任意のデータの特徴を表す固定

長の値であり、ハッシュ関数を用いて求められ
る。

発行銀行 信用状取引の場合の輸入者側の取引銀行。信用
状を発行する。信用状を発行することにより、
荷物に対する輸出者側への支払を保証する。

ハッシュ関数 データを数学的な操作によって一定の長さに
縮小させたもの。

秘密鍵 公開鍵暗号方式における鍵ペアのうちの一つ
で、他人には知られないように秘密にしておく
鍵。

ビジネス業務ビュ
ー

オープンEDI参照モデルの一つであり、取引参
加者間のオープンなEDIメッセージ交換を実
現するために必要となる企業間の合意形成に
関連する要件を記述したモデル

ビジネスプロトコ
ル

取引当事者の企業間で実装する業務を実現す
るために規定したプロトコル

ファイヤーウォー
ル

企業内LANなどを不正侵入から守るためのシ
ステム。インターネットと企業内LANの間に置
く。IPアドレスやプロトコル毎にアクセス制御
を行うことが多い。

フォルダ管理 関連性のある複数のメッセージを一塊として
管理すること

船会社 海外への海上輸送サービスを提供している船
会社

ブラウザ 主にHTML言語で書かれたテキストや画像を
表示するためのソフトウェア。

文書対応メッセー
ジ

取引に使用されるメッセージのうち、通常の書
類に相当するものであり、その内容は、書類内
記載の各項目からなる

文書等価性 作成者の同一性を電子署名（システム）によっ
て検討可能な電子的メッセージを署名のある
文書と等価であるとすること

貿易金融EDIデー
タ交換規約

EDIによって契約（売買、貨物運送、保険、信
用状等に関する契約）を成立させるための合
意。

貿易金融電子署名
サービス利用規約

貿易当事者と認証機関が締結するEDI使用の
セキュリティに関する規約

貿易金融EDIデー
タ・メッセージ登録
サービス利用規約

電子式荷証券の機能を提供するサービス機関
(登録機関)と貿易当事者が結ぶ規約を実現が果
たしている法律的機能を代替することに関す
る合意

保険業者 保険証券、保険承認状を発行する国内の保険会
社、代理店

【ま】
メッセージの完全
性(integrity)

メッセージが権限のない者又は方法により修
正又は改ざんされていないという特性。伝送路
上でメッセージが変質したか否かに対する確
認の結果、伝送上におけるデータの変質、悪意
のある第三者による改ざんがなされていない
こと。

メッセージの同一
性(identification)

受信したメッセージのメッセージ上の表明者
とメッセージの送信者とが同一である特性。送
信元は送信されたメッセージがメッセージ上
に表示された者によって作成されたか否かの
確認の結果、メッセージ上に表示された発信者
と現実にメッセージを作成・発信したものとが
同一であること。

用　　　語 意　　　味
【や】
ユーザ認証 コンピュータシステムを利用する際に、遠隔地

に存在するユーザを特定し、システム利用者の
意図する相手（送信者／受信者）との通信であ
ることに対する信用を与えること

【ら】
リポジトリ
（repository）

メッセージや規約等のデータを安全に保管し、
これらのデータを利用者等に対して開示・配布
等のサービスを提供するシステム。

レファレンス
(reference)

外部にあるデータを指し示すことにより、外部
にあるデータを取り込むこと。外部にあるデー
タは、関係者間で一意に認識できることが必要
となる。例えば、契約書やデータメッセージの
中で、規約や約款を全文掲載するのではなく、
リポジトリにあるデータをレファレンス（引
用）することにより、裏面約款等と同様に、拘
束力のある項目として取りいれることができ
る。

【わ】

【A】
Ack Acknowledgement(データが正しく受信できた

場合に返すデータ)
ANSI X.12 米国の金融に関する技術標準
APERAKメッセー
ジ

EDIFACTでのアプリレベル受信確認のメッセ
ージ

【B】
BPID CIIの各業界毎にビジネスルールを盛り込んだ

サブセットが存在し、ビジネスプロトコル
【C】
CARGOIMP 航空貨物業界メッセージ標準
CFS コンテナ・フレート・ステーション。小口の貨

物を集めてコンテナに詰み込む場所。
CII (財)日本情報処理開発協会　産業情報化推進セ

ンター（JIPDEC CII）が開発したEIAJのEDI
標準を拡大したシンタックスルール

CONTRLメッセー
ジ

受信確認のメッセージ

CRL 公開鍵証明書の有効期間内に、秘密鍵が危殆化
した場合や証明書記載の重要な属性情報に変
更等が生じたことにより、すでに発行された認
証書が無効であることを公示した認証書の一
覧

CY コンテナ・ヤード。コンテナに貨物を積み込ん
だまま一時保管する場所。

【D】
DES Data Encryption Standard：米国商務省標準局

が1977年に公表した秘密鍵暗号アルゴリズム。
非常に高速なため20年以上にわたり幅広く利
用されてきたが最近では暗号強度の面で不安
が指摘されている。

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol ：
TCP/IPプロトコル群の一つでクライアントへ
のIP(IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、
DNSアドレスなど)付与を自動化するプロトコ
ル。

DSA Digital Signature Algorithm：DSS使用されて
いる電子署名アルゴリズム。

DSN Disposition Status Notification：ESMTPの機
能の一つであり、相手メールボックスへの配送
結果を通知する。RFC1891して公開されてい
る。
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用　　　語 意　　　味
【Ｄ】
DSS Digital Signature Standard：NIST（National

Institute ofStandards and Technology）の公開
する電子署名規格。FIPS-186として公開されて
いる。

DTD Document Type Definitionsの略：文書構造の
定義

【E】
EDIINT インターネットを用いてEDIを実現するため

に、種々の検討を行っているIETF内のWG
（Electronic Data Interchange-Internet Integration
の略）

EDIトランスレー
タ

通信ソフトが受信したメッセージを規定のル
ールに従って変換するソフト。その逆も行う

EIAJ 電子業界の資材受発注における、電子取引標準
化推進のために制定されたEDI標準

Enhanced
Electronic
Signature

UNCITRALのモデル法にて議論されている概
念であり、署名が利用者に固有のものであり、
客観的にデータメッセージの署名者を特定す
ることができ、署名の手段が利用者の支配下に
ある場合の電子署名を指す。

【F】
FB（ファーム・バ
ンキング）

企業から銀行への振込依頼、支払指示等に利用
されているネットワークサービス

FTP File Transfer Protocol：TCP/IPベースのネッ
トワークでファイル転送に用いられるプロト
コル。

【G】
【H】
HDLC High Level Data Link Control procedures：デ

ータリンク層における高能率かつ信頼性の高
い伝送制御手順。

HTML Hyper Text Markup Language：WWWのペー
ジを記述するための言語SGMLを基にして策
定された。テキスト、画像、音声等を含むペー
ジを表現できる。

HTTP Hyper Text Transfer Protocol：WWWサーバ
とブラウザが情報を送受するためのプロトコ
ル。TCP/IPの上位プロトコル。

【Ｉ】
IATA International Air Transport Association：国際

航空輸送協会。世界の民間航空輸送を安定的に
秩序よく発展させるために1945年に設立され
た組織。運送会議、手続き会議、運賃調整会議
などがある。

【Ｉ】
IDEA International Data Encription Algorithm：秘

密鍵暗号アルゴリズムの一つ。
IMAP4 Internet Messaging Access Protocol：TCP/IP

上で動作するインターネットメール読み出し
プロトコル。クライアントは、IMAPサーバと
通信してサーバにあるメールボックスやメー
ルを操作することができる。メールの管理をメ
ールボックス側で行うことからモバイル環境
に適したプロトコルとなっている。IMAP4は
RFC2060で定義されている。メールのヘッダ
情報のみの取得や検索等、POP3よりも高度な
機能を備える。

Ipsec IP層（OSI3層）を暗号化する技術。個々のア
プリケーションで必ずしも暗号化に対応して
いなくても安全な通信が可能になる。

用　　　語 意　　　味
【Ｉ】
IPv4 Internet Protocol Version 4：現在のIPのバー

ジョン。アドレス体系は32bit。
IPv6 Internet Protocol Version 6：実用化が始まりつ

つある次世代のIP。アドレス体系は128bit。
ISDN Integrated Service Digital Network：総合デジ

タル通信網。電話、電信、テレテックス、ファ
クシミリなどの性質が異なる通信を総合的に
扱うディジタル通信網。日本では1988年４月か
らサービスが開始された。

ISO International Organization for Standardization：国
際標準化機構。

ISP Internet Service Provider：インターネットへ
の接続を提供する組織。営利・非営利を問わな
い。

【J】
JTRN 日本物流EDI推進委員会
【K】
【L】
L2F Layer ２ Forwarding：シスコ・システムズ社

のIPトンネリング技術で、Layer２（データリ
ンク層）のLANパケットをIPパケットにカプセ
ル化して相手のLANに転送する技術。

L2TP Layer ２ Tunnneling Protocol：マイクロソフ
ト社のPPTP（Point to Point Protocol）とシス
コ・システムズ社のL2Fを融合したIPトンネリ
ング技術で、IETFで標準化している。

【M】
MD2/5 Message Digest ２、Message Digest ５：RSA

社のハッシュアルゴリズム。MD5はRFC1321
としても公開されている。

MDN Message Disposition Notification：メール受信
側での処理結果を通知するための規格。
RFC1892,RFC2298して公開されている。

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions：電子
メールでテキスト以外の様々な情報を扱うた
めの拡張規格。RFC2045～RFC2049として公
開されている。

MOSS MIME Object Security Services：MIMEメッ
セージに対する暗号化や電子署名の枠組み。
RFC1848として公開されている。

【N】
Nack Non-Acknowledgement：データが正しく受信

出来ない場合に返すデータ
NIST National Institute of Standards and

Technology：米国の技術標準を扱う官庁
NVOCC 利用運送事業者。自分で船舶を所有していない

が、荷主に対して運送業者として荷物を引受
け、船会社を利用して海上輸送を行う。

【O】
ODRESP EDIFACTで規定されている発注に対する回答

の標準メッセージ
ORDERS EDIFACTで規定されている発注の標準メッセ

ージ
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用　　　語 意　　　味
【P】
PEM Privacy Enhanced Mail：電子メールに対する

暗号化や電子署名の枠組み。MIME規定される
以前の規格。RFC1421～RFC1424公開されて
いる。

PGP/ MIME Pritty Good Privacy MIME：PGPは暗号化と
電子署名の実装系で、個人利用においては無料
で利用可能。PGPはRFC1991として公開され
ている。PGP／MIMEはPGPのMIME対応規
格。PGP／MIMEはRFC2015として公開され
ている。

PHS Personal Hundyphone System：簡易型携帯電
話。端末出力は10ｍＷ以下。アンテナを設置す
れば地下街やビルの中でも利用できる。これま
ではディジタル方式32ｋ通信であったが64ｋ
通信も実用化に入りつつある。

PIN Parsonal Identification Number：ICカードな
どの携帯認証器が盗まれて勝手に使用されな
いように、携帯認証器と共に用いられるパスワ
ード。

PKCS Public Key Cryptography Standards：RSA社
が公開している暗号規格。

Plug&Play 拡張カードや周辺機器をパソコンに装着する
だけですぐに利用できるようにする方式。

POP3 Post Office Protocol version 3：メールボックス
からメールを取り出すためのプロトコル。
RFC1939として公開されている。

PPTP Point to Point Tunnellng Protocol：マイクロソ
フト社が提案したマルチプロトコル環境の
VPNを実現するプロトコル。PPP(Point-to-
Point Protocol)の機能を拡張してインターネッ
ト上にIPトンネルを構築する。これによって、
遠隔ユーザが安全に企業ネットワークにアク
セスすることができる。TCP/IPのパケットに
別のプロトコルをカプセル化して送信するた
めに、インターネット経由でTCP/IP以外のプ
ロトコルのLANパケットをやりとりすること
も可能である。

【Q】
【R】
RC2/4/5 RSA社の秘密鍵暗号アルゴリズム。RC2は

RFC2268としても公開されている。
RSA 公開鍵暗号のアルゴリズム。大きな数の素因数

分解の難しさに依存している。事実上の世界標
準。

【S】
S/MIME Secure／Multipurpose Internet Mail Extensions：

MIMEメッセージに対して暗号化や電子署名
を行うための規格。PKCSを基にしている。S
／MIME Version２はRFC2311,RFC2312とし
て公開されている。S／MIME Version３は
IETFにおいて標準化中。

SCAC
SHA-1 Secure Hash Algorithm 1：NISTの公開するハ

ッシュアルゴリズム。FIPS-180-1として公開さ
れている。

SMTP Simple Mail Transfer Protocol：TCP/IP上の電
子メールプロトコル。RFC821,RFC822として
公開されている。

SSL Secure Sockets Layer：Netscape社の公開する
TCP上の通信を安全に行うための規格。

SWIFT Society of Worldwide Interbank Financial
Telecommunication

用　　　語 意　　　味
【T】
TACT 東京エア・カーゴ・シティ・ターミナル。成田

空港の輸出入貨物の輸出入貨物の荷役、通関等
を取扱う航空貨物専用の総合ターミナル。

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet
Protocol：米国のARPANETという研究機関や
大学を集めたネットワーク用に開発されたプ
ロトコル。インターネット上の通信はこの
TCP/IPベースにしている。TCPとIPはそれぞ
れOSIの４層と３層にほぼ対応する。

telnet TCP/IPのアプリケーションプロトコルの一
つ。リモートの仮想端末機能を実現するもの。
PFC854として公開されている。

TLS Transport Layer Security：SSLを基にIETFに
おいて標準化が進められている規格。TCP上の
通信を安全に行うための規格。

【U】
URL Uniform Resource Locator：各種の情報リソー

スにアクセスするプロトコルとリソースの名
前をどのように指定するかを定めた規格。

【V】
VAN Value Added Network：付加価値通信網。回線

を借受け高度なデータ処理機能等の付加価値
を付けて販売するサービス。

VPN Virtual Private Network：公衆網やインターネ
ット網を専用線のように利用するネットワー
ク技術。現在は二者間に装置をおきトンネリン
グにより暗号化してプライベートネットワー
クを構築する方式が一般的である。

【W】
Web-EDI Webを利用してEDIを行う仕組み
ＷＷＷ World Wide Web：ネットワーク上にハイパー

テキストを構築し、あらゆる情報を継ぎ目なし
にアクセスすることを目的とした情報システ
ム。

【X】
X.400 OSI応用層サービスであるMHS（Message

Handling System）のシステムおよびサービス
を規定するITU-Tの勧告群。1984年に初めて勧
告された。

XML／EDI XMLを利用してEDIを行う仕組み
【Y】
【Z】
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5555    全全全全体体体体構構構構成成成成ににににおおおおけけけけるるるる参参参参考考考考・・・・引引引引用用用用文文文文献献献献　　　　一一一一覧覧覧覧

・ UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC
COMMERCE WITH GUIDE TO ENACTMENT,
UNITED NATIONS, 1996年
・ GUIDEC（General Usage for International Digitally

Ensured Commerce）, INTERNATIONAL CHAMBER
OF COMMERCE（ICC), 1997年
・ Bolero Business Requirements Specification, TT Club＆

S.W.I.F.T., 1997年
・ BOLERO INTERNATIONAL LEGAL FEASIBILITY

REPORT, TT Club＆S.W.I.F.T.,1997年
・ UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTION ACT,

NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS
ON UNIFORM STATE LAWS, 1998年
・ UNIFORM COMMERCIAL CODE ARTICLE 2B:,

NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS
ON UNIFORM STATE LAWS, 1999年
・ EDITRANS.com A strategic and time-centric Iink

Singapore Network Services Pte Ltd，1998年
・ MARITIME INFORMATION SYSTEM (MAINS)，PSA

Corporation，1998年
・ ｢金融電子資料交換系統紹介」、台湾FISC、1998年
・ Introduction to Trade-Van, Trade-Van Infor-mation

Services Corp, 1998年
・ 「認証に関わる諸外国の法制度　調査報告書」、ECOM
認証局検討ＷＧ、1998年
・ ｢暗号利用技術ハンドブック」、ECOM 共通セキュリ
ティ関連技術検討ＷＧ、1998年
・ ｢本人認証技術検討WG報告書」、ECOM本人認証技
術検討ＷＧ、1998年
・ 「認証局運用ガイドライン(1.0版)」、ECOM認証局検
討ＷＧ、1998年
・ ｢電子商取引における消費者取引に関する調査研究報
告書」、ECOM消費者取引検討ＷＧ、1998年
・ ｢電子商取引決済関連問題検討WG報告書」、ECOM
電子商取引決済関連問題検討ＷＧ、1998年
・ ｢電子公証システムガイドライン(Ver1.0)」、ECOM電
子公証検討ＷＧ電子公証検討SWG、1998年
・ ｢電子商取引における個人情報保護に関する調査研究
報告書」、ECOM プライバシー問題検討ＷＧ、1998
年
・ ｢電子商取引のダイナミズムと制度的課題」、ECOM
国際取引ワーキンググループ課題検討チーム、1998
年
・ ｢EC法的問題調査研究報告書」、日本情報処理開発協
会　産業情報化推進センター、1998年
・｢電子決済研究会(第 2 部)報告書」、金融情報システム
センター、1997年
・ ｢金融業務における認証研究会報告書」、金融情報シス
テムセンター、1998年
・ ｢クロスボーダー取引における金融EDIに関する研究
会　報告書」、金融情報システムセンター、1998年
・ ｢EDIFACTによる EDIシステムの導入」、港湾物流
情報システム協会、1998年

・ 鹿島誠之助　他共著：「よくわかるEDI」、日刊工業新
聞社、1998年
・ ｢Boleroプロジェクトの現状と課題」金融情報システ
ム　No.177 1996.10、（財）金融情報システムセンタ
ー、1996年
・ ｢シンガポール・マレーシアにおけるEDIの現状」金
融情報システム　No.192 1997.10、（財）金融情報シ
ステムセンター、1997年
・ ｢米国における金融EDIの先進事例調査」金融情報シ
ステム　No.200 1998.4、（財）金融情報システムセン
ター、1998年
・ ｢台湾、香港、韓国における金融EDIの現状について」
金融情報システム　No.206 1998.10、（財）金融情報
システムセンター、1998年
・ ｢電子商取引における決済を含めた認証のあり方」金
融情報システム　No.210 1998.12、（財）金融情報シ
ステムセンター、1998年
・ ｢米国電子商取引学会での講演と米国における電子決
済の動向調査」金融情報システム　No.212 1999.2、
（財）金融情報システムセンター、1999年
・ ｢FISC活動状況」金融情報システム　No.212 1999.2、
（財）金融情報システムセンター、1999年
・ 内田貴：「電子商取引と法(1)～(4)」NBL No.600

(96.9.1) ～No.603 (96.10.15) 、1996年
・ 石川紀：「国際金融分野におけるインフラ整備」NBL

No.601(96.9.15)、1996年
・ 中島成二：「シュリンクラップ契約の有効性－UCC2B
ドラフトの特徴とその意義 (上) (下)」
NBL No.634 (98.2.1), No.637 (98.3.15), 1998年
・ 西田哲也：「貿易金融EDIの最近の動向と課題」NBL

No.639 (98.4.15)、1998年
・ ｢電子マネー実現に向けての法的検討」NBL No.640

(98.5.1)、1998年
・ 室町正美：「決済の多様化と民法－ネットワークを利
用した決済」ジェリスト No.1126 (98.1.1-15)、1996
年
・ 長谷川英一：「98年の回顧と 99年の展望」電子工業
月報 99.1、日本電子工業振興協会、1998年
・ 長谷川英一：「米国におけるデジタル認証の動向」電
子工業月報 98.11、日本電子工業振興協会、1998年
・ 「電子商取引等検討部会報告書参考資料－(3)電子商取
引等をめぐる国際的動向」、高度情報通信社会推進本部、
1998年
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第第第第 2章章章章　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件書書書書
6666    目目目目　　　　　　　　的的的的

国際貿易取引に係わる企業・関連組織間で行う帳票は複
数あり、その殆どが電子化されていない。また、ある一部の
業務に関しては電子化されており業務の効率化に繋がって
はいるものの、複数の企業間における相互接続が存在してい
ないため全体業務の効率化には至っていない。この業務モデ
ル要件書では、これら企業・組織間の商取引に係わる関係者
間の取引方法、帳票、既存ネットワークの調査、分析を行い、
運用、認証・公証、通信基盤、EDI プロトコルガイドライ
ンで検討の対象とする業務範囲を明確化するために、貿易実
務全体を網羅した代表的な業務モデル（本書に記載されてい
ない取引、帳票に関してもガイドできる業務モデル）を作成
した。また、ユーザにとって価値ある合理的効果を見出すた
めに、二業者間における作業効率化に伴う業務モデル要件お
よび貿易取引全体の作業効率化に伴う全体業務モデル要件
を纏め、これらの要件の方向を以下のガイドラインで提示す
る。

· 運用ガイドライン
· 認証・公証ガイドライン
· 通信基盤ガイドライン
· EDIプロトコルガイドライン

業務モデル要件書において検討する項目は以下のとおり
である。

· 対象取引
· 電子化対象書類
· 電子化における検討課題

(1) 対象取引
国際貿易取引に係わる企業間の取引形態は複数あり、全

ての取引をモデルとすることは時間的に困難であり、また、
複数の取引形態には似通った部分が多数存在しているため
全ての取引を対象とすることは非効率な作業となる。そこで
全体の取引を「帳票の流れ」の観点で調査したときに全体を
網羅できる電子化対象取引を以下の「表2-1　業務モデル要
件選定基準」の基準に基づき選定し、ユーザ企業に合理的効
果が見込めるかどうか確認してもらい対象取引の必要性に
ついて検討を行った。その後、電子化対象取引のトランザク
ションについて調査、分析し、時系列に全トランザクション
を洗い出し、その結果を「10.1　付録１　業務フロー図規定
フォーマット」に記述した。
(2) 電子化対象書類
選定した対象取引における帳票も多数あり、全ての帳票

を電子化対象とすることは時間的に困難であり、また、複数
の帳票には似通った特性を持つものが多数存在しているた
め全ての帳票を対象とすることは非効率な作業となる。そこ
で似通った特性を持つ帳票に関しては以下の「表2-1　業務
モデル要件選定基準」の基準に基づき選定し、ユーザ企業に
合理的効果が見込めるかどうか確認してもらい電子化対象
書類の必要性について検討を行った。その後、決定した電子
化対象書類の特性について分析し、「10.2　付録２　業務分

析表　分析基準」の分析基準に基づき指定のフォーマット、
「10.3　付録３　業務分析表規定フォーマット」および「10.4
付録４　業務モデル要件分析結果規定フォーマット」に記述
した。
業務分析表の分析項目について以下に記述する。

表表表表 2222----1111　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件選選選選定定定定基基基基準準準準

現状の利用頻度 取引量（件数）、取引高（金額）
業務の効率化 処理時間の短縮度、管理の容易性、電子データの再

利用性
構築の容易性 既設の補完・類似システムとの関連、業務の難易度、

法制度面
将来性 システムの拡張性、業界動向から予測される将来性
① 書類の特性
書類の流通性、発行部数、必要性、転記項目、唯一

性について分析を行った。
② 書類のフォーマット
帳票のフォーマットが以下の規約に準じているか分

析した。
・国際規約
・国内規約
・民間規約
・任　意

③ 書類の効力
帳票自体に以下の効力があるか分析した。
・権利義務
・所有権
・捺　印
・署　名

④ 電子化における効果
トランザクション、帳票を電子化したときに以下の

項目について合理的効果が見込まれるか分析した。
・時間面
・費用面
・労力面

⑤ 問題点
法制度面における課題、今後の検討課題について

「10.4　付録４　業務モデル要件分析結果規定フォーマ
ット」に記述した。
⑥ 電子化における検討課題
対象取引におけるトランザクションの分析、電子化

書類の特性分析の結果、これらをシステム化したときに
制度・法務等の運用的要件、あるいは帳票を電子化した
際に新たに発生する技術的要件から検討項目について
洗い出した。
上記で定めた業務モデルの選定基準は、国際貿易取

引に係わる全ての企業に対して、早期導入且つ、使い勝
手のよいシステムにするためにユーザへのメリットを
考慮して作成した。
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7777    分分分分析析析析手手手手法法法法

7.17.17.17.1    アアアアププププロロロローーーーチチチチ方方方方法法法法
国際貿易取引における業務手続は、複数業態から成りそ

の業務範囲が多岐にわたる。この複雑な業務を荷主、銀行、
保険、運輸の４つに分割し、まずはこれら二者間における代
表的な業務モデルを作成した。次にこれらの結果を受けて、
貿易金融業務手続全体の整理を行い全体業務モデルを作成
した。
(1) 二者間における業務分析
荷主－銀行（銀行－銀行）、荷主－保険、荷主－運輸（荷

主－荷主）の３つの側面から調査、分析し、二者間業務モデ
ルを作成した。
(2) 全体における業務分析
上記二者間業務分析の結果を受けて、貿易金融業務手続

きの整理を行い、全体業務モデルを作成した。

7.27.27.27.2    二二二二者者者者間間間間ででででのののの分分分分析析析析手手手手法法法法
共通フォーマットを利用し以下の二者間で業務モデル分

析を実施した。
・荷主－銀行（銀行－銀行）間業務モデル
・荷主－保険間業務モデル
・荷主－運輸（荷主－荷主）間業務モデル
二者間毎に、共通フォーマットを利用し各二者間の取引

に対し以下の分析を実施した。
① 対象取引とトランザクションの分析
全体を網羅できる代表的な取引を選定し、その取引

におけるトランザクションを洗い出し、以下の共通フォ
ーマットに記述した。

10.1　付録1　業務フロー図規定フォーマット1Z01-01

～04
② 帳票の特性分析
対象取引のトランザクション毎に発生する帳票を洗

い出し、その特性について分析し、以下の共通フォーマ
ットに記述した。

10.3　付録 3　業務分析表規定フォーマット　1Z03-
01
③ 電子化対象書類の詳細特性整理
②で整理した帳票から電子化対象書類を抽出し、以

下の共通フォーマットに記述した。
10.4　付録4　業務モデル要件分析結果規定フォーマ

ット　IZ04-01
④ 電子化における検討課題の抽出・整理
①～③の分析結果から電子化したときの検討課題を

抽出・整理した。

7.37.37.37.3    全全全全体体体体業業業業務務務務フフフフロロロローーーーのののの調調調調整整整整方方方方法法法法
各二者間で分析した結果を整理し、輸出から輸入まで一

環して処理可能な業務を洗い出し全体業務モデルを作成し
た。
(1) 策定の観点
電子化対象書類を流れの観点から、二者間で検討した取

引および電子化対象書類のうち、一連の業務として処理可能
な対象取引、電子化対象書類を抽出・整理した。
(2) 全体業務モデルの作成

(1)で策定された対象取引、電子化対象書類に従い、全体
業務フローおよびそのトランザクションに伴う電子化対象
書類を整理した。

8888    二二二二者者者者間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル

8.18.18.18.1    荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行（（（（銀銀銀銀行行行行－－－－銀銀銀銀行行行行））））間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル
8.1.18.1.18.1.18.1.1    荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル
貿易取引において荷主（輸入者／輸出者）銀行間での取

引には、「決済データに関わる取引」と、「輸出入に必要な
書類の取引」の２つがある。貿易取引における“貨物”を基
本とし、その輸送に関係する書類（ドキュメント）の電子化
を検討するという観点から、「輸出入に必要な書類の取引」
における荷主と銀行の間の手続業務について着目し、調査、
分析を行った。

8.1.1.18.1.1.18.1.1.18.1.1.1    全全全全体体体体業業業業務務務務フフフフロロロローーーーパパパパタタタターーーーンンンンのののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし
以下のポイントに従い、全体業務フローパターンの洗い

出しを行った。
(1) 荷主－銀行間の手続き業務について
荷主と銀行間で行われる手続業務は、「L/C 開設業務」

と、「買取／取立業務」、「支払／書類渡」の3つに大別す
ることができる。
以下に各手続業務についての概略を述べる。
① L/C開設手続き

L/Cとは、輸入者の依頼に基いて輸入地の発行銀行に
よって発行される支払保証書であり、その保証によって
輸出者は条件を満たした船積書類を輸出地の銀行に譲

渡し、輸入者が発行銀行で決済を行うことにより、船積
書類をうけることを保証するものである。ここで、輸入
者である荷主が銀行に対して発行の要求をだすことが、
L/C開設手続きである
② 買取／取立業務
輸出者は､輸出するにあたり、L/C取引の場合はその

記載に従い、D/P取引の場合は契約に従い、船積書類を
作成、調達して輸出地の銀行に持ち込むことにより、銀
行は、船積書類の瑕疵等の審査を行い買取／取立業務を
行う。
③ 支払／書類渡し
輸入地の銀行において、輸出地の銀行から送付され

てきた、船積書類に対して、審査を行ったうえ、輸入者
に提示を行い、支払を要求し、書類を受渡すことを行い、
そのことによって、輸入者は、船積みされてくる荷物の、
所有権を受けることができる。

(2) 輸送手段について
日本から海外への輸出、あるいは海外から日本への輸入

における輸送手段には、「船舶（在来船、コンテナ船等）」
や「航空機」がある。この輸送手段の違いにより、貨物の流
通経路や貿易取引における発行文書等には違いが生じる。
しかしながら、荷主－銀行間のドキュメントの流れにつ
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いては、B/L ベースの取引で、SWB，AWB ベースの取引
も、現状のフローを分析する上では、包含した検討が可能で
ある。
よって、業務フローパターンの洗い出しについては、輸

送手段に依存しない（共通）として、海上輸送をベースにし
て整理する。

8.1.1.28.1.1.28.1.1.28.1.1.2    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルのののの策策策策定定定定
「8.1.1.1　全体業務フローパターンの洗い出し」のポイ

ント、および後述の「8.1.1.3　業務モデル毎の分析」の結果
から、荷主－銀行間での電子化の検討対象とする業務モデル
の策定を行った。
(1) 業務モデルの分類
貿易取引における決済方法に着目し調査、分析し、それ

らの手続業務きをモデル化すると共に、その手続き業務の中
で荷主と銀行間で交わされるドキュメントの流れについて
整理を行った。
さらにそれらの結果について、各業務モデル間で包含で

きる業務フローパターンを見出すことにより、以下の４パタ
ーンを荷主－銀行間における電子化の検討対象とする業務
モデルとして策定した。
① 海上貨物輸出　L/C取引
② 海上貨物輸入　L/C取引
③ 海上貨物輸出　D/P取引
④ 海上貨物輸入　D/P取引

8.1.1.38.1.1.38.1.1.38.1.1.3    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル毎毎毎毎のののの分分分分析析析析
荷主－銀行間における手続業務について、電子化対象の

範囲を見極めることを目的とし、各手続業務におけるワーク
フローと、その中で利用される荷主－銀行関係のドキュメン
トについて、以下の資料を作成した。
(1) 業務フロー
上述取引パターンについて、各パターンの中で行われて

いる様々な業務形態を調査、分析し、以下の４パターンの業
務フロー「10.5　付録5　海上貨物フロー（荷主―銀行間）」
を作成した。
① L/C取引輸出

A 海上貨物輸出フロー全体図 3A01-01
B 海上貨物輸出フロー信用状開設 3A01-02
C 海上貨物輸出フロー買取／取立依頼 3A01-03
D 海上貨物輸出フロー支払／書類渡し 3A01-04

② L/C取引輸入
A 海上貨物輸入フロー全体図 3A01-05
B 海上貨物輸入フロー信用状開設 3A01-06
C 海上貨物輸入フロー買取／取立依頼 3A01-07
D 海上貨物輸入フロー支払／書類渡し 3A01-08

③ D/P取引輸出
A 海上貨物輸出フロー全体図 3A01-09
B 海上貨物輸出フロー買取／取立依頼 3A01-10
C 海上貨物輸出フロー支払／書類渡 3A01-11

④ D/P取引輸入
A 海上貨物輸入フロー全体図 3A01-12
B 海上貨物輸入フロー買取／取立依頼 3A01-13
C 海上貨物輸入フロー支払／書類渡し 3A01-14

(2) ドキュメント分析

上記「8.1.1.3　(1)業務フロー」で作成された、L/C 取引
輸出、L/C取引輸入、D/P取引輸出、D/P取引輸入の４パタ
ーンの業務フローそれぞれについて、各フローの中で作成、
流通する銀行関係のドキュメントを整理した。
その際、各ドキュメントを書類の特性、書類のフォーマ

ット、書類の効力、電子化における効果等のポイントで、以
下の資料「10.6　付録6　業務モデル要件分析表（荷主－銀
行間）3A02-01～3A02-07」を作成した。

8.1.1.48.1.1.48.1.1.48.1.1.4    電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類
「8.1.1.2　業務モデルの策定」および「8.1.1.3　業務モ

デル毎の分析」の結果から、荷主－銀行間の電子化対象書類
として、以下のとおり選出を行った。
(1) 決定経緯
電子化対象書類については、荷主－銀行間で使用される

ドキュメントを対象とし、業務モデルの中で共通的に使用さ
れる、あるいは利用度合いが高いドキュメントを選出した。
① 電子化対象書類一覧

L/C 取引では、以下の 8 つのドキュメントを対象と
した。
・買取依頼書（Application for Negotiation（With

L/C））
・信用状（Letter of Credit)
・船荷証券（Bill of Lading)
・保険証券（insurance Policy）
・原産地証明書（Certificate of Origin）
・商業送り状（Commercial Invoice）
・パッキングリスト（Packing List）
・サーチフィケート（Certificate）
D/P取引では以下の 7つのドキュメントを対象とし

た。
・取立依頼書（Application for Collection（Without

L/C））
・船荷証券（Bill of Lading)
・保険証券（insurance Policy）
・原産地証明書（Certificate of Origin）
・商業送り状（Commercial Invoice）
・パッキングリスト（Packing List）
・サーチフィケート（Certificate）

(2) 電子化対象書類分析結果
電子化対象とした書類について、「8.1.1.3　(2)ドキュメ

ント分析」で行ったフォーマットに関する分析から、さらに
特徴等を詳細に分析することにより、ドキュメントに着目し
た電子化における効果、および検討課題、問題点といった洗
い出しを行った。
① 分析結果について
上述の「(1)　①電子化対象書類一覧」で電子化対象

とした８つのドキュメント、および今後検討が必要と思
われる１つのドキュメントそれぞれについて、書類の特
性、書類のフォーマット、書類の項目、書類の効力、電
子化における効果等を分析し、以下の結果文書「10.7　付
録7　業務モデル要件分析結果（荷主―銀行間業務モデ
ル）」を作成した。

A 取立依頼書（Application for Collection
(Without L/C )）／買取依頼書（Application for
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Negotiation(With L/C)）3A03-01
B 船荷証券（Bill of Lading：B/L)  3A03-03
C 原産地証明書（Certificate of Origin：C/O）

3A03-05
D パッキングリスト（Packing List：P/L）3A03-07
E 商業送り状（Commercial Invoice：I/V）3A03-09
F サーティフィケート（Certificate）3A03-11
G 保険証券（insurance Policy：I/P）3A03-13
H 信用状（Letter of Credit：L/C) 3A03-15
I 荷為替手形（Bill of Exchange）3A03-17

② 電子化における効果について
ここまでに行われた業務フローパターンの洗い出し

や、ドキュメントの分析結果等から、荷主－銀行間で貿
易関係書類の電子化においては以下のような効果が期
待できるものと考えられる。
A. インターフェース、操作性の統一／機能選択の柔

軟性
信用状開設手続き、買取／取立業務、支払／書類

渡しのそれぞれについて、一連の業務で一般的に使
用される８つのドキュメントを電子化することによ
り、業務処理インターフェースおよび操作性の統一、
機能選択の柔軟性が図られたモデルの検討ができる。
B. 合理的効果
荷主－銀行の間の業務について、以下の効果が期

待できると考えられる。
a)　業務書類の合理化
電子化を行うことで類似性の高い書類の統
合といった合理化を図ることができる期待
できる。
　・ペーパレスによる合理化
　・電子化による合理化

b)　他の業態との接続
荷主と銀行の情報の交換には、他の業態から
流通してきた情報が多く、荷主－銀行間で、
電子化することにより、かかる時間や、貿易
業務通しての効率化、転記作業の効率化によ
る短縮が見込まれ、業務改善を図ることが期
待できる。

8.1.1.58.1.1.58.1.1.58.1.1.5    電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる検検検検討討討討課課課課題題題題
ここまで検討してきた荷主－銀行間のドキュメントの電

子化において、その実現にあたり解決を図らなくてはならな
い、あるいは考慮すべき課題がいくつかある。
以下にその検討課題とその内容について列記する。

(1) 為替手形（B/E）の電子化
現状法制度上では、電子化は難しい（世界的にも、電子

手形は不可）。
(2) 原産地証明（C/O）の電子化
イメージデータとしての電子化レベルと考えられる。但

し、将来的には、商工会議所を含めた電子化の検討を考える。
(3) サーティフィケート(Certificate)の電子化
サーティフィケートは、各種用途に利用される証明書で

あり、書類の形式は任意であり多岐に渡る。電子化対象の明
確化が必要。
(4) 信用状（L/C）の電子化

L/C に関して、以下の点について、国際商工会議所の判
断・解釈が実務上必要。
①　「電子L/C」がL/Cとなりうるのか。
②　「電子書類」が統一規則（UCP 500）上の「書類」

に該当するのか。

8.1.28.1.28.1.28.1.2    銀銀銀銀行行行行－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル
貿易取引における輸出者および輸入者間の代金決済には、

「信用状（以下、L/C）による決済」、「信用状を使わない
決済（D/P・D/A決済）」および「当事者間の送金による決
済」という３通りの決済方法がある。これらの決済方法は、
輸出者および輸入者が負担するリスクが異なり、両者の関係
や所在する国情等を勘案した上で、貿易取引の都度決定され
る。
本節においては、荷主－銀行間で対象としたL/C決済お

よび D/P 決済の取引について、銀行－銀行間の業務に関し
て述べる。

8.1.2.18.1.2.18.1.2.18.1.2.1    全全全全体体体体業業業業務務務務フフフフロロロローーーーパパパパタタタターーーーンンンンのののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし
銀行－銀行間で行われる業務としては、「買取業務」（L/C

決済）および「取立業務」（D/P決済）の２つに大別される。
以下、それぞれの業務の概略を述べる。

(1) 買取業務
輸出者側の銀行（以下、「買取銀行」）は、輸出者から

提示（買取依頼）された買取書類を L/C に記載された買取
条件と照合し、書類に不備がなければ輸出者に代金を支払う。
買取銀行は、当該買取の補償請求のため、当該L/Cの発

行銀行（輸入者側銀行）に買取書類を送付する。
発行銀行は、輸入者からの補償と引換えに当該買取書類

を輸入者に引渡す。
(2) 取立業務
輸出者側の銀行（以下、「仕向銀行」）は、輸出者から

依頼された代金の取立てのために、輸入者側の銀行（以下、
「取立銀行」）に買取書類を送付する。
取立銀行は、輸入者の支払と引換えに当該買取書類を輸

入者に引渡し、仕向銀行に当該代金を送金する。
仕向銀行は、取立銀行より受領した代金を輸出者に渡す。

8.1.2.28.1.2.28.1.2.28.1.2.2    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルのののの策策策策定定定定
「8.1.2.1　全体業務フローパターンの洗い出し」のポイ

ント、および後述の「8.1.2.3　業務モデル毎の分析」の結果
から、銀行－銀行間での電子化の検討対象とする業務モデル
の策定を行った。
(1) 買取業務における「買取通知業務」

L/C 決済に係る業務の調査・分析を行い、当該業務をモ
デル化し、また、当該業務において銀行間で取交わされる書
類についても整理した。
その結果、買取業務における電子化対象モデルとして、

「買取通知業務」を策定した。
(2) 取立業務における「取立通知業務」

D/P 決済に係る業務の調査・分析を行い、当該業務をモ
デル化し、また、当該業務において銀行間で取り交わされる
書類についても整理した。
その結果、取立業務における電子化対象モデルとして、

「取立通知業務」を策定した。
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8.1.2.38.1.2.38.1.2.38.1.2.3    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル毎毎毎毎のののの分分分分析析析析
(1) 業務フロー
上述業務パターンについて、各パターンの中で行われて

いる様々な業務形態を調査、分析し、以下の２パターンの業
務フロー「10.8　付録8　海上貨物フロー（銀行―銀行間）」
を作成した。

A 海上貨物輸出フロー（銀行－銀行間）L/C決済
3B01-01

B 海上貨物輸出フロー（銀行－銀行間）D/P決済
3B01-02

(2) ドキュメント分析
「(1)業務フロー」で作成された買取業務および取立業務

のそれぞれのフローにおいて作成されるドキュメントを整
理した。
その際、各ドキュメントを書類の特性、書類のフォーマ

ット、書類の項目、書類の効力、電子化における効果等のポ
イントで、以下のとおり資料「10.9　付録9　業務モデル要
件分析表（銀行－銀行間）」を作成した。

A 業務モデル要件分析表（銀行―銀行間）L/C決
済 3B02-01

B 業務モデル要件分析表（銀行―銀行間）D/P決
済 3B02-02

8.1.2.48.1.2.48.1.2.48.1.2.4    電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類
「8.1.2.2　業務モデルの策定」および「8.1.2.3　業務モ

デル毎の分析」の結果から、銀行－銀行間の電子化対象書類
として、以下のとおり選出を行った。
(1) 決定経緯
電子化対象書類は、銀行決裁手続きで使用されるドキュ

メントを対象とし、業務モデルの中で共通的に使用される。
あるいは、利用度合いが高いドキュメントを選択した。

カバーレター付き買取書類　3B03-01
(2) 電子化対象書類分析結果
電子化対象とした書類について、「8.1.2.3　(2)　ドキュ

メント分析」で行ったフォーマットに関する分析から、さら
に特徴等を詳細に分析することにより、ドキュメントに着目
した電子化における効果、および検討課題、問題点といった
洗い出しを行った。
① 分析結果について
上述の「(1)　決定経緯」で電子化対象としたドキュ

メントについて、書類の特性、書類のフォーマット、書
類の項力、書類の効力、電子化における効果などを分析
し、以下の結果文書「10.10　付録10　業務モデル要件
分析結果（銀行－銀行間業務モデル）」を作成した。
② 電子化における効果について
ここまでに行われた業務フローパターンの洗い出し

や、ドキュメントの分析結果等から、貿易金融取引に係
わる書類の電子化においては以下のような効果がある
ものと考えられる。
A. 書類の処理効率向上（書類チェックや書類作成

等）
取扱う書類が電子化されることにより、買取業務

や取立業務における書類チェック作業や書類作成業
務のシステム化により、事務処理の処理効率向上が
見込まれる。

B. 銀行間決済に要する時間の短縮による資金運用
の効率化
銀行間での書類送付に係る時間が短くなり、荷主

にとっては、代金回収に係る時間が短縮し、資金運
用の効率化が図られる。
C. 書類の保管コスト削減
銀行においては、買取書類のコピーを保管する必

要があるため、紙の書類が電子化されることにより、
その保管コストが大幅に削減できる。
D. 外為関連業務の集中化
現在、銀行においては、営業店で買取書類のチェ

ックを行った後、書類を事務センターに送付し再度
書類のチェックを行っている。書類が電子化される
ことにより、買取書類の受付を１ヶ所に集中するこ
とも可能になり、関連業務の集中化を推進できる。
E. 書類搬送コスト削減
書類の電子化により、営業店－事務センター間、

銀行－銀行間における書類の搬送に係るコストを削
減できる。
F. 偽造・変造の回避
電子化された書類の取扱いにおいては、より高い

安全性が求められることから、書類の偽造や変造に
起因するトラブル対応に係るコストが削減される。

8.1.2.58.1.2.58.1.2.58.1.2.5    電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる検検検検討討討討課課課課題題題題
ここまで検討してきた銀行－銀行間のドキュメントの電

子化において、その実現にあたり解決を図らなくてはならな
い、あるいは考慮すべき課題がいくつかある。
以下にその検討課題とその内容について列記する。

(1) 電子化書類およびその取扱いルールの法的な位置づ
けを、どのように明確化するか。

銀行が電子化された書類を正当な書類として取扱うため
の法的根拠を明確にする必要がある。
(2) 現行の信用状統一規則（UCP）や荷主との間の取引約

定との整合性をどのように確保するか。
銀行においては、貿易取引に関する業務をUCPや取引約

定等に基づいて行っており、(1)同様、この点についても整
合性を確保する必要がある。
(3) 現行の S.W.I.F.T.ベースの処理との調和をどのよう

に図るか。
銀行－銀行間においては、貿易取引に係る決済関連の情

報をS.W.I.F.T.経由で送受信しており、運用としては、でき
るだけ現行の S.W.I.F.T.ベースの業務処理との調和を図る
必要がある。
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8.28.28.28.2    荷荷荷荷主主主主－－－－保保保保険険険険間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル
貿易取引において荷主（輸入者／輸出者）が手配する保

険には、主に｢外航貨物海上保険（以下、海上保険）｣と｢貿
易保険｣の２つがある。
｢海上保険｣は、貿易取引される貨物が、輸送中の危険に

より滅失、損傷を被った場合に、荷主が負担する経済的損失
をてん補するために、荷主が保険会社との間で締結する保険
である。
｢貿易保険｣は、｢海上保険｣が貨物の滅失、損傷をてん補

するのに対し、貿易契約相手先の貨物代金不払や、契約相手
国が政情不安や戦争状態に陥ることにより代金決済が不能
になった場合に荷主が被る経済的損失をてん補するために、
荷主が国（通産省）との間で締結する保険である。
貿易金融EDIにおける保険分野の対象としては、貿易取

引における“貨物”を基本とし、その輸送に関係する書類（ド
キュメント）の電子化を検討するという観点から、｢海上保
険｣における荷主と保険会社の間の手続き業務について調査、
分析を行った。

8.2.18.2.18.2.18.2.1    全全全全体体体体業業業業務務務務フフフフロロロローーーーパパパパタタタターーーーンンンンのののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし
以下のポイントに従い、全体業務フローパターンの洗い

出しを行った。
(1) 荷主－保険会社間の手続き業務
荷主と保険会社間で行われる手続き業務は、｢保険契約手

続き｣と｢クレーム処理手続き｣の２つに大別することができ
る。
以下に各手続き業務についての概略を述べる。
① 保険契約手続き
荷主が貿易取引を行う貨物に対して、保険を付保す

るために保険会社と交わす海上保険契約のための手続
き業務である。契約パターンについては、さらに以下の
3つの契約形態に大別することができる。
A. 個別保険契約
貨物の輸送を行う毎に海上保険を手配する契約で

ある。
B. 個別予定保険に基づく契約
前記個別保険契約と同様に貨物の輸送を行う毎に

海上保険を手配する契約であるが、保険期間開始時
点で契約の締結に必要な項目について不明確なもの
がある場合に付保漏れを防ぐため、あらかじめ保険
会社に予定保険契約の申込みを行い、不明事項の詳
細が判明した段階で確定通知を行う契約形態である。
C. 包括予定保険に基づく契約
海上保険契約は、１船積みまたは１輸送毎に締結

するのが原則であるが、長期にわたり継続的に積出
される貨物については、これらすべてを包含する包
括保険契約をあらかじめ締結することができる。こ
の契約が包括予定保険契約であり、荷主は保険付保
に必要な項目が判明する都度、確定通知を行う。

② クレーム処理手続き
受取った貨物に破損や個数不足等といった損害が発

見されると、荷主は保険会社に対し保険金支払の請求を
行う。ここで行われる手続きが荷主－保険会社間のクレ
ーム処理手続きである。
また、保険会社は保険金の支払を行うと荷主から運

送人等損害に対し責任を負う者に対する損害賠償請求
権を代位し、代位求償を行う。クレーム処理手続きとは
この代位求償までを含めた全体をさしたものをいう。

(2) 貿易条件について
国際商業会議所(International Chamber of Commerce：以

下ICC）が貿易取引における国際基準として制定したインコ
タームズでは、貿易取引条件を13に分類、類型化し、それ
ぞれについて、売手から買手への貨物の危険移転時期、運
送・保険にかかわる売主・買主の義務および諸費用の分担が
規定されている。
海上(航空)輸送における貨物への保険手配を誰が行うか

という観点において、インコタームズで規定されている貿易
条件の中で、一般的に使用されている以下の3つの貿易条件
について、業務フローパターンの検討を行う必要がある。
① 輸出港本船渡条件(Free on Board：以下FOB）
輸出地側における貨物の本船上引渡しまでの諸経費

について、輸出者が負担する条件である。海上保険につ
いては輸入者が手配し、保険料負担を行う。
② 運賃込条件（Cost & Freight：以下C&F）
船積原価（FOB金額）および仕向港までの海上運賃

を輸出者が負担する条件である。海上保険については輸
入者が手配し、保険料負担を行う。
③ 運賃保険料込条件（Cost, Insurance and

Freight：以下CIF）
船積原価（FOB金額）に貨物保険料(Insurance)と仕

向港までの海上運賃(Freight)をもって取引価格とする
条件。従って、海上保険については輸出者が手配し、保
険料負担を行う。
また、上記の３条件ともに、貨物の危険負担については、

「貨物が本船舷側の欄干を越えた時に移転する」とインコタ
ームズで規定されている。
これらの条件について、業務フローパターン洗い出しに

おいては、輸出はCIF契約、輸入はFOBおよびC&F契約
に関し、検討していくこととした。
(3) 輸送手段について
日本から海外への輸出、あるいは海外から日本への輸入

における輸送手段には、｢船舶（在来船、コンテナ船等）｣
や｢航空機｣がある。この輸送手段の違いにより、貨物の流通
経路や貿易取引における発行文書な等には違いが生じる。
しかしながら、海上保険の契約手続きについては、上述

の「8.2.1　(1)荷主－保険会社間の手続き業務について」、
および「8.2.1　(2)貿易条件について」の内容からも輸送手
段の違いによる差異はないと判断できる。
よって、業務フローパターンの洗い出しについては、輸

送手段に依存しない（共通）として整理する。

8.2.28.2.28.2.28.2.2    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルのののの策策策策定定定定
「8.2.1　全体業務フローパターンの洗い出し」のポイン

ト、および後述の「8.2.3　業務モデル毎の分析」の結果か
ら、荷主－保険間での電子化の検討対象とする業務モデルの
策定を行った。
(1) 保険契約手続きについて
海上保険の付保に関する様々な契約形態を調査、分析し、

それらの手続き業務をモデル化すると共に、その手続き業務
の中で荷主と保険会社間で交わされるドキュメントの流れ
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について整理を行った。
さらにそれらの結果について、各業務モデル間で包含で

きる業務フローパターンを見出すことにより、以下の４パタ
ーンを荷主－保険間における電子化の検討対象とする業務
モデルとして策定した。
① 輸出（CIF契約）：包括予定保険に基づく契約
保険証券（保険承認状）を発行しないノンポリシー
契約も含めて考慮。

② 輸出（CIF契約）：個別予定保険に基づく契約
個別保険契約（確定保険契約）を含めて考慮。

③ 輸入（FOB，C&F契約）：包括予定保険に基づく
契約

④ 輸入（FOB，C&F契約）：個別予定保険に基づく
契約

(2) クレーム処理手続きについて
海上保険におけるクレーム処理に関する様々な手続き業

務を調査、分析し、それらの手続き業務をモデル化すると共
に、その手続き業務の中で荷主と保険会社間で交わされるド
キュメントの流れについて整理を行った。
その結果、クレーム処理については、事故の形態や、貨

物の内容、取引相手国、輸送手段等といった様々な状況の相
違により、クレーム処理手続きの中で参照されるドキュメン
トが異なる、あるいは手続きの流れが変わるといった、個別
的要素による影響があり、この中で交わされるドキュメント
の電子化は難しいと考えられるため、検討から除外すること
とした。
ただし、クレーム処理手続きにおいて参照される船積書

類等の各種のドキュメントの中には、他の業務関係で電子化
されたドキュメントが含まれることがあるため、その場合の
影響（証拠としての有効性等）を検討しておくべきと考えら
れる。

8.2.38.2.38.2.38.2.3    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル毎毎毎毎のののの分分分分析析析析
荷主－保険会社間の海上保険における手続き業務につい

て、電子化対象の範囲を見極めることを目的とし、各手続き
業務におけるワークフローと、その中で利用される保険関係
のドキュメントについて、以下の資料を作成した。
(1) 業務フロー
保険契約手続きおよびクレーム処理手続きについて、各

手続きの中で行われている様々な業務形態を調査、分析し、
以下の９パターンの業務フロー「10.11　付録11　業務フロ
ー図（荷主－保険間）」を作成した。
① 保険契約手続き

A 輸出（CIF契約）個別予定保険に基づく契約（個
別保険契約を含む） 3C01-01

B 輸出（CIF 契約）包括予定保険に基づく契約
3C01-02

C 輸出（CIF契約）包括予定保険に基づく契約（ノ
ンポリシー契約を含む） 3C01-03

D 輸入（FOB,C&F契約）個別予定保険に基づく
契約 3C01-04

E 輸入（FOB,C&F契約）包括予定保険に基づく
契約 3C01-05

② クレーム処理手続き
A 輸出（クレーム処理）パターンＡ（輸入業者－

保険会社）3C01-06
B 輸出（クレーム処理）パターンＢ（輸入業者－
輸出業者－保険会社）3C01-07

C 輸入（クレーム処理）パターンＡ（保険会社－
サーベイヤ）3C01-08

D 輸入（クレーム処理）パターンＢ（輸入業者－
サーベイヤ）3C01-09

(2) ドキュメント分析
上記「8.2.3　(1)業務フロー」で作成された、保険契約手

続き、およびクレーム処理手続の９パターンの業務フローの
それぞれについて、各フローの中で作成、流通する保険関係
のドキュメントを整理した。
その際、各ドキュメントを書類の特性、書類のフォーマ

ット、書類の項目、書類の効力、電子化における効果等のポ
イントで、評価基準「10.2　付録２　業務分析表分析基準を
参照」に沿って分析を行い、以下の９パターンの資料「10.12
付録12　業務モデル要件分析表（荷主－保険間業務モデル）
ドキュメント一覧」を作成した。
① 保険契約手続き

A 輸出（CIF契約）個別予定保険に基づく契約（個
別保険契約を含む） 3C02-01

B 輸出（CIF 契約）包括予定保険に基づく契約
3C02-02

C 輸出（CIF契約）包括予定保険に基づく契約（ノ
ンポリシー契約を含む） 3C02-03

D 輸入（FOB,C&F契約）個別予定保険に基づく
契約 3C02-04

E 輸入（FOB,C&F契約）包括予定保険に基づく
契約 3C02-05

② クレーム処理手続き
A 輸出（クレーム処理）パターンＡ（輸入業者－
保険会社） 3C02-06

B 輸出（クレーム処理）パターンＢ（輸入業者－
輸出業者－保険会社） 3C02-07

C 輸入（クレーム処理）パターンＡ（保険会社－
サーベイヤ） 3C02-08

D 輸入（クレーム処理）パターンＢ（輸入業者－
サーベイヤ） 3C02-09

8.2.48.2.48.2.48.2.4    電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類
「8.2.2　業務モデルの策定」および「8.2.3　業務モデル

毎の分析」の結果から、荷主－保険間の電子化対象書類とし
て、以下のとおり選出を行った。
(1) 決定経緯
電子化対象書類については、保険契約手続きで使用され

るドキュメントを対象とし、業務モデルの中で共通的に使用
される、あるいは利用度合いが高いドキュメントを選出した。
① 電子化対象書類一覧

個別予定保険に基づく契約、包括予定保険に基づ
く契約の中から、以下の９つのドキュメントを対象
とした。

  個別予定保険申込書(Application for Provisional Insurance)
· カバーノート(Cover Note)
· 確定通知書(Application for Marine Insurance)
· 保険証券（Insurance Policy）
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· 包括予定保険申込書（Application for Marine
Insurance (Open Policy)）

· 包括予定保険証券（Open Policy）
· 保険承認状（Certificate of Insurance）
· 保険料請求書（Debit Note）
· 保険料明細書（Statement of Premium Due）
なお、H.保険料請求書（Debit Note）については、

月払保険料請求書の役割も含めて検討する。
② 決定経緯
電子化対象書類は業務フローパターンを参考に、保

険契約手続きで利用されるドキュメントの中から選出
することとした。
なお、クレーム処理手続きについては、「8.2.2 (2) ク

レーム処理について」で述べた理由により、電子化対象
の検討から除外するものとした。
保険契約手続きにおける見積処理で作成される書類

は、他文書からの参照性や次処理での引用性が低いと考
えられるため対象外とした。
訂正処理については、訂正を行うドキュメントの差

し替えで対応する場合、またはライダーといった訂正通
知のためのドキュメントを発行する場合がある。いずれ
の場合も、ドキュメント、あるいは手続きの流れとして
は、訂正を行う対象ドキュメントと同じとなるため、契
約手続におけるドキュメントの流れに包含して検討を
行うものとした。
包括予定保険に基づく契約の中で発行されるドキュ

メントである包括予定保険特約書(Open Contract：以下
O/C)は、包括予定保険証券(Open Policy：以下 O/P)に
荷主と保険会社との間で交わされる相互の保険権利義
務の確認文書を加えたドキュメント内容となり、基本は
O/Pと同じであることから、これに包含して検討を行う
ものとした。
これらの事を考慮した結果、上述の「8.2.4　(1)①電

子化対象書類一覧」の９つのドキュメントが選出された。
(2) 電子化対象書類分析結果
電子化対象とした書類について、「8.2.3　(2)ドキュメン

ト分析」でフォーマットの特徴等を詳細に分析することによ
り、ドキュメントに着目した電子化における効果、および検
討課題、問題点といった洗い出しを行った。
① 分析結果について
上述の「(1)　①電子化対象書類一覧」で電子化対象

とした９つのドキュメントのそれぞれについて、書類の
特性、書類のフォーマット、書類の項目、書類の効力、
電子化における効果等を分析し、以下の結果文書「10.13
付録 13　業務モデル要件分析結果（荷主－保険間業務
モデル）」を作成した。

A 個 別 予 定 保 険 申 込 書 (Application for
Provisional Insurance)　3C03-01

B カバーノート（Cover Note） 3C03-02
C 確 定 通 知 書 (Application for Marine

Insurance） 3C03-03
D 保険証券（Insurance Policy） 3C03-04
E 包括予定保険申込書

(Application for Marine Insurance(Open
Policy)） 3C03-05

F 包括予定保険証券（Open Policy） 3C03-06
G 保険承認状（Certificate of Insurance）

3C03-07
H 保険料請求書（Debit Note） 3C03-08
I 保険料明細書（Statement of Premium Due）

3C03-09
② 電子化における効果について
ここまでに行われた業務フローパターンの洗い出し

や、ドキュメントの分析結果等から、保険契約手続き電
子化においては以下のような効果が上がる可能性が考
えられる。
A. インターフェース、操作性の統一、および機能選

択の柔軟性
個別予定保険に基づく契約、包括予定保険に基づ

く契約のそれぞれについて、申込みから請求書発行
までの一連の業務で一般的に使用される９つのドキ
ュメントを電子化し、かつ業界としてのメッセージ
の標準化図ることにより、荷主―保険間の情報交換
のためのインターフェースや操作性を統一化するこ
とが容易となる。
また、業務システムの構築検討といった中で、柔軟に

機能（業務パターン）の選択を行うことができる。
B. 合理的効果
荷主－保険会社の間の契約手続について、以下の

効果が上がる可能性があると考えられる。
a)　書類作成における効果
保険契約手続の一連の流れで作成される書類につ

いて、電子化を行うことにより、関係書類から必要
データの抽出、作成書類への転記といった作業の自
動化を行うことが可能となり、作成された書類の確
認や転記ミスといった修正作業の労力の軽減や効率
化を図ることができる。
b)　保険契約手続きの迅速化
荷主と保険会社の情報の交換にかかる時間や、保

険会社の保険契約の手続業務における申込書から保
険証券(Insurance Policy：以下 I/P)や保険請求書
(Debit Note：以下D/N）の発行にかかる時間につい
て、電子的に情報を伝達することによる短縮が見込
まれ、業務改善を図ることができる。
c)　荷主側の効果
保険契約を行う保険会社毎に異なっていた文書フ

ォーマットについて、統一が図られることにより、
保険申込みや確定通知といった保険会社に対するア
クションの統一を図ることができる。
また、保険契約手続きのシステム化や自動化の検

討が容易となる。

8.2.58.2.58.2.58.2.5    電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる検検検検討討討討課課課課題題題題
ここまで検討してきた荷主－保険会社間のドキュメント

の電子化において、その実現にあたり解決を図らなくてはな
らない、あるいは考慮すべき課題がいくつかある。
以下にその検討課題とその内容について列記する。

(1) 荷主－保険間のみではなく、貿易業務全体の検討課
題

① 申込みにおける本人保証
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電子化後の海上保険の申込みにおける申請者につい
て、申請者が本人であることの確認、保証手段の検討が
必要である。
② 保険契約手続きにおけるデータメッセージの内容

保証
電子化後の手続きで流されるデータについて、その

内容が正しいことの確認、保証手段の検討が必要である。
③ データの訂正の扱い

I/Pなどの訂正には、保険会社が訂正を行わなくても
良いような項目について、保険会社から予め渡された訂
正印を押して、荷主自身が書類を訂正するケースや、訂
正通知書として追約書(Rider,Addendum)が作成される
ケースがある。
これらの訂正処理について、対象となる文書が電子

化された場合のデータの訂正手段についての検討が必
要である。
④ 署名、原本性の扱い
保険関係書類全般における署名（記名捺印）や、文

書データとしての原本性といった確認、保証手段につい
ての検討が必要である。
⑤ 約款、保険条件の扱い

I/P などの書類に刷り込まれている約款や保険条件
について、書類の電子化後にどのように扱うのかの検討
が必要である。
⑥ O/P，O/CおよびI/Pの収入印紙の扱い

O/P，O/Cおよび I/Pの発行に際して必要となる収入
印紙について、書類の電子化後にどのように扱うべきか
の検討が必要である。
⑦ クレーム処理
クレーム処理を行うにあたり、照査や証拠資料とし

て採用される書類が電子化されていた場合の有効性、証
拠能力について、どのように評価すべきかの検討が必要
である。
また、輸出の場合、実際のクレーム処理は海外で保

険会社から委託を受けたクレームエージェントが行う。
このような第三者に、処理の際に必要となる電子化

された書類をどのように提供するかの検討が必要であ
る。

(2) 荷主－保険間に特有の検討課題
① 保険申込みにおける信用状内容の記載
信用状(Letter of Credit：以下L/C)取引において、L/C

に保険条件に関する記載がある場合はそれを文書に記
述しなければならない。
電子化において、L/Cデータをどのように扱うべきか

の検討が必要である。
② 保険代理店の考え方
荷主との保険契約において、保険代理店が介在する

場合、あるいは荷主が保険代理店を兼ねている場合があ
る。
この保険代理店について電子化後の業務における問

題点の有無の調査、検討が必要である。
③ 保険契約におけるInsured Invoiceの扱い
包括予定保険契約を締結している保険会社が、I/Pま

たは保険承認状を発行する代わりに、インボイス
（Invoice：以下 I/V）に「当該インボイス記載の貨物を

カバーしている」旨を証明するスタンプを押印し、これ
をI/Pや保険承認状の代わりする保険付保の方式がある。
この保険付保について電子化後の業務における問題

点の有無の調査、検討が必要である。
④ 保険契約におけるCountersigned Certificate の

扱い
保険会社が包括予定保険契約を締結した契約者に対

し、O/Pで規定された範囲内での引受けに関し、保険承
認状(Certificate of Insurance)を発行することを認める
保険付保の方式がある。
この保険付保について電子化後の業務における問題

点の有無の調査、検討が必要である。
⑤ 輸入通関業務でのD/Nの扱い
輸入者が海上保険契約を行った場合に、日本国内に

おいて関税額算出のための根拠として税関に対して
D/Nを提出する必要がある。

D/N が電子化された場合、税関との手続きにおける
運用について、問題点の有無の調査、検討、ならびに税
関との調整が必要である。

8.38.38.38.3    荷荷荷荷主主主主－－－－運運運運輸輸輸輸間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル
8.3.18.3.18.3.18.3.1    業業業業務務務務フフフフロロロローーーーのののの分分分分類類類類
以下の３つの観点により、業務フローを分類する。

(1) 運送形態
貿易における運送形態は主に「海上輸送」と「航空輸送」

の２つに分けられる。
(2) 輸出と輸入
(3) 直送と混載
利用運送事業者が介在するか否かで業務フローが大きく

分けられる。
① 航空における直送と混載
荷主が航空貨物代理店をとおして、または航空会社

と直接契約し輸送を行うことを「直送」と呼ぶ。
航空機を持たない利用航空運送事業者が、複数の荷

主から小口の貨物を預かって自ら荷主となり、集めた小
口貨物を大口貨物にまとめ航空会社に輸送させること
を「混載」と呼ぶ。
② 海上における直送と混載
利用運送事業者（NVOCC）は、自分で船舶を所有し

ていないが、荷主に対しては運送業者として荷物を引き
受け、船会社を利用して海上輸送を行う。

NVOCCを利用した海上輸送を航空と同様に「混載」
と呼ぶ。NVOCCを介さない場合には「直送」と呼ぶ。

8.3.28.3.28.3.28.3.2    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル毎毎毎毎のののの分分分分析析析析
荷主－運輸間業務の電子化対象範囲を見極めることを目

的とし、各運送形態による業務フローとその中で利用される
書類について分析した結果を以下に示す。
(1) 業務フロー
「8.3.1　業務フローの分類」に基づいて、以下の26この

フローが得られる。
「10.14  付録14　海上貨物フロー、航空貨物フロー（荷

主―運輸間）」を参照。
A 海上貨物直送輸出フロー（荷主－運輸間）船腹
予約　3D01-01
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B 海上貨物直送輸出フロー（荷主－運輸間）運送
依頼／入庫作業　3D01-02

C 海上貨物直送輸出フロー（荷主－運輸間）コン
テナ　3D01-03

D 海上貨物直送輸出フロー（荷主－運輸間）輸出
通関／船積／B/L発行／運賃精算　3D01-04

E 海上貨物直送輸入フロー（荷主－運輸間）通関
指示　3D01-05

F 海上貨物直送輸入フロー（荷主－運輸間）他の
法令　3D01-06

G 海上貨物直送輸入フロー（荷主－運輸間）輸入
申請・許可　3D01-07

H 海上貨物直送輸出フロー（荷主－運輸間）船腹
予約　3D01-08

I 海上貨物混載輸出フロー（荷主－運輸間）運送
依頼／入庫作業　3D01-09

J 海上貨物混載輸出フロー（荷主－運輸間）コン
テナ　3D01-10

K 海上貨物混載輸出フロー（荷主－運輸間）輸出
通関　3D01-11

L 海上貨物混載輸入フロー（荷主－運輸間）通関
指示　3D01-12

M 海上貨物混載輸入フロー（荷主－運輸間）他の
法令　3D01-13

N 海上貨物混載輸入フロー（荷主－運輸間）輸入
申請・許可　3D01-14

O 航空貨物直送輸出フロー（荷主－運輸間）検査
申請　3D01-15

P 航空貨物直送輸出フロー（荷主－運輸間）輸出
通関　3D01-16

Q 航空貨物直送輸出フロー（荷主－運輸間）搬出
処理　3D01-17

R 航空貨物直送輸入フロー（荷主－運輸間）検査
申請　3D01-18

S 航空貨物直送輸入フロー（荷主－運輸間）輸入
通関　3D01-19

T 航空貨物直送輸入フロー（荷主－運輸間）搬出
3D01-20

U 航空貨物混載輸出フロー（荷主－運輸間）検査
申請　3D01-21

V 航空貨物混載輸出フロー（荷主－運輸間）輸出
通関　3D01-22

W 航空貨物混載輸出フロー（荷主－運輸間）搬出
処理　3D01-23

X 航空貨物混載輸入フロー（荷主－運輸間）検査
申請　3D01-24

Y 航空貨物混載輸入フロー（荷主－運輸間）輸入
通関　3D01-25

Z 航空貨物混載輸入フロー（荷主－運輸間）搬出
3D01-26

(2) 書類分析
上記「8.3.2　(1)業務フロー」で作成された８パターンの

業務フローの中で、作成され流通する書類を、書類の特性、
書類のフォーマット、書類の効力、電子化における効果等の
評価基準に沿って分析を行った結果、以下の資料が得られる。

「10.15  付録15　業務モデル要件分析表」
A 海上輸出（荷主－運輸間）業務モデル要件分析
表　搬出　3D02-01

B 海上輸入（荷主－運輸間）業務モデル要件分析
表　3D02-02

C 航空輸出（荷主－運輸間）業務モデル要件分析
表　3D02-03

D 航空輸入（荷主－運輸間）業務モデル要件分析
表　3D02-04

8.3.38.3.38.3.38.3.3    電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類
電子化対象書類については、既EDIシステム(NACCS，

S.C.NET，S.F.NET)において電子化されている書類および
近々にサービスが開始される予定の EDI システム（次期
Sea-NACCS）において電子化される書類に加え、海上では
B/L，SWB, A/N、航空ではAWBを新たに電子化すべき書
類とする。
特に、下記の書類は相互に密接な関連があり電子化の効

果が大きいと期待される。
「10.16  付録 16　業務モデル要件分析結果（荷主―運

輸間業務モデル）」。
A 船荷証券（Bill of Lading：B/L）
海上貨物運送状（Sea Way Bill：SWB）3D03-01

B 航空貨物運送状(Air Way Bill：AWB）3D03-02
C 商業送り状(Commercial Invoice：I/V) 3D03-03
D 梱包明細書（Packing List：P/L） 3D03-04
E 船積依頼書（Shipping Instruction：S/I）D03-05
F 貨物受取書（Dock Receipt：D/R） 3D03-06
G 到着案内（Arrival Notice：A/N） 3D03-07
H 輸入申告書（Import Declaration：I/D）3D03-08
I 輸出申告書(Export Declaration：E/D)3D03-09
J 航空における運賃支払情報、請求書情報

8.3.48.3.48.3.48.3.4    電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる検検検検討討討討課課課課題題題題
荷主－運輸間の書類の電子化を実現するに当たり解決を

図らなくてはならない、あるいは考慮すべき課題を以下に示
す。
(1) 到着予定通知(Arrival Notice of Cargo)の電子化

A/N の電子化は現状ではいくつかの問題を含んでいる。
例えば、A/Nの送付企業名は判っていても、部署名や担当者
名までは判らないという問題がある。本問題は B/L などと
もあわせて検討すべき課題である。
(2) 税関書類
船積書類作成で使用した I/V などには、そのまま通関用

に使えない情報がある。
例えば、品名は I/V では通名を使うことがあるが、通関

用には正式なコード（HSコード）を記載する必要がある。
この処理を標準化できれば汎用性が望め、効果も大きい。

8.48.48.48.4    荷荷荷荷主主主主－－－－荷荷荷荷主主主主間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル
8.4.18.4.18.4.18.4.1    電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる検検検検討討討討課課課課題題題題
荷主－荷主間の業務検討の結果、見積、契約といった業

務については各社の内容が異なり本検討期間内での標準化
は困難であるため、契約成立後の業務とする。
電子化対象書類については、下記の書類は相互に密接な
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関連があり電子化の効果が大きいと期待される。
· 船荷証券（Bill of Lading：B/L）
海上貨物運送状（Sea Way Bill：SWB）

· 航空貨物運送状（Air Way Bill：AWB）
· 商業送り状（Commercial Invoice：I/V）
· 梱包明細書（Packing List：P/L）

· 船積依頼書（Shipping Instruction：S/I）
· 保険証券（Insurance Policg：I/P）

これらの書類は、銀行経由の場合と同じである。ただし
電子化の場合にはタイミングなどの違いが出てくる可能性
があるので注意する必要がある。

9999    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル

貿易金融業務は、８節で検討された二者間8の業務から成
り立つ。
全体業務モデルでは、この各二者間で整理した「電子化

対象書類」にて全体業務が過不足なく運用可能であるか確認
することを目的にしている。その意味で、「業務モデル要件
書」で業務範囲と規定するのは、基本的に各二者間で選定し
た「代表的な業務モデル」および「電子化対象書類」全てで
ある。
当節では、８節で選定された各二者間の「業務モデル」

および「電子化対象書類」をもとに、「電子化対象書類」の
流れの観点から全体業務モデルとして４つの取引に整理し
た。
上記選定基準より規定する業務モデルは、本書に記載さ

れていない取引・書類に関してもガイドできるものであり、
貿易取引に係わる企業間ならびに企業内の事務処理の統一
化、既存システムの統合による作業効率の向上、書類流通に
おけるインターフェースを統一することによる業務の効率
化などが期待されるものである。
以下に「業務モデル要件書」で規定する業務にて、貿易

実務を電子化した際に期待できる効果を「表2-2　電子化に
より期待できる効果」に示す。

表表表表 2222----2222　　　　電電電電子子子子化化化化にににによよよよりりりり期期期期待待待待ででででききききるるるる効効効効果果果果

項　目 内　　　　　容
時間面 ①　書類搬送の迅速化（書類待ちの減少による、輸出入業

務の効率化）
②　統一フォーマット使用による自動転記・照合による作
業時間の短縮化

費用面 ①　自動転記・照合による、書類作成・点検に従事してい
る人員の省力化

②　書類搬送コストの削減
③　ペーパーレス化による材料費および保管スペースの
削減

④　要員教育、育成負担の軽減
労力面 ①　統一フォーマット使用（自動転記・照合）による書類

作成・点検作業の簡素化
②　書類搬送労力の削減

その他 ①　電子情報の一元管理化による、書類管理、重複入力、
点検回数、二重保管の削減

②　書類搬送によるリスク（書類の紛失等）の軽減
③　企業間情報共有に基づく、書類内容確認・訂正作業の
削減、進捗確認の容易化による企業内作業負荷の平準
等

                                                     
8：荷主－銀行（銀行－銀行）、荷主－保険、荷主－運輸（荷主－
荷主）尚、以降で「二者間」と記述する部分は、全て当内容のこ
とを示す。

9.19.19.19.1    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルフフフフロロロローーーー
9.1.19.1.19.1.19.1.1    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルフフフフロロロローーーーのののの対対対対象象象象取取取取引引引引とととと策策策策定定定定

のののの経経経経緯緯緯緯
全体業務モデルフローの対象取引およびその策定経緯を

以降に示す。

9.1.29.1.29.1.29.1.2    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルフフフフロロロローーーー対対対対象象象象取取取取引引引引
二者間業務モデルフローにおいて策定した「電子化対象

書類」が、貿易実務全体を通して考えたときに過不足してい
ないか確認するために、今回の全体業務モデルフローでは、
２パターン４取引を一例として整理した。
「表2-3　全体業務モデルフロー（対象取引パターン）」に
示す。
　この２パターン４取引は、「電子化対象書類」の流れの観
点から二者間の各々の取引を利用し、貿易業務を一連の処
理として実施可能な業務モデルである。
なお、あくまでも今回の対象範囲は二者間業務モデルで

策定した「電子化対象書類」である。

表表表表 2222----3333　　　　全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルフフフフロロロローーーー（（（（対対対対象象象象取取取取引引引引パパパパタタタターーーーンンンン））））

項　目
荷主－
銀行

銀行―
銀行

荷主―保険 荷主―運輸9 荷主―荷
主

輸出
取引

Ｌ／Ｃ
取引

Ｌ／Ｃ
取引

包括予定保険に
基づく契約

海上、直送パ
タ
ー
ン
Ⅰ
輸入
取引

〃 〃 〃 〃

輸出
取引

Ｄ／Ｐ
取引

Ｄ／Ｐ
取引

個別予定保険に
基づく契約

航空、混載
パ
タ
ー
ン
Ⅱ輸入
取引

〃 〃 〃 〃

基本的に荷
主－銀行間
で電子化さ
れるものが
対象となる
10

9.1.39.1.39.1.39.1.3    策策策策定定定定のののの経経経経緯緯緯緯
以下選定基準のもとに策定を実施した。

(1) 選定の基準
① 「電子化対象書類」の流れの観点
各二者間にて選定した業務モデルおよび「電子化対

象書類」（「８　二者間業務モデル」参照）を「電子化
対象書類」の流れの観点から貿易業務の輸出から輸入ま
でを一連の処理として業務が実施できるよう繋げる（全

                                                     
9：通関業務は今後の整理課題であり、NACCSを中心として必要書
類を整理の上、電子化対象書類について他業務（保険、銀行）と
の整合性（連携）がとれるかを確認する。
10：送金による決済時の船積（買取）書類については、銀行経由
（L/C決済等）の方法の検討結果をもって、それに準ずることで
問題がないか確認していく。
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体業務モデルフロー策定時に整理した、各二者間での検
討状況表を参考として「10.17　付録17　二者間分析状
況表」に示す）。
各二者間の検討は、以下の観点から実施された。
・ 基本的に書類の流れの観点から、複数の取引（契約）
形態から代表的なモデルとなる取引（契約）形態を
策定。
・ 策定された取引（契約）形態に対し、フローの整理・
分析を実施し、電子化対象とすべき書類を策定）。

② 二者間での「代表的な業務モデル」選択・共通化
各二者間毎に選定した幾つかの「代表的な業務モデ

ル」に対し、各二者間内で「電子化対象書類」の流れと
いう観点から、さらに共通化できるものがあれば集約す
る。
例：荷主－運輸間では、二者間で整理した「電子化
対象書類」にて全体業務が過不足なく運用可能
であるか確認することを目的に、二者間の検討
時に整理した８取引11を全体業務モデルとして
４取引12に集約した。

9.1.49.1.49.1.49.1.4    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル概概概概略略略略フフフフロロロローーーー
「9.1.1　表 2-3　全体業務モデルフロー（対象取引パタ

ーン）」にあげた２パターン４取引各々に対し、全体業務モ
デルとして概略フローを以降に示す。

9.1.4.19.1.4.19.1.4.19.1.4.1    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル概概概概略略略略フフフフロロロローーーーのののの目目目目的的的的
以下を目的に全体業務モデルとして選択した各二者間の

取引のフローを集約する。
(1)　貿易金融実務における全体業務モデルの概要を整理・
把握する。

(2)　既存ネットワークを含め、電子化対象処理を明確化す
る。

(3)　全体業務モデルにおいて「電子化対象書類」（「10.19
付録 19　全体業務モデル電子化対象書類一覧」参照）
が生成されるタイミングを明確化にすることで、書類
の流れを把握できるようにする。

9.1.4.29.1.4.29.1.4.29.1.4.2    全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル概概概概略略略略フフフフロロロローーーー
「9.1.4.1　全体業務モデルフローの目的」に基づき、全

体業務モデル概略フローを作成した（「10.18　付録18　全
体業務モデルフロー」を参照）。

9.29.29.29.2    電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類一一一一覧覧覧覧
電子化対象書類一覧およびその策定経緯を以降に示す。

9.2.19.2.19.2.19.2.1    電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類一一一一覧覧覧覧
全体業務モデルにて対象にした電子化対象書類を各二者

間の取引毎に示す（「10.19　付録19　全体業務モデル　電
子化対象書類一覧」を参照）。

9.2.29.2.29.2.29.2.2    策策策策定定定定のののの経経経経緯緯緯緯

                                                     
11：海上直送輸出、海上混載輸出、航空直送輸出、航空混載輸出
海上直送輸入、海上混載輸入、航空直送輸入、航空混載輸出
12：海上直送輸出、海上直送輸入、航空混載輸出、航空混載輸出

各２者間にて電子化対象とした書類を、9.1.2の「表2-3　全
体業務モデルフロー（対象取引パターン）」上にて、一連の
業務として処理が実施できるように、各二者間にて選択され
た電子化対象書類から過不足を確認し、追加削除することで
整理した。

9.2.39.2.39.2.39.2.3    電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる課課課課題題題題
８節の各二者間にて「検討・抽出」された検討課題につ

いて、以下の観点から整理した結果を「表2.4　電子化にお
ける検討課題」に示す。「表2-4　電子化における検討課題」
で示した課題のうち、電子化に伴う基本的な課題については
表中の備考欄に示す本ガイドラインの各編（運用ガイドライ
ン、認証・公証ガイドライン、通信基盤ガイドライン、EDI
プロトコルガイドライン）で記述している。
なお、未記入の課題については、具体的な解決方法につ

いて今後検討する必要があると考える。
(1) 分類（関連事項）
　関連する事項について、以下の区分にて分類。
①　全体　：全参加者に関連する事項
②　書類毎：特定書類に関連する事項
③　取引毎：特定取引に関連する事項

(2) 関連業態
　二者間もしくは全業態（各二者間すべて）のどの業態に
係わる事項か、以下の区分にて分類。
①　全業態：各二者間全てに関連する事項
②　二者間：荷主－銀行（銀行－銀行）、荷主－保険、
荷主－運輸（荷主－荷主）

の各々いずれかに関連する事項
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表表表表 2222----4444　　　　電電電電子子子子化化化化ににににおおおおけけけけるるるる検検検検討討討討課課課課題題題題

№ 分類 関係業務 タイトル 内　　　容 対象書類 備考
1 全体 全業態 本人確認 現状では、届出の署名または捺印をもとにした本人確認を実施。

電子化後の本人確認についての検討が必要。書類接受の際の本
人確認については、｢皆で定めたルールにより承認されたユーザ
は本人であると認識する｣こととする。

A/P、買取書
類、保険申込
書関係書類

運用ガイドライ
ン、認証・公証ガ
イドライン

2 全体 全業態 原本性 ①　書類の原本性および保証方法の検討要
②　原本を複数発行している書類の電子化後の運用について

書類全般 運用ガイドライ
ン、認証・公証ガ
イドライン

3 全体 全業態 電子署名
電子捺印

①　相手方との取引が紙である場合、その紙状の電子署名・認
証機関の証明等が、相手国に許容されるのか？
②　電子署名や電子捺印に関する国内および海外での有効性の
立証

B/E,A/P,L/C,
I/V,P/L,B/L,
S/C,I/P,C/O

運用ガイドライ
ン、認証・公証ガ
イドライン

4 全体 全業態 移転管理 関連者の多さによる書類移転管理の煩雑化 P/L、I/V 運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ､認
証・公証ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

5 全体 全業態 電子化後の約款の取
扱い

①　大量のデータ量をどのように電子化するか（電子的書類の
各々に記載する必要性の有無、記載不要とした場合の約款情
報の参照・確認方法）。
②　信憑性

B/L、I/P等

6 全体 全業態 書類の授受確認 書類の授受確認については、単なるメッセージの到達確認だけ
ではなく、｢ビジネス情報｣による確認が必要であり、それに基
づき権利移転等の処理が行われるべきである。

買取書類 運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ､認
証・公証ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ､
EDI ﾌﾟﾛﾄｺﾙｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ

7 全体 全業態 トレース機能 書類および処理のトレース機能 買取書類 EDI ﾌﾟﾛﾄｺﾙｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ

8 全体 全業態 既存システム 既存システム部分の両論併記について --------

9 全体 全業態 送金処理 送金による決済時の船積書類（買取書類）については、銀行経
由（L/C決済等）での検討結果をもって、それに準ずることで
問題がないか確認していく。

船積書類
全般

10 全体 全業態 電子化書類およびそ
の取扱いルールの法
的位置づけ

電子化された書類を正当な書類として扱うための法的根拠を明
確にする必要がある。

B/L、銀行関
連書類、他

11 取引毎 全業態 通関業務 NACCSを中心として必要書類を整理の上、電子化対象書類に
ついて、他業務（保険、銀行）との整合性（連携）がとれるか
を確認する。

通関関連
書類

12 取引毎 全業態 通関書類のデータ項
目

船積書類と通関書類で同一書類でありながら異なるデータを持
つ書類の標準化

通関関連
書類

13 取引毎 銀行―銀行 買取書類管理 一体化したものとしての管理が必要（移転管理）。 買取書類

14 取引毎 銀行―銀行 複数の買取書類 B/Lやインボイスなどがひとつの買取書類に複数含まれるケー
ス（L/C条件等による）への対応も必要。

買取書類

15 取引毎 銀行―銀行 書類の送付 現在、書類の送付に時間がかかるため、輸出地の銀行から、輸
入地の銀行および輸入者指定の海貨業者への書類の送付をして
いるケースへの対応。

買取書類

16 取引毎 銀行―銀行
(荷主―銀行)

書類の引渡し 輸入者の承諾を得た後、書類引渡しを行うケースへの対応。 買取書類

17 取引毎 荷主―保険 保険代理店について 荷主との契約に際し、保険代理店が介在する。あるいは、荷主
が保険代理店を兼ねている場合の電子化対応後の位置づけ、手
続き面での考え方といった整理が必要。

--------

18 書類毎 全業態 航空貨物
運送状

①　ワルソー条約モントリオール議定書第４議定書の国内法制
度化
②　AWBの電子化が国会で正式に批准されるのか(現在、書面
での保存義務あり)
③　B/Lとは経由するルートが異なる

AWB

19 書類毎 全業態 信用状を電子化する
場合の業務的検討事
項

①　L/C買取時の為替手形の扱い(手形の電子化)
②　S.W.I.F.T.との係り(データの連携等)
③　銀行業務との連携（残高管理等）
④　１取引に対し、複数通のL/Cを組み合わせて使用する場合
がある。
⑤　損害賠償責任の扱い

L/C
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№ 分類 関係業務 タイトル 内　　　容 対象書類 備考
20 書類毎 全業態 為替手形の電子化 荷為替手形を電子化対象にするか否か。

①　法制度面、
②　原本性の保証面
③　裏書情報の管理
④　収入印紙の扱い

B/E

21 書類毎 全業態 Insured Invoiceの扱
い

I/Vに保険証券(I/P)の役割を持たせるケースの電子化後の考慮
について検討が必要。

I/V

22 書類毎 全業態 Certificateの電子化 各種用途に利用される証明書の総称であり、フォーマットなど
は、任意もしくは多数存在すると予測されるため、書類の調査
後、対象範囲を絞るなどの検討が必要。

Certificate

23 書類毎 全業態 保険申込みにおける
L/C内容の記載につ
いて

L/C取引において、L/Cに保険条項に関する記載がある場合の
電子化後のデータに対する取込等の検討が必要。

L/C、保険申
込書関係書類

24 書類毎 全業態 C/Oの電子化 電子化に際しては各商工会議所にて標準化の動きがあるため、
商工会議所との調整が必要。

C/O

25 書類毎 全業態 関税送り状 輸入地側の税関に対して、輸出品目･税率等の情報を提供するこ
とを目的として発行される文書。買取書類ではなく、直接輸入
地へ送付される。

I/V（C/O）

26 書類毎 全業態 領事送り状 相手国によっては、自国の領事館において輸出の承認を得なけ
ればならない場合がある。その際領事館に対して発行された領
事送り状は、領事の承認を得た後、買取書類の一つとして流通
する。

I/V（C/O）

27 書類毎 荷主－銀行 L/Cの電子化 L/Cに関して、以下の点について国際商工会議所の判断・解釈
が必要
①　「電子L/C」がL/Cとなりうるか。
②　「電子書類」が統一規則(UCP 500)上の「書類」に該当す
るか。

L/C

28 書類毎 荷主ー銀行 船荷証券を電子化す
る場合の業務的検討
事項

クーリングオフ（Ｌ/Ｇの取り扱い？） B/L

29 書類毎 荷主―保険 荷主による訂正印の
押印での書類の訂正
について

保険会社が訂正を行わなくても良いような項目について、保険
会社から予め渡された訂正印を押して書類の訂正するケース
の、電子化対応について検討が必要。

荷主に渡る保
険関係書類

30 書類毎 荷主―保険 CountersingedCertifi
cate の扱い

荷主自身が保険証券(I/P)を発行するケースの電子化後の考慮に
ついて検討が必要。

I/V

31 書類毎 荷主―保険 Rider、Addendumの
扱い

訂正通知書として用いられているRider,　Addendumについて、
対象となる文書が電子化された場合の扱いについての検討が必
要。

Rider、
Addendum

32 書類毎 荷主―保険 クレーム処理 保険におけるクレーム処理に使用される関係書類について、電
子データとして受け取った場合の有効性についての検討が必
要。

ｸﾚｰﾑ処理に関
係し､かつ電
子化対象書類
全般

33 書類毎 荷主―運輸 海上輸送における到
着予定通知（A/N）

①　到着予定通知は輸入における様々な業務の出発点となる。
②　在庫管理等の業務、運賃情報等の社内システムと連携でき
ることを考慮した上での電子化の検討が必要。
③　A/Nの宛先　現状、A/Nの送付企業名は分かっていても、
部署名や担当者名までは分からない。本問題はB/Lなどとも
あわせて検討すべき課題である。

A/N

34 書類毎 荷主―運輸 ドック･レシート 次期Sea-NACCSで対応予定13 D/R

                                                     
13：次期 Sea-NACCS での電子化範囲(通関用 D/R のみ、もしくは B/L の元となる D/R まで含まれるのか）および当該システムと次期
Sea-NACCSとの整合性などの検討が必要。
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10101010    付付付付録録録録資資資資料料料料

10.110.110.110.1    付付付付録録録録１１１１　　　　業業業業務務務務フフフフロロロローーーー図図図図規規規規定定定定フフフフォォォォーーーーママママッッッットトトト
10.1.110.1.110.1.110.1.1    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（　　　　　　　　－－－－　　　　　　　　間間間間））））1111Z01Z01Z01Z01----00001111

国　　　　内 海　　　外
荷　　主
（輸出業者）

通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 輸入業者

例）
契
約

<コメント>

１）売買契約例）
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10.1.210.1.210.1.210.1.2    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（　　　　　　　　－－－－　　　　　　　　間間間間））））1111Z01Z01Z01Z01----00002222

国　　　　内 海　　　　外
荷　　主
（輸入業者）

発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 輸出業者

<コメント>
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10.1.310.1.310.1.310.1.3    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（　　　　　　　　－－－－　　　　　　　　間間間間））））1111Z01Z01Z01Z01----00003333

国　　　　内 海　　　外
荷　　主
（輸出業者）

通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 航空混載
業者

TACT等 通関業者 税関 航空会社 発行銀行 輸入業者

<コメント>
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10.1.410.1.410.1.410.1.4    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（　　　　　　　　－－－－　　　　　　　　間間間間））））1111Z01Z01Z01Z01----00004444

国　　　　内 海　　　外
荷　　　主
（輸入業者）

発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 混載業者 TACT 通関業者 税関 航空会社 買取銀行 通知銀行 輸出業者

<コメント>
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10.210.210.210.2    付付付付録録録録２２２２　　　　業業業業務務務務分分分分析析析析表表表表　　　　分分分分析析析析基基基基準準準準
10.2.110.2.110.2.110.2.1    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表　　　　分分分分析析析析項項項項目目目目記記記記述述述述基基基基準準準準　　　　1111Z0Z0Z0Z02222----00001111

流通性 ○ 輸出入の両サイドに渡り流通
△ 輸出者サイド、または輸入者サイドのみで三者以上
× 二者間のみ（あるいは流通しない）

発行部数 数 発行される枚数（原本、コピーなどの合計）
不特定複数の場合は、"N"
（例）２－Ｎ …２枚以上の複数枚

必要性 ○ 文書として必ず必要
× 文書として場合により必要

転記項目 ○ ２種類以上の他文書からの転記が有る
△ 他文書からの転記項目が有る
× 他文書からの転記項目は無し

唯一性 ○ 流通は三者以上であり、原本のみ可能
△ 流通は二者間のみで、原本のみ可能

１．書類の特性

× 流通はコピーで可能
国際規約 ○ 業界標準が規定されている（定型フォーマットがある場合も含む）

△ 内容のガイドラインのみ
× 無し

国内規約 ○ 業界標準が規定されている（定型フォーマットがある場合も含む）
△ 内容のガイドラインのみ
× 無し

民間規約 ○ 企業毎で規定されている
× 無し

任意 ○ 相手企業に関係なく文書発行元が共通フォーマットを規定
× 無し（フリーフォーマット）

２．書類のフォーマット

権利義務 ○ 荷物、お金の権利義務が、文書所持者に伴う（裏書き含む）
× 無し

所有権 ○ 第三者の内容証明、および文書送付先の受領確認が必要
△ 文書送付先の受領確認が必要
× 無し

捺印 ○ 必須
△ 省略可能
× 無し

署名 ○ 必須
△ 省略可能

３．書類の効力

× 無し
時間面 ○ 効果大

△ 効果小
× 無し（逆効果も含む）

費用面 ○ 効果大
△ 効果小
× 無し（逆効果も含む）

労力面 ○ 効果大
△ 効果小

４．電子化における効果

× 無し（逆効果も含む）
Ａ ＥＤＩ化は「法規制面」「技術面」等で難しい問題有り（回避困難?）
Ｂ ＥＤＩ化は「法規制面」「技術面」等で検討課題有り

５．問題点

Ｃ 問題なし
６．その他 備考等
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10.310.310.310.3    付付付付録録録録３３３３　　　　業業業業務務務務分分分分析析析析表表表表規規規規定定定定フフフフォォォォーーーーママママッッッットトトト
10.3.110.3.110.3.110.3.1    貿貿貿貿易易易易実実実実務務務務分分分分析析析析表表表表　　　　1Z01Z01Z01Z03-3-3-3-00001111

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果 ５．その他トランザクション 書類
流通性 発行

部数
必要性 転機項目 唯一性 国際

規約
国内
規約

民間
規約

任意 権利
義務

所有権
管理

捺　印 署　名 時間的
効果

費用効果 労力的
効果

例）保険申込 保険申込書 × 1 △ ○ ○ × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○

<コメント欄>
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10.410.410.410.4    付付付付録録録録４４４４　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析結結結結果果果果規規規規定定定定フフフフォォォォーーーーママママッッッットトトト
10.4.110.4.110.4.110.4.1    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析結結結結果果果果（（（（　　　　　　　　　　　　－－－－　　　　　　　　間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル））））1111Z0Z0Z0Z04-4-4-4-01010101
1. 書籍の特性

2. 書籍のフォーマット

3. 書籍の効力

4. 電子化における効果

5. 問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）

6. その他
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10.510.510.510.5    付付付付録録録録５５５５　　　　海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））
10.5.110.5.110.5.110.5.1    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））全全全全体体体体図図図図【【【【LLLL////CCCC取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-0-0-0-01111

荷主（輸出業者） 通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 輸入業者
（仕向銀行） （取立銀行）

着船通知

注：買取依頼時には、通産省に対して輸出手形保険を依頼することもある。
・網掛けは、荷主―銀行間の処理対象
・取立の場合は、発行銀行より買取銀行が資金受領後、取立代金を輸出業者に入金する。

国　内 海　外

契
約

信
用
状
開
設

通
関
／
荷
受
け

出
荷
準船
備積
かみ
らま
　で

入
荷
準
備

船
積
書
類
買
取

決
済

売買契約

①　L/C開設

②　為替買予約

出荷準備／書類作成／通関／船積み

③　為替売予約

入荷準備

④　手形振出し／買取依頼

ﾁｪｯｸ

船積書類送付

⑤　支払い／書類渡
し

着船 A/N

通関／荷受け

L/C

代り金入金

立替代金送金
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10.5.210.5.210.5.210.5.2    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））信信信信用用用用状状状状開開開開設設設設／／／／為為為為替替替替売売売売買買買買予予予予約約約約【【【【LLLL////CCCC取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA01010101-0-0-0-02222

荷主（輸出業者） 通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 輸入業者
（仕向銀行） （取立銀行）

<コメント>
・①信用状開設における３)、６)、12)については、処理が前後する可能性があり、確認が必要です。
・為替予約をせずに、当日のレートにて為替を組む場合は②、③はありません。

③
為
替
売
予
約

国　内 海　外

①
信
用
状
開
設

②
為
替
買
予
約

yes

1）L/C発行要求

2）L/C開設依頼

3）L/C発行3）L/C発行4）L/C到着通知

5-1）修正依頼

5-2）ｱﾒﾝﾄﾞ
発行依頼

5-3)ｱﾒﾝﾄﾞ
発行

アメンド

L/C

為替予約

為替予約

5）
確認

no

5-6）アメンド同意／不同意通知

5-4）アメンド
到着通知

5-1）へ

確認yes

修正

no

要

不
要

5-5）アメンド
同意／不同意

5-7）アメンド
不同意通知
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10.5.310.5.310.5.310.5.3    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））買買買買取取取取依依依依頼頼頼頼／／／／取取取取立立立立依依依依頼頼頼頼【【【【LLLL////CCCC取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-0-0-0-03333

荷主（輸出業者） 通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 輸入業者
（仕向銀行） （取立銀行）

<コメント>
※１：与信判断をクリアしたのちに、４）チェック処理に至る。
※２：信用状の条件と各書類（手形  書類の訂正が可能な場合  ① 書類発行者が訂正して、4）へ（たとえば、保険関連書類の場合、輸出者が保険業者に依頼して訂正）
　　　や船積書類等）にディスクレ  書類の訂正が不可能な場合 ＬＧ差し入れ  ② 輸出者(輸出業者)は買取銀行に対してL/Gを差入れ、4）へ
　　　があった場合に、右記対応と ケーブルネゴ  ③ 買取銀行は発行銀行に対してディスクレの内容を説明し、発行銀行の確認を電信にて取り付け、5）へ
　　　なる。 B/C扱い  ④ 輸出者は手形の取立を依頼する。
注：買取依頼時には、通産省に対して輸出手形保険を依頼することもある。

④-2
取
立
依
頼

④-1
為
替
手
形
振
出
し
／
買
取
依
頼

国　内 海　外

7）船積書類・為替手形送付

1）為替手形
振出し

船積書類

3）買取依頼

4)
ﾁｪｯｸ

yes
5）代り金入金

no

(コメント欄　※※※※２ ２ ２ ２ へ)

1）為替手形
振出し

船積書類

3）取立依頼

4)
ﾁｪｯｸ

yes

6）船積書類･為替手形送付

no

（支払い／書類引渡し）
7-1）送金

2）買取依頼
  書提示

6）カバー
レター作成

（　立替代金送金　）

2）取立依頼
　書提示

5）カバー
レター作成

7-2)取立入金

※※※※１１１１

(コメント欄　※※※※２ ２ ２ ２ へ)
※※※※１１１１
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10.5.410.5.410.5.410.5.4    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））支支支支払払払払／／／／書書書書類類類類渡渡渡渡しししし【【【【LLLL////CCCC取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-0-0-0-04444

荷主（輸出業者） 通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 輸入業者
（仕向銀行） （取立銀行）

⑤
支
払
い
／
書
類
渡
し

<コメント>
・５）支払いには、他に輸入金融（T/R等）を受ける場合、保証状（L/G)を差入れる場合などがある。
　①支払い 代金の支払いと引き換えに船積書類を受取る。
　②輸入金融(T/R等)代金の支払いをする前に船積書類を受け取り、後日支払う。荷物を借り受けている状態なので、担保とする手形が必要。
　③保証状差入れ 船積書類到着前に荷物が到着してしまった時、銀行の連帯保証の保証状を船会社に差入れることにより、荷物を受取る。

注：買取依頼時には、通産省に対して輸出手形保険を依頼することもある。
　①２）ﾁｪｯｸでyesの場合、３）書類到着通知を発行すると共に、買取銀行に代金を送金する。
　②４）ﾁｪｯｸでyesの場合、発行銀行が輸入者のアクセプトを確認してから買取銀行に代金を送金する。
　③５）支払い後に買取銀行に代金が送金される場合もある。

国　内 海　外

１）船積書類・為替手形送付

2）
ﾁｪｯｸ

4）
ﾁｪｯｸ

no3-1）支払い拒絶通知(First Presentation Unpaid )
3-2）書類到着通知
(ディスクレ通知)

5-1）支払い拒絶 no

3）書類到着通知

yes

yes

5）支払い

6）書類渡し

7）受領

船積
書類

着船
8）着船通知

通関／荷受け

3-3）支払い拒絶通知

(交渉)

5-2）支払い拒絶通知5-3）支払い拒絶通知
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10.5.510.5.510.5.510.5.5    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――銀銀銀銀行行行行間間間間））））全全全全体体体体図図図図【【【【LLLL////CCCC取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-0-0-0-05555

荷主（輸入業者） 発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 輸出業者
（取立銀行） （仕向銀行）

着船通知

注：買取依頼時には、通産省に対して輸出手形保険を依頼することもある。
・網掛けは、荷主―銀行間の処理対象
・取立の場合は、発行銀行より買取銀行が資金受領後、取立代金を輸出業者に入金する。

通
関
／
荷
受
け

出
荷
準船
備積
かみ
らま
　で

入
荷
準
備

船
積
書
類
買
取

決
済

国　内 海　外

契
約

信
用
状
開
設

通関／荷受け

売買契約

①　L/C開設

②　為替買予約

出荷準備／書類作成／通関／船積み

③　為替売予約

入荷準備

④　手形振出し／買取依頼

船積書類送付

ﾁｪｯｸ

着船A/N

⑤　支払い／書類渡し

L/C

立替代金送金

代り金入金
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10.5.610.5.610.5.610.5.6    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））信信信信用用用用状状状状開開開開設設設設／／／／為為為為替替替替売売売売買買買買予予予予約約約約【【【【LLLL////CCCC取取取取引引引引】】】】　　　　3A3A3A3A00001111----00006666

荷主（輸入業者） 発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 輸出業者
（取立銀行） （仕向銀行）

<コメント>
・①信用状開設における３)、６)、12)については、処理が前後する可能性があり、確認が必要です。
・為替予約をせずに、当日のレートにて為替を組む場合は②、③はありません。

③
為
替
売
予
約

国　内 海　外

①
信
用
状
開
設

②
為
替
買
予
約

1）L/C発行要求

2）L/C開設依頼

3）L/C発行
3）L/C発行

5-1）修正依頼

5-2）ｱﾒﾝﾄﾞ
発行依頼

5-3)ｱﾒﾝﾄﾞ
発行

アメンド

L/C

為替予約

為替予約

4）L/C到着通知

5）
確認

no

5-4）アメンド
到着通知

5-1）へ

確認 yes

修正

no

要

yes

5-5）アメンド
同意／不同意

5-6）アメンド同意／不同意通知
5-7）アメンド
不同意通知

不
要
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10.5.710.5.710.5.710.5.7    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））買買買買取取取取依依依依頼頼頼頼／／／／取取取取立立立立依依依依頼頼頼頼【【【【LLLL////CCCC取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-0-0-0-07777

荷主（輸入業者） 発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 輸出業者
（取立銀行） （仕向銀行）

<コメント>
※１：与信判断をクリアしたのちに、４）チェック処理に至る。
※２：信用状の条件と各書類（手形  書類の訂正が可能な場合  ① 書類発行者が訂正して、4）へ（たとえば、保険関連書類の場合、輸出者が保険業者に依頼して訂正）
　　　や船積書類等）にディスクレ  書類の訂正が不可能な場ＬＧ差し入れ ② 輸出者(輸出業者)は買取銀行に対してL/Gを差入れ、4）へ
　　　があった場合に、右記対応と ケーブルネゴ ③ 買取銀行は発行銀行に対してディスクレの内容を説明し、発行銀行の確認を電信にて取り付け、5）へ
　　　なる。 B/C扱い  ④ 輸出者は手形の取立を依頼する。

④-2
取
立
依
頼

④-1
為
替
手
形
振
出
し
／
買
取
依
頼

国　内 海　外

7-1）送金 ７-2)取立入金

7）船積書類付・為替手形送付

6）船積書類･為替手形送付

（支払い／書類引渡し）

（　立替代金送金　）

6）カバー
レター作成

5）代り金入金

(コメント欄　※※※※２ ２ ２ ２ へ)

1）為替手形
振出し

船積書類

2）買取依頼
  書提示

(コメント欄　※※※※２ ２ ２ ２ へ)

1）為替手形
振出し

船積書類

2）買取依頼
  書提示

3）取立依頼

yes

no 4)
ﾁｪｯｸ

※※※※１１１１

5）カバー
レター作成

3）取立依頼

yes

no 4)
ﾁｪｯｸ

※※※※１１１１
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10.5.810.5.810.5.810.5.8    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））支支支支払払払払／／／／書書書書類類類類渡渡渡渡しししし【【【【LLLL////CCCC取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-0-0-0-08888

荷主（輸入業者） 発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 輸出業者
（取立銀行） （仕向銀行）

⑤
支
払
い
／
書
類
渡
し

<コメント>
・５）支払いには、他に輸入金融（T/R等）を受ける場合、保証状（L/G)を差入れる場合などがある。
　①支払い 代金の支払いと引き換えに船積書類を受取る。
　②輸入金融(T/R等) 代金の支払いをする前に船積書類を受け取り、後日支払う。荷物を借り受けている状態なので、担保とする手形が必要。
　③保証状差入れ 船積書類到着前に荷物が到着してしまった時、銀行の連帯保証の保証状を船会社に差入れることにより、荷物を受取る。

注：買取依頼時には、通産省に対して輸出手形保険を依頼することもある。
　①２）ﾁｪｯｸでyesの場合、３）書類到着通知を発行すると共に、買取銀行に代金を送金する。
　②４）ﾁｪｯｸでyesの場合、発行銀行が輸入者のアクセプトを確認してから買取銀行に代金を送金する。
　③５）支払い後に買取銀行に代金が送金される場合もある。

国　内 海　外

3-3）支払い拒絶通知

1）船積書類・為替手形送付

no

5-2）支払い拒絶通知

3-2）書類到着通知
(ディスクレ通知)

5-1）支払い拒絶no

2）
ﾁｪｯｸ

3）書類到着通知

4）
ﾁｪｯｸ

yes

yes

5）支払い

6）書類渡し

7）受領

着船

船積
書類

8）着船通知

通関／荷受け

(交渉)

3-1）支払い拒絶通知(First Presentation Unpaid )
5-3）支払い拒絶通知
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10.5.910.5.910.5.910.5.9    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））全全全全体体体体図図図図【【【【DDDD////PPPP取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-0-0-0-09999

荷主（輸出業者） 通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 取立銀行 輸入業者
（仕向銀行） （被仕向銀行）

　　　         　為替買予約

　　　為替売予約

＜コメント＞
･当日のレートにて為替を組まない場合は、船積までに為替予約を必要とする。
・取立の場合は、取立（被仕向）銀行より仕向銀行が資金受領後、取立代金を輸出業者に入金する。

海　外

契
約

出
荷
準
船
備
積
か

国　内

入
荷
準
備

通
関
／
荷
受
け

船
積
書
類
買
取

決
済

売買契約

出荷準備／書類作成／通関／船積み

入荷準備

①　手形振出し／買取依頼

船積書類送付

②　支払い／
書類渡し

通関／荷受け

立替代金送金

ﾁｪｯｸ
代り金入金
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10.5.1010.5.1010.5.1010.5.10    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））買買買買取取取取依依依依頼頼頼頼／／／／取取取取立立立立依依依依頼頼頼頼【【【【DDDD////PPPP取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-1-1-1-10000

荷主（輸出業者） 通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 取立銀行 輸入業者
（仕向銀行） （被仕向銀行）

＜コメント＞
買取（割引）依頼時には、通産省に対して輸出手形保険を依頼することもある。

国　内 海　外

①-1
　　
買
取
依
頼

①-2
取
立
依
頼

１）為替手形
  振出し

船積書類

３)買取(割引)依頼 ４)
ﾁｪｯｸ

yes

7）船積書類･為替手形送付

no

5）代り金入金

（支払い／書類引渡し）

（送金）

４-1）訂正要求

４-2）買取(割引)
依頼

3）取立依頼

6）船積書類･為替手形送付

7-2）取立入金

（支払い／書類引渡し）

２）買 取  (割 引 )
   依頼 書 提 示

１)為替手形
 振出し

船積書類

２） 取 立依
頼

４)
ﾁｪｯｸ

yes

no

４-1）訂正要求

４-2）取立依頼

6）ｶﾊ゙ ﾚーﾀー
   作 成

5）ｶﾊ゙ ﾚーﾀー
   作 成

7-1）送金
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10.5.1110.5.1110.5.1110.5.11    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））支支支支払払払払／／／／書書書書類類類類渡渡渡渡しししし【【【【DDDD////PPPP取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-1-1-1-11111

荷主（輸出業者） 通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 取立銀行 輸入業者
（仕向銀行） （被仕向銀行）

＜コメント＞

国　内 海　外

②
支
払
い
／
書
類
渡
し
∧
支
払
い
∨

１）船積書類、為替手形送付 2）書類到着通知

５）送金 ４）支払い

６）書類渡し 船積
書類

７）受領

通関／荷受け

3)ﾁｪｯ
ｸ

yes

no
4-2）支払い拒絶通知4-3）支払い拒絶通知 4-1）支払い拒絶通知
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10.5.1210.5.1210.5.1210.5.12    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））全全全全体体体体図図図図【【【【DDDD////PPPP取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-1-1-1-12222

輸入業者 　　　　取立銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 輸出業者
           （被仕向銀行） （仕向銀行）

　　　　　為替売予約

入
荷
準
備

通
関
／
荷
受
け

船
積
書
類
買
取

決
済

海　外

契
約

出
荷
準
船
備
積
か
み

国　内

通関／荷受け

売買契約

出荷準備／書類作成／通関／船積み

入荷準備

①　手形振出し／買取依頼

船積書類送付

②　支払い／
書類渡し

為替買 予約

ﾁｪｯｸ
代り金入金

代金送金
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10.5.1310.5.1310.5.1310.5.13    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））買買買買取取取取依依依依頼頼頼頼／／／／書書書書類類類類渡渡渡渡しししし【【【【DDDD////PPPP取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-1-1-1-13333

輸入業者 　　　　取立銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 輸出業者
          （被仕向銀行） （仕向銀行）

①-
1
　
買
取
依
頼

①-
２
取
立
依
頼

海　外国　内

6）ｶﾊ゙ ﾚーﾀー
   作成

5）ｶﾊ゙ ﾚーﾀー
   作成

１）為替手形
振出し

船積書類

３）買取依頼

４)
ﾁｪｯｸ

yes

7）船積書類･為替手形送付

no

5）代り金入金

（支払い／書類引渡し）

（送金）

４'）訂正要求

４"）買取依頼

２）買取依
頼書提示

１）為替手形
振出し

船積書類

３）買取依頼

４)
ﾁｪｯｸ

yes

6）船積書類･為替手形送付

no

7-2）取立入金

（支払い／書類引渡し）

7-1)送金

４'）訂正要求

４"）買取依頼

２）買取依
頼書提示
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10.5.1410.5.1410.5.1410.5.14    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主－銀－銀－銀－銀行行行行間間間間））））支支支支払払払払／／／／書書書書類類類類渡渡渡渡しししし【【【【DDDD////PPPP取取取取引引引引】】】】　　　　3333AAAA00001111-1-1-1-14444

輸入業者 　　　　取立銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 輸出業者
       （被仕向銀行） （仕向銀行）

＜コメント＞
D／P決済では４）支払い、D／A決済では４）引受けとなる。

②
支
払
い
／
書
類
渡
し
∧
支
払
い
∨

海　外国　内

１）船積書類、為替手形

５）送金

４）支払い

６）書類渡し船積
書類

７）受領

通関／荷受け

3)ﾁｪｯｸ
yes

no 4-2）支払い拒絶通知 4-3）支払い拒絶通知

２）書類到着通知

4-1）支払い拒絶
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10.610.610.610.6    付付付付録録録録６６６６　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））
10.6.110.6.110.6.110.6.1    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））信信信信用用用用状状状状開開開開設設設設　　　　3333AAAA02020202-0-0-0-01111

書類 発行者 受領者 １．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における
効果

５．問題点 ６．その他項
番
トラン
ザクシ
ョン

アクション

流通性 発行
部数

必要性 転記
項目

唯一性 国際
規約

国内
規約

民間
規約

任意 権利
義務

所有権 捺印 署名 時間面費用面労力面

(輸出)
① 信用状開
設

1)L/C発行要求 注文確認書
(Confirmation of
Order)

輸出者 輸入者 ・売約書（Sales
Note),販売確認書
(Sales
Confirmation)等、
輸出入契約を確定
する書類であれば
よい。
・自社の書式の場
合、簡単な添え状
(Cover Letter)を
添える。

3)L/C発行 信用状 信用状開設銀
行

信用状通知銀
行

(海外の輸出
者)

4)Ｌ/Ｃ到着通知信用状接受通知書信用状通知銀
行

輸出者
(信用状の受
益者)

× 1 ○ △ △ × × × × × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 信用状原本の機能
をもつ場合と、単な
る送達状の場合が
ある。

5-1)修正依頼 輸出者 輸入者
5-3)アメンド発
行

信用状（条件変更）信用状開設銀
行

信用状通知銀
行

5-4)アメンド到
着通知

信用状条項変更通
知書

信用状通知銀
行

輸出者 × 1 ○ △ △ × × × × × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

5-5)アメンド
同意／不同意

同意書／不同意書輸出者 信用状通知銀
行

× 1 × △ △ × × × × × × ○ ○ ○ △ ○ Ｃ 受益者（輸出者）に
不利益の場合のみ。

5-6)アメンド
同意／不同意
通知

（電信による） 信用状通知銀
行

信用状開設銀
行

（電信による） 受益者（輸出者）に
不利益の場合のみ。

＜コメント欄＞
注：ハッテング部分は荷主－銀行間での分析対象外とします。
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10.6.210.6.210.6.210.6.2    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））為為為為替替替替手手手手形形形形振振振振出出出出／／／／買買買買取取取取依依依依頼頼頼頼　　　　3333AAAA00002222-0-0-0-02222
項番 アクション 発行者 受領者 １．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果 ６．その他トランザクシ

ョン
書類

流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面
５．問題点

(輸出)
④-1 為替手形振出

し
／買取依頼

1）為替手形
　　振出

輸出者 買取銀行 ○ 2 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ ・紛失の危険に備えて、正副2
通の組手形として発行する
ことが一般的。
・電子化に際しては、法的制
約等の解消が検討課題とし
てある。

2）買取依頼書
　　提示

信用状付輸出手形買取依頼書
(Application for Negotiation of
Documentary Bill(with L/C) )

A/P 輸出者 買取銀行 × 1 ○ ○ △ × △
JASTPRO

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 個別約定必要。
JUSTPRO確認要。

3）買取依頼
※１

船積書類 輸出者 買取銀行 － － － － － － － － － － － － － － － － ー

信用状原本
(Commercial Letter of
 Credit(original);L/C )

L/C 輸出者 買取銀行 ○ 1 ○ × ○ ○ × × × × △ × × ○ ○ ○ Ｂ 個別約定必要。

商業送り状
(Commercial Invoice)

I/V 輸出者 買取銀行 ○ 2－Ｎ ○ ○ × △
ＩＣＣ

△
JASTPRO

× ○ × △ △ △ ○ ○ ○ Ｃ

パッキング･リスト
(Packing List; P/L)

P/L 輸出者 買取銀行 ○ 2－Ｎ × ○ × × × × ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

船荷証券
(Bill of Lading; B/L)

B/L 輸出者 買取銀行 ○ 2－Ｎ × × ○ ○ （？） （？） × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ （？）：船会社に確認要。

サーティフィケイト
(certificate)

S/C 輸出者 買取銀行 × 1－Ｎ × × △ × × × ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

保険証券
(Insurance Policy; I/P)

I/P 輸出者 買取銀行 ○ 2－Ｎ × × × （？） （？） （？） × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ？ （？）：保険会社に確認要。

原産地証明
(Certificate of Origin; C/O)

C/O 輸出者 買取銀行 ○ 1－Ｎ × ○ ○ （？） ○ × ×※ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

特恵原産地証明
(Certificate of Origin;C/O)

C/O 輸出者 買取銀行 ○ 1－Ｎ × ○ ○ （？） ○ × ×※ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※商工会議所所定のフォーム
による。

自国関与品証明書
(Certificate of Origin materials imported
from Japan)

C/O 輸出者 買取銀行 ○ 1－Ｎ × ○ ○ （？） ○ × ×※ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※商工会議所所定のフォーム
による。

累積加工･製造証明書
(Cumulative Working / Processing
Certificatie)

C/O 輸出者 買取銀行 ○ 1－Ｎ × ○ ○ （？） ○ × ×※ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※商工会議所所定のフォーム
による。

　Air Way Bill
　Sea Way Bill
領事送り状
(Consular Invoice)

輸出者 買取銀行

関税送り状
(Costms Invoice)

輸出者 買取銀行

検査証明書
(Export Inspection)

輸出者 買取銀行

分析証明書
(Certificate of Analysis)

輸出者 買取銀行

検疫証明書
(Certificate of Quarantine)

輸出者 買取銀行

重量容積証明書
(Certificate and List of Measurement and / or
Weight)

輸出者 買取銀行

船積通知
(Shipping Advice)

輸出者 買取銀行

4）チェック
（不一致処理）

銀行買取用保証状
Letter of Guarantee(L/Ｇ);　Letter of
Indemnity)

輸出者 買取銀行 × 1 × ○ △ × × ○※ × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 個別約定必要。
※各行独自フォームあり。

5）代り金入金 輸出手形買取計算書 買取銀行 輸出者 × 1 ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

6）カバレター作成 買取依頼書カバーレター 買取銀行 発行銀行               
7）船積書類
　為替手形 送付

買取銀行 信用状発行銀行 － － － － － － － － － － － － － － － － ー

＜コメント欄＞
※１：”輸出荷為替買取代金振込依頼書”が発生する場合がある。
注：必要な場合は、その他関係書類の作成を要する。
注：ハッチング部分は荷主ー銀行間での分析対象外とします
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10.6.310.6.310.6.310.6.3    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））為為為為替替替替手手手手形形形形振振振振出出出出／／／／取取取取立立立立依依依依頼頼頼頼　　　　3333AAAA00002222-0-0-0-03333

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項
番
トラン
ザクシ
ョン

アクション 書類 発行者 受領者
流通性 発行

部数
必要
性

転記
項目

唯一性 国際
規約

国内
規約

民間
規約

任意 権利
義務

所有権 捺　印 署　名 時間面 費用面 労力面
５．問題点 ６．その他

(輸出)
2)取立依頼
書提示

信用状付輸出手形取立
依頼書
(Application for
Collection of
Documentary Bill)

輸出者 取立銀
行

－ － － － － － － － － － － － － － － － ー

4)チェック 輸出者 取立銀
行

－ － － － － － － － － － － － － － － － ー 書類の通数
チェックの
み。

5)カバレタ
ー作成

取立依頼書カバーレタ
ー

仕向銀
行

取立銀
行

              

6) 船積書
類・為替手
形送付

仕向銀
行

取立銀
行

－ － － － － － － － － － － － － － － － ー

7-1)送金 送金依頼書等 取立銀
行

仕向銀
行

④-2為替手
形振出
し／取
立依頼
※１

7-2）（取
立）代金入
金

輸出手形取立入金計算
書

仕向銀
行

輸出者 × 1 ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

＜コメント欄＞
※１：④-2為替手形振出し/取立依頼は、基本的に④-１為替手形振出し／買取依頼関連書類が取立書類に変わったもの。
注：必要な場合は、その他関係書類の作成を要する。
注：ハッチング部分は荷主ー銀行間での分析対象外とします
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10.6.410.6.410.6.410.6.4    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））支支支支払払払払／／／／書書書書類類類類渡渡渡渡しししし　　　　3333A02A02A02A02-0-0-0-04444

アクション 書類 発行者 受領者 １．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項番 トランザ
クション 流通性 発行

部数
必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内

規約
民間
規約

任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面
５．問題点６．その他

(輸出)
支払／
書類渡し

1)船積書類・
　為替手形送付

船積書類 買取銀行 信用状開
設銀行

－ － － － － － － － － － － － － － － － －

荷為替手形 買取銀行 信用状開
設銀行

－ － － － － － － － － － － － － － － － －

2)チェック － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
3-1)支払拒絶通知
(First
Presentation
Unpaid)

信用状開設
銀行

買取銀行

3-2)書類到着通知
（ディスクレ通
知）

船積書類到着通
知 書 (Arrival
Notice)

信用状開設
銀行

輸入者 × 1 ○ ○ △ △
ＩＣＣ

× ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 書類到着通知と
共にディスクレ
の内容も通知す
る。

3-3)支払拒絶通知 支払拒絶通知書 買取銀行 輸出者 × 1 ○ ○ △ △ × ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ
5)支払 送金依頼書等 輸入者 信用状開

設銀行
5-1)支払拒絶 支払拒絶依頼書 輸入者 信用状開

設銀行
× 1 ○ ○ △ × × ○ ○ ×※ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※権利義務は発

生するが、定
義とは一致せ
ず。

5-2)支払拒絶通知 （電信による） 信用状開設
銀行

買取銀行 （電信による）

5-3)支払拒絶通知 支払拒絶通知書 買取銀行 輸出者 × 1 ○ ○ △ △ × ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

⑤

<コメント欄>
※：｢-｣の部分は、記述する書類が無いか、前述により重複しているので、省略した書類です。
注：必要な場合は、その他関係書類の作成を要する。
注：ハッチング部分は荷主ー銀行間での分析対象外とします。
注：3‐1）、5‐1）は、輸入の書類だが、流れを明確にするために記述した。
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10.6.510.6.510.6.510.6.5    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））信信信信用用用用状状状状開開開開設設設設　　　　3333AAAA02020202-0-0-0-05555

アクション 書類 発行者 受領者 １．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果 ６．その他項番 トランザ
クション 流通性 発行

部数
必要性 転記項目 唯一性 国際

規約
国内
規約

民間
規約

任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面
５．問題点

(輸入)
① 信用状開
設

1)L/C発行要求 注文確認書
(Confirmation of
Order)

輸出者 輸入者 ・売約書 (Sales
Note),販売確認書
(Sales
Confirmation) な
ど､輸出入契約を
確定する書類であ
ればよい。
・自社の書式の場
合、簡単な添状
(Cover Letter)を
添える。

2)L/C開設依頼 輸入取引申込票 輸入者 信用状開
設銀行

× 1 × △ △ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

輸入信用状発行
依頼書

輸入者 信用状開
設銀行

× 1 ○ ○ △ △
ＩＣＣ

△※ ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ ※ＥＢには全銀標準
あり。個別約定必
要。

3)L/C発行 信用状 信用状開設
銀行

信用状通
知銀行(海
外の輸出
者)

5-1)修正依頼 輸出者 輸入者
5‐2)アメンド発
行依頼

信用状条件変更
依頼書

輸入者 信用状開
設銀行

× 1 ○ ○ △ △
ICC

△※ ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ ※ＥＢには全銀標準
あり。個別約定必
要。

信用状条項変更
通知書

信用状開設
銀行

信用状通
知銀行

5‐7）アメンド不
同意通知

電信による 信用状開設
銀行

輸入者 （電信による）

<コメント欄>
注：ハッチング部分は荷主ー銀行間での分析対象外とします。
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10.6.610.6.610.6.610.6.6    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））支支支支払払払払／／／／書書書書類類類類渡渡渡渡しししし　　　　3333A02A02A02A02-0-0-0-06666

アクション 書類 発行者 受領者 １．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項番 トランザク
ション 流通性 発行部数 必要性 転記

項目
唯一性 国際

規約
国内
規約

民間
規約

任意 権利
義務

所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面
５．問題点 ６．その他

(輸入)
1)船積書類・為替手形
送付

船積書類 買取銀行 信用状開設銀
行

－ － － － － － － － － － － － － － － － －

荷為替手形 買取銀行 信用状開設銀
行

－ － － － － － － － － － － － － － － － －

2)チェック － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
3)書類到着通知 船積書類到着通知書

(Arrival Notice)
信用状開設銀
行

輸入者 × 1 ○ ○ △ × × ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 信用状取引の場合は、輸入
手形の期日通知書、決済ま
たは引受の請求書等の機
能を備える。

3-1)支払拒絶通知
(First Presentation
Unpaid)

信用状開設銀
行

買取銀行

3-2)書類到着通知
(ディスクレ通知)

船積書類到着通知書
(Arrival Notice)

信用状開設銀
行

輸入者 × 1 ○ ○ △ △
ＩＣＣ

× ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 書類到着通知と共にディ
スクレの内容も通知する。

3-3)支払拒絶通知 支払拒絶通知書 買取銀行 輸出者 × 1 ○ ○ △ △ × ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ
4)チェック － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
5)支払い 送金依頼書等 輸入者 信用状開設銀

行
5-1)支払拒絶 支払拒絶依頼書 輸入者 信用状開設銀

行
× 1 ○ ○ △ × × ○ ○ ×※ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※権利義務は発生するが、

定義とは一致せず。
5-2)支払拒絶通知 （電信による） 信用状開設銀

行
買取銀行 （電信による）

5-3)支払拒絶通知 支払拒絶通知書 買取銀行 輸出者 × 1 ○ ○ △ △ × ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ
6)書類渡し 船積書類 信用状開設銀

行
輸入者 － － － － － － － － － － － － － － － － －

7)受領 輸入荷為替付属書類
受領証

輸入者 信用状開設銀
行

× 1 ○ ○ △ × × ○ × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 船積書類の受取を証明す
るための書類。期限付信用
状の場合、輸入金融を受け
ている場合などは、「T/R」
の機能を持つものが使用
されることもある。

支払／
書類渡し

８）着船通知 着船通知
(Arrival Notice)

船会社 輸入者 or
信用状開設銀
行

⑤

<コメント欄>
※：｢-｣の部分は、記述する書類が無いか、前述により重複しているので、省略した書類です。
注：必要な場合は、その他関係書類の作成を要する。
注：ハッチング部分は荷主ー銀行間での分析対象外とします。
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10.6.710.6.710.6.710.6.7    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－銀銀銀銀行行行行間間間間））））買買買買取取取取依依依依頼頼頼頼／／／／取取取取立立立立依依依依頼頼頼頼／／／／支支支支払払払払・・・・書書書書類類類類渡渡渡渡しししし　　　　3333AAAA00002222-0-0-0-07777

アクション 書類 発行者 受領者 １．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項番 トランザクショ
ン 流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その他

(輸出)
①-1 買取依頼 1)為替手形振出 為替手形(B/E) 輸出者 買取銀行 ○ 2 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ

2)買取依頼書提示 買取(割引）依頼書 輸出者 買取銀行 × 1 ○ ○ △ × △(?)
(JASTPRO)

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 個別約定要　(?)：JASTPRO確認要

商業送り状 ○ 2-N ○ ○ × △
(ICC-UCP)

△(JASTPRO) × ○ × △ △ △ ○ ○ ○ Ｃ

パッキングリスト ○ 2-N × ○ × ○ × × ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ
船荷証券 ○ 2-N × × ○ ○ (?) (?) × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ (?)：船会社確認要
保険証券 ○ 2-N × × × (?) (?) (?) × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ? (?)：保険会社確認要
原産地証明 ○ 1-N × ○ ○ (?) ○ × ×※ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※商工会議所所定のフォームによる

特恵原産地証明 ○ 1-N × ○ ○ (?) ○ × ×※ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※商工会議所所定のフォームによる
自国関与品証明書 ○ 1-N × ○ ○ (?) ○ × ×※ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※商工会議所所定のフォームによる
累積加工･製造証明書 ○ 1-N × ○ ○ (?) ○ × ×※ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ ※商工会議所所定のフォームによる
サーティフィケイト × 1-N × × ○ × × × ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ
Airwaybill 【対象外】
Seawaybill 【対象外】

5)代り金入金 輸出手形買取計算書 買取銀行 輸出者 × 1 ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

6)カバーレター作成 カバーレター 買取銀行 取立銀行
7)船積書類 買取銀行 取立銀行
為替手形
送付

アクション 書類 発行者 受領者 １．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項番 トランザクショ
ン 流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その他

1)為替手形振出し 為替手形 輸出者 仕向銀行 ○ 2 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ①-2 取立依頼

2)取立依頼書提示 取立依頼書 輸出者 仕向銀行 × 1 ○ ○ △ × △(?)
(JASTPRO)

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ 個別約定要

3)取立依頼 船積書類 輸出者 仕向銀行 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
5)カバレター作成 仕向銀行 取立銀行

6)船積書類
為替手形送付 仕向銀行 取立銀行
7-1)送金 取立銀行 仕向銀行
7-2)取立代り金入金 輸出手形取立入金計算書 仕向銀行 輸出者 × 1 ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

アクション 書類 発行者 受領者 １．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果 ５．問題点 ６．その他項番 トランザクショ
ン 流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

(輸入)
1）船積書類 船積書類 仕向銀行 取立銀行 － － － － － － － － － － － ー － － － －
為替手形送付 為替手形 仕向銀行 取立銀行 － － － － － － － － － － ー － － － － －

② 支払／書類渡し

2)書類到着通知 船積書類到着通知書 取立銀行 輸入者 × 1 ○ ○ △ △
(ICC-URC)

× ○ ○ × △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ (輸入手形の期日通知書、決済または引受の請求書等
の機能を備える｡)

船積書類提示 為替手形
★D/A条件の場合のみ

取立銀行 輸入者 ○ 2 ×※ × ○ ○ ○ × ○ ○ △ × × ○ ○ ○ Ａ ※ Letter of Undertakingの場合あり

3)チェック － － － － － － ー － － － － － － － － － ー －
4)支払 輸入者 取立銀行
4-1)支払拒絶 支払拒絶回答書 輸入者 取立銀行 × 1 ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 支払拒絶証書の作成を要する場合あり

4-2)支払拒絶通知 (電信による) 取立銀行 仕向銀行

4-3)支払拒絶通知 支払拒絶通知書 仕向銀行 輸出者 × 1 ○ ○ △ △ × ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｃ

5)送金 取立銀行 仕向銀行
6)書類渡し － － － － － － － － － － － ー － － － －
7)受領 j船積書類受取証 取立銀行 輸入者 × 1 ○ ○ △ × × ○ × ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 船積書類の受領を証明するための書類。
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10.710.710.710.7    付付付付録録録録７７７７　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析結結結結果果果果（（（（荷荷荷荷主主主主‐‐‐‐銀銀銀銀行行行行間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル））））
10.7.110.7.110.7.110.7.1    取取取取立立立立依依依依頼頼頼頼書書書書((((AAAApplpplpplppliiiicatcatcatcatiiiion foron foron foron for    CoCoCoCollllllllectectectectiiiion on on on ((((wwwwiiiith Lth Lth Lth L////C, wC, wC, wC, wiiiiththththoooouuuut t t t LLLL////CCCC))))))))

買買買買取取取取依依依依頼頼頼頼書書書書((((AAAApplpplpplppliiiicatcatcatcatiiiion foron foron foron for    NeNeNeNeggggoooottttiiiiatatatatiiiion on on on ((((wwwwiiiith th th th LLLL/C, w/C, w/C, w/C, wiiiitttthhhhoooouuuut L/t L/t L/t L/CCCC))))))))　　　　3333AAAA00003333----00001111
１．書類の特性
(1)　書類の説明

銀行に対して、取立または買取を依頼する書類。
取立または買取に持込手形と書類の内容他を記載。

(2)　流通性
輸出者から買取銀行に対して発行される。
（輸出国側のみで取交わされる。）

(3)　発行部数
１部。

(4)　必要性
取立依頼書…取立時、必須。
買取依頼書…買取時、必須。

(5)　転記項目
２種類以上の他文書からの転記が有る。
（L/Cで要求されている書類の数通の転記他。）

(6)　唯一性
流通は、輸出者と買取銀行の二者間のみで、原本のみ
が取り交わされる。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

なし
(2)　国内規約

JASTPROの確認を要する。
(3)　民間規約

各銀行がフォーマットを規定する場合と、各荷主がフ
ォーマットを規定する場合の双方がある。

(4)　任　意
各銀行がフォーマットを規定する場合と、各荷主がフ
ォーマットを規定する場合の双方がある。

３．書類の効力
(1)　権利義務
文書の所持者に権利義務は発生しない。
権利義務は発生するが、要件分析表の定義とは一致し
ない。

(2)　所有権
文書の授受については、受領確認が必要であるが、第
三者による内容証明等の必要性はない。

(3)　捺　印
捺印または署名を必要とする。

(4)　署　名
捺印または署名を必要とする。

４．電子化における効果
電子化によりもたらされる各種作業負荷、時間、コス
ト、リスク面等における効果
(1)　企業内(作業の簡素化・迅速化・正確性向上､人件費
・保管費の削減等）
①　書類作成時：転記ミスの削減（項目の自動転記／

DB検索機能等の活用）
②　書類点検時：省力化（統一フォーマット利用によ

る自動／半自動化機能の活用）
③　書類管理時：電子情報の一元管理（異部門間での

情報共有）による、重複入力や複数
回点検、二重保管の削減、ペーパレ
ス化と省スペース化等

④　その他　　：要員教育、育成負担の軽減
(2)　企業間（作業の迅速化・正確性向上、人件費・搬送
費等の削減）
①　書類搬送時：搬送時間・コストの削減、事故・ス

トライキなどのリスクの回避
②　その他　　：決済ディレイの解消

(3)　貿易（ドキュメントロジスティクス）全般
①　書類待ちの減少による、輸出入業務遅延の解消
②　企業間情報共有に基づく、書類内容確認・訂正作
業の削減、進捗確認の容易化による企業内作業負
荷の平準化等

５．問題点（法制度面での課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面での課題

調査が必要。
（法制度面での問題は、電子による意思表示の法的有
効性につき、問題がある。）

(2)　今後の課題
①　本人確認（現状では、依頼人の届出の署名、または
捺印をもとにした本人確認を実施。）

６．その他
(1)　特殊な買取依頼のケースとして、以下のようなものがあ
る。
①　第三者振込依頼つきの買取
買取代金の一部を、銀行から直接貨物の仕入先等に振
りんでもらう。この場合、輸出荷為替円貨代金振込依
頼書が、買取銀行に対して発行される。

②　委任状付きの買取
L/Cの受益者が、船積書類一式をL/Cとともに第三者
に譲渡し、その第三者が書類を自分の取引銀行に持込
んで買取ってもらう。この場合、手形や書類の作成・
署名・裏書は、受益者が行うが、買取依頼は委任を受
けた第三者によって行われる。

(2)　買取銀行が被保険者となって、輸出手形保険申込みが行
われる。これは、買取銀行から通産省に対して、荷為替
手形買取通知書を発行することによって、自動的に成立
する。
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10.7.210.7.210.7.210.7.2    船船船船荷荷荷荷証証証証券券券券    ((((BBBBiiiill ll ll ll oooof Laf Laf Laf Ladidididinnnngggg：：：：BBBB////LLLL))))　　　　3333AAAA03030303----00002222
１．書類の特性
(1)　書類の説明

以下の機能を持つ。
・貨物の所有権を表わす有価証券
・貨物の運送契約書
・貨物の正式な受領書
・裏書によって正当な所持人にその権利を譲渡する
ことのできる流通証券

(2)　流通性
船会社が輸出者へ発行し、各銀行を経て輸入者に渡
る。輸入者はＢ/Ｌを元に荷物を船会社から受取る。決
済方法により、経由する銀行の役割は異なる。

(3)　発行部数
2―Ｎ部（基本的に3通 1組）。

(4)　必要性
海上輸送の場合、B/LもしくはSWBが必須。

(5)　転記項目
船荷証券作成時には他文書からの転記を行っている
が、荷主－銀行間では他文書からの転記は実施してい
ない。

(6)　唯一性
流通は三者以上であり、原本のみ可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

CMI規則（万国海法会）
(2)　国内規約
調査が必要。

(3)　民間規約
調査が必要。

(4)　任　意
書式は船会社毎に異なるが、同じような内容となって
いる。

(5)　その他
特になし

３．書類の効力
(1)　権利義務

B/L は荷物の所有権を表わす有価証券であり、権利義
務の種類には次の3つがある。
・指図式…裏書譲渡ができる。
・記名式…荷受人が指定されている。
・持参人式…B/Lの所持人が荷物の所有権を有する。

(2)　所有権
文書送付先の受領確認が必要(詳細は調査が必要)。

(3)　捺　印
必須。

(4)　署　名
必須。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・書類搬送の迅速化
・統一フォーマット使用による書類作成上のミス削減に
よる効率化

(2)　費用面
・書類作成／点検に従事している人員の省力化
・書類搬送コストの削減
・ペーパーレス化による材料費および保管スペースの削
減
・要員教育、育成負担の軽減

(3)　労力面
・統一フォーマット使用による書類作成／点検作業の簡
素化
・書類搬送労力の削減

(4)　その他
・電子情報による一元管理化
・書類搬送によるリスクの軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
・メッセージの証拠能力
・相手方との取引が紙である場合、その紙状の電子署名･
認証機関の証明等が、相手国に受容されるのか

(2)　今後の検討課題
・ロゴ、認知情報の確認
・裏書情報の扱い
①　追記の発生対応
②　信憑性の確認
③　約款の取扱
・クーリング･オフ

６．その他
(1)　次の規約には、電子船荷証券について言及されている。
・INCOTERMS 1990(ICC)
・CMI Rules for Electronic Bills of Lading；電子船荷証
券のためのCMI規則（万国海法会)

(2)　Way Bill
・海上輸送では SWB(Sea Way Bill)、航空輸送では

AWB(Air Way Bill)の 2種類がある。
・B/L の様に有価証券ではなく、単なる運送契約の証拠
証券であるため、正当な荷受人であることを証明する
ことにより、その原本の入手を待たずに運送人から荷
物を受取ることができる。
・常に記名式で、荷受人が限定されている。
・AWB は銀行発行の RO(Release Order)によって荷物
の受取りを行うが、SWBにはこのような貨物受取の指
図書のような書式は日本ではまだ準備されていない。
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10.7.310.7.310.7.310.7.3    原原原原産産産産地地地地証証証証明明明明書書書書    ((((CertCertCertCertiiiiffffiiiicate cate cate cate oooof Of Of Of Orrrriiiiggggiiiinnnn：：：：CCCC////O)O)O)O)　　　　3A3A3A3A03030303----00003333
１．書類の特性
(1)　書類の説明

輸出国の原産物であることを証明する書類。各商工会
議所(輸出)あるいは在外領事(輸入)が、原産地であるこ
とを証明する。特定国の原産であることを証明するこ
とにより、有利な税率を受けることができる。

(2)　流通性
輸入国側の要請により輸出国側で発行され、輸入国側
に渡される。

(3)　発行部数
原本1部（コピー5部。コピー5部が押印され戻ってく
る場合がある（要確認））。

(4) 必要性
輸入…条約による税率や特恵税率の適用を受ける時に

必要。
輸出…輸入者に要請された時に必要。

(5)　転記項目
有り。

(6)　唯一性
船積書類として流通する。原本が必要かどうかは調査
が必要。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

調査が必要。
(2)　国内規約

JASTPROにより標準様式が制定されている(詳細は調
査が必要)。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
商工会議所毎にフォーマットが決まっているが、標準
化の動きがある。

(5)　その他
特になし。

３．書類の効力
(1)　権利義務

なし。
(2)　所有権

文書送付先の受領確認が必要。
(3)　捺　印

記名捺印。
(4)署　名

記名捺印。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・書類搬送の迅速化
・統一フォーマット使用による書類作成上のミス削減に
よる効率化

(2)　費用面
・書類作成／点検に従事している人員の省力化
・書類搬送コストの削減
・ペーパーレス化による材料費および保管スペースの削
減

・要員教育、育成負担の軽減

(3)　労力面
・統一フォーマット使用による書類作成／点検作業の簡
素化
・書類搬送労力の削減

(4)　その他
・電子情報による一元管理化
・書類搬送によるリスクの軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題

調整が必要。
(2)　今後の課題

電子化に際しては、各商工会議所にて標準化の動きが
あるため、商工会議所との調整が必要。

６．その他
(1)　特恵原産地証明書(Certificate of Origin)
・輸入申告する際にこの証明書を税関に提出すること
により、特恵関税の適用を受けることができる国(地
域)および物品であることを証明する。
・貨物の原産地の税関、あるいは税関長の認める商業会
議所等が発行する。
・以下により規定。
関税暫定措置法第8条の２第3項、同施行令第22条
の8および第22条の9
　（様式）関税暫定措置法施行規則第10条別紙様式
　　　　　第1　Customs From P-8210

(2)　自国関与品証明書
(Certificate of materials imported from Japan)
・特恵原産地証明書の添付書類。
・日本の輸出品を原材料として加工、製造した製品につ
いて、日本の輸出品を使用したことを証明する書類。
・以下により規定。
関税暫定措置法第8条の２、同施行令第22条の7第
2項および第22条の11
　（様式）関税暫定措置法施行規則第10条別紙様式
　　　　　第2　Customs From P-8220

(3)　累積加工･製造証明書
(Cumulative Working / Processing Certificate)
・特恵原産地証明書の添付書類。
・ASEAN 諸国において累積加工または製造された物
品であることを証明する書類。
・以下により規定。
関税暫定措置法第 8 条の２、同施行令第 22 条の 11
第2項
　（様式）関税暫定措置法施行規則第10条別紙様式
　　　　　第3　Customs From P-8230

(4)　その他
・上記書類は現在でも使われているのか、電子化対象書
類に含めるのかどうかは調査、検討が必要。
・現在、原産地証明書の取扱い件数は、大阪商工会議所
では約 20万件、全国では約 50万～60万件程度であ
る。
・原産地証明については今後も調査が必要。
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10.7.410.7.410.7.410.7.4    パパパパッッッッキキキキンンンンググググリスリスリスリストトトト    ((((PackPackPackPackiiiinnnng Lg Lg Lg Liiiisssstttt：：：：PPPP////LLLL))))　　　　3A3A3A3A00003333----00004444

１．書類の特性
(1)　書類の説明
取引品目の数量・容積・包装等を詳細に記載する書類。

(2)　流通性
輸出者が海貨業者・買取銀行等に対して発行する。
船積書類の一つとして海外でも流通する。

(3)　発行部数
２－N部。

(4)　必要性
必須ではない。

(5)　転記項目
２種類以上の他文書からの転記が有る。
（L/C取引の時には L/Cから、D/P取引の時には売買
契約書からの転記と思われる）

(6)　唯一性
コピーによる流通が可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
なし。

(2)　国内規約
なし。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
各荷主がフォーマットを規定する。

３．書類の効力
(1)　権利義務
文書の所持者に権利義務は発生しない。

(2)　所有権
文書の授受については、受領確認が必要であるが、第
三者による内容証明等の必要性はなし。

(3)　捺　印
捺印または署名が必要。

(4)　署　名
捺印または署名が必要。

４．電子化における効果
電子化によりもたらされる各種作業負荷、時間、コス
ト、リスク面等における効果
(1)　企業内（作業の簡素化・迅速化・正確性向上、人件
費・保管費の削減等）
①　書類作成時：転記ミスの削減（項目の自動転記／

DB自動検索機能等の活用）
②　書類点検時：省力化（統一フォーマット利用によ

る自動／半自動化機能の活用）
③　書類管理時：電子情報の一元管理（異部門間での

情報共有）による、重複入力や複数
回点検、二重保管の削減、ペーパレ
ス化と省スペース化等

④　その他　　：要員教育、育成負担の軽減
(2)　企業間（作業の迅速化・正確性向上、人件費・搬送
費等の削減）
①　書類搬送時：搬送時間・コストの削減、事故・ス

トライキなどのリスクの回避
②　その他　　：決済ディレイの解消

(3)　貿易（ドキュメントロジスティクス）全般
①　書類待ちの減少による、輸出入業務遅延の解消
②　企業間情報共有に基づく、書類内容確認・訂正作
業の削減、進捗確認の容易化による企業内作業負
荷の平準化等

５．問題点（法制度面での課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面での課題

調査が必要。
（法制度面での問題は、特にないものとみられる。）

(2) 今後の課題
・関与者の多さによる、書類移転管理の煩雑化

６．その他
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10.7.510.7.510.7.510.7.5    商商商商業業業業送送送送りりりり状状状状    ((((CommercCommercCommercCommerciiiial Inal Inal Inal Invvvvooooiiiicccceeee：：：：IIII////VVVV))))　　　　3A3A3A3A00003333----00005555

１．書類の特性
(1) 書類の説明
輸出者が取引内容の詳細を記載する書類。

(2) 流通性
輸出者が海貨業者・買取銀行等に対して発行する。
船積書類の一つとして海外でも流通する。

(3) 発行部数
２－N部。

(4) 必要性
必須。

(5) 転記項目
２種類以上の他文書からの転記が有る。
（L/C取引の時には L/Cから、D/P取引の時には売買
契約書からの転記と思われる）

(6) 唯一性
コピーによる流通が可能。

２．書類のフォーマット
(1) 国際規約

ガイドライン有り(ICC-UCP)。
(2) 国内規約

ガイドライン有り（JASTPRO確認要）。
(3) 民間規約

なし。
(4) 任　意

各荷主がフォーマットを規定する。

３．書類の効力
(1) 権利義務

文書の所持者に権利義務は発生しない。
(2) 所有権

文書の授受については、受領確認が必要であるが、第
三者による内容証明等の必要性はなし。

(3) 捺　印
省略が可能。

(4) 署　名
省略が可能。

４．電子化における効果
　電子化によりもたらされる各種作業負荷、時間、コスト、
リスク面等における効果
(1)　企業内（作業の簡素化・迅速化・正確性向上、人件
費・保管費の削減等）
①　書類作成時：転記ミスの削減（項目の自動転記／DB

検索機能等の活用）
②　書類点検時：省力化（統一フォーマット利用による

自動／半自動化機能の活用）
③　書類管理時：電子情報の一元管理（異部門間での情

報共有）による、重複入力や複数回点
検、二重保管の削減、ペーパレス化と
省スペース化等

④　その他　　：要員教育、育成負担の軽減
(2)　企業間（作業の迅速化・正確性向上、人件費・搬送
費等の削減）
①　書類搬送時：搬送時間・コストの削減、事故・スト

ライキなどのリスクの回避
②　その他　　：決済ディレイの解消

(3)　貿易（ドキュメントロジスティクス）全般
①　書類待ちの減少による、輸出入業務遅延の解消
②　企業間情報共有に基づく、書類内容確認・訂正作業
の削減、進捗確認の容易化による企業内作業負荷の
平準化等

５．問題点（法制度面での課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面での課題

調査が必要。
（法制度面での問題は、特にないものとみられる。）

(2)　今後の課題
・関与者の多さによる、書類移転管理の煩雑化

６．その他
　・以下の形態の送り状が必要となる場合も存在する。
①　領事送り状
相手国によっては、自国の領事館において輸出の承認
を得なければならない場合がある。その際領事館に対
して発行された領事送り状は、領事の承認を得た後、
買取書類の一つとして流通する。

②　税関送り状
輸入地側の税関に対して、輸出品目・税率等の情報を
提供することを目的として発行される文書。買取書類
ではなく、直接輸出地へ送付される。



100

10.7.610.7.610.7.610.7.6    ササササーーーーテテテティィィィフフフフィケィケィケィケイイイイトトトト    ((((CerCerCerCerttttiiiiffffiiiicate)cate)cate)cate)　　　　3333AAAA03030303----00006666

１．書類の特性
(1)　書類の説明
　　各種用途に利用される証明書。
(2)　流通性について
　　二者間で流通する。
(3)　発行部数
　　場合によって異なる（1-N部）。
(4)　必要性
　　場合により必要（詳細は調査が必要）。
(5)　転記項目
　　他文書からの転記項目は無し。
(6)　唯一性
    流通は二者間のみで、原本のみ可能。

２．書類のフォーマット
　以下については調査が必要。
(1)　国際規約
　　なし。
(2)　国内規約（約款名称、規約内容）
　　なし。
(3)　民間規約（個別約款の有無、個別EDIの動向）
　　なし。
(4)　任　意
相手企業に関係なく文書発行元が共通フォーマットを
規定。

(5)　その他
　　特になし。

３．書類の効力
　以下のように予測されるが調査が必要。
(1)　権利義務（有価証券性について、書類と荷物、お金の

関係）
発生しない。

(2)　所有権（受信確認先、何故内容証明が必要か）
文書送付先の受領確認が必要。

(3)　捺　印
（捺印の意味（サインの印鑑、会社印、社員印）、確
認方法）
調査が必要。

(4)　署　名
英字、日本語が可能か　認証されていない人のサイン
でも可能か（重要度）必要と思われるが詳細について
は調査が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・書類搬送の迅速化
・統一フォーマット使用による書類作成上のミス削減に
よる効率化

(2)　費用面
・書類作成／点検に従事している人員の省力化
・書類搬送コストの削減
・ペーパーレス化による材料費および保管スペースの削
減

・要員教育、育成負担の軽減
(3)　労力面
・統一フォーマット使用による書類作成／点検作業の簡
素化

・書類搬送労力の削減
(4)　その他
・電子情報による一元管理化
・書類搬送によるリスクの軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
　現状、以下が考られるが、書類調査後見直し要。
(1)　法制度面への課題（提言、書類である必要性）
　・データメッセージの証拠能力
　・損害賠償責任
(2)　今後の検討課題（提言、他の阻害要因）
各種用途に利用される証明書の総称であるため、書類の
フォーマット等は、任意もしくは多数存在すると予測さ
れる。
電子化に際しては、書類の調査後、対象範囲を絞る等の
検討が必要である。

６．その他
(1)　荷主－銀行間では、荷主が発行する Shipper’s

Certificate、船会社が発行するCarrier’s Certificate等
が扱われ、主にShipper’s Certificateが使用される。

ex) Shipper’s Certificateでは、船積書類が荷主から買取
（取立）銀行に渡る際に、船積書類内のB/Lの 3通
のうち1/3を輸入者に直送したという証明書として
使用する用途等がある。
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10.7.710.7.710.7.710.7.7    保保保保険険険険証証証証券券券券    ((((IIIInnnnssssuuuurance Policrance Policrance Policrance Policyyyy：：：：IIII////PPPP))))　　　　3A3A3A3A00003333----00007777

１．書類の特性
(1)　書類の説明
出入貨物に保険を付与したという証明書類であり、正
当にこれを所持する者に対して、損害に応じて保険金
が支払われる。

(2)　流通性
保険契約者の違い（輸出者／輸入者）により、以下に
大別される。
・輸出(CIF契約)の場合：保険会社→輸出業者→買取銀
行→発行銀行→輸入業者
・輸入(FOB、C&F契約)の場合：保険会社→輸入業者

(3)　発行部数
2-N部。（L/Cや保険申込書に記載のある場合には、こ
れに従う。）

(4)　必要性
必須ではない。
・予定保険（個別／包括）締結時に発行される保険承
認証／保険証明書の代用が可能であるが、保険契約
者からの要求がある場合には、発行される場合があ
る。
・包括予定保険におけるNon-Policy契約では、発行さ
れない。

(5)　転記項目
他文書からの転記項目は無し。
個別予定保険申込書または確定保険申込書（確定通
知）、I/V、B/L、L/Cなど。

(6)　唯一性
流通はコピーで可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
調査が必要。

(2)　国内規約
調査が必要。

(3)　民間規約
調査が必要。

(4)　任　意
各保険会社がフォーマットを規定。

(5)　その他
・各保険会社ともにほぼ同一の模様（「６．その他」参照）。

３．書類の効力
(1)　権利義務
文書の所持者に権利義務は発生しない。文書記載の事
項（被保険者名称、裏書等）や本人確認等を行った上
で、権利義務を判断する。

(2)　所有権
文書の授受については、受領確認が必要であるが、第
三者による内容証明等の必要性はなし。

(3)　捺　印
捺印又は署名が必要。

(4)　署　名
捺印又は署名が必要。

４．電子化における効果
電子化によりもたらされる各種作業負荷、時間、コスト、
リスク面等における効果

(1)　企業内（作業の簡素化･迅速化･正確性向上､人件費･
保管費の削減等）
①　書類作成時：転記ミスの削減（項目の自動転記／

DB検索機能等の活用）
②　書類点検時：省力化（統一フォーマット利用によ

る自動／半自動化機能の活用）
③　書類管理時：電子情報の一元管理（異部門間での

情報共有）による、重複入力や複数回
点検、二重保管の削減、ペーパレス化
と省スペース化等

④　その他　：要員教育、育成負担の軽減
(2)　企業間（作業の迅速化・正確性向上、人件費・搬送

費等の削減）
①　書類搬送時：搬送時間・コストの削減、事故・ス

トライキなどのリスクの回避
②　その他　　：決済ディレイの解消

(3)　貿易（ドキュメントロジスティクス）全般
①　書類待ちの減少による、輸出入業務遅延の解消
②　企業間情報共有に基づく、書類内容確認・訂正

（L/G、ライダー発行等）作業の削減、進捗確
認の容易化による企業内作業負荷の平準化等

５．問題点（法制度面での課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面での課題
・電子署名や電子捺印に関する国内および海外での有効
性の立証

(2)　今後の課題
・原本性の保証方法
・約款記載の大量文字データの扱い
電子的保険証券の各々に記載する必要の有無、記載不
要とした場合の約款情報の参照・確認方法

６．その他
・保険証券のフォーマット
各保険会社ともにほぼ同一の模様
（ロンドン保険業者協会作成の保険会社統一様式に
従い、日本損害保険協会が制定した標準様式に準拠）。

・保険証券内記載事項
・表面：証券本文（Policy Body）および欄外約款
・裏面：３種の約款（協会貨物約款（ICC）､協会戦争危

険担保約款､協会ストライキ担保約款）
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10.7.810.7.810.7.810.7.8    信信信信用用用用状状状状    ((((Letter ofLetter ofLetter ofLetter of    CreCreCreCredidididitttt：：：：LLLL////CCCC))))　　　　3A3A3A3A03030303----00008888

１．書類の特性
(1)　書類の説明
輸入者の取引代金支払を銀行が代わって保証し、輸出
者振出しの荷為替手形に対し、支払、買取、引受りを
約束した書面。

(2)　流通性
信用状開設銀行により発行され、通知銀行経由輸出者
（海外）へ通知される。
その後買取銀行に船積書類と共に提示される。資金決
済は買取銀行－信用状開設銀行間で行われ、別途信用
状開設銀行－輸入者間にて決済される。

(3)　発行部数
1部。

(4)　必要性
L/C取引においては、必須書類である。

(5)　転記事項
買取依頼時には転記なし。ただし、信用状開設依頼時
には契約書から、信用状発行時には、輸入信用状発行
依頼書からの転記がある。

(6)　唯一性
原本が流通する。

(7)　その他
以下の種類があり、組合わせにより利用される(実務上
の利用頻度については確認が必要)。
・取消不能信用状（Irrevocable L/C)
・確認信用状（Confirmed L/C)
・無確認信用状（Unconfirmed L/C)
・リストリクト信用状（Restricted L/C)
・オープン信用状（Open L/C)
・譲渡可能信用状（Transferable L/C)
・回転信用状（Revolving L/C)
システム化にあたっては、譲渡可能信用状
(Transferable L/C)、回転信用状（Revolving L/C)、
クリーン信用状（Clean L/C)は考慮しない。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

I.C.C. UCP500（国際商業会議所　信用状統一規則）
(2)　国内規約

I.C.C. UCP500（国際商業会議所　信用状統一規則）
(3)　民間規約

S.W.I.F.T.フォーマットにより標準様式が制定されて
いる。

(4)　任　意
各銀行に独自のフォームあり。

(5)　その他
・項目と文章による構成になっている場合が多い。
・1文書が複数頁に及ぶことがある。

３．書類の効力
(1)　権利義務
受益者の名称、所在地の記入あり。
権利義務は発生するが、要件分析表の定義とは一致し
ない。

(2)　所有権
信用状上、ICC 規約に基づく信用状であることを示す
文言あり。

(3)　捺　印
なし。

(4)　署　名
信用状開設銀行の署名等により、信用状が正式に発行
されたものであり、かつ原本であることを証明してい
る。

(5)　その他
特になし

４．電子化における効果
(1)　時間面
・書類搬送の迅速化
・統一フォーマット使用による書類作成上のミス削減に
よる効率化

(2)　費用面
・書類作成／点検に従事している人員の省力化
・書類搬送コストの削減
・ペーパーレス化による材料費および保管スペースの削
減
・要員教育、育成負担の軽減

(3)　労力面
・統一フォーマット使用による書類作成／点検作業の簡
素化
・自動照合による点検作業の簡素化
・書類搬送労力の削減

(4)　その他
・電子情報による一元管理化
・書類搬送によるリスクの軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
・データメッセージの証拠能力
・損害賠償責任

(2)　今後の検討課題
・原本性の保証
・L/C買取時の為替手形の扱い（手形の電子化）
・S.W.I.F.T.との係り（データの連携等）
・銀行業務との連携（残高管理等）

６．その他
　１取引につき、複数通を組み合わせて使用する場合があ
る。
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10.7.910.7.910.7.910.7.9    為為為為替替替替手手手手形形形形    ((((BBBBiiiill of ll of ll of ll of EEEExchaxchaxchaxchannnnggggeeee))))　　　　3A3A3A3A00003333----00009999

１．書類の特性
(1)　書類の説明

輸出者が、輸入者を名宛人としてL/Cの場合は、L/C
上で指定された名宛人宛てに振出した為替手形に、輸
出貨物を担保とする目的で、船積書類一式を添付した
ものを、荷為替手形という。
手形には、金額、支払委託文言、支払人、満期（一覧
払､一覧後定期払等）､支払をなすべき地、受取人、手
形振出日、手形振出人、船積書類引渡条件等が記載さ
れる。L/C上の指定に従って、記載の必要となる項目
もある（利息文言等）。

(2)　流通性
輸出者が発行し、買取銀行（または仕向銀行）、およ
びL/C発行銀行（または被仕向銀行）を経て、輸入者
に引渡される（輸入者による支払または引受けによっ
て、手形の引渡しが行われる。）

(3)　発行部数
2部（組み手形として発行され、B/Cの場合は輸出者
指示、L/Cの場合は、L/Cの指示に従いそれぞれ送付
等される）。

(4)　必要性
必須ではない。

(5)　転記項目
あり。

(6)　唯一性
流通は三者以上であり、原本のみが取交わされる。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
規約あり。

(2)　国内規約
規約あり。

(3)　民間規約
銀行がフォーマットを規定する場合と、荷主（手形振
出人）がフォーマットを規定する場合の双方が有り得
る。

(4)　任　意
銀行がフォーマットを規定する場合と、荷主（手形振
出人）がフォーマットを規定する場合の双方が有り得
る。

(5)　その他
印紙税法により、収入印紙の貼付（組手形の第一券の
み）が必要とされる。

３．書類の効力
(1)　権利義務
手形の記載事項（支払人や裏書等）に応じて、権利義
務が発生する。

(2)　所有権
文書の授受については、受領確認が必要であるが、第
三者による内容証明等の必要性はないと見られる（調
査が必要）。

(3)　捺　印
振出人の自署、または自己の名称表示に印章を押す記
名捺印の方法が取られる。

(3)　署　名
振出人の自署、または自己の名称表示に印章を押す記
名捺印の方法が取られる。
（署名者の代表資格、または代理人の資格の明示が必
要とされる。）

４．電子化における効果
　電子化によりもたらされる各種作業負荷、時間、コス
ト、リスク面等における効果

(1)　企業内(作業の簡素化･迅速化･正確性向上､人件費･保
管費の削減等）
①　書類作成時：転記ミスの削減（項目の自動転記／

DB検索機能等の活用）
②　書類点検時：省力化（統一フォーマット利用によ

る自動／半自動化機能の活用）
③　書類管理時：電子情報の一元管理（異部門間での

情報共有）による、重複入力や複数
回点検、二重保管の削減、ペーパレ
ス化と省スペース化等

④　その他　　：要員教育、育成負担の軽減
(2)　企業間（作業の迅速化・正確性向上、人件費・搬送

費等の削減）
①　書類搬送時：搬送時間・コストの削減、事故・ス

トライキなどのリスクの回避
②　その他　　：決済ディレイの解消

　(3)　貿易（ドキュメントロジスティクス）全般
①　書類待ちの減少による、輸出入業務遅延の解消
②　企業間情報共有に基づく、書類内容確認・訂正作
業の削減、進捗確認の容易化による企業内作業負
荷の平準化等

５．問題点（法制度面での課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面での課題
①　手形の電子化の実現性
現行法制度のもとでは、手形の電子化は不可能。
・詳細については、調査が必要。
・但し、資金回収において、為替手形は必須ではない。
・仕向銀行、被仕向銀行間での了解に基づき、手形な
しでの代金を請求する例もある。

②　収入印紙の取り扱い
調査が必要。

③　国による手形法の相違
「６．その他」参照。

(2)　今後の課題
①　原本性の保証方法
②　裏書き情報の管理方法

６．その他
①　手形行為の方式の原則としては、行為地法が適用され
る。
例えば、日本で振出し、米国で裏書きし、英国で引受
けをした手形の場合、振出しの方式は日本法に、裏書
方式は米国法に、引受方式は英国法によって規定され
る。

②　日本の手形法と、英国手形法、アメリカ統一商事法典
（UCC）との間に、記載項目その他について相違があ
る。日本の手形法は、英米に比して法定記載項目が多
く、厳格になっている。
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10.810.810.810.8    付付付付録録録録８８８８　　　　海海海海上貨上貨上貨上貨物物物物フフフフロロロローーーー（（（（銀行―銀銀行―銀銀行―銀銀行―銀行行行行間）間）間）間）

10.8.110.8.110.8.110.8.1    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出フ出フ出フ出フロロロローーーー（銀（銀（銀（銀行行行行－銀行－銀行－銀行－銀行間間間間））））　　　　L/L/L/L/CCCC 決済決済決済決済　　　　3333BBBB00001111----00001111

国　内 海　外
荷　　主
（輸出業者）

通知銀行 買取銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 輸入業者

<コメント>
　銀行間の業務フローについては、国内の銀行と海外の銀行間の業務を分析の対象とする。

(1)L/C開設依頼

(3)L/C到着通知

(4)L/C受領

(2)L/C発行

(5)買取依頼

(6)買取応諾

(7)口座入金

(8)書類送付

(9)書類到着通知

(10)取立代金送金

(11)代金支払

(12)船積書類引渡し
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10.8.210.8.210.8.210.8.2    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物輸輸輸輸出フ出フ出フ出フロロロローーーー（銀（銀（銀（銀行行行行－銀行－銀行－銀行－銀行間間間間））））　　　　D/D/D/D/PPPP 決済決済決済決済　　　　３３３３BBBB00001111----00002222

国　内 海　外
荷主

（輸出業者）
仕向銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 取立銀行 輸入業者

<コメント>
銀行間の業務フローについては、国内の銀行と海外の銀行間の業務を分析の対象とする。

(1)取立依頼

(2)取立応諾

(3)書類送付

(4)書類到着通知

(5)代金支払

(6)船積書類引渡し

(7)支払通知

(9)代わり金支払

(8)支払通知

(10)口座入金
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10.910.910.910.9    付付付付録録録録９９９９　　　　業業業業務モ務モ務モ務モデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析表（銀析表（銀析表（銀析表（銀行行行行―銀―銀―銀―銀行行行行間）間）間）間）

10.9.110.9.110.9.110.9.1    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要件要件要件要件分分分分析析析析表表表表（（（（銀銀銀銀行行行行――――銀銀銀銀行行行行間間間間））））L/L/L/L/CCCC 決済決済決済決済　　　　3333BBBB00002222----00001111

１．書類の 特性 ２．書類の フォ ーマット ３．書類の 効力 ４．電子化に お け る 効果項

番

トランザ クショ

ン

アクショ

ン

書類 発行者 受領者

流通性 発行

部数

必要性 転記

項目

唯一性 国際

規約

国内

規約

民間

規約

任意 権利

義務

所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題

点

６．その 他

買取依頼 L/C Ｘ 1 ○ ○ ○ △ X X ○ Ｘ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

買取申込書輸出者 買取B/K Ｘ 1 ○ ○ ○ X X X ○ △ X ○ ○ ○ ○ Ｃ

B/L ○ （３） （注） ○ ○ △ X X Ｘ ○ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

I/V Ｘ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

P/L Ｘ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

I/P △ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

C/O Ｘ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

S/C Ｘ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

書類 送付 カ バーレタ

ー

Ｘ （３） ○ ○ ○ △ X X ○ ○ △ X ○ ○ △ △ Ｂ

書類 到着通知 到着通知 Ｘ 1 Ｘ ○ △ Ｘ X X ○ Ｘ △ X ○ ○ X X Ｃ

<コメント欄 >

（注）買取書類に つ い て は 、取引毎に 必要書類 が か わ る た め 、分析上の 書類 に つ い て は 、「荷主－銀行間」の 分析と整合性をとる。
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10.9.210.9.210.9.210.9.2    業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要件要件要件要件分分分分析析析析表表表表（（（（銀銀銀銀行行行行――――銀銀銀銀行行行行間間間間））））D/D/D/D/PPPP 決済決済決済決済　　　　3333BBBB00002222----00002222

１．書類の 特性 ２．書類の フォ ーマット ３．書類の 効力 ４．電子化に お け る 効果項

番

トランザ クショ

ン

アクショ

ン

書類 発行者 受領者

流通性 発行

部数

必要性 転記

項目

唯一性 国際

規約

国内

規約

民間

規約

任意 権利

義務

所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その 他

取立依頼 取立申込書輸出者 仕向B/K Ｘ 1 ○ ○ ○ X X X ○ △ X ○ ○ ○ ○ Ｃ

B/L ○ （３） （注） ○ ○ △ X X Ｘ ○ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

I/V Ｘ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

P/L Ｘ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

I/P △ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

C/O Ｘ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

S/C Ｘ （３） （注） ○ △ △ X X Ｘ △ △ X ○ ○ ○ ○ Ｂ

書類 送付 カ バーレタ

ー

Ｘ （３） ○ ○ ○ △ X X ○ ○ △ X ○ ○ △ △ Ｃ

書類 到着通知 到着通知 Ｘ 1 Ｘ ○ △ Ｘ X X ○ Ｘ △ X ○ ○ X X Ｃ

<コメント欄 >

（注）取立用書類に つ い て は 、取引毎に 必要書類 が か わ る た め 、分析上の 書類 に つ い て は 、「荷主－銀行間」の 分析と整合性をとる。
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10.1010.1010.1010.10    付付付付録録録録 11110000　　　　業業業業務モ務モ務モ務モデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析結析結析結析結果果果果（（（（銀銀銀銀行行行行－－－－銀行銀行銀行銀行間間間間業業業業務務務務モデモデモデモデル）ル）ル）ル）

10.10.110.10.110.10.110.10.1    カカカカババババーーーーレレレレタタタター付ー付ー付ー付きききき買買買買取取取取書書書書類類類類　　　　3333BBBB03030303----00001111

１．書類の特性
(1)　原本性を確保（保証）する必要がある。
(2)　銀行間においては、買取書類を一体化して取扱う必要
がある。

(3)　B/L および一体化した買取書類の移転管理が必要であ
る。

(4)　書類については、書類受領の権限を有す当該取引きの
当事者にのみ送付されなければならない。

２．書類のフォーマット
(1)　B/L やインボイスなどについては、国際的に記載すべ
き項目の標準化が図られている。

(2)　カバーレターは、銀行業界において記載すべき項目の
標準化が図られている。

(3)　カバーレターのフォーマットは、各行独自のものであ
る。

３．書類の効力
(1)　L/C決済の場合でもD/P決済の場合においても、書類
による貨物の間接所有権移転の考え方は同じである
が、移転のタイミングが異なる。。

(2)　L/C 決済の場合は、買取銀行が買取りに同意し、輸出
者に代わり金を支払った時点で、貨物の間接占有権は
買取銀行に移転する。その結果として、買取書類は、
担保書類として買取銀行に帰属する。以降、発行銀行
を経由し、最終的には輸入者へ移転する。

(3)　D/P決済の場合、仕向銀行および取立銀行経由で当該
書類が送付され、輸入者が書類の内容を確認後代金支
払をした時点で、書類の移転が行われる必要がある。
また、同時に輸出者への代金支払を行うことも必要で
ある。

(4)　L/C 決済の場合は、輸出者～買取銀行～発行銀行～輸
入者へ書類が移転するため、処理の都度、原本の移転
管理を行う必要があるが、D/P 決済の場合、最終的に
輸入者が代金を支払った時点で、輸出者から輸入者へ
原本の移転が行われるべきである。

４．電子化における効果
(1)　書類の処理効率向上（書類チェックや書類作成等）
(2)　銀行間決済に要する時間の短縮による資金運用の効率

化
(3)　書類の保管コスト削減
(4)　外為関連業務の集中化
(5)　書類搬送コスト削減
(6)　偽造・変造の回避

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　電子化書類およびその取扱いルールの法的な位置づけ

を、どのように明確化するか。
(2)　現行の UCP や荷主間との取引約定との整合性をどの

ように確保するか。
(3)　現行の S.W.I.F.T.ベースの処理との調和をどのように

図るか。

６．その他
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10.1110.1110.1110.11    付付付付録録録録11111111　　　　業業業業務務務務フフフフロロロローーーー図図図図（（（（荷荷荷荷主主主主――――保保保保険険険険間間間間））））
10.11.110.11.110.11.110.11.1    輸輸輸輸出出出出（（（（CCCCIIIIFFFF契契契契約約約約））））個個個個別別別別予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約（（（（個個個個別別別別保保保保険険険険契契契契約約約約をををを含含含含むむむむ））））　　　　3333CCCC01010101-0-0-0-01111

 
荷主 買取銀行 通知銀行 保険会社 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 荷主

（輸出業者） （輸入業者）
見
積 1)保険料率問合せ［TEL,FAX］
り

2)見積回答［保険料見積書,TEL］

契 ★(a)予定有りの場合
約 a1)個別予定保険申込み［個別予定保険申込書]

   ［添付資料：L/Cなど］

a2)個別予定保険引受［CoverNote]

a3)確定通知［確定通知書］
   ［添付資料：B/L写,I/V写など］

★(b)予定無しの場合
b1)個別保険申込み［個別保険申込書]
   ［添付資料：L/C,I/Vなど］

3)保険引受［保険証券 or 保険承認状］

4)保険料請求［保険料請求書 or 保険料明細書］

請
求 5)保険料請求(月毎）［月払保険料請求書］

6)保険料支払い

輸
出 7)代金決済手続き[保険証券など]

訂 ★保険証券の場合
正 保険証券誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［保険証券］

訂正通知[ライダー]

★ＣｏｖｅｒＮｏｔｅの場合
ＣｏｖｅｒＮｏｔｅの誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［CoverNort］

★保険料請求書の場合
保険料請求書の誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［保険料請求書］

海  外国  内

or

or
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10.11.210.11.210.11.210.11.2    輸輸輸輸出出出出（（（（CCCCIIIIFFFF契契契契約約約約））））包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約　　　　3C03C03C03C01111----00002222
 

荷主 買取銀行 通知銀行 保険会社 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 荷主
（輸出業者） （輸入業者）

見
積 1)保険料率問合せ［TEL,FAX］
り

2)見積回答［保険料見積書,TEL］

契
約 3)包括予定保険申込み［包括予定保険申込書]

5)包括予定保険引受［包括予定保険証券 or 包括予定保険特約書]

6)確定通知［確定通知書］
   ［添付資料：L/C,I/Vなど］

7)保険引受［保険承認状 or 保険証券］ ※包括予定保険有効期間内繰り返し

8)保険料請求［保険料請求書 or　保険料明細書］

輸
出 9)代金決済手続き[保険証券など]

請
求 10)保険料請求(月毎）［月払保険料請求書］

11)保険料支払い

訂 ★包括予定保険証券（特約書）の場合
正 包括予定保険証券（特約書）誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

訂正通知［アデンダム］

★保険証券の場合
保険証券誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［保険証券］

訂正通知[ライダー]

★保険料請求書の場合
保険料請求書の誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［保険料請求書］

海  外国  内

  4)包括予定作成

or
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10.11.310.11.310.11.310.11.3    輸輸輸輸出出出出（（（（CCCCIIIIFFFF契契契契約約約約））））包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約（（（（ノノノノンンンンポポポポリリリリシシシシーーーー契契契契約約約約もももも含含含含むむむむ））））　　　　3333C0C0C0C01111-0-0-0-03333
 

荷主 買取銀行 通知銀行 保険会社 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 発行銀行 荷主
（輸出業者） （輸入業者）

見
積 1)保険料率問合せ［TEL,FAX］
り

2)見積回答［保険料見積書,TEL］

契
約 3)包括予定保険申込み［包括予定保険申込書]

5)包括予定保険受付［包括予定保険証券 or 包括予定保険特約書]

6)輸入者側クレームエージェントに包括予定保険内容を通知[包括予定保険証券の郵送] （ｸﾚー ﾑ
7)確定通知［確定通知書］

※包括予定保険有効期間内繰り返し
8)保険料請求保険料請求書 o保険料明細書

請
求 9)保険料請求(月毎）［月払保険料請求書］

10)保険料支払い

訂 ★包括予定保険証券（特約書）の場合
正 包括予定保険証券（特約書）誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

訂正通知［アデンダム］

★確定通知書の場合
確定通知書の誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［保険料請求書］

★保険料請求書の場合
保険料請求書の誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［保険料請求書］

海  外国  内

  4)包括予定作成
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10.11.410.11.410.11.410.11.4    輸輸輸輸入入入入（（（（FFFFOOOOBBBB,,,,CCCC＆＆＆＆SSSS契契契契約約約約））））個個個個別別別別予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約　　　　3333C0C0C0C01111----00004444

 
荷主 発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 荷主

（輸入業者） （輸出業者）
見
積 1)保険料率問合せ［TEL,FAX］
り

2)見積回答［保険料見積書,TEL］

契
約 3)個別予定保険申込み［個別予定保険申込書]

   ［添付資料：L/Cなど］

4)個別予定保険引受［CoverNote]

5)確定通知［確定通知書］
   ［添付資料：B/L写,I/V写など］

6)保険料請求［保険料請求書保険料明細書

通
関 7)輸入通関手続き[保険料明細書 or 保険料請求書FAX]

請
求 8)保険料請求(月毎）［月払保険料請求書］

9)保険料支払い

訂 ★CoverNoteの場合
正 ＣｏｖｅｒＮｏｔｅの誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え[CoverNote]

★保険料請求書の場合
保険料請求書の誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［保険料請求書］

国　内 海　外
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10.11.510.11.510.11.510.11.5    輸輸輸輸入入入入（（（（FFFFOOOOBBBB,,,,CCCC＆＆＆＆SSSS契契契契約約約約））））包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約　　　　3333C0C0C0C01111----00005555
 

荷主 発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 荷主
（輸入業者） （輸出業者）

見
積 1)保険料率問合せ［TEL,FAX］
り

2)見積回答［保険料見積書,TEL］

契
約 3)包括予定保険申込み［包括予定保険申込書]

5)包括予定保険引受［包括予定保険証券 or 包括予定保険特約書]

6)確定通知［確定通知書］
   ［添付資料：B/L写,I/V写など］

※包括予定保険有効期間内繰り返し
7)保険料請求［保険料請求書 or 保険料明細書］

通
関 8)輸入通関手続き[保険料明細書 or 保険料請求書FAX]

請
求 9)保険料請求(月毎）［月払保険料請求書］

10)保険料支払い

訂 ★包括予定保険証券（特約書）の場合
正 包括予定保険証券（特約書）誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

訂正通知［アデンダム］

★保険料請求書の場合
保険料請求書の誤り指摘、訂正依頼［ＴＥＬ，ＦＡＸなど］

差し替え［保険料請求書］

  4)包括予定作成

国　内 海　外
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10.11.610.11.610.11.610.11.6    輸輸輸輸出出出出（（（（ククククレレレレーーーームムムム処処処処理理理理））））パパパパタタタターーーーンンンンＡＡＡＡ（（（（輸輸輸輸入入入入業業業業者者者者－－－－保保保保険険険険会会会会社社社社））））　　　　3333CCCC01010101----00006666

 
荷主 買取銀行 通知銀行 保険会社 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 保険業者 荷主

（輸出業者） (ｸﾚー ﾑｴー ｼ゙ ｪﾝﾄ）（輸入業者）

通 １)損害通知[損害通知書]
知

2)損害通知回答[リプライ]

3')事故通知(Agent権限超過の場合) [添付情報]
B/L写,I/V写
I/P原本（or写）
LandingReport
CLPなど

調 4)サーベイ手配
査

5)調査（サーベイ）

6)損害額通知
7)調査報告書作成
8)検査手数料請求

請 9)請求書作成
11)請求書類送付[保険請求書,検査報告書,手数料請求書など郵送]

（郵送）10)書類郵送
保険金請求書,
I/P原本など

12)保険金、手数料決済[L/C,送金,小切手]

求 14)賠償請求権利の移転[権利移転証]
償

15)損害賠償請求[損害賠償請求書]

3)事故通知[TEL,FAX,郵送]

  13)保険金支払い

海  外国  内
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10.11.710.11.710.11.710.11.7    輸輸輸輸出出出出（（（（ククククレレレレーーーームムムム処処処処理理理理））））パパパパタタタターーーーンンンンＢＢＢＢ（（（（輸輸輸輸入入入入業業業業者者者者－－－－輸輸輸輸出出出出業業業業者者者者－－－－保保保保険険険険会会会会社社社社））））　　　　3333C0C0C0C01111-0-0-0-07777
 

荷主 買取銀行 通知銀行 保険会社 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 保険業者 荷主
（輸出業者） (ｸﾚｰﾑｴｰｼﾞｪﾝﾄ）（輸入業者）

通 １)損害通知[損害通知書]
知

2)損害通知回答[リプライ]

[付加情報] B/L写,I/V写,I/P原本（or 写)
LandingReport, CLPなど

4)サーベイ起用判断
調  （必要） 5)調査依頼［TEL,FAXなど］
査

 （不要） 6)調査（サーベイ）

7)報告書作成［検査報告書］ 7)報告書作成［検査報告書］
8)調査報告［検査報告書］

9)検査料請求［検査料請求書］

10)検査料支払

11)報告書郵送[検査報告書]

請 12)委任状作成
求 13)委任状郵送[委任状,I/P原本]

14)保険金請求書作成

15)書類[保険金請求書、委任状など郵送]

16)保険金支払い[保険金支払通知書]

求 17)賠償請求権利の移転[権利移転証]
償

18)損害賠償請求[損害賠償請求書]

海  外国  内

3)事故通知[TEL,FAXなど]

3)事故通知[TEL,FAXなど]
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10.11.810.11.810.11.810.11.8    輸輸輸輸入入入入（（（（ククククレレレレーーーームムムム処処処処理理理理））））パパパパタタタターーーーンンンンＡＡＡＡ（（（（保保保保険険険険会会会会社社社社－－－－ササササーーーーベベベベイイイイヤヤヤヤ））））　　　　3333CCCC00001111----00008888

 
荷主 発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 荷主

（輸入業者） (サーベイヤー） （輸出業者）

通 １)損害通知[損害通知書]
知

2)損害通知回答[リプライ]

3)事故通知[TEL,FAXなど]
[付加情報：I/V,B/L,CBN,貨物受渡書類など]

4)サーベイ起用判断
調  （必要） 5)調査依頼［TEL,FAXなど］
査

 （不要）

9)検査料請求［検査料請求書］

10)検査料支払
11)報告書郵送[検査報告書]

請 12)保険金請求［保険金請求書]
求

13)保険金支払い[保険金支払通知書]

求 14)賠償請求権利の移転[権利移転証]
償

15)損害賠償請求[損害賠償請求書]

8)調査報告［検査報告書］

6)調査（サーベイ）

国　内 海　外

7)報告書作成［検査報告書］
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10.11.910.11.910.11.910.11.9    輸輸輸輸入入入入（（（（ククククレレレレーーーームムムム処処処処理理理理））））パパパパタタタターーーーンンンンＢＢＢＢ（（（（輸輸輸輸入入入入業業業業者者者者－－－－ササササーーーーベベベベイイイイヤヤヤヤ））））3333CCCC01010101----00009999

 
荷主 発行銀行 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 買取銀行 通知銀行 荷主

（輸入業者） (サーベイヤー） （輸出業者）

通 １)損害通知[損害通知書]
知

2)損害通知回答[リプライ]

調 4)調査依頼［TEL,FAXなど］
査

6)報告書作成［検査報告書］

7)調査報告［検査報告書］

8)検査料請求［検査料請求書］

9)検査料支払い

請 10)事故通知[TEL,FAXなど]
求 [付加情報：I/V,B/L,CBN,貨物受渡書類など]

11)保険金請求［保険金請求書]

12)保険金支払い[保険金支払通知書]

求 13)賠償請求権利の移転[権利移転証]
償

14)損害賠償請求[損害賠償請求書]

5)調査（サーベイ）

国　内 海　外
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10.1210.1210.1210.12    付付付付録録録録11112222　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表（（（（荷荷荷荷主主主主――――保保保保険険険険間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル））））ドドドドキキキキュュュュメメメメンンンントトトト一一一一覧覧覧覧
10.12.110.12.110.12.110.12.1    輸輸輸輸出出出出（（（（CCCCIIIIFFFF契契契契約約約約））））個個個個別別別別予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約（（（（個個個個別別別別保保保保険険険険契契契契約約約約をををを含含含含むむむむ））））　　　　3333CCCC02020202-0-0-0-01111

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果 ５．問題点 ６．その他項
番
トランザ
クション

アクション ドキュメント名称 発行者 受領者

流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

1 見積り 2)見積回答 保険料率見積書
（Quotation）

保険会社 輸出者 × １ × × △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ C

2 a1)個別予定保険申込み 個別予定保険申込書
（Application for Provisional Insurance ）

輸出者 保険会社 × １ ○ △ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※２

3 a2)個別予定保険引受 カバーノート
（Cover Note）

保険会社 輸出者 × １－N ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１、※２

4 b1)個別保険申込み 個別保険申込書
（Application for Marine Insurance Policy）

輸出者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B

5 a3)確定通知 確定通知書
（Application for Marine Insurance）

輸出者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × △ △ ○ ○ ○ B

6 3)保険引受 保険証券
（Marine Insurance Policy）

保険会社 輸出者
→輸入者

○ １－N ○ ○ ○ × △ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※１、※３

7 3)保険引受 保険承認状
（Certificate of Marine Insurance）

保険会社 輸出者
→輸入者

○ １－N ○ ○ ○ × △ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※１、※３

8 4)保険料請求 保険料請求書
（Debit Note）

保険会社 輸出者 × １－N × ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※４

9

契約

4)保険料請求 保険料明細書
（Statement of Premium Due）

保険会社 輸出者 × １－N × ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※４

10 請求 5)保険料請求（月毎） 月払保険料請求書 保険会社 輸出者 × １ ○ △ △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ B

11 訂正 訂正通知 ライダー
（Rider）

保険会社 輸出者
→輸入者

○ １－N × △ ○ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ B

【補足】
※０　３．書類の効力・捺印／署名の各項目の評価は、「記名・捺印、または署名」の場合の評価とする。
※１　フォーマット内に約款の記述あり。
※２　個別保険の予定無しパターンの場合、本書類は発行されない。
※３　保険証券、または保険承認状のいずれかが発行される。
※４　保険請求書と保険明細書は同一文書。
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10.12.210.12.210.12.210.12.2    輸輸輸輸出出出出（（（（CCCCIIIIFFFF契契契契約約約約））））包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約　　　　3C03C03C03C02222----00002222

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果 ５．問題点 ６．その他項
番
トランザ
クション

アクション ドキュメント名称 発行者 受領者

流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

1 見積り 2)見積回答 保険料率見積書
（Quotation）

保険会社 輸出者 × １ × × △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ C

2 3)包括予定保険申込み 包括予定保険申込書
（Application for Marine Insurance Open
Policy）

輸出者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１

3 5)包括予定保険引受 包括予定保険特約書
（Open Contract of Marine Insurance）

保険会社 輸出者
保険会社

× ２－N ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※ １、
※ ２.

4 5)包括予定保険引受 包括予定保険証券
（Open Policy of Marine Insurance）

保険会社 輸出者 × １－N ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※ １、
※ ２.

5 6)確定通知 確定通知書
（Application for Marine Insurance）

輸出者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × △ △ ○ ○ ○ B

6 7)保険引受 保険証券
（Marine Insurance Policy）

保険会社 輸出者
→輸入者

○ １－N ○ ○ ○ × △ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※ １、
※ ３.

7 7)保険引受 保険承認状
（Certificate of Marine Insurance）

保険会社 輸出者
→輸入者

○ １－N ○ ○ ○ × △ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※ １.
※ ３.

8 8)保険料請求 保険料請求書
（Debit Note）

保険会社 輸出者 × １－N × ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※４.

9

契約

8)保険料請求 保険料明細書
（Statement of Premium Due）

保険会社 輸出者 × １－N × ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※４.

10 請求 10)保険料請求（月毎） 月払保険料請求書 保険会社 輸出者 × １ ○ △ △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ B

11 訂正通知 ライダー
（Rider）

保険会社 輸出者
→輸入者

○ １－N × △ ○ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ B

12

訂正

訂正通知 アデンダム
（Addendum）

保険会社 輸出者 × １－N × × ○ × × × × × × ○ ○ △ △ △ B

【補足】

※０ ３．書類の効力・捺印／署名の各項目の評価は、「記名・捺印、または署名」の場合の評価とする。

※１ フォーマット内に約款の記述あり。

※２ 包括予定保険証券、または包括予定保険特約書のいずれかが発行される。

※３ 保険証券、または保険承認状のいずれかが発行される。

※４ 保険請求書と保険明細書は同一文書。
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10.12.310.12.310.12.310.12.3    輸輸輸輸出出出出（（（（CCCCIIIIFFFF契契契契約約約約））））包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約（（（（ノノノノンンンンポポポポリリリリシシシシーーーー契契契契約約約約をををを含含含含むむむむ））））　　　　3333C0C0C0C02222-0-0-0-03333

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項
番
トランザ
クション

アクション ドキュメント名称 発行者 受領者
流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その他

1 見積り 2)見積回答 保険料率見積書
（Quotation）

保険会社 輸出者 × １ × × △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ C

2 3)包括予定保険申込み 包括予定保険申込書
（Application for Marine Insurance Open
Policy）

輸出者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１

3 5)包括予定保険引受 包括予定保険特約書
（Open Contract of Marine Insurance）

保険会社 輸出者
保険会社

× ２－N ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１、※２

4 5)包括予定保険引受 包括予定保険証券
（Open Policy of Marine Insurance）

保険会社 輸出者 × １－N ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１、※２

5 7)確定通知 確定通知書
（Application for Marine Insurance）

輸出者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × △ △ ○ ○ ○ B

6 8)保険料請求 保険料請求書
（Debit Note）

保険会社 輸出者 × １－N × ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※３

7

契約

8)保険料請求 保険料明細書
（Statement of Premium Due）

保険会社 輸出者 × １－N × ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※３

8 請求 9)保険料請求（月毎） 月払保険料請求書 保険会社 輸出者 × １ ○ △ △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ B

9 訂正 訂正通知 アデンダム
（Addendum）

保険会社 輸出者 × １－N × × ○ × × × × × × ○ ○ △ △ △ B

【補足】
※０　３．書類の効力・捺印／署名の各項目の評価は、「記名・捺印、または署名」の場合の評価とする。
※１　フォーマット内に約款の記述あり。
※２　包括予定保険証券、または包括予定保険特約書のいずれかが発行される。
※３　保険請求書と保険明細書は同一文書。
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10.12.410.12.410.12.410.12.4    輸輸輸輸入入入入（（（（FFFFOOOOBBBB,,,,CCCC＆＆＆＆FFFF契契契契約約約約））））個個個個別別別別予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約　　　　3333C0C0C0C02222----00004444

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項
番
トランザ
クション

アクション ドキュメント名称 発行者 受領者

流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その他

1 見積り 2)見積回答 保険料率見積書
（Quotation）

保険会社 輸入者 × １ × × △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ C

3)個別予定保険申込み 個別予定保険申込書
（Application for Provisional Insurance ）

輸入者 保険会社 × １ ○ △ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B

4)個別予定保険引受 カバーノート
（Cover Note）

保険会社 輸入者 × １－N ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１

5)確定通知 確定通知書
（Application for Marine Insurance）

輸入者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × △ △ ○ ○ ○ B

6)保険料請求 保険料請求書
（Debit Note）

保険会社 輸入者
→税関

△ １－N ○ ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※２

2

3

4

5

6

契約

6)保険料請求 保険料明細書
（Statement of Premium Due）

保険会社 輸入者
→税関

△ １－N ○ ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※２

7 請求 8)保険料請求（月毎） 月払保険料請求書 保険会社 輸入者 × １ ○ △ △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ B

【補足】
※０　３．書類の効力・捺印／署名の各項目の評価は、「記名・捺印、または署名」の場合の評価とする。
※１　フォーマット内に約款の記述あり。
※２　保険請求書と保険明細書は同一文書。
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10.12.510.12.510.12.510.12.5    輸輸輸輸入入入入(F(F(F(FOB,OB,OB,OB,CCCC&&&&FFFF契契契契約約約約))))包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約　　　　3C03C03C03C02222----00005555

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果 ５．問題点 ６．その他項
番
トランザ
クション

アクション ドキュメント名称 発行者 受領者
流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

1 見積り 2)見積回答 保険料率見積書
（Quotation）

保険会社 輸入者 × １ × × △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ C

2 3)包括予定保険申込み 包括予定保険申込書
（Application for Marine Insurance Open
Policy）

輸入者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１

3 5)包括予定保険引受 包括予定保険特約書
（Open Contract of Marine Insurance）

保険会社 輸入者
保険会社

× ２－N ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１、※２

4 5)包括予定保険引受 包括予定保険証券
（Open Policy of Marine Insurance）

保険会社 輸入者 × １－N ○ ○ △ × △ × ○ × × ○ ○ △ △ △ B ※１、※２

5 6)確定通知 確定通知書
（Application for Marine Insurance）

輸入者 保険会社 × １ ○ ○ △ × △ × ○ × × △ △ ○ ○ ○ B

6 7)保険料請求 保険料請求書
（Debit Note）

保険会社 輸入者
→税関

△ １－N ○ ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※３

7

契約

7)保険料請求 保険料明細書
（Statement of Premium Due）

保険会社 輸入者
→税関

△ １－N ○ ○ △ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ B ※３

8 請求 9)保険料請求（月毎） 月払保険料請求書 保険会社 輸入者 × １ ○ △ △ × × × ○ × × ○ ○ △ △ △ B

【補足】
※０　３．書類の効力・捺印／署名の各項目の評価は、「記名・捺印、または署名」の場合の評価とする。
※１　フォーマット内に約款の記述あり。
※２　包括予定保険証券、または包括予定保険特約書のいずれかが発行される。
※３　保険請求書と保険明細書は同一文書。
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10.12.610.12.610.12.610.12.6    輸輸輸輸出出出出（（（（ククククレレレレーーーームムムム処処処処理理理理) ) ) ) パパパパタタタターーーーンンンンＡＡＡＡ（（（（輸輸輸輸入入入入業業業業者者者者－－－－保保保保険険険険会会会会社社社社））））3333CCCC01010101-0-0-0-06666

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項
番
トランザ
クション

アクション ドキュメント名称 発行者 受領者

流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その他

1 1)損害通知 損害通知書
（Notice of Claim）

輸入者 運送業者
（船社）

× １－N ○ ○ ○ × × × × × ○ △ ○ △ △ △ A

2

通知

2)損害通知回答 リプライ
（Reply Report）

運送業者(船
社)

輸入者 × １ × △ × × × × × × × △ ○ △ △ △ C

3 7)検査報告書作成 検査報告書
（Survey Report）

検査機関 ｸﾚー ﾑｴー ｼ゙ ﾝﾄ ○ １－N ○ ○ ○ × × × ○ × × △ ○ △ △ △ B

4

調査

8)検査手数料請求 検査料請求書
（Debit note for survey）

検査機関 ｸﾚー ﾑｴー ｼ゙ ﾝﾄ ○ １－N ○ △ ○ × × × ○ × × △ ○ △ △ △ C

5 9)請求書作成 保険金請求書
（Claim Note）

輸入者 ｸﾚー ﾑｴ ｼー゙ ﾝﾄ
（輸出地保
険会社）

× １ ○ ○ ○ × × × ○ × △ △ ○ ○ △ △ C

6

請求

13)保険金支払い 保険金支払通知書
（Payment Advice）

ｸﾚー ﾑｴー ｼ゙ ｪﾝﾄ
（輸出地保
険会社）

輸入者 × １ × △ △ × × × ○ × × × × △ △ △ C

7 14)賠償請求権利の移転 権利移転証
（Letter of Subrogation）

輸入者 輸出地保険
会社

× １ × × △ △ × × ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ B 求償の場合、
必須書類

8

求償

15)損害賠償請求 損害賠償請求書
（Claim Letter）

輸出地保険
会社

運送業者
（船社）

× １ × × △ × × × ○ × ○ △ ○ ○ ○ △ B 求償の場合、
必須書類
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10.12.710.12.710.12.710.12.7    輸輸輸輸出出出出（（（（ククククレレレレーーーームムムム処処処処理理理理) ) ) ) パパパパタタタターーーーンンンンＢＢＢＢ（（（（輸輸輸輸入入入入業業業業者者者者－－－－輸輸輸輸出出出出業業業業者者者者－－－－保保保保険険険険会会会会社社社社））））　　　　EEEECCCC02020202-0-0-0-07777

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項
番
トランザ
クション

アクション ドキュメント名称 発行者 受領者

流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その他

1 1)損害通知 損害通知書
（Notice of Claim）

輸入者 運送業者（船
社）

× １－N ○ ○ ○ × × × × × ○ △ ○ △ △ △ A

2

通知

2)損害通知回答 リプライ
（Reply Report）

運送業者(船
社)

輸入者 × １ × △ × × × × × × × △ ○ △ △ △ C

3 7)検査報告書作成 検査報告書
（Survey Report）

ｸﾚー ﾑｴー ｼ゙ ｪﾝﾄ
（検査機関）

保険会社 ○ １－N ○ ○ ○ × × × ○ × × △ ○ △ △ △ B

4

調査

9)検査料請求 検査料請求書
（Debit note for survey）

ｸﾚー ﾑｴー ｼ゙ ｪﾝﾄ
（検査機関）

保険会社 ○ １－N ○ △ ○ × × × ○ × × △ ○ △ △ △ C

5 14)請求書作成 保険金請求書
（Claim Note）

輸出者 保険会社 × １ ○ ○ ○ × × × ○ × △ △ ○ ○ △ △ C

6 12)委任状作成 委任状 輸入者 輸出者 ○ １ × × ○ × × × × ○ × △ ○ ○ △ △ B

7

請求

16)保険金支払い 保険金支払通知書
（Payment Advice）

保険会社 輸出者 × １ × △ △ × × × ○ × × × × △ △ △ C

8 17)賠償請求権利の移転 権利移転証
（Letter of Subrogation）

輸出者 保険会社 × １ × × △ △ × × ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ B 求償の場合、
必須書類

9

求償

18)損害賠償請求 損害賠償請求書
（Claim Letter）

保険会社 運送業者（船
社）

× １ × × △ × × × ○ × ○ △ ○ ○ ○ △ B 求償の場合、
必須書類
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10.12.810.12.810.12.810.12.8    輸輸輸輸入入入入（（（（ククククレレレレーーーームムムム処処処処理理理理））））パパパパタタタターーーーンンンンＡＡＡＡ（（（（保保保保険険険険会会会会社社社社－－－－ササササーーーーベベベベイイイイヤヤヤヤ））））　　　　3333CCCC00002222----00008888

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項
番
トランザクション アクション ドキュメント名称 発行者 受領者

流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その他

1 1)損害通知 損害通知書
（Notice of Claim）

輸入者 運送業者（船
社）

× １－N ○ ○ ○ × × × × × ○ △ ○ △ △ △ A

2

通知

2)損害通知回答 リプライ
（Reply Report）

運送業者(船社) 輸入者 × １ × △ × × × × × × × △ ○ △ △ △ C

3 7)検査報告書作成 検査報告書
（Survey Report）

検査機関 保険会社 ○ １－N ○ ○ ○ × × × ○ × × △ ○ △ △ △ B

4

調査

9)検査料請求 検査料請求書
（Debit note for survey）

検査機関 保険会社 ○ １－N ○ △ ○ × × × ○ × × △ ○ △ △ △ C

5 12)請求書作成 保険金請求書
（Claim Note）

輸入者 保険会社 × １ ○ ○ ○ × × × ○ × △ △ ○ ○ △ △ C

6

請求

13)保険金支払い 保険金支払通知書
（Payment Advice）

保険会社 輸入者 × １ × △ △ × × × ○ × × × × △ △ △ C

7 14)賠償請求権利の移転 権利移転証
（Letter of Subrogation）

輸入者 保険会社 × １ × × △ △ × × ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ B 求償の場合、
必須書類

8

求償

15)損害賠償請求 損害賠償請求書
（Claim Letter）

保険会社 運送業者（船
社）

× １ × × △ × × × ○ × ○ △ ○ ○ ○ △ B 求償の場合、
必須書類
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10.12.910.12.910.12.910.12.9    輸輸輸輸入入入入（（（（ククククレレレレーーーームムムム処処処処理理理理））））パパパパタタタターーーーンンンンＢＢＢＢ（（（（輸輸輸輸入入入入業業業業者者者者－－－－ササササーーーーベベベベイイイイヤヤヤヤ））））　　　　3333CCCC00002222----00009999

１．書類の特性 ２．書類のフォーマット ３．書類の効力 ４．電子化における効果項
番
トランザクション アクション ドキュメント名称 発行者 受領者

流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権 捺印 署名 時間面 費用面 労力面

５．問題点 ６．その他

1 1)損害通知 損害通知書
（Notice of Claim）

輸入者 運送業者
（船社）

× １－N ○ ○ ○ × × × × × ○ △ ○ △ △ △ A

2

通知

2)損害通知回答 リプライ
（Reply Report）

運送業者(船社) 輸入者 × １ × △ × × × × × × × △ ○ △ △ △ C

3 6)報告書作成 検査報告書
（Survey Report）

検査機関 輸入者 ○ １－N ○ ○ ○ × × × ○ × × △ ○ △ △ △ B

4

調査

8)検査料請求 検査料請求書
（Debit note for survey）

検査機関 輸入者 ○ １－N ○ △ ○ × × × ○ × × △ ○ △ △ △ C

5 11)請求書作成 保険金請求書
（Claim Note）

輸入者 保険会社 × １ ○ ○ ○ × × × ○ × △ △ ○ ○ △ △ C

6

請求

12)保険金支払い 保険金支払通知書
（Payment Advice）

保険会社 輸入者 × １ × △ △ × × × ○ × × × × △ △ △ C

7 13)賠償請求権利の移転 権利移転証
（Letter of Subrogation）

輸入者 保険会社 × １ × × △ △ × × ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ B 求償の場合、
必須書類

8

求償

14)損害賠償請求 損害賠償請求書
（Claim Letter）

保険会社 運送業者
（船社）

× １ × × △ × × × ○ × ○ △ ○ ○ ○ △ B 求償の場合、
必須書類
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10.1310.1310.1310.13    付付付付録録録録 11113333　　　　業業業業務モ務モ務モ務モデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析結析結析結析結果果果果（（（（荷荷荷荷主主主主―保険―保険―保険―保険間間間間業業業業務務務務モデモデモデモデル）ル）ル）ル）

10.13.110.13.110.13.110.13.1    個個個個別別別別予予予予定定定定保保保保険申険申険申険申込込込込書書書書    ((((AAAApppppppplllliiiicatcatcatcatiiiion foron foron foron for    PrPrPrProvovovoviiiissssiiiional onal onal onal IIIInnnnssssuuuurarararannnncccceeee))))　　　　3333CCCC00003333-0-0-0-01111

１．書類の特性
(1)　書類の説明

船積前に保険契約内容が不明確な場合に、確定保険申
込みに先立ち行う保険の予約。

(2)　流通性
荷主、保険会社の二者間のみ。

(3)　発行部数
原本１枚。

(4)　必要性
個別予定保険に基づく契約を行う場合は必要。

(5)　転記項目
L/C,売買契約書等。

(6)　唯一性
原本のみ流通可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

なし。
(2)　国内規約

監督官庁に提出する「事業方法書」に記載項目が定義
される。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務

本書類に伴う権利義務は無し。
(2)　所有権

第三者の確認、受領確認は必要無し。
(3)　捺　印

記名・捺印、または署名が必要。
(4)　署　名

記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・申込書作成にかかる時間の短縮
・書類搬送、保険契約手続きの迅速化

(2)　費用面
・ペーパレス化により材料費等の削減
・書類搬送にかかるコストの削減
・文書保管スペースにかかるコストの削減

(3)　労力面
・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
　・申込書における署名の扱い
(2)　今後の検討課題
　・原本性の保証
　・申込者の保証（本人確認）

６．その他
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10.13.210.13.210.13.210.13.2    カカカカババババーーーーノノノノーーーートトトト    ((((CoCoCoCovvvver Noer Noer Noer Notttteeee))))　　　　3333C0C0C0C03333----00002222

１．書類の特性
(1)　書類の説明
　　個別予定保険引受確認文書。
(2)　流通性
　　荷主、保険会社の二者間のみ
(3)　発行部数
　　１枚以上。顧客指定による。
(4)　必要性
　　契約上必ず発行される。
(5)　転記項目
　　個別予定保険申込書、L/Cなど
(6)　唯一性
　　原本のみ流通可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
　  なし。
(2)　国内規約
商法。
監督官庁に提出する「事業方法書」に記載項目が定義
される。

(3)　民間規約
　　なし。
(4)　任　意
　  保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務
　  なし。
(2)　所有権
　  第三者の確認、受領確認は必要なし。
(3)　捺　印
　  記名・捺印、または署名が必要。
(4)　署　名
　  記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
　・CoverNote作成にかかる時間の短縮
　・書類搬送、手続きの迅速化
(2)　費用面
　・ペーパレス化により材料費等の削減
　・書類搬送にかかるコストの削減
　・文書保管スペースにかかるコストの削減
(3)　労力面
　・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
  ・CoverNoteにおける署名の扱い
(2)　今後の検討課題
　・原本性の保証
　・約款の扱い

６．その他
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10.13.310.13.310.13.310.13.3    確確確確定定定定通通通通知知知知書書書書    ((((AAAApppppppplllliiiicatcatcatcatiiiion on on on ffffor Maror Maror Maror Mariiiine ne ne ne IIIInsnsnsnsuuuurancrancrancranceeee))))　　　　3333CCCC00003333-0-0-0-03333

１．書類の特性
(1)　書類の説明
付保必要事項の確定次第、保険契約を申込書類。
ただし、保険期間開始前に全ての必要事項が確定でき
ない場合には、予定保険の申込みが前提となる。

(2)　流通性
荷主、保険会社の二者間のみ

(3)　発行部数
原本１枚。

(4)　必要性
必要。
ただし、I/V, B/Lへの付保意志付記等で代替が可能。

(5)　転記項目
I/V, B/L, L/C, CoverNoteなど。

(6)　唯一性
原本のみ流通可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
なし。

(2)　国内規約
監督官庁に提出する「事業方法書」に記載項目が定義
される。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務
なし。

(2)　所有権
第三者の確認、受領確認は必要なし。

(3)　捺　印
予定保険契約が締結されている場合はなくても良い。
それ以外は記名・捺印、または署名が必要。

(4)　署　名
予定保険契約が締結されている場合はなくても良い。
それ以外は記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
　・確定通知書作成にかかる時間の短縮
　・書類搬送、手続きの迅速化
(2)　費用面
　・ペーパレス化により材料費等の削減
　・書類搬送にかかるコストの削減
　・文書保管スペースにかかるコストの削減
(3)　労力面
　・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
  ・申込書における署名の扱い
(2)　今後の検討課題
　・原本性の保証
  ・申込者の保証（本人確認）

６．その他
   個別保険申込書（予定なし）としても利用される。
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10.13.410.13.410.13.410.13.4    保保保保険険険険証証証証券券券券    ((((IIIInnnnssssuuuurance Policy)rance Policy)rance Policy)rance Policy)　　　　3C03C03C03C03333----00004444

１．書類の特性
(1)　書類の説明

輸出／輸入貨物に保険を付与したという証明書類
(2)　流通性

輸出(CIF契約)の場合…保険会社→輸出業者→買取銀
行→発行銀行→輸入業者
輸入(FOB,C&F契約)の場合…保険会社→輸入業者

(3)　発行部数
原本１枚以上。L/Cに記載されている場合や顧客の要
求（申込書記載）に応じて変動。

(4)　必要性
包括予定保険の場合、保険承認状が発行されることで
本来は不要となるが、顧客からの要求により保険承認
状の変わりに保険証券を発行することも多い。
また、保険証券(I/P)は発行されない契約もある。

(5)　転記項目
個別予定保険申込書、確定通知書、I/V, B/L, L/Cなど

(6)　唯一性
原本は顧客の要求により複数枚発行することもある。
船積書類一式と流通する文書としては原本である必
要がある。
また、クレーム処理においては保険の付保内容を確認
するために、原則として I/P原本の提示を求める。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

なし。
(2) 国内規約
・商法。
・監督官庁に提出する「事業方法書」に記載項目が定義
される。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務

文書を所持しているだけでは保険金請求権はない。保
険証券に記載される内容（被保険者名）と裏書きの確
認、他の書類による被保険利益の確認等を行った上、
権利義務を判断する。

(2)　所有権
第三者の確認、受領確認は必要なし。

(3)　捺　印
記名・捺印、または署名が必要。

(4)　署　名
記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
　・保険申込書から保険証券作成にかかる時間の短縮
　・書類搬送の迅速化
(2)　費用面
　・ペーパレス化により材料費等の削減
　・書類搬送にかかるコストの削減
　・文書保管スペースにかかるコストの削減
(3)　労力面
　・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
　・保険証券における署名の扱い
　・クレーム処理における電子データの有効性の立証（損

害賠償請求時等）
(2)　今後の検討課題
　・原本性の保証
　・約款の扱い

６．その他
  ・保険証券のフォーマットは「S.G.フォーム」「MAR フ

ォーム」の２種類存在する。
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10.13.510.13.510.13.510.13.5    包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険申険申険申険申込込込込書書書書    ((((AAAApppppppplllliiiicatcatcatcatiiiion foron foron foron for    MaMaMaMarrrriiiine ne ne ne IIIInnnnssssuuuurrrraaaannnnce ce ce ce ((((Open POpen POpen POpen Poooolllliiiiccccyyyy))))))))　　　　3333CCCC00003333----05050505

１．書類の特性
(1)　書類の説明
長期的に継続して行われる輸送を包括して担保する予
定保険に関する申込書。

(2)　流通性
荷主、保険会社の二者間のみ。

(3)　発行部数
原本１枚。

(4)　必要性
包括予定保険に基づく契約を行う場合は必要。

(5)　転記項目
売買契約書等。

(6)　唯一性
原本のみ流通可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
なし。

(2)　国内規約
監督官庁に提出する「事業方法書」に記載項目が定義
される。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務
本書類に伴う権利義務はなし。

(2)　所有権
第三者の確認、受領確認は必要なし。

(3)　捺　印
記名・捺印、または署名が必要。

(4)　署　名
記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
　・書類搬送、保険契約手続きの迅速化
(2)　費用面
　・ペーパレス化により材料費等の削減
　・書類搬送にかかるコストの削減
　・文書保管スペースにかかるコストの削減
(3)　労力面
　・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
　・申込書における署名の扱い
(2)　今後の検討課題
　・原本性の保証
　・申込者の保証（本人確認）
　・約款の扱い

６．その他
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10.13.610.13.610.13.610.13.6    包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険証険証険証険証券券券券    ((((Open Open Open Open PPPPoooolllliiiicy)cy)cy)cy)　　　　3333CCCC03030303----00006666

１．書類の特性
(1)　書類の説明
包括予定保険申込みの引受けの確認文書。

(2)　流通性
荷主、保険会社の二者間のみ

(3)　発行部数
１枚以上。顧客指定による。

(4)　必要性
契約上必ず発行される。

(5)　転記項目
包括予定保険申込書等

(6)　唯一性
原本のみ流通可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
なし。

(2)　国内規約
・商法。
・監督官庁に提出する「事業方法書」に記載項目が定義
される。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務
なし。

(2)　所有権
第三者の確認、受領確認は必要なし。

(3)　捺　印
記名・捺印、または署名が必要。

(4)　署　名
記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・包括予定証券作成にかかる時間の短縮
・書類搬送、手続きの迅速化

(2)　費用面
・ペーパレス化により材料費等の削減
・書類搬送にかかるコストの削減
・文書保管スペースにかかるコストの削減

(3)　労力面
・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
・包括予定保険証券における署名の扱い

(2)　今後の検討課題
・原本性の保証
・約款の扱い

６．その他
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10.13.710.13.710.13.710.13.7    保保保保険険険険承承承承認認認認状状状状    ((((CertCertCertCertiiiiffffiiiicate cate cate cate of Iof Iof Iof Innnnssssuuuurance)rance)rance)rance)　　　　3333C0C0C0C03333----00007777

１．書類の特性
(1)　書類の説明
保険証券の代わりにその簡略版として発行される書
類。基本的に保険証券と扱いは同じ。

(2)　流通性
保険会社と荷主の二者間。

(3)　発行部数
原本１枚以上。L/C に記載されている場合や顧客の要
求（申込書記載）に応じて変動。

(4)　必要性
輸入の場合は、必ず発行されるものではない。
輸出の場合は、保険証券(I/P)が発行される場合は不要
となる。

(5)　転記項目
包括予定保険申込書、個別予定保険申込書、確定通知
書、I/V, B/L, L/Cなど

(6)　唯一性
原本は顧客の要求により複数枚発行することもある。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
なし。

(2)　国内規約
監督官庁に提出する「事業方法書」に記載項目が定義
される。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務
文書を所持しているだけでは保険金請求権はない。保
険証券に記載される内容（被保険者名）と裏書確認、
他の書類による被保険利益の確認等を行った上、権利
義務を判断する。

(2)　所有権
第三者の確認、受領確認は必要なし。

(3)　捺　印
記名・捺印、または署名が必要。

(4)　署　名
記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
　・保険申込書から保険承認状作成にかかる時間の短縮
　・書類搬送の迅速化
(2)　費用面
・ペーパレス化により材料費等の削減
・書類搬送にかかるコストの削減
・文書保管スペースにかかるコストの削減

(3)　労力面
・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
・保険承認状における署名の扱い
・クレーム処理における電子データの有効性の立証
（損害賠償請求時等）

(2)　今後の検討課題
・原本性の保証
・約款の扱い

６．その他
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10.13.810.13.810.13.810.13.8    保保保保険険険険料料料料請請請請求求求求書書書書    ((((DebDebDebDebiiiit Not Not Not Notttteeee))))　　　　3333C0C0C0C03333----00008888

１．書類の特性
(1)　書類の説明
保険料証明書。輸入者が保険を手配する場合は、税関
に対する輸入通関の提出書類となり、関税算定基準資
料となる。

(2)　流通性
輸出：荷主、保険会社の二者間のみ
輸入：荷主、保険会社の二者間および、税関。

(3)　発行部数
１枚以上。顧客要求による。

(4)　必要性
保険料請求に際しては必ずしも必要ではない（月払保
険料請求書で可能）。
ただし、輸入通関の場合、保険料証明書として必要と
なる。

(5)　転記項目
保険証券、確定通知書、I/V、B/Lなど

(6)　唯一性
原本のみ流通可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
なし。

(2)　国内規約
なし。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務
なし。

(2)　所有権
第三者の確認、受領確認は必要なし。

(3)　捺　印
記名・捺印、または署名が必要。

(4)　署　名
記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・書類搬送の迅速化

(2)　費用面
・ペーパレス化により材料費等の削減
・書類搬送にかかるコストの削減
・文書保管スペースにかかるコストの削減

(3)　労力面
・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
・請求書における署名の扱い
・保険料証明書として使用する場合の税関の承諾

(2)　今後の検討課題
・原本性の保証

６．その他
   保険料明細書(S/P)とは同一文書。
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10.13.910.13.910.13.910.13.9    保保保保険険険険料料料料明明明明細細細細書書書書    ((((StateStateStateStatemmmmenenenent t t t of of of of PrePrePrePremimimimiuuuum Dm Dm Dm Duuuue)e)e)e)　　　　3333CCCC03030303----00009999

１．書類の特性
(1)　書類の説明
保険料証明書。輸入者が保険を手配する場合は、税関に
対する輸入通関の提出書類となり、関税算定基準資料と
なる。

(2)　流通性
輸出：荷主、保険会社の二者間のみ
輸入：荷主、保険会社の二者間および、税関。

(3)　発行部数
１枚以上。顧客要求による。

(4)　必要性
保険料請求に際しては必ずしも必要ではない（月払保険
料請求書で可能）。
ただし、輸入通関の場合、保険料証明書として必要とな
る。

(5)　転記項目
保険証券、確定通知書、I/V，B/Lなど

(6)　唯一性
原本のみ流通可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
なし。

(2)　国内規約
なし。

(3)　民間規約
なし。

(4)　任　意
保険会社が任意に作成。

３．書類の効力
(1)　権利義務
なし。

(2)　所有権
第三者の確認、受領確認は必要なし。

(3)　捺　印
記名・捺印、または署名が必要。

(4)　署　名
記名・捺印、または署名が必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・書類搬送の迅速化

(2)　費用面
・ペーパレス化により材料費等の削減
・書類搬送にかかるコストの削減
・文書保管スペースにかかるコストの削減

(3)　労力面
・転記および確認にかかる労力軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
・請求書における署名の扱い
・保険料証明書として使用する場合の税関の承諾

(2)　今後の検討課題
・原本性の保証

６．その他
   保険料請求書(D/N)とは同一文書。
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10.1410.1410.1410.14    付付付付録録録録11114444　　　　海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物フフフフロロロローーーー、、、、航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物フフフフロロロローーーー　　　　（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））
10.14.110.14.110.14.110.14.1    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））船船船船腹腹腹腹予予予予約約約約　　　　3D03D03D03D01111-0-0-0-01111

国内 海外

買取銀行 通知銀行 荷主

（輸出業者）

保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 港管理者 CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

船腹予約 ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認

ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ依頼

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ依頼

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ完了通知

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ完了通知
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10.14.210.14.210.14.210.14.2    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））運運運運送送送送依依依依頼頼頼頼／／／／入入入入庫庫庫庫作作作作業業業業　　　　3333DDDD01010101-0-0-0-02222

国内 海外

買取銀行 通知銀行 荷　　主

（輸出業者）

保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 港管理者 CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

運送依頼 S/I情報 （S.F. Net）

P/L情報 （S.F. Net）

I/V 情報 （S.F. Net）

入庫作業 出庫依頼

出庫情報（送り状）（S.F. Net）

出庫情報（送り状）（S. F. Net)

出庫情報（送り状）（S. F. Net）

出庫情報（送り状） （S.F.Net）

出庫情報（送り状） （S.F.Net）

出庫情報（送り状） （S.F.Net）

出庫情報（送り状） （S.F.Net）

出庫情報（送り状） （S.F.Net）

入庫速報情報 （S.F.Net）

入庫速報情報 （S.Fnet）

入庫検定情報 （S.Fnet）
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10.14.310.14.310.14.310.14.3    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））ココココンンンンテテテテナナナナ　　　　3333D0D0D0D01111-0-0-0-03333

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸出業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 港管理者 CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

ｺﾝﾃﾅＰ/Ｕ 空ｺﾝﾃﾅ運送指示

空ｺﾝﾃﾅ運送指示

ｺﾝﾃﾅ仕立 （検数） ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼 （検数）   

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ
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10.14.410.14.410.14.410.14.4    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））輸輸輸輸出出出出通通通通関関関関／／／／船船船船積積積積／／／／BBBB////LLLL発発発発行行行行／／／／運運運運賃賃賃賃精精精精算算算算　　　　3333DDDD01010101-0-0-0-04444

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸出業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 港管理者 CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

輸出通関 輸出申告

輸出許可

船積 D/R送付 D/R送付 コンテナ(貨物)情報

D/R送付

D/R提出

B/L発行 B/L 発行

B/L情報 （S.C.Net)

B/L Copy情報 （S.F. Net）

運賃精算 総合振込依頼 （便宜的に通知銀行宛とした C.M.S.）

運賃支払情報 （S.C. Net）

運賃支払情報 （S.C. Net）

完了報告情報 （S.F Net）

請求書情報 （S.F Net）

（検数）   
支払情報 （S.F. Net）
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10.14.510.14.510.14.510.14.5    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））通通通通関関関関指指指指示示示示　　　　3D03D03D03D01111-0-0-0-05555

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸入業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 港管理者 CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 検疫 輸出業者 発行銀行

通関指示
到着予定通知

通関指示情報 （S.F. Ｎｅｔ）

指示書情報 （S.F.  Ｎｅｔ）

搬入・保税
保税貨物運送許可 （S.F. Net）

引取・引渡 支払情報

支払情報

D/O情報（参考情報）

D/O情報（参考情報）

D/O情報

D/O情報

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）
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10.14.610.14.610.14.610.14.6    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））他他他他のののの法法法法令令令令　　　　3D03D03D03D01111-0-0-0-06666

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸入業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 港管理者 CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 検疫 輸出業者 発行銀行

他の法令
食品等輸入申請依頼

食品等輸入申請 （Sea‐NACCS）

食品等輸入許可 （Sea‐NACCS）

食品等輸入許可 （Sea‐NACCS）

食品等輸入許可通知   

植物検疫申請依頼

植物検疫申請 （Sea‐NACCS） （植物検疫）

植物検疫許可 （Sea‐NACCS）

植物検疫許可 （Sea‐NACCS）

植物検疫許可通知

動物検疫申請依頼

動物検疫申請 （Sea‐NACCS） （動物検疫）

動物検疫許可 （Sea‐NACCS）

動物検疫許可 （Sea‐NACCS）

動物検疫許可通知
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10.14.710.14.710.14.710.14.7    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））輸輸輸輸入入入入申申申申告告告告････許許許許可可可可　　　　3333DDDD01010101-0-0-0-07777

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸入業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 港管理者 CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 検疫 輸出業者 発行銀行

輸入申告・ 輸入申告
許可

輸入許可

確定納税額情報 （S.F. Ｎｅｔ）

納付明細情報 （S.F. Ｎｅｔ）

輸入通関許可情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬出精算
搬出情報 （S.F. Ｎｅｔ）

輸入在庫情報 （S.F. Ｎｅｔ）

総合振込情報 （便宜的に通知銀行宛依頼 C.MS.）

運賃支払情報

運賃支払情報 （便宜的に通知銀行利用 S.C. Ｎｅｔ）

完了報告情報 （S.F. Ｎｅｔ）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）

支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）

支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）
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10.14.810.14.810.14.810.14.8    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））船船船船腹腹腹腹予予予予約約約約　　　　3D03D03D03D01111-0-0-0-08888

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸出業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 NVO CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

船腹予約 ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認

ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認

ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ｽｹｼﾞｭｰﾙ提供

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ依頼

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ依頼

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ依頼

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ完了通知

ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ完了通知
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10.14.910.14.910.14.910.14.9    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））運運運運送送送送依依依依頼頼頼頼／／／／入入入入庫庫庫庫作作作作業業業業　　　　3333DDDD01010101-0-0-0-09999

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸出業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 NVO CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

運送依頼 S/I情報 （S.F. Ｎｅｔ）

P/L情報 （S.F. Ｎｅｔ）

I/V情報 （S.F. Ｎｅｔ）

入庫作業 出庫依頼

出庫情報（送り状） （S.F.Ｎｅｔ）

出庫情報（送り状） （S.F.Ｎｅｔ）

出庫情報（送り状） （S.F.．Ｎｅｔ）

出庫情報（送り状） （S.F.Ｎｅｔ）

出庫情報（送り状） （S.F.Ｎｅｔ）

出庫情報（送り状） （S.F.Ｎｅｔ）

出庫情報（送り状） （S.F.Ｎｅｔ）

出庫情報（送り状） （S.F.Ｎｅｔ）

入庫速報情報 （S.F. Ｎｅｔ）

入庫速報情報 （S.F. Ｎｅｔ）

入庫検定情報 （S.F. Ｎｅｔ）
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10.14.1010.14.1010.14.1010.14.10    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））ココココンンンンテテテテナナナナ　　　　3333D0D0D0D01111-1-1-1-10000

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸出業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 NVO CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

ｺﾝﾃﾅP/U 空ｺﾝﾃﾅ運送指示

空ｺﾝﾃﾅ運送指示

ｺﾝﾃﾅ （検数） ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼
仕立

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼 （検数）   

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝｸﾞ依頼

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ

ﾊﾞﾝﾆﾝグﾚﾎﾟｰﾄ
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10.14.1110.14.1110.14.1110.14.11    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））輸輸輸輸出出出出通通通通関関関関　　　　3D03D03D03D01111-1-1-1-11111

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸出業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 NVO CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

輸出通関 輸出申告

輸出許可

船積 D/R送付

D/R送付

D/R送付
D/R提出

B/L発行 B/L発行

B/L情報 （S.C. Ｎｅｔ）

B/Lcopy情報 （S.F. Ｎｅｔ）

運賃精算 総合振込依頼 （便宜的に通知銀行宛とした  C.M.S.）

運賃支払情報 （S.C. Ｎｅｔ）

運賃支払情報 （S.C. Ｎｅｔ）

完了報告情報 （S.F. Ｎｅｔ）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

（検数）
支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）

  支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）

支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）
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10.14.1210.14.1210.14.1210.14.12    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））通通通通関関関関指指指指示示示示　　　　3D03D03D03D01111-1-1-1-12222

国内 海外

買取銀行 通知銀行 荷主
（輸入業者）

保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 NVO CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 検疫 輸入業者 発行銀行

通関指示
到着予定通知

到着予定通知

通関指示情報 （S.F. Ｎｅｔ）

指示書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入・

保税 保税貨物運送許可 （S.F.Ｎｅｔ）

支払情報

引取・ 支払情報

引渡 D/O情報(参考情報)

D/O情報(参考情報)

D/O情報

D/O情報

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬入予定情報 （S.F. Ｎｅｔ）
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10.14.1310.14.1310.14.1310.14.13    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））他他他他のののの法法法法令令令令　　　　3D03D03D03D01111-1-1-1-13333

国内 海外
買取銀行 通知銀行 荷主

（輸入業者）
保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 NVO CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 検疫 輸入業者 発行銀行

他の法令
食品等輸入申請 (Sea‐NACCS)

食品等輸入申請 (Sea‐NACCS)

食品等輸入許可(Sea‐NACCS)

食品等輸入許可(Sea‐NACCS)

食品等輸入許可 (Sea‐NACCS)

植物検疫申請 (Sea‐NACCS) （植物検疫）

植物検疫申請(Sea‐NACCS) （植物検疫）

植物検疫許可 (Sea‐NACCS)

植物検疫許可(Sea‐NACCS)

植物検疫許可 (Sea‐NACCS)

動物検疫申請 (Sea‐NACCS) （動物検疫）

動物検疫申請 (Sea‐NACCS) （動物検疫）

動物検疫許可 (Sea‐NACCS)

動物検疫許可 (Sea‐NACCS)

動物検疫許可(Sea‐NACCS)
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10.14.1410.14.1410.14.1410.14.14    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））輸輸輸輸入入入入申申申申告告告告・・・・許許許許可可可可　　　　3333DDDD01010101----11114444

国内 海外
荷主

買取銀行 通知銀行 （輸入業者） 保険業者 検査機関 通産省 海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 NVO CY CFS 工場 倉庫 陸運業者 検疫 輸出業者 発行銀行

輸入申告・ 輸入申告
許可

輸入許可

確定納税額情報 （S.F Ｎｅｔ）

納付明細情報 （S.F. Ｎｅｔ）

搬出精算
搬出情報 （S.F. Ｎｅｔ）

輸入在庫情報 （S.F. Ｎｅｔ）

総合振込情報 （便宜的に通知銀行宛依頼 C.M.S.）

運賃支払情報 （S.C. Ｎｅｔ）

運賃支払情報 （S.C Ｎｅｔ）

運賃支払情報 （便宜的に通知銀行利用 S.C Ｎｅｔ）

完了報告情報 （S.F. Ｎｅｔ）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ） （検数）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

請求書情報 （S.F. Ｎｅｔ）

支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）

  支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）

支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）

支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）

支払情報 （S.F. Ｎｅｔ）
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10.14.1510.14.1510.14.1510.14.15    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））検検検検査査査査申申申申請請請請　　　　3D03D03D03D01111-1-1-1-15555

国内 海外
荷主 通産省 航空貨物

買取銀行 通知銀行 （輸出業者） 保険業者 検査機関 (他省庁) 代理店 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

検査 検査依頼
申請

検査証明書   

各種申請
  

申請許可

スペース予約
スペース   
予約 スペース確保情報
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10.14.1610.14.1610.14.1610.14.16    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））輸輸輸輸出出出出通通通通関関関関　　　　3D03D03D03D01111-1-1-1-16666

国内 海外
荷主 航空貨物

買取銀行 通知銀行 （輸出業者） 保険業者 検査機関 通産省 代理店 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

輸出通関 輸出申告依頼

輸出申告依頼

貨物情報(P/L)
  

貨物情報(I/V)

貨物情報(S/I)

保税搬入票

保税搬入入力

輸出申請

輸出許可

輸出許可証

輸出許可証

通関許可情報
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10.14.1710.14.1710.14.1710.14.17    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））搬搬搬搬出出出出処処処処理理理理　　　　3D03D03D03D01111-1-1-1-17777

国内 海外
荷主 航空貨物

買取銀行 通知銀行 （輸出業者） 保険業者 検査機関 通産省 代理店 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

搬出処理 LDR

AWB情報

AWB情報

運賃精算 航空運賃請求情報

航空運賃支払情報

航空運賃請求情報

航空運賃支払情報

完了報告

請求書情報
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10.14.1810.14.1810.14.1810.14.18    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））検検検検査査査査申申申申請請請請　　　　3D03D03D03D01111-1-1-1-18888

国内 海外
荷主 通産省 航空貨物

買取銀行 通知銀行 （輸入業者） 保険業者 検査機関 (他省庁) 代理店 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸出業者 発行銀行

検査 検査依頼
申請

検査証明書   

各種申請
  

申請許可

貨物到着案内

貨物到着案内

リリースオーダ代理発行依頼(L/C時)
L/C処理

リリースオーダ確認(L/C時)

リリースオーダ発行依頼(L/C時)

リリースオーダ発行(L/C時)

発行確認(L/C時)
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10.14.1910.14.1910.14.1910.14.19    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））輸輸輸輸入入入入通通通通関関関関　　　　3D03D03D03D01111-1-1-1-19999

国内 海外
荷主 通産省 航空貨物

買取銀行 通知銀行 （輸入業者） 保険業者 検査機関 (他省庁) 代理店 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸出業者 発行銀行

輸入通関
積荷目録提出

搬入情報登録

輸入通関依頼・通関書類

輸入申告

　他法令 輸入申請(食品・動植物検疫等)

輸入許可

　納税 納税情報

代理納税

納税情報

納税

輸入許可
　許可

通関連絡
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10.14.2010.14.2010.14.2010.14.20    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物直直直直送送送送輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））搬搬搬搬出出出出　　　　3333DDDD00001111----22220000

国内 海外
荷主 通産省 航空貨物

買取銀行 通知銀行 （輸入業者） 保険業者 検査機関 (他省庁) 代理店 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸出業者 発行銀行

搬出 搬出指示

陸送手配

引取通知

輸入許可証の提示

貨物搬出情報

輸入許可証
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10.14.2110.14.2110.14.2110.14.21    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））検検検検査査査査申申申申請請請請　　　　3D03D03D03D01111-2-2-2-21111

国内 海外
荷主 通産省

買取銀行 通知銀行 （輸出業者） 保険業者 検査機関 (他省庁) 混載業者 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

検査 検査依頼
申請

検査証明書   

各種申請
  

申請許可

スペース予約
スペース   
予約 スペース確保情報

  
スペース予約

スペース確保情報
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10.14.2210.14.2210.14.2210.14.22    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））輸輸輸輸出出出出通通通通関関関関　　　　3D03D03D03D01111-2-2-2-22222

国内 海外
荷主

買取銀行 通知銀行 （輸出業者） 保険業者 検査機関 通産省 混載業者 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

輸出通関 輸出申告依頼

輸出申告依頼

貨物情報(P/L)
  

貨物情報(I/V)

貨物情報(S/I)

保税搬入票

保税搬入入力

輸出申請

輸出許可

輸出許可証

輸出許可証

通関許可情報
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10.14.2310.14.2310.14.2310.14.23    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸出出出出フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））搬搬搬搬出出出出処処処処理理理理　　　　3D03D03D03D01111-2-2-2-23333

国内 海外
荷主

買取銀行 通知銀行 （輸出業者） 保険業者 検査機関 通産省 混載業者 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

搬出処理 LDR

ハウスマニュフェスト

HAWB情報

MAWB情報

運賃精算 航空運賃請求情報

航空運賃支払情報

混載運賃請求情報

混載運賃支払情報

完了報告

請求書情報
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10.14.2410.14.2410.14.2410.14.24    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））検検検検査査査査申申申申請請請請　　　　3D03D03D03D01111-2-2-2-24444

国内 海外
荷主 通産省

買取銀行 通知銀行 （輸出業者） 保険業者 検査機関 (他省庁) 混載業者 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

検査 検査依頼
申請

検査証明書   

各種申請
  

申請許可

貨物到着案内

貨物到着案内

リリースオーダ代理発行依頼(L/C時)
L/C処理

リリースオーダ確認(L/C時)

リリースオーダ発行依頼(L/C時)

リリースオーダ発行(L/C時)

発行確認(L/C時)
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10.14.2510.14.2510.14.2510.14.25    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））輸輸輸輸入入入入通通通通関関関関　　　　3D03D03D03D01111-2-2-2-25555

国内 海外
荷主 通産省

買取銀行 通知銀行 （輸出業者） 保険業者 検査機関 (他省庁) 混載業者 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸入業者 発行銀行

輸入通関 混載バウチ一式送付

リリースオーダ＋通関書類

積荷目録提出

HAWBの登録

搬入情報登録

輸入通関依頼・通関書類

輸入申告

　他法令 輸入申請(食品・動植物検疫等)

輸入許可

　納税 納税情報

代理納税

納税情報

納税

輸入許可
　許可

通関連絡
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10.14.2610.14.2610.14.2610.14.26    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物混混混混載載載載輸輸輸輸入入入入フフフフロロロローーーー（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））搬搬搬搬出出出出　　　　3333DDDD00001111----22226666

国内 海外
荷主 通産省

買取銀行 通知銀行 （輸入業者） 保険業者 検査機関 (他省庁) 混載業者 通関業者 税関 航空会社 TACT等 工場 倉庫 陸運業者 輸出業者 発行銀行

搬出 搬出指示

陸送手配

引取通知

輸入許可証の提示

貨物搬出情報

輸入許可証
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10.1510.1510.1510.15    付付付付録録録録11115555　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析表表表表　　　　（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））
10.15.110.15.110.15.110.15.1    海海海海上上上上輸輸輸輸出出出出（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－運運運運輸輸輸輸間間間間））））　　　　搬搬搬搬出出出出　　　　3333D02D02D02D02----00001111

1.書類の特性 2.書類のフォーマット 3.書類の効力 4.電子化における効果 5.その他 6:コメントトランザクション アクション 書類 既存ネットワーク 発行者 受領者
流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権管理 捺印 署名 時間的効果 費用的効果 労力的効果

(輸出)船腹予約 スケジュール確認 海貨 対象外とする
荷主 船社

スケジュール提供 港管者 海貨
船社 荷主

ブッキング依頼 海貨
荷主 船社

ブッキング完了 船社 海貨
荷主

ブッキングリスト 船社 CY
CFS

(輸出)運送依頼 運送依頼 S/I S.F.NET 荷主 海貨 ○ 1 ○ ○ △ × × × × × × × × ○ ○ ○ B/Lの元とな
る

データの発生源となる

P/L S.F.NET 荷主 海貨 ○ n ○ ○ △ × × × × △ × × ○ ○ ○ ○ L/Cに転記される
I/V S.F.NET 荷主 海貨 ○ n ○ ○ △ × JASTPRO × × × × ○ ○ ○ ○ ○

(輸出)入庫作業 出庫依頼 S.F.NET 荷主 工場 対象外とする
出庫情報(送り状) S.F.NET 荷主 CY

S.F.NET 工場 CFS
S.F.NET 海貨
S.F.NET 倉庫

入庫速報情報 S.F.NET 海貨 荷主
S.F.NET 倉庫

入庫検定情報 S.F.NET 検量 海貨
S.F.NET 海貨 荷主

コンテナPU (空)コンテナPU依頼 海貨 船社 対象外とする
CFS CY

(空)コンテナ運送指示 海貨 陸運
荷主

コンテナ仕立 検量S/I情報 S.F.NET 海貨 検量 対象外とする

M/W情報 POLINET 検量 船社
POLINET 海貨
POLINET 銀行

コンテナ搬入情報 次期Sea-NACCS CFS CY

海貨
検量
工場

バンニング依頼 海貨 検数
荷主 検量

工場
倉庫

バンニングレポート 検数 海貨
検量 荷主
工場

出庫指示 海貨 倉庫

(輸出)輸出通関 I/V情報 I/V Sea-NACCS 通関 税関 ○ n ○ ○ △ × JASTPRO × × × × ○ ○ ○ ○ ○
コンテナ扱い申し出 コンテナ扱い申出書 Sea-NACCS 海貨 通関 × 2 × × △ × ○ × × × ○ ○ 許可印を押したものが、

承認書になる
Sea-NACCS 通関 税関
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コンテナ扱い承認 Sea-NACCS 税関 通関
Sea-NACCS 通関 海貨

輸出申告 輸出申告書(E/D) Sea-NACCS 通関 税関
輸出許可 輸出許可書(E/P) Sea-NACCS 税関 通関 輸出申告書+許可印
輸出許可情報 S.F.NET 海貨 荷主
輸出申請 輸出申請書 海貨 通産省、通産局 ○ 2 × ○ ×

輸出承認証(E/L) 通産省･通産局
荷主

荷主
税関

○ 1 × ○ × ○ × 他法令により
必要となる

輸出申請書を通産省、通
産局が確認･点検の上署
名したものがＥＬにな
る

搬入確認 次期Sea-NACCS 海貨 CY 対象外とする
通関 CFS

海貨

検数
検量
倉庫

搬入報告 次期Sea-NACCS CY 海貨
CFS 通関
海貨 税関
通関
倉庫

(輸出)船積 D/R情報 D/R POLINET 海貨 船社 ○ 1 ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ 次期Sea-NACCSでも対応予定

CLP情報 コンテナ明細書(CLP) POLINET 海貨 船社
セントラルプラン
(ベイジ用)

船社 CY 今回の貿易金
融EDIガイド
ラインの範囲
に該当しない
のではないか

対象外とする

ベイプラン CY 船社
コンテナローディングリスト CY 船社

D/R船積完了情報
(搭載確認)

次期Sea-NACCS CY 税関

(輸出)B/L発行 B/L発行 現在は全て紙ベース 船社 荷主 ○ (3) ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
B/L (海貨経由)

B/L情報(参考情報) B/L S.C.NET 船社 荷主 ○ (1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○

B/L情報(参考情報) B/L S.F.NET 海貨 荷主 ○ (1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○

(輸出)運賃精算 総合振込依頼 C.M.S 荷主 銀行 情報不足の為、ヒアリン
グを行えるようにする。
運賃支払い情報は入金
確認の明細となる

入金連絡 C.M.S 銀行 船社
C.M.S 海貨

運賃支払情報 運賃明細表 S.C.NET 海貨 船社
S.C.NET 荷主

完了報告情報 S.F.NET 海貨 荷主
請求書情報 S.F.NET 海貨 船社

S.F.NET 検数
S.F.NET 検量

支払情報 S.F.NET 船社 海貨
S.F.NET 荷主 検数
S.F.NET 検量
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10.15.210.15.210.15.210.15.2    海海海海上上上上輸輸輸輸入入入入（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－運運運運輸輸輸輸間間間間））））    3333DDDD02020202----00002222

トランザクション アクション 書類 既存ネットワーク 発行者 受領者 1.書類の特性 2.書類のフォーマット 3.書類の効力 4.電子化における効果 5.その他 6:コメント
流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権管理 捺印 署名 時間的効果 費用的効果 労力的効果

(輸入1)船卸 マニフェスト(積荷目録) 次期Sea NACCS 船社 CY 搬入確認
税関

コンテナリスト 次期Sea NACCS 船社 CY
税関

ベイプラン 船社 CY

(輸入2)通関指示 到着予定通知 貨物到着案内 船社 荷主 指示書情報とは
通関後のにさば
きも含む

通関指示情報 I/D,I/V,P/L S.F.NET 荷主 海貨
その他必要書類 S.F.NET 通関

指示書情報 荷主 海貨 対象としない

(輸入3)搬入・保税 搬入確認 次期Sea NACCS 海貨 CY D/O,D/Rは日本
独自の物であ
る。

・引取・引渡 CFS
倉庫

到着報告 次期Sea NACCS CY 海貨
CFS
倉庫

コンテナ移送指示 船社 陸運
海貨

コンテナ搬出指示 船社 CY
コンテナデバン指示 船社 CFS
保税貨物運送申告 外国貨物運送申請書 Sea-NACCS 船社 税関 3 ○

CY
海貨

保税貨物運送許可 承認 Sea-NACCS 荷主 海貨
Sea-NACCS 税関

ORIGINAL B/L提出 B/L 荷主 船社 ○ (3) ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
Ｄ/Ｏ情報 船社 CY

CFS
海貨
荷主

搬入予定情報 S.F.NET 海貨 通関
搬入予定情報 荷主 陸運
搬入予定情報 S.F.NET 海貨 荷主

(輸入4)他法令 食品等輸入申請 申請書 Sea-NACCS 海貨 検疫 Sea-NACCS経
由で各省庁に接
続される

食品等輸入許可 許可書 Sea-NACCS 検疫 海貨
税関

植物検疫申請 申請書 Sea-NACCS 海貨 植検
植物検疫許可 許可書 Sea-NACCS 植検 海貨

税関
動物検疫申請 申請書 Sea-NACCS 海貨 動検
動物検疫許可 許可書 Sea-NACCS 動検 海貨

税関

(輸入5)輸入申告・許可 輸入申告 輸入申告書(I/D) Sea-NACCS 通関 税関
輸入許可書 税関 通関

国税・内国消費税告知 Sea-NACCS 通関 海貨
輸入申請 輸入申請書 Sea-NACCS 荷主 通産省･

外為銀行
許可印を押し返却

輸入承認書(I/L) 通産省･
外為銀行

荷主

確定納税額情報 関税納付書 S.F.NET 海貨 荷主
税関
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納付明細情報 S.F.NET 荷主 海貨
税関

納税
輸入通関許可情報 S.F.NET 海貨 荷主

(輸入6)搬出精算 搬出情報 S.F.NET 海貨 荷主
搬入在庫情報 S.F.NET 海貨 荷主
総合振込情報 C.M.S 荷主 銀行
入金連絡 C.M.S 銀行 船社

海貨
運賃支払情報 運賃明細表 S.C.NET 海貨 船社
完了報告情報 S.F.NET 海貨 荷主
請求書情報 S.F.NET 海貨 船社

検数 荷主
検量

支払情報 S.F.NET 船社 海貨
荷主 検数

検量

10.15.310.15.310.15.310.15.3    航航航航空空空空輸輸輸輸出出出出（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間））））    3333DDDD02020202----00003333

トランザクション アクション 書類 既存ネットワーク 発行者 受領者 1.書類の特性 2.書類のフォーマット 3.書類の効力 4.電子化における効果 5.その他 6.コメント
流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権管理 捺印 署名 時間的効果 費用的効果 労力的効果

(輸出1)運送依頼 P/L情報 P/L 荷主 代理店 ○ n ○ ○ ○・△ × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ データの発生源
となる

I/V情報 I/V 荷主 代理店 ○ n ○ ○ ○・△ × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○

(輸出2)輸出通関 I/V情報 Air-NACCS 通関 税関
輸出申告 輸出申告書 Air-NACCS 通関 税関
輸出許可 輸出許可証 Air-NACCS 税関 通関
輸出許可情報 輸出許可証 通関 荷主

混載の場合
(輸出3)航空貨物積荷 ハウスマニフェスト送付 ハウスマニフェスト TORAXON・CCSJ 混載業者 航空会社 ○ n ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○

HAWB送付 HAWB TORAXON・CCSJ 混載業者 荷主 × n ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○
MAWB送付 MAWB TORAXON・CCSJ 混載業者 航空会社 ○ n ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○

直送の場合
(輸出3)航空貨物積荷 AWB送付 AWB TORAXON・CCSJ 代理店 航空会社 ○ n ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○

AWB送付 AWB TORAXON・CCSJ 代理店 荷主 × n ○ ○ △ × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○

(輸出4)運賃精算 航空運賃請求 CASS 航空会社 代理店 CASSは精算シ
ステムである

航空運賃支払 CASS 代理店 航空会社
運賃支払情報 CASS 銀行 航空会社
航空運賃請求 代理店 荷主
航空運賃支払 荷主 代理店
運賃支払情報 銀行 航空会社
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10.15.410.15.410.15.410.15.4    航航航航空空空空輸輸輸輸入入入入（（（（荷荷荷荷主主主主－－－－運運運運輸輸輸輸間間間間））））    3333DDDD02020202----00004444

トランザクション アクション 書類 既存ネットワーク 発行者 受領者 1.書類の特性 2.書類のフォーマット 3.書類の効力 4.電子化における効果 5.その他 6.コメント
流通性 発行部数 必要性 転記項目 唯一性 国際規約 国内規約 民間規約 任意 権利義務 所有権管理 捺印 署名 時間的効果 費用的効果 労力的効果

(輸入1)貨物取卸 マニフェスト Air-NACCS 航空会社 TACT
税関

(輸入2)通関指示 到着予定通知 航空会社 荷主 指示書情報とは
通関後のにさば
きも含む

通関指示情報 荷主 通関
指示書情報 I/V 荷主 通関

(輸入3)搬入・保税 搬入確認 代理店 TACT
・引取・引渡 到着報告 TACT 代理店

保税貨物運送申告 航空会社 税関
TACT
代理店

保税貨物運送許可 荷主 航空会社
税関

搬出指示情報 代理店 通関
荷主 陸運

(輸入4)他法令 食品等輸入申請 Air-NACCS 荷主 検疫 Air-NACCS経
由で各省庁に接
続される

食品等輸入許可 Air-NACCS 検疫 荷主
税関

植物検疫申請 Air-NACCS 荷主 植検
植物検疫許可 Air-NACCS 植検 荷主

税関
動物検疫申請 Air-NACCS 荷主 動検
動物検疫許可 Air-NACCS 動検 荷主

税関

(輸入5)輸入申告・許可 輸入申告 輸入申告書 Air-NACCS 通関 税関
輸入許可 輸入許可書 Air-NACCS 税関 通関
確定納税額情報 税関 荷主
納付明細情報 税関 荷主
納税 荷主 税関

(輸入6)搬出精算 総合振込情報 荷主 銀行
運賃請求 CASS 航空会社 代理店
入金連絡 CASS 銀行 航空会社
運賃支払情報 CASS 代理店 船社
運賃請求 代理店 荷主
入金連絡 銀行 代理店
運賃支払情報 荷主 代理店
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10.1610.1610.1610.16    付付付付録録録録11116666　　　　業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル要要要要件件件件分分分分析析析析結結結結果果果果（（（（荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル））））
10.16.110.16.110.16.110.16.1    船船船船荷荷荷荷証証証証券券券券    ((((BBBBilililill l l l oooof Laf Laf Laf Ladidididinnnngggg：：：：BBBB////LLLL) ) ) )     3333DDDD00003333----00001111
１．書類の特性
(1)　書類の説明

以下の機能を持つ。
・貨物の所有権を表わす有価証券
・貨物の運送契約書
・貨物の正式な受領書
・裏書によって正当な所持人にその権利を譲渡する
　ことのできる流通証券

(2)　流通性
船会社が輸出者へ発行し、各銀行を経て輸入者に渡る。
輸入者はＢ/Ｌを元に荷物を船会社から受取る。決済方法
により、経由する銀行の役割は異なる。

(3)　発行部数
基本的に3通 1組。

(4)　必要性
海上輸送の場合、B/LもしくはSWBが必須。
航空輸送の場合、AWB。

(5)　転記項目
船荷証券作成時には他文書からの転記を行っている。

(6)　唯一性
発行部数は3部（原本）である。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

CMI規則（万国海法会）
(2)　国内規約
調査が必要。

(3)　民間規約
調査が必要。

(4)　任  意
書式は船会社毎に異なるが、同じような内容となってい
る。

(5)　その他
特になし

３．書類の効力
(1)　権利義務

B/Lは荷物の所有権を表わす有価証券であり、権利義務
の種類には次の3つがある。
・指図式　…裏書譲渡ができる。
・記名式　…荷受人が指定されている。
・持参人式…B/Lの所持人が荷物の所有権を有する。

(2)　所有権
文書送付先の受領確認が必要（詳細は調査が必要）。

(3)　捺  印
必須。

(4)　署  名
裏書によって荷物の所有権が移転する。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・書類搬送の迅速化
・統一フォーマット使用による書類作成上のミス削減
　による効率化
・データの再入力の削減

(2)　費用面
・書類作成／点検に従事している人員の省力化
・書類搬送コストの削減
・ペーパーレス化による材料費および保管スペースの
　削減
・要員教育、育成負担の軽減

(3)　労力面
・統一フォーマット使用による書類作成／点検作業の
　簡素化
・書類搬送労力の削減
・データの再入力の削減

(4)　その他
・電子情報による一元管理化
・書類搬送によるリスクの軽減

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
・メッセージの証拠能力
・相手方との取引が紙である場合、その紙状の電子署
名･認証機関の証明等が、相手国に受容されるのか

(2) 今後の検討課題
・ロゴ、認知情報の確認
・裏書情報の扱い
　①　追記の発生対応
　②　信憑性の確認
　③　約款の取扱
・クーリング･オフ
・紙ベースでの B/Lと電子化ベースでの B/Lの分解点
をどのように考えるのか。混在は可能なのか。

６．その他
(1)　次の規約には、電子船荷証券について言及されている。
・INCOTERMS 1990(ICC)
・CMI Rules for Electronic Bills of Lading；
　電子船荷証券のためのCMI規則（万国海法会）

(2)　Way Bill
・海上輸送では SWB(Sea Way Bill)、航空輸送では

AWB(Air Way Bill)の 2種類がある。
・B/L の様に有価証券ではなく、単なる運送契約の証拠
証券であるため、正当な荷受人であることを証明する
ことにより、その原本の入手を待たずに運送人から荷
物を受取ることができる。
・常に記名式で、荷受人が限定されている。
・AWB は銀行発行の RO(Release Order)によって荷物
の受取りを行うが、SWBにはこのような貨物受取りの
指図書のような書式は日本ではまだ準備されていな
い。
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10.16.210.16.210.16.210.16.2    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物運運運運送送送送状状状状    ((((AAAAiiiir Wayr Wayr Wayr Way    BBBBiiiillllllll：：：：AAAAWWWWBBBB））））　　　　3333D0D0D0D03333----00002222

１．書類の特性
(1)　書類の説明

以下の機能を持つ。
・運送契約締結の証拠書類
・運送貨物の受領証
・運賃・料金の請求書
・保険の証明書
・B/Lはほとんどが積込式であるがAWBはすべて受
荷式である（発行のタイミングが異なる）。

(2)　流通性
・非流通証券（到着するまでが早く証券自体の譲渡を許
す必要がほとんどない）。

・常に記名式で裏書譲渡は不可。
(3)　発行部数
　　基本的に3通 1組。
(4)　必要性
　　航空輸送の場合、AWB。
(5)　転記項目
　　他文書からの転記を行う。
(6)　唯一性
　　なし。
２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

IATA(International Air Transport Association)で取
り決めされている。

(2)　国内規約
なし

(3)　民間規約
なし

(4)　任　意
なし

(5)　その他
特になし

３．書類の効力
(1)　権利義務
　　なし
(2)　所有権
　　なし
(3)　捺　印
　　必須
(4)　署　名
　  船社と荷主のサインが必要。

４．電子化における効果
(1)　時間面
・統一フォーマット使用による書類作成上のミス削減に
よる効率化
・データの再入力の削減

(2)　費用面
・書類作成／点検に従事している人員の省力化
・書類搬送コストの削減
・ペーパーレス化による材料費および保管スペースの削
減

・要員教育、育成負担の軽減
(3)　労力面
・統一フォーマット使用による書類作成／点検作業の簡
素化
・データの再入力の削減

(4)　その他
　  電子情報による一元管理化

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
・ワルソー条約モントリオール議定書第４議定書の国内
法制化
・AWBの電子化が国会で正式に批准されるのか（現在は
書面での保存義務あり）。

(2)　今後の検討課題
　B/L とは経由するルートが異なるので注意する必要が
ある。

６．その他
(1)　AWBもB/Lと略されることが多い。
(2)　Way Bill
・AWB は銀行発行の RO(Release Order)によって荷物
の受取りを行うが、SWBにはこのような貨物受取の指
図書のような書式は日本ではまだ準備されていない。
・IATAの決議により現在「Negotiable Air Waybill」（譲
渡性ある航空貨物運送状）の発行は禁止されている。
・B/L とは経由するルートが異なるので注意する必要が
ある。
備考：AWB は、MAWB（Master Air Way，HAWB
（House Air Way Bill）を含む。
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10.16.310.16.310.16.310.16.3    商商商商業業業業送送送送りりりり状状状状（（（（CommeCommeCommeCommerrrrcccciiiial Inal Inal Inal Invvvvooooiiiicccceeee：：：：IIII////VVVV））））　　　　3333D03D03D03D03----00003333

１．書類の特性
(1)　書類の説明

輸出者が取引内容の詳細を記載する書類。
(2)　流通性

輸出者が海貨業者・買取銀行等に対して発行する。
船積書類の一つとして海外でも流通する。

(3)　発行部数
２－N部

(4)　必要性
必須

(5)　転記項目
２種類以上の他文書からの転記が有る。
（L/C取引の時にはL/Cから、D/P取引の時には売買
契約書からの転記と思われる）

(6)　唯一性
コピーによる流通が可能。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
ガイドライン有り（ICC-USP）。

(2)　国内規約
ガイドライン有り（JASTPRO確認要）。

(3)　民間規約
なし

(4)　任　意
各荷主がフォーマットを規定する。

３．書類の効力
(1)　権利義務

文書の所持者に権利義務は発生しない。
(2)　所有権

文書の授受については、受領確認が必要であるが、第
三者による内容証明等の必要性はなし。

(3)　捺　印
省略が可能。

(4)　署　名
省略が可能。

４．電子化における効果
　電子化によりもたらされる各種作業負荷、時間、コス
ト、リスク面等における効果
(1)　企業内（作業の簡素化・迅速化・正確性向上、人件
費・保管費の削減等）
①　書類作成時：転記ミスの削減（項目の自動転記／

DB検索機能等の活用）
②　書類点検時：省力化（統一フォーマット利用によ

る自動／半自動化機能の活用）
③　書類管理時：電子情報の一元管理（異部門間での

情報共有）による、重複入力や複数
回点検、二重保管の削減、ペーパレ
ス化と省スペース化等

④　その他　　：要員教育、育成負担の軽減
(2)　企業間（作業の迅速化・正確性向上、人件費・搬送
費等の削減）
①　書類搬送時：搬送時間・コストの削減、事故・ス

トライキなどのリスクの回避
②　その他　　：決済ディレイの解消

(3)　貿易（ドキュメントロジスティクス）全般
①　書類待ちの減少による、輸出入業務遅延の解消
②　企業間情報共有に基づく、書類内容確認・訂正作
業の削減、進捗確認の容易化による企業内作業負
荷の平準化等

５．問題点（法制度面での課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面での課題

調査が必要。
（法制度面での問題は、特にないものとみられる。）

(2)　今後の課題
関与者の多さによる、書類移転管理の煩雑化

６．その他
　以下の形態の送り状が必要となる場合も存在する。
①　領事送り状
相手国によっては、自国の領事館において輸出の承
認を得なければならない場合がある。その際領事館
に対して発行された領事送り状は、領事の承認を得
た後、買取書類の一つとして流通する。

②　税関送り状
輸入地側の税関に対して、輸出品目・税率等の情報
を提供することを目的として発行される文書。買取
書類ではなく、直接輸出地へ送付される。
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10.16.410.16.410.16.410.16.4    梱梱梱梱包包包包明明明明細細細細書書書書    ((((PackPackPackPackiiiing Lng Lng Lng Liiiisssstttt：：：：PPPP/L/L/L/L))))　　　　3D03D03D03D03333-0-0-0-04444

１．書類の特性
(1)　書類の説明
・どの貨物がどの梱包の中にあるのか明らかにす
るための書類。梱包毎の内容明細
・通関には必須の書類。
・荷主に変わり梱包業者が作成

(2)　流通性
　　なし
(3)　発行部数
　　５通ほど。
(4)　必要性
　　輸出通関には必須。
(5)　転記項目
　　I/Vに転記される。
(6)　唯一性

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
　　なし
(2)　国内規約
　　なし
(3)　民間規約
　　なし
(4)　任　意
　　なし
(5)　その他
　　なし
３．書類の効力
(1)　権利義務
　　なし
(2)　所有権
　　なし
(3)　捺　印
　　なし
(4)　署　名
　　輸出者のサインがされる。

４．電子化における効果
(1)　時間面

(2)　費用面

(3)　労力面

(4)　その他

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
　　なし
(2)　今後の検討課題

NACCSとのインタフェースは検討の必要あり。

６．その他
(1)　記載事項
・作成年月日
・I/Vナンバー
・契約番号または注文番号
・船積港と揚荷港
・船便名
・品物の識別番号
・品名
・正味重量と梱包済み重量
・寸法・体積・容積　　　　等

(2)　I/V NO.でリンクされる。
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10.16.510.16.510.16.510.16.5    船船船船積積積積依依依依頼頼頼頼書書書書    ((((ShShShShiiiippppppppiiiing ng ng ng IIIInnnnssssttttrrrruuuuccccttttiiiioooonnnn：：：：SSSS/I/I/I/I))))　　　　3333DDDD03030303----00005555

１．書類の特性
(1)　書類の説明
・船腹予約に基づき S/Iを作成する。
・輸出者（荷主）は船積業務を間違いなく進めるた
めに、海貨業者に対して通関書類と船積書類の作
成、作業の内容等必要な依頼事項を記入する。
・通関・船積作業のもとになり B/L の作成のもと
となる重要な書類である。

(2)　流通性
なし

(3)　発行部数
１通

(4)　必要性
必須

(5)　転記項目
I/Vからの転記事項あり（L/Cからも転記あり）。

(6)　唯一性

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

なし
(2)　国内規約

なし
(3)　民間規約

なし
(4)　任　意

海貨業者毎に異なるフォーマット。
(5)　その他

特になし。
３．書類の効力
(1)　権利義務

(2)　所有権

(3)　捺　印
なし

(4)　署　名
なし

４．電子化における効果
(1)　時間面
・書類搬送の迅速化
・統一フォーマット使用による書類作成上のミス削
減による効率化
・データの再入力の削減

(2)　費用面
　・書類作成／点検に従事している人員の省力化
　・書類搬送コストの削減
　・ペーパーレス化による材料費および保管スペース

の削減
　・要員教育、育成負担の軽減
(3)　労力面
　・統一フォーマット使用による書類作成／点検作業
の簡素化

　・書類搬送労力の削減
　・データの再入力の削減
(4)　その他
　　電子情報による一元管理化

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
　　メッセージの証拠能力
(2)　今後の検討課題

６．その他
(1)　S/I を受取った海貨業者は S/I をもとに船積申込

書 S/A(Shipping Application)を作成し船会社に
提出する。

(2)　記載事項
　・荷受人名
　・貨物到着通知先
　・ブッキングの際の担当者名
　・船積予定日
　・船名
　・船積港
　・仕向港
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10.16.610.16.610.16.610.16.6    貨貨貨貨物物物物受受受受取取取取書書書書    ((((Dock RDock RDock RDock Reeeececececeiiiipppptttt：：：：DDDD////RRRR))))　　　　3D3D3D3D00003333----00006666

１．書類の特性
(1)　書類の説明

以下機能を持つ。
・B/L発行の元となる（D/Rと輸出許可書を船社
に提示することにより B/Lの発行を受ける）。
・在来船に船積をする時の本船受取書 (Mate’s

Receipt)に相当。
(2)　流通性
　　あり
(3)　発行部数
　  ８枚一組（現在は４枚一組のものも有り）。
(4)　必要性
　　あり
(5)　転記項目
　　I/V，P/L，S/I
(6)　唯一性

コピーによる流通も有る（1 通がオリジナルで、
残り 7通はコピー）。

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
　　なし
(2)　国内規約
　　なし
(3)　民間規約
　　なし
(4)　任　意
　　各海貨業者事のフリーフォーマット
(5)　その他

３．書類の効力
(1)権利義務
　  文書の所持者に権利義務は発生しない。
(2)　所有権
　  なし
(3)　捺　印
　  なし
(4)　署　名
　  なし

４．電子化における効果
(1)　時間面
　・書類搬送の迅速化
　・統一フォーマット使用による書類作成上のミス削

減による効率化
　・データの再入力の削減
(2)　費用面
　・書類作成／点検に従事している人員の省力化
　・書類搬送コストの削減
　・ペーパーレス化による材料費および保管スペース

の削減
　・要員教育、育成負担の軽減
(3)　労力面
　・統一フォーマット使用による書類作成／点検作業

の簡素化
　・書類搬送労力の削減
　・データの再入力の削減
(4)　その他
　  電子情報による一元管理化

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題

(2)　今後の検討課題
　・次期 Sea-NACCSで対応予定
　・日本独自のものである

６．その他
(1)　記載事項
　・輸出者名
　・荷受人
　・着荷通知先
　・船名
　・商品明細
　・総重量、総容積
　・L/Cナンバー（LC決済時）
　・運賃種別（前払い、後払い）
　・コンテナ本数
　・海上運賃
　・B/L原本発行枚数   等
(2)　D/Rの種類
　・Ｂ/ＬCopy（荷主用コピー）
　・Original（B/L引換用）
　・Office Copy ,B/L Master（B/L作成用）
　・EDP Copy（Electronic Data Processing用）
　・Office Copy（船社用）
　・揚地 Copy
　・Customs’ Copy（税関提出用）
　・CY/CFS Copy（CY,CFSオペレータ用）
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10.16.710.16.710.16.710.16.7    到到到到着着着着案案案案内内内内    ((((AAAArrrrrrrrivivivival Notal Notal Notal Notiiiicccceeee：：：：AAAA////NNNN))))　　　　3333D03D03D03D03----00007777

１．書類の特性
(1)　書類の説明
　　以下の機能を持つ。
　　仕向地に荷物が届いた時点で、船社が輸入者に向

けて荷物が到着した旨を知らせる。
(2)　流通性
　　なし。船社、荷主（輸入者）間のみ。
(3)　発行部数
　　1通
(4)　必要性
　　なし（荷主からの要請は有り）
(5)　転記項目
　　有り。Ｂ/Ｌ情報、未払運賃精算情報。
(6)　唯一性

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
　　なし
(2)　国内規約
　　なし
(3)　民間規約
　　なし
(4)　任　意
　　各海貨業者毎のフリーフォーマット

３．書類の効力
(1)　権利義務
　　文書の所持者に権利義務は発生しない。
(2)　所有権
　　なし
(3)　捺　印
　　なし
(4)　署　名
　　なし

４．電子化における効果
(1)　時間面
　　データの再入力の削減
(2)　費用面
　　書類搬送コストの削減
(3)　労力面
　　データの再入力の削減
(4)　その他
　　電子情報による一元管理化

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
　　特に問題なし
(2)　今後の検討課題
・A/Nの宛先を、会社名・部署名・個人、の何処に
するかなどが難しい（会社宛に出したとして、担
当者に届くかどうかが不明である）。
・Ｂ/Ｌの電子化に大きく依存。
・Ｂ/Ｌ、運賃情報が電子化されたとしても運賃情
報は社内システムの可能性が高く、そことのイン
ターフェイスが問題になる。

６．その他
船社に発行義務がない（ただし、コンテナ船の場合、
発行するのが普通）。
記載事項

　　・本船名
　　・入港予定日
　　・輸入者名
　　・個　数
　　・ウェイト
　　・メジャー
　　・品　名
　　・B/Lナンバー
　　・船積港
　　・荷卸港　等
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10.16.810.16.810.16.810.16.8    輸輸輸輸入入入入申申申申告告告告書書書書    (I(I(I(Import Declmport Declmport Declmport Declaaaararararattttiiiioooonnnn：：：：IIII////D)D)D)D)　　　　3D03D03D03D03333----00008888

１．書類の特性
(1)　書類の説明
・貨物を保税地域に搬入後、税関長に申告を行う。
税関長は書類を審査し、必要に応じて貨物の検査
を行う。
・同時に納税申告となる（輸入には消費税・関税・
酒税が発生する）。

(2)　流通性
なし

(3)　発行部数
１通

(4)　必要性
必須

(5)　転記項目
他書類(I/V,P/L)から転記される。

(6)　唯一性

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約

なし
(2)　国内規約

税関によりフォーマットが決まっている（データ
項目、書類）。

(3)　民間規約
なし

(4)　任　意
なし

(5)　その他
なし

３．書類の効力
(1)　権利義務
　　なし
(2)　所有権
　　なし
(3)　捺　印
　　なし
(4)　署　名
　　なし

４．電子化における効果
　　NACCSにより電子化されている。
(1)　時間面

(2)　費用面

(3)　労力面

(4)　その他

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
　　なし
(2)　今後の検討課題
　　NACCSとのインタフェースは検討の必要あり。

６．その他
(1)　記載事項
・輸入者名
・貨物の品名
・数量
・価格
・税額
・貨物の出発地
・本船名（航空便名）
・通関業者名

(2)　輸入申告書と共に通関時に必要な書類
・I/V
・運賃明細書、価格表、保険証券（標準価格決定が
できるもの）
＊原産地証明書
＊輸入承認書
＊他法令の証明書、確認書

（＊印はオプション）
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10.16.910.16.910.16.910.16.9    輸輸輸輸出出出出申申申申告告告告書書書書    (E(E(E(Exxxxppppoooorrrrt Det Det Det Deccccllllaaaarrrraaaattttiiiioooonnnn：：：：EEEE////DDDD))))　　　　3333DDDD03030303----00009999
１．書類の特性
(1)　書類の説明

  貨物を保税地域に搬入後、税関長に申告を行う。税関
長は書類を審査し、必要に応じて貨物の検査をし問題
がなければ輸出申告書１通に税関員を押して返却（輸
出許可書(E/P)）。

(2)　流通性
なし

(3)　発行部数
１通

(4)　必要性
必須

(5)　転記項目
インボイス(I/V)より作成される。

(6)　唯一性

２．書類のフォーマット
(1)　国際規約
　　なし
(2)　国内規約

税関によりフォーマットが決まっている（データ項
目、書類）。

(3)　民間規約
　　なし
(4)　任　意
　　なし
(5)　その他
　　なし

３．書類の効力
(1)　権利義務
　　なし
(2)　所有権
　　なし
(3)　捺　印
　　なし
(4)　署　名
　　なし

４．電子化における効果
　　NACCSにより電子化されている。
(1)　時間面

(2)　費用面

(3)　労力面

(4)　その他

５．問題点（法制度面への課題、今後の検討課題）
(1)　法制度面への課題
　　なし
(2)　今後の検討課題

NACCSとのインタフェースは検討の必要あり。

６．その他
(1)　記載事項
　・輸出統計品目番号
　・品名
　・数量
　・輸出価格（FOB価格）
　・貨物の記号・番号
　・積載船名
　・積込港
　・仕向港
(2)　輸出申告と共に通関時に必要な書類
　・インボイス(I/V)
　・輸出報告書
　・パッキングリスト(P/L)
　・各種許可書、承認書
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10.1710.1710.1710.17    付付付付録録録録11117777　　　　二二二二者者者者間間間間分分分分析析析析状状状状況況況況表表表表　　　　4444ZZZZ01010101----00001111
(1) 各業務モデルと取引パターン
   ○：二者間での検討パターン、△：書類がどのように流れるかという観点からは、検討パターンでの結果が流用可能である場合

二者間業務名 L/C取引 D/A取引 D/P取引 送金取引
B/L SWB AWB B/L SWB AWB B/L SWB AWB B/L SWB AWB

荷主-銀行間業務モデル ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ － － －

銀行-銀行間業務モデル ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ － － －

荷主-保険間業務モデル ○ △ △ ○ △ △ ○ △ △ ○ △ △

荷主-運輸間業務モデル ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○

荷主-荷主間業務モデル △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △

※　以下の観点において検討パターンが△のパターンへの流用が可能かは判断が必要。
　　①所有権移転のタイミング（公証・認証関連）、②契約締結後の輸出入手続きの開始のトリガー、③処理の流れのパターン

(2) 荷主－保険間業務モデルパターン
    ○：二者間での検討パターン、△：書類がどのように流れるかという観点からは、検討パターンでの結果が流用可能である場合

二者間業務名 輸出（CIF） 輸入(FOB)
包括 個別 包括 個別

荷主-保険間業務モデル ○ △ △ ○

※クレーム処理は除外

(3) 荷主－運輸間業務モデル内パターン
　○：二者間での検討パターン

二者間業務名 海上 航空
直送 混載 直送 混載

荷主-運輸間業務モデル ○ ○ ○ ○
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10.1810.1810.1810.18    付付付付録録録録11118888　　　　全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルルフフフフロロロローーーー
10.18.110.18.110.18.110.18.1    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物（（（（直直直直送送送送））））輸輸輸輸出出出出、、、、L/L/L/L/CCCC取取取取引引引引／／／／包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約（（（（CCCCIIIIFFFF契契契契約約約約））））    4Z4Z4Z4Z02020202----00001111

　
　

荷主
（輸出業者）

通知銀行 買取銀行
(仕向銀行)

保険業者 検査機関 各省庁、
商工会議所

海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 CY/CFS 工場／
倉庫

発行銀行
(取立銀行)

荷主
（輸入業者）

契

約
L/C
発
行
予
定
保
契険
約
船
予腹
約

輸
出
準
備

保
険
契
約
他
法
令

海外国内

L/C発行依頼

契約
注文書

L/C発行(S.W.I.F.T.)L/C到着通知

包括予定保険申込み

包括予定保険引受 包括予定
作成

船腹予約
予約確認

運送依頼(S.F.NET)

※2

出庫依頼(S.F.NET)

バンニング依頼　※1
バンニングレポート　※1

確定通知
保険引受／保険料請求　※2

各種法令申請
各種法令承認

L/C
作成

C/O
作成

包括予定保険申込書作成

包括予定保険証券作成

確定通知書作成

D/N作成I/P作成

S/I作成、I/V、P/L

（倉庫(工場))

（倉庫(業者))

出庫情報(S.F.NET)

入庫速報情報(S.F.NET)

(工場)

搬送
入庫速報情報(S.F.NET)

処理
経由している処理

必ず有るわけではない処理 電子化対象書類＜凡例＞ 既電子化 or
電子化予定 対象外電子化対象処理(未電子化）

※5

(クレーム
エージェント)
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輸
出
通
関

船
積

B/L
発
行

決
済

運
賃
精
算

各書類提出
保税搬入確認(次期Sea-NACCS)

保税搬入報告(次期Sea-NACCS)
輸出申告(Sea-NACCS)
輸出許可(Sea-NACCS)

船積依頼
D/R送付(POLINET)

船積通知
船積通知

D/R送付(押印)

B/L発行

買取(取立)依頼

為
替
手
形
振

出
し

(買取の場合）代り金入金 船積書類・荷為替手形送付

支払い／書類渡し
(輸入者側処理)

送金(取立の場合)取立入金※4

※4

総合振込依頼(C.M.S)
運賃支払情報(S.C.NET)

請求書情報(S.C.NET)
完了報告情報(S.C.NET)

支払情報(S.C.NET)

B/L
作成

Application作成

カバーレター
作成

D/R作成

E/D作成
C/O等その他必要書類

D/R提出

入金連絡(C.M.S) 入金連絡(C.M.S)

D/R(Master)送付

B/L、I/V、P/L、
C/O、S/C、I/P ※3
カバーレター
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精保
険
算料

注　訂正処理、チェックボックス等は全て省略した。
※1：荷主が主体となる場合と、海貨業者が主体となる場合があり、検査機関、検量業者、工場／倉庫にそれぞれ依頼する。
※2：NON-POLICY契約の場合は、包括予定保険を引き受けた時点で輸入者側クレームエージェントに包括予定保険の内容を通知し、保険引受(I/P)は出されない。
※3：I/PはCIF契約(輸出者が保険契約を行う)の場合に扱われる。
※4：どちらか一方が行われる。
※5：包括予定保険有効期間内繰り返し

保険料請求(月毎)
保険料支払い
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10.18.210.18.210.18.210.18.2    海海海海上上上上貨貨貨貨物物物物（（（（直直直直送送送送））））輸輸輸輸入入入入、、、、L/L/L/L/CCCC取取取取引引引引／／／／包包包包括括括括予予予予定定定定にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約（（（（FFFFOOOOB,B,B,B,C&C&C&C&FFFF契契契契約約約約））））    4444ZZZZ00002222----00002222

全体業務モデルフロー
　：海上貨物(直送)輸入、L/C取引
　：包括予定保険に基づく契約(FOB、C＆F契約)

荷主
（輸入業者）

発行銀行
(取立銀行)

保険業者 検査機関 各省庁、
商工会議所

海貨業者 検量業者 通関業者 税関 船会社 CY/CFS 工場／
倉庫

買取銀行
(仕向銀行)

通知銀行 荷主
（輸出業者）

契約
注文書

L/C
発
行
予
定
保
契険
約
保
険
契
約

支
書払
類い
渡／
し

通
関
搬指
入示
・／
保
税

契
約

国内 海外

支払／引受

L/C発行依頼 L/C発行(S.W.I.F.T) L/C到着通知

包括予定保険申込み
包括予定保険引受 包括予定作成

船積通知

船積書類・荷為替手形送付

確定通知
保険料請求　※1

書類到着通知

書類渡し

受領

着船通知

通関指示情報(S.F.NET)
搬入確認(次期Sea-NACCS)
到着報告(次期Sea-NACCS)

保税貨物運送申請(Sea-NACCS)
保税貨物運送許可(Sea-NACCS)

※5
※5

L/C作成

包括予定保険申込書作成

包括予定保険証券作成

確定通知書作成

D/N作成

A/N作成

B/L、I/V、P/L、
C/O、S/C、(I/P)※2
カバーレター

買取(取立)依頼

(買取の場合）代り金入金
カバーレター

作成

送金 (取立の場合)取立入金

※4

※4

※3

※3

※3

※7

処理

経由している処理

必ず有るわけではない処理 電子化対象書類＜凡例＞ 既電子化 or
電子化予定 対象外電子化対象処理(未電子化）
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引
取
・
引
受

輸
入
通
関

搬
出
精
算

精保
険
算料

注　訂正処理、チェックボックス等は全て省略した。
※1：輸入通関(関税算出の参考資料)のために保険料明細書または保険料請求書FAXを直接税関に送る場合もある。
※2：I/PはCIF契約(輸出者が保険契約を行う)の場合に扱われる。
※3：書類到着通知、船積通知、着船通知は、どれが一番始めに輸入者に到着するかは決まっておらず、2つの内最初に輸入者に到着したものが通関指示のトリガーとなる。
     支払／書類渡しは海貨業者の搬入･保税運送申請等の実施と同時期に実施される。
※4：どちらか一方が行われる。
※5：保税貨物運送申請／許可を荷主が行うこともある。
※6：輸入許可は荷主に対して許可されるが、書類は海貨業者に送られる。納税が済んだ後、海貨業者から荷主に対して輸入通関許可情報が送られる。
※7：包括予定保険有効期間内繰り返し

オリジナルB/L提出 B/L提出
D/O発行

D/O提出 D/O提出

搬入予定情報(S.F.NET)
搬入予定情報(S.F.NET) (陸運業者)

各種輸入申請依頼(食品等輸入申請等）
(検疫)各種輸入申請（Sea-NACCS)

各種輸入許可（Sea-NACCS)
各種輸入許可通知

各種申請書

各種承認書
輸入申告(Sea-NACCS)
輸入許可(Sea-NACCS)輸入通関許可情報(S.F.NET)　※6

搬出情報(S.F.NET)
搬入在庫情報
(S.F.NET)総合振込情報(C.M.S)

運賃支払情報(S.C.MET)
完了報告情報(S.F.NET)

支払情報(S.F.NET)
請求書情報(S.F.NET)

保険料請求(月毎)

保険料支払い

I/D作成

入金連絡(C.M.S)
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10.18.310.18.310.18.310.18.3    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物（（（（混混混混載載載載））））輸輸輸輸出出出出、、、、D/D/D/D/PPPP取取取取引引引引／／／／個個個個別別別別予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約（（（（CCCCIIIIFFFF契契契契約約約約））））    4Z4Z4Z4Z02020202----00003333

全体業務モデルフロー
　：航空貨物(混載)輸出、D/P取引
　：個別予定保険に基づく契約(CIF契約）

荷主
（輸出業者）

買取銀行
(仕向銀行)

保険業者 検査機関 各省庁、
商工会議所

混載業者 検量業者 通関業者 税関 航空会社 TACT 工場／
倉庫

取立銀行
(被仕向銀行)

荷主
（輸入業者）

契約
注文書

検
査
・
証
明
保個
険別
契予
約定
ス
ぺ
予｜
約ス

保
険
契
約

輸
出
通
関

AWB
作
成

契
約

海外国内

検査依頼
検査証明書
各種申請
各種許可

個別予定保険申込み
個別予定保険引受

スペース予約情報
スペース確保情報

個別保険申込み／確定通知

保険引受／保険料請求

輸出申告依頼

保税搬入票
保税搬入入力

輸出申告(Air-NACCS)
輸出許可(Air-NACCS)

輸出許可情報

LDR
ハウスマニフェスト(TORAXON)

MAWB(TORAXON)HAWB(TORAXON)
(輸入地へ)

※1

※1

※1

※1 ※3

C/O
作成

個別予定保険申込書作成

Cover Note作成

確定通知作成※2

I/P作成

E/D作成

（M/H)AWB作成

※2

D/N作成

I/P

P/L作成

処理

経由している処理

必ず有るわけではない処理 電子化対象書類＜凡例＞ 既電子化 or
電子化予定 対象外電子化対象処理(未電子化）
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決
済

運
賃
精
求

保
険
精料
求

注　訂正処理、チェックボックス等は全て省略した。
※1：AWBは航空会社へのスペース予約後、混載業者に荷受され、計量、ラベル添付、運賃、料金の計算終了後、発行される。
※2：予定ありの場合は確定通知、予定なしの場合は個別保険申込みが行われる。
※3：実際には、書類は荷物と同時に送付される。
※4：どちらか一方が行われる。

為替手形
振出し 買取(取立)依頼

(買取の場合）代り金入金
支払い／書類渡し
(輸入者側処理)

船積書類・荷為替手形送付

送金(取立の場合)取立入金

航空運賃請求情報(CASS)
航空運賃支払情報(CASS)

混載運賃請求情報
混載運賃支払情報
請求書情報

保険料請求(月毎)

保険料支払

※3※4

※4

Application作成

カバーレター作成

AWB、I/V、P/L、
C/O、S/C、I/P
カバーレター
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10.18.410.18.410.18.410.18.4    航航航航空空空空貨貨貨貨物物物物（（（（混混混混載載載載））））輸輸輸輸入入入入、、、、D/D/D/D/PPPP取取取取引引引引／／／／個個個個別別別別予予予予定定定定保保保保険険険険にににに基基基基づづづづくくくく契契契契約約約約（（（（FFFFOOOOB,B,B,B,C&C&C&C&FFFF契契契契約約約約））））    4Z4Z4Z4Z02020202----00004444

全体業務モデルフロー
　：航空貨物(混載)輸入、D/P取引
　：個別予定保険に基づく契約(FOB、C＆F契約）

荷主
（輸入業者）

取立銀行
(被仕向銀行)

保険業者 検査機関 各省庁、
商工会議所

混載業者 検量業者 通関業者 税関 航空会社 TACT 工場／
倉庫

買取銀行
(仕向銀行)

荷主
（輸出業者）

契約
注文書

予
契定
約保
険
申
許精
可

保
契険
約

荷
物
到
着

支
書払
類い
渡／
し

契
約

国内 海外

個別予定保険申込み

個別予定保険引受

各種申請
申請許可

確定通知
保険料請求　※1

買取(取立)依頼

(買取の場合)代り金入金船積書類・荷為替手形送付書類到着通知

到着通知　※4
到着通知　※4

検査申請
検査証明書

書類渡し

受領

送金 (取立の場合)取立入金

※2

※2

※4

個別予定保険申込書作成

個別予定保険証券作成

確定通知書作成

D/N作成

カバーレター
作成

AWB、I/V、P/L、
C/O、S/C、(I/P)※3
カバーレター

支払／引渡

処理

経由している処理

必ず有るわけではない処理 電子化対象書類＜凡例＞ 既電子化 or
電子化予定 対象外電子化対象処理(未電子化）
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輸
入
通
関

搬

出

搬
出
精
算

保
険
精料
算

注　訂正処理、チェックボックス等は全て省略した。
※1：輸入通関(関税算出の参考資料)のために保険料明細書または保険料請求書FAXを直接税関に送る場合もある。
※2：どちらか一方が行われる。
※3：I/PはCIF契約(輸出者が保険契約を行う)の場合に扱われる。
※4：L/C決済の場合にはリリースオーダーが発行される場合がある。その場合、貨物の到着がトリガーとなり、混載業者が買取銀行にリリースオーダー発行依頼をする。
　　 また基本的に荷物の受け取りは、到着通知を受け取った後、航空会社に到着通知を提示することによりAWBを受け取り、そのAWBによって荷受けできるが、実際には
　　 貨物到着後、混載業者が直接貨物を受け取り、通関業務を行う。

輸入通関指示･通関書類 輸入申告(Air-NACCS)

輸入許可(Air-NACCS)通関連絡

各種輸入申請(食品･動植物検疫等)(Air-NACCS)

各種輸入承認(Air-NACCS)

搬出指示(Air-NACCS)

(陸運業者)陸送手配
引取通知

輸入許可証の提示
貨物搬出情報

輸入許可証

総合振込情報(C.M.S)
運賃請求

入金情報(CASS)
運賃支払情報
完了報告情報
請求書情報

保険料請求(月毎)

保険料支払い

I/D作成

運賃請求(CASS)

運賃支払情報(CASS)
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10.1910.1910.1910.19    付付付付録録録録11119999　　　　全全全全体体体体業業業業務務務務モモモモデデデデルルルル電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類一一一一覧覧覧覧        4Z034Z034Z034Z03----00001111
(1) パターンⅠ

項　　　　目 荷荷荷荷－－－－銀銀銀銀    ※９ 銀銀銀銀－－－－銀銀銀銀    ※９ 荷荷荷荷－－－－保保保保    ※８ 荷荷荷荷－－－－運運運運 荷荷荷荷－－－－荷荷荷荷
各取引形態 LLLL////CCCC取取取取引引引引 LLLL////CCCC取取取取引引引引 包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険 海海海海上上上上、、、、直直直直送送送送 －
各二者間で
発生

L/C
買取依頼書

カバーレター付
　買取書類 ※４

包括予定保険申込書
包括予定保険証券
確定通知書
D/N(S/P) ※６

S/I
D/R
E/D ※10

輸出
取引

電
子
化
対
象
書
類

各二者間以外
で流通性有

B/L
I/V
I/P

P/L
C/O ※２
Certificate ※３

B/L
I/V
I/P

P/L
C/O ※２
Certificate ※３

I/P（保険証券）
( 保険承認状 ※５ )

B/L
I/V

P/L

各二者間で
発生

L/C カバーレター付
　買取書類 ※４

包括予定保険申込書
包括予定保険証券
確定通知書

I/D ※10
A/N ※11
請求支払情報 ※11

輸入
取引

電
子
化
対
象
書
類

各二者間以外
で流通性有

B/L
I/V
I/P ※７
P/L
C/O ※２
Certificate※３

B/L
I/V
I/P   ※７
P/L
C/O ※２
Certificate ※３

D/N(S/P) ※６

B/L
I/V

P/L

基本的に
荷主－銀
行間で電
子化され
るものが
対象とな
る。
※1

(2) パターンⅡ
項　　　　目 荷荷荷荷－－－－銀銀銀銀    ※９ 銀銀銀銀－－－－銀銀銀銀    ※９ 荷荷荷荷－－－－保保保保    ※８ 荷荷荷荷－－－－運運運運 荷荷荷荷－－－－荷荷荷荷

各取引形態 DDDD////PPPP取取取取引引引引 DDDD////PPPP取取取取引引引引 包包包包括括括括予予予予定定定定保保保保険険険険 航航航航空空空空、、、、混混混混載載載載 －
各二者間で
発生 取立依頼書

カバーレター付
買取(立替)書類

※４

個別予定保険申込書
Cover Note
確定通知書
D/N(S/P) ※６

E/D ※10輸出
取引

電
子
化
対
象
書
類

各二者間以外
で流通性有

AWB
I/V
I/P

P/L
C/O ※２
Certificate※３

AWB
I/V
I/P

P/L
C/O　※２
Certificate※３

I/P保険証券）
( 保険承認状 ※５ )

HAWB,MAWB
I/V

P/L

各二者間で
発生

カバーレター付
買取(立替)書類
　　　　　※４

個別予定保険申込書
Cover Note
確定通知書

I/D ※10輸入
取引

電
子
化
対
象
書
類

各二者間以外
で流通性有

AWB
I/V
I/P ※７
P/L
C/O ※２
Certificate ※３

AWB
I/V
I/P ※７
P/L
C/O ※２
Certificate ※３

D/N(S/P) ※６

HAWB,MAWB
I/V

基本的に
荷主－銀
行間で電
子化され
るものが
対象とな
る。
※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：全体業務モデルの電子化対象から除外される書類
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10.19.210.19.210.19.210.19.2    検検検検討討討討・・・・確確確確認認認認事事事事項項項項
※※※※１１１１：：：：荷荷荷荷－－－－荷荷荷荷間間間間のののの取取取取引引引引形形形形態態態態
送金による決済時の船積書類（買取書類）については、銀行経由（L/C決済等）での検討結果をもって、それに準ずるこ

とで問題がないか確認していく。

※※※※２２２２：：：：ＣＣＣＣ／／／／ＯＯＯＯ（（（（原原原原産産産産地地地地証証証証明明明明書書書書））））
電子化に際しては、以下が必要である。
1）各商工会議所にて標準化の動きがあるため、商工会議所との調整
2）荷－運での通関業務との整合性

※※※※３３３３：：：：CCCCeeeerrrrttttiiiiffffiiiiccccaaaatttteeee
電子化に際しては、以下が必要である。
1）各種用途に利用される証明書の総称であり、フォーマットなどは、任意もしくは多数存在すると予測されるため、書
類の調査後、対象範囲を絞るなどの検討

2）荷－運での通関業務との整合性

※※※※４４４４：：：：カカカカババババーーーーレレレレタタタターーーー付付付付きききき買買買買取取取取書書書書類類類類
買取書類については、取引毎に必要書類が異なる。

※※※※５５５５：：：：保保保保険険険険承承承承認認認認状状状状のののの扱扱扱扱いいいい
保険承認状は I/P（保険証券）と役割は同じであり、顧客に応じていずれかの書類が発行される。
本全体処理フローの整理において、荷－銀、銀－銀にて I/Pを使用するため、保険承認状は各モデルからは除外するもの

とするが、フロー上の整合性の確認については I/Pとの置き換えで可能と判断する。
なお I/Pについては約款部分の電子化の扱いを検討する必要がある。

※※※※６６６６：：：：ＤＤＤＤ／／／／ＮＮＮＮ（（（（保保保保険険険険料料料料請請請請求求求求書書書書））））とととと保保保保険険険険料料料料明明明明細細細細書書書書（（（（ＳＳＳＳ／／／／ＰＰＰＰ））））
D/NとS/Pは同一文書（１つの文書に対し名称が２種類ある）。

※※※※７７７７：：：：輸輸輸輸入入入入モモモモデデデデルルルルににににおおおおけけけけるるるる保保保保険険険険証証証証券券券券（（（（ＩＩＩＩ／／／／ＰＰＰＰ））））のののの扱扱扱扱いいいい
１）輸入業者が保険を付保する場合
Ｃ＆ＦまたはFOB契約を前提で考えるため、荷－銀、銀－銀では I/Pは扱われないと考え除外するものとする。

２）輸出業者が保険を付保する場合
CIFとなるため、輸入時にも取り扱われる。

※※※※８８８８：：：：保保保保険険険険業業業業務務務務ににににおおおおけけけけるるるる保保保保険険険険料料料料請請請請求求求求業業業業務務務務ににににつつつついいいいてててて
月払いの保険料請求業務を電子化の対象として検討するが、その書類については保険料請求書、あるいは保険料明細書を

流用するものとする。

※※※※９９９９：：：：荷荷荷荷ーーーー銀銀銀銀、、、、銀銀銀銀ーーーー銀銀銀銀
荷－銀、銀－銀において、荷為替手形を電子化対象にするか否かはペンディング。

※※※※10101010：：：：EEEE////DDDD（（（（輸輸輸輸出出出出申申申申告告告告書書書書））））、、、、IIII////DDDD（（（（輸輸輸輸入入入入申申申申告告告告書書書書））））
通関業務は今後の整理課題であり、NACCS等を中心として必要書類を整理の上、電子化対象書類について他業務（銀・

保）との整合性（連携）がとれるか確認する。

※※※※11111111：：：：AAAA////NNNN、、、、請請請請求求求求支支支支払払払払書書書書類類類類
電子化に当たり、どのような課題があるのか検討要。
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第第第第３３３３章章章章　　　　運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
11111111    ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの方方方方向向向向性性性性

11.111.111.111.1    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンととととはははは
11.1.111.1.111.1.111.1.1    本本本本運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの目目目目的的的的
「貿易金融EDI」とは、一言で言えば、一連の貿易手続

を電子化することで書類をデータに置き換え、電子ネット
ワークを通じて貿易関係者でやりとりしようとするもので
ある。
貿易取引においては、物品売買の当事者、運送業者、銀

行・保険会社等の金融機関が存在し、また、輸出国の行政
機関、輸入国の行政機関も関与している。そして､信用状取
引を例にとれば、買取銀行(Negotiation Bank)と発行銀行
(Issuing Bank)の取引情報は、S.W.I.F.T.を通じたデータ交
換処理がなされており、また、わが国における通関情報も
相当程度、データ交換によって処理されているなど、部分
的には、すでに電子化がなされている部分も少なくない。
しかしながら、貿易手続き全体をみれば、シームレスな

EDI化（電子化）は未だ実現されていない。
ただ、取引それ自体の電子化の潮流は、今後さらに、進

展することは確実であり、また、電子商取引のセキュリテ
ィ手段の骨格をなすと思われる「電子署名」、特に、従来
の手書きの署名が果たしてきた機能である「データメッセ
ージの作成者（送信者）」の同一性を識別しうる「Enhanced
Electronic Signature14」（UNCITRAL電子署名モデル法
案）などの考え方も出現している。このよう考え方に基づ
く利用可能な技術の存在は、貿易手続きのEDI化を一層促
すものと考えられる。本運用ガイドラインは、このような
セキュリティ技術を利用しつつ、シームレスな貿易取引の
EDI化を目指す「互換可能性のあるフレームワーク」の提
供を意図している。

11.1.211.1.211.1.211.1.2    貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引電電電電子子子子化化化化のののの課課課課題題題題
貿易取引関係者においては、貿易取引をシームレスに

EDI化することによる利便性はある程度浸透しつつある。
その一方で、現在の紙ベースの取引で培われてきた様々

な信用・信頼が、EDI化によってどのような影響を受ける
かについての不安等の課題があることも否定できない。こ
のような課題は、本報告書における「業務モデル要件書」
および日本貿易関係手続簡素化協会による「我が国におけ
る貿易金融EDIのあり方に関する調査研究（1998年３月）」
によると次表のように整理される。

                                                            
14：「Enhanced Electronic Signature」という用語は、必ずしも
一般化しているわけではない。この用語は、ID 番号やパスワー
ドをも含む広義の「電子署名」と区別して、同一性確認機能等が
強化された手段を表現する用語として理解することができる。
（後述「12.2.1　 (2)記載内容補足」参照）。
　なお、本ガイドラインにおいて「電子署名」という場合には、
デジタル署名など「Enhanced Electronic Signature」の機能要
件を充たす用語として使用する。

表表表表    3333----1111　　　　貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引をををを電電電電子子子子化化化化すすすするるるるここここととととにににによよよよるるるる
取取取取引引引引当当当当事事事事者者者者のののの共共共共通通通通課課課課題題題題

電子化に伴い当事者が抱く不安・疑問等
電子的な方法により取引することが法的に問題ないのか
（電子化された）書類の本人確認の方法はどうするのか
発信者が無権限者であった場合どうするのか
データメッセージの内容は正しいのか
データメッセージの送受信の証拠をどのように確保するのか（書類お
よび処理のトレース）
データメッセージを喪失した場合はどうなるのか
契約成立時点はいつなのか
データメッセージの証拠能力は
訂正、一部追記、差し替えへの対応はどうなるのか
原本性の問題（二重譲渡等）はどうなるのか
原本を複数発行している書類の電子化後の運用はどうなるのか
原本は磁気ファイルか紙か
コンピュータシステムで安全対策等の理由でファイルが多重化され
た場合の原本の取扱いはどうなるのか
書類の保存義務はどうなるのか
関与する当事者が多く、書類の移転管理が煩雑ではないか
電子化後の約款の取扱いはどうなるのか
損害賠償責任はどうなるのか
サービスプロバイダなどサービス提供者の責任、および通信事業者等
の責任の範囲はどうなるのか
物品権利の移転等に関する情報の外部漏洩はないのか
メッセージ形式はどうするのか
（国際貿易取引における電子データ交換における国際システムとの
整合性）
印紙税はどうなるのか
システムのリスクは
（ソフトおよびハードの障害、天災、人災を含む災害等）

表表表表    3333----2222　　　　貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引をををを電電電電子子子子化化化化すすすするるるるここここととととにににによよよよるるるる個個個個別別別別課課課課題題題題
（（（（荷荷荷荷主主主主、、、、銀銀銀銀行行行行、、、、運運運運輸輸輸輸））））

電子化に伴い当事者が抱く不安・疑問等
相手国との取引が紙である場合、プリントアウトされた電子署
名や認証機関の証明が受容されるのか
権利移転の保証はどうなるのか
電子化された船荷証券の物権的効力はどうなるのか
電子化された船荷証券の担保の問題はどうなるのか

表表表表    3333----3333　　　　貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引をををを電電電電子子子子化化化化すすすするるるるここここととととにににによよよよるるるる個個個個別別別別課課課課題題題題
（（（（荷荷荷荷主主主主、、、、銀銀銀銀行行行行））））

電子化に伴い当事者が抱く不安・疑問等
手形の電子化の実現性はあるのか

表表表表 3333----4444　　　　貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引をををを電電電電子子子子化化化化すすすするるるるここここととととにににによよよよるるるる個個個個別別別別課課課課題題題題
（（（（荷荷荷荷主主主主））））

電子化に伴い当事者が抱く不安・疑問等
官公庁届け出書類の電子化の可能性はあるのか
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これらの課題のうち、一部は国内法的な手当てがされて
いる部分もあるが（例えば、「電子情報組織による税関手
続の特例等に関する法律」）、その多くは、様々なセキュ
リティ技術とそれに関する貿易当事者間の合意に基づいて
形成される新たな信頼の枠組みによって解決をはからざる
をえない。本運用ガイドラインにおいては、このように技
術と合意によって形成される新たな信頼の枠組みを提示し
ている（「表3-1　貿易取引を電子化することによる取引当
事者の共通課題」、「表3-2　貿易取引を電子化することに
よる個別課題（荷主、銀行、運輸）」、「表3-3　貿易取引
を電子化することによる個別課題（荷主、銀行）」、「表
3-4　貿易取引を電子化することによる個別課題（荷主）」
を参照）。

11.1.311.1.311.1.311.1.3    諸諸諸諸外外外外国国国国のののの貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩののののププププロロロロジジジジェェェェククククトトトト
ととととのののの関関関関係係係係

上記の不安や検討課題と併せて、ユーザサイドからは、
この運用ガイドラインと現時点において進行中のBoleroプ
ロジェクトや、国際商業会議所のプロジェクト（ICC の
Rules for Electric Trade and Settlement）がどのような関
係に立つのか、という問題意識も当然のことながら出現し
よう。この点に関する回答を、現時点において行うことは
困難である。なぜならば、現時点ではこれらのプロジェク
ト実施細目の全貌が必ずしも明らかではなく、また、この
運用ガイドラインに基づいて実装されるシステムについて
も、今後、貿易取引関係者のコンセンサスを得なければ実
施細目を決定しえない部分が残されているからである。た
だ、この運用ガイドラインは、今後、貿易金融EDIにおい
て提供されるであろうサービスが、多様化・分散化し、か
つ、その提供者も複数化することをも想定している。した
がって、今後他の貿易金融EDIプロジェクトが実装化され
た場合であっても、その実装化されたシステム機能が、運
用ガイドラインの前提とするシステム機能と共通性や技術
的な互換性があれば、並存・共生することもあながち不可
能なことではない。この観点から、この運用ガイドライン
は、貿易取引のEDIに必要な技術的機能や法律的機能、し
かも、できる限り普遍性のある(universal)機能を中心とし
て作成することとした。

11.1.411.1.411.1.411.1.4    本本本本運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの構構構構成成成成
本運用ガイドラインは、「11.2　貿易取引と貿易取引の

EDI化」においては、貿易取引のEDI化に関する全般的な
検討を行い、「11.3　貿易金融EDIモデル」においては、
貿易金融EDIの中で新たに必要とされる信頼の枠組み、よ
り具体的には、認証機関の提供する電子署名サービスと登
録機関（公証局）の提供サービスの内容を検討、「12　　貿
易金融取引関係者ガイドライン」では、これらの検討を基
礎として、貿易取引のEDI化のために必要な当事者間の合
意を「貿易金融EDIデータ交換規約」、「電子署名サービ
ス利用規約」、「貿易金融EDIデータ登録サービス利用規
約」として提示し、認証機関・登録機関（公証局）の適格
要件を述べる。そして、「14　要望・提言」においては、
この運用ガイドライン作成の過程で問題とされた検討課題
や提言を示すこととした。
なお、貿易金融EDIを行うために必要となる技術的基盤

については、｢第４章　認証・公証ガイドライン｣、｢第5章
通信基盤ガイドライン｣、「第６章　EDIプロトコルガイド
ライン」を参照されたい。

11.211.211.211.2    貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引とととと貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引ののののＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ化化化化
11.2.111.2.111.2.111.2.1    貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引のののの構構構構造造造造ととととＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ化化化化
貿易取引は、買主・売主が一対一の関係で行う完結しうる
取引と異なり、輸出者・輸入者間の（動産）売買取引（契
約）を基底として、運送業者、保険会社、銀行等多数の関
係者が参加し、各関係者間の諸行為が重層的に組合わされ
て、一連の取引行為が完了する。そしてこれら一連の取引
行為においては、具体的には、輸出業者・輸入業者の商談・
引き合いに始まり、両者の間の契約書（申込書・承諾書）
の作成や、信用状の開設、輸出入に関する各種の申請、保
険証券や船荷証券等、様々な文書の作成が必要とされる15。
このような重層的貿易取引の代表的なケースである信用

状付き海上運送輸出取引について、現状の取引イメージを
「図3-1　現状の貿易取引イメージ」に示す。

                                                     
15：貿易取引においては、１件当たり最大27の取引関係者が関与
し、最大 40種類の貿易関係書類が必要であると言われている。
現在わが国においても、税関の通関システムのNACCS、銀行間
のS.W.I.F.T.などの業界個別のEDIネットワークやVANが構築
されている。これらの EDI システムは、それぞれが独立して機
能して、データ交換および通信は他のシステムと相互に連携して
いないのが実状である。貿易金融を EDI 化するに当たっては、
貿易取引の中で電子化されていない箇所がないように、一連の貿
易取引をシームレスにトータルアラウンドで統合することが求
められている現状の仕組みを活かして、いかに EDI 化を実現し
て、より効率的でグローバルな貿易取引の仕組みを作るかが重要
なポイントとなる。
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図図図図    3333----1111　　　　現現現現状状状状のののの貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引ののののイイイイメメメメーーーージジジジ

貿易取引の EDI 化にあたっては、このように文書をも
って締結される貿易取引業務を解析し、その情報を電子的、
かつ、安全に取引の相手方に伝達し、さらには、その伝達
をもって法律上の権利義務関係を形成することが必要で
ある。EDI化された貿易取引のイメージは、概ね「図 3-2
EDI化した場合の貿易取引モデル」のようになる。前述の
とおり、貿易取引においては多数の関係者が参加し、種々
の取引行為（契約）が締結される。そして、これらの取引
は、国際的なルールや商慣習に基づいて紙ベースで構築さ
れており、また、信用状の利用に見られるように、金融業
務と密接に関連しながら運用されている。ところで、信用

状取引は、実務的にも法律的にも、船荷証券の制度と密接
な関係がある。そして、船荷証券は、紙を媒体として成立
しており、媒体それ自体の複製困難性や二重交付不能性か
ら、強度な法律効果が与えられており、そのためにその証
券の所持人は、記載された物に対する権利を主張すること
ができる。このような船荷証券の法的性質・効力を利用し
て貿易金融は成り立っており、貿易に金融取引が付随する
以上、貿易金融 EDI においても、船荷証券の機能を果た
すシステムや制度が必要と考えられる（後述「11.2.3.2　電
子署名によるセキュリティの実現」参照）。

＊「業務モデル要件書」による電子化の対象は網掛けの部分

図図図図 3333----2222　　　　EEEEDDDDIIII化化化化ししししたたたた場場場場合合合合のののの貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引モモモモデデデデルルルル

輸入者輸出者

買取銀行 発行銀行

保険会社

運送会社船船船船荷荷荷荷証証証証券券券券

（（（（ＢＢＢＢ／／／／ ＬＬＬＬ））））

eeeettttcccc....

船船船船荷荷荷荷証証証証券券券券

（（（（ＢＢＢＢ／／／／ ＬＬＬＬ））））

eeeettttcccc....

契契契契 約約約約

海海海海貨貨貨貨業業業業者者者者（（（（ＦＦＦＦＦＦＦＦ））））
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官公庁／

商工会議所

船船船船腹腹腹腹予予予予約約約約
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貿貿貿貿 易易易易
金金金金融融融融
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船船船船荷証荷証荷証荷証券券券券
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船船船船荷証荷証荷証荷証券券券券
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契契契契 約約約約

海海海海貨貨貨貨業業業業者者者者（（（（ＦＦＦＦＦＦＦＦ））））

申申申申請請請請

官公庁／

商工会議所

船船船船腹腹腹腹 予予予予約約約約
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※※※※「「「「契契契契 約約約約」」」」「「「「船船船船腹腹腹腹予予予予約約約約」」」」「「「「（（（（官官官官公公公公庁庁庁庁 ／／／／ 商商商商工工工工会会会会議議議議所所所所 へへへへ のののの ））））
申申申申請請請請」」」」にににに つつつつ いいいい てててて はははは 今今今今回回回回 のののの 電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象ととととはははは ししししなななないいいい

貿貿貿貿 易易易易
金金金金融融融融

貿貿貿貿 易易易易
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11.2.211.2.211.2.211.2.2    貿貿貿貿易易易易取取取取引引引引ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩのののの前前前前提提提提条条条条件件件件
貿易取引は取扱金額、取扱量も極めて大きく、契約内容

が正しく伝わり、貨物の引渡し、決済が確実に行われるこ
と、すなわち、商流・物流・金流の円滑性や信頼性が要求
されている。そして、現在の貿易取引では、この円滑性や
信頼性は、書類で一つ一つ確認し確保されている。したが
って、このような背景を前提にするかぎり、貿易取引の
EDI化のためには、以下の三つの前提要件を実現する必要
がある。
①　データメッセージの授受が可能であること
②　データメッセージの授受が安全に行われること
③　授受されたデータメッセージによって紙ベースの
貿易取引と同一の法律効果がえられること

①や②のデータメッセージの授受が安全に実施可能と
いう要件実現は、システム化の実現過程でネットワークセ
キュリテイを中心とした技術的要件の整備により達成が可
能となる。
しかしながら、③の授受されたデータメッセージによっ

て紙ベースの貿易取引と同一の法律効果がえられることに
ついては、①と②の要件と密接に関係しながらも、技術の
みによって解決できる問題ではなく、何らかの法的背景を
前提としてしか実現できない要件である。この要件実現に
は、法制度化による対処を考えることができるし、早期に
法制度化が実現できない場合には、当事者間の合意を背景
とする法律的枠組みを構築するという対処も考えられる。
法制度化による対処としては、例えば、「電子貿易取引

法（または条約）」や「電子式船荷証券法（または条約）」、
「電子署名法（または条約）」等の制定を想定することが
できようし、現在、電子署名については、UNCITRALに
おいて電子署名モデル法の検討が行われている。しかしな
がら、法制度化による対処では、その法制度を貿易当事国
相互に有効にするためには、条約化するなどの国際合意が
必要であり、このような国際合意を早期に形成することは
相当に困難であるように思われる（例えば､「電子署名条約」
が批准されれば、その批准国においては多かれ少なかれ、
証拠法や実体法に影響がある。国際的な法制度を定律する
場合には、このような国内法的影響があることを考慮する
必要が指摘されている）。
こうした点を考慮すると、貿易金融 EDI を実現するた

めには、当面、当事者間の合意による法律的枠組みを検討
する必要が生じてくる。

11.2.311.2.311.2.311.2.3    当当当当事事事事者者者者間間間間のののの合合合合意意意意にににによよよよるるるる法法法法律律律律的的的的枠枠枠枠組組組組みみみみのののの構構構構
築築築築検検検検討討討討

当事者間の合意による法律的枠組みの構築においては、
紙ベースの貿易取引の実情を踏まえて、紙ベースの貿易取
引で書面・署名が果たしている法律的機能の分析を行う必
要がある。例えば、「電子式船荷証券」は、「船荷証券」
という名称を含んでいるが、法律上の船荷証券とは認めら
れない。したがって、船荷証券を電子化し、その電子化さ
れた船荷証券が紙ベースの船荷証券と同一の機能を果たす
こと、その機能をもって、船荷証券と同様の法的効力を生
じさせることを、当事者間の合意によって形成できること
が必要になる。
このような現行の書面・署名の果たしている機能として

は、例えば「二重譲渡不能性」や「署名捺印した文書によ
る作成の真正の確認」があり、次いで、船荷証券において
適用される有価証券としての法律的機能、例えば、受戻証
券性、貨物所有権や運送契約上の地位の表象性、その表象
される地位の移転方法、その移転権利の第三者に対する対
抗力等がある。
これらについて、以下順次検討する。

11.2.3.111.2.3.111.2.3.111.2.3.1    ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーク利ク利ク利ク利用用用用にににに共共共共通通通通すすすするるるる検検検検討討討討課課課課題題題題：：：：
セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィのののの確確確確保保保保

いうまでもなく、様々な取引情報の電子化は進行してお
り、これによる高い利便性を背景に、その電子化の範囲は
拡大しつつある。そして、これらの情報は、インターネッ
トなどのオープンな通信手段によってネットワーク化しつ
つある。貿易金融EDIにおいては、広範な利用者が想定さ
れ、コンピュータネットワークしかもオープンなコンピュ
ータネットワークを使用することが想定される。こうした
利用形態を想定すれば、貿易金融EDIシステムにおいては、
そのシステムの利用者、すなわち、貿易金融EDIの当事者
が、その利用を信頼し、信用秩序を維持するためにセキュ
リティ技術は不可欠なものである。
こうしたセキュリティ技術の実践によってどのような

法律効果が生ずるかについての一般的な法律検討は十分に
は進んでいない。しかしながら、データメッセージの送受
信者間において、セキュリティ手続きについて合意があり、
その手続きが実践された場合には、合意や法律の規定に基
づいて何らかの法律効果が発生するという考え方も、すで
に認知されつつある（「アメリカ合衆国統一商法典第４Ａ
編」、国際振込に関する「UNCITRL電子商取引モデル法」、
最高裁 1993年 7月 19日判決判例時報 1489号 P.11116。
ただし、これらの考え方においても、消費者保護の観点か
ら一定の制約が存在する。貿易金融EDIに消費者が参加す
る場合にはこの観点からの配慮も必要であるが、当面、消
費者が貿易取引の直接のプレーヤーとして登場する状態は
想定しにくい）。
この問題は、実は、貿易金融EDI特有の問題ではなく、

データメッセージの伝達によって商取引を行う場合の共通
の課題として存在する。こうしたセキュリティが必要な局
面としては、次の事項がある。
(1) データメッセージの同一性(identification)、真

正性(authentication)
電子取引においては、受信されたデータメッセージがそ

の上に表示された者によって作成（送信）されたか否かの
確認が必要となる。メッセージ上に表示された発信者と現
実にメッセージを作成・発信した者との同一性は、発信者
コード、パスワード（暗証番号）等による電子的方法によ
り確認されるが、現在、種々の利便性からみて、暗号技術
を利用した電子署名技術によって、データメッセージの同
一性・真正性を確認する方法が実用化されている。このよ
うなセキュリティを採用することにより、いわゆる「成り

                                                     
16：最高裁1993年7月19日判決判例時報1489号P.111
「預金者以外の者が真正なキャッシュカードを使用し正しい暗
証番号を入力して現金自動支払機から預金の払戻しを受けた場
合と免責約款による銀行の免責」
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すまし」による事故などを防止することになる。
なお、電子署名の利用を含め、貿易金融 EDI 当事者間

において使用されるセキュリティ手段は、その当事者間で
合意されるべきであり、具体的には、「貿易金融EDIデー
タ交換規約」でその手段や手段実践時の効力が規定される
ことになる。
(2) 権限の正当性(authorization)
権限確認には、２つの意味がある。第一は、システムに

対するアクセス権として理解されるものであり、第二は、
例えば、「一定額以上の取引については、特定の決裁を必
要とする」という場合の決裁権限の意味である。貿易金融
EDI における当事者（例えば輸出者）が「社内決裁規定」
等によって、後者の意味での「権限」を定めており、かつ、
その権限の有無を相手方とのデータメッセージの交換にも
反映させようとすれば、この権限の有無を確認するシステ
ムを構築する必要がある。ただ、このような権限の有無を
確認するセキュリティ手段は、いわば社内的に構築するこ
とも可能であり（例えば「貿易金融EDI専用端末」のアク
セスコード・利用コードの設定）、また、交換されるデー
タメッセージに決裁権限保有者の電子署名を付するなど、
データメッセージの受信者が確認できる状態でシステム化
することも可能である。このような権限の正当性を確認す
る必要があるか、必要とする場合にどのようなシステムを
利用するかは、貿易当事者の判断によって定めるべきであ
る。
(3) 完全性
伝送上におけるデータメッセージの変質、悪意のある第

三者による改ざんに対処するため、伝送路上でデータメッ
セージが変質したか否かに対する確認が必要になり（デー
タメッセージの完全性）、確認の手段としては、暗号技術
の利用が必要になる。これは、暗号のアルゴリズムにおい
ては、通常の文（「平文」という）と暗号文は常に一対一
の関係に立ち、もし、発信された暗号文に１bitでも変化が
あった場合には、その変化のある暗号文はもとの平文に復
号化できない、という性質を利用するものである。
ただ、この完全性の確認は、発信されたデータメッセー

ジが変更されることなく相手方に受信されたことを確認す
る手段に過ぎない。したがって、例えば、作成した取引デ
ータそのものの誤り（「データ内容の誤り」とも表現でき
る）などを確認しようとする場合には、暗号技術以外でこ
の確認を行うしかない。
なお、この完全性の確認と関連して、「技術上の誤り」

という表現が用いられる場合がある。これはテクニカルエ
ラーに対応するもので、例えば、暗号化が採用されている
ときに、誤った暗号鍵を用いてデータが作成・伝送された
り、誤った手順を用いてデータが伝送された場合等、デー
タの作成や伝送に誤りがある場合を想定した用語である。

EDIにおいては、このようなデータメッセージは単なる
「エラーデータ」として処理されることになろうが、デー
タメッセージ送受信者間の合意内容によっては、エラーデ
ータによって生ずる法律関係が変わることがある。このよ
うな合意は、通常の場合、EDIデータ交換規約で定められ
ることになる。
(4) 秘匿性
ネットワーク、特に経路がオープンなインターネットの

ようなネットワークにおいてはデータメッセージの内容が
第三者に漏洩するおそれがある。貿易金融EDIのように、
重要な取引データメッセージが伝送される場合には、その
データメッセージの秘匿性が確保されなければならないの
は当然のことである。
(5) 受信確認
インターネットなどのオープンなネットワークを利用

して貿易金融EDIを行う場合には、データメッセージの不
達や誤配などのリスクがある。したがって、発信したデー
タメッセージがその名宛人によって受信されたか否かの確
認、すなわち受信確認17が要求されることも十分に考えら
れる。特に、貿易金融EDIは、一取引であってもその取引
金額が巨額になることもありえる、さらに、船荷証券に代
わる貨物所有権の登録機能等を利用する場合には、権利登
録の申請に関するデータメッセージが到達したか否かの確
認を必要とする場合も多い。
現在公表されているEDIに関するモデルEDIデータ交

換規約においては、受信確認は、発信者がこれを求めた場
合のみ実施される手続き、すなわち「請求による手続き」
として規定されるのが一般的であるが、このような事情も
考慮しつつ、貿易金融EDIのなかで受信確認をどのように
位置づけるかを検討する必要がある。

11.2.3.211.2.3.211.2.3.211.2.3.2    電電電電子子子子署署署署名名名名にににによよよよるるるるセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィのののの実実実実現現現現
EDIに必要なセキュリティ要素のうち、同一性（真正性）

や完全性、秘匿性は、電子署名技術（認証技術）をもって
確保される。電子署名技術は、暗号化理論を利用して実現
されており、有力であるのが公開鍵暗号方式である。公開
鍵暗号方式は、送信者が送信するデータメッセージを自ら
の秘密鍵で暗号化して送付し、受信者が受け取ったデータ
メッセージを送信者の公開鍵により復号化した場合に、復
号化されたデータが正常なものになれば、そのメッセージ
を暗号化して送付したのは公開鍵に対応した秘密鍵を持つ
送信者でしかありえない、という考えによるものである。
また、送信者の公開鍵は、あらかじめ信頼できる第三者

が運営する認証機関に登録しておくことにより、データメ
ッセージの受信者はこの登録機関に問合せを行うことで、
送信者の正しい公開鍵を知ることができる。
この方式を利用する場合と印鑑の利用を対比すると、次

のように理解することができる。例えば銀行が、取引の相
手方である荷主が真正な相手かどうかを判断する場合には、
銀行は荷主から提出された書類の署名・印鑑とあらかじめ
その荷主から提出されている署名鑑（署名と印鑑が押印さ
れたもの）とを照合する。つまり事前に登録した署名・印
鑑（署名鑑）と取引時に提出される署名・印鑑との一致を

                                                     
17：受信確認は、英語では「acknowledgement」と表現され、「ア
ック」と略称される。ところで、貿易実務においては、「Ｙアック」、
「Ｎアック」という略語が用いられることがある。この略称は、
先方の申込に対する回答の形式として使用され、承諾の場合には
「Ｙアック」、拒絶する場合には「Ｎアック」という区分において
使用されているようである。したがって、「Ｙアック」と「Ｎアッ
ク」は、法律的に見れば、申込に対する承諾または拒絶の意思表
示であると理解できる。これに対し、EDIで使用される「アック」
という用語は、データメッセージの到達確認を意味するので、両
者の違いに留意しなければならない。
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確認することにより、相手方が権限を有するものかどうか
の確認を行っている。ところが書類が電子化された場合に
は、署名・印鑑までも電子化すると署名・印鑑を改ざんす
ることができることとなり（紙による書類の署名・印鑑は
基本的に改ざん不能との信頼がある）、書類の署名・印鑑
に代わる相手確認の手段が必要となる。そこで、送られて

きた電子データメッセージが取引したい権限を持った本当
の相手かどうかを確認する手段として使われはじめている
ものが「電子署名」である。
この電子署名を利用した貿易金融 EDI の信頼の枠組み

については、「11.3　貿易金融EDIモデル」において述べ
る。

図図図図 3333----3333　　　　電電電電子子子子署署署署名名名名のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ

11.2.3.311.2.3.311.2.3.311.2.3.3    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融取取取取引引引引のＥＤのＥＤのＥＤのＥＤＩＩＩＩ化化化化にににに伴伴伴伴うううう法法法法的的的的検討検討検討検討
課課課課題題題題

(1) 船荷証券機能のＥＤＩによる代替
貿易金融EDIにおいては、紙、とりわけ、船荷証券が

果たしてきた有価証券としての機能、特に、貨物の引渡し
と種々の支払の同時性等のメリットを EDI でどのように
実現するかが重要な課題である。船荷証券は、紙を媒体と
して成立しており、媒体それ自体を復製することが困難な
ことや二重交付が物理的に困難なことから、その証券の所
持人となる金融機関や輸入者は、（裏書の連続のある）船
荷証券を所持していれば、貨物の所有権や貨物に関する担
保権を法的に主張できる。
貿易取引、とりわけ貿易金融取引は、このような船荷証

券の法的性質・効力を利用している。したがって、貿易に
金融取引が付随する以上、貿易金融 EDI においても、船
荷証券の機能を果たすシステム・制度が必要であり、「電
子式船荷証券」や、これに類する機能を営むシステムの導
入が必要である。このような考え方は、UNCITRALの電
子商取引モデル法、万国海法会のCMI規則、Boleroプロ
ジェクト、 ICC の Rules for Electric Trade and

Settlementでも認識されている。
(2) 「電子式船荷証券」
「電子式船荷証券」は、その名称にかかわらず、法律的

には「船荷証券」と認知されていない。したがって、「電
子式船荷証券」に関する問題を検討する場合には、船荷証
券が果たしている様々な役割や効果（これを「船荷証券機
能」ということもできる）を EDI 化で代替することが可

能かどうかを基本な問題として検討する必要がある。この
検討においては、
①　EDI 化された船荷証券機能システムが船荷証券
の前提とする諸条件、例えば、
・二重譲渡不能性を具備するかどうか
・電子式船荷証券に表示されるデータメッセージ
作成または送信の真正性確認の手段を具備する
か
・遡求制度の前提となる転々流通移転経路の確認
の手段をどのようにするか

を検討する必要があり、さらに、
②　船荷証券において適用される有価証券法理（機
能）、例えば、
・受戻証券性
・貨物所有権や運送契約上の地位の表象性
・その表象される地位の移転方法
・その移転された権利の第三者に対する対抗力

をどのような法形式で確保するかが検討されなければ
ならない。
このうち、①の問題は、先に述べた電子署名等による技

術的解決と密接に関連するが、②の問題は、技術的解決と
は別の法律的検討課題である。①の問題は「11.3　貿易金
融 EDI モデル」で述べることとし、ここでは、まず①の
検討の前提となる②の問題を検討する。
(3) 船荷証券の譲渡によって移転される権利
① 貨物所有権
船荷証券は、貨物所有権という物権的権利と運送契

②②②② 自自自自 分分分分 のののの 秘秘秘秘 密密密密 鍵鍵鍵鍵 でででで 文文文文 書書書書 暗暗暗暗 号号号号 化化化化

ﾃﾃﾃﾃ ﾞ゙゙゙ ｰ ﾀｰ ﾀｰ ﾀｰ ﾀ ﾒﾒﾒﾒ ｯｯｯｯ ｾｾｾｾ ｰ ｼｰ ｼｰ ｼｰ ｼ ﾞ゙゙゙
署署署署 名名名名 付付付付

ﾃﾃﾃﾃ ﾞ゙゙゙ ｰ ﾀｰ ﾀｰ ﾀｰ ﾀ ﾒﾒﾒﾒ ｯ ｾｯ ｾｯ ｾｯ ｾ ｰーーー ｼ ﾞｼ ﾞｼ ﾞｼ ﾞ

③③③③ 送送送送 信信信信 者者者者 のののの 公公公公 開開開開 鍵鍵鍵鍵 でででで 文文文文 書書書書 をををを 復復復復 号号号号 化化化化

秘秘秘秘 公公公公

送 信 者 受 信 者

認 証 局

①①①① 公公公公 開開開開 鍵鍵鍵鍵 証証証証 明明明明 書書書書 取取取取 得得得得

公公公公

＋

秘 密 鍵 公 開 鍵

署署署署 名名名名 付付付付
ﾃﾃﾃﾃ ﾞ゙゙゙ ｰ ﾀｰ ﾀｰ ﾀｰ ﾀ ﾒﾒﾒﾒ ｯ ｾｯ ｾｯ ｾｯ ｾ ｰーーー ｼ ﾞｼ ﾞｼ ﾞｼ ﾞ

公公公公

＋

ﾃﾃﾃﾃ ﾞ゙゙゙ ｰ ﾀｰ ﾀｰ ﾀｰ ﾀ ﾒﾒﾒﾒ ｯｯｯｯ ｾｾｾｾ ｰ ｼｰ ｼｰ ｼｰ ｼ ﾞ゙゙゙
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約上の地位を表象する有価証券であり、証券の譲渡に
よってこれらの権利も移転される。
このうち、物権（占有）移転については、次のよう

な問題がある。前述のように、船荷証券は、物権的効
力を有する有価証券と位置づけられているが、英米法
体系の下では権原証券と位置づけられている。船荷証
券の物権的効力とは、「貨物引換証に依り運送品を受
取ることを得べき者に貨物引換証を引渡したるとき
は其引渡は運送品の上に行使する権利の取得に付き
運送品の引渡と同一の効力を有す」（商法第 575 条）
ことである。大陸法、英米法ともに、船荷証券の占有
移転は、運送品引渡請求権および運送品支配・処分権
という債権を移転させるのみならず、運送品自体の占
有移転（引渡）の効果をも生じさせ、これにより、運
送品の所有権移転・質権設定を第三者に対抗できるこ
とになる（「動産に関する物権の譲渡は其動産の引渡
しあるに非ざれば之を以って第三者に対抗すること
を得ず」(民法第 178条)、「質権の設定は債権者に其
目的物の引渡しを為すに因りて其効力を生ず」(民法第
344条)）。
船荷証券の物権的効力の問題は、運送品と証券とが

物理的に別個のものであるのにもかかわらず、これを
統一的に把握しようとする点にある。物権的効力に関
する各国法制の内容は国により異なっており、その統
一はこれまで困難な問題とされてきたが、Boleroプロ
ジェクトや CMI 規則では、占有移転の方法を規定す
ることにより、この問題についても一定の手順による
解決策が提示されており、わが国の法律上は、「指図
による占有移転」という法形式や「信託法」による法
形式によって、船荷証券の果たしている貨物所有権の
移転機能を代替することが可能である。
② 運送契約上の地位
船荷証券に表象される運送契約上の地位はいうま

でもなく債権的な地位である。
船荷証券を使用しない場合には、これを第三者に移

転するためには、契約上の地位の移転という法形式を
とらなければならない。大陸法系の諸国においても英
米法系の諸国においても、一般に、契約上の地位また
は債権を第三者に移転する方法としては、債権譲渡と
更改という法形式がある。
ところで、わが国の民法は、債権譲渡の対抗要件と

して、確定日付ある証書による債権譲渡通知または承
諾を必要としており（「①指名債権の譲渡は譲渡人が
之を債務者に通知し又は債務者が之を承諾するに非
ざれば之を以って債務者其他の第三者に対抗するこ
とを得ず。②前項の通知または承諾は確定日附ある証
書を以ってするに非ざれば之を以って債務者以外の
第三者に対抗することを得ず｡」（民法第 467 条）た
だし、特別法（｢債権譲渡の対抗要件に関する民法の

特例に関する法律18」等において定めがある場合を除
く)、また、何が確定日付ある証書であるかも法令およ
び判例で限定的に取扱われている。もちろん、わが国
の民法においては、例えば、ネットワークによる情報
伝達のタイムスタンプという技術を想定しておらず、
単に船荷証券情報に表象される運送契約上の地位の
移転に関するデータメッセージにタイムスタンプを
付したからといって、それが法的に確定日付であると
いうことにはならない（なお、この確定日付は、債権
について二重譲渡があった場合に譲受人相互間の優
劣を決着する機能を営んでおり、その意味で、紙ベー
スによる二重譲渡移転対策機能を営んでいるといっ
ても差し支えない）。
したがって、少なくとも、貿易金融EDIにおいて、

運送契約上の地位の移転を必要とする限りは、その移
転の形式として債権譲渡の法形式をとることは困難
である（これを解決するためには法改正が必要である
が、少なくとも何らの法的権限・根拠を有さない私的
機関が作成するタイムスタンプに確定日付の効力を
認める法改正は、現在のところ困難というしかない
（後述の認証機関や登録機関（公証局）はその名称に
かかわらず、少なくともわが国においては、何らの法
的権限・根拠を有さない私的機関に過ぎないことに留
意すべきである））19。
契約上の地位または債権を第三者に移転する第２

の法形式としては更改がある。これは当事者の変更を
伴う更改という形式で行われ、輸出者・買取銀行間で
運送契約上の地位を更改によって移転する場合には、
運送会社・輸出者間の債権債務関係を消滅させ、これ
と同一内容の債権債務関係を運送会社・買取銀行間で
発生させる法律行為が更改である。
ところで、わが国の民法は、当事者の変更を伴う更

改については、債権譲渡と同様の対抗要件具備を必要
としている（「債権者の交替に因る更改は確定日附あ
る証書を以ってするに非ざれば之を以て第三者に対
抗することを得ず」（民法第515条)）｡したがって、
少なくとも、わが国の法体系のもとでは、債権譲渡の

                                                     
18：債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
　「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」
（1998年６月 12日　法律第 104号）は、法人が債権（指名
債権であって金銭の支払を目的とするものに限る）を譲渡した
場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに
譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者に
ついては、民法第 467 条の規定による確定日付のある証書に
よる通知があったものと見なす（第２条）と規定している。こ
の場合、当該登記の日付をもって確定日付とする。
　また、債権譲渡登記に関する事務は、法務大臣の指定する法
務局、地方法務局、法務局支局、または法務局出張所が行う（第
３条）ことと定めている。
19：国の取組みとしては、タイムスタンプを含め、電子公証制
度として、法務省「電子取引法制に関する研究会(制度関係小
委員会)」において、検討されている。
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法形式と同様に更改という法形式によっても、運送契
約上の地位を EDI で移転することは困難ということ
になる（ただし、更改について対抗要件の具備を必要
としていない法制度を採用していない諸外国も多く、
むしろ、この問題はわが国特有の問題といえるかもし
れない）。
ただ、船荷証券に表象される運送契約上の地位の重

要性は、船荷証券に表象される貨物所有権に比べて低
い、という考え方もできる。なぜならば、貨物所有権
のない運送契約上の地位という実体を想定すること
が困難であるし、また、例えば、保険契約上の地位は、
保険目的物の権利が移転する場合には、これに随伴し
て移転するという規定もある(「被保険者が保険の目的
を譲渡したるときは同時に保険契約に因りて生じた
る権利を譲渡したるものと推定す」（商法第 650条））｡
このように考えると、運送契約上の地位は、貨物所有
権に随伴して移転するという法的構成や解釈を行う
ことも、あながち不可能ではない。ただ、もちろん、
更改構成によって、貿易金融EDIにおいても、運送契
約上の地位が円滑かつ法的な有効性をもって移転で
きることにこしたことはない。

(4) 船荷証券以外の買取書類の取扱い
貿易取引においては、最大40種類の書類が使用されて

いるといわれている。信用状ベースの貿易取引等の場合、
輸出者は、買取りに必要な書類（買取書類）を作成し金融
機関に提出し、金融機関がその書類を買取ることにより輸
出貨物代金を受領する。買取書類は、それを構成する個々
の書類（インボイス、パッキングリスト、船荷証券、荷為
替手形、原産地証明書等）としての役割・価値を有してお
り、輸出入者、あるいは輸出地側および輸入地側の金融機
関にとっては必要な書類が全通揃って引取の対象となる。
こうした点に鑑み、貿易金融EDIにおいては、当事者

間における買取書類の売買のプロセスも、その権利者が誰
であるかを識別できるような仕組みを構築する必要があ
る。

11.311.311.311.3    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩモモモモデデデデルルルル
11.3.111.3.111.3.111.3.1    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ化化化化をををを想想想想定定定定すすすするるるる貿貿貿貿易易易易モモモモデデデデルルルル
貿易取引といっても、その形態や参加者も様々であり、

その EDI 化によって取引実態に極度の変更を生じさせれ
ば貿易取引そのものに支障を与える恐れもないとはいえ
ない。また、しばしば述べるように貿易取引においては、
船荷証券が重要な役割を果たしているが、現実には、船荷
証券を使用せずに、海上運送状(Sea Way Bill(SWB）)や
航空運送状(Air Way Bill(AWB)）を利用する取引形態も存
在するし、信用状を利用せず、輸出入当事者間の電信送金
で代金の決済を行う場合もある。こうした取引形態のみを
想定すれば、貿易取引の EDI 化はそれほど困難なもので
はあるまい。しかしながら、現時点においても、信用状を
利用する貿易取引は存在し、船荷証券を使用する貿易取引

も存在する。
また、SWBやAWBが登場したのは、いわゆるB/L危

機が原因であり、本来であるならば、貨物所有権を法律的
に確保できる船荷証券を使用したくとも、これを物理的に
利用できないという事情があることも窺われる。こうした
実情を考慮すれば、やはり、信用状や船荷証券を使用する
貿易取引を想定し、その取引をEDI化した貿易金融EDI

モデルを想定して、そのために必要とされる「信頼機能」
を検討することが必要とされる。
このようなモデルを想定することにより、場合によって

は、SWBやAWBに船荷証券機能を与えることも可能に
なるし、船荷証券や信用状取引を必要としない貿易当事者
は、このモデルの提供する機能の一部を利用すれば、貿易
取引をEDIを利用して実施することができることになる。
「業務モデル要件書」で電子化の対象とするべきである

とされた書類の種類をも考え合わせてもこのような貿易
金融EDIモデルは、前述「図3-1　現状の貿易取引のイメ
ージ」・｢図 3-3　EDI 化した場合の貿易の貿易取引モデ
ル」で示したものと同一のモデルであることは自然である。

11.3.211.3.211.3.211.3.2    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけける新る新る新る新たたたたなななな信信信信頼頼頼頼提提提提供供供供
のののの枠枠枠枠組組組組みみみみ

現在紙ベースで行われている貿易取引をEDI化するた
めには、「11.2.2.　貿易取引 EDI の前提条件」で述べた
ように、第一にデータメッセージの授受が可能であること、
第二にデータメッセージの授受が安全に行われること、第
三に授受されたデータメッセージによって紙ベースの取
引と同一の効果が得られることが必要である。
このうち、データメッセージの授受については、例えば、

各種のシンタックス・ルールの標準化（UN/EDIFACT，
ANSI，CII 標準等）、メッセージの標準化、各種標準相
互間の変換技術の開発等の技術的整備が必要である。
第二のデータメッセージの授受が安全に行われるとい

う要件は、実は、第三の要件と密接に関係している。すな
わち、前述のデータメッセージの真正性、完全性、秘匿性
を確保することによってデータメッセージの受信者が受
信したデータメッセージを信頼できる技術的な枠組みが
提供されることを前提として、その信頼を法的な信頼、す
なわち、受信したデータメッセージに基づいて法律上の権
利義務関係が明確に成立すること、その権利義務関係が、
紙ベースの貿易取引と同等の保護を受けることを実現し
なければならないのである。この意味で、第二、第三の前
提は、いわば、貿易金融EDIにおける新しい「信頼機能」
20を創設するという意味合いがある。

                                                     
20：ここで「信頼機能」というのは、もちろん経済的信頼や与
信という趣旨ではなく、貿易取引において紙、例えば船荷証券
が果たしていた信頼機能の趣旨である。すなわち、船荷証券は、
貨物所有権や荷送人たる地位を表象する有価証券であり、貨物
運送人にしてみれば、（裏書の連続のある）船荷証券の呈示を
した者に対して貨物を引き渡せば債務を履行したことになり
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おおよそ、契約（契約に基づく権利義務関係）は、申込
と承諾という２つの意思表示の合致によって生ずるもの
であり、データメッセージによる申込みや承諾を法律上の
意思表示とみなすことは、少なくともわが国の法律のもと
では否定されない。しかしながら、貿易取引においては、
船荷証券などの紙が果たしている上述の意味での「信頼機
能」を考察し、その「信頼機能」を電子的に実現できる技
術が存在するのか、そのような技術を用いたサービスは、
誰によって提供されるのか、その提供者の信頼が評価に関
する要件をどのように定めるかなどを検討しなければ、貿
易取引のEDIは実現不可能である。

11.3.311.3.311.3.311.3.3    電電電電子子子子署署署署名名名名にににによよよよるるるる信信信信頼頼頼頼機機機機能能能能
11.3.3.111.3.3.111.3.3.111.3.3.1    電電電電子子子子署署署署名名名名にににによよよよるるるる真真真真正正正正性性性性・完・完・完・完全全全全性性性性・秘匿・秘匿・秘匿・秘匿性性性性

のののの確確確確保保保保
貿易取引に必要な意思表示を電子的に行えることは前

述したとおりであるが、紙媒体による意思表示の伝達には、
その意思表示の作成者が誰であるかを確認するために署
名が使用される。また、署名を付した書面は、通常複製が
困難であるから、書面の原本性を確認することも容易であ
り、このような観点に照らし、上述のように船荷証券の法
的効力が承認されている。
しかしながら、データメッセージは、作出や複製、改ざ

んが容易であるため、いわゆる「成りすまし」などの危険
性がある。
したがって、貿易取引のEDI化のためには、まず、こ

のような危険性を回避するためのセキュリティ手段が利
用できることが必要であり、現時点においては、データメ
ッセージの真正性確保、完全性確保、秘匿性確保のための
手段としては、暗号技術を利用した電子署名が実装化され
つつある。
ただ、電子署名は手書きの署名と異なって暗号技術を使

用しており、利用者は、その技術保有者＝認証機関21から
サービスの提供を受けて初めて電子署名を利用すること
が可能になる。しかし、電子署名が、法律上、署名と同一

                                                                                    
（呈示証券性・受戻証券性）、また、貿易金融における金融機
関としても、船荷証券を所持することにより、貨物を担保とし
て取扱うことができる。船荷証券がこのような法律的機能を果
たすのは、実は、船荷証券という「紙」に、署名がされること
によってその作成の真正を確認することができ、また、船荷証
券という署名を付した「紙」は、原本（original）とコピーを
容易に判別することができ、その結果として、船荷証券を物理
的に二重譲渡することが極めて困難という機能に由来してい
る。言い方を変えれば、船荷証券という紙や署名それ自体が有
している「偽造防止機能・偽造確認機能」や「二重譲渡・二重
使用防止機能」に基づいて、受戻証券性や呈示証券性という法
律的効果が規定されていると考えても差し支えない。
21：このような電子署名サービスの提供者を「認証機関
(Certification Authority）」と呼ぶ。なお、「信頼できる第三者
(Trusted Third Party）」という用語も認証機関と同一の意味
で使用されることもあるが、電子署名サービス以外の機能提供
をする場合もあり、本運用ガイドラインでは、電子署名サービ
スの提供者を「認証機関」と呼ぶこととする。

または等価値の効力があるかどうか、また、このこととの
関係で、認証機関が備えるべき資格要件に関する国際的な
合意は、いまだ形成されていない。
その一方で、アメリカ合衆国の諸州や、ヨーロッパ、ア

ジアの諸国の一部においては、電子署名に関する法制度化
を実施している法域もあり、これらの諸動向を見ると、電
子署名を提供する事業者（民営の事業者であるか、公設の
事業者であるかを問わない）が全世界に１つしかないとい
う状況（これを「ルート」22が一つの階層型電子認証シス
テムと呼ぶこともできる）は、極めて考えにくい状況とな
ってきている。
もちろん、電子署名については、わが国の個人の印鑑証

明、法人代表者の印鑑登録証明制度と異なり、１人の個人
や１人の法人代表者であっても、複数の電子署名を保有す
ることは可能であるから、貿易当事者が、共通の電子署名
システムを使用することも想定できないわけではない。し
かし、電子署名に関する法制度は、現在のところ各国の法
制に依拠しており、例えば、貿易当事国Ａにおいて、認証
機関に関する非常に強固な免許制を採用している場合に
は、貿易当事国Ａの企業は、その免許を有している認証機
関の認証システムを利用するという事態も想定せざるを
得ない（貿易当事国Ｂにおいてもこれと同様な制度を採用
している場合には、種々の国際私法上の問題が発生し、ま
た、電子署名に関して、「認証機関の相互認証」と呼ばれ
る問題が発生する。これらの問題は、現時点では未解決な
問題と考えるべきである）。
認証機関がユーザに対して提供するサービスは、例えば

公開鍵暗号方式を使用した電子署名の場合には、
①　ユーザの秘密鍵およびこれと対をなす公開鍵の
生成

②　公開鍵、場合によっては秘密鍵の登録
③　登録されたユーザの公開鍵に関する証明

(certificate と呼ばれ、「証明書」、「証明証」と
呼ばれることもあるが、もちろん書面ではな
い。）

④　公開鍵証明取消リスト（CRL：Certification

Revocation List）の公開
などのサービスが提供される。
しかしながら、これらのサービス全体が、常に一事業者

によって統合的に提供されているわけではない。例えば、
①については、ユーザの身元を確認し、秘密鍵と公開鍵の
生成手段だけを提供する事業者も出現しつつあり（このよ
うな事業者を登録局(Registration Authority）と呼ぶ。な
お、本運用ガイドラインで述べる登録機関（公証局）と登
録局が別の機能を営むことは言うまでもないが、この違い
には留意されたい）、さらには、CRL に限った機能提供
をしている事業者も出現している。このように、従来、一

                                                     
22：電子取引時に、認証機関が異なる相手企業の認証書を検証
する手段のひとつとして、認証機関の体系を階層化して一本化
するルート認証機関を設置する方法がある。
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事業者、一組織体で提供されてきた電子署名サービス機能
が分散的に提供されるようになりつつあることは、貿易金
融 EDI のモデルを検討するうえで重要な要素ということ
ができるである（認証機関の詳細については、後述
「11.3.3.2　貿易金融EDIにおいて想定しうる認証機関の
利用形態」、電子署名サービスなどのサービス機能の分散
化については後述「11.3.5　認証機関・登録機関（公証局）
の機能提供者」）を参照）。
公開鍵暗号方式を使用した電子署名の利用方法は、一様

ではない。例として３つのパターンを以下に示す。
［パターン１］（「図 3-4　パターン１」参照）。

①　輸出者は、自己が作成した発注データを自己の
秘密鍵で暗号化し、これに公開鍵証明を添付す
る。

②　次に、輸出者は、名宛人（輸入者）の公開鍵を
もって、①のデータメッセージを暗号化する。

③　その伝達をうけた名宛人（輸入者）は、自己の
秘密鍵をもって②のデータメッセージを復号化
する。

④　復号化したデータメッセージから取出した公開
鍵証明をもって、暗号化された発注データを復
号化する。

図図図図 3333----4444　　　　パパパパタタタターーーーンンンン１１１１

［パターン２］（「図 3-5　パターン２」参照）
① 輸出者は、個々の取引毎に任意に使用する共通

鍵を使用することとする。
② その共通鍵を配送するための手段として、公開

鍵暗号方式を使用する（具体的には、任意に生
成した共通鍵を自己の秘密鍵で暗号化し、これ
に公開鍵証明および共通鍵で暗号化した発注
データを添付する、そして、これらのデータメ

ッセージの全体または、自己の秘密鍵で暗号化
した共通鍵および公開鍵証明部分を名宛人（輸
入者）の公開鍵で暗号化する）。

③ これを受けた名宛人（輸入者）は、②のデータ
メッセージの中から自己の秘密鍵を用いて共
通鍵を取り出し、共通鍵を利用して暗号化され
た発注データを復号化する。

図図図図 3333----5555　　　　パパパパタタタターーーーンンンン２２２２
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［パターン３］（「図3-6　パターン３」参照）
①　輸出者は、自己が作成した発注データをハッ
シュ関数によりハッシュ値を生成し、これに
公開鍵証明を添付する。

②　次に、輸出者は、自己の秘密鍵をもって①の
データメッセージを暗号化する。

③　さらに、輸出者は、自己が作成した発注デー
タを任意に作成した共通鍵で暗号化し、共通
鍵を名宛人（輸入者）の公開鍵をもって暗号
化する。

④　輸出者は、②および③のデータメッセージを
併せて名宛人（輸入者）に伝達する。

⑤　その伝送を受けた名宛人（輸入者）は、③の
データメッセージを自己の秘密鍵により共通
鍵で復合化し、共通鍵を取り出す。さらに、

取り出した共通鍵により共通鍵で暗号化され
た発注データを復合化する。

⑥　名宛人は、⑤で復号化された発注データを検
証するため、②のデータメッセージを自己の
秘密鍵で復号化し、発注者が生成したハッシ
ュ値を取り出す。

⑦ 次に、名宛人（輸入者）は、⑤で復号化され
た発注データをハッシュ関数によりハッシュ
値を生成し、⑥のハッシュ値と比較し検証す
る。

などの利用方法を採用するかは、最終的には、貿易金融
EDI関係者の合意によらざるを得ないが、さらに、公開
鍵暗号方式や共通鍵暗号方式の様々な処理速度・データ
トラヒックなどの技術的配慮が必要であることはいうま
でもない。

図図図図 3333----6666　　　　パパパパタタタターーーーンンンン３３３３

11.3.3.211.3.3.211.3.3.211.3.3.2    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおいいいいて想て想て想て想定し定し定し定しううううる認る認る認る認証証証証
機機機機関関関関のののの利利利利用用用用形形形形態態態態

以上の状況を考慮すれば、貿易金融 EDI においては、
全貿易取引当事者が、すべての貿易取引について、１つの
認証機関を利用するというモデルは考えにくく、貿易金融
EDIにおいて必要とされる真正性確認・完全性確認・秘匿
性確保についてのセキュリティ・レベルやコストに応じた

資格要件について貿易参加者の合意があれば、それぞれの
貿易当事者が自己の利用する認証機関を指定し、かつ、取
引の相手方に対して、その認証機関の行う認証サービスを
信頼して差し支えない旨を表明（representation）する、
という認証機関の利用形態も存在しうる（「図 3-7　認証
機関の利用形態」参照）。

図図図図 3333----7777　　　　認認認認証証証証機機機機関関関関のののの利利利利用用用用形形形形態態態態

認証局 Ａ 認証局 Ｂ

輸出者 運 送 会 社

① 利 用契 約 ② 鍵 登録
　・証明発行

① ‘利 用契 約 ② ‘鍵 登録
　・証明発行

③ 認証機関Ａの 利 用表示及 び 保証

④ 同意

③ ’認証機関Ａの 利 用表示及び 保証

④ ’同意

認 証 局  Ａ 認 証 局  Ｂ

輸 出 者 運 送 会 社

① 利 用 契 約 ② 鍵 登 録
　・証 明 発 行

① ‘ 利 用 契 約 ② ‘ 鍵 登 録
　・証 明 発 行

③ 認 証 機 関 Ａの 利 用 表 示 及 び 保 証

④ 同 意

③ ’ 認 証 機 関 Ａの 利 用 表 示 及 び 保 証

④ ’ 同 意
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従前から安定した信用に基づく取引実績がある場合、強
固な資本関係等がある場合等を除き、貿易取引は、取引開
始前に相手方の信用等に関する調査を行うことが予想され、
また、EDI化という性格上、十分信用するに足る要件を備
え、かつ経済的メリットのあることが前提となる。当事者
間において、あらかじめ上記のような認証機関の指定通知
を行い、また、その検証の効果に対する表明
(representation)を行う形態は、あながち実現不可能な形態
ではないである23。

11.3.3.311.3.3.311.3.3.311.3.3.3    認認認認証証証証機機機機関関関関・・・・電電電電子子子子署署署署名名名名にににに関関関関すすすするガるガるガるガイイイイドドドドラララライイイインンンン
こうした電子署名サービスの利用形態を想定すれば、認

証機関・電子署名に関するガイドラインは、
①　貿易金融 EDI に必要な信頼確保のための手段提供
者として推奨される適格要件を定めるガイドライン
（「認証機関・登録機関適格要件」）部分

②　貿易取引参加者と認証機関との間の電子署名サー
ビス利用契約の骨格

が必要ということになる。
ただ、この後者の電子署名サービス利用契約については、

使用する暗号技術や具体的なサービス利用形態によって内
容はまちまちにわかれることになる。したがって、本運用
ガイドラインにおいては、その記載事項例とその記載事項
の趣旨を記述することにする。

図図図図 3333----8888　　　　二二二二重重重重使使使使用用用用

                                                     
23：このように、データメッセージ受送信の当事者、換言すれば、
貿易取引当事者間において予め、自己が利用する認証機関を通知
し、検証の効力を表明（representation）することは、認証機関
相互間におけるいわゆる「相互認証」の概念とは異なる。すなわ
ち、このような通知および表明は、利用する認証機関が異なる場
合であり、認証機関相互に「相互認証」がなくとも利用すること
が可能なのである。比喩的にいえば、この通知および表明は、貿
易当事者間において行われる「authorized　signature」の事前
交換・通知といった位置づけになる。

なお、上述のように、本運用ガイドラインにおいて規定
する認証サービスは、貿易当事者間における「表明
(representation)」と密接に関係し、このことは、EDIによ
る権利義務関係の創設・移転と密接な関係を有する。さら
に、後述のように登録機関（公証局）におけるデータメッ
セージの登録要件とも密接に関係があり、最終的には、「貿
易金融 EDIデータ交換規約」や「貿易金融 EDIデータ登
録サービス利用規約」との整合性を保たなければならない。

11.3.411.3.411.3.411.3.4    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））にににによよよよるるるる信信信信頼頼頼頼機機機機能能能能
11.3.4.111.3.4.111.3.4.111.3.4.1    デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの二二二二重重重重使使使使用用用用をををを防防防防止止止止すすすするるるるたたたた

めめめめのののの信信信信頼頼頼頼機機機機能能能能
貿易金融EDIにおいては、暗号技術を使用した電子署名

によっても、回避できない危険性がある。例えば、データ
メッセージの不達や誤配、そしてデータメッセージの受信
者によるデータメッセージの二重使用である（「図3-8　　二
重使用」参照）。なお、データメッセージの作成者がそれ
を二重に使用したり作成したりする危険も考えられなくは
ない。ただ、これは、１つの貨物について２通の船荷証券
が発行された場合と同一の現象であり、同一の法理論によ
って解決されることになる。
これらの危険のうち、データの不達や誤配という危険に

ついては、UNCITRAL電子商取引モデル法においても「受
信証明」という解決策を用意しており、貿易取引のEDI化
のためには、このような解決策を導入するべきである（こ
の導入は、おそらくは「貿易金融EDIデータ交換規約」に
「受信証明」に関する規定を設けることにより行われる）。
しかし、データメッセージの二重使用の防止については、
電子署名や受信確認とは別に信頼確保のためのシステムを
構築する必要がある。なぜならば、データメッセージは、
電子署名を付しても、それ自体を複製することは可能であ
り、また、複数の受信者（名宛人）に対して送信すること
が可能である（データメッセージのこのような性質に照ら
し、紙ベースの場合の「原本」という概念を導入するべき
かどうかについては、法律的検討課題とされている
（UNCITRAL電子商取引モデル法第８条24、夏井高人「裁
判実務とコンピュータ」（日本評論社）140・141頁）。25

                                                     
24：UNCITRAL電子商取引モデル法： (UNCITRAL MODEL
LAW ON ELECTRONIC COMMERCE WITH GUIDE TO
ENACTMENT)
　国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）が、国際商取引の更
なる調和および統一のために、各国において EDI をはじめとす
る電子商取引に関する制度的障害の除去を行うことを目的とし
て96年に採択したモデル法。
　本モデル法は全 17条から構成され、電子商取引の形態で取引
が行われる場合に、国内法が、書面要件(第6条)、署名要件(第７
条)、原本性(第8条)等を要求している場合の処理および契約の形
式要件(第11条)、作成（送信）されたデータメッセージの効果帰
属(第13条)等に関する規定を置いている。
25：第8条　原本：
(1)　情報が原本の形体で提出され、または保管されることを法が
要求している場合には、その要件は、以下の場合に、データメッ
セージによって充たされる。
(a)　データメッセージであると否とを問わず、情報がはじめてそ
の最終的な形体で創出されたときから、当該情報の完全性に関す
る信頼できる保証が存在し、かつ、

悪意の 輸出者

船会社

買取銀行Ａ 買取銀行Ｂ

電電電電子子子子船船船船荷荷荷荷証証証証券券券券
電子船荷証券の 発行

電電電電子子子子船船船船荷荷荷荷証証証証券券券券 電電電電子子子子船船船船荷荷荷荷証証証証券券券券

電子船荷証券を受け取り、買
取銀行Ａ，買取銀行Ｂに対し、
二重に買い取り依頼を行なう
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11.3.4.211.3.4.211.3.4.211.3.4.2    デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ二二二二重重重重使使使使用用用用防防防防止止止止ののののたたたためめめめのののの技技技技
術術術術：：：：登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの利利利利用用用用

EDIにおいては、この信頼確保のためのシステムも、現
実には、ある一定の技術によって提供される。
このような技術としては、例えば、船荷証券に関するデ

ータメッセージのように、二重使用・二重譲渡をされては
困るデータメッセージについては、特定のデータベースを
設け、そのデータベースに登録することにより、権利者の
確定をし、かつ、二重使用を防止するという方法や、この
ようなデータメッセージの移転について、電子現金で使用
される ICチップを利用した「chip to chip」の技術を利用
するという考え方もあろう。ただ、現時点において、より
多くの貿易当事者が貿易金融EDIに参加するためには、採
用する技術について、共通理解・信頼感を得やすく、また、
コスト的にも合理的であることが必要であろう。この点に
照らすと、わが国における「債権譲渡の対抗要件に関する
民法の特例に関する法律」やアメリカ合衆国統一商法典第
９編において法的な先行事例のある、特定のデータベース
の設置およびこのデータベースに対する権利（移転）登録
をもって、貿易金融EDIに必要なデータメッセージの二重
譲渡・二重使用防止をはかることも想定される。
このようなデータベースは、「Repository」と呼ばれる

ことがあり、貿易金融EDIの枠組みの中では信頼確保のた
めの機能を提供することになる（本運用ガイドラインにお
いては、この機能を提供する事業者を「登録機関（公証局）」
と呼ぶことにする。ただし、この公証という用語には、法
的な背景を有する公証の意味を含まないことに留意された
い）。
想定しうる登録機関（公証局）の機能としては、
①　貿易当事者間におけるデータメッセージの交換中
継機能およびその記録保存機能

②　貨物所有権の移転（登録）に関する機能
　③　上述①、②の保存記録や登録事項の証明機能
などを想定することができ、このようなサービスを提供する
事業者は、貿易金融 EDIにおいて新たな信頼の枠組みを提
供する事業者と位置づけることが可能である。
ただ、登録機関（公証局）が、具体的な貿易金融 EDI

システムの中で、どのような機能を提供するかは、貿易金
融 EDI参加者の合意および貿易金融 EDIの信頼性確保と
いう観点から決定せざるを得ない。また、電子署名サービ
スを提供する認証機関については、すでにサービスを提供
している事業者が存在し、場合によっては、既存の認証機
関の提供するサービスを貿易金融EDIにおいて利用するこ

                                                                                      
(b)　情報が提出されることが要求されているときには、提出すべ
き者に対して表示することができるとき。第１項は、そこにおけ
る要件が、義務の形をとっている場合であれ、あるいは、法が単
に、情報がその原本の形体で提出されまたは保管されなかった場
合の効果を定めている場合であれ、適用される。
(2)　第１項(a)の適用において、
(a)　完全性を評価する基準は、何らかの裏書の付加や、通信、保
管および表示の通常の過程において生ずる変更を別として、情報
が完全かつ無変更で維持されたかどうかでなければならず、かつ、
(b)　要求される信頼性の標準は、情報が創出された目的、ならび
にすべての関連する事情に照らして評価されなければならない。
（モデル法試訳、内田「NBL　№603」39頁）

とも可能であるものの、貿易金融EDIにおいて上記の機能
を提供する登録機関（公証局）、具体的なサービスのあり
方、使用すべきセキュリティのあり方等については、今後
様々な角度からの検討が必要である26。

11.3.4.311.3.4.311.3.4.311.3.4.3    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおいいいいてててて想想想想定定定定ししししううううるるるる登登登登録録録録機機機機
関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの利利利利用用用用形形形形態態態態

ところで、データメッセージ二重使用防止のための登録
機関（公証局）が新しい信頼の枠組みを提供するとしても、
そのような信頼を提供する登録機関（公証局）が、１つし
かないという形態は考えにくい。
なぜならば、登録機関（公証局）が世界の中で唯一無二

のものである場合、そのシステムは巨大なものになり、か
つ、システムの維持は全貿易維持のため必要不可欠のもの
となる。また、登録機関（公証局）の利用から排除された
者は、実質的には貿易金融EDIに参加することが不可能に
なる。そして、なによりも、このような唯一無二の登録機
関（公証局）を誰が設置し、誰がどのようなルールに基づ
いて運営するのかについて、国際的な合意を形成しなけれ
ばならない。このような国際的合意を形成することは、少
なくとも現時点では困難であると考えられる。
そうすると、貿易金融EDIにおいては、このようなサー

ビスを提供する登録機関（公証局）が複数存在することを
想定し、貿易当事者が取引の都度、場合によっては、取引
ごとに、さらには、継続的に取引を行う運送業者・輸出者・
輸入者・金融機関・保険会社の間において、個別の取引に
ついて利用する登録機関（公証局）を包括的に指定すると
いう利用形態を想定することも可能となる。そして、この
合意内容が、貿易金融EDIに必要な事項を共通に定めるも
のであれば、各取引当事者の合意のチェーンを形成し、合
意による貿易金融EDIを実現することも可能である（「図
3-9　取引毎に登録機関（公証局）を指定するイメージ」、
「図 3-10　包括的に登録機関（公証局）を指定するイメー
ジ」参照）。

                                                     
26：登録機関（公証局）の提供する信頼の枠組みとしては、そこ
に登録されたデータメッセージが真正であって実体に符合して
いるという信頼を提供し、さらにいえば、そこに登録された権利
義務関係の事項について法律上の「公信力」をもつという信頼の
枠組みも考えられなくはない。登録機関（公証局）の登録に「公
信力」があるならば、貿易金融 EDI の参加者は、登録機関（公
証局）に登録された事項のみを信頼して、取引行為を行うことが
できる。しかしながら、「公信力」はあくまでも法律を背景とす
る効力であり、また、登録機関（公証局）としても、例えば、登
録された貨物が現に船積みされているかどうか、すなわち、実体
との符合に関する信頼を提供することはできまい。すなわち、現
時点で想定される登録機関（公証局）が提供しうる信頼の枠組み
は、登録されたデータメッセージが、電子署名の検証・アクセス
コントロールなど登録機関（公証局）が定めた手順によって登録
されたことを保証することであるという方が無理がないと考え
られる。
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登登登登録録録録 機機機機関関関関（（（（公公公公 証証証証局局局局））））ＡＡＡＡ
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図図図図 3333----9999　　　　取取取取引引引引毎毎毎毎にににに登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））をををを指指指指定定定定すすすするるるるイイイイメメメメーーーージジジジ
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図図図図 3333----11110000　　　　包包包包括括括括的的的的にににに登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））をををを指指指指定定定定すすすするるるるイイイイメメメメーーーージジジジ

11.3.4.411.3.4.411.3.4.411.3.4.4    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））にににに関関関関すすすするるるるガガガガイイイイドドドドライライライライ
ンンンンこうした登録機関（公証局）の利用形態を想定すれば、

登録機関（公証局）に関するガイドラインは、電子署名に
関するガイドラインと同様に、
①　貿易金融 EDI に必要な信頼確保のための手段提
供者として必要な資格要件を定めるガイドライン
（例えば、信頼確保のために具備すべきセキュリ
ティ条件、守秘義務に関する要件、運営や資力に
関する要件等）

②　貿易取引参加者と認証機関との間の登録機関（公
証局）サービス利用契約

が必要ということになる。
ただ、これも電子署名に関するガイドラインと同様に、

後者の登録機関（公証局）サービス利用契約については、
具体的な登録機関（公証局）サービスが特定しなければ、
その詳細を規定することができない。特に、
①　登録機関（公証局）の提供するサービスは、貨物

所有権の帰属等貿易取引の骨格部分ともいえる分
野と密接に関係し、貿易当事者間の権利義務の発
生移転等に直接影響を及ぼすこと

②　これと関連して、登録機関（公証局）の具体的に
提供する信頼確保の枠組みは、貿易当事国双方に
とって法的にも技術的にも受入可能である必要が
あること

③　２点については、いまだ十分な国際的な検討が行
われていないこと

などの諸点を考慮すれば、登録機関（公証局）に関するガ
イドラインは、実用実証を行ううえでの最大公約数的なガ
イドラインとし、実用実証の過程のなかで、多数国間にお
ける技術的・法律的受入可能性を検討していくことが必要
である。
また、登録機関（公証局）が貨物所有権の移転に関する

信頼の枠組み、すなわち「登録」というサービスを提供す
ると仮定すれば、その登録については、アクセス権限の設
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定や電子署名の利用、到達通知や貨物所有者移転の確定時
期に関する合意も必要となる。これらの合意は、単に、登
録機関（公証局）ガイドラインのうちの「登録機関（公証
局）サービス利用契約」のみによって成立するわけではな
く、「貿易金融 EDI データ交換規約」や「電子署名サー
ビス利用規約」と整合性をもって整備されなければならな
い。

11.3.511.3.511.3.511.3.5    認認認認証証証証機機機機関関関関・・・・登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの機機機機能能能能提提提提
供供供供者者者者

前述したように、貿易の EDI 化のためには、新しい信
頼提供の枠組みが不可欠であり、このことを、
①　データメッセージの真正性・完全性、秘匿性確保
という信頼提供の枠組み、より具体的には、電子
署名による信頼の枠組み

②　データメッセージの二重使用防止という信頼提
供の枠組み、より具体的には、登録機関（公証局）
によるデータメッセージの登録による信頼の枠組
み

として考察してきた。
ただ、このように貿易金融 EDI における信頼の枠組み

を機能的に分散化して考察する考え方が各貿易当事者に
受入れられるか、また、貿易当事国の法制度上でどのよう
な有効性を持つかについては、さらに検討しなければなら
ない課題である。しかしながら、わが国における不動産売
買取引と登記の関係を例にとれば、現不動産所有者（登記
義務者）の登記申請に関する真正は、登記義務者が個人で
ある場合には市町村長の発行する印鑑登録証明書と登記
申請書に押捺された登録印の印影の照合によって確認さ
れ、その確認作業を経たうえで、不動産所有権に関する移
転登記が行われる、という関係にある。
現行の法的枠組みの中でも、このように、文書や署名の

真正性等の確認と権利の登録制度が機能的に分化して提
供されていることを前提とすれば、貿易金融 EDI におけ
る信頼確保の枠組みも分化して提供されるという想定を
することは、あながち不当とはいえまい。

もちろん、この２つの信頼の枠組提供者が常に別でなけ
ればならない必然性はない。このような信頼の枠組みを１
つの機関（事業体）が提供する形態は十分に想定すること
ができる（Boleroは、貿易金融 EDIに必要となる新たな
信頼の枠組みを１つの機関（組織体）が統合的に提供する
形態と理解することも可能であり、これによるメリットも
当然存在する）。ただ、電子署名制度に関する各国の法制
は、いまだ流動的であり、かつ、登録機関（公証局）とい
う新しい信頼の枠組みについては、いまだわが国において
も、諸外国においても十分な検討がされているとはいいが
たい。実用実証においては、この点に留意しつつ、できる
かぎり柔軟性をもった信頼の枠組みを採用し、諸外国にお
ける受入れ可能性を探求することが望ましいといえる。
なお、貿易金融 EDI において必要とされる信頼の枠組

み提供者が複数存在することは、貿易金融 EDI 参加者の
自己責任による選択肢を広げることになる。例えば、貿易
金融 EDI における複数認証機関や登録機関（公証局）間
で、より合理的かつより効率的なサービスの競争が促され、
市場原理に基づく信頼の枠組みが提供されることは、むし
ろ今後の貿易金融 EDI のために必要なことがらであると
いえよう（この枠組みを貿易金融 EDI のインフラストラ
クチャといっても差し支えない）。

11.3.611.3.611.3.611.3.6    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけけるるるる信信信信頼頼頼頼提提提提供供供供のののの枠枠枠枠組組組組
みみみみモモモモデデデデルルルル

以上の検討によれば、本運用ガイドラインで想定する貿
易金融 EDI における新たな信頼提供の枠組みのモデルと
その利用形態（利用フロー）のイメージは、「図3-11　新
たな信頼提供の枠組みモデルとその利用形態のイメージ
（一例）」のように図示できる。
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図図図図 3333----11111111　　　　新新新新たたたたなななな信信信信頼頼頼頼提提提提供供供供のののの枠枠枠枠組組組組みみみみモモモモデデデデルルルルととととそそそそのののの利利利利用用用用形形形形態態態態ののののイイイイメメメメーーーージジジジ（（（（一一一一例例例例））））
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11.411.411.411.4    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
11.4.111.4.111.4.111.4.1    必必必必要要要要ととととさささされれれれるるるる当当当当事事事事者者者者のののの合合合合意意意意
「11.3　貿易金融EDIモデル」で検討した貿易金融EDI

モデルにおいては、当事者の合意の枠組みの中でその実現
を図っている。ただ、当事者間の合意の枠組みは、国際的
なものでなければならず、また貿易に伴う種々の行政上の
申請も視野にいれなければならない。こうした事情を考慮
すれば官民を含めた国際的合意形成はむしろ望まれる方向
である。しかし、現状における貿易金融EDI化の促進のた
めには、貿易当事者や認証機関、登録機関（公証局）の合
意によって貿易金融EDIの実用実証を行う必要性も高い。
そのためには、次の３種類の合意が必要になる。
(1) 貿易金融EDIデータ交換規約

EDIによって契約（売買、貨物運送、保険、信用状等に
関する契約）を成立させるための貿易当事者間の合意
(2) 貿易金融EDI電子署名サービス利用規約
認証機関と貿易当事者が締結する電子署名サービスの利

用に関する合意
(3) 貿易金融ＥＤＩデータ登録サービス利用規約
登録機関（公証局）と貿易当事者が締結する、電子式船

荷証券等のデータメッセージ登録サービスの利用に関する
合意
以下この３種類の合意を「運用ガイドライン」と総称す

る。

11.4.211.4.211.4.211.4.2    運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン作作作作成成成成にににに対対対対すすすするるるる基基基基本本本本方方方方針針針針
運用ガイドラインの作成にあたっては、次の基本方針が

必要である。

11.4.2.111.4.2.111.4.2.111.4.2.1    ユユユユーーーーザザザザのののの利利利利便便便便性性性性のののの確確確確保保保保
現在の技術を使用すれば、貿易取引情報を電子的に伝達

することは可能であるし、セキュリティについてより一層
の高度化を図ることは可能である。しかし、その結果とし
て、「使い勝手」に問題が生じ、また、コスト的に高額の
貿易金融 EDI システムしか提供できなければ、貿易金融
EDIは実現しない。この問題は技術的問題と密接に関連す
るが、運用ガイドラインの合意の方針としても、このこと
を意識する必要がある。

11.4.2.211.4.2.211.4.2.211.4.2.2    汎汎汎汎用用用用性性性性のののの確確確確保保保保
一般に、電子署名法等の電子商取引に関する法律の制定

に当たっては、技術的中立性(technical neutrality)の確保が
必要とされる。これは、技術革新の激しいコンピュータ技
術、セキュリティ技術、通信技術を背景にする法制度にお
いて、どのようなサービスが実装されるのかを予測するこ
とは困難であるし、また、特定の技術のみを背景として（法）
制度を構築しても、背景となる技術それ自体が陳腐化しま
う可能性もあるからである。具体的なサービス実装を前提
とする運用ガイドラインにおける合意では、この意味での
技術的中立性を確保することは困難である。しかし、シス
テムの実装化の詳細について、さらにユーザのコンセンサ
スを必要とする現状においては、できるだけ多くの貿易取
引関係者の参加を促すためにも、可能な限りの汎用的合意
を作成することが好ましい。
運用ガイドラインにおいては、各種の合意において特定

の技術について合意するのではなく、貿易金融EDIに必要
な各種の機能を規定することによってこの汎用性を確保し
ている。
ただし、必要最低限の技術に関する合意として、公開鍵

暗号方式の電子署名の利用を前提としている。

11.4.2.311.4.2.311.4.2.311.4.2.3    選選選選択択択択のののの多多多多様様様様性性性性のののの確確確確保保保保
前述のように、認証機関、通信経路など貿易金融 EDI

に利用される各種の技術は多様化し、また、複数の技術・
サービスの提供者が出現することが予想される。このこと
は、ユーザにとっての選択肢の多様化を実現し、また、技
術・サービスの提供者間における市場原理に基づく競争を
促すことになる。運用ガイドラインにおいては、可能な限
り、このような選択の多様性を確保することに勤めている。
なお、運用ガイドラインのうち、電子署名サービス利用に
関する合意や登録機関（公証局）の提供するサービスに関
する合意は、複数化するサービス提供者を選択する際のチ
ェックリストとしての役割も果たすこととなる。

11.4.2.411.4.2.411.4.2.411.4.2.4    レレレレフフフファァァァレレレレンンンンスススス・・・・モモモモデデデデルルルルのののの採採採採用用用用
貿易取引において交換される書面には、例えば発注書の

裏面条項等、書面それ自体に詳細な約定内容が記載される
ことがある。その一方で、例えば、UCP-500やCMI規則
のように、貿易当事者間で使用される標準的な条項を別途
作成し、この条項を利用したい当事者は、実体的取引契約
でこれを引用する(refer)という形式も存在する。
繰り返し述べるように、貿易金融EDIは、技術的合意と

法的合意の両輪によって実現できる制度であり、時として
は、使用する技術の変更によって合意すべき内容が変更さ
れたり、合意すべき内容の長大化を招くこともある。この
ような事情や貿易当事者の合意内容作成の負担を軽減する
ため、運用ガイドラインにおいては、いわゆるレファレン
ス・モデルを採用した。なお、レファレンスの仕方につい
ては様々な方法があろうが、例えば、輸出者と運送会社の
間で、
①　運送契約は運用ガイドライン・貿易金融EDIデー
タ交換規約の定めるところにより実施することに
合意する

②　貿易金融EDIデータ交換規約に定める輸出者の指
定する認証機関はＡとし、運送会社の指定する認証
機関はＢとする

③　貿易金融 EDI データ交換規約に定める登録機関
（公証局）をＣとすることに合意する

という書面交換（契約書締結）によるなどの簡便な方法
も想定できる。

11.4.311.4.311.4.311.4.3    運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンのののの作作作作成成成成手手手手順順順順
運用ガイドラインの作成手順は、前各章で検討した事項

を前提として、以下の手順に従った。
貿易取引の一般的な業務を整理し、電子化対象を定める。
①　電子化を前提とした貿易取引において、現行の法制
度や約款、あるいは、国際規約と折り合うような約
款はどのようなものになるかということについて
法律家の協力を得て整理を行う

②　電子情報が書類と同等の信用を確保できるための
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約束事と、安心して利用できるよう基盤のあり方の
提示を行う

③　これからも複数登場するであろうBoleroをはじめ
とする国内外のEDIサービスと相互運用できる技
術、運用上のルールとの関係の整合性を検討する

④　銀行、保険、運輸各業界と荷主間で電子情報をやり
とりするルールの検討を行う

上記の結果を考慮して、必要な合意項目を運用ガイドラ
インとして規定する。

輸輸輸輸 出出出出 者者者者

銀銀銀銀 行行行行

保保保保 険険険険 会会会会 社社社社

運運運運 送送送送 会会会会 社社社社

輸輸輸輸 入入入入 者者者者

銀銀銀銀 行行行行

登登登登 録録録録 機機機機 関関関関 （（（（公公公公 証証証証 局局局局 ））））

② 権 利 登 録

① 電 子 式 船 荷 証 券

    発 行 依 頼

１ﾄﾚー ﾄ゙ﾁｪー ﾝに つ き 1 登 録 機 関 を指 定 ･利 用

貨 物 所 有 者

情 報 登 録

③ 電 子 式 船 荷 証 券

                発 行

図図図図 3333----11112222　　　　貨貨貨貨物物物物所所所所有有有有者者者者情情情情報報報報登登登登録録録録

輸輸輸輸出出出出 者者者者

銀銀銀銀 行行行行

保保保保険険険険 会会会会 社社社社

運運運運 送送送送 会会会会 社社社社

輸輸輸輸入入入入 者者者者

銀銀銀銀 行行行行

登登登登録録録録 機機機機関関関関 （（（（公公公公 証証証証 局局局局））））

③
‘権

利
移

転
指

図

②
‘権

利
移

転
指

図

⑤ 荷物 引 取

① 電子式 船荷証券

 及び 関連書 類 ﾃ゙ ﾀー

② 電子式 船荷証券

 及び 関連書 類 ﾃ゙ ﾀー

③ 電子式 船荷証券

 及び 関連書 類 ﾃ゙ ﾀー

１ﾄﾚー ﾄ゙ﾁｪー ﾝに つ き 1登録 機関を指定 ・利 用

貨物 所 有者

移転 情 報 登 録

④ 引 取 指図

① ‘権 利 移転 指図

移転 通知

（権 利 移転 指図 の 都度 ）

図図図図 3333----11113333　　　　貨貨貨貨物物物物所所所所有有有有者者者者移移移移転転転転情情情情報報報報登登登登録録録録

12121212    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融取取取取引引引引関関関関係係係係者者者者ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン

12.112.112.112.1    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩデデデデーーーータタタタ交交交交換換換換規規規規約約約約
「貿易金融EDIデータ交換規約」は、貿易金融EDIに

おいて提供される新たな信頼の枠組み、すなわち、電子署
名サービスや登録機関（公証局）サービスを利用して、連
鎖する貿易取引を EDI 化するために必要な、貿易当事者
間の合意である。
貿易金融 EDI データ交換規約については、わが国を含

めて、様々なモデルが公表されており、本運用ガイドライ
ンも、このようなモデルを意識して策定されている。ただ、
公表されている様々なモデルには、貿易金融 EDI におけ
る登録機関（公証局）の利用について貿易当事者がどのよ
うな合意をするべきかの検討は行われておらず、電子署名
の具体的使用方法について記述しているモデルも少ない。
さらに、具体的な貿易金融 EDI データ交換規約は、当

然のことながら、特定の技術に依存してしか成立し得ない
性質のものであるが、登録機関（公証局）が使用する技術、
特にセキュリティ技術については、なお、サービスの提供
主体とユーザの間で合意が形成されているわけではない。
したがって、現時点においては、必要最低限度の事項を含
む条項項目を記述し、さらに、その項目に付随する補足説
明を加え、このような合意の形成に資するのが適当と思わ
れる。
なお、本貿易金融 EDI データ交換規約条項項目の背景

には、前節で検討した「11.3　貿易金融EDIモデル」があ
るので、その記述とあわせて約定項目や補足説明を参照さ
れたい。
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12.1.112.1.112.1.112.1.1    規規規規約約約約のののの目目目目的的的的・・・・適適適適用用用用範範範範囲囲囲囲
(1) 約定項目骨子

· 当事者間の取引を EDI で成立させることに関する
合意

· 既存の継続的基本契約（売買基本契約、金融関係の
契約等）との関係

· 本規約に付随関連する第三者との取引が EDI をも
って行われることに関する包括的承認

(2) 記載内容補足
基本的には、当事者間の取引を EDI によって成立させ

る条項であり、貿易金融 EDI データ交換規約一般に共通
する条項である。ただ、貿易取引においては、船荷証券の
ように、移転する権利義務関係もある。第３番目の条項は、
このような点を予め承認する条項となる。なお既存の継続
的基本契約との整合性を視野に入れる必要があるのは当
然である。

12.1.212.1.212.1.212.1.2    技技技技術術術術要要要要件件件件にににに関関関関すすすするるるる合合合合意意意意
(1) 約定項目骨子

· シンタックス・ルールなどの技術要件を技術細則
（運用マニュアル）によって定めることの合意

· 技術要件に関する合意の効力
· 技術要件に関する合意の変更方法

(2) 記載内容補足
システムの運用方法、電子データ内容等細部に関する事

項は、技術細則（運用マニュアル）で別に定めることが望
ましい。また、技術細則（運用マニュアル）は、種々の理
由から変更される場合が予想されるが、データメッセージ
の伝達が確実に行われるためにはその変更の方法等につ
いても、基本的枠組みだけは規定しておくことが好ましい。

12.1.312.1.312.1.312.1.3    デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの記記記記載載載載事事事事項項項項
(1) 約定項目骨子

· 貿易取引の特定・成立に関する必要的記載事項
· 必要的記載事項を欠くなど、エラーのあるデータメ
ッセージの効力・取扱い

(2) 記載内容補足
いうまでもなく、貿易金融 EDI におけるデータメッセ

ージ交換の目的は、貿易取引を EDI によって成立させる
ことである。したがって、記述が詳細であるか、概括的で
あるかは別にして、このデータメッセージの交換によって
どのような取引行為を成立させるのかを特定する必要が
ある。具体的には、輸出者・輸入者の間においては動産売
買取引、輸出者・運送会社の間においては運送契約、輸出
者・保険会社の間では貨物保険契約等の取引が EDI によ
って成立するから、これらの取引を具体的に特定し、かつ、
そのために必要なデータメッセージの種類や記載事項を
特定する必要が生じる。
なお、純然たるレファレンス・モデルとしては、例えば

「契約当事者は、当事者間で別に書面をもって定める貿易
関連取引を、その定めるデータメッセージを送受信するこ
とにより、締結することに合意する」等と規定することも
考えられよう。このような規定の仕方をする場合には、こ
の条項は、「12.1.1　規約の目的・適用範囲」で規定する
ことも考えられる。

実務的には、必要的記載事項を欠くデータメッセージそ
の他エラーメッセージが伝達されることも想定しなけれ
ばならない。このような場合には、受信者がデータメッセ
ージの記載事項に欠落があることなどを送信者に通知す
るという義務を課すことも可能であるし、そのようなデー
タメッセージは無効であることも合意できる。場合によっ
ては、データメッセージのチェックシステムによって受信
不能とすることも想定されるが、いずれの場合にせよ、こ
れらのエラーのあるデータメッセージの取扱いについて
合意する必要がある。

12.1.412.1.412.1.412.1.4    デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの伝伝伝伝達達達達方方方方法法法法にににに関関関関すすすするるるる合合合合
意意意意

(1) 約定項目骨子
· 伝達経路の指定（もし有れば）
· 伝達先に関する合意（指定相手方のメールボック
スや登録機関（公証局）の取引履歴ファイル（フ
ォルダー）への書込みなど）

· 伝達先に対する書込みの効力（意思表示の到達の
擬制）

(2) 記載内容補足
電子取引においてメッセージ交換を行うためには、シン

タックス･ルール、プロトコル、各種のコードなどの技術
的諸事項が定められなければならない。これらの多くは、
技術細則によって定められることになる。ただ、船荷証券
情報に関するデータメッセージその他のデータメッセー
ジを登録機関（公証局）を経由して相手方に伝達し、登録
する場合には、そのことに関連する合意を置かなければな
らない。
また、貿易取引については、契約の成立時期について「到

達主義」の考え方が中心となっている。したがって、伝達
先へのデータメッセージの書込み、特に承諾の意思表示と
認められるデータメッセージの書込みは、契約の成立時期
と密接に関連する。
さらに、送信者が「受信確認(acknowledgement)」を求

めた場合には、その受信確認が伝達されるまでの間は、受
信されたデータメッセージの法的効果に一定の制限が設
けられることが多い。
この条項項目は、このように、他の条項と密接に関連し、

かつ、登録機関（公証局）の機能とも密接に関連する。し
たがって、この項目を具体的に記述する場合には、関連す
る規定・制度との整合性に留意する必要がある。

12.1.512.1.512.1.512.1.5    デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの受受受受信信信信確確確確認認認認
(1) 約定項目骨子

· 受信確認を返送すべきデータメッセージの指定
· 受信確認の効力
· 受信確認の返送を受けるまでのデータメッセー
ジの効力

· 指定期間内に受信確認が返送されない場合のデ
ータメッセージの効力

· 登録機関（公証局）が伝達先である場合の登録機
関（公証局）の受信確認の効力

(2) 記載内容補足
この項目骨子は、前述の受信した「受信確認
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(acknowledgement)」に関する事項を規定する項目であり、
「承諾(acceptance)」と異なることに留意する必要がある。
多くの貿易金融 EDI データ交換規約モデルは、「受信確
認」に関する規定を設け、送信者が受信者に対して受信確
認を求めた場合、（その指定された期間内に）受信確認が
返送されない場合には、送信されたデータメッセージは失
効する旨を規定する。本項目を具体的に記述する場合には、
受信確認やその履行・不履行にどのような法律効果を与え
るかを決定しなければならない。
なお、貿易金融 EDI においては、契約のように当事者

間における権利義務を発生させるデータメッセージ以外
のデータメッセージも送受信される。このようなデータメ
ッセージにまで受信確認を求める必要はないため、多くの
貿易金融 EDI データ交換規約モデルにおいては、送信者
が受信確認の要否を決定できるとされている。ただ、船荷
証券情報に関するデータメッセージの授受は、貿易金融
EDIの要であり、その登録に関連するデータメッセージの
伝達には、受信確認を求めることが必要になる。

12.1.612.1.612.1.612.1.6    電電電電子子子子署署署署名名名名のののの利利利利用用用用
(1) 約定項目骨子

· 電子署名を付すべきデータメッセージの指定（場
合によっては削除も可。また、すべてのデータメ
ッセージに付す旨を合意することも可）

· 各当事者が使用する認証機関（使用認証機関）の
指定・変更に関する通知

· 使用認証機関の資格要件、公開鍵証明に関する表
明および保証

· 電子署名の使用方法（秘密鍵の利用・公開鍵証明
の添付）

· 公開鍵証明によって検証されたデータメッセー
ジの効力に関する合意

· データメッセージの効果帰属に関する合意
· 公開鍵証明によって検証されないデータメッセ
ージの効力・取扱い

· 効果帰属が発生しない場合の特則
· 公開鍵証明取消リスト（CRL）・通知、その他
· その他業務要件で規定された電子署名に関する
当事者間の取決め事項に関する規定

(2) 記載内容補足
電子署名の利用は、認証機関の提供するサービスと密接

に関連しており、具体的にどのようなサービスが提供され
るかによって、貿易金融 EDI データ交換規約での規定の
仕方も異なってくる。この項目骨子では、公開鍵暗号方式
で、公開鍵証明による秘密鍵の検証を行い、かつ、公開鍵
証明取消リストが設けられるサービスを想定し、さらに、
当事者がそれぞれ別の認証機関の公開鍵証明による信用
の枠組みを構築する場合の規定の仕方を想定している（こ
の点については、前述「11.3　貿易金融EDIモデル」参照）。
問題となるのは、この電子署名の具体的使用方法とこれ

による検証の法律的効果に関する合意のあり方である。
まず、公開鍵暗号方式によって、最終的に取引内容に関

するデータメッセージを検証する場合には、公開鍵証明そ
れ自体で取引内容を検証する方式と、個別の取引内容に関
するデータメッセージを検証するための共通鍵を設定し、

その共通鍵の作成・送信や秘密保護のために公開鍵暗号方
式を使用する場合等がある(詳細は前述「11.3　貿易金融
EDIモデル」参照）。
　どのような方式を採用するかは貿易当事者の選択によ
って決定して記述するしかないが、この方式の相違は、明
らかに、電子署名（公開鍵暗号方式の電子署名）による検
証の法律効果に関する合意に影響をもたらす。
ついで、公開鍵暗号方式によって直接検証するにせよ、

同方式をもって配送された共通鍵によって検証するにせ
よ、検証された貿易取引に関するデータメッセージの効力
に関する合意が必要となることはいうまでもない。電子署
名法に関する議論では、最低限、この検証の効果が「反証
しうる作成真正の推定」の効力を持つべきであるという議
論もあり、さらに、そのデータメッセージに記載された意
思表示の効力が、データメッセージの作成（送信）名義人
に及ぶという考え方（効果帰属(attribution)）にいたるま
で様々な議論がなされている（ただ、電子署名法における
議論は、例えば消費者保護の視点からの検討が必要である
のに対し、貿易金融 EDI においては、貿易当事者が、そ
の使用する電子署名技術や認証機関を自ら評価して選択
し、当事者間で、その信頼に関する合意を任意に締結する
という大きな違いがある点に留意する必要がある）。この
検証の効力に関する合意は、電子署名サービスの安全性と
密接に関連し、かつ、場合によっては、公開鍵登録者は無
権限で作成（送信）されたデータメッセージについて法的
に拘束されることに留意する必要がある。
なお、電子署名による検証の効果に関する合意が、諸法

域においてどのように取扱われるかは、貿易金融 EDI に
とって重要な検討課題であり、実装化する場合には、この
点に関する調査を行うことは不可欠である。

12.1.712.1.712.1.712.1.7    契契契契約約約約のののの成成成成立立立立
(1) 約定項目骨子

· 個別契約の成立時期
発注データに対応する電子署名を付し、かつ検証
可能な承諾データが到達したとき、または当該の
承諾データに関する受信確認が到達したとき、な
どのように記載する。

(2) 記載内容補足
「12.1.4　データメッセージの伝達方法に関する合意」

及び「12.1.5　データメッセージの受信確認」のデータメ
ッセージの伝達に関する合意や、受信確認の規定と整合性
をもたせて、契約の成立時期を規定する。

12.1.812.1.812.1.812.1.8    デデデデーーーータタタタメメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの保保保保存存存存・・・・交交交交付付付付
(1) 約定項目骨子
①　発信データメッセージと受信データメッセージ
の保存
②　相手方のデータメッセージの交付請求
③　データメッセージの書面化請求

(2) 記載内容補足
本項目は、基本的には登録機関（公証局）に登録される

データメッセージ以外のデータメッセージに適用される
事項である。具体的には、それぞれの法域における税務・
会計、時効等の諸般の事情を考慮して、できるかぎり、普
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遍化性の高い保存期間、保存方法、場合によっては保存し
たデータメッセージの書面化方法を規定し、かつ、貿易の
一方当事者が相手方に対して、その保存しているデータメ
ッセージの交付を請求する場合の手続きを規定すること
になる。

12.1.912.1.912.1.912.1.9    シシシシスススステテテテムムムムのののの管管管管理理理理
(1) 約定項目骨子

· 責任分界
· システム異常時の措置に関する合意

(2) 記載内容補足
EDIにおいては、データメッセージ交換の当事者がその

管理下にある装置設備を自らの責任において管理するこ
とが原則である。この責任範囲の目安となるのが「責任分
界」または「切り分け責任」といわれる概念であり、例え
ば、特定のネットワーク接続機器等を責任の分界と定める
例がある。ただ、具体的にどのポイントを分界点と定める
かは、なかなか困難であり、具体的な貿易金融 EDI デー
タ交換規約においても「EDIに使用する自己の機器装置を
管理する」などの表現で記述されることが多い。なお、EDI
のための専用線や Virtual Private Network、secured
TCP/IP ネットワークを使用する場合には、規定の仕方に
よっては、その管理責任が当事者の一方に帰属することに
留意すべきである。標準化できる分界があるならば、その
分界を規定することになる。
システム異常時における措置も具体的に規定すること

が困難な条項の１つである。具体的な事項が規定される例
もあるが、概括的な措置を定める例も多い。

12.1.1012.1.1012.1.1012.1.10    費費費費用用用用負負負負担担担担
(1) 約定項目骨子
自己のシステムの維持管理および通信費等の負担

(2) 記載内容補足
通常の場合、これらの費用は発生者負担となり、注意的

な規定となる。

12.1.1112.1.1112.1.1112.1.11    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））利利利利用用用用のののの場場場場合合合合のののの特特特特則則則則
(1) 約定項目骨子

①　特則の適用範囲
　電子信用状　and/or　電子式船荷証券を利用
する取引については、本特則に定める登録機関
（公証局）を利用する

②　登録機関（公証局）利用時の文書作成・交付の
禁止、当事者間（「12.1.1　規約の目的・適用範
囲」の包括承認をした第三者を含む）における
本データメッセージの優先的効力（文書に対し
て）

③　登録機関（公証局）の指定
④　登録すべきデータメッセージ
· 例：船荷証券情報、信用状データ、通関デー
タ

· 登録すべきデータメッセージの記載事項
· TDF(Transborder Data Flow)要件の充足条
項

· 電子署名の使用

⑤　データメッセージの登録
· 指定登録機関（公証局）所定の手続きによる
登録

· 貨物所有者移転情報の登録
⑥　貨物所有者移転情報登録の効果（その１：船荷
証券情報）
· 貨物所有権の移転（指図による占有移転）
· 運送契約上の地位の移転（更改）
· 貨物所有者移転情報登録の運送会社に対する
効果（登録機関を運送会社の代理人とみなし
指図および通知等の効力を擬制。なお、対抗
要件の缺欠についての不抗争合意を規定する
かは検討課題）

⑦　貨物所有者移転情報登録の効果（その２：その
他の買取ドキュメントデータ）
· 信用状取引に関するドキュメント買取の効果
擬制に関する合意（不抗争合意を含む）

⑧　指定登録機関（公証局）の登録事項証明
· 指定登録機関（公証局）所定の手続きによる
登録事項証明の発行

· 登録事項証明の効力（唯一の証拠（証明力に
関する合意）、証拠能力に関する不抗争合意、
書面等価、署名等価、原本等価に関する合意）。

⑨　書面化請求との関係
· 書面等価性、署名等価性、原本等価性を承認
し、登録事項の書面化とその効力に関する合
意をする

⑩　登録機関（公証局）利用料金の負担に関する合
意

⑪　その他業務要件で規定された登録機関（公証
局）の登録に関する取引当事者間における取決
め事項に関する規定

(2) 記載内容補足
登録機関（公証局）にどのような機能を持たせるかによ

り、本特則の内容は大きく異なる。仮定として、貿易取引
に必要な一切の買取ドキュメント（EDI化されたドキュメ
ント）を保存管理し、その買取ドキュメントの貨物所有者
情報を登録して権利移転を管理する（「title repository管
理」するといっても良い）場合の特則を記述している。こ
のようなシステムをとらない場合には、内容は別個のもの
になる。いずれにせよ、登録機関（公証局）の果たすべき
機能（サービス機能といっても良い）については、ユーザ・
ベンダーを含め、コンセンサスを得なければならない。
後述の貿易金融 EDI データ登録サービス利用規約が登

録機関（公証局）と利用者＝貿易取引当事者間で締結され
る船荷証券情報等に関する登録サービスの利用契約であ
るのに対し、本項目は、貿易当事者間においてその登録に
よってどのような法律的効力が発生するかを規定する。そ
して、その効力の骨格をなすのが、指図による占有権移転
に関する指図としての効力や、運送契約上の地位の移転的
効力であることは前述のとおりである（「11.2　貿易取引
と貿易取引EDI化」参照）。
貿易取引に適用される本項目の効力に関する合意は、あ

る程度の国際的共通性を有する必要がある。例えば、貨物
所有権は、わが国においては指図による占有移転という法
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形式により、また、ある法域においては間接占有の移転と
いう法形式において、それぞれ移転することが可能であり、
わが国においては、代理占有者（運送会社）に対する通知
と第三者（貿易取引の場合には権利の譲受人）の承諾で占
有を移転し、貨物所有権を移転することができるが、法域
によっては、間接占有者（運送会社）の承諾を必要とする
ところもある。
このような相違があるにせよ、貿易金融 EDI の信頼の

枠組みにおいては、登録機関（公証局）に対するデータメ
ッセージの登録が上記の効力を生じなければならないか
ら、その登録が、上記の通知や承諾に該当するような法律
構成を必要とする。そのためには、例えば、貨物所有者移
転情報の登録機関（公証局）に対する登録が、運送会社に
対する通知としての効力を有すること、換言すれば、登録
機関（公証局）がこの通知についての運送会社の受動代理
権を有すること、が必要になる。もっとも、貨物所有者移
転情報の移転に関するデータメッセージの伝達経路を、法
が要求する通知や承諾の形式のとおりに行うことにすれ
ば、このような擬制的構成をとる必要はない。ただ、その
場合には、おそらく貨物所有者移転情報はすべて運送会社
を経由して登録されることになり、運送会社のデータメッ
セージ処理の負担が生ずるおそれがある。この問題につい
ても、貿易取引関係者のコンセンサスが必要なことはいう
までもない。
また、本項目に規定している登録事項証明は、貿易取引

に関する紛争が発生した場合に、登録機関（公証局）の登
録事項を証拠として利用する場合等を想定した規定であ
る。したがって、登録機関（公証局）がどのような登録事
項を保有するかによって登録事項証明の内容も異なって
くることになり、例えば、貨物所有者移転情報のハッシュ
値のみを登録・保存するならば、そのハッシュ値に関する
証明がなされることになる（貨物所有者移転情報を直接証
明はできない）。この登録事項も最終的には、貿易取引当
事者のコンセンサスを得る必要がある。なお、種々の便宜
を考えれば、この登録事項証明は、紙ベースで、かつ、書
証としての証拠能力を有する形式において発行されるこ
とが望ましい。
書面化請求に関する条項は、何らかの理由により一連の

貿易取引の EDI チェーンが途切れた場合に、登録情報を
書面の形式にする場合の規定である。その理由としては、
例えば、登録機関（公証局）が利用者に対するサービスを
停止する場合、貿易当事者間の EDI が停止する場合、一
部の貿易当事者が倒産し書面化が必要な場合、等を想定す
ることができる。この書面化請求も、結局のところは、登
録機関（公証局）がどのような情報を登録するかが極めて
重要になる。先の例と同様に、貨物所有者移転情報のハッ
シュ値のみを登録する場合には、いわば、船荷証券イメー
ジの書面は交付されないし、そうでない場合には、船荷証
券イメージの書面を作成することもできる。この点につい
ても、ユーザ・ベンダーを含めたコンセンサスを必要とす
る。
なお、書面等価、署名等価、原本等価の議論については、

UNCITRAL電子商取引モデル法の議論を参照されたい。

12.1.1212.1.1212.1.1212.1.12    損損損損害害害害賠賠賠賠償償償償・・・・損損損損失失失失負負負負担担担担
既存の継続的基本契約で規定されている場合はその規

定に従うが、EDI取引に固有の免責条項または責任制限条
項、損失負担条項を規定する場合には、その旨を規定する。

12.1.1312.1.1312.1.1312.1.13    解解解解　　　　　　　　除除除除
基本的な考え方は、前項（「12.1.12　損害賠償・損失

負担」）と同じ

12.1.1412.1.1412.1.1412.1.14    有有有有効効効効期期期期間間間間
12.1.14.112.1.14.112.1.14.112.1.14.1    一一一一般般般般条条条条項項項項
(1) 約定項目骨子

· 通　　知
· 守　　秘
· 譲渡禁止
· 政府の承認
· 準拠法
· 合意管轄または仲裁
· 分　　離
· 完全合意

(2) 記載内容補足
既存の継続的基本契約で規定されている場合はその規

定に従うので不要となる。

12.212.212.212.2    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ電電電電子子子子署署署署名名名名ササササーーーービビビビスススス利利利利用用用用規規規規約約約約
12.2.112.2.112.2.112.2.1    目目目目的的的的・・・・適適適適用用用用範範範範囲囲囲囲
(1) 約定項目骨子

· 公開鍵の登録、公開鍵証明の発行、公開鍵証明取
消リスト(CRL)の提供等の目的

· 技術細則や認証運用指針（CPS：Certificate
Policy Statement）を引用する場合にはその旨

(2) 記載内容補足
この条項は、認証機関がその利用者に対して提供するサ

ービスに関する総論規定である。この規約項目骨子におい
ては、公開鍵暗号方式（そのアルゴリズムが楕円曲線解法
であるか素数解法であるか等は問わない）を利用すること
を想定している。
なお、近時における電子署名法の国際的な議論、特に、

UNCITRALの電子署名モデル法案においては、流動的で
はあるものの「Enhanced Electronic Signature」という
概念が出現しつつあることに留意する必要がある。この概
念は、種々の電子署名のうち、

· 利用者（署名者）に固有である
· 客観的にデータメッセージの署名者を同定で
きる

· その手段が利用者の支配に属する
などの条件を満たす電子署名を特に「Enhanced

Electronic Signature」と規定するものである。この要件
は、貿易金融 EDI に必要とされる電子署名の機能を考慮
する場合に参考になる（ただし、前述のように「Enhanced
Electronic Signature」という用語やその概念が一般化す
るか否かは流動的である）。
なお、認証機関の存在する法域において認証機関が公的

な承認を有している場合には、その旨の表明をする。
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12.2.212.2.212.2.212.2.2    使使使使用用用用技技技技術術術術のののの指指指指定定定定おおおおよよよよびびびび（（（（認認認認証証証証運運運運用用用用指指指指針針針針））））
等等等等(1) 約定項目骨子

· 使用技術およびその変更
· 認証運用指針を定める場合にはその旨

(2) 記載内容補足
上述のとおり、本規約骨子においては公開鍵暗号方式に

よる電子署名サービスを利用することを想定している。し
かしながら、そのアルゴリズムは複数存在し、しかも、暗
号強度や暗号化のためのブロック長などにも相違が存在
する。このような技術的要素は、利用者にとって認証機関
の提供するサービスに対する一応の目安になる。ただ、こ
れらの技術的記述をすべて規約上に定めることは、おそら
く少ないと思われ、認証運用指針等の別の文書化（データ
メッセージ化されている場合もある）で規定されることに
なる。また、種々の理由から、使用技術や認証指針を変更
する場合もあり、その変更等の手続きを規定する必要性が
ある。
なお、貿易金融 EDI に使用することを前提とする電子

署名サービスであるから、実務的には、使用言語に関する
規定を設ける必要がある（例えば英語）。

12.2.312.2.312.2.312.2.3    公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵のののの登登登登録録録録申申申申請請請請
(1) 約定項目骨子
登録申請者・登録対象者

· 法人公開鍵の登録か、権限証明付きの個人（従
業員）の公開鍵登録をするのか、その場合の
申請権利者を誰にするのか、などの事項を規
定する

· 登録事項（特に登録申請者が使用限界を設定
するか否かが検討課題）

(2) 登録申請方法
登録申請の審査（登録申請時の添付書類）

· 法人の存在・代表権などの申請権限を証する
書面、申請意思を確認するための要件、個人
を登録対象者とする場合には、その存在、申
請意思、付随情報としての権限保有に関する
証明（法人からの授権証明）等の事項を証明
するための添付書類を規定する。
登録拒絶事由（料金未払等を含む）

(3) 記載内容補足
秘密鍵と対をなす公開鍵の登録業務およびその証明業

務は、認証機関の提供するサービスの根幹をなす。そして、
この登録の前提となるのが、現実に申請を行う者と登録申
請者上に表示された者と同一であるか否かの確認であり、
現時点において、この確認は紙ベースの証明・検証によっ
て行うことになる。この規約項目骨子では、わが国の既存
の証明制度を利用して、法人（代表者）が、公開鍵の登録
申請をすることを前提としたが、諸外国の法制では、電子
署名は「個人」しか登録できないという制度も存在する（会
社代表者の地位は、その個人に付随する属性情報として規
定される）。また、法人や個人の同定制度は、法域によっ
て異なるという点にも十分留意しなければならない（なお、
わが国の認証機関が外国の利用者の公開鍵を登録する場
合には、その登録手続きについて規定する必要がある）。
12.2.412.2.412.2.412.2.4    秘秘秘秘密密密密鍵鍵鍵鍵・・・・公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵のののの組組組組成成成成とととと登登登登録録録録

(1) 約定項目骨子
· 秘密鍵・公開鍵の組成方法
· 秘密鍵の登録(鍵回復システム:key recovery

systemに対する方針決定が必要)
(2) 記載内容補足
現在実装化されている電子署名サービスにおいても、具

体的な秘密鍵・公開鍵の組成方法には相違がある。特に、
秘密鍵の組成は、真正性確認にとって重要な意味があり、
この組成は秘匿されて行わなければならない。この規定は、
技術的要素を含むものであり、認証運用指針で規定するこ
とも想定されるが、利用者としては、この組成が重要な意
味を持つことに留意しなればならない。
また、秘密鍵については、利用者の独占的支配のもとに

置かれることが原則であるが、秘密鍵を「秘匿鍵」と「署
名鍵」に区分し、「秘匿鍵」については、認証機関が保管
するという考え方、すなわち鍵回復システムという考え方
がある。法制によっては、認証機関が秘密鍵を保管するこ
とを禁止している法域もあるが、鍵回復システムを採用し
ている認証機関も存在する。貿易金融 EDI で使用される
秘密鍵は、「署名鍵」として利用されると思われるが、利
用者としては、秘密鍵にはこのような区分があり、また、
秘密鍵預託を行う実務があることに留意すべきである。

12.2.512.2.512.2.512.2.5    秘秘秘秘密密密密鍵鍵鍵鍵のののの管管管管理理理理
(1) 約定項目骨子

①　秘密鍵管理責任
②　秘密鍵の変更請求および変更方法
③　秘密鍵漏洩等が生じた場合の通知義務および
通知方法
· CRLと密接に関連する

(2) 記載内容補足
秘密鍵の管理責任は、登録者が負うのが原則であり、自

己責任の原則が支配する。ただ、上記のように、誰が秘密
鍵の管理責任を負うかを規定することが必要となってく
る。秘密鍵は、その利用者の同一性を検証する公開鍵証明
書の公開鍵と対を成すものであるから、その変更は安易に
認められてはならない。通常は、秘密鍵を変更する必要が
ある場合（例えば秘密鍵の漏洩があった場合）には、それ
に対応する公開鍵の登録を取消して、新たな秘密鍵と公開
鍵を組成することになる。秘密鍵漏洩は、後述のとおり公
開鍵証明書の取消事由の１つである。したがって、秘密鍵
の管理責任を利用者が負担する場合には、当該利用者は、
その旨直ちに認証機関に通知すべき義務を負うことが規
定されることになる。

12.2.612.2.612.2.612.2.6    公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵のののの登登登登録録録録
(1) 約定項目骨子

①　証明書の受領（acceptance）
· 証明書受領の要件、効果、証明書受領後の登
録者の責任

②　repositoryの設定および登録
③　登録事項
· 登録者に関する情報、公開鍵情報、登録事項
変更履歴等を規定する

④　登録変更
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⑤　登録期間（登録の有効期間）および登録更新
⑥　登録事項の抹消および抹消時の措置
⑦　repository の管理（および登録事項証明の発
行）

(2) 記載内容補足
「12.2.3　公開鍵の登録申請」で規定される公開鍵登録

申請がなされ、その審査を経て拒絶すべき事由が認められ
ない場合には、認証機関は証明書を発行する。証明書が発
行された場合、申請者は、証明書記載の情報が正確である
かを確認し、不正確な場合には、直ちに認証機関に通知す
べきことを求められることが通常である。このように、申
請者が証明書の内容を確認しそれを承認することを証明
書の受領(acceptance)と呼ぶ。かかる受領があったことは、
証明書が有効であることの要件の１つであると定める法
制があり、またかかる法制が存在しない場合でも、申請者
による受領を以って証明書を有効とすることが規定され
る必要がある。証明書の受領については、認証機関がいか
なる場合に申請者が受領したものとみなすか、その手続き
について具体的に規定する必要がある。かかる受領を経て、
申請者の公開鍵が登録される。
登録者は、証明書に含まれる情報に関して認証機関に対

して行った表明が真実であることを約束するなどの保証
を行ったことになり、その虚偽により、認証機関および証
明書についての他の依拠する当事者に対して一定の責任
を負うことになる。
多くの場合、認証機関は、受領のあった公開鍵証明書お

よびその公開鍵をそれが設定するところのレポジトリに
おいて管理する義務を負う。貿易金融 EDI においてこの
管理する情報の開示する開示対象者、開示方法についても
規定する必要がある。

12.2.712.2.712.2.712.2.7    ＣＣＣＣＲＲＲＲＬＬＬＬ
(1) 約定項目骨子

· CRLの設定および登録
· CRL登録の効果

(2) 記載内容補足
認証機関は、自らが発行した証明書の信頼性に疑義を生

じるような一定の事由が生じた場合には、当該証明書を取
消（または破棄）(revocation)する義務を負う。取消事由に
ついては、通常その CPS において規定があるが、それら
は以下のとおりである。
①　証明書中に特定されている署名者による破棄の
要請があるとき

②　当該署名者により破棄を要請する権限を正当に
授権された代理人による破棄の要請があるとき

③　署名者が個人である場合には、それが死亡したこ
とを証明する信頼できる証拠を受領したとき

④　署名者が法人である場合には、それが解散または
営業を停止したことを証明する信頼できる証拠
を受領したとき

⑤　証明書中の重要な事実が虚偽であることを知っ
たとき

⑥　認証機関の秘密鍵または情報システムが当該証
明書の信頼性に影響を与える程度に危殆化した
とき

⑦　署名者の秘密鍵または情報システムが危殆化し
たとき

⑧　その他（登録者の契約義務違反、料金不払等）
上記①、⑦の事由は、UNCITRAL電子署名モデル法案

で定められている取消事由であるので、少なくともかかる
事由を規定している必要がある。
認証機関は、証明書を取消した場合には、その登録者に

速やかに通知する義務があり、さらに、その取消の事実を
速やかに CRLにおいて公表しなければならない。証明書
の取消の効果は、登録者との間では当該登録者に対する通
知の時に、依拠する当事者に対しては CRL での公表の時
に生じると解されることになる（UNCITRAL電子署名モ
デル法案参照）。

12.2.812.2.812.2.812.2.8    公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵証証証証明明明明
(1) 約定項目骨子

①　公開鍵証明の発行請求および発行
②　公開鍵証明の記載事項
· 基本的には ISO X.509準拠。ただし、使用制
限を設けるか否かについては、参加者の合意
形成が必要。

③　公開鍵証明による証明の効力範囲
· 本規則による登録手続きが履践されたことの
証明

· 公開鍵証明発行時における登録者の公開鍵の
証明

· その他の保証事項
(2) 記載内容補足
電子署名に関する証明書(certificate)には、最低以下の事

項が必要となる。
①　発行した認証機関を明らかにすること
②　登録者の氏名または同一性を明らかにすること
③　登録者の公開鍵を含むこと
④　証明書の有効期間を明らかにすること
⑤　証明書を発行する認証機関のデジタル署名が付さ
れること

これに加えて、信頼限界やその他の使用制限についても
証明書に記載するか否かについて利用者の合意形成が必
要となる。使用制限とは、認証機関および登録者が、証明
書に依拠する当事者に対して、危険総額が使用制限を越え
ない範囲でその証明書を信頼すべきことを推奨するもの
であり、かかる使用制限を規定することで、認証機関の責
任範囲を制限する効果が認められる法制もある（米国ユタ
州）。

12.2.912.2.912.2.912.2.9    公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵証証証証明明明明のののの効効効効力力力力のののの失失失失効効効効（（（（信信信信頼頼頼頼さささされれれれなななないいいい
公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵証証証証明明明明））））

(1) 約定項目骨子
①　CRL登録された公開鍵証明
②　有効期間を徒過した公開鍵証明
· 有効期間は、法律的に特殊な意味があること
に留意する必要がある

③　その他の信頼されない事由
(2) 記載内容補足
有効な証明書の要件としては以下があげられる。
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①　証明書の取消または一時効力停止がCRL登録さ
れていないこと

②　証明書の有効期間を徒過していないこと
③　登録者が受領した証明書であること
④　免許制をとっている法制の下では、免許を有する
認証機関が発行したものであること

なお、厳密には、証明書は認証機関による発行後もそれ
が申請者により受領されなければ有効とはならないが、有
効期間の効力起算点は、通常その発行時（またはそれより
後の指定する日時）である。

12.2.1012.2.1012.2.1012.2.10    公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵証証証証明明明明（（（（おおおおよよよよびびびび登登登登録録録録事事事事項項項項証証証証明明明明））））にににに関関関関
すすすするるるる保保保保証証証証

(1) 約定項目骨子
①　保証事項
②　保証の相手方（公開鍵証明の登録者およびそれ
に依拠する当事者）

③　保証責任の範囲（免責規定にするか否かについ
ては合意形成が必要）

(2) 記載内容補足
公開鍵証明の発行により認証機関が保証する事項につ

いては、電子署名に関する法制を定めている法域ではかか
る法律により、またかかる法制が存在しない場合でも、認
証機関の公表する CPS に定められていることが通常であ
る。いずれにしても、認証機関は最低限、以下の事項を保
証することが求められると考えられる。
①　認証機関がその CPS（またはその他の方法で公
表する運用規準）、適用のある法規、および登録
者との契約上の義務を遵守したこと

②　認証機関がその定める登録手続きにより公開鍵
を登録し、証明書を発行していること

認証機関の保証責任に関しては、通常明示的に保証され
た以外（特定目的への適合性、商品性、未検証の登録者情
報の正確性）については、一切保証責任を負担しないこと
が規定される。

12.2.1112.2.1112.2.1112.2.11    認認認認証証証証機機機機関関関関のののの責責責責任任任任範範範範囲囲囲囲
(1) 約定項目骨子

· 損害の範囲
· 損害賠償額の制限

(2) 記載内容補足
認証機関の発行する証明書については、その所持者であ

る登録者、その電子署名を信頼する相手方である依拠する
当事者と多数の者が関わり、その損害の額および範囲を制
限しないと、その損害が莫大な額に及ぶ場合もありうる。
そこで、契約の中で、通常その損害の範囲および額が制

限される。かかる制限もそれが不当に当事者間の公平を著
しく失するものでない限りは、その有効性を認める考え方
もある（UNCITRAL電子署名モデル法案参照）。
①　損害の範囲
逸失利益、データの喪失等の間接損害、派生的損
害、また懲罰的損害については責任を負わない旨
通常規定される

②　損害賠償額の制限
12.2.1212.2.1212.2.1212.2.12    料料料料　　　　金金金金

(1) 約定項目骨子
· 登録料金
· 登録更新料金
· 登録事項変更料金
· 公開鍵証明発行料金
· 登録事項証明発行料金

(2) 記載内容補足
なお、CRL 登録に関して料金設定をするか否かは検討

課題
以下は、記載内容補足を割愛する。

12.2.1312.2.1312.2.1312.2.13    解解解解除除除除等等等等
約定項目骨子
· 解除事由
· 解除・終了時の登録データ保存期間
· 解除・終了時の保存登録データに関する証明の発
行方法

12.2.1412.2.1412.2.1412.2.14    有有有有効効効効期期期期間間間間
約定項目骨子
· 有効期間
· 期間更新

12.2.1512.2.1512.2.1512.2.15    契契契契約約約約終終終終了了了了時時時時のののの措措措措置置置置
約定項目骨子
· 終了時の登録データ保存期間
· 終了時の保存登録データの利用方法
· 終了時の登録者の義務（証明書のサーバからの除
去および期間満了後の使用禁止等）

12.2.1612.2.1612.2.1612.2.16    一一一一般般般般条条条条項項項項
約定項目骨子
· 通　　知
· 守　　秘
· 譲渡禁止
· 政府の承認
· 準拠法
· 合意管轄または仲裁
· 分　　離
· 完全合意
· 規定の抵触（本規約中の規定と本契約またはCPS
との間に抵触する規定が仮に存した場合には、本
規約が優先する旨の規定を設ける。）

12.312.312.312.3    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩデデデデーーーータタタタ登登登登録録録録ササササーーーービビビビスススス利利利利用用用用規規規規約約約約
本貿易金融EDIデータ登録サービス利用規約の内容は、

登録機関（公証局）が利用者に対し提供するサービスの内
容および登録対象となる情報の内容によって異なること
に留意する必要がある。本規約約定項目は、登録機関（公
証局）が利用者の登録するデータをフォルダー管理するこ
とを想定し、かつ、利用者の登録するデータが貨物所有者
情報および貨物所有者移転情報であることを想定した参
考例である。また、現時点では、このようなサービスを一
般的に提供する登録機関（公証局）が存在せず、また、デ
ータ登録サービス利用規約モデルとすべきものがないた
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め、以下では、貿易金融 EDI データ交換規約約定項目お
よび貿易金融 EDI 電子署名サービス利用規約項目に関す
る記載方法と異なり、若干具体的に各約定項目を記載する
こととした。

12.3.112.3.112.3.112.3.1    目目目目的的的的おおおおよよよよびびびび適適適適用用用用範範範範囲囲囲囲
貿易金融EDIの関係当事者間において、船荷証券情報、

信用状データ、および、その他の買取ドキュメントに関す
るデータ（特定データ）の送付、並びに、特定データの保
有者（ホルダー）が変更されるに当たって、一定の適格要
件を充足する指定登録機関（公証局）が当該関係当事者の
依頼により特定データ、その送付、およびそれらに関する
権利移転を登録・管理し、これらに関する証明を行うサー
ビスを提供すること。
本規約は、当事者（すなわち、登録機関および利用者）

がこの規約を適用することに合意した場合に、その当事者
間で行われる取引に適用される。

12.3.212.3.212.3.212.3.2    定定定定　　　　　　　　義義義義
(1) 約定項目骨子
本規約で用いる用語について定義を置く場合の条項。但

し、貿易金融 EDI データ交換規約において別途定義され
ている場合を除く。
例えば、以下のものがあげられる。
· 「登録機関」
· 「利用者」
· 「貿易金融EDI取引」
· 「関係当事者」
· 「貿易金融EDIデータ交換規約」
· 「貿易金融EDI電子署名サービス利用規約」
· 「船荷証券情報」
· 「信用状データ」
· 「買取ドキュメントデータ」
· 「登録データ証明書」

(2) 記載内容補足
上記の定義規定は貿易金融 EDI データ交換規約および

貿易金融 EDI 電子署名サービス利用規約における定義が
ある場合には、それらとの整合性を図る必要があり、類似
異義の用語の使用は避けるべきである。

12.3.312.3.312.3.312.3.3    使使使使用用用用言言言言語語語語おおおおよよよよびびびび使使使使用用用用技技技技術術術術等等等等
使用技術および技術細則（運用指針）
①　貿易金融 EDI データ交換規約および貿易金融

EDI 電子署名サービス利用規約において定める
使用技術等を前提とする。

②　利用者と登録機関との間のデータ送信における
セキュリティ

③　登録機関へのアクセスコントロール
· アクセスできる当事者の範囲とアクセスでき
る対象の範囲

なお、貿易金融 EDI に使用することを前提とする電子
署名サービスであるから、実務的には、使用言語に関する
規定を設けることになる（例えば英語）。

12.3.412.3.412.3.412.3.4    ササササーーーービビビビススススのののの内内内内容容容容

(1) 約定項目骨子
①　特定データの登録および権利者の登録
②　特定データに関する権利の移転の登録
③　特定データの登録事項および所有者情報の変更
登録

④　登録事項に関する証明書の発行
⑤　特定データの送信および受信

(2) 記載内容補足
前記⑤の送信および受信サービスは、登録機関において

必須のサービスではない。利用者当事者間では互いのメッ
セージの行われた事実および日時が争いとならないよう
にするために、登録機関がこのようなサービスを提供する
ことは考えられる。しかし、その一方で、登録機関の責任
は荷重されることとなる。なお、前記⑤のサービスとして
は、例えば、以下のものがあげられる。

①　荷送人（売主）は、船荷証券情報、信用状デー
タおよび買取ドキュメントデータを買取銀行に
移転する場合、対象となる貨物の所有権の買取
銀行への移転を第三者に対抗するために、運送
人に対し通知することとなる（すなわち、指図
による占有移転）。この運送人への通知を登録機
関が運送人の代理人として受信すること。

②　荷送人（売主）が上記①の買取依頼を行う場合
に、登録機関が、荷送人の代理人として、買取
銀行に対し買取依頼のメッセージを送信し、買
取銀行からの買取依頼受諾の通知を受信するこ
と。

12.3.512.3.512.3.512.3.5    利利利利用用用用者者者者登登登登録録録録
利用者が登録機関に利用者登録を行う手続
①　登録申請書の提出
· 添付書類として、商業登記簿謄本、代表者印
印鑑証明書等の法人の存在・代表権限を証明
する書類の提出、登録申請者の利用する認証
機関の指定

②　申請の審査
③　申請の承認・拒絶
④　利用者名簿への登録
⑤　利用者への通知

申請者が以前に本規定に違反したことがあるなどの事
由がある場合、登録機関が申請を拒否できるようにしてお
くこと。
また、申請者は指定認証機関との間で貿易金融 EDI 電

子署名サービス利用規約に準じた電子署名サービス契約
を締結していることを条件とすべきであること。
本利用規約も書面形式で締結しておくことが妥当であ

る（「11.4.3　運用ガイドラインの作成手順」参照）。

12.3.612.3.612.3.612.3.6    安安安安全全全全保保保保護護護護手手手手続続続続
約定項目骨子
①　アクセスコントロールの実施
②　電子署名の利用

· 電子署名を付すべきデータメッセージの指定（場合
によっては削除も可。また、すべてのデータメッセ
ージに付す旨を合意することも可）
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· 電子署名の使用方法（秘密鍵の利用・公開鍵証明の
添付）

· 公開鍵証明によって検証されたデータメッセージ
の効力に関する合意

· 公開鍵証明によって検証されないデータメッセー
ジの効力・取扱い

登録機関は、貿易金融 EDI における信頼の枠組み提供
者としてそのサービス業務について必要性かつ相当性を
充たす安全保護手続きを定めてこれを実践する必要があ
る。どのような安全保護手続きが必要であるかは登録機関
（公証局）と貿易当事者のコンセンサスによって決定され
る。上記の例は、アクセスコントロールと電子署名の利用
によって安全保護手続きを提供する場合の規定事項であ
る。なお、このサービスの履行に当たっては登録機関（公
証局）の公開鍵証明や秘密鍵が使用されることも予想され
るが、場合によっては、登録機関（公証局）それ自体がル
ート認証機関になることもありうる。いずれにせよ、安全
保護手続きに関する業務内容は貿易金融 EDI の信頼の枠
組みの中で極めて重要な地位を占め、かつ貿易金融 EDI
コストの問題とも深く関係することに留意する必要があ
る。

12.3.712.3.712.3.712.3.7    特特特特定定定定デデデデーーーータタタタのののの登登登登録録録録
(1) 登録しうる特定データの規定
例えば以下のとおり。
①　貨物所有者情報および貨物所有者移転情報
②　信用状情報
③　買取ドキュメント情報
④　その他の情報

但し、②および③のデータは、①が登録されていること
を前提とすること。
(2) 特定データの必要的記載事項
①　貨物所有者情報および貨物所有者移転情報は、国
際海運会議所(ICS)の統一船荷証券フォームに記
載される事項を含んでいること

②　信用状データには、国際商業会議所(ICC)が定め
る「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」
のその時点で有効なもので要求される事項が記載
されていること

③　買取データは、船積書類および買取依頼書
なお、登録機関（公証局）は、①ないし③のデータの内

容が何かということについては関知しない。これらの必要
的記載事項を充足するか否かは、利用者間の問題であり、
貿易金融EDIデータ交換規約の中に規定する方がよい。
利用者間において、特定データが原本、つまり、

「original」として扱うことを合意することとなる。

12.3.812.3.812.3.812.3.8    特特特特定定定定デデデデーーーータタタタのののの登登登登録録録録手手手手続続続続ききききおおおおよびよびよびよび登登登登録録録録方方方方法法法法
(1) 登録申請方法
登録する特定データと登録申請書を送付すること。
登録申請書には、以下のことを含む。
①　申請者
②　特定データの保有者（通常は、申請者と同一当事
者であるが、貨物所有者情報の場合、運送人が登
録申請者であり、荷送人が保有者となる）

登録機関（公証局）は、特定データの内容についてはで
きるだけ関知しないというスタンスでいけば、上記の記載
で充分である。登録申請者から受信する特定データの内容
に関する情報が増えれば、登録機関の責任が増加すること
となる。特定データの「保有者」という用語は、特定デー
タに関する権利の「権利者」あるいは「権原者」というこ
ともできる。但し、登録機関が特定データの内容に関知し
ないという意味では、「保有者」という用語がより適切で
ある。
(2) 安全保護手続きの充足
「12.3.6　安全保護手続き」で定めた安全保護手続きに

従った手順によって有効な登録が行われること。
(3) 登録の拒否
登録の拒否事由がある場合、その旨登録機関は申請者に

通知。
①　料金未払の場合
②　申請書の記載に不備がある場合

登録機関は、特定データのコンテンツにつき関知しない
とすれば、その検証もしないこととなる。
(4) 登録機関から登録申請者に対する登録完了の通知
登録は、法的に、何時の時点で完了したとすべきか。正

確な登録を行うためにどこまで行うかという問題である。
①　当該登録完了通知が登録申請者に届いたとき
②　再度、登録機関が登録申請者に対し登録された
データを送付して、確認を求め、登録申請者が
その確認の通知を送付してきたとき

(5) 登録方法
登録すべき事項は、
①　申請者名
②　特定データの保有者
③　特定データおよび／またはその電子的に交換
したデータ（なお、当該データに「original」で
あることを示すデータを付加すること）

④　識別番号（例えば、BLNo.0001）
上記の事項に加えて、個々の貿易金融 EDI 取引の識別

番号および特定データに含まれる文書の番号等を加える
ことも可能である。
(6) 登録完了後の特定データに関する権利の移転
登録された特定データについては、その後、電子的デー

タ交換で行わなければならず、申請者は、登録機関におけ
る登録の移転以外の方法で、登録された特定データの保有
人を変更してはならない。

12.3.912.3.912.3.912.3.9    特特特特定定定定デデデデーーーータタタタのののの保保保保有有有有者者者者移移移移転転転転のののの登登登登録録録録手手手手続続続続ききききおおおお
よよよよびびびび登登登登録録録録方方方方法法法法

(1) 登録申請権者
特定データの保有者として登録されている者

(2) 登録申請方法
前述の安全保護手続きを実施した上で新たな特定デー

タ保有者を指定する申請を行う。
(3) 登録方法
特定の登録手続きに準ずる。

12.3.1012.3.1012.3.1012.3.10    特特特特定定定定デデデデーーーータタタタ登登登登録録録録事事事事項項項項おおおおよよよよびびびび保保保保有有有有者者者者情情情情報報報報登登登登
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録録録録事事事事項項項項のののの変変変変更更更更
例えば、寄港地の変更や信用情報と貨物所有者情報等に

食い違いがある場合に、その修正や訂正をどのように行う
かは、本項の変更に関する事項として規定される。ただし、
変更事由は、実務的には様々な理由があり、かつ、訂正や
補正をするドキュメンツの種類・効力も様々であり、その
ような変更方法を採用すればよいのかは貿易当事者の実
務的な合意を必要とする。

12.3.1112.3.1112.3.1112.3.11    登登登登録録録録情情情情報報報報のののの保保保保存存存存、、、、管管管管理理理理おおおおよよよよびびびび閲閲閲閲覧覧覧覧
(1) 登録情報の保存方法
様々な技術を利用し、安全かつ検証・再現可能な状態で

保存されなければならない。
(2) 登録情報の管理
登録機関の所定の基準に従うこと。
但し、その基準は利用者に公表されなければならない。

12.3.1212.3.1212.3.1212.3.12    登登登登録録録録事事事事項項項項、、、、保保保保有有有有者者者者情情情情報報報報登登登登録録録録事事事事項項項項おおおおよよよよびびびび変変変変
更更更更登登登登録録録録事事事事項項項項にににに関関関関すすすするるるる証証証証明明明明書書書書のののの発発発発行行行行

本項に定める証明書は、登録機関（公証局）の登録内容
と関係しており、現時点では証明書の内容を特定すること
は困難である。以下においては、特定データの内容そのも
の、例えば、貨物所有者情報や貨物所有者移転情報も登録
され、かつ保存されている場合を例として記述している。
(1) 証明書発行請求権者
特定データの保有者。
なお、特定データを登録した者、その他特定データを所

持していた者についても、それぞれの各当事者に関する登
録事項について証明書の発行を請求することを認めるこ
とも考えられる。
(2) 証明することのできる事項

· 特定データの登録事項および登録の日時
· 特定データの所持人の移転登録の履歴（日時を含
む）

· 以上に対する変更登録の履歴（日時を含む）
なお、登録されたデータが文書を電子的に交換した情報

である場合、登録機関は、どういう原則に従って、当該電
子的交換がなされたかを証明することが必要となる。
(3) 証明書の発行方法

· 登録機関の電子署名付き証明書
· 書面形式による証明書の発行

(4) 証明書記載事項
· 証明すべき事項および証明文言
· 証明すべき事項の登録日時
· 証明書発行の日時
· 証明書の有効期限
· 証明書の名宛人および依拠できる当事者の範囲
· 証明書が単に証拠書類であり、譲渡不可、複合不
可であることを明記

· 登録機関の責任限定文言
(5) 登録申請方法および手続
証明書発行申請書を送付すること。申請書には、以下の

ことを規定すること。
· 申請者名
· 証明事項

· 使用目的
· 交付する相手方(他の利用者またはその承継人等）
· 使用予定日
· 書面形式によって証明書の発行を望む場合、その
旨記載

(6) 登録機関から証明書発行申請者に対する当該申請
書受信の確認

この点については、貿易金融 EDI データ交換規約中で
定めるところによるが、本申請書については受信確認が必
要な場合として明示する。
(7) 安全保護手続の充足
アクセスコントロールに従って、登録申請し、所定のセ

キュリティ手順に従い特定データの送信を行うこととな
る。同手続きに違反した場合、有効な証明書発行申請とみ
なされない。
(8) 登録の拒否
登録の拒否事由がある場合、その旨登録機関は申請者に

通知。
· 料金未払の場合
· 申請書の記載に不備がある場合

(9) 証明書の発行および送付

12.3.1312.3.1312.3.1312.3.13    特特特特定定定定デデデデーーーータタタタのののの書書書書面面面面化化化化請請請請求求求求
貿易金融 EDI のチェーンが途切れた場合には、登録機

関（公証局）の保存する特定データを書面化するケースも
発生する。ただ、この書面の記載内容、書面化請求手続き
については、前項（「12.3.12　登録事項・保有者情報登録
事項および変更事項に関する認証書の発行」）の証明書と
同様に貿易当事者のコンセンサスを必要としている。ただ、
その手続きの例は、前項の記述と類似することになるので
前項の説明を参考にされたい。なお、併せて貿易金融EDI
データ交換規約、登録機関利用の場合の特則における補足
説明の記載を参照されたい。

12.3.1412.3.1412.3.1412.3.14    登登登登録録録録のののの保保保保存存存存期期期期間間間間おおおおよよよよびびびび抹抹抹抹消消消消
(1) 登録の保存期間

①　保存期間は、関係諸国の消滅時効あるいは訴追
時効の期間を考慮して、何年か決定することと
なろう。例えば、国際動産売買法の瑕疵担保責
任の時効期間である 2年間、日本の商法におけ
る商事時効である5年間等が考えられる

②　保存期間経過後は、登録機関は当該データを抹
消することができること

③　保存期間を超えても、追加的サービスとして、
当該データを保存し、証明書を発行することを
可能にすることも考えられる

(2) 登録の抹消

12.3.1512.3.1512.3.1512.3.15    登登登登録録録録事事事事項項項項等等等等にににに関関関関すすすするるるる証証証証明明明明のののの保保保保証証証証
(1) 保証事項（参考）

①　登録事項が登録された事実とその日時
②　その後、当該登録が変更されていれば、その事
実と日時

なお、登録されたデータが文書を電子的に交換した情報
である場合、登録機関は、所定の原則に従って当該電子的
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交換がなされたことを保証することが必要となることも
ありうる。
(2) 保証の相手方
その時々において特定データに関する権利を保有する

者として登録された者、およびその他それに依拠すること
が明確にされた利用者、つまり証明書を交付する相手方
(3) 保証責任の範囲
保証責任の範囲を規定する場合には、免責規定を設ける

かどうか、合意形成が必要。

12.3.1612.3.1612.3.1612.3.16    登登登登録録録録機機機機関関関関のののの責責責責任任任任範範範範囲囲囲囲
(1) 約定項目骨子
登録機関の発行する証明書についても、認証機関の発行

する証明書と同様に、登録機関に対して多大な損害の賠償
責任が追及される可能性がありえる。そこで、損害の範囲
および損害の額の制限することが考えられる。しかし、そ
の制限については、コンセンサスが必要であるが例えば、

①　利用者に生じた損害が、天災、その他登録機関
が相当な注意の義務の下で管理し得る限度を越
える事態に起因する場合の免責

②　利用者に生じた損害が、利用者が登録を申請す
る時点以前に知らされていた、登録機関におけ
る機能不全の事態に起因する場合の免責

③　データ喪失等の間接損害、派生的損害、特別損
害、結果損害、および懲罰的賠償について責任
の免責

などについては、コンセンサスを得ることが可能である。
(2) 記載内容補足
保証責任の範囲を規定する場合には、免責規定を設ける

かどうか、合意形成が必要。

12.3.1712.3.1712.3.1712.3.17    利利利利用用用用料料料料金金金金
利用料金の体系は様々なものが考えられる。例としては

以下のとおり。

(1)　基本利用料金
(2)　個別利用料金

①　特定データを登録する場合、登録事項一件につ
き、一定の利用料金

②　登録すべきデータの量によって異なるべきか
③　保有者情報移転登録を行う場合、登録事項一件
につき、一定の利用料金

④　変更登録を行う場合、登録事項一件につき、一
定の利用料金

⑤　証明事項一件につき、一定の利用料金
⑥　保存期間を延長する場合、登録事項一件につき、
一定の利用料金

12.3.1812.3.1812.3.1812.3.18    解解解解除除除除等等等等
この規定は、標準的な内容の解除事由を採用する。

12.412.412.412.4    有有有有効効効効期期期期間間間間
12.4.112.4.112.4.112.4.1    契契契契約約約約終終終終了了了了時時時時のののの措措措措置置置置
(1) 終了時の登録データ保存期間
本規約が終了しても、保存期間が残存している場合、そ

の間は、本規約が有効に適用され、登録機関は、保存およ
び保証書発行の請求ができるとしておくのが妥当と考え
られる。
(2) 終了時の保存登録データの利用方法

12.4.212.4.212.4.212.4.2    一一一一般般般般条条条条項項項項
①　通知
②　守秘義務
③　譲渡禁止
④　政府の承認
⑤　準拠法
⑥　合意管轄または仲裁
⑦　条項の分離

13131313    認認認認証証証証機機機機関関関関････登登登登録録録録機機機機関関関関((((公公公公証証証証局局局局))))のののの適適適適格格格格要要要要件件件件

13.113.113.113.1    認認認認証証証証機機機機関関関関・・・・登登登登録録録録機機機機関関関関適適適適格格格格要要要要件件件件
貿易 EDI において信頼の枠組みをサービスとして提供

する認証機関や登録機関については、「信頼の提供者」と
しての適格性を有する必要がある。このような適格性は、
わが国や諸外国で行われている電子署名法やガイドライ
ンにおいては、認証機関の資格要件や免許性等の議論とし
て検討されている。しかし、登録機関（公証局）について
の適格性は、それ自体のサービスが現実に存在しないため、
いまだ検討がなされているとはいいがたい。
ただ、サービスの内容が異なるとはいえ、貿易当事者か

ら認証機関と登録機関（公証局）に要請される信頼は、機
能的に類似している。
このような立場に基づき、認証機関の資格要件の議論を

参考にしながら、とりあえず、貿易金融 EDI における信
頼の枠組みサービスの提供者として具備すべき適格性要
件について、参考として記述する。なお、これらの適格性
要件に加え、認証機関や登録機関（公証局）がサービスに
関する利用者の要望や運用に関する要望を可能な限り反

映する業務形態も必要である。

13.1.113.1.113.1.113.1.1    技技技技術術術術的的的的要要要要件件件件
(1)　認証機関や登録機関（以下「機関」と総称し、個別
に要件が異なる場合には、「認証機関」、「登録機関」と
表記する）は、利用者に対して、電子署名サービス、
貨物所有者情報、信用状データ、特定データおよびそ
の他の電子データメッセージの登録および管理業務を、
信頼できるハードウェア技術およびソフトウェア技術
を用いて提供しなければならない。

(2)　機関は、（1）のサービスを充分に可能にするに足り
る専門的技術およびノウハウを有しなければならな
い。

13.1.213.1.213.1.213.1.2    安安安安全全全全性性性性要要要要件件件件
13.1.2.113.1.2.113.1.2.113.1.2.1    物物物物理理理理的的的的要要要要件件件件
通産省の電子計算機安全対策基準等を参照しつつ、物理

的なセキュリティやバックアップなどについて国際的な
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スタンダードとして定立しうる要件を遵守すること。

13.1.2.213.1.2.213.1.2.213.1.2.2    制制制制度度度度的的的的要要要要件件件件
(1) 独立性および中立性
登録機関は、利用者から独立且つ中立で業務を行うこと。

(2) 内部行為準則の作成
電子データメッセージの保存方法、保存媒体、複数人に

よる操作、コンピューター・ルームへの入退室の管理、操
作状況のモニター監視等の登録機関内部の行為準則を作
成し、秘密に関わる部分を除き、利用者に開示する。
(3) 記　録
機関は、その業務に関して合意した記録を管理し、一定

期間保存しなければならない。
(4) 人事管理
登録機関は人事管理を厳重に行い、利用者からの信頼性

を確保するに足る充分な従業員の訓練、教育を行わなけれ
ばならない。
(5) 業務監査および技術監査
機関の行う業務について、自主的または第三者機関によ

る、業務運営監査および技術監査を行い、その結果を公表
すること。
(6) 業務の終了
機関がその業務を終了する場合に、登録されている電子

データメッセージの他の登録機関への移管等に関する規
定を設ける必要があると解される。また、業務終了後も一
定期間は登録されていたデータおよび監査記録等を保存
しておくことを義務づけることが必要と解される。

13.1.313.1.313.1.313.1.3    財財財財政政政政的的的的要要要要件件件件
機関は、その提供するサービスを継続的に提供すること

ができる財政的基盤を有する必要がある。

13.1.413.1.413.1.413.1.4    運運運運用用用用規規規規程程程程のののの作作作作成成成成
認 証 機 関 に お け る CPS(Certification Practice

Statement)に相当する運用規程 (RPS：Registration
Practice Statement)を作成し、公に、または利用者に開示
する。

13.213.213.213.2    利利利利用用用用者者者者向向向向けけけけチチチチェェェェッッッッククククリリリリスススストトトト
13.2.113.2.113.2.113.2.1    認認認認証証証証機機機機関関関関利利利利用用用用チチチチェェェェッッッッククククリリリリスススストトトト
(1) 認証機関のサービス
(2) 電子署名サービス運営のための要件　　チェック印
・組織／人事 □
・義　務 □
・責　務 □
・財政基盤 □
・情報開示 □
・運用要件 □
・セキュリティ □

(3) 電子署名サービス利用規約　　　　　チェック印
・本ガイドラインの目的と適用範囲 □
・使用技術の指定および技術細則（運用指針） □
・認証機関への登録申請 □
・秘密鍵・公開鍵の組成と登録 □

・利用者の公開鍵の登録 □
・CRL □
・公開鍵証明（認証書） □
・公開鍵証明の効力の失効（信頼されない公開鍵
証明） □

・公開鍵証明（および登録事項証明）に関する保
証 □

・認証機関の責任範囲 □
・料金 □
・解除等 □
・有効期間 □
・契約終了時の措置 □
・認証機関の責務 □
・一般条項 □

13.2.213.2.213.2.213.2.2    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））利利利利用用用用チチチチェェェェッッッッククククリリリリスススストトトト
(1) 登録機関（公証局）のサービス
(2) 貿易金融ＥＤＩデータ登録サービス運営のための

要件　　　　　　　　　　　　　　　　チェック印
・組織／人事 □
・義　務 □
・責　務 □
・財政基盤 □
・情報開示 □
・運用要件 □
・セキュリティ □

(3) データ登録サービス利用規約　　　　　チェック印
・目的・適用範囲 □
・使用技術の指定および技術細則（運用指針） □
・利用者登録 □
・安全保護手続き履践の効果 □
・登録すべきデータメッセージ □
・登録申請および登録 □
・特定データの登録 □
・特定データに関する所有者情報の登録 □
・特定データ登録事項および所有者情報登録事項の
変更登録 □

・特定データ登録、所有者情報登録、変更登録の保
存管理方法 □

・登録事項、所有者情報登録事項および変更登録事
項に関する証明書の発行 □

・保存期間経過後の登録事項等に関する証明 □
・登録事項等に関する証明の保証 □
・登録機関（公証局）の責任範囲 □
・料金 □
・解除等 □
・有効期間 □
・契約終了時の措置 □
・一般条項 □
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14141414    要要要要望望望望・・・・提提提提言言言言

本運用ガイドラインでは、まず「11.1　貿易金融EDI運
用ガイドラインとは」において、貿易取引のEDI化に関す
る全般的な検討を行い、さらに貿易金融EDIの中で新たに
必要とされる信頼の枠組み、より具体的には、認証機関の
提供する電子署名サービスと登録機関（公証局）の提供す
るデータ登録サービスの内容を検討した。さらに「12　貿
易金融取引関係者ガイドライン」では、これらの検討を基
礎として、貿易取引のEDI化のために必要な当事者間の合
意を「貿易金融 EDI データ交換規約」、「貿易金融 EDI
電子署名サービス利用規約」、「貿易金融EDIデータ登録
サービス利用規約」として提示した。
このように、貿易金融のEDI化に向けた民間の貿易当事

者間における新たな信頼の枠組みとしてガイドラインを定
めてきたわけであるが、最終章である本章では、貿易金融
EDI の実現に向けて民間が政府に期待することを要望・提
言としてまとめることとした。

14.114.114.114.1    要要要要　　　　　　　　望望望望
民間の貿易取引当事者において、電子取引に関する合意

形成を行ったとしても、現実の貿易金融取引の過程では、
官庁に対する各種届出義務、報告義務、または書類保管義
務が存在する。これらが依然として書面・署名を要求する
ものであれば、様々な不都合が生じることになる。
本節では、シームレスな貿易金融EDIをさらに実現して

いくため、民間の貿易取引当事者の視点から各省庁や関係
諸機関に検討を依頼すべき要望を洗い出した。貿易金融
EDI 実施ガイドライン策定のための各ユーザ部会における
検討の過程においては、こうした関係各省庁への要望も議
論された。同部会における議事資料、討議資料から代表的
な要望を以下に列挙する。

14.1.114.1.114.1.114.1.1    荷荷荷荷主主主主かかかかららららのののの要要要要望望望望
通関関係法の規定による保存書類の電子ファイリングを

認める必要がある。
現行のNACCSには荷主が接続できない。通関の状況を

把握したいため、荷主からNACCS情報へアクセスできる
ことが望まれる。
通関に際して今回電子化対象となっているインボイス

(I/V)を書面で提出することは法律で義務づけられているが、
法制の変更が検討されることが望まれる。
原産地証明について、各商工会議所で標準化の動きがあ

る。相手国の商工会議所との調整のため、実証実験におい
ては、協力を必要とする。
その他、領事査証の電子化等で、関係各国との調整が必

要となる。

14.1.214.1.214.1.214.1.2    銀銀銀銀行行行行業業業業界界界界かかかかららららのののの要要要要望望望望
荷為替手形の電子化に関して、その法的効果の機能すべ

てを電子的に模写（レプリケイト）することには慎重な検
討を要すると思われる。また実務上、取引の相手国におけ
る当該手形の取扱等についても具体的な調査並びに対応を
要する場合も想定される。
ついては、電子取引全般のなかで、関係各国との政府レ

ベルでの検討等の働きかけや調査検討を実施する必要があ
る。
(1) 各種報告等の電子化書類の受入れ
民間から対当局に対する各種報告届出を要するものにつ

いて、電子化書類を受理することが必須とな必要がある。
(2) 各種帳簿、証票類の電子化書類
電子化書類による取引の完結を貫徹するうえで、商法や

企業会計原則等関連法規において保存を要求されている書
類についても電子書類を有効なものとして認めて頂くこと
が必要となる。
(3) 公証人役場の電子化対応
「支払拒絶証書」等、現状貿易に関係して必要とされて

いる対応についても電子的に完結できるよう検討すること
が必須となる。
支払報告書等、金融当局で電子化を検討している部分も

あるが、民間の開発の足並みが揃わないために前進しない。
書類電子化を強制する立法等によって、方向づけを行うこ
とも必要である。

14.1.314.1.314.1.314.1.3    保保保保険険険険業業業業界界界界かかかかららららのののの要要要要望望望望
輸入者が海上保険契約を行った場合に、日本国内におい

て関税額算出のための根拠として税関に対して保険料請求
書(D/N)を提出する場合がある。この D/N が電子化された
場合の税関との手続きにおける運用について、問題点の有
無の調査、検討や、税関との調整が必要である。

14.1.414.1.414.1.414.1.4    運運運運輸輸輸輸業業業業界界界界かかかかららららのののの要要要要望望望望
Certificateの電子化では、通関業務との整合性が懸念さ

れる。
輸出申告書(E/D)、輸入申告書(I/D)の際、データメッセー

ジ化された書類またはプリントアウトが必要書類として認
められることが必須となる。

14.214.214.214.2    提提提提　　　　　　　　言言言言
このような民間の要望の整理、および運用ガイドライン

策定のための各種検討を踏まえ、「監督官庁、関連諸機関
の横断的な協調体制」、「国際的協調体制」、「電子化の
支障となる法律の改正」、「認証機関、登録機関（公証局）
の品質保障」、「客観的データの収集・分析」の５つの点
を我が国の貿易金融EDI実現に向け提言する。

14.2.114.2.114.2.114.2.1    監監監監督督督督官官官官庁庁庁庁、、、、関関関関連連連連諸諸諸諸機機機機関関関関のののの横横横横断断断断的的的的協協協協調調調調体体体体制制制制
のののの必必必必要要要要性性性性

貿易業務は、荷主、運送会社、銀行、保険会社等多くの
主体が関わって情報交換をしており、これらの業務の効率
化のためには、業種／業務横断的なトータルアラウンドな
システムが必要である。その中には、民間同士の情報のや
りとり以外にも、税関申告をはじめ監督官庁への届出業務
が含まれており、こうした官―民間の業務の電子化もトー
タルアラウンドなシステムを考えることは重要である。
監督官庁同士の情報連携は現在のところないために、貿

易当事者は、それぞれの官庁への届出業務を個別に行って
いる。Sca-NACCS の導入により、関税手続きの一部はシ
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ステム化されたが、紙による申請が完全に廃止されている
わけではない。また、通関業務が電子化されても、港長、
厚生省（動物／植物検疫）、通産省（輸出許可）、消防庁
（危険物）等電子化されていない行政事務も多い。貿易当
事者では監督官庁への届け出業務を一連の動作で行ってい
ることが多く、部分的なEDI化の効果は限定的である。ま
た、EDI 化される場合も、各監督省庁が個別にデータエン
トリーを要求するのではなく、例えば荷主のデータや貨物
のデータなど多くの届けに共通して必要になるデータは一
度入力することにより、複数の省庁への届け出業務が済む
ようにならなければ（ワン・ストップ・サービス）、EDI
化のメリットが紙の削減と配送コストの削減に終わってし
まう。したがって、監督省庁、関係諸機関の協調体制が強
く望まれる。
貿易金融取引の性質上、関係する官庁、諸機関を横断す

る仕組みが求められ、このような省庁横断的な政策検討に
よる貿易金融取引基盤の確立が必要である。

14.2.214.2.214.2.214.2.2    国国国国際際際際ルルルルーーーールルルル制制制制定定定定にににに向向向向けけけけたたたた政政政政府間府間府間府間のののの協協協協調調調調体体体体
制制制制のののの確確確確立立立立

電子取引に対する法制度や、登録機関（公証局）や認証
機関の制度等については国際的な合意が形成されている必
要がある。例えば、電子署名についての法的な有効性が異
なる国間で貿易金融EDIが利用される場合や、登録機関に
対して政府がライセンスを与えている国と、そうでない国
との間での貿易で紛争が起こった場合は、各国法の整合性
を確保する必要性がでてくる。しかし、すべての貿易当事
国で、すりあわせた法制度を作ることは事実上不可能に近
く、また、貿易相手国ごとのルールを制定するのも現実的
でない。したがって、各国政府においては、最低限のルー
ル作りを行って、国際的ハーモナイゼーションを醸成する
ことが望まれる。
また、複数の貿易金融EDIサービスが併存するクロスボ

ーダー環境における相互接続の実現可能性を検証する必要
がある。このためには、関係する各国法の現状を踏まえ、
国別の具体的な約款の策定・整備を行い、Bolero などに代
表される他の貿易金融EDIサービスとの接続実験を行うこ
とが考えられる。さらにこれらの実験を踏まえて国際標準
化ドラフトの作成を検討することも必要とされる。
第一番目の提言の省庁横断的な政策検討によって、諸外

国との連携において日本の役割を堅持することができる。
わが国の主導的な経済外交の役割は、特にアジア経済にお
ける影響を考えれば、国際社会においても歓迎されるとこ
ろであると考える。
貿易金融 EDI の実施に向けた具体的な取組みとして次

の２点を提案するものである。
(1) 諸外国の各国法との整合性実現に向けた経済外交の

推進
貿易金融EDIが信頼ある基盤として成立するためには、

貿易取引に関わる各国の関連法に照らし、本ガイドライン
で策定した内容の国際的な適用性を検証しなければならな
い。例えば、認証機関に求める要件基準の考え方、電子式
船荷証券の法的有効性、電子署名の法的有効性、プライバ
シー保護法、証拠法等に関しての各国法との適合性検証が
必要である。これらの動向に常に注意を払い、産業界に対

して国際社会との良きパイプ役となることを希望する。
(2) 諸外国の EDI サービスと相互運用できる技術、運用

上のルールとの関係の確認
貿易金融 EDI においては本検討が目指しているサービ

スの枠組みだけでなく、クロスボーダーなモデルとしての
Boleroや、各国のシステムとしてのKTNTEなどが存在す
る。米国やわが国でも適正な市場原理を導入して貿易金融
EDI のシステムを形成しようとしている動向から、こうし
たシステムが世界で唯一無二のものになる可能性は少なく、
これら複数のサービス間での相互運用が技術的にもルール
的にも実現されることが重要である。このような相互運用
を実現するために諸外国に対して働きかけることが政府の
役割として重要である。

14.2.314.2.314.2.314.2.3    電電電電子子子子化化化化のののの支支支支障障障障ととととななななるるるる法法法法律律律律のののの改改改改正正正正等等等等
既存の法律の多くは、ネットワークを利用した電子的な

取引を前提としないで制定されているため、紙（書面）の
みに対して法律的な有効性を定めたものとなっている。こ
のような法律は、今後の電子化を進めるにためには、二者
間の契約のみによっては解決できない大きな障害となって
いる。このような電子化の推進に支障となる法律に対して
は、迅速な改善が望まれる。

14.2.414.2.414.2.414.2.4    認認認認証証証証機機機機関関関関、、、、登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの品品品品質質質質保保保保
障障障障参加者が安心して利用できる登録機関や認証機関である

ためには、こうした機関が最低限の要件を作成し、その要
件を満たしていることを、公正な第三者によって証明する
必要性もある。したがって、これらの機関を国が独占的に
運営すべきではないが、公正な第三者による最低限の監査
基準の策定と、監査実施できる体制が必要であると考えら
れる。
政府はこうした機関のサービスが、一定の品質を保つよ

う環境整備を行うことが求められる。

14.2.514.2.514.2.514.2.5    客客客客観観観観的的的的デデデデーーーータタタタのののの収収収収集集集集・・・・分分分分析析析析
民間の参入を促進するために、需要者、供給者に対する

貿易金融EDIに関わる専門的な情報の提供も一案である。
貿易金融 EDI システムが民間で継続的に運営されるに

は、サービス内容と利用料金のバランスがとられ、ユーザ
にとっての利便性が確保され、且つサービス提供業者も事
業が成り立たなければならない。一般的には、トランザク
ションセキュリティを上げるほど利便性は低下したり、シ
ステムエラーなどの不測の事態に対する保証を求めるほど
利用料金は割高なものとなる。また、システム利用料金は
利用企業数に密接に関っており、多数の利用者を確保する
ことはきわめて重要である。
したがって、貿易金融EDIシステムが継続的に利用され

るためには、貿易金融EDIを利用することに起因するリス
クが、どのような場面で、どの程度発生し得るのかを定量
的に把握し、例えば保険料率の算定に資する客観的な情報
提供がなされている必要がある。また、貿易金融EDIを利
用することにより、貿易当事者間の得られる効果はどのよ
うなものであるかを示すことで、中小企業等をはじめ、当
初の利用者ではない潜在利用者に導入を促すこともできる。
そのためには、例えば、下記のような調査研究課題が派
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生してくることもある。
(1) 貿易取引の電子化のリスク評価
貿易取引の電子化に伴い、従来にはなかったネットワー

ク事故の危険性が生じる。その発生確率は必ずしも高くな
いと予想されるものの、万一に備えた保険の設定等を考慮
すれば、そのリスクを客観的に評価し、適正な料率設定の
基礎データを把握することや、具体的な事故発生の可能性
を把握し、十分な対応策を講じることも必要とされる。
(2) 関係企業にとっての効果の計量
貿易金融EDIの導入は関係企業にとって、貿易事務の合

理化等の効果をもたらすものと期待されるものの、最終的
に関係企業がその導入を図るためには、具体的かつ定量的
な効果を実証することが必要である。

14.314.314.314.3    結結結結　　　　　　　　語語語語
電子商取引の制度の確立やシステム構築は、基本的に民

間主導で行われ、政府は民間の活動を促進するような環境
の整備を行うべきという方針はわが国政府からも出されて
いる。1998年５月に公表された「電子商取引に関する日米
共同声明」の基本原則の中で「電子商取引は民間主導。政
府は不必要な規制を避け、民間の自主規制を奨励すべき。
途上国を含む全ての国の協力・協調が重要。」という方針
が示されていることを確認したい。
ここにまとめた民間の要望・提言が、今後の行政施策検

討材料に資することを切に願いながら、結語とする。
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第第第第４４４４章章章章　　　　認認認認証証証証・・・・公公公公証証証証ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
15151515    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけけるるるるニニニニーーーーズズズズ

15.115.115.115.1    認認認認証証証証・・・・公公公公証証証証のののの目目目目的的的的
15.1.115.1.115.1.115.1.1    背背背背景景景景とととと課課課課題題題題
貿易業務では荷主、銀行、保険会社,運輸その他の様々な

機関、企業が関係する。しかしこれら関係者間での貿易関
係書類の受け渡しについては、その多くは紙ベースで行わ
れているのが現状である。こうした紙ベースの貿易関係書
類の受渡しでは、多くの書類に関して取扱企業それぞれで
同様の転記作業が発生している。これらの貿易業務の非効
率性を改善するためには、書類を電子化し、オープンなネ
ットワーク上での電子データの交換を実現することが重要
となる。
しかし実際のネットワーク上の電子的交流においては、

単に EDI 化を実現し効率性を追求するだけでなく、安全
性・信頼性を確保することが貿易金融EDIの普及の上で必
要となる。
また貿易業務の特徴として、貿易関係書類には船荷証券

（B/L）のように有価証券性を有する書類も含まれることか
ら、電子データとして扱う場合にその書類の真正性を証明
するなどの仕組みが必要である。

15.1.215.1.215.1.215.1.2    認認認認証証証証のののの目目目目的的的的
15.1.2.115.1.2.115.1.2.115.1.2.1    認認認認証証証証ととととはははは何何何何かかかか
認証とは一般に、「人の同一性や情報の完全性を証明す

ること」である。ここで人とは組織や法人等のコミュニケ
ーションの相手であり、その名称とともに住所や部署や特
定の資格等の属性をも、証明対象である人に含めることが
多い。一方、情報は文書やイメージから電子データまでの
各種形態があり、その完全性とはその内容が変更されるこ
となく正確なことである。情報や物（金）等の価値のある
対象の流通に際しては、流通相手の正しさや情報の完全性
が重要かつ不可欠な要素である。

15.1.2.215.1.2.215.1.2.215.1.2.2    貿貿貿貿易易易易やややや金金金金融融融融業業業業界界界界のののの特特特特徴徴徴徴
貿易や金融の業界の特徴として、コミュニケーション・

流通の領域が大規模・広範囲（グローバル）であること、
金銭的・経済的な価値情報に応じたセキュリティを要求さ
れること、などがある。
(1) 大規模・広範囲（グローバル）な領域
① 国際性
貿易金融業務は、複数の国家や地域にまたがった活

動であり、法制度や商習慣や社会・経済インフラの相
違を前提に営まれている。制度や習慣やインフラの差
に対応できるために、共通の規約や仕組みと、相違を
前提に相互連携する柔軟な仕組みとが必要となる。
② 多様な組織
輸出入業者（各種）、運輸業者（各種）、金融機関、

保険会社、税関等の異業種の組織が関わりを持ち、そ
れぞれが相手とのコミュニケーションを必要とする。
したがって、その多様性に対応できるために、共通の

規約や仕組みと、相互連携する柔軟な仕組みとが必要
となる。

(2) 金銭的・経済的な価値情報に応じたセキュリティ
金銭取引活動を安全に実現可能とするために、充分なセ

キュリティレベルを確保した仕組みが要求される。しかし
ながら、他方で、満たすべきセキュリティレベルが高くな
ればなるほど、必要となる運用コスト、ハード・ソフトを
含むシステムコストが大きくなることが考えられる。求め
られるセキュリティのレベルにあわせた認証・公証の仕組
みを構築するためには、まず前提とする取引の規模、トラ
ブル時に保証するべき賠償等について充分な検討を加える
ことが必要である。

15.1.2.315.1.2.315.1.2.315.1.2.3    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ののののたたたためめめめののののＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ
(1) ネットワークの多様性
貿易金融業務には、多種多様な業種や組織が関係してお

り、業種や組織内の専用ネットワークやLANが利用される
こともあれば、業種間や組織間、比較的小規模の組織にお
いて、ネットワーク同士を結ぶインターネットやその上の
プロバイダサービスなどが利用されることも考えられる。
結果として、多様なネットワーク構造や非限定の多数の参
加者に対応可能な仕組みが求められる。
(2) 利用環境の多様性
多様な環境からサービスを利用できると同時に、利用の

簡便性とインタフェースの共通化が望まれる。また、小規
模組織の利用も考慮して流通ソフトウェアなどへの対応も
期待される。

15.1.2.415.1.2.415.1.2.415.1.2.4    実実実実現現現現すすすすべべべべきききき認認認認証証証証機機機機構構構構
業界やEDIの特性や要件を考慮し、認証機構には以下の

点が必要と考えられる。
(1) 高度な認証セキュリティ機構
大規模・広範囲なネットワーク上における多様な参加者

の認証のためには、認証のための専用機構によって高度の
セキュリティ基準のもとで、正確な認証機能が提供される
ことが望まれる。
(2) 柔軟な構造
地域や国、組織やネットワーク環境、また、扱う対象や

金額によって、相手の認証方式や信頼性、ポリシーなども
異なるのが現実的である。認証モデルとしては、複数の認
証機関間で多様な実現の形態が考えられ、利用者に唯一の
認証方式や形態を押し付けるのではなく、選択可能とする
ことが望まれる。
(3) 従来制度との親和性
貿易金融業務では、各種書類や証券を利用してきており、

業務手続きの電子化に当たっては、それらの書類やその利
用に関する制度との関連性につき充分に検討することが求
められる。
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15.1.315.1.315.1.315.1.3    公公公公証証証証のののの目目目目的的的的
15.1.3.115.1.3.115.1.3.115.1.3.1    公公公公証証証証ととととはははは何何何何かかかか
公証とは、対象とする文書の真正性や、確かに取引が発

生していることを証明することである。通常、文書や取引
発生等の情報が生成された時刻や送信者等の情報を含んだ
形で、登録機関（公証局）の署名を施してその正しさを検
証可能とする。

15.1.3.215.1.3.215.1.3.215.1.3.2    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融業業業業務務務務のののの要要要要件件件件
貿易金融業務では、各種取引文書や証券に関して、その原本、

謄本、抄本、正本、写し等の厳密な管理を要求されている。ま
た、取引終了後、経理／税務上や法律上、各種関係書類の保存
が必要な場合がある。更に、トラブル防止のための証拠として、
取引に関する記録が必要になる場合があり、真正性を証明でき
る形態で保管することが望まれる。

15.1.3.315.1.3.315.1.3.315.1.3.3    実実実実現現現現すすすすべべべべきききき公公公公証証証証機機機機構構構構
公証をする機構としては、ネットワーク上の商取引にお

ける電子的交流の安全性を確保すること、および証拠力を
高めることにより紛争の防止、発生時の有効な解決手段と
することが必要となる27。
貿易金融業務のように、高額の資金移動が伴う場合にお

いては、高度のセキュリティを要求されるため、登録機関
（公証局）において、認証機関による認証を受けたうえで、
上記機構を実現することが考えられる。

15.1.3.415.1.3.415.1.3.415.1.3.4    機機機機能能能能・・・・運運運運用用用用要要要要件件件件
(1) 認証の機能と運用要件
認証においては、認証機関が利用者から充分に信頼を得

られることが前提となる。そのために必要な機能や機構、
運用方式について、基礎的な枠組が提案されている28 29。
即ち、利用者の審査／登録、認証書の発行、認証書の管

理のための、登録局、認証機関（狭義）、リポジトリとい
ったシステム機構と、機能の在り方やその際の通信プロト
コルが規定されている。また、鍵の生成／管理／廃棄、認
証書の発行／配布／廃棄、物理的／論理的／人的なセキュ
リティなどの運用手順や基準等も規定されている。システ
ムの実現に際しては、この基礎的な枠組を参考として、対
象の規模や用途に合わせて構造やセキュリティ基準を設定
することが考えられる。

15.1.3.515.1.3.515.1.3.515.1.3.5    公公公公証証証証のののの機機機機能能能能とととと運運運運用用用用要要要要件件件件
公証についても、基本的な機能と運用要件の基礎的な枠

組が提案されている。
この中で提案されている基礎的な枠組みを参考として、

証券の保存や真正性の管理、安全な管理機構と運用方式に
関する基準を検討することが考えられる。

15.215.215.215.2    取取取取引引引引モモモモデデデデルルルルににににおおおおけけけけるるるる認認認認証証証証・・・・公公公公証証証証
貿易金融取引においては、取引者本人の同一性の確認（証

                                                     
27：ECOM認証局運用ガイドライン
28：ECOM電子公証システムガイドライン
29：RFC2459  Internet  X.509.  Pubiic key Infrastructure
Certificate and CRL Profile

明）を実現する認証と、証拠としてのデータ（情報）の完
全性を証明できる形態で保管する公証とが重要である。貿
易金融取引では多くの参加者と取引形態があるが、ここで
は、業務モデル要件書で分析されている二者間業務モデル
をベースとして、認証・公証要件を整理する。
従来の紙ベースの場合においては、取引の安全・信頼性

を確保するために、発行者および承認者の間で署名捺印が
用いられている。より強固な認証が必要な場合においては、
予め発行者や承認者が自分の使用する署名捺印を公的機関
に登録しておき、使用する際にはその公的機関から発行し
てもらった認証書を添付するという方法がとられている。
公証については、原本保証の考えに基づいて、偽造されに
くい用紙を使用し取引参加者がその真贋を容易に判別でき
るようにされている。
認証・公証の視点でとらえた実際の貿易金融取引モデル

に関する要件を以下にまとめる。

15.2.115.2.115.2.115.2.1    取取取取引引引引モモモモデデデデルルルルのののの分分分分析析析析にににによよよよるるるる要要要要件件件件抽抽抽抽出出出出
貿易金融取引モデルより、認証・公証の要件を抽出する。

(1) 荷主―銀行間電子化対象ドキュメント
対象取引として、業務モデル要件書で定義されたB/Lベ

ースのL/C決済とD/P決済をモデル化する。認証・公証の
対象となるドキュメントを以下に示す。
・信用状 (Letter of Credit:L/C)
・買取申込書 (Application for Negotiation)
・取立申込書 (Application for Collection)
・船荷証券 (Bill of Lading:B/L)
・インボイス (Invoice:I/V)
・パッキングリスト (Packing List:P/L)
・保険証券 (Insurance Policy:I/P)
・原産地証明 (Certificate of Origin:C/O)
・サーティフィケート (Certificate)
・カバーレター付き買取書類（銀行－銀行間）
決済方法により使用されるドキュメントは異なる。
・L/C 決済：L/C,買取申込書 , B/L, I/V, P/L, I/P,

Certificate, C/O
・D/P決済：取立申込書, B/L, I/V, P/L, I/P, Certificate,

C/O
(2) 荷主―保険間電子化対象ドキュメント
対象取引として、業務モデル要件書で定義された個別予

定保険に基づく契約と包括予定保険に基づく契約をモデル
化する。認証公証の対象となるドキュメントを以下に示す。
・個別予定保険申込書 (Application for Provisional

Insurance)
・Cover Note
・包括予定保険申込書 (Application for Insurance

Open Policy)
・包括予定保険証券  (Open Policy of Insurance

Policy:O/P)
・確定通知書 (Application for Marine Insurance)
・保険証券 (Marine Insurance Policy:I/P)
・保険承認状 (Certificate of Marine Insurance)
・保険料請求書 (Debit Note:D/N)
・保険料明細書 (Statement of Premium Due:S/P)
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保険契約の種別によって使用されるドキュメントは以下
のようになる。
・個別予定保険に基づく契約
個別予定保険申込書、Cover Note、確定通知書、保険
証券（I/P）、保険承認状、Debit Note
・包括予定保険に基づく契約
包括予定保険申込書、包括予定保険証券（O/P）、確定
通知書、保険証券（I/P）、保険承認状、Debit Note荷
主－保険間業務モデルにおいては、ドキュメントは保
険証券と保険料明細書を除き荷主と保険会社の二者間
で流通する。
保険証券については通常約款が記載または添付されてい

る。内容は個々の契約毎に全て異なるわけではなく、基本
部分はほぼ同じで契約毎に異なる部分が存在するのみであ
るため、電子データとして基本契約の約款は、Webサイト
等に共用の約款情報をおきその約款番号のみを流通させま
た常に参照できることの考慮が必要である。
保険料明細書は輸入通関の時に必要になる書類で、現行

では通関の際、紙に印刷した有効な書類が必要である。電
子データと紙との同一性を含め、今後運用に関する合意を
取る必要がある。
その他課題としては、荷主による保険申込書の訂正処理

（紙の時は訂正印で実施）や、クレーム処理の際のドキュ
メントの扱いなどがある。
(3) 荷主―運輸間対象ドキュメント
対象取引として、業務モデル要件書で定義された海上輸

送と航空輸送のそれぞれ直送と混載を選定する。電子化さ
れ認証・公証の対象とするドキュメントは以下のものとす

る。
・船荷証券 (Bill of Lading:B/L)
・航空貨物運送状 (Air Waybill:AWB)
・インボイス (Invoice:I/V)
・パッキングリスト (Packing List:P/L)
・船積み指図書 (Shipping Instruction:S/I)
・上屋貨物受取証 (Dock Receipt:D/R)
・輸出申告書 (Export Declaration:E/D)
・輸入申告書 (Import Declaration:I/D)
・着船通知書 (Arrival Notice:A/N）
・原産地証明 (Certificate of Origin:C/O）
・海上運送状 (Sea Way Bill:SWB)
以上の業務モデルから電子化対象書類とその公証要件を

「表4-1　電子化対象書類一覧」にまとめる。

15.2.215.2.215.2.215.2.2    認認認認証証証証要要要要件件件件
ここで認証とは、「人の同一性を証明すること」、即ち

「人の真正性（本物であること）の確認をすること」であ
る。認証機関運営主体としては公的機関、私企業、会員企
業、商工会議所等さまざまな主体が考えられ、利用者が自
由に選択できることが望ましい。
実際の貿易取引者間の認証方式（詳細は、「16.1　認証

機関と認証方式」を参照）については、
①　全ての当事者が共通の1つの認証機関を利用する
方式

②　各々の当事者が既に参加している認証機関を相互
に認め合う方式

とが考えられる。

表表表表 4444----1111　　　　電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類一一一一覧覧覧覧

全体業務モデル
海上 航空

個別業務モデル 書類特性
書類

輸出 輸入 輸出 輸入 荷－銀 荷－保 荷－運 発行者 流通性 権限移転 署名捺印

備　　考

L/C ○ ○ ○ 銀行 二者間 なし 必要
買取依頼書 ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし 必要
取立依頼書 ○ ○ ○ 二者間 なし 必要
P/L ○ ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間以上 なし 必要
I/V ○ ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間以上 なし 略可
個別予定保険申込書 ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし
Cever Note ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要
確定通知書 ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし
I/P ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保険会社 二者間以上 なし 必要 約款の扱い。原本1枚以上。保険受領時の裏書・本人確認
保険承認状 ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要 保険承認状はI/Pの簡略書式
Debit　Note ○ ○ ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要 輸入通関時に必要
包括予定保険申込書 ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし 必要
包括予定保険証券 ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要
S/I ○ ○ 荷主 二者間 なし
D/R ○ ○ 荷主 二者間 なし なし 海貨業者が代行
B/L ○ ○ ○ ○ 船会社 二者間以上 あり 必要 裏書あり。約款の扱い。1/Vとの整合性チェックの要件あり
AWB(MAWB) ○ ○ 航空会社 二者間以上 なし 記名式
HAWB ○ ○ 二者間以上 なし なし
E/D ○ ○ 輸出者 二者間 海貨業者が代行
I/D ○ ○ 輸入者 二者間 海貨業者が代行
請求支払情報 ○ 二者間
A/N ○ 船会社 二者間 なし 宛先管理の問題あり
SWB ○ ○ 船会社 二者間以上 なし B/Lとの帳票の流れの違いに着目
Certificate ○ ○ ○ ○ △ 二者間以上 必要 書類形式の任意性が高い。対象は未定
B/E △
C/O ○ ○ ○ ○ △ 商工会議所 二者間以上 なし 必要

○：電子化対象　△：検討中
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15.2.315.2.315.2.315.2.3    公公公公証証証証要要要要件件件件
電子公証とは、ネットワーク上の商取引等における電子

的交流の安全・信頼性を確保する仕組みにおける一構成要
素として位置づけられ、その中で「誰が誰と、何を、何時
電子的交流を行ったかを証明する仕組み」である。但し「誰
が」、「誰と」は認証機能を包含している。電子公証のモ
デルを考えるに当たっては、実社会における公証役場のよ
うに公的な第三者機関により集中して運営される仕組みが
もっとも考えやすい。しかし貿易金融の取引においては、
契約は貿易取引者間で行われるものであり、必ずしも公的
な第三者機関による公証にとらわれる必要はない。証明す
るという行為を、一定レベルの機能を用いることで、貿易
取引者間の証拠能力につき合意しておくと共に、広く社会
的認知を得ることが必要である。貿易金融取引におけるド
キュメントの公証の基本機能要件を以下に示す。
・電子データの保存方式
・送信者特定
・到達確認
・改ざん検知
・時刻付与
・プロセス記録
・アクセス記録
ドキュメントの特性により、以下の機能も必要となる。
・真正性の管理（法制度や運用条件にもとづいた真正性
の証明のための要件に準じた管理が可能）
・権原情報移転管理（権原証券に対する権原情報移転を
管理する）
更に登録機関（公証局）の付加要件としては、取引情報

の公開（トラブル事例の公開等）、取引所の運営（会員に
対し補償金を拠出させる）、監査サービスなどが考えられ
る。
これらの機能を実現するためには、利用者と登録機関（公

証局）間のサービス利用のためのプロトコルの検討が別途
必要と考えられる。
想定する公証の形態は、貿易取引者間または第三者に対

する証拠としての電子データをどこに保管し、どのように
アクセスするかによって幾つかのパターンが考えられる
（詳細は、「17.1　登録機関（公証局）と公証方式」を参
照）。｢運用ガイドライン｣では、トレードチェーンの各当
事者が共通の 1 つの登録機関（公証局）を利用する方式を
前提と考えている。その場合、ドキュメントを誰が管理す
るかによって、以下の２つの形態に分かれる。
①　ドキュメント管理を登録機関（公証局）に委託する
形態

②　ドキュメント管理を各々の当事者自ら行う形態

15.315.315.315.3    参参参参加加加加者者者者のののの認認認認証証証証
認証は、認証機関と呼ばれる公的機関あるいは民間の

TTP(Trusted Third Party)などが、電子認証書を発行する
ことによって取引の当事者の真正性を証明する。証明書発
行処理は現状の技術水準では公開鍵暗号方式をベースとし、
利用者の名前等の情報と公開鍵情報を含んだメッセージ
（認証書）に認証機関が電子署名を行うことにより、それ
らの情報が真正なものであることを証明する。貿易取引に
関係する企業がネットワーク上で商取引を行う際に、商取

引のメッセージにこの認証書を添付することにより、お互
いを正しい相手先として確認することが可能となる。この
ような認証機関の認証機能により、最終的には電子書類に
アクセスする企業を限定し、ネットワーク上の商取引にお
ける安全性を高めることが出来る。

15.3.115.3.115.3.115.3.1    参参参参加加加加者者者者とととと認認認認証証証証形形形形態態態態
貿易業務には輸出入業者、運輸業者、銀行等の金融機関、

損害保険会社等の多様な企業が関わっている。貿易金融
EDI においては、これらの企業あるいは企業に所属する個
人を適宜認証する仕組みが重要である。
従来のEDIでは、特定の信頼の置ける企業間での取引の

電子化が主であり、取引における認証対象も限定されたも
のであった。本ガイドラインで述べられる貿易金融EDIで
は、不特定多数の企業間の商取引も対象としており、取引
に関わる企業の存在や信頼性を確認することがより重要で
ある。
本節では貿易金融EDIにおける認証を、企業認証、会員

企業認証、企業内個人認証の３つに分け以下に記述する。
企業認証は不特定多数の企業を対象とし、会員企業認証

は特定多数企業を対象とする。企業内個人認証は企業に所
属する個人を対象とする。
①　企業認証では、ネットワーク上の商取引において、
商取引に不特定多数の企業が関連する場合、その企業
が実際に存在しているかどうかを証明するために必
要となる。

②　会員企業認証では会員となる特定の企業が実際に
存在すること、かつ参加のための資格審査の機能が必
要となる。

③　企業内個人認証では会員企業に属する個人が実際
にその企業に存在することを証明し、個人が業務権限
を有するかを証明する。

これら企業認証、会員企業認証、企業内個人認証は、貿
易業務の関係者を正しく認証し、安全なネットワーク上の
商取引を実現するために適宜必要となる。

15.3.215.3.215.3.215.3.2    企企企企業業業業認認認認証証証証
(1) 商業登記制度に基づく企業認証
貿易金融EDIにおける企業認証は、取引企業が実際に存

在しているかを電子的手段を用いて証明することである。
日本においては商業登記制度上はすべての会社が商業登記
簿に記載されることになっており、企業が実際に存在して
いるかどうかの確認を、商業登記簿を利用して確認する方
法が考えられる。この場合、商業登記制度は企業の存在確
認のみに利用される。
(2) 認証モデル
商業登記制度を基本とした企業の存在確認を行う場合は、

基本形態としては、全ての当事者が共通の 1 つの認証機関
を利用する方式が考えられる。また商業登記制度を利用す
る場合は、認証機関としては公的な認証機関であるか、あ
るいは民間の認証機関が商業登記情報を得て運営するかの
２通りの方法が考えられる。民間の認証機関で運営される
場合は各々の当事者が既に参加している認証機関を相互に
認め合う方式も考えられるが、その場合は特に商業登記制
度（法的効力を裏づけとして代表権限を公示するもの）と
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円滑にデータ交換を行える仕組みが必要である。
(3) 認証サービス
公開鍵暗号方式を活用して認証機関(CA)として、本人確

認等の証明サービスを提供している民間の認証サービス機
関のサービスも存在している。
(4) 企業認証のレベル
企業間の電子的な取引をオープンなインターネット環境

で行う場合、成りすましを防止するための相手企業の認証
が必要となる。しかし取引における脅威や不安の大きさは、
その取引形態（継続的取引を前提とするか、前提としない
か）、取引プロセス（取引企業の特定まで、取引企業の特
定以降）、取引対象（生産財／消費財、物財／情報財、開
発品／標準品等）、取引金額の大小により異なる。このた
め、企業認証のレベルは一律でなく個々の取引形態に応じ
た検討が必要である。

15.3.315.3.315.3.315.3.3    会会会会員員員員企企企企業業業業認認認認証証証証
貿易においては、継続的な取引関係にない海外市場の相

手先との取引が生じることもあり、「15.3.2　企業認証」で
記述したような、取引企業が実際に存在しているかを証明
する企業認証のみでは不充分と考える場合においては、会
員企業認証を利用することが考えられる。この場合、会員
企業認証を用いず、企業認証のみで取引を行うことも、利
用者の選択肢として可能としておくことが妥当と考えられ
る。
(1) 会員企業の審査
会員企業の認証を行う場合、その会員企業に対する認証

機関がその役割を担う。認証機関では、認証書の発行に先
立ち、会員となる企業が参加が可能であるかの審査を行う。
審査においては、信頼できる機関・組織・人による証明

を取りつけること、あるいは確認済みの情報と一致してい
ることを照査すること、複数の情報源を利用することなど
により、客観的な信頼性を高めることができる30。
会員企業の審査の運用に際しては、審査基準の適宜見直

しおよび一度審査され会員となった企業の定期的な審査チ
ェックが必要である。
なお、認証機関は審査基準を設けるとしても、過度な審

査基準を設定することは、独禁法との関係から回避するこ
とが望ましいと考えられる。また、ここで記述している審
査は与信とは区別されるべきであり、本来的に取引相手に
対する与信は当事者の問題であり、当事者に帰すべき責任
の範囲と考える方が妥当である。
(2) 認証モデル
全ての当事者が共通の1つの認証機関を利用する方式の

場合は、例えば認証機関（CA）を一つ設け、登録局（RA）
を複数置いて審査することも考えられる。各々の当事者が
既に参加している認証機関を相互に認め合う方式の場合は、
それぞれの認証機関で審査を行うことになり、それぞれで
審査レベルが異なる場合があるので、認証機関間において
相互に認証する場合、双方の審査レベルの整合性を保つ等
についても検討が必要となる。

                                                     
30：ECOM認証局運用ガイドライン

15.3.415.3.415.3.415.3.4    企企企企業業業業内内内内個個個個人人人人認認認認証証証証
(1) 企業内個人認証の必要性
認証・公証の目的は、ネットワーク上の商取引における

電子的交流の安全信頼性を確保することにある。この目的
に照らし合わせれば、取引に関わる企業本体の認証だけで
なく、企業に所属する個人の認証も検討する必要がある。
すなわち、取引に関わる会員企業の内部で、個人が実際に
存在し業務権限を有しているかどうかを証明することは、
電子的交流の安全信頼性を確保するために重要である。
(2) 認証方法
企業内個人認証では、各認証機関が認証対象となる個人

の所属部署、役職、担当業務の種類等によって業務権限を
与えるなどの個人認証の仕組みが必要と考えられる。
(3) 認証モデル
認証モデルは、各企業毎あるいは企業グループ毎に認証

機関を設置するモデルが基本である。企業内個人認証の場
合は企業（グループ）毎の認証機関がそれぞれ独自の審査
基準で認証し管理することとなり、相互認証ほかの方法に
よって双方のポリシー等の整合性を保つ仕組みを検討する
ことも考えられる。
(4) 認証機関
また異なる認証機関相互の信頼性を高めるためには、各

企業（グループ）内の認証機関が企業内個人に対して独立
性を保つことが重要である。そして認証機関を運用する部
門に対して定期的な監査が行われることが望ましい。

15.415.415.415.4    対対対対象象象象書書書書類類類類のののの公公公公証証証証要要要要件件件件
15.4.115.4.115.4.115.4.1    対対対対象象象象書書書書類類類類のののの分分分分類類類類
貿易金融取引において使用されるドキュメントのうち、

本ガイドラインで検討しているドキュメントは「表4-1　電
子化対象書類一覧」に示したが、運用の観点からは以下の
性質を持っている。
・裏書きにより権原情報移転が発生するもの
・第三者の内容証明を要するもの
・文書送付先の受領確認を要するもの
・署名、捺印を要するもの
また、ドキュメントの真正性の証明についても重要な課

題である。ドキュメントの真正性を証明するための要件と
して、下記の事項があげられる。
・ドキュメントが登録時に存在したこと
・ドキュメントが必要な期間、登録時から情報が改ざんされな
い状態で保管されていること

ドキュメントの中では、有価証券性がある権原証券は特
に重要である。公証要件については権原証券とそれ以外に
ついて述べるものとする。

15.4.215.4.215.4.215.4.2    権権権権原原原原証証証証券券券券のののの公公公公証証証証要要要要件件件件
貿易で使用される書類には権原証券として扱われる書類

がある。取引モデルで対象とした書類では、船荷証券(B/L)
がこれにあたる。現状の紙のB/Lは次の特徴を持っている。

・証券を所有している人が権利を有する
・書類の写しでは効力がない
・再発行は行われない
・所有者が証券に記載されている
・権原が移転された場合証券の裏面に履歴が記載され
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る
・二重権原移転ができない
・用紙として偽造されにくい専用の用紙を使用してい
る

・添付書類とともに流通している
電子式船荷証券がB/Lと同等の効力を持つには、“安全”

かつ“確実”に受け渡され、管理されていることが必要で
ある。そのためには以下の機能が必要である。

・権原情報移転が確実、タイムリーに行われる（改ざ
ん検知、否認防止含む）

・証券が真正なものであることを証明できる
・授受が間違いなく行われたことが証明される
・差出人が本人であることが証明される
・権原情報移転成立時のタイムスタンプを取得できる
・二重権原移転ができない。

上記の機能を満たす電子的な公証を実現するには、登録
機関（公証局）に以下の機能が必要になる。

・取引履歴とアクセス履歴を確実に把握できること
・裏書が追加された場合、最新の書類の内容がわかっ
ていること

・所有者情報をつかんでいること

・添付書類を含めて公証されていること

15.4.315.4.315.4.315.4.3    権権権権原原原原証証証証券券券券以以以以外外外外のののの公公公公証証証証要要要要件件件件
貿易金融取引で使用される書類は、権原証券以外にも各

種の書類を使用する。公証の視点からはここではその書類
の公証要件を列挙する。
流通段階で、承認の署名捺印をしたり加筆等を行わず発

行された書類がそのまま流通するものがある。その場合、
到達確認（時刻の証明を含む）と内容の改ざんがないかを
検知できればよい。
流通の過程で承認の署名捺印等書類に書き込みを行う書

類は、権原の管理を除き権原証券と同等な機能を必要とす
る。
複数の書類を一括りに纏めた上で１つの書類として扱い

公証する機能が必要である。個々のドキュメントについて
個別には公証しない。
原本、謄本、抄本、正本、写しの各書類の持つ特性を電

子的に実現する。電子データは複製が容易であるため登録
機関（公証局）においてそのドキュメントの持つ効力を公
証しなければならない。

16161616    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融EDEDEDEDIIIIににににおおおおけけけけるるるる認認認認証証証証方方方方式式式式

オープンなネットワークにおいて、貿易金融業務 EDI
化の安全性を確保するためには、成りすまし、盗聴、デー
タの改ざん、および否認を防止する必要がある。セキュア
なメッセージ交換を実現し、安全かつ確実に電子取引が行
われているための方式として、認証機関発行の認証書、お
よび電子署名といった認証技術が必要となる。

16.116.116.116.1    認認認認証証証証機機機機関関関関とととと認認認認証証証証方方方方式式式式
16.1.116.1.116.1.116.1.1    認認認認証証証証機機機機関関関関のののの機機機機能能能能
認証機関の機能は大きく分けると以下が必要と考える。

(1) 認証書発行、認証機関の秘密鍵管理等
参加会員の審査後、発行許可指示のもと、認証書を作成

し、発行する。
認証書に認証機関電子署名を付加するための認証機関

秘密鍵の管理および、認証機関秘密鍵の保管等を行う。
(2) 参加会員の登録、審査
被認証者からの認証書取得要求に対し､申請内容を事前

の登録情報をもとに審査し発行可否を決定する。
認証書の発行対象は、企業に対する認証書のほか、会員

企業、企業内個人それぞれに対する認証書発行も検討する
必要がある。
①　会員企業の認証：参加会員企業への入会審査
② 企業内個人の認証：会員企業内個人の存在（必要に
応じて業務権限の設定）

16.1.216.1.216.1.216.1.2    認認認認証証証証機機機機関関関関運運運運営営営営主主主主体体体体
貿易金融 EDIにおける認証機関運営主体としては、公

的機関と私的機関による運営が考えられる。私的機関によ
る運営の場合、
①　参加する会員相互が共同責任の形で運営する会員
組合形態

②　第三者（いわゆる TTP31）に運営を委託する形態
とが考えられる。

16.1.316.1.316.1.316.1.3    認認認認証証証証機機機機関関関関のののの構構構構造造造造
認証機関の構造は認証機関間の相互運用性を考慮する

必要がある。
貿易金融業務では、複数の貿易金融EDI間での取引（海

外とのクロスボーダ取引等）も考えられ、単一の認証機関
だけで、取引全体をカバーできないこともあるため、認証
機関間での相互運用性の検討が必要である。
(1) 考えられるモデル例
本ガイドラインは、想定するモデルを限定的に絞り込む

ものではない。考えられるモデル例としては、概ね以下に
記述されるようなものがあり得る。
① パターン１
当事者間で、別々の認証機関の認証書を用いて取引

することを合意。
② パターン２
当事者が、それぞれ複数の認証書を使い分けて取引。

③ パターン３
認証機関間で相互認証することで、別々の認証機関

の認証書を用いて取引することを合意。
④ パターン４
ルート認証機関を共通とすることで、取引すること

を合意。
なお、以下で記述する各パターンを示す図において、メ

ッセージの授受を、登録機関（公証局）を通して行うか、
企業間で直接行うかについては、いずれもあり得ると考え

                                                     
31：TTP（Trusted Third Party）参加者会員が依頼するとみな
した中立的な第三者運営機関
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るため、ここでは特に限定するものではない。

①　パターン１
当事者間で、別々の認証書を用いて取引することを

合意。例を｢図4-1　認証モデル パターン１｣に示す。

当事者間において、相互に
・利用する認証機関の通知および責任保証（注）

・通知および責任保証に対する同意
を取り交わすことで、別々の認証機関であっても
取引することに合意する
（注）その認証機関の発行する公開鍵証明を利用した検

証によって、データ・メッセージの作成者が自
己であることを信頼して良いということの責任
保証

(*2)　認証機関Ｘが企業Ａに発行した認証書
(*3)　認証機関Ｙが企業Ｂに発行した認証書

図図図図    4444----1111　　　　認認認認証証証証モモモモデデデデルルルル    パパパパタタタターーーーンンンン１１１１

②　パターン２
当事者が、それぞれ複数の認証書を使い分けて取引。

例を｢図 4-2　認証モデル パターン２｣に示す。

（＊４）　認証機関Yが企業Cに発行した認証書

図図図図 4444----2222　　　　認認認認証証証証モモモモデデデデルルルル    パパパパタタタターーーーンンンン２２２２

③　パターン３
認証機関間で相互認証することで、別々の認証機関

の認証書を用いて取引することを合意。例を｢図4-3　認
証モデル パターン３｣に示す。

認証機関間において、相互に認証し合う（認証
ポリシーの合意）ことによって、別々の認証機
関であっても合意する

図図図図 4444----3333　　　　認認認認証証証証モモモモデデデデルルルル    パパパパタタタターーーーンンンン３３３３

④　パターン４
ルート認証機関を共通とすることで、取引すること

を合意。例を｢図4-4　認証モデル パターン４｣に示す。

図図図図 4444----4444　　　　認認認認証証証証モモモモデデデデルルルル    パパパパタタタターーーーンンンン４４４４

(2) 認証書取得方法
パターン１「図 4-1　認証モデルパターン 1」やパター

ン３｢図 4-3　認証モデル パターン３｣の例で、事前に取引
当事者間合意が得られた場合、例えば｢図4-5　認証を第三
者から取得する方法｣に示すような第三者機関等（例えば
Web サイト）から取り寄せる方法、｢図 4-6　認証機関か
ら取り寄せる方法｣に示すような認証機関から取り寄せる
方法、｢図 4-7　当事者間で直接取り交わす方法｣に示すよ
うな当事者間で直接取り交わす方法が考えられる。

図図図図 4444----5555　　　　認認認認証証証証書書書書をををを第第第第三三三三者者者者かかかからららら取取取取得得得得すすすするるるる方方方方法法法法

図図図図 4444----6666　　　　認認認認証証証証機機機機関関関関かかかからららら取取取取りりりり寄寄寄寄せせせせるるるる方方方方法法法法

認証機関Ｘ 認証機関Ｙ

Ａ Ｂ相手認証機関
の認証書取得

認証書の登録

相手認証機関
の認証書取得

Ａ Ｂ

認証機関Ｘ 認証機関Ｙ

第三者機関　等

認証機関Ｘ 認証機関Ｙ

Ａ Ｂ

認証書BY認証書AX 認証書BX

Ｃ

認証書CY(＊4)

認証機関Ｘからの認証書を
交換して取引

認証機関Ｙからの認証書
を交換して取引

認証機関Ｒが、認証機関X、Yのルートとして共通
であるため、取引することに合意する

認証機関Ｘ，Ｙからの認証書を交換して取引

認証機関Ｘ 認証機関Ｙ

認証書BY(*3)
認証書AX(*2)

Ａ Ｂ

認証機関Ｘ，Ｙからの認証書を交換して取引

認証機関Ｘ

認証機関Ｘ、Ｙからの認証書を交換して取引

認証機関Ｘ 認証機関Ｙ

Ａ Ｂ

認証書BY認証書AX

認証ﾎﾟﾘｼｰの合意

認証機関Ｘ 認証機関Y

認証書BY認証書AX

Ａ Ｂ

認証機関R
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図図図図 4444----7777　　　　当当当当事事事事者者者者間間間間でででで直直直直接接接接取取取取りりりり交交交交わわわわすすすす方方方方法法法法

(3) 各パターンの考慮点
パターン１「図4-1　認証モデル パターン１」の例は、

貿易金融 EDI において必要とされる真正性確認・完全性
確認・秘匿性確保についてのセキュリティ・レベルやコス
トに応じた資格要件について（貿易参加者の）合意があれ
ば、それぞれの貿易当事者が自己の利用する認証機関を指
定し、かつ取引の相手方に対して、その認証機関の行う認
証サービスを信頼して差し支えない旨を表示するという
認証機関の利用形態である。この形態は、取引当事者間に
おける信頼の枠組みの提供であり、認証機関相互の「相互
認証」がなくても実現できる利用形態と言える。
パターン２の例｢図4-2　認証モデル パターン2｣は、企

業Ｂが認証機関Ｘから発行された認証書と、認証機関Ｙか
ら発行された認証書を使い分けることを示す。
即ち、企業Ｂからみた場合、取引相手が企業Ａであるか

企業Ｃであるかによって、それぞれ認証機関Ｘから取得し
た認証書BXと、認証機関Ｙから取得した認証書BYを、
別々に用いることとなる。
パターン２の場合、パターン１と違って企業Ｂが２種類の

認証書を用いる必要が生じる点でハンドリングの煩雑さを伴
う。パターン１と比べ利便性の面では問題があると言えるが、
反面技術的な問題を含まないと考えられる。
パターン３の例｢図4-3　認証モデル パターン3｣は、認

証機関Ｘ，Ｙの間において、認証ポリシーに関する合意が
されていて、相互認証関係が確立していることを前提とす
るものである。パターン１同様、企業Ｂが、複数の認証書
を使い分ける手間は発生しないが、反面各当事者が利用し
ている認証機関の間で、事前に合意が形成されているとい
う実務上の課題がある。
パターン４の例「図4-4　認証モデル パターン4」は、

各企業の用いている認証機関のルート認証機関の一元化
（認証機関の体系を一本化する）がなされるケースである。
ルートを一元化する方法の場合、企業Ａは、企業Ａ自身の
認証書取得時に、認証機関Ｘ認証書、認証機関Ｒ認証書を
合わせて取得する（認証書のチェーン）。企業Ｂも同様に、
企業Ｂ認証書取得時に、上位RAの認証書を合わせて取得
する。企業Ａ、Ｂが電子取引を行う時、お互いの認証書、
およびチェーンされた上位認証機関の認証書を交換し、お
互いを認証し合うが、この時、認証書発行元である認証機
関が信頼できる認証機関かは、認証機関認証書をチェック
することで検証する。相手のルート認証機関が自分自身の
ルート認証機関と同一であれば、相手の認証書は、信頼で
きる正しい認証書であることが分かる。
考慮点としては、ルート認証機関の設立が必要である。

またお互いの認証ポリシーの統一が必要であり具体的に
は、認証ポリシー（審査レベル）、認証機関セキュリティ
ポリシーなどの統一が必要である。

アメリカ合衆国の諸州や、ヨーロッパ、アジアの諸国の
一部においては、電子署名に関する法制度化を実施してい
る地域もあり、これらの諸動向を見ると、認証機関が全世
界に一つしかないという状況（「ルート」が１つの階層型
認証機関システム）は、極めて考えにくい状況となってき
ている。
パターン３、４については、既に幾つかの地域・国におい

て、異なるポリシーの認証機関が立ちあがっており、実務的
には成立が難しい状況であり、本ガイドラインにおいては、
パターン１および２を前提に考えることとする。
・パターン１：当事者間で、別々の認証機関の認証書

を用いて取引することを合意
・パターン２：当事者が、それぞれ複数の認証書を使

い分けて取引

16.1.416.1.416.1.416.1.4    セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィポポポポリリリリシシシシーーーー
認証機関が発行・管理する認証書は、物理的に離れたと

ころにいる相手を電子的に確認し、かつ、相手から受取っ
た電文が正当なものであるかどうかを検証するための手
段として、多くの情報システムのセキュリティ基盤として
幅広く利用されている。認証機関で発行する認証書は、認
証機関の秘密鍵によって、電子署名されており、認証機関
のセキュリティ、特に認証機関秘密鍵の管理は非常に重要
となる。
したがって、認証機関自体の安全性、信頼性が脆弱であ

ると、例えば、認証機関秘密鍵が漏洩し、偽の認証書が出
回ったり、認証書発行ログ等の証拠データが勝手に改ざん
されるなどの不正が生じ、結果として貿易金融 EDI シス
テム全体が適正に運用できなくなる恐れがある。
このため、認証機関システムは、堅牢な建造物での運転、

外部からの不正侵入を防止するネットワーク・コンピュー
タ設備といった物理的安全性、およびオペレータ運用を中
心とした論理的安全性を十分確保し、また、運用に際して
は、あらかじめ決められた業務運用ポリシーやシステム運
用ポリシーに従って行うことが必要となる。また、これら
の認証機関運営ポリシーは、内容を吟味してセキュリティ
レベルの低下につながらない範囲で公開する必要がある。

16.1.4.116.1.4.116.1.4.116.1.4.1    施施施施設設設設的的的的セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ対対対対策策策策
施設的セキュリティ対策として、下記が考えられる。

(1) 建造物設備
自然災害や事故、犯罪等から認証機関システムを守る。

(2) 入退室管理設備
認証機関機器が設置される部屋への入退室を管理し、許

可されていない人や許可されていない方法での入室を禁
じる。
(3) 室内監視装置
認証機関機器が設置されている部屋をモニタで監視し、

業務運用者やシステム運用者の不正を防止する。
(4) ネットワーク設備
認証機関の運用に十分な容量のネットワークを施設す

るとともに、インターネットと接続する場合には当該箇所
にファイアウォールを設置して外部からの不正侵入を防
止する。
(5) コンピュータ設備

認証機関Ｘ 認証機関Ｙ

Ａ Ｂ

相手認証機関
の認証書取得
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認証機関の運用に十分なパワー・容量のコンピュータを
施設するとともに、定期的に各種データのバックアップを
とる。
(6) ハード暗号装置
認証機関の秘密情報（例えば公開鍵暗号の秘密鍵）が許

可なく外部へ漏れるのを防止する。

16.1.4.216.1.4.216.1.4.216.1.4.2    シシシシスススステテテテムムムム的的的的セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ対対対対策策策策
システム的セキュリティ対策として、下記が考えられる。

(1) 暗　号
認証機関で扱われる各種データが許可されていない人

に漏れることを防止する。
(2) 認　証
認証機関の業務運用者やシステム運用者を管理し、許可

されていない人や許可されていない方法での利用を禁じ
る。
(3) アクセス制御
各業務運用者やシステム運用者の処理権限を管理し、当

該者が許可されていない処理を行うことを防止する。また、
いくつかの処理については合議性操作を必須とし、処理権
限を持った複数の人が処理実行に同意した場合にのみ行
われるようにする。
(4) 暗号鍵管理
規定された手順にしたがって認証機関用の公開鍵・秘密

鍵を生成し、それらを複数個に分割してバックアップをと
る。それら分割した鍵は別々の場所で別々の人が保管する。
さらに、認証機関の秘密鍵が平文の形で外部へ漏れること
がないように管理するとともに、有効期限を設け、長期に
わたって同一の暗号鍵を使用しないようにする。
(5) 認証書管理
規定された手順に従って認証書の発行・失効処理を行う

とともに、バックアップをとる。また、有効期限を設ける。
(6) ログ管理
認証機関で行われるすべての処理についてログを取る

とともに、不正な変更（削除、修正）が加えられないよう
電子署名を付加するなどして、安全に保管する。

16.1.4.316.1.4.316.1.4.316.1.4.3    運運運運用用用用的的的的セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ対対対対策策策策
(1) 業務規約・システム運用規約の設定
認証機関の業務やシステム運用を明文化し、それらが守

られるように業務運用者やシステム運用者を管理する。
(2) セキュリティ監査
認証機関が業務規約やシステム運用規約に従って運用

されているかどうかを定期的に監査する。監査に当たって
は、自己監査、および適切な監査資格を持つ第三者による
監査を行うことが望ましい。
(3) 人事管理
業務運用者やシステム運用者を採用するに当たり適切

な人物審査を行うとともに、長期にわたり同種の業務に従
事しないよう人事管理を行う。

16.1.516.1.516.1.516.1.5    認認認認証証証証方方方方式式式式
16.1.5.116.1.5.116.1.5.116.1.5.1    認認認認証証証証ににににおおおおけけけけるるるるセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ要要要要件件件件
オープンネットワークにおいて、各企業間で電子取引を

行う上でのセキュリティ要件を以下に示す。

(1) 成りすまし防止（本人確認）
発信者が間違いなく発信者本人であって、他の何者かが

成りすましていないことを証明する。
(2) 通信データの改ざん検知
発信されたメッセージの内容に対する改ざん（故意また

は過失による書換え、消去）があった場合、これを検知す
る。
(3) 否認防止
発信されたメッセージが、間違いなく送信相手に対して

伝送されたことを確認する。
発信者が、発信したメッセージであることを確認する｡

16.1.5.216.1.5.216.1.5.216.1.5.2    セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ要要要要件件件件実実実実現現現現方方方方式式式式
セキュリティ要件を実現するために、認証機関発行の認

証書を用いたセキュア通信による実現が考えられる。
現状の技術水準では、例えば公開鍵基盤（PKI：Public

Key Infrastructure）に準拠した通信手段の採用が考えら
れる。
セキュリティ要件の実現方式を「表4-2　セキュリティ

要件実現方式」に示す。

表表表表 4444----2222　　　　セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ要要要要件件件件実実実実現現現現方方方方式式式式

項番 認証項目 実現方法

１ 成りすまし防止
(本人確認)

・本人認証書の検証
・発信者電子署名の検証

２ 通信データの改ざん検知・発信者電子署名の検証

３ 否認防止

・発信者の送信データの保存
・発信者電子署名の保存
・受信者の受信確認データの保存
・受信者電子署名の保存

16.216.216.216.2    鍵鍵鍵鍵のののの管管管管理理理理
16.2.116.2.116.2.116.2.1    認認認認証証証証機機機機関関関関鍵鍵鍵鍵のののの管管管管理理理理
16.2.1.116.2.1.116.2.1.116.2.1.1    鍵鍵鍵鍵のののの種種種種類類類類
鍵には、公開鍵暗号方式等による非対称鍵と対称鍵暗号

方式等による共通鍵がある。非対称鍵は、常に一つの鍵ペ
ア（秘密鍵；private keyと公開鍵；public key）として存
在する。

16.2.1.216.2.1.216.2.1.216.2.1.2    認認認認証証証証機機機機関関関関秘秘秘秘密密密密鍵鍵鍵鍵のののの管管管管理理理理
(1) 認証機関秘密鍵管理
認証機関秘密情報（公開鍵暗号の秘密鍵、運用ログ、認

証書発行ログなど）の外部漏洩、およびオペレータなどに
よる内部犯罪を防止するため、鍵の生成から使用時におけ
る認証書への電子署名といった暗号化、鍵の破棄までを一
環して専用に行う装置が必要であると考える。この要件を
満たすには、ハード暗号化装置で認証機関秘密鍵を生成し
利用することが望ましい。
ハード暗号化装置は、特定のソフトウェアの決められた

インターフェースでのみアクセスすることが可能であり、
不正アクセスを検出した場合には、ハード暗号化装置は物
理的損傷を発生させてサービス再開を不能にする（悪意の
第三者による偽りの認証書発行を不可にする）耐タンパー
性を有している。
(2) 合議制操作（Dual Control）
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認証機関機器が設置される部屋への入退室、コンピュー
タの操作は、内部不正を防ぐために複数人による合議制操
作を行うことが望ましい。
特に認証機関の鍵生成、および操作が伴う作業は、複数

人による合議制操作を行うことが望ましい。
(3) 認証機関鍵の分割保管（Split Knowledge）
認証機関秘密鍵をハード暗号化装置から取出す場合に

は、認証機関の秘密鍵を暗号化した後、複数個に分割し、
別々に保管することが望ましい。分割した複数個が集まら
なければ完全な鍵が復元できない仕組みとすることが望
ましく、同一組織の者だけで完全な鍵を再生することがで
きないように、会員代表メンバなどに分割して保管する。

16.2.1.316.2.1.316.2.1.316.2.1.3    鍵鍵鍵鍵ののののラララライイイイフフフフササササイイイイククククルルルル
鍵には、生成・利用・保管・バックアップコピー、アー

カイブ・破棄・消滅の状態がある。これらの状態を遷移さ
せる動作にバックアップ・リロード・ロード・アンロード、
アーカイビングがある。また、特別な場合として危殆化
(Compromise)がある。
以下に鍵のライフサイクルが変遷する場合の考慮すべ

き管理要件を示す。
①　認証機関に必要な鍵ペアをハード暗号化装置で生
成する。生成は認証機関のサービスの開始、および
現用鍵の有効期間終了、もしくは鍵の失効に伴って
行う。

②　認証機関は自身の鍵ペアを生成した後、引続き、鍵
のバックアップを行う。バックアップ後、そのまま
運転を続けるため、鍵はハード暗号化装置内に常駐
させる。また、障害からの回復時にはバックアップ
コピーした鍵からのリロードを行う。

③　認証機関は運転開始時に、自身の鍵を生成またはロ
ードし、運転終了時に、鍵をアンロードして保管す
る。

④　鍵は個々に定める有効期間が過ぎるか、秘密鍵が危
殆化したかその疑いがもたれた場合には使用を中止
し、新たな鍵に入れ替えた時点で破棄する。古い秘
密鍵については、CRLに登録し、アクセスできない
ようにガードをかける。秘密鍵あるいは共通鍵は、
入替えた時点で破棄する。
　公開鍵は、有効期間内に行われた署名の有効性確
認のためにアーカイビングする。この公開鍵はアー
カイブ期間が終了した段階で破棄する。

⑤　鍵ペアまたは共通鍵がすべて破棄され、関連する一
切の情報を抹消された段階でその鍵は消滅し、鍵のラ
イフサイクルが終了する。

16.2.216.2.216.2.216.2.2    利利利利用用用用者者者者のののの鍵鍵鍵鍵管管管管理理理理
(1) 保管方法
利用者の秘密鍵、認証書の保管方法としては、ハードデ

ィスク、FD、ICカードに保管する方法がある。しかし、
コピーをとることが困難であるという点において、セキュ
リティ確保の観点から考えると、ICカードに保管すること
が望ましい。
(2) 秘密鍵の生成と認証書の取得
利用者の秘密鍵の生成と認証書の取得方法は、各企業が

自ら秘密鍵を生成して認証書を取得する方法と、認証機関
が一括して各企業の秘密鍵を生成して、秘密鍵と認証書を、
例えば ICカードなどに入れて発行する方法がある。但し、
考慮点として、認証機関で一括して各企業の秘密鍵を生成
した場合には認証書を発行した後、直ちに各企業の秘密鍵
を認証機関から消去することが必要となる。
また、拡張サービスとして、キーリカバリーサービスを

検討する必要がある。但し、秘密鍵の保管媒体が壊れたな
どの、明らかに秘密鍵が復元できない場合にのみこのサー
ビスは有用であり、秘密鍵をなくしたなどの、秘密鍵が第
三者に使用される可能性がある場合には、この秘密鍵は失
効させなければならない。

16.316.316.316.3    認認認認証証証証書書書書のののの管管管管理理理理方方方方法法法法
16.3.116.3.116.3.116.3.1    認認認認証証証証書書書書のののの役役役役割割割割
認証書とは、第三者である認証機関によって、認証書に

掲載された被認証者名が確かに本人であること、および認
証書に記載された公開鍵の持ち主が、確かに本人であるこ
とを証明するためのものである。
認証書を電文と一緒に送ることにより、自分を相手に分

からせる役割と、自分の公開鍵を相手に送る役割を持って
いる。
認証書自体は、一般に公開するものであり、一部を除い

て暗号化はされていない。その代わり、認証機関の秘密鍵
で電子署名されているため、電子署名をチェックすること
で認証書の改ざん有無を判断することができる。また、受
け手は、認証書をチェックし確かに送信者本人であること
を確認する｡

16.3.216.3.216.3.216.3.2    認認認認証証証証書書書書ののののフフフフォォォォーーーーママママッッッットトトト
(1) フォーマット
今後、他の認証機関との相互接続を考えると国際標準に

準拠したフォーマットとすることが望ましい。認証書の内
容を「図4-8　認証書の内容」に示す。

図図図図 4444----8888　　　　認認認認証証証証書書書書のののの内内内内容容容容

国際標準としては ISO/IEC9594-8|ITU-TX.509 V3が
ある。
(2) 認証書の種類
認証書の種類を「図4-9　認証書の種類」に示す。

認証書の内容（概要）

バージョン番号

認証番号

認証書発行機関名

有効期限

被認証者名

被認証者の公開鍵

認証機関電子署名
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図図図図 4444----9999　　　　認認認認証証証証書書書書のののの種種種種類類類類

16.3.316.3.316.3.316.3.3    認認認認証証証証書書書書のののの管管管管理理理理要要要要件件件件
16.3.3.116.3.3.116.3.3.116.3.3.1    認認認認証証証証書書書書のののの発発発発行行行行
認証書の発行は、オンライン申請／発行、および個人ま

たは、企業で一括してオフライン申請し認証機関で、認証
書を作成した後、オンラインで取得あるいは、認証機関か
ら配布する形態がある。
(1) 保管媒体
認証書および秘密鍵を媒体に格納して管理する場合、

FD は安価であり、ほとんどすべてのパソコンで標準的に
使用可能であるが、その反面、記憶されているデータが簡
単にコピーできてしまうため、機密性の高い情報を格納し
ておくための媒体としてはあまり適していない。秘密鍵は、
現実の世界での社印（その企業の代表者印）に相当するも
のであり、第三者に知られることがないよう厳重に管理す
ることが必要なものである。そのようなデータをFDに格
納して管理する場合には、第三者に不正コピーされないよ
う十分注意することが必要である。秘密鍵をパスワード等
で暗号化した状態で格納するようにすることも考えられ
る（使用するときには正しいパスワードを入力しないと使
用できない）が、ICカードのように記憶されているデータ
を簡単に読取ることができないような媒体に格納するよ
うにしたほうが望ましい。参考に IC カードの種別や機能
的な特徴を「表4-3　ICカードの種類と機能」に示す。

表表表表 4444----3333　　　　ＩＩＩＩＣＣＣＣカカカカーーーードドドドのののの種種種種類類類類とととと機機機機能能能能

メモリカード CPUカード

共

通

・パスワードによる所有者確認および使用制限が可能
・記憶領域にデータを保管可能
・記憶領域を細分化し、各領域ごとにアクセス権限を設定可能。
・リーダ・ライタ装置を介してパソコンやワークステーション
などとデータのやり取りが可能

長

所

・比較的安価
・汎用カードが利用可能であ
り、システム開発時間が短い

・カード内に各種プログラム
（機能）を追加可能

・演算機能があるため、秘密
鍵をカード外部に出力せず
にカード内で電子署名を作
成可能（安全性高）

短

所

・カードに新規機能を追加する
ことが困難
・演算機能がないため、秘密鍵
をカード外部に出力して電子
署名を作成することが必要
（安全性低）

・メモリーカードよりも高価
（専用カードとなるため発
行枚数が少ないと価格が下
がらない）

(2) 一括発行サービス
各企業の公開鍵・秘密鍵のペア、およびその公開鍵に対

応した認証書を認証機関側で生成し、秘密鍵と認証書とを
媒体に格納して当該企業にオフラインで配布する。この方
式の場合、複数の企業で秘密鍵が重複することを避けるこ

とができるだけでなく、認証機関への認証書取得といった
手間が省けるといったメリットがある。将来に向けてでき
るだけ多くの企業に利用してもらう上で、このようなメリ
ットは大きな意味を持つものと考えられる（全ての企業ユ
ーザがコンピュータシステムに精通しているわけではな
い）。しかし、その一方で認証機関が各企業の秘密鍵を知
っているため、何らかの事故が発生した場合に責任の所在
が明確にならない危険性がある。例えば、成りすましによ
る詐欺事件等が発生した場合、被害者である（成りすまさ
れた）企業から秘密鍵が漏洩したのか、認証機関から漏洩
したのか区別することはきわめて困難である。最悪のケー
スとして、認証機関およびその関係者が訴えられる可能性
もある。
このようなことから、企業側で公開鍵・秘密鍵のペアを

生成し、公開鍵だけを認証機関に渡して認証書を生成して
もらう方式も考えられる。

16.3.416.3.416.3.416.3.4    認認認認証証証証書書書書のののの更更更更新新新新
認証書の有効期限は、秘密鍵の有効期間と合わせ、秘密

鍵の危殆化の危険性を考慮した上で認証書有効期間を規
定する必要がある。

16.3.4.116.3.4.116.3.4.116.3.4.1    認認認認証証証証書書書書のののの失失失失効効効効
認証書の失効とは、認証書の有効期間内において、秘密

鍵の漏洩、紛失等の危殆化もしくはその疑いがある場合、
または契約が認証書の有効期間内に解約された等の場合
に、認証書に含まれている公開鍵を無効にすることである。
公開鍵を無効にすると、対応する秘密鍵も無効となる。無
効にする方法として、「失効(Revocation)」がある。
次の点を考慮する必要がある。
①　失効主体（失効決定者）の確定
②　失効対象者の確定
　・企業、会員企業、企業内個人
　・認証機関
③　失効申請者
　・本人
　・第三者
　・認証機関
　・登録機関（公証局）
④　失効処理手順
⑤　失効者チェック方式

CRL（Certificate Revocation List：失効者一覧
リストによるチェック）

⑥　CRL発行サイクル
⑦　CRL発行者
　・認証機関とする
⑧　CRL発行対象者の確定
　・企業、会員企業、企業内個人
　・認証機関
　・登録機関（公証局）
⑨　CRL取得手順

16.3.4.216.3.4.216.3.4.216.3.4.2    ＣＣＣＣＲＲＲＲＬＬＬＬのののの発発発発行行行行・・・・確確確確認認認認方方方方式式式式ににににつつつついいいいてててて
失効者のチェック方式として、CRL を発行し、アクセ

スのあった利用者の認証書が CRL に掲載されていないか

認証書

認証機関認証書

利用者認証書

登録機関（公証局）認証書
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をチェックすることで、失効者かどうかを判断する方式と
する。
(1) CRLの発行
認証機関で作成し、定期的に認証機関のWebページな

どから取得する方法と認証機関から配布する方法が考え
る。
(2) CRLの確認方式
アクセスのあった会員の認証書とCRLのチェックを、

以下の手順で行う｡
① 認証書チェック

・認証書の真正性確認（認証機関電子署名チェック）
・発信者 IDと認証書内 ID情報の突合せチェック
② CRLチェック
・CRLの真正性確認（認証機関電子署名チェック）
　　CRLが改ざんされていないこと
　　CRLを発行した認証機関が正しいこと
・CRL発行時刻、有効期間チェック
・失効認証書シリアル番号チェック
認証書シリアル番号と CRL との失効者シリアル
番号の突合せ

17171717    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけけるるるる公公公公証証証証方方方方式式式式

11117777.1.1.1.1    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））とととと公公公公証証証証方方方方式式式式
11117777.1.1.1.1.1.1.1.1    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの機機機機能能能能
登録機関（公証局）の機能は、当事者間の公証を要する

電子化文書の真正性を説明するためのものである。
貿易金融に関わる文書のうち、特に電子式船荷証券につ

いては、権原情報移転管理機能を含む。

11117777.1.2.1.2.1.2.1.2    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの運運運運営営営営主主主主体体体体
(1) 考えられる運営主体
登録機関（公証局）の運営主体には、「電子商取引にお

ける取引当事者が、各々その登録機関（公証局）を信頼し
て公正な証人として承認し得ること」が求められる。
登録機関（公証局）の運営主体（機関）としては、以下

のものが考えられる。
① 公的機関
一般的には、公的機関が運営する方が、証拠力の有

効性は最も高いと見なされる。
特に、現実の商取引において、公正証書を必要とす

る取引の場合には、法曹資格を持つ公証人による「電
子公証役場」を経由したメッセージ交換が必要となる。
② 私的機関
一般的には、私的機関が運営する方が、ユーザの利

便性を追求した低コストのサービスが受けられると見
なされる。
電子商取引の各取引当事者が、それぞれ信頼し得る

第三者機関(Trusted Third Party)に公証機能を委ねる
ことになり、複数の登録機関（公証局）が乱立すれば、
取引の当事者は、どの登録機関（公証局）を利用すべ
きかを、セキュリティ、コスト、発生したトラブルに
対する対応方法等によって判断する必要がある。
そのため、私的登録機関（公証局）の格付機関等が

必要になると考えられる。
更に、私的登録機関（公証局）の形態としては、

a)　参加する会員相互が共同責任の形で運営する
会員組合形態

b)　第三者（いわゆるTTP）に運営を委託する形
態

の２つが考えられる。
(2) 登録機関（公証局）の運営における留意点
① 想定されるトラブル

· 参加企業の倒産による参加企業外からの取立て
· 参加企業の意図的不正

· 暗号が解かれることによる不正行為の発生
· 登録機関（公証局）システムの停止により発生する
機会損失

· ハッシュ値が偶然に一致することに伴うトラブル
② 賠償責任を負うために考えられるスキーム

· トラブルに対する損害保証保険の利用、会員相互に
よる積立等による支払原資の確保

11117777.1.3.1.3.1.3.1.3    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの構構構構造造造造
貿易金融業務を行うにあたり、登録機関（公証局）にお

いては、文書の真正性や権原情報の移転管理を行う等の根
幹機能を提供することになり、その構造については慎重な
検討を要する。構造の考え方としては、１つの貿易取引全
般を通じて、単一の登録機関（公証局）でカバーする考え
方と、複数の登録機関（公証局）を経由する考え方の２つ
がある。ガイドラインとしては、複数の登録機関（公証局）
を経由するモデルを推奨するものではないが、そうした場
合も想定しておくことが必要と考えて検討を加えている
ことを、予めことわっておく。但し、現段階において見え
ていない実務上の詳細な問題点および各国の法制度上の
問題点があるかもしれないことを考慮すると、ひとつのト
レード・チェーン内においては、同一の登録機関を用いる
モデルを前提に考える方が望ましいと考える。
(1) 単一構造
登録機関（公証局）として想定するモデルは、以下に記

述する４つのパターンのうち、パターン２～パターン４で
ある。パターン１については、登録機関（公証局）を不要
とする（二者間で確認し合う）ものであるが、ガイドライ
ンにおいては想定しないものとする。登録機関（公証局）
における文書そのものの管理の必要性、文書の授受を登録
機関（公証局）経由で行うことの必要性等に応じて、パタ
ーン２～パターン４を検討することが求められる。
① パターン１　登録機関（公証局）を利用しない

例｢図 4-10　登録機関（公証局）を利用しないモデル｣
に示す。

図図図図 4444----11110000　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））をををを利利利利用用用用ししししなななないいいいモモモモデデデデルルルル

ＣＡ Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ
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② パターン２　同一登録機関（公証局）の利用
登録機関（公証局）では文書の真正性を証明するも

のとし、文書そのものは管理対象とはしない例を｢図
4-11　登録機関（公証局）単一モデル（パターン２）｣
に示す。

図図図図 4444----11111111　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））単単単単一一一一モモモモデデデデルルルル（（（（パパパパタタタターーーーンンンン２２２２））））

③ パターン３　同一登録機関（公証局）の利用
登録機関（公証局）では文書の真正性のほか、文書

そのものを管理の対象とする例を｢図 4-12　登録機関
（公証局）単一モデル（パターン３）｣に示す。

図図図図 4444----11112222　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））単単単単一一一一モモモモデデデデルルルル（（（（パパパパタタタターーーーンンンン３３３３））））

④ パターン４　同一登録機関（公証局）の利用
登録機関（公証局）では文書の真正性を証明、文書

は企業間で直接授受するものとする例を｢図 4-13　登
録機関（公証局）単一モデル（パターン４）｣に示す。

図図図図 4444----11113333　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））単単単単一一一一モモモモデデデデルルルル（（（（パパパパタタタターーーーンンンン４４４４））））

(2) 複数の登録機関（公証局）となる構造
登録機関（公証局）が複数となる場合に想定するモデル

としては、以下のパターン１、パターン２が考えられる。
なお、単一の登録機関（公証局）における文書および権

原情報の移転に関するメッセージのやり取りは、便宜上前
述の(1)で記述したパターン２のケースを用いて示してい
るが、(1)のパターン３や４となる場合も考えられる。
複数登録機関（公証局）間で管理情報（文書の真正性を

証明するための情報、権原情報の移転管理等）のやりとり
が発生する点では、パターン１もパターン２も同様である。

システム面での整合性検討とは別に、登録機関（公証局）
間で、統一すべきルールやトラブル時の対応方法等につい
て詰めることが、まず手がけるべき課題と考えられる。

① パターン１　複数登録機関（公証局）の利用
ひとつの貿易金融取引において、利用者が複数の登

録機関（公証局）に対して、別々に文書情報や権原情
報の移転に関するメッセージの授受を行う例を｢図 4-
14　登録機関（公証局）複数モデル（パターン１）｣
に示す。
企業Ｂは、登録機関（公証局）Ｘと登録機関（公証

局）Ｙの双方に対して、権原情報の移転や、文書に関
する情報を、別々に渡す。この場合、登録機関（公証
局）Ｘ，Ｙの間では、電子式船荷証券の二重権原移転
等を抑止するために、相互に情報共有化しておくこと
が求められる。

図図図図 4444----11114444　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））複複複複数数数数モモモモデデデデルルルル（（（（パパパパタタタターーーーンンンン１１１１））））

② パターン２　複数登録機関（公証局）の利用
ひとつの貿易金融取引において、利用者が複数登録

機関（公証局）経由（登録機関（公証局）Ｘ，Ｙ間）
でメッセージの授受を行う例を｢図4-15　登録機関（公
証局）複数モデル（パターン２）｣に示す。
企業Ｂは、権原情報の移転や、文書に関するデータ

メッセージを、登録機関（公証局）Ｘに対して送るこ
とで、登録機関（公証局）Ｙに対しても、Ｘ経由で同
様の情報を渡す。この際、登録機関（公証局）Ｘ，Ｙ
の間では、電子式船荷証券の二重権原移転等を抑止す
るための情報を相互に共有化することが可能となる。

図図図図 4444----11115555　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））複複複複数数数数モモモモデデデデルルルル（（（（パパパパタタタターーーーンンンン２２２２））））

登録機関
(公証局)Ｘ

ＣＡ Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

ハッシュ
登録機関
(公証局)Ｙ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

登録機関（公証局）Ｘ

ＣＡ Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

ＣＡ Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ文書ＤＢ 登録機関（公証局)Ｘ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

登録機関（公証局)Ｘ

ＣＡ Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

登録機関（公証局）Ｘ

ＣＡ Ｂ

文書Ｄ 文書Ｄ

ハッシュ

登録機関
(公証局)Ｙ

ハッシュ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ

権原情報移転
に関するﾃﾞｰﾀ
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11117777.1.4.1.4.1.4.1.4    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））ののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィポポポポリリリリ
シシシシーーーー

登録機関（公証局）が、利用者からの信頼を得るために
実施し得る様々な安全性確保の方法としては、以下のよう
なものが考えられる。登録機関（公証局）は、利用者に対
して内容を吟味してセキュリティレベルの低下につなが
らない範囲で公開する必要がある。
(1) 設備面の安全性確保
① 建造物設備
自然災害や事故、犯罪等から登録機関（公証局）シ

ステムを守る。
② 入退室管理設備
登録機関（公証局）機器が設置される部屋への入退

室を管理し、許可されていない人や許可されていない
方法での入室を禁じる。
③ 室内監視装置
登録機関（公証局）機器が設置されている部屋をモ

ニタで監視し、業務運用者やシステム運用者の不正を
防止する。
④ ネットワーク設備
登録機関（公証局）の運用に十分な容量のネットワ

ークを施設するとともに、インターネットと接続する
場合には当該箇所にファイアウォールを設置して外部
からの不正侵入を防止する。
⑤ コンピュータ設備
登録機関（公証局）の運用に十分なパワー・容量の

コンピュータを施設するとともに、定期的に各種デー
タのバックアップをとる。
⑥ 暗号・鍵管理モジュール
登録機関（公証局）の秘密情報（公開鍵暗号の秘密

鍵）が許可なく外部へ漏れるのを防止する。
(2) 人事管理面の安全性確保
① 業務規約・システム運用規約の設定
登録機関（公証局）の業務やシステム運用を明文化

し、それらが守られるように業務運用者やシステム運
用者を管理する。
② セキュリティ監査
登録機関（公証局）が業務規約やシステム運用規約

にしたがって運用されているかどうかを定期的に監査
する。
③ 人事管理
業務運用者やシステム運用者を採用するにあたり

適切な人物審査を行うとともに、長期にわたり同種の
業務に従事しないよう人事管理を行う。

(3) システム面の安全性確保
① 暗　　号
登録機関（公証局）で扱われる各種データが許可さ

れていない人に漏れることを防止する。
② 認　　証
登録機関（公証局）の業務運用者やシステム運用者

を管理し、許可されていない人や許可されていない方
法での利用を禁じる。
③ アクセス制御
各業務運用者やシステム運用者の処理権限を管理

し、当該者が許可されていない処理を行うことを防止

する。また、いくつかの処理については合議性操作を
必須とし、処理権限を持った複数の人が処理実行に同
意した場合にのみ行われるようにする。
④ 暗号鍵管理
規定された手順にしたがって登録機関（公証局）用

の公開鍵・秘密鍵を生成し、それらを複数個に分割し
てバックアップをとる。それら分割した鍵は別々の場
所で別々の人が保管する。さらに、登録機関（公証局）
の秘密鍵が平文の形で外部へ漏れることがないように
管理するとともに、有効期限を設け、長期にわたって
同一の暗号鍵を使用しないようにする。
⑤ ログ管理
登録機関（公証局）で行われるすべての処理につい

てログを取るとともに、不正な変更（削除、修正）が
加えられないよう安全に保管する。

11117777.1.5.1.5.1.5.1.5    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの提提提提供供供供するするするする機機機機能能能能
11117777.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））にににによよよよる文る文る文る文書書書書のののの真真真真正正正正性性性性

のののの証証証証明明明明
(1) 真正性を証明するための要件
文書の真正性は、文書の内容の正当性と作成者の正当性

の双方が満たされていることによって証明される。
① 基本要件
正しい内容の文書が、正しい人によって処理されて

いることの証明ができることが必要であり、登録機関
（公証局）にて以下の２つを実現することが求められ
る。

a)　文書の内容が改ざんされた場合、これを検知で
きること

b)　作成者の証明が可能であること
（これにより、真正性を持つ文書が、他の第三
者にコピーされ使用された場合には、文書の内
容が正当であっても、作成者の正当性の観点か
ら、不正検知が可能となる。）

② 権原情報の移転を伴う文書に対する付加的な要
件

a)　転々流通とともに、裏書情報が正しく付加され
ること
但し、電子式船荷証券の場合、裏書情報は、権
原情報の管理の関連情報として、文書情報とは
別管理されることも可能である。その場合、文
書情報そのものは、オリジネータ作成後は不変。

b)　二重権原移転ができないこと
c)　電子式船荷証券が、紙の船荷証券に置き換えら
れる時点で、当該船荷証券の真正性を証明する
こと

③ 拡張サービス要件
a)　文書が紛失した時には、登録機関（公証局）に
て真正な文書として保管されたデータから復
元することが可能であること

b)　権限のない他の第三者によって（登録機関（公
証局）の内部不正　ほか）、管理されているデ
ータを見られないように、アクセス・コントロ
ールを行うこと

c)　登録機関（公証局）において、取引履歴とアク
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セス履歴が管理されていること
(2) 文書の保管形式
① 登録機関（公証局）にて真正な文書の復元を行

わない場合
当該文書のハッシュ値に対して、登録機関（公証局）

の秘密鍵で暗号化したもののみを保管する。
② 登録機関（公証局）にて真正な文書の復元を行

う場合
当該文書のハッシュ値に対して、登録機関（公証局）

の秘密鍵で暗号化したもののほか、公証局の秘密鍵で
文書を暗号化した情報を保管する。
但し、この場合には、厳重なアクセス管理が必要と

なる。

11117777.1.6.1.6.1.6.1.6    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））にににによよよよるるるる電電電電子子子子式式式式船船船船荷荷荷荷証証証証
券券券券等等等等のののの権権権権原原原原管管管管理理理理

(1) 権原情報の移転のトリガー
当事者間において、必要とする文書の内容確認ができて

いること。
当事者間双方で、権原情報の移転に関する合意ができ、

登録機関（公証局）にて双方の側の意思を確認できている
こと。
上記を満たしている状態で、どのメッセージを誰が受け

取った時に、権原情報移転の完了と見なすかについては、
複数の考え方があり得る。
到達主義をとった場合の、取引の成立時点の考え方を、

「18.1　付録１　到達主義による取引の成立時点」を用い
て説明する。
送信者Ａが、登録機関（公証局）を介して、受信者Ｂと

取引メッセージの交換を行っている場合を想定する。送信
者Ａによって発信された取引メッセージは、実際には④の
タイミングで受信者Ｂに届いているが、当該メッセージ内
容を受信者Ｂが受け取ったものと登録機関（公証局）側で
確認できるのは、受信者Ｂからメッセージ ACKが登録機
関（公証局）に到達する⑥の時点であり、到達主義をとる
と、⑥の時点をもって、送信者Ａから、受信者Ｂに対する
取引メッセージの授受完了と解釈することになる。
①　運送契約は運用ガイドライン・貿易金融EDIデー
タ交換規約の定めるところにより実施することに合
意する

②　貿易金融EDIデータ交換規約に定める輸出者の指
定する認証機関はＡとし、運送会社の指定する認証
機関はＢとする

③　貿易金融 EDI データ交換規約に定める登録機関
（公証局）をＣとすることに合意する

という書面交換（契約書締結）によるなどの簡便な方法
も想定できよう。
メッセージACKが登録機関（公証局）に到達する⑥の

時点であり、到達主義をとると、⑥の時点をもって、送信
者Ａから、受信者Ｂに対する取引メッセージの授受完了と
解釈することになる。
(2) 権原情報移転管理のための要件
登録機関（公証局）において、権原情報の移転に関する

管理を行うためには、以下の機能を備えていることが必要
と考える。

①　(1)の権原情報移転のトリガーの考え方に従って、
権原情報移転管理が可能であること

②　登録機関（公証局）において管理される権原情報移
転に関する登録データが、アクセス権限を許容され
た者以外に見られないこと（誰にアクセス権限を許
容するかは、個別に要件定義が必要）

③　権原情報の移転に関する登録データを、権原の発生
時点から終わりの時点まで通して管理すること

④　必要とされる一定期間、権原情報の移転に関する登
録データを保管していること（登録データの保管期
間、およびその参照の方法や権限については、個別
に要件定義が必要）

⑤　電子式船荷証券が、紙の船荷証券に置き換えられた
時点で、登録機関（公証局）における当該電子式船
荷証券の権原情報の移転管理を完了させること

⑥　電子式船荷証券が紙に置き換えられた時点で、アウ
トプットされた「船荷証券」上に権原情報の移転の
履歴が反映されること。

(3) 権原情報の移転の時刻に関する考え方
権原情報の移転時刻をいつに設定するかは、各業者の利

害関係にも関わる問題であり、相互に合意形成を図ってお
くことが必要である。
権原情報の移転が成立した時刻については、複数の考え

方があり得る。
到達主義をとった場合を中心に、「18.2　付録２　権原

情報の移転完了のタイミング」を用いて、権原情報移転の
時刻の考え方を整理する。
まず前提として、商社Ａと銀行Ｂが登録機関（公証局）

を介して、権原移転に関する買取依頼と買取応諾の業務メ
ッセージの授受を行う場合を想定する。

(1)で記述した到達主義に基づいた場合、商社Ａと銀行Ｂ
の間で買取依頼メッセージの授受が確立すると考えられ
るのは、銀行Ｂからの「買取依頼に対するメッセージＡＣ
Ｋ」が登録機関（公証局）に到達する⑥の時点である。更
に、銀行Ｂと商社Ａとの間で買取応諾メッセージの授受が
確立すると考えられるのは、商社Ａからの「買取応諾に対
するメッセージ ACK」が登録機関（公証局）に到達する
⑬の時点である。

(1)に準拠した場合、商社Ａと銀行Ｂの間で、買取依頼と
買取応諾について合意が形成され、登録機関（公証局）が
それを確認できる⑨の時点以降であれば、権原情報移転は
成立したものと見なすことが可能である。

(1)で記述した到達主義に立った場合には、買取依頼メッ
セージと応諾メッセージの授受がともに成立するのは、上
記でみたように⑬の時点であるため、権原情報移転の成立
の時刻としては、⑬において取得されるタイムスタンプが
用いられる。
その他の考え方としては、

· 銀行Ｂの買取応諾メッセージを登録機関（公証局）
が受け付けた時刻（「18.2　付録２　権原情報移転
完了のタイミング」図中の⑨）

· 銀行Ｂの買取応諾メッセージを登録機関（公証局）
が経由して、商社Ａに対して発信する時刻（「18.2　付
録２　権原情報移転完了のタイミング」図中の⑩）
があり得る。



235

11117777.2.2.2.2    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの利利利利用用用用とととと運運運運用用用用のののの考考考考慮慮慮慮点点点点
11117777.2.1.2.1.2.1.2.1    登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの利利利利用用用用
(1) 利用時のメッセージ交換
権原情報移転に関して、利用者同士が登録機関（公証局）

を介してメッセージをやり取りする際の方式としては、
様々なものが考えられるが、ここでは以下の２つを取り上
げる。
なお、付録の図は、実際にやり取りされるメッセージを

細かく規定することを目的としたものではなく、あくまで
も概略図に過ぎないことを断っておく。
①　権原情報移転の際に必要となる文書一式並びに権
原情報移転に関するメッセージを登録機関（公証局）
を経由して交換する方式（「18.3　付録３　権原情報
移転に関わるメッセージ交換（登録機関（公証局）
経由で文書交換を行う場合）」を参照）

②　権原情報移転の際に必要となる文書一式について
は、利用者同士で登録機関（公証局）を経由せずに
交換し、それとは別に権原情報移転に関するメッセ
ージは各々が登録機関（公証局）と交換する方式
（「18.4　付録４　権原情報移転に関わるメッセージ
交換（登録機関（公証局）経由せずに文書交換を行
う場合）」を参照）

②の方式を、①の方式と比較してみた場合に考えられる
メリット、デメリットを、ラフに整理すると、概ね以下の
ようになる。詳細については、より綿密な比較検討が必要
であることを断っておく。
［メリット］
ドキュメントのやり取りに関するメッセージを、当

事者間で行うことにより、
· 当事者以外の第三者にドキュメント内容を見られ
る可能性を軽減できる

· 登録機関（公証局）を経由する場合よりも、迅速な
ドキュメント交換が期待できる

· 登録機関（公証局）の負荷軽減が期待できる
［デメリット］

· 当事者でやり取りするドキュメント情報を含んだ
メッセージと、各々が公証局とやり取りする権原情
報移転に関するメッセージの同期を取る必要が生
じる（①の方式では不要な仕掛けを新たに検討する
必要が生じる。）

その他に、以下に列挙するような検討が必要であると思
われるが、認証公証の枠をはみ出すところもあり、詳細検
討は省略する。

· 書類の参照可能性のコントロールに関するアクセ
ス権限管理、暗号化等の検討（いつのタイミングで、
ドキュメントの参照を可能とするかについての制
御）

· 業務手続きの煩雑化の回避（既存業務手続きとの親
和性確保）に関する検討

· メッセージのやり取りのレベルにおいて、暗号化の
基準に関する、業者間での合意による一致に関する
検討（荷主にとって暗号化対象情報が、船会社にと
って暗号化非対象となることの回避は必要と考え
られる　など）

11117777.2.2.2.2.2.2.2.2    複複複複数数数数のののの登登登登録録録録機機機機関関関関（公（公（公（公証証証証局局局局））））間間間間のののの相相相相互互互互運運運運用用用用
性性性性(1) 相互運用性のために必要となる検討事項

貿易金融業務において、複数の登録機関（公証局）が利
用される場合、それぞれの登録機関（公証局）間で整合性
のとれたシステム運用を実現するための方式検討が必要
であるのは、言うまでもない。例えば、「18.5　付録５　登
録機関（公証局）の相互運用のための方式例」のようなも
のを一例として考えることは可能である。
これは、登録機関（公証局）ａを利用する利用者Ａ２が、

登録機関（公証局）ｂを利用する利用者Ｂ３に対して、電
子式船荷証券の権原情報移転を行う場合に、必要と考えら
れる登録機関（公証局）ａ，ｂ間でのメッセージ・プロト
コルと、各登録機関（公証局）と各利用者間で生じるメッ
セージのやり取りの概略を示したものである。ポイントは、
登録機関（公証局）ａから登録機関（公証局）ｂに対して
権原情報移転を行う場合に、当該電子式船荷証券の権原情
報移転を管理する登録機関（公証局）はいずれか一方であ
るべきと考える点である。登録機関（公証局）ａ側で管理
されてきた権原情報移転に関わる情報や電子式船荷証券
の真正性を証明するための情報の移管処理を、図中の③、
④で準備し、登録機関（公証局）ｂ側の利用者Ｂ３の確認
がとれた段階で、登録機関（公証局）ｂ側に移管する情報
の登録が行われたら（図中の⑧）、速やかに登録機関（公
証局）ａ側の情報の抹消（無効化）を行う（図中の⑨、⑩）
ことが必要と考えられる。これは、登録機関（公証局）ｂ
の利用者 B3に権原情報移転された電子式船荷証券が、登
録機関（公証局）ａから更に別の登録機関（公証局）に対
して二重売りされる可能性を排除することが必須と考え
るためである。
こうしたシステム的な整合性の検討の必要性を否定す

るものではないが、実際にはその前段において解決するべ
き問題は余りに多い。先の方式例でも、登録機関（公証局）
ａとｂの運営主体間において、上記のようなメッセージ・
プロトコルを取り交わすことに関する合意形成が前提と
なるのは言うまでもない。
実際的な検討を行うにあたっては、大前提として、複数

の登録機関（公証局）を運営する主体間、およびその登録
機関（公証局）を利用するユーザ間における、業務運用、
トラブル時の対応方法や損害賠償の考え方、権原情報の移
転に関する時刻証明の考え方等の諸々の点について、何を
統一的なルールとして定めるべきかを明確にし、対応方法
を明確にしておくことが必要である。
特に、クロスボーダ取引となってしまう貿易金融業務に

おいては、地域・国家による法制度やビジネス・ルールの
相違が存在しており、単なる公証システム間でのメッセー
ジ・プロトコルの整合性やシステム運用の整合性の実現だ
けでは解決できない問題を多く含む。
本ガイドラインにおいては、運用ガイドラインの中で、

認証機関の利用、および登録機関（公証局）の利用に関し
て記述している。複数の登録機関（公証局）の相互運用性
を検討する際には、運用ガイドラインに記述するような利
用に関するルールに関して、個々の登録機関（公証局）毎
に定めるのみならず、複数の登録機関（公証局）間および
その利用者の間で、妥当性を検討し合意形成を図る必要が
あると考える。
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認証公証ガイドラインとしては、理論的には、複数の登
録機関（公証局）が存在して、ひとつのトレード・チェー
ンの中で登録機関をまたがった取引が考えられるが、現段
階において見えていない実務上の詳細な問題点および各
国の法制度上の問題点があるかもしれないため、ひとつの
トレード・チェーン内においては、同一の登録機関（公証
局）を用いるモデルを前提に考える方が望ましいと考える。
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18181818    付付付付録録録録資資資資料料料料

11118888.1.1.1.1    付付付付録録録録１１１１　　　　到到到到達達達達主主主主義義義義にににによよよよるるるる取取取取引引引引のののの成成成成立立立立時時時時点点点点

登録機関（公証局）送信者A

①　MSGの発信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

受信者Ｂ

②　MSGの受信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

③　MSGの発信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

④　MSGの受信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑤　MSG　ACK発信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑥　MSG受領ACK受信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑦　MSG受領ACK受信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

登録機関（公証局）において受信者Ｂからの
MSG受領ACK（MSGの開封通知)の受信をもって、Ａ，
Ｂ間でのMSGの授受が完了したと見なす

（オプション）
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11118888.2.2.2.2    付付付付録録録録２２２２　　　　権権権権原原原原情情情情報報報報移移移移転転転転完完完完了了了了のタのタのタのタイイイイミミミミンンンンググググ

登録機関（公証局）商社Ａ

①　買取依頼の発信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

銀行Ｂ

②　買取依頼の受信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

③　買取依頼の発信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

④　買取依頼の受信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑤　MSG受領ACK発信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑥　MSG受領ACK受信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑦　MSG受領ACK受信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

（オプション）

⑨　買取応諾の受信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑩　買取応諾の発信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）⑪　買取応諾の受信

   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑫　MSG受領ACK発信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑬　MSG受領ACK受信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

⑭　MSG受領ACK受信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）

（オプション）

⑧　買取応諾の発信
   （ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ取得）
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11118888.3.3.3.3    付付付付録録録録３３３３　　　　権権権権原原原原情情情情報報報報移移移移転転転転にににに関関関関わるわるわるわるメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換（（（（１１１１））））

ドキュメントドキュメント

買取銀行 輸出者

・ドキュメントは、エンドユーザで保管

・ドキュメントの受け渡しは、登録機関（公証局）を経由して実施

・登録機関（公証局）では、ドキュメント一元管理はしない

・登録機関（公証局）では、権原情報移転時、買取依頼対象の電子式

船荷証券の真正性証明を行う

・登録機関（公証局）では、当事者間における買取応諾に応じて、電

子式船荷証券の権原情報を移転

ハッシュ値

買取依頼

③　買取応諾

権原移転情報

④　買取応諾

B/L P/L I/V

買取書類

登録機関（公証局）

・権原情報移転を管理

・電子式船荷証券等のハッシュ値を管理

し、文書の真正性を証明

①②
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11118888.4.4.4.4    付付付付録録録録４４４４　　　　権権権権原原原原情情情情報報報報移移移移転転転転にににに関関関関わるわるわるわるメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換（（（（２２２２））））

買取銀行 輸出者

・ドキュメントは、エンドユーザで保管

・ドキュメントの受け渡しは、エンドユーザ間で実施

・登録機関（公証局）では、ドキュメント一元管理はしない

・買取銀行では、登録機関（公証局）から取得するハッシュ値をも

とに買取依頼対象の電子式船荷証券等の真正性を確認

・登録機関（公証局）では、当事者間における買取応諾に応じて、

電子式船荷証券の権原情報を移転

ハッシュ値

①　買取依頼

④　権原情報移転応

権原移転情報

ドキュメントドキュメント

④　買取応諾

B/L P/L I/V

買取書類

登録機関（公証局）

・ 権原情報移転を管理

・電子式船荷証券等のハッシュ値を管理

し、文書の真正性を証明

③　文書ハッシュ値

②　権原情報移転依頼
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11118888.5.5.5.5    付付付付録録録録５５５５　　　　登登登登録録録録機機機機関関関関（（（（公公公公証証証証局局局局））））のののの相相相相互互互互運運運運用用用用ののののたたたためめめめのののの方方方方式式式式例例例例

　　

登録機関（公証局）a

権原情報管理機能

利用者A1 利用者A2

②　権原情報

　　移転依頼

　　A2→B3

権原情報管理機能

④　権原登録

　　依頼A2

⑦　了承通知

⑥　確認依頼

⑤　権原情報移転依頼A2→B3

⑨　移転完了通知

③　外部移転用情報

    （保留）

海外登録機関（公証局）b
①　認証書

海外認証機関b’

⑧　権原情報

　　管理機能

　　へA2登録

利用者B3

⑩　権原抹消

（A2に関する情報）
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第第第第５５５５章章章章　　　　通通通通信信信信基基基基盤盤盤盤ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
19191919    ははははじじじじめめめめにににに

「貿易金融EDI」では、通信回線に接続されるコンピュ
ータを用いて電子的に貿易金融業務が行われる。取引当事
者間でデータ通信を行うには互いに同じ通信規約（通信プ
ロトコル）を利用しなければならない。この通信規約の標
準化が業界ごとに進められてきた。そのため、現在日本国
内でも通関や金融に関する業界個別の EDI ネットワーク
や VANが構築されているが、それぞれが独立に機能して
相互に連携していないのが実状である。そこで取引当事者
が一連の貿易金融業務を遂行するうえで使いやすく効率
のよい EDI ネットワークを目指すことが重要となる。ま
た、ネットワークを通しての取引においては、取引当事者
以外の第三者からの不法なネットワークへの介入を防ぎ、
取引当事者間で安全にデータの送受信が行なければなら
ない。そのためには、ネットワークに存在すると考えられ
る全ての脅威に対して対策を施すこと、取引当事者同士が

信頼し得る通信を行うためのセキュリティ技術の要件整
備を行うことが必要となる。
そこで通信基盤ガイドラインの目的を以下のとおり定

めることとする。
(1)　電子的な手続きによる貿易金融業務に多くの参加者
が安全に参加できるように通信環境、およびセキュリ
ティに関するガイドラインを示す。

(2)　通信環境に関しては、最新通信技術や貿易金融業務
取引における既存ネットワーク状況を調査に基づき、
利用ネットワークの条件等についての検討結果を示す。

(3)　セキュリティに関しては、電子取引に関わるネット
ワーク上でのリスクやその対策技術について調査した
結果に基づき、リスクに応じたセキュリティのガイド
を示す。

20202020    貿易金融Ｅ貿易金融Ｅ貿易金融Ｅ貿易金融ＥＤＤＤＤＩネッＩネッＩネッＩネットトトトワワワワーーーーククククのののの置かれた置かれた置かれた置かれた環環環環境境境境

貿易金融 EDI ネットワークの置かれた環境について述
べていく。ここでは便宜上、金融関連情報のやり取りを含
まない貿易 EDI ネットワークも含め、広く貿易業務に関
連するEDIネットワークを、「貿易金融EDIネットワー
ク」と総称する。

20.120.120.120.1    既既既既存存存存貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの存存存存在在在在
本節においては、まず、国内外の既存の貿易金融 EDI

ネットワークの概要を述べ、その後、ネットワークに重点
を置いた観点から見た特徴等を述べていく。

20.1.120.1.120.1.120.1.1    既既既既存存存存貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの概概概概要要要要
20.1.1.120.1.1.120.1.1.120.1.1.1    国国国国内内内内のののの貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットワトワトワトワーーーーククククの概の概の概の概

要要要要
(1) Sea-NACCS（海上貨物通関情報処理システム）
① システム運営主体および利用者
A. システム運営主体
大蔵省所管の任意団体である通関情報処理セン

ター（NACCSセンター）
（ネットワークの運営管理もここで行ってい

る。）
B. 利用者
大蔵省関税局・税関・通関業界および銀行業界の

各社
② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
海上貨物の通関処理業務（通関業務、保税運送業

務（検疫業務））
以下のシステムとも接続し、対象業務範囲を拡大してい

る。

1997年２月～　輸入食品監視支援システム
（厚生省の食品衛生法に基づく輸
入食品に係る手続きの電算システ
ム）

1997 年４月～輸入植物検査手続き電算処理シス
テム（農林水産省の植物防疫の電
算システム）
動物検疫検査手続き電算処理シス
テム（動物検疫の電算システム）

B. 対象書類
主に、輸出申告書、コンテナ扱申出書、輸入申告

（許可書）、保税運送申告書、検査指定書等。
③ システムの特徴およびメリット
A. 特　　徴
a） 官民共同利用システム
税関と関連民間業界をオンラインで結び、
異業種にわたる利用者の各種業務を処理し
ている。

b） 貨物処理状況の即時把握
貨物の到着や蔵置場所、税関手続きの進行
状況等の情報をリアルタイムで把握できる。

c） 社内システムとのインターフェース
通信回線もしくは FD による企業内システ
ムとのインタフェースが可能である。

d） 高い利用率
Sea-NACCS による全国通関業務処理比率
が、海上貨物の９割以上に達している。

e） 厳重なセキュリティ対策
B. メリット
a） 通関手続きの簡易化・迅速化
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輸出入申告等の手続きがシステムにより迅
速に処理され、特に簡易審査扱いとなった
輸出入申告については即時許可となること
などにより、通関手続きの時間が短縮され
る。また、システムにより為替換算、申告
価格算出、税率適用、税額計算等が自動的
に行われることから、簡易に、迅速に、し
かも正確に申告書を作成することができる。

b） 関税等の自動納付
あらかじめ銀行に専用口座を設けることに
より、関税等を自動的に引落とすことが可
能であり、納税の都度、銀行へ出向く必要
がない。

c） 各種情報の照会
為替レート、特恵税率の適用状況、通関手
続きの進行状況等輸出入貨物に関する情報
を端末機から照会できる。

④ その他
A. 利用地域

32地区、479の利用者（税関を含む。）（97年
３月現在）

(2) 次期Sea-NACCS
現在の Sea-NACCSは、1999年９月にシステムライ

フが終了する。このため、1997３月に「次期海上システ
ム開発推進協議会」が発足し開発を進め、現在、業務詳
細仕様、EDI基本仕様といったシステム仕様がすでに公
開されている。
① システム運営主体および利用者
A. 運営主体
通関情報処理センター（NACCSセンター）

B. 利用者
a） 現行Sea-NACCS利用者

大蔵省関税局・税関・通関業界および銀行
業界の各社

b） 新たな利用者
船会社（船舶代理店を含む）・保税蔵置場業
者および混載貨物の取扱業者

② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
海上貨物輸出入時の一連の税関手続
輸出入関連業務、入出港・とん税業務等（輸入の

場合は、入港から貨物の船卸し、輸入申告・許可、
国内への引取りまで、輸出の場合は、貨物の保税地
域への搬入から輸出申告・許可、船積み、出港まで
の間に必要な処理）
B. 対象書類
上記の対象業務の処理に必要な書類

③ システムの特徴およびメリット
A. 対象業務の拡大
対象業務も、一連の業務の流れをカバーするよう

に拡大。
システムの稼働時間も、システムメンテナンスの

ための休止時間を除き、基本的に１日 24時間、年
365日とされた。
B. 企業内システムとのEDI連携

次期 Sea-NACCS のホストコンピュータと各企
業の社内システム間でのEDIによる連携が可能。
専用端末ではなく、各社のPCからのアクセスが

可能になり、LANからのアクセスも認められる。
C. 国際EDI標準への対応
ビジネスプロトコルとして、国際標準となってい

るUN／EDIFACTも利用可能。
(3) S.C.Net(Shipper Carrier shipping information

Network system）
① システム運営主体および利用者
A. システム運営主体
Ｓ.Ｃ.／S.F.Netセンター（商社と船社等で構成）
（VANの運営は、民間の通信事業者にアウトソ

ーシング）
B. 利用者
荷主・船社・銀行

② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
荷主と船社間で生じる運賃支払業務

B. 対象書類
B/L，CLP（コンテナロードプラン）、S/I（船積

依頼書）、I/V，P/Lなど
③ システムの特徴およびメリット
a） 荷主－船社間の情報流通の迅速化とデータハ
ンドリング作業の効率化、合理化

b） データ交換手順等の標準化、統一化によるユー
ザ間のデータ交換の効率化
· 通信プロトコル：全銀手順
· VAN事業者：２社に限定
· EDI メッセージ：センター側で標準化し
たフォーマットを使用

なお、S.C.Netでは、国際標準であるUN／EDIFACT
による情報交換のメッセージ群（S/I、インボイス、E/Rな
ど）も作成しており、国際標準へ対応する方向で動いてい
る。
(4) S.F.Net(Shipper Forwarder Network system）
① システム運営主体および利用者
A. 運営主体

S.C.／S.F.Netセンター
（VANの運営は、民間の通信事業者にアウトソ

ーシング）
B. 利用者
荷主・海貨業者・銀行

② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
荷主から海貨業者への船積手続きの依頼と船積

手数料の支払等
B. 対象書類

B/L，CLP，S/I，I/V，P/L，M/W（検量証明書）、
D/R（ドックレシート）、輸送荷捌依頼書等

③ システムの特徴およびメリット
a） 荷主－海貨業者間の情報流通の迅速化とデ

ータハンドリング作業の効率化、合理化
b） データ交換手順等の標準化、統一化による

ユーザ間のデータ交換の効率化
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· 通信プロトコル：全銀手順
· VAN事業者：２社に限定
· EDIメッセージ：センタ側で標準化したフ
ォーマットを使用

なお、S.F.Netでは、国際標準であるUN／EDIFACT
による情報交換のメッセージ群（S/I，I/V，P/L、輸入荷捌
依頼書）を作成しており、国際標準への対応する方向で動
いている。
(5) POLINET（港湾貨物情報ネットワークシステム）
① システム運営主体および利用者
A. システム運営主体
港湾物流情報システム協会（POLISA）
（運輸省所管の公益法人）（VANの運営管理は

民間の通信事業者にアウトソーシング。POLINET
で使用されている３社のVANは、相互に接続され
ている。）
B. 利用者
船社・海貨業者・検数業者・検量業者等

② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
船積貨物や港湾物流およびその他物流・輸送に関

する情報のやり取り
B. 対象書類

B/L，D/R，M/W，CLP，S/I，S/O、入庫検定、
検量B/Lなど

③ システムの特徴およびメリット
· 船積状況、検数・検量結果等の情報の迅速な把握（海
貨業者）

· コンテナヤードやコンテナ・フレイト・ステーショ
ンへの、D/RやCLPなどの情報の伝送のオンライ
ン化による効率化（海貨業者）

· 情報の再入力作業や船積状況の問合わせ応対等の
作業の減少による、業務の効率化（船社）

· 検数・検量計算の迅速化、検数・検量業務の効率化

20.1.1.220.1.1.220.1.1.220.1.1.2    海海海海外外外外のののの貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットワトワトワトワーーーーククククの概の概の概の概
要要要要

(1) Bolero
Boleroは、海外の貿易金融EDIネットワークの代表的

な動きである。Boleroがまだ実験段階にあるにもかかわら
ず非常に注目を集めているのは、他の貿易関連の EDI ネ
ットワークが基本的に通関業務等の国内で発生する業務
を対象としているのに対して、Boleroは国際的な電子化書
類のやり取りを対象としているという特徴があるからで
ある。そのため、他の貿易 EDI ネットワークとは多少性
格が異なるが、ここでは便宜上、まとめて「貿易金融EDI
ネットワーク」として扱うこととする。
① システム運営主体および利用者
A. システム運営主体

Bolero International Ltd.(SWIFTと T.T.Club
が出資）
B. 利用者
現 在 は ま だ 実 証 実 験 (Bolero Launch

Programme)を実施している段階にあり、商用の開
始は 1999年前半以降になる予定。

実証実験には、世界の16ヶ国から、商社、海貨
業者、船社、銀行などの貿易取引に関係する企業か
らなるチェーン（グループ）が多数参加している。

② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
主にB/L（Bill of Lading：船荷証券）の電子的

なやり取り。
B/Lは有価証券であり、現在の所持人が誰である

かという所有権の移転の管理が重要になり、電子化
が困難であるとされてきた。Boleroでは、センター
にTitle Registryという書類管理データベースを立
ち上げて、所有権の管理を行っている。Boleroを通
してやりとりすることで、B/Lの発給から、裏書譲
渡されるなどの権利譲渡の経緯がフォローされる。
B. 対象書類
現段階では、特にシステムを流れる書類のフォー

マットを指定していないため、システムで扱う書類
の種類は特に限定していない。今後、商用化される
段階で、対象書類および書類のフォーマットを
Bolero側で決定するという方向で動いている。

③ システムの特徴およびメリット
A. 特　徴

· 船積書類の所有権の移転を管理する Title
Registryの存在。ここで所持人管理を行うこ
とによって、今まで電子化が困難とされてき
たB/Lの電子化が実現可能となっている。

· 業界横断的かつ中立的なプラットホーム
CMP(Core Messaging Platform)は、グロー
バルに安全に電子書類を交換するためのイン
フラであり、これを通じて電子署名の認証を
行い、取扱われる貿易書類が真正であること
を保証している。CMPは、様々なネットワー
クサービスやアプリケーションが接続可能と
なるようにオープンなインターフェースを持
っている。

· オープンなネットワークであるインターネッ
トの利用

· Bolero Rule Bookの存在
Boleroの利用者は、法制度面での取決めを定
義したRule Bookに必ずサインする必要があ
り、それによって、Boleroを介して行う電子
的な取引を有効なものとする裏付けがなされ
ることになる。

B. メリット
· 業務の効率化および貨物引取りの遅延防止

B/L という今まで電子化されてこなかった書
類が電子化されることによって、業務の効率
化が図られる。
また、予定された日時までに荷物は着いたが
B/L が輸入者の手元に届かずに、貨物の引取
りができないという事態の発生を防ぐことが
できる。

· 導入コストの低さ
ユーザ側に必要なものは、インターネットを
利用できる環境と、Boleroが提供するフリー
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ウェアだけで、Boleroへ接続可能である。
(2) TradeNet
① システム運営主体および利用者
A. システム運営主体
シンガポール貿易開発庁（TDB）
（ネットワークは政府出資の民間企業であるシ

ンガポール・ネットワーク・サービス（SNS）社が
運営している）
B. ･利用者
荷主・通関業者・船社・トラック事業者・銀行・

保険会社
シンガポール港湾局・貿易開発庁等

② 対象業務および対象書類
A. 対象業務

· 港湾関係者全てを結ぶ総合的な物流情報ネット
ワーク

· 輸出入の通関手続き、入出港手続きなど
③ システムの特徴およびメリット
A. 他のネットワークとの接続範囲の広さ
シンガポール国内の各港湾物流 EDIネットワー

クが、TradeNetを経由して相互に接続されている
ため、１つのネットワークに接続するだけで、貿易
に関連する一連の手続を行うことができる。
また TradeNetは、シンガポール国内のEDIネ

ットワークのみでなく、欧米の港湾物流 EDI ネッ
トワークとも接続されている。
B. 対象業務範囲の広さ
民間企業だけでなく、官公庁や様々な関連機関ま

でを包含した国家的規模のネットワークである。
(3) PortNet
① システム運営主体および利用者
A. システム運営主体
シンガポール港湾局（PSA）
（ネットワークは政府出資の民間企業であるシ

ンガポール・ネットワーク・サービス（SNS）社が
運営している）
B. 利用者

· 荷主・コンテナデポオペレーター・船社・ト
ラック事業者等

· シンガポール港湾局等
② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
輸出貨物の船積手続および輸入貨物の陸揚手続

きという一連の業務を対象としている。
B. 対象書類
積荷目録、コンテナ／貨物の引渡、危険品申告、

本船入港申告、輸入コンテナステータス、輸出コン
テナスケジュール、ベイプランなど

③ システムの特徴およびメリット
A. TradeNetとの接続

PortNet に加入している利用者は、PortNet が
TradeNet と接続されているため、TradeNet で扱
う通関手続きまで可能になる。
B. データベースサービスの提供
入港予定日時、コンテナ明細等に関するデータベ

ースサービスを提供している。
C. 対象業務範囲の広さ
日本のPOLINETに相当する位置づけであるが、

POLINETよりも対象業務範囲は広い。接続してい
る事業者数もかなりの数にのぼり、多様な書類が幅
広い事業者間でやりとりされている。

(4) KT-Net(Korean Trade Network）
① システム運営主体および利用者
A. システム運営主体

KT-Net社（韓国貿易協会により設立）
B. 利用者

· 商社・銀行・保険会社・通関業者・保税倉庫・
船社・海貨業者等

· 税関・韓国タイヤ製造協会・韓国鋼管協会・
韓国繊維輸出協会・韓国アパレル産業協会・
韓国消費財輸出者協会等

② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
貿易管理・外国為替・通関・納税・保険等輸出入

手続き全般
B. 対象書類
輸出入申告書・輸出入報告書・保税運送申告書等

③ システムの特徴およびメリット
A. 他のネットワークとの接続
銀行間ネットである KFTCとの連携により、貿

易会社と銀行間のEDI取引が可能となった。
KL-Netとも相互接続されているため、入出港手

続と通関手続を一つのネットワークから行うこと
ができる。
B. 対象業務範囲の広さ

KT-Net は基本的には日本の Sea-NACCS に相
当するが、他のネットワークと相互接続されている
こともあり、そこで扱える業務範囲はかなり広くな
っている。

(5) Trade VAN
① システム運営主体および利用者
A. システム運営主体
台北EDIFACT委員会（TEC）
（その中の「貿易・通関メッセージ開発小委員会」

が管轄）
B. 利用者
通関業者・海貨業者・輸送業者・倉庫・輸出入者・

航空会社・政府機関・税関
② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
通関業務全般（航空貨物通関システムおよび海上

貨物通関システム）
③ システムの特徴およびメリット
A. 対象業務範囲の広さ
貨物申告のほぼ全てがEDI化されている。

B. 国際標準への対応
国際標準である EDIFACT を、既に国内標準と

して登録している。
(6) CargoNet
① システム運営主体および利用者
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A. システム運営主体
Transportation　Community　Network社（香

港）
B. 利用者

· 荷主・海貨業者・輸送業者・船社・コンテナタ
ーミナル・銀行・トラック事業者等

· 政府系機関
② 対象業務および対象書類
A. 対象業務
日本の POLINET に相当する業務を対象として

いる。
CargoNetは、香港だけでなく、中国南部におけ

る貿易取引業務も対象としている。
B. 対象書類
Ｓ/O，I/V，B/Lなど

③ システムの特徴およびメリット
A. 国際標準
国際標準である UN／EDIFACT を採用してい

る。
B. 運営時間

24時間 365日体制で運用されている。

20.1.220.1.220.1.220.1.2    既既既既存存存存貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの比比比比較較較較
本節では、「20.1.1　既存貿易 EDI ネットワークの概

要」で述べた既存の国内外の貿易金融 EDI ネットワーク
について、特にネットワークという観点から詳細を述べ、
比較する。
まず最初に、「24.4　付録１　取引 EDI ネットワーク

の比較（国内）」の表における基本的な考え方を説明する。
「図 5-1　付録１における分類」を参照。

図図図図 5555----1111　　　　付付付付録録録録 1111ににににおおおおけけけけるるるる分分分分類類類類

(1) センターへの接続（A）
EDIネットワークの基幹網とEDIサービスのセンター

との間の接続形態について
(2) 利用者の接続（網へのアクセス）（B）
利用ユーザと EDI ネットワークの基幹網との間の接続

について
(3) 利用者環境（C）
ユーザ側の利用環境について
「24.4　付録１、２　取引 EDI ネットワークの比較」

を参照。

20.1.320.1.320.1.320.1.3    ままままととととめめめめ
貿易業務の国際性や、多岐にわたるプレイヤーの加入の

必要性、企業内のシステムとの接続容易性といった点を考
慮すると、グローバルなデファクトスタンダードとなって
いるTCP/IPを用いたネットワークを使用することが必須
の条件になるといえる。
またTCP/IP上では、アプリケーションレベルのプロト

コルとして多様な選択肢が用意されている点も魅力であ
る。例えば、TCP/IPネットワーク上でのEDI実現形態と
して、FTP を利用したファイル転送型、SMTP などの電
子メールのプロトコルを用いたメール転送型、HTTPを用
いたウェブ・ブラウザ型がある。

TCP/IPネットワークの代表は、インターネットである。
インターネットは、国際性、加入の容易性、企業内システ
ムとの接続容易性等の条件を全て満たすことのできるネ
ットワークである。しかし、インターネットを企業間取引
に利用する場合には、セキュリティとデータ送受信の確実
性といった問題が大きな障害として存在する。これらの問
題を解決するには、「23　セキュリティ」で詳細を述べる
暗号化や認証といったセキュリティを確保するための技
術や、「22.1.3.4　VPN(Virtual Private Network)」で述
べたＶＰＮ技術などを使用する必要がある。なお、データ
の送受信の確実性の確保に関しては、通信レベルだけの対
応では不十分であり、アプリケーションレベルでの対応が
必要である。
インターネットの他にも、TCP/IPを用いたネットワー

クには、通信事業者の提供するセキュアドTCP/IPネット
ワークがある。セキュアドTCP/IPネットワークサービス
は、基幹網として通信事業者の提供するTCP/IPネットワ
ークで、加入者のみが利用可能な閉域ネットワークである
ため、より高いセキュリティが保証されることになる。し
かし、VAN と同様に加入者が限定されることから、国際
性、加入の容易性といった要求を完全には充たすことがで
きないという問題もある。
セキュリティの確保されたインターネットという観点

からは、VPNも選択肢として考えられるが、貿易金融EDI
ネットワークの基幹網として利用するには、現状ではまだ
課題が多い。VPN 製品はパケットのカプセル化や暗号化
等多くの処理をするが、まだ標準の規格がなく、製品ごと
の相互接続性には問題があり、各拠点に同一製品を導入し
なければならない。また、VPN はネットワーク管理等の
運用が複雑化するといった問題もある。
国際標準であるTCP/IPネットワークを使用する場合で

も、インターネット、セキュアドTCP/IPネットワーク、
VPN といった選択肢がある。上記のように、現在のネッ
トワークサービスでは、全ての要求条件を満たすことはで
きないため、要求条件の優先順位づけを行い、基盤となる
ネットワークを選択する必要がある。

20.1.420.1.420.1.420.1.4    既既既既存存存存貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククににににおおおおけけけけ
るるるる問問問問題題題題点点点点おおおおよよよよびびびび将将将将来来来来動動動動向向向向

20.1.4.120.1.4.120.1.4.120.1.4.1    SeSeSeSeaaaa‐‐‐‐NNNNAAAACCCCCCCCSSSSおおおおよよよよびびびび次次次次期期期期SeSeSeSeaaaa----NNNNACACACACCCCCSSSS
(1) 現行Sea-NACCSにおける問題点
① 閉鎖的なネットワーク

VAN を利用しているという点では、他の貿易金融

EDI

サービス
基幹網

センター

ユーザ

ユーザ

ユーザ

←（B）→

←（C）→

←（A）→
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EDIネットワークと同じであるが、Sea-NACCSでは、
ユーザ ID の振られた特定の端末からのアクセス以外
は認めていない。つまり、社内の LAN からのアクセ
スや、他のEDIネットワークとの接続ができないよう
になっている。このような厳しいアクセス管理が行な
われているのは、官民共同利用のシステムであるとい
うSea-NACCSの特性による。
② 国際標準への未対応

Sea-NACCS の独自の EDI フォーマットを採用し
ており、国際標準となっているUN／EDIFACTに対
応していない。
③ 高い利用料金
利用料金が高い理由として、システムの運営だけで

なく、VANの運営までを NACCSセンターで行って
いることがあげられる。他の POLINET や S.C.／
S.F.Net のように、通信事業者へのアウトソーシング
を行なうことによって、利用料金を低く押さえること
が可能になると考えられる。
④ 短い稼働時間
海外の貿易関連のEDIネットワークのほとんどが、

１日 24時間、年 365日稼働していることと比較する
と、非常に稼働時間が短くなっている。
⑤ 狭い対象業務範囲
対象業務が限定されているために、輸出入の際の手

続きを全てシステムを使用して完結することができず、
非効率が発生している。

(2) 次期Sea-NACCSにおける改善点および問題点
① 改善点

· アクセス形態の多様化
Peer to Peer接続：利用者のパソコンとセンター

を１対１で接続。
ルータ接続：利用者の LAN に接続された複数の

パソコンがルータを介して、センター
と接続。

ゲートウェイ接続：利用者の LAN に接続された
複数のパソコンがゲートウェイコンピ
ュータを介して、センターと接続。

· 国際標準への対応
現行のシステムで採用している Sea-NACCS 独自
のEDIフォーマットに加えて、国際標準であるUN
／EDIFACTも採用する。センター側にトランスレ
ータを持ち、送信されてきた EDIFACT 電文を
Sea-NACCS の電文形式に変換してセンターで処
理を行う。

· 稼働時間の延長
原則として、１日24時間、年間365日稼働するこ
ととなる。但し、システムメンテナンスのため、毎
日一定時間システムの運用を停止する時間がある。

· 対象業務範囲の拡大
貨物輸出入時の一連の業務をカバーするように、対
象業務範囲が拡大され、いっそうの効率化が図られ
ることになる。

② 問題点
· 次期Sea-NACCSの開発は、現行Sea-NACCSの
問題点を受けて進められてきたため、現行の問題点

の多くは改善されることとなっているが、まだ問題
点も残っている。

· NACCSセンターによるIPアドレス管理
接続するコンピュータを特定する必要があること
から、IPアドレスはNACCSセンターが決定し、
付与、管理を行うことになっている。Sea-NACCS
システムに接続する端末と同一のLANに接続され
ている他の端末(Sea-NACCS には接続しない）に
ついても、IP アドレスの一定のフィールドまでは
指定されることになる。また、ルータは、NACCS
センターが指定したものを使用しなければならず、
ルータのIPアドレスもNACCSセンターが決定し、
変更することができない。つまり、既にプライベー
ト IPアドレスを利用して社内LANを構築してい
る場合には、Sea-NACCSのプライベート IPアド
レス体系に合わせた変更を行わなければならない。
IPアドレスはNACCSセンター側で一意に決定、
付与し、変換が禁止されていることから、Proxyサ
ーバなどの設置は禁止されるといった規制が課さ
れている。

20.1.4.220.1.4.220.1.4.220.1.4.2    そそそそのののの他他他他のののの貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネットットットットワワワワーーーークにクにクにクに
おおおおけけけけるるるる問問問問題題題題点点点点おおおおよよよよびびびび将将将将来来来来動動動動向向向向

(1) Ｓ.Ｃ.／S.F.Net
① 問題点

· 低い利用頻度
どちらのネットワークの場合も、特に荷主の利用頻
度が低い。

· ＶＡＮ間接続されていない
S.C.／S.F.Netでは、二種類の VANを利用してい
るが、そのVAN同士の接続がなされていない。そ
のため利用者は、他のVANを利用している相手と
やり取りをしたい場合には、両方のVANに別々に
加入する必要がある。

· 他のネットワークと接続されていない
② 将来動向

· UN／EDIFACTへの対応
国際標準である EDIFACT によるメッセージ群を
開発し、将来的には、従来のフォーマットを段階的
に廃棄していく方向。

· S.C.／S.F.Netの利用の活発化
ユーザを増やして利用頻度をあげていくためには、
電子化の対象となる書類や業務範囲を拡大し、ユー
ザの業務のさらなる効率化を図っていけるような
システムにしていくことが必要であると考えられ
る。その一つとして、次期 Sea-NACCS や
POLINETなどの他のEDIネットワークとの接続
も検討していく必要がある。

(2) POLINET
① 問題点

· 限定された対象業務
· 低い利用頻度
とくに海貨業者の利用率が低くなっている。海外の
有力な船会社等が加入していないことが利用促進
の妨げとなっていると考えられる。
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· 他のEDIネットワークと接続されていない
② 将来動向

POLINETが今後利用者を増やし、利用頻度をあげ
ていくためには、利用者にとってより利便性の高いサ
ービスを提供していく必要があると考えられる。その
一つとして、次期Sea-NACCSや他のネットワークと
の相互接続があげられる。
· 次期Sea-NACCSとの相互接続
次期 Sea-NACCS では、接続仕様およびテストに
合致した他の EDIネットワークと相互接続できる
ことになっている。そのために POLINET 側で、
次期 Sea-NACCS との間で交換する対象となるメ
ッセ－ジ、対象業務および相互接続することによる
効果等を検討している。

20.220.220.220.2    既既既既存存存存ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククササササーーーービビビビススススのののの状状状状況況況況
「20.1　既存の貿易金融 EDI サービス全体の概要」や

ネットワークから見た特徴等を述べてきた。「20.2　既存
ネットワークサービスの状況」では、貿易金融 EDI で利
用されているネットワークサービスに焦点を絞って述べ
ていく。

20.2.120.2.120.2.120.2.1    既既既既存存存存ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククササササーーーービビビビススススのののの特特特特徴徴徴徴
20.2.1.120.2.1.120.2.1.120.2.1.1    VAVAVAVANNNN((((VVVVaaaalllluuuue Ae Ae Ae Addddddddeeeed Nd Nd Nd Neeeettttwwwwoooorrrrkkkk：：：：付付付付加加加加価価価価値値値値通通通通信信信信

網網網網））））
(1) VANとは
既存の貿易金融 EDI において使用されている主要なネ

ットワークが、VANである。
VANサービスとは、NTTなどの第一種電気通信事業者

から借りた通信回線を利用して、ホストコンピュータを交
換機として、付加価値のついた通信サービスを提供するネ
ットワークサービスのことである。公衆網が単に情報の伝
達のみを行うのに対して、VAN は情報に対して付加価値
をつけた通信サービスを提供するところにサービスとし
ての価値がある。具体的には、フォーマット変換、プロト
コル変換等、情報の蓄積、処理、加工を行う。サービスメ
ニューは多岐にわたるが、企業内や企業間、業界別のEDI
サービス、ホストコンピュータによるデータ処理、メール
ボックスなどがあげられる。
(2) VANの特徴
① セキュリティ
閉域ネットワークであるため、高いセキュリティが

確保される。
② 帯域保証

VAN の網内における一定の帯域は保証されるが、
保証される帯域はサービス品目によって異なる。
③ 利用料金
利用料金は、各VAN事業者、各種サービス品目に

より異なるが、自社でネットワークを構築する場合に
比較すれば、すでに VAN 事業者側で用意されたネッ
トワークおよび付加サービスを利用する方が低料金で
導入、利用できるといえる。
利用料金は、月額一定の基本料と、そのほかにデー

タ交換量に応じた従量制の料金という体系になってい
る場合が多い。

(3) EDI‐VANサービス
貿易金融 EDI ネットワークに見られるような共同利用

型の EDI ネットワークの多くは、ネットワークとして
VANを用いている。VAN事業者が提供するVANのEDI
サービスでは、VAN センターにおいて、送信されたデー
タの蓄積、振分け、集約等の処理を行う。

図図図図 5555----2222　　　　EEEEDDDDIIII----VVVVAAAANNNNのののの方方方方式式式式

20.2.1.220.2.1.220.2.1.220.2.1.2    イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトト
(1) インターネットの特徴
ここでは、インターネットのネットワークとしての特徴

を簡単に述べる。インターネット技術の詳細については、
「22　通信環境」を参照。
インターネットの概要は、以下のようにまとめられる。
・全世界と通信可能なオープンネットワーク
・TCP/IPを標準プロトコルとしたネットワーク
・管理責任が不明確なネットワーク

このような点から、以下のような特徴があげられる。
① セキュリティ
インターネットは世界中の誰でもが簡単にアクセ

スできるオープンなネットワークであるため、インタ
ーネット上を流れる情報に対して、セキュリティ上の
保護は何もなされない。
② 帯域保証
インターネットは、複数のネットワークの結合であ

り、統一的に管理する仕組みがないため、帯域保証が
なされないだけでなく、情報が到達しなかった場合の
保証等もいっさいなされない。
③ 利用料金
インターネットを利用するために必要なのは、ブラ

ウザと ISP(Internet Service Provider)と契約するこ
とだけである。また、利用料金も専用線や VAN に比
較すれば非常に安いといえる。

(2) インターネットEDI
① インターネットEDIの概要
インターネット EDI には、以下のような形態があ

る。
A. ファイル転送型
アプリケーションプロトコルに FTP を用いた

EDI方式。
B. メール転送型

SMTPやPOP３といった電子メールで使用され
るプロトコルを用いて、メールの添付ファイルとし
て EDI 電文を送信する。添付ファイルは、S／
MIMEを用いてセキュリティ上の保護をする。

発信者
ﾒｰﾙ
ﾎﾞｯｸｽ

ﾒｰﾙ
ﾎﾞｯｸｽ

振分処理等

受信者
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C. ウェブ・ブラウザ型
HTTPプロトコルを用いたEDI形式である。ク

ライアント側はインターネット接続環境とブラウ
ザがあれば利用可能となるため、中小企業でも簡単
にEDIを導入することができる。

② インターネットEDIのメリット
A. 安価な導入費用／通信費用
各企業毎、業界毎で VANを利用した EDIをお

こなっている場合、取引相手毎に異なるVANに加
入するといった対応が必要になる。インターネット
の場合、オープンなネットワークであるため接続は
極めて容易であり、導入費用は安価である。
B. システム構築が容易
既存のインターネットの技術を使用しているた

め、システムの構築は非常に容易である。
C. 新たなビジネスチャンスの創出の可能性
インターネットのオープン性という特徴から、い

ままでの特定取引先との間のビジネスだけではな
く、今まで取引の実績のなかった、特に中小企業や
個人とのビジネスを開拓するチャンスがもたらさ
れるといえる。

これらの点から、インターネット EDI は、中小企業、
個人事業者への EDI 利用の拡大を促進していくものであ
るといえる。

20.2.220.2.220.2.220.2.2    ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククササササーーーービビビビススススのののの問問問問題題題題点点点点おおおおよよよよびびびび将将将将
来来来来動動動動向向向向

20.2.2.120.2.2.120.2.2.120.2.2.1    ＶＶＶＶＡＡＡＡＮＮＮＮにににによよよよるるるるＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩのののの問問問問題題題題点点点点
共同利用 EDIネットワークとして VAN を利用する場

合、そのVANへ接続している企業間の取引のみに限定す
れば問題はない。しかし、取引相手が複数あり、それぞれ
が異なるVANに加入してEDIを利用している場合、その
取引相手と取引をするためには、取引相手に合わせて複数
のVANに加入しなければならない。
中小企業は、大企業を中核としたVANを利用したEDI

サービスに加入する場合が多いが、複数のVANに加入す
るということは非常にコストがかかり、中小企業の EDI
利用が進まない原因にもなっている。
なお、サービスによっては、VAN 間接続されているも

のもある。その場合は、１つのVANに加入することで、
その VANと接続されている他のVANの加入者ともやり
取りができることになる。

20.2.2.220.2.2.220.2.2.220.2.2.2    イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトトＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩのののの問問問問題題題題点点点点
(1) セキュリティ
従来型の VANや専用線を利用した EDI では、セキュ

リティはあまり問題にはならない。しかしインターネット
は、誰でもが簡単に利用できるというオープンなネットワ
ークであるため、EDIでビジネス情報を交換するためには、
このセキュリティが大きな課題となる。インターネット上
のデータは、セキュリティ上全く無防備な状態にある。つ
まり、インターネットで情報をやり取りする場合には、以
下のようなセキュリティリスクがある。

· 情報の改ざん
· 機密の漏洩（盗聴）

· 第三者による成りすまし
· しらばくれ

これらのリスクを回避し、セキュリティを確保する必要
がある。そのためには、暗号技術をうまく利用して、送る
データを暗号化したり、本人証明を電子署名で行うという
ような対策を立てる必要がある。セキュリティの技術に関
しては、「23　セキュリティ」で詳細を述べる。
(2) メッセージ送信上の問題
インターネットを統一的に管理している責任者はいな

いため、情報送信の遅延や未到達の場合の対応が必要にな
る。
送信メッセージが消失したことをユーザが確認するた

めには、通信レイヤのみでなく貿易金融 EDI システム全
体での仕組作りが必要となる。通信レベル、メッセージレ
ベル、業務内容レベルでそれぞれ受信確認を行うことで送
信したメッセージが受信されたかを確認する必要がある。
例えばTCP/IPを通信プロトコルとして利用した場合、

TCPは信頼性の高い通信を提供するため、ポジティブ応答
確認システムを使用し、送信したどのセグメント（データ）
についても応答確認を要求する。指定のタイムアウト時間
内に応答確認が行われない場合、セグメントが失われたと
推定して、再送信する。しかしながら、通信レベルでの到
達確認だけでは不十分であり、アプリケーションレベルで
のメッセージ到達の確認を行う必要がある。
(3) 通信記録やログの保管等
これらは従来のEDIでは、VAN事業者が提供している

サービスであり、これらをどこが行っていくのかという問
題もある。

20.2.2.320.2.2.320.2.2.320.2.2.3    将将将将来来来来動動動動向向向向
米国を中心にインターネット EDI の事例が増加してい

る。この場合のインターネットEDIのほとんどは、TCP/IP
ネットワークを基幹網として利用したネットワークでは
あるが、特定の ISP（インターネットサービスプロバイダ）
間を結んだ閉域接続という形態のエクストラネットにな
っている。米国の自動車業界が共同で構築しているネット
ワークであるANX(Automotive Network eXchange)は、
インターネット EDI の事例として有名であるが、これも
やはり上記のようなエクストラネットである。ANXでは、
EDI機能のほかにも、CADファイルの交換や電子メール、
各種情報共有等も行われている。このような多様な付加価
値サービスが利用できる点は、インターネット EDI の強
みである。

EDIは、受発注EDIから物流 EDI、金融EDIへと拡
大している。今後はさらに、受発注から配送、決済にいた
るまでの一連のサプライチェーンにおける EDI の導入が
進んでいくと予測される。SCM のように、企業の枠を超
えて情報共有、交換を行っていく場合には、共通に利用可
能な基盤としてインターネットが用いられる可能性が大
きいといえる。
日本でも、企業の資材調達や物品購入等の分野で、イン

ターネット EDI の利用事例が増えている。しかし、イン
ターネットEDIは、従来型のVANを利用したEDIシス
テムに代わるものとしてではなく、従来型 EDI と併用し
て、中小企業も巻き込んで取引先の拡大をはかっているよ
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うな場合も多い。
貿易金融 EDI の分野においては、日本国内においても

海外の例を見ても、従来型のVANを利用したものがほと
んどである。これらの EDI ネットワークは、貿易業務を
取扱ってはいるものの、国内での業務に閉じた形で利用さ
れるシステムとなっている。これに対して、まだ実験段階

ではあるものの、Boleroではインターネットを利用したシ
ステムを構築しており、実験には世界各国から多数の企業
が参加している。今後、グローバルに利用される共通基盤
となるような貿易金融 EDI ネットワークの構築を目指す
には、世界中の企業が容易に接続可能なインターネットの
採用も考慮する必要があるといえる。

21212121    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ実実実実現現現現ののののたたたためめめめののののネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククにににに対対対対すすすするるるる要要要要求求求求条条条条件件件件

21.121.121.121.1    要要要要求求求求条条条条件件件件抽抽抽抽出出出出のののの基基基基本本本本的的的的考考考考ええええ方方方方
既存の貿易金融 EDI の置かれた環境から、貿易金融

EDI ネットワークに求められる新しい環境と技術的な要
件の整理を行う。

21.1.121.1.121.1.121.1.1    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの基基基基本本本本要要要要件件件件
業務モデル要件や運用ガイドラインをはじめとした他

のガイドラインから、貿易金融 EDI ネットワークに求め
られる基本要件は以下に示すようになる。

· 貿易金融業務を行う多くの参加者の参加しやすさ
· 貿易といった国際取引を考慮したグローバル性
· データ送受信の安全性
· 既存 EDI ネットワークや企業システムとの接続容
易性、親和性

なお、貿易金融 EDI ネットワークの参加者とは、貿易
金融業務を遂行する全ての企業や組織、認証機関、登録機
関（公証局）等である。

21.1.221.1.221.1.221.1.2    ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククににににおおおおけけけけるるるるリリリリススススククククとととと課課課課題題題題
「20　貿易金融EDIネットワークの置かれた環境」で

考察した既存の EDI ネットワークサービスの種類毎に上
記にあげた基本要件と対応してリスクと課題を以下に示
す。
(1) 参加者の参加しやすいネットワーク
共同利用型 EDIネットワークとして VAN を利用する

場合、利用者は業務や取引相手に合わせて複数のVANに
加入しなければならない。そして、そのVANの加入者と
しかデータ交換ができない。それに対してインターネット
への加入は容易であり、比較的安価なコストで全世界の相
手と通信できる。
(2) グローバル性
貿易は国際取引であるために、全世界に接続されるよう

なネットワークでなければならない。従来、国際 EDI を
可能とする国際VANサービスを利用することが一般的で
あった。しかしながら、近年のインターネットの普及によ
りインターネットを EDI のネットワーク基盤として使用
する事例も増えている。
(3) データ送受信の安全性

VANのネットワークは VANサービス事業者に管理さ
れているため、利用者は安全性についてはあまり心配する
必要はない。同様にエクストラネットや通信事業者が提供
するセキュアドTCP/IPネットワークも安全性は確保され
る。それに対してインターネットは誰とでも通信できると
いう利点があるが、逆に取引当事者以外の第三者によって
取引データの盗聴、改ざん、破壊や成りすましたりといっ
た脅威にさらされるといった欠点がある。さらに、インタ

ーネットでは送信したデータの遅延や喪失といった問題
もある。
(4) 既存EDIネットワークや社内システムとの接続容易

性、親和性
利用者は業務や取引相手に合わせて複数のVANに加入

しなければならないことがある。使用されている通信プロ
トコルもVANによって様々である。現在日本国内では次
期 Sea-NACCSを中心としたEDIネットワークの相互接
続の検討も開始されているが、海外の事例にみられるよう
に本貿易EDIの国際接続も考慮に入れなければならない。
また、本貿易 EDI により授受されるデータを社内システ
ムと容易に交換できれば、社内業務の効率化に寄与するこ
とができる。

21.1.321.1.321.1.321.1.3    解解解解決決決決すすすすべべべべきききき課課課課題題題題
貿易取引のための電子データ交換をネットワークを介

して行う場合、貿易金融 EDI ネットワークの基本要件の
実現とあわせて以下の課題を検討しなければばらない。

(1)　データの内容が正しいか
(2)　データを喪失した場合どうするか
(3)　データの受信確認はどうするか
(4)　機密情報の漏洩の対策をどうするか
これらの課題を技術的要件として整備することも、貿易

金融 EDI 実現のためのネットワークに対する要求条件と
して、次節で整理を行うこととする。

21.221.221.221.2    具具具具体体体体的的的的なななな要要要要求求求求条条条条件件件件
貿易金融 EDI ネットワークに対する要求条件は以下の

７つに整理される。
(1) 開放性
多くの会社がインターネットに代表される廉価なネッ

トワークで柔軟に貿易金融業務の商取引に参加できる環
境を要望している。現在、イントラネット、エクストラネ
ットに代表されるように、企業の基幹システムとインター
ネット技術を融合したオープンな利便性の高い情報シス
テムの構築やその活用が急速な勢いで進展している。また
貿易金融業務は国際的な取引であることから、国際標準に
準拠したインターネット技術を用いたオープンなネット
ワーク基盤が必要となる。
(2) データの確実な送受信
データ交換においては、データの喪失や到着順の逆転等

の防止および確実に届いたことの確認が必要になる。既存
のEDI-VANでは、この点を保証している。一方、インタ
ーネットを利用した場合には、通信レイヤのみでこれらを
保証することはできない。そこでアプリケーション・レベ
ルで補完する仕組みが必要にる。
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(3) 信頼性
ISPが管理する部分は、基本的に既存のVANと同レベ

ルのネットワークの信頼性、使用可能性、監視やサービス
サポートを提供してるが、インターネット全体としては、
ネットワークをエンド・エンドで管理する事業者も安全を
保証する仕組みも存在していない。そこで信頼性確保の仕
組みが必要となる。
(4) 多端末化の回避

EDIが普及するに従い、複数の企業と取引をもつことに
よる多端末化現象が起きた。通信レベルで問題を解決する
ためには共通の通信手順を採用する必要がある。
(5) 既存EDIネットワーク、社内システムとの接続容易

性
本貿易金融 EDI ネットワークだけでは全ての貿易金融

業務は完結できない。既存 EDI ネットワークで使用した
データを、業務に応じて活用する場合もある。従って、既
存 EDI ネットワーク、社内システムとの接続容易性、親
和性を考慮しなければならない。

(6) 料　　金
貿易金融 EDI ネットワークの参加者が利用しやすい料

金の設定が必要となる。また、比較的利用が少ないユーザ
には従量制、利用が多いユーザには定額制、あるいはその
組合わせといった多様性のある料金設定も必要となる。但
し低料金を重視すれば、品質、性能、保守等のサービス品
質は低下する。また送信データが確実に届き、遅延を小さ
くするためには比較的高価なネットワークの利用が必要
になる。
(7) セキュリティ
貿易金融業務における取引情報や決済情報はそれ自体

が機密情報であり、通信途上での盗聴、コピー、変更、削
除といった脅威に対して、暗号化機能の導入をはじめとし
た通信レベルでのセキュリティに対する防衛措置が必要
になる。さらにはデータ部だけでなく送信者の身元を明か
す通信制御部データのセキュリティも考慮する必要があ
る。

22222222    通通通通信信信信環環環環境境境境

「22　通信環境」においては、まず「22.1　通信技術」
において通信技術の全般的な動向を述べた後で、「22.2
21節の要求条件を満足する通信環境」において、「21　　貿
易環境EDI実現のためのネットワークに対する要求条件」
であげた貿易金融 EDI における要求条件を充たすような
通信環境とはどのようなものかということを検討していく。

22.122.122.122.1    通通通通信信信信技技技技術術術術
22.1.122.1.122.1.122.1.1    ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククササササーーーービビビビスススス
本節では特に、ユーザが各 EDI ネットワークの基幹網

へアクセスする際のアクセス回線としてのネットワークに
焦点を絞り、アクセス回線に利用される各種ネットワーク
サービスの概要を述べる。ユーザは、それぞれの利用頻度
や用途等に応じて、以下のような各種ネットワークを経由
してEDIサービスへ接続している。
(1) 公衆回線
広く一般の利用者が利用する通信回線。料金形態は、定

額の基本料金のほかに、利用時間および距離に応じて課金
される従量制で利用する場合が一般的である。最近は料金
形態が多様化しており、定額制のサービスも出てきている。
利用時間帯によっても料金は異なる。
① 電話回線
通常の公衆回線によるアナログ通信回線。

② ISDN（総合デジタル通信網）
公衆回線によるデジタル通信回線。インターネット

に接続するユーザが急増したことに伴い、ISDN 回線
の利用が急速に伸びている。ISDN を利用すれば、機
器や接続事業者にもよるが、64kbps または 128kbps
の回線速度での通信が可能になる。

(2) 専用線
企業内や関連企業、取引先等の事業所相互間に回線を敷

設し、トラフィック量に関係なく毎月一定の料金で利用で
きる通信回線。料金は、帯域および距離によって決定され
る。最近では、保守のクラスを下げることによって、比較

的安価に利用可能としたサービスも出てきている。
· 一般専用回線
· アナログ伝送サービス
決められた周波数帯を利用してアナログ信号を伝送
するサービス。

· 一般デジタル伝送サービス
一定の伝送速度を保証してデジタルデータを伝送す
るサービス。
通信速度は、50､1,200､2,400､4,800､9,600bps､
19.2kbpsである。

① 高速デジタル専用回線
高速デジタル専用回線は、時分割多重装置等を使い、

データと音声を統合して伝送できる。LAN間の高速デ
ータ伝送や CAD データの伝送、テレビ会議等の映像
伝送等、企業のネットワークとして幅広い利用が可能
である。
通信速度は、64kbpsから６Mbpsである。
高速デジタル専用回線サービスは、月額固定料金で

高速な常時接続が可能であり、自社からの情報発信も
できるため、企業がインターネットに接続する回線と
して利用する例が急激に増加している。
② 超高速デジタル専用回線
超高速デジタル専用回線は、50Mbps もしくは

150Mbpsでデジタルデータを伝送する。
(3) 移動通信
移動通信は、電波を伝送媒体として通話やデータ通信等

を可能とする公衆通信サービスである。
基本的に料金形態は公衆回線と同様に、定額の基本料金

と、利用時間、距離、通信相手の通信サービスに応じて課
金される従量制の料金からなっている。最近では、料金形
態は非常に多様化しており、一定利用量まで定額のサービ
スや長時間利用者向けサービス、利用時間帯による割引等
のサービスがある。
最近では、企業のLANへのモバイルアクセスなど、デ
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ータ通信での利用が増加している。インターネット接続サ
ービスを提供する携帯電話事業者も出てきている。通話料
と比較してデータ通信の料金は割安になっている場合が多
い。
① 携帯電話
A. アナログ方式
アナログ方式は、電波の利用効率が低いため、ユ

ーザ数が多くなるとデジタル方式に移行せざるを
得ない。主流はデジタル方式になっており、新規で
アナログ方式サービスを提供している事業者は少
なくなっている。
B. デジタル方式
デジタル方式はアナログ方式と比較して、通信品

質が高く、比較的伝送誤りの少ない伝送速度が安定
したデータ通信が可能である。
C. ＰＨＳ

PHS は、音声品質が高く、携帯電話よりもはる
かに高速な 32kbpsでのデータ伝送が可能である点
が特徴である。モバイルコンピューティングの通信
手段として、最も広く用いられており、インターネ
ット接続サービスなどデータ通信向けの様々なサ
ービスが提供されている。PHSでのデータ通信は、
「PIAFS」や「α－DATA」「α－DATA32」とい
う伝送規格を利用する。

② 衛星回線
衛星を使用した衛星回線を用いた、通信サービス。
衛星通信サービスを使用する場合に検討すべきこ

とは、帯域幅、使用周波数、利用時間、故障時のサポ
ートクラス、使用可能エリア、音声サービスやデータ
通信サービスの利用有無等である。とくに利用可能な
帯域幅は使用する通信衛星によって異なるので、注意
が必要である。
上記のような項目の組合わせによって料金が異な

る。

22.1.222.1.222.1.222.1.2    通通通通信信信信ププププロロロロトトトトココココルルルル
本節では、まず通信プロトコルについて概要を述べた後、

EDI で使用される様々な通信プロトコルやインターネッ
トのプロトコルであるTCP/IPについて述べる。

22.1.2.122.1.2.122.1.2.122.1.2.1    通通通通信信信信ププププロロロロトトトトココココルルルルととととはははは
複数のシステムを接続し、お互いに通信を行うためには、

それぞれのシステム間で共通の通信手順を定める必要があ
る。この通信手順を定めたものが通信プロトコルである。

EDIに適用する通信プロトコルは多様であるが、古くは
Ｘ.25（パケット交換）の上にアプリケーションをのせたも
の（VANの利用）や国内では、Ｊ手順、全銀手順があり、
最近では、Ｘ.400（MHS）、インターネットを使った例が
多くなってきている。
以下では、代表的な EDI の通信プロトコルについて解

説する。

22.1.2.222.1.2.222.1.2.222.1.2.2    国国国国内内内内のののの主主主主要要要要なななな通通通通信信信信ププププロロロロトトトトココココルルルル
(1) ＪＣＡ手順
① 概　　要
日本チェーンストア協会（JCA）が、1980 年７月

にチェーンストアのオンライン受発注システム用の標
準プロトコルとして制定した。正式名称は「取引先デ
ータ交換標準通信制御手順」である。流通業界を中心
に広く普及したため、通産省は JCA手順を汎用の手順
としてＪ手順と呼び推奨している。
また、JCA手順では伝送ファイルのフォーマットま

では規定していないが、1982年９月には、受発注業務
のためのレコードフォーマットである「オンライン標
準データ交換フォーマット」を発表した。これにより、
パソコン用の通信ソフトウェアパッケージの開発が容
易になった。
② プロトコル構成

JCA手順のプロトコル構成を｢表 5-1　OSI 参照モ
デルとJCA手順｣に示す。JCA手順によるデータ通信
の単位はファイルであり、対話的なデータ通信はない
ため、セッション層、プレゼンテーション層、アプリ
ケーション層を明確に分離することは困難である。そ
のため、「表 5-2　JCA手順の伝送制御」のような３
層構成になっている。
③ JCA手順の仕様

· 適用するデータ通信サービス
DDX回線交換サービス（9,600bps）
加入電話サービス（2,400bps）

· JCA手順の伝送制御手順の仕様

表表表表    5555----1111　　　　ＯＯＯＯＳＳＳＳＩＩＩＩ参参参参照モ照モ照モ照モデデデデルルルルとＪとＪとＪとＪＣＣＣＣＡ手Ａ手Ａ手Ａ手順順順順

JCA手順OSI参照モデル
層 機　　　能 制御仕様

アプリケーション層
プレデンテーション層
セクション層

電文制御 ・再送要求
・運用管理
・通信制御
・通信開始・終了
・ファイル伝送／アクセス

制御電文による制御

トランスポート層

ネットワーク層
データリンク層

データリンク制御 ・データ順序制御
・誤り制御
・データリンク設定・開放
・データの送受信

基本形データ伝送制御手順(JIS
C6362)に一部準拠(BSC2手順)

物理層 回線 ・電気的物理的接続条件 物理的条件：IS2110
電気的条件：V.28
論理的条件：V.24,V.26bis
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表表表表 5555----2222　　　　JJJJCCCCAAAA手手手手順の順の順の順の伝伝伝伝送送送送制制制制御御御御

項　　目 仕　　様
通信方式 半二重通信方式
同期方式 独立同期方式
接続制御方式 コンテンション方式
応答方式 ACK０/ACK１の交互応答、NAK
誤り制御方式 CRC方式
伝送制御方式 EBCDICコード

但し SOH,ETB,ITBは使用しない
伝送ブロック長 固定長で、電話回線の場合最大

256Byte、DDX回線交換サービスの場
合最大 2,048Byte

(2) JCA-H 手順
① 概　　要

J 手順の普及に伴い、取引データ量の増加、利
用頻度の増大が発生し、データ転送の高速化、経
済化の必要性が高まった。また、漢字データ伝送、
セキュリティの強化といった高機能化の要望もあ
がってきた。これらの課題への解決策として、1991
年４月に日本チェーンストア協会は、JCA-H手順
制定した。レコードフォーマットは、JCA 手順と
同じ「オンライン標準データ交換フォーマット」
に準拠しており、JCA 手順からの移行も比較的容
易である。また、JCA 手順ユーザとの取引データ
のやり取りも可能である。JCA-H手順と同様に、
通産省が流通業に制限せず、汎用的な通信手順と
して JCA-Ｈ手順の名称で制定している。

JCA-H手順の主な特徴は以下のとおりである。
A. Ｘ．400 に準拠
通信手順として、ITU-T 標準であるＸ．400

に準拠したことにより、Ｘ．400 で規定された
高度なデータ転送機能を実現し、データ転送の

信頼性も格段に向上した。また、Ｘ．400 準拠
のため、海外企業や異業種との通信が容易にな
った。
Ｘ.400 で規定されているメッセージング機

能は広範であり、JCA-H手順ではＸ．400の適
用、運用条件についても具体的な規定を行って
いる。
B. ISDN への対応

JCA-H 手順は、日本の EDI としては初めて
ISDN に対応した。これにより、高速データ転
送が可能になった。また、回線交換モード／パ
ケット交換モードの両方に対応しており、デー
タ転送量に応じた経済的な利用が可能である。
最近では、企業内の LANの普及に伴い、ISDN
の代わりに TCP/IP で RFC1006 を介して
JCA-H手順を実装する例も増えている。

② プロトコル構成
JCA-H手順は、EDIシステム間転送用の H-P1、

メールボックスアクセス用の H-P7 の２種類のプ
ロトコルが規定されている。

JCA-H 手順と OSI 参照モデルとの関係は、基
本的には MHS と同じだが、アプリケーション層
のプロトコルを限定しているなどの点から、若干
簡素化されている。
③ JCA-H 手順の仕様

· 適用するデータ通信サービス
高速デジタル　ISDN-B（64kbps）
ISDN-D（16kbps）

· JCA-H手順の伝送制御手順の仕様
HDLC （ High-Level Data Link Control
Procedure）に準拠

表表表表 5555----3333　　　　OOOOSSSSIIII参参参参照照照照モモモモデデデデルルルルとととと JJJJCCCCAAAA----HHHH手手手手順順順順（（（（HHHH----PPPP1111））））

JCA-H手順OSI参照モデル
機　　能 プロトコル

個人間メッセージ通信サービス P2（X.420/ISO10021-7）
メッセージ転送サービス P1（X.411/ISO10021-4）
高信頼転送サービス RTSE（X.410またはX.228/ISO9066-2）

アプリケーション層

アソシエーション制御サービス ACSE（X.410またはX.227/ISO8650）
プレゼンテーション層 OSIプレゼンテーションサービス X.226/ISO8823
セッション層 OSIセッションサービス X.225/ISO8327
トランスポート層 OSIトランスポートサービス X.224/ISO8073

Bch
回線交換

Bch
パケット

Dch
パケット

ディジタル
専用回線

接続制御 L451 L451 L451 －

ネットワーク層

データ転送制御 ISO8208 X.25PLP X.25PLP ISO8208
接続制御 I.441 I.441 I.441LAPD －データリンク層
データ転送制御 X.75SLP X.25LAPB ISO7776

物理層 I.430/I.431 X.21/
X.21bis
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(3) 全銀手順
① 概要
企業と銀行のコンピュータ間で、振込依頼や入金取

引明細をやりとりするファームバンキングが広く普及
しているが、その普及に重要な役割を果たしたのが、
全銀手順である。
全銀協理事会が、1983年 10月に「全銀協標準通信

プロトコル（ベーシック手順）」を、1984年１月には
「全銀協パーソナルコンピュータ用標準通信プロトコ
ル（ベーシック手順）」を制定した。
ファームバンキング以外にも、（社）日本電子機械

工業会（EIAJ）が EDIの標準手順に採用し、幅広く

利用されてきた。
② プロトコル構成
全銀手順は、ネットワーク層とトランスポート層の

区分があいまいであるため、その２層を合わせて通信
制御層としている。また、全銀手順でのデータ通信の
単位はファイルであり、対話型のデータ通信がないた
め、セッション層とプレゼンテーション層を合わせて
機能制御層としている。このように全銀手順は５階層
構造になっている。「表 5-4　OSI 参照モデルと全銀
手順」に、参照モデルと全銀協パーソナルコンピュー
タ用標準通信プロトコルとの関係を示す。

表表表表 5555----4444　　　　ＯＯＯＯＳＳＳＳＩＩＩＩ参参参参照照照照モモモモデデデデルルルルとととと全全全全銀銀銀銀手手手手順順順順

全銀手順OSI参照モデル

層 機　　　能 制御区分 制御仕様

アプリケーションプロ
セス

･画面入出力
･障害処理

アプリケーシ
ョン制御

入出力規定、
障害処理規定

アプリケーション層

アプリケーション

･再送要求
･運用管理
･通信処理

ファイル制御電文による制御

プレゼンテーション層

セッション層

機能制御 ･通信制御
･通信開始･終了制御
･ファイル伝送/アクセス
･通番管理

電文制御

通信制御電文による制御

トランスポート層 BSC2の制御機能の一部を利用

ネットワーク層

通信制御 ･データ順序制御
･ブロッキング/デブロッキング
･誤り制御

BSC2の制御機能の一部を利用

データリンク層 データリンク制御 ･データリンク設定･開放
･データ送受信

基本形データ伝送制御手順
（JIS C6362）に一部準拠
（BSC2手順）

物理層 回　　線 ･電気的物理的制御

伝送制御

物理的条件：IS2110

電気的条件：V.28

論理的条件：V.24、V.26bis

③ 全銀手順の仕様
· 適用するデータ通信サービス

DDX回線交換サービス（9,600bps）
加入電話サービス（2,400bps）

· 一般専用サービス
④ 全銀TCP/IP手順
従来の全銀手順は、通信速度が 2,400bps であるこ

とが最大のネックであったが、ここ数年の間に ISDN、
TCP/IPにも対応し、EDIデータ量の増大にも適応す
るようになった。それが「全銀TCP/IP手順」である。
「全銀TCP/IP手順」（「全銀協標準通信プロトコ

ル－TCP/IP手順」）は、1997年３月に全国銀行協会
連合会が傘下銀行の企業・銀行相互間のオンラインデ
ータ交換において使用するために制定した。さらに、
（財）日本情報処理開発協会・産業情報化推進センタ
（JIPDEC・CII）が中心となり、全産業で利用可能な

ように拡張した「全銀TCP/IP手順［拡張仕様］」を、
1997年５月に発表した。これによって、全銀手順より
も極めて柔軟な拡張性と高速性が実現されることとな
った。

表表表表 5555----5555　　　　全全全全銀銀銀銀手手手手順順順順のののの仕仕仕仕様様様様

項　　目 仕　　様
通信方式 半二重通信方式
同期方式 独立同期方式
データリンクの確立 コンテンション方式
応答方式 ACK０/ACK１の交互応答、NAK
誤り検出方式 CRC方式
情報伝送の方式 透過方式
電文長 電話網の場合256Byte可変長。

DDX回線交換の場合2,048Byte可変
長。
専用回線の場合規定なし。
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全銀TCP/IP手順の特徴は以下のとおりである。
A. TCP/IP準拠
企業内、企業間ネットワークをTCP/IPに集約可

能
B. 高速通信の実現
非同期式全二重方式を使用しているため、最大

56kbps の高速通信が可能。また、ISDN を利用し
た場合は、最大 128kbpsの通信が可能となる。
C. 長大なデータなどの伝送の実現
従来は取り扱うことのできなかったマルチメデ

ィアファイル、長大な固定長／可変長レコードなど
のデータ交換が可能となっている。

(4) Ｆ手順
① 概　　要
Ｆ手順は、OSI標準ファイル転送プロトコルである

FTAM(File Transfer, Access and Management)に準
拠した通信手順であり、（社）電子機械工業会（EIAJ）
等 10 業界の協力のもと、（財）日本情報処理開発協
会・産業情報化推進センター（JIPDEC・CII）が開発
した。1991年５月にVer.1、1992年９月にVer.２が
制定された。
② Ｆ手順の仕様
A. 適用するデータ通信サービス

ISDN回線
B. Ｆ手順の構成
Ｆ手順は、以下のような構成になっている。
a） FTP(File Transfer Process)

FTAM とのインターフェース提供。転送管
理・運用管理・セキュリティ・障害管理機
能。

b） FTAM
ファイル転送の規約。

c） 転送制御情報
d） FAI(FTP Access Interface）
ネットワークでの業務運用のための機能や
インターフェース部分である通信運用規約
を実現したもの。

e） UAP(User Application Process）
ユーザ支援機能であるUAPの一部も、Ｆ手
順によって標準化されている。

22.1.2.322.1.2.322.1.2.322.1.2.3    海海海海外外外外のののの主主主主要要要要なななな通通通通信信信信ププププロロロロトトトトココココルルルル
(1) Ｘ.400
① 概　　要
電子メールのプロトコル（蓄積転送プロトコル）を

標準化しようという動きは、まず、1978年に国際的な
学術団体で始まった。1980年からはそれを引き継ぐ形
で、国際電信電話諮問委員会（CCITT、現在の ITU-
T）が詳細な検討を行い、その結果、1984 年に
MHS(Message Handling Systems)と呼ばれるメッセ
ージ通信のための一連の勧告が策定された。この
MHSの勧告には、Ｘ.400番台の勧告番号が付与され
たため、MHSはＸ.400とも呼ばれる。
② プロトコル構成

表表表表 5555----6666　　　　OOOOSSSSIIII参参参参照照照照モモモモデデデデルルルルととととMMMMHHHHSSSS

MHS
P2/P22/PEDI/Pvm

OSI参照モデル

P7   　　　　 P3 P１
アプリケーション層 X.229/ISO9072

（ROSE）
（X.228/ISO9066）
（RTSE）
X.227/ISO8650
（ACSE）

X.228/ISO9066
（RTSE）
X.227/ISO8650
（ACSE）

プレゼンテーション層 X.226/ISO8823
セッション層 X.225/ISO8327

トランスポート層 X.224/ISO8073 REC1006
ネットワーク層
データリンク層
物理層

ISDN/パケット/電
話網

TCP/IP

※セッション層以上とトランスポート層以下の組合わせ
は独立に可能である。

22.1.2.422.1.2.422.1.2.422.1.2.4    イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトトププププロロロロトトトトココココルルルル
(1) TCP／IP（Transmission Control Protocol/Internet

Protocol）
① 概　　要

TCP/IPは、UNIXシステムのネットワークインフ
ラとして発展してきたプロトコルである。インターネ
ットの前身である ARPANET 用に開発されたプロト
コルであるため、インターネットでも TCP/IPが標準
として用いられている。TCP/IP はメーカに依存しな
いオープンなプロトコルとして広く普及しており、現
在では、UNIXだけでなく、ほとんどのネットワーク
の標準プロトコルとなりつつある。
企業の社内ネットワークでは、インターネット技術

を活用したイントラネットの普及によって、通信プロ
トコルとして TCP/IPが標準的に用いられるようにな
ってきた。それに対して、企業間の通信プロトコルと
しては、BSCをベースとした JCA手順や全銀手順が
長く用いられてきていた。しかし近年では、JCA手順
も全銀手順もともに TCP/IPへ対応する仕様を制定し
ており、通信プロトコルは TCP/IPに統一される方向
にあるといえる。
一般にTCP/IPといった場合、TCPと IPという２

種類のプロトコルだけを示すのではなく、TCP/IP を
中核とした100種類以上のプロトコルの集まりを意味
している。

TCP/IP の仕様等に関する記述は、RFC（Request
for Comments）と呼ばれる文書で定義されている。
RFCでは、プロトコルの仕様だけでなく、議事録、活
動報告など、標準化活動の全般に関する記述がなされ
ている。RFCの文書はオープンになっており、誰でも
参照可能である。
② プロトコル構成

TCP/IP モデルには、「表 5-7　OSI 参照モデルと
TCP/IP」に示したように４つの階層構成になっている。
TCP/IP のインターネット層とトランスポート層の機
能は、OSI参照モデルのネットワーク層とトランスポ
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ート層の機能とほぼ一致している。OSI参照モデルの
セッション層からアプリケーション層までの各層は、
TCP/IP では区別されずにアプリケーション層として
一つにまとめられている。

表表表表 5555----7777　　　　OOOOSSSSIIII参参参参照照照照モモモモデデデデルルルルととととTTTTCCCCPPPP////IIIIPPPP

TCP/IPOSI参照モデル
層 プロトコル例

アプリケーション層
プレゼンテーション層
セッション層

アプリケーション層 SMTP, POP3 ，
IMAP4， FTP，
Telnet，HTTP

トランスポート層 トランスポート層 TCP，UDP
ネットワーク層 インターネット層 IP
データリンク層 ネットワーク･インターフ

ェース層
Ethernet，FDDI,
トークンリング

物理層

IPは、インターネットの基盤となるプロトコルであ
る。インターネットはインターネットデータグラム（IP
データグラム）と呼ぶパケットを単位として通信を行
うが、IPは IPデータグラムの細分化と再構成の機能
を持っている。また、IPアドレスに応じてネットワー
クの経路制御を行う機能もある。IPはコネクションレ
ス型のプロトコルで、応答確認、再送信、エラー検出
等の送達確認の機能はなく、このレベルでは通信の信
頼性は保証されていない。

TCPは、コネクション型のプロトコルで、信頼性の
あまりない IP 上で信頼性のあるストリーム型の通信
を実現する。TCPには、誤り訂正、順序制御、再送、
フロー制御、ポートによるコネクションの多重化等の
機能がある。

(2) ＦＴＰ
FTP(File Transfer Protocol)はインターネット上のフ

ァイル転送ベースの手順である。FTPはTCP/IP上で実現
されるファイル転送プロトコルであり、高速データ転送が
可能である。

FTPは、昨今の急速なインターネット、LANの普及に
より手軽に利用可能である。このため、FTPを使ったEDI
方式は広く普及してきている。しかし、今後の取引の増加、
国際、異業種間取引の進展を考慮すると、EDI運用機能が
規定されていない点、セキュリティ面の不安がネックとな
りうる。また FTP では、未完のファイルができてしまう
といったようなデータの完全性の保証がなされないとい
った問題がある。
(3) SMTP･POP3･IMAP4

SMTP・POP３・IMAP４は、インターネット上で最も
普及しているアプリケーションのひとつである電子メー
ルのプロトコル群である。

SMTP は、ASCII コードのみを用いた単純なプロトコ
ルで、メッセージ送信時の通信手順とメッセージフォーマ
ットを規定している。SMTPは、メールの文字電文しか扱
えないため、EDIのメッセージを送る場合はメールの添付
ファイルとして送る。電子メールの添付ファイルは、
MIMEのカプセルの中に入れられる。

MIME は、画像や音声等のマルチメディアデータを、
SMTP上で転送するための規格である。ASCIIテキストの

転送しかできないSMTP上で、バイナリを転送するため、
バイナリを ASCII テキストで表現するための符号化規則
等を定めている。また、転送するデータの種類は、コンテ
ントタイプと呼ばれる識別子で明示的に表される。MIME
のコンテントタイプは、データの種類の識別子として
HTTPなどでも用いられている。種類には、Text，Image，
Audio，Video，Application，Multipart，Message があ
る。

SMTP では、メールが相手に確実に届く保証がないこ
とやデータの順次性を必ずしも保てないといったデータ
送受信の確実性の問題がある。また、電子メール方式を用
いる場合には、スパムメールなどの外からの脅威の存在と
いった問題もある。

POP3と IMAP４は、メールボックスからメールを受信
するためのプロトコルである。

POPは、リモートのメールサーバ(メールボックス)から、
手元のクライアントまでメールを転送する場合使われる
プロトコルである。現行バージョンは３であるため、POP
３と呼ばれている。

IMAP４は、POPの欠点を補うべく登場した比較的新し
いプロトコルで、メールのヘッダ情報のみの取得や、検索
等、高度な機能を備える。クライアントはPOP３のときと
同じく、IMAPサーバと通信してサーバにあるメールボッ
クスやメールを操作することができる。POP３との違いは、
メールボックスを複数作成したり、階層構造化させて整理
することができるという点である。また、メールの管理を
メールボックス側で行うことから、モバイル環境に適した
プロトコルとなっている。POP３のようにメールをすべて
クライアント側にダウンロードして処理するといった必
要がなく、通信経路への負荷低減のみならず、作業手順も
簡素化される。
(4) HTTP

HTTPは、メール同様インターネット上の代表的なアプ
リケーションであるWWWのためのプロトコルである。
もともとHTTPはWWW文書であるHTMLを転送す

るプロトコルであるが、画像や音声等のマルチメディアデ
ータをバイナリのまま転送可能であることから、FTPと同
様にファイル転送にも適している。

22.1.322.1.322.1.322.1.3    ＴＴＴＴＣＣＣＣＰＰＰＰ／／／／ＩＩＩＩＰＰＰＰネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククととととそそそそのののの拡拡拡拡張張張張性性性性
22.1.3.122.1.3.122.1.3.122.1.3.1    イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトト
(1) インターネットとは
インターネットは、TCP/IPプロトコル群を標準のプロ

トコルとして、政府機関や大学、企業等の様々なネットワ
ークが相互接続された世界規模のネットワークである。

1969 年に、アメリカの国防総省が軍事目的で開発した
ARPANET(Advanced　Control Projects Agency Network、
国防総省高等研究計画局のネットワーク）が源泉となって
いる。1982年には、TCP/IPがこのネットワークの標準プ
ロトコルとされた。1983年からは、NSF(National Science
Foundation、全米科学財団）の資金援助を得て、この
ARPANET を継承した学術利用の非営利目的のネットワ
ークであるNSFNETを中心として発展してきた。
当初接続していたのは、学者や企業の研究開発部門など、

一部の専門家に限られていた。しかし、1990 年代に入る
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とインターネットの商用化が開始され、ビジネスとしてイ
ンターネット接続を提供する ISP(Internet Service
Provider)が出現し、普通の企業や家庭からもインターネッ
トに接続できるようになった。そして、操作が簡単な
WWW(World Wide Web)技術の出現を原動力として、イ
ンターネットは爆発的に普及してきた。
日本では、学術関係のネットワークJUNETがTCP/IP

を採用し、その後、 JAIN(Japan Academic Inter
University Network)やWIDEインターネットなどの学術
関係のインターネットが生まれた。1993 年には、ＩＩＪ
（Internet Initiative Japan）が日本初の商用インターネ
ット接続サービスを開始した。
(2) インターネットの特徴
インターネットの特徴としては、以下のような点があげ

られる。
① 全世界と通信可能なオープンネットワーク
既存の手近なネットワークに接続するだけで、イン

ターネットに接続でき、全世界と通信ができるオープ
ンなネットワークである。世界中の様々なコンピュー
ターがインターネットに接続されており、そこからリ
アルタイムで多様な情報にアクセスすることが可能で
ある。
② 標準仕様に準拠したネットワーク
インターネットでは、標準プロトコルとして

TCP/IP 群を採用している。そのため、多様なプラッ
トフォーム上からも、ブラウザを用いることによって
簡単にアクセスすることが可能となっている。
また、ネットワーク上で使用するアプリケーション

はユーザに任され、使途が限定されていないため、多
様なサービスが提供されている。例えば、情報発信の
WWW 以外にも、電子メール、ファイル転送である
FTPや、仮想端末である telnetなど、非常に多くのア
プリケーションが存在している。
③ 管理責任が不明確なネットワーク
インターネットに接続されているコンピュータは

どれも同等の関係にあり、どこかで集中管理されてい
るわけではない。従って、インターネットを使った通
信の送達やセキュリティなどについては、保証されて
いない。

(3) インターネットの普及状況
Network Wizards社の調査によると、1998年７月現在

の世界のインターネット・ホスト数は3,673万台であり、
半年間で 700万台増加している。日本のインターネット・
ホスト数は 135万台で、半年間で18万台増加している。
日本は、ホスト数では米国に次いで世界第２位となって

いるが、人口 1,000人あたりの普及率はまだ10.7であり、
欧米諸国には遠く届かない状況である。普及率を見ると、
日本では、まだまだインターネット市場の成長が期待でき
るといえる。
  
22.1.3.222.1.3.222.1.3.222.1.3.2    イイイインンンントトトトララララネネネネッッッットトトトととととエエエエククククスススストトトトララララネネネネッッッットトトト
(1) イントラネット
イントラネットとは、インターネットで利用される技術

を企業の社内でのネットワークシステムに活用するシス
テム形態のことである。インターネットで利用される技術

とは、具体的には WWW 技術や電子メールの技術等であ
り、これらの技術を企業内の情報システムに用いて、社内
での情報共有等を行っていく仕組みである。
イントラネットもインターネットの技術を利用したネ

ットワークであるが、インターネットとの違いは、以下の
ような点にある。

表表表表 5555----8888　　　　イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトトととととイイイインンンントトトトララララネネネネッッッットトトトのののの違違違違いいいい

インターネット イントラネット
コンテンツ 公開情報 社内情報
アクセス（ユーザ） 制限なし

（不特定多数）
外部アクセス制限
（関係者のみ）

目　　的 企業外との情報交
換

企業内の業務

(2) エクストラネット
エクストラネットは、イントラネットと同様にインター

ネット技術を利用した企業ネットワークだが、同一企業内
に閉じたネットワークではなく、複数企業をまたがるネッ
トワークである。自社内だけではなくもっと広げて、取引
関係にある関連企業までを、プライベートなインターネッ
トに取りこむというものである。
イントラネットが社内の人間だけがアクセス可能なシ

ステムであるのに対して、エクストラネットは、社内だけ
でなく社外の人も利用するネットワークである。しかし、
外部からのアクセスが可能であるといっても、インターネ
ットとは違い、ユーザは限定されている。つまり、ある企
業のネットワークに、他の特定の企業がアクセスして情報
を共有することを可能とする仕組みがエクストラネット
である。エクストラネットは、接続しようという企業がイ
ンターネットに接続できる環境を持っていれば接続可能
であるため、安価に簡単に企業間のネットワークを構築す
る方法として普及してきている。

22.1.3.322.1.3.322.1.3.322.1.3.3    セセセセキキキキュュュュアアアアドドドドＴＴＴＴＣＣＣＣＰＰＰＰ／／／／ＩＩＩＩＰＰＰＰネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク
インターネットの普及とともにTCP/IPがネットワーク

の標準プロトコルといえるようになってきており、各通信
事業者もこの動きに合わせて、TCP/IP を用いたネットワ
ークサービスを提供するようになった。それが、セキュア
ドTCP/IPネットワークサービスである。インターネット
とは異なり、他のプロバイダとの相互接続はなく、特定の
相手先にしか接続できないようにしてあるため、不特定多
数のユーザがアクセスするインターネットに比較すると
セキュリティは高いといえる。
また、前述したエクストラネットは、インターネットの

技術を利用した閉域のネットワークであるが、このネット
ワークの管理は、ネットワークに接続する企業間で行って
いかなければならない。それに対して、通信事業者が提供
するセキュアドTCP/IPネットワークサービスでは、ネッ
トワークの管理はサービス提供事業者に任せることが出
来る。また、インターネットを企業間通信に利用する際の
問題点の１つである責任の所在のあいまいさも、通信事業
者が提供するネットワークサービスを利用することで明
確になる。
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22.1.3.422.1.3.422.1.3.422.1.3.4    ＶＶＶＶＰＰＰＰＮＮＮＮ（（（（VVVViiiirturturturtuaaaal Prl Prl Prl Priiiivatvatvatvateeee　　　　NNNNetetetetwwwwoooorrrrkkkk））））
(1) VPNとは
従来、インターネットは企業間通信等に高い信頼性を要

求されるWAN(Wide Area Network）の構築には不向きと
されてきた。その最大の理由は、外部からの盗聴やデータ
の改ざんなど、セキュリティ上の不安があるということで
ある。そのセキュリティの問題を解決し、インターネット
上に仮想的に閉じたネットワークを構築するための技術
が、VPN(Virtual Private Network)である。

VPN は、ファイヤーウォールとトンネリング、暗号化
といった技術を組み合わせることで、インターネットをプ
ライベートネットワークのインフラとして利用するネッ
トワークの構築技法のことである。VPN で結ばれた二者

間の通信は、暗号化機能と認証機能を持つ VPNサーバ間
の暗号化された通信路を介して行われ、その特定の IP ア
ドレス以外からの通信は通さない。つまり、インターネッ
ト上の盗聴と改ざんの脅威を VPNサーバにより防止し、
インターネットから社内ネットワークへの侵入の脅威に
ついてはファイアウォールにより防止することができる。

VPN のメリットとしては、インターネットを使用する
ことから、比較的低料金で利用できることがある。また、
デメリットとしては、専用線等の場合とは異なり、帯域保
証がなされないことがある。VPN は低コストという面で
はメリットが大きいと考えられるが、現時点では、構築・
運用の難しさや、VPN 構築のための様々な技術が標準化
の過程にあるため、相互接続性等の課題を抱えている。

＊VPNサーバ：暗号化・認証機能提供

図図図図 5555----3333　　　　VVVVPPPPNNNN概概概概念念念念図図図図

(2) VPNで利用する技術
VPN を実現する技術として、トンネリング技術、暗号

化／認証技術、ファイアーウォールといった技術があるが、
暗号化や認証、ファイアーウォールに関しては、「23  セ
キュリティ」の中で述べる。ここでは特に、VPN を実現
する際に用いられる特徴的な技術として、トンネリング技
術について述べることとする。
トンネリングは、インターネット上で仮想的なトンネル

のような通信路をつくって接続する技術である。パケット
はその通信路の中を通り、外部からはそのパケットを見る
ことはできない仕組みになっている。その仮想的なトンネ
ルは、データのパケットをカプセル化して、特定の拠点間
のみで有効なパケットをつくることによって実現される。
トンネリングは、主にネットワーク層での暗号化の技術

である。ゲートウェイでパケットの暗号化とカプセル化を
行い、個別にアプリケーションで実装する必要はない。最
近では、IP secに準拠するものが多くなっている。IP sec
は、IPにセキュリティ機能を付加するプロトコルで、イン
ターネットの標準化組織である IETF(Internet
Engineering Task Force)で標準化を進めている。IP sec
については、「22.1.3.5　次世代インターネット技術」の
IP v6の部分で詳しく述べることとする。
その他のトンネリング技術の代表的なものとしては、米

マイクロソフト社の PPTP(Point-to-Point Tunneling
Protocol)と米シスコ・システムズ社の L2F(Layer 2
Forwarding)があった。この２つを融合させたのが
IETF(Internet Engineering Task Force)で標準化されて
いるL2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)である。

22.1.3.522.1.3.522.1.3.522.1.3.5    次次次次世世世世代代代代イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトト技技技技術術術術
(1) インターネットに関わる変化と課題
インターネットが学術的目的の利用から商業ベースの

利用に開放され、利用者（企業・個人）が増大するにつれ、
ネットワークが抱える問題が顕著になってきた。問題点と
しては、以下のような点がある。
・IPアドレスの枯渇
・情報の重要度を識別できない
・ネットワーク管理の複雑化
これらの問題解決に向けた様々な取組が行われており、

以下では、その代表的な技術および取組みについて述べる。
(2) IP v6（IP Version６）
① IP v6とは
インターネットが急激に普及し、世界規模のネット

ワークとなったことにより、IP v4 の設計と実際の利
用状況との間にひずみが出てくることとなった。
まず、インターネットの急激な普及に伴って、2005

年頃には現在使用している IP v4アドレスが枯渇する
と予測され、より広大なアドレス空間が必要とされて
いる。また、通信の利用目的やユーザのニーズも変化
してきており、アドレスの枯渇や経路制御の複雑化と
いった規模拡張性の問題だけでなく、マルチメディア
通信への対応やセキュリティの確保といった新たな要
求も高まっており、IP v4 に代わる新しいプロトコル
体系の必要性が認識されるようになった。その次世代
のインターネットプロトコルが IP v6 である。IP v6
は、IP ng(IP next generation)とも呼ばれている。

IP v6では、IP v4の仕様の優れた部分は継承しつ
つ、アドレス空間の拡大を図り、さらに従来のTCP/IP
で問題となっていた部分を修正したり、欠けていた機

 A社

＊VPNサーバ

　　　　　B社

＊VPNサーバFireWall FireWall

インターネット

暗号化された通信路
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能を追加するなど変化が加えられている。IP v4と IP
v6を簡単に比較したものが、以下の表である。IP v6
の標準化は、インターネットの標準化団体である
IETFが推進している。

表表表表 5555----9999　　　　IIIIP P P P vvvv４４４４とととと IIIIP P P P vvvv６６６６のののの比比比比較較較較

IP v4 IP v6
アドレス空間 ２の32乗 ２の128乗
アドレス自動設定 オプション 標準
セキュリティ なし 標準
マルチメディア通信 なし フローラベル

（Flow Label）

以下で、各項目について、より詳しく述べていく。
A. アドレス空間

· 32bit（IP v4）→128bit(IP v6）
· 構造化されたアドレス割り当て
地域、国、プロバイダ、組織、サブネット、
コンピュータ毎に割り当てが可能。

B. アドレス自動設定（Plug＆Play）
インターネットに必要な機能が自動化されてお

り、つなぐだけで使用可能という状態になる。
DHCPサーバが不要になるため、器材導入コストの
削減が可能等のメリットがある。
C. セキュリティ

IP v6のセキュリティはIP secにより実現されて
おり、盗聴や改ざん、成りすましなどに対して、デ
ータの暗号化、送信者の認証、データの同一性の検
証を行うことによりセキュリティを確保する仕組
みになっている。IP sec では、認証のための
AH(Authentication Header）ヘッダ、暗号化のた
めのESP（Encapsulating Security Payload）ヘッ
ダをオプション・拡張ヘッダとして持っている。
データの暗号化には、ESPヘッダが用いられる。暗
号化の方式としては、標準ではDES-CBCがサポー
トされている。
認証にはAHヘッダが用意されており、認証の方

法としてはMD5が標準として用いられている。デ
ータの改ざんを防ぐための同一性の検証も、認証と
同様な方法によって実現されている。
D. マルチメディア通信
フローラベル機能によって情報の優先制御を設

定することが可能である。フローラベル機能では、
データの流れに目印をつけて制御を行う。これによ
ってデータ送信の処理能率が向上する。マルチメデ
ィア（映像、音声）対応のストリーム系データを優
先転送設定にすることで、リアルタイム性が要求さ
れるテレビ会議やインターネット電話等に利用で
きる。

② IP v6の現状
IP v6の現在の動きは以下のような状況である。
1995年 12月に暫定仕様が完成し、2000年までに

最終仕様をかためる予定。
国際標準化団体であるIETFが中心になって世界規

模で IP v6 を実験する広域接続実験ネットワーク６

boneを構築し実験中。
各メーカで、IP v6の実装、評価、商品化が進行中。
相互接続性のテストの実施。

(3) 次世代インターネットへの取組み
IP v6の実証実験を含めて、次世代のインターネットを

目指した取組みは世界中で行われており、その代表的な動
きを以下で述べていくこととする。
① 国内における取り組み
A. WIDE(Widely Integrated Distributed

Environ-ments) プロジェクト
a)　目　的
オペレーティングシステム技術と通信技術
を基盤とした新しいコンピュータ環境の確
立をめざす研究プロジェクト。コンピュー
タ技術や通信技術を用いて、広く人類に貢
献するための分散システム環境を提供する
目的で、「大規模広域分散環境の構築」を研
究テーマとしている。

b)　取組み
実験基盤のネットワーク環境「WIDEイン
ターネット」の運用による大規模分散環境
の構築の試行

B. 約140の組織との共同研究基盤を構築
C. 国際的なインターネットとの相互接続を実現

a)　提　唱
学生、大学関係者、企業の研究者約500名
がグループメンバーとして活動。

② アメリカにおける取組み
A. NGI(Next Generation Internet)
目　的
現行のインターネットと同様に「連邦政府
機関の学術研究ネットワークからビジネス
へ利用」というアプローチで米国主導で開
発

B. コンピューティングと通信の分野における米国
の技術的リーダシップの維持、米国経済の競争
力の向上と商業的リーダシップの強化

a) 概　要
次世代インターネットで必要な技術・アプ
リケーションを開発する米政府系の研究開
発機関

b) 取組み
高度ネットワーク技術の実験研究

C. 次世代ネットワークの開発
D. 革新的なアプリケーションの開発

a) 提　唱
1996年 10月　クリントン大統領、ゴア副
大統領により提案
1997年 10月　開始

b)　予　算
1998年から３年間にわたり、１億ドル／年
を政府が約束

E. Internet２
目　的
研究コミュニティのために先進的ネットワ
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ーク機能を創造、維持
F. ブロードバンドネットワーク媒体の統合、対話、

リアルタイムコラボレーションの実現
G. 学術コミュニティのための実働インターネット

サービスを向上
a)　概　要
全米 130 校以上の大学が参加するインター
ネット・プロジェクト

b)　取組み
－仮想近接を利用し、教育サービス、健康管
理、環境監視の実現

H. アプリケーション開発のためのミドルウエアの
提供

I. 教育コミュニティ・アプリケーションが求める
QoSをサポート

J. Internet２から他のインターネットテクノロジ
への移転
提　唱

1986年 10月　34大学で構想発表
1997年 10月時点　110を超える教育機関
が参加

22.222.222.222.2    22221111 節節節節のののの貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融 EEEEDDDDIIII 実実実実現現現現ののののたたたためめめめののののネネネネッッッットトトトワワワワーーーー
ククククにににに対対対対すすすするるるる要要要要求求求求条条条条件件件件をををを満満満満足足足足すすすするるるる通通通通信信信信環環環環境境境境

ここでは、「21　貿易金融 EDI実現のためのネットワ
ークに対する要求条件」で述べたような貿易金融 EDI ネ
ットワークに対する要求条件を受けて、その要求条件を満
足する通信環境を、「22.1　通信技術」で述べてきた種々
の通信技術をどのように組合わせて実現できるかについ
て述べる。
22.2.122.2.122.2.122.2.1    ネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク構構構構成成成成パパパパタタタターーーーンンンンのののの分分分分類類類類
まず、「22.1　通信技術」で述べてきた通信技術をもと

に、ネットワークの構成による分類と定義を行う。以下の

ような３つのパターンに分類することができる。
· VAN
· セキュアドTCP/IPネットワーク
· インターネット

(1) VAN
VANについては、すでに「20.2.１.1　VAN(Value Added

Network：付加価値通信網)」で概要を述べている。ここで
想定しているVAN型のネットワークとは、通信事業者の
提供するVANサービスを利用してEDIを行うものであり、
VAN サービス提供事業者側のセンターで、データを蓄積
交換する方式である。VAN の通信プロトコルとしては、
全銀手順や J手順が用いられている場合が多い。
(2) セキュアドTCP/IPネットワーク
通信事業者の提供する閉域TCP/IPネットワークサービ

スを指す。概要は「22.1.3.3　セキュアド TCP/IP ネット
ワーク」で述べている。
(3) インターネット
インターネットについては、「23.1.3.1　メッセージ交

換のセキュリティ技術」で詳細な記述を行っている。イン
ターネットを使用するということは、通信プロトコルとし
てTCP/IPを用いるということになる。基本的にインター
ネットはオープンなネットワークであり、接続に加入等の
制限は課されない。但し、インターネットを EDI サービ
スの基幹網として利用している場合には、インターネット
への接続は自由であるが、その EDI サービスへの加入が
必要になる。

22.2.222.2.222.2.222.2.2    22221111 節節節節のののの貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融 EEEEDDDDIIII 実実実実現現現現ののののたたたためめめめののののネネネネッッッットトトト
ワワワワーーーーククククにににに対対対対すすすするるるる要要要要求求求求条条条条件件件件ととととネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク
構構構構成成成成パパパパタタタターーーーンンンン

要求条件とネットワーク構成パターンの関係を「表5-10
要求条件とネットワーク構築パターン」に示す。

表表表表 5555----11110000　　　　要要要要求求求求条条条条件件件件ととととネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク構構構構成成成成パパパパタタタターーーーンンンン

　　　　　　　　　　Ｎ Ｗ
構成
要求条件

VAN セキュアドTCP/IP
ネットワーク

インターネット

開放性 VAN サービス加入者の
みとのデータ交換。

サービス加入者のみとのデ
ータ交換。

ISPに接続するだけで、世界中から接続
可能。

データの確実な送受信 VAN事業者による認証、
データの完全性(到達確
認、ログ管理等)の保証。

サービス提供事業者による
認証、データの完全性(到達確
認、ログ管理等)の保証。

･データ送付の遅延の危険がある。
･データの未到達の危険がある。
･データの送付順に到着しない危険があ
る。

信頼性 ネットワーク全体を
VAN 事業者が管理する
ため比較的高い。

ネットワーク全体をサービ
ス提供者事業者が管理する
ため比較的高い。

ネットワーク全体を統一的に管理する責
任者がいないため比較的低い。

多端末化の回避 VAN 間接続されていな
い他の VANと接続する
場合には、多端末化も発
生し得る。

接続されていない他のネッ
トワークと接続する場合に
は、多端末化も発生し得る。

インターネットに接続している相手とは
自由に通信が可能。

既存EDIネットワーク、社
内システムとの接続容易性

接続は困難な場合があ
る。

接続は比較的容易。 接続は比較的容易。

料金 比較的高い。 比較的高い。 比較的安い。
セキュリティ クローズドなネットワ

ークであるため、比較的
高いセキュリティが保
証される。

クローズドなネットワーク
であるため、比較的高いセキ
ュリティが保証される。

オープンなネットワークであるため、セ
キュリティ上の脅威は大きい。EDIネッ
トワークに用いるためには、暗号化等の
セキュリティ保護対策が不可欠。
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22.2.322.2.322.2.322.2.3    ままままととととめめめめ
貿易業務の国際性や、多岐にわたるプレイヤーの加入の

必要性、企業内のシステムとの接続容易性といった点を考
慮すると、グローバルなデファクトスタンダードとなって
いるTCP/IPを用いたネットワークを使用することが必須
の条件になるといえる。
またTCP/IP上では、アプリケーションレベルのプロト

コルとして多様な選択肢が用意されている点も魅力であ
る。例えば、TCP/IPネットワーク上でのEDI実現形態と
して、FTP を利用したファイル転送型、SMTP などの電
子メールのプロトコルを用いたメール転送型、HTTPを用
いたウェブ・ブラウザ型がある。

TCP/IPネットワークの代表は、インターネットである。
インターネットは、国際性、加入の容易性、企業内システ
ムとの接続容易性等の条件を全て満たすことのできるネ
ットワークである。しかし、インターネットを企業間取引
に利用する場合には、セキュリティとデータ送受信の確実
性といった問題が大きな障害として存在する。これらの問
題を解決するには、「23．セキュリティ」で詳細を述べる
暗号化や認証といったセキュリティを確保するための技
術や、すでに「22.1.3.4　VPN(Virtual　Private　Network)」
で述べた VPN技術等を使用する必要がある。なお、デー
タの送受信の確実性の確保に関しては、通信レベルだけの
対応では不十分であり、アプリケーションレベルでの対応
が必要である。
インターネットの他にも、TCP/IPを用いたネットワー

クには、通信事業者の提供するセキュアドTCP/IPネット
ワークがある。セキュアドTCP/IPネットワークサービス
は、基幹網として通信事業者の提供するTCP/IPネットワ
ークで、加入者のみが利用可能な閉域ネットワークである
ため、より高いセキュリティが保証されることになる。し
かし、VAN と同様に加入者が限定されることから、国際
性、加入の容易性といった要求を完全には充たすことがで
きないという問題もある。
セキュリティの確保されたインターネットという観点

からは、VPNも選択肢として考えられるが、貿易金融EDI
ネットワークの基幹網として利用するには、現状ではまだ
課題が多い。VPN 製品はパケットのカプセル化や暗号化
など多くの処理をするが、まだ標準の規格がなく、製品毎
の相互接続性には問題があり、各拠点に同一製品を導入し
なければならない。また、VPN はネットワーク管理等の
運用が複雑化するといった問題もある。
国際標準であるTCP/IPネットワークを使用する場合で

も、インターネット、セキュアドTCP/IPネットワーク、
VPN といった選択肢がある。上記のように、現在のネッ
トワークサービスでは、全ての要求条件を満たすことはで
きないため、要求条件の優先順位付けを行い、基盤となる
ネットワークを選択する必要がある。

22.322.322.322.3    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククににににおおおおけけけけるるるる通通通通信環信環信環信環
境境境境のののの運運運運用用用用ににににつつつついいいいてててて

22.3.122.3.122.3.122.3.1    運運運運　　　　　　　　用用用用
貿易金融 EDI ネットワークを運用する際に、ネットワ

ークを運営、管理する立場として注意すべき点は、以下の
ように、設備、人事管理、システムの３つの観点に分けら

れる。以下それぞれについて、注意すべき項目を挙げてい
く。

22.3.1.122.3.1.122.3.1.122.3.1.1    設設設設備備備備面面面面のののの基基基基準準準準
(1) 建造物設備
自然災害や事故、犯罪等からネットワーク設備を守る。

(2) 入退室管理設備
ネットワーク設備を管理する部屋への入退室を管理し、

許可されていない者や許可されていない方法での入室を
禁じる。
(3) 室内監視装置
ネットワーク設備を管理する部屋をモニタで監視し、業

務運用者やシステム運用者の不正を防止する。

22.3.1.222.3.1.222.3.1.222.3.1.2    人人人人事事事事管管管管理理理理面面面面のののの基基基基準準準準
(1) 運用規約等の設定
ネットワーク運用規約、管理体制、緊急時の体制等を確

立し、周知・徹底する。
(2) 監　　査
ネットワークの運用が規約に従って行われているかを

定期的に監査し、必要な措置を講ずる。
(3) 人事管理
ネットワーク運用者選定にあたり、適切な人物審査を行

う。その業務は定期的に交代させるようにする。

22.3.1.322.3.1.322.3.1.322.3.1.3    シシシシスススステテテテムムムム面面面面のののの基基基基準準準準
(1) 情報管理
ネットワークで扱われる各種情報の外部への漏洩を防

止する仕組みを確立する。
(2) アクセス制御
ネットワーク管理者の権限は、業務を遂行する上で必要

最小限にする。管理者の資格を喪失した者の権限は速やか
に停止する。
(3) 履歴管理
ネットワーク運営上の処理の履歴等を記録する。記録す

る情報については、改ざん、削除、破壊および漏洩を防止
する措置を施し、安全な方法で一定期間保管する。
(4) ユーザ管理
ユーザのユーザ IDやパスワードの漏洩を防ぎ、当該ユ

ーザ以外に知られた場合には速やかに変更させる等の対
策をとる。

22.3.222.3.222.3.222.3.2    通通通通信信信信ササササーーーービビビビスススス利利利利用用用用時時時時のののの留留留留意意意意点点点点
22.3.2.122.3.2.122.3.2.122.3.2.1    通通通通信信信信ササササーーーービビビビスススス提提提提供供供供者者者者のののの選選選選定定定定基基基基準準準準
通信サービス提供事業者の選定に際しては、その事業者

が通産省が規定しているような基準を充たしているかど
うかなどを考慮した上で、ユーザの自己責任において選定
する必要がある。以下に、通信サービス提供事業者が守る
べき基準となる項目を列挙する。
(1) 管理体制
通信サービス提供事業者の要員の業務範囲を明確にし、

障害発生時の体制等を確立する。
(2) ユーザ管理
通信サービス提供事業者およびユーザの責任範囲を明確

化する。不正アクセスを監視できる仕組み等を確立する。
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(3) 情報管理
ユーザの情報等は厳重に管理し、ネットワーク構成等の

重要な情報は公開しない。
(4) 設備管理
通信サービス関連機器は厳重に管理し、その場所への許

可のない者の立ち入りなどを監視する。
(5) 監　　査
通信サービス提供事業者は、定期的に監査を受け、必要

な措置を講ずる。

22.3.2.222.3.2.222.3.2.222.3.2.2    通通通通信信信信ににににおおおおけけけけるるるる責責責責任任任任範範範範囲囲囲囲のののの明明明明確確確確化化化化
通信サービスを提供する通信事業者が、通信の障害発生

時に負うべき責任範囲については、その事業者とユーザと
の間の契約約款に定められた範囲内における責任という
ことになる。つまり、通信事業者のどのような責任範囲を
規定した契約を締結するのかは、契約当事者であるユーザ
の自己責任であり、契約締結時にはこの責任範囲を明確化
しておくことが重要である。

23232323    セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ

23.123.123.123.1    セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ技技技技術術術術
本節では、ネットワーク上で安全にデータをやり取りす

るためのセキュリティ技術について述べる。最初に、暗号
を中心とするセキュリティのための基盤技術を整理した
後、それらを用いたネットワークのセキュリティ技術につ
いて述べる。また、ネットワーク上の脅威から自ネットワ
ークを守るためのファイアウォールについても述べる。

23.1.123.1.123.1.123.1.1    セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィののののたたたためめめめのののの基基基基盤盤盤盤技技技技術術術術
情報に対する脅威（人工的な不正行為）は、盗聴による

機密情報の不正入手、情報改ざんによる情報操作、破壊活
動による情報破壊に大別される。暗号技術により、機密情
報の不正入手や情報操作を防ぐことが可能である。破壊活
動を防止するためには、物理的な防御策（情報を保管して
いる部屋を外界から遮断するなど）が必要となる。
以下では、最初に、基盤技術である共通鍵暗号、公開鍵

暗号について述べた後、ハッシュ、電子署名について述べ
る。

23.1.1.123.1.1.123.1.1.123.1.1.1    暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式のののの分分分分類類類類
暗号方式は共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式に大別さ

れる。共通鍵暗号方式は暗号化を行うための鍵（暗号化鍵）
と復号化を行うための鍵（復号化鍵）が同一であり、暗号
化する者と復号化する者はこの鍵を共有するが第三者に
対して秘密にしておく必要がある。暗号化鍵と復号化鍵が
同一情報であるため、対称鍵暗号方式と呼ばれることもあ
る。一方、公開鍵暗号方式は 1970年代後半に現われたの
に対しそれ以前から利用されていた共通鍵暗号方式は従
来の暗号方式という意味で慣用暗号方式と呼ばれること
もある。公開鍵暗号方式は暗号化鍵と復号化鍵が異なり、
第三者に対し秘密にする必要があるのは一方の鍵のみで
あり、もう一方の鍵は公開される。暗号化鍵と復号化鍵が
異なるため非対称鍵暗号方式とも呼ばれる。また、新しい
考え方に基づく方式であるため慣用暗号方式に対し現代
暗号方式と呼ばれることもある。公開鍵暗号方式において、
第三者にも公開される鍵は公開鍵、それに対し第三者から
秘密に保管する鍵を秘密鍵とも呼ばれる。

23.1.1.223.1.1.223.1.1.223.1.1.2    共共共共通通通通鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式
共通鍵暗号方式は、一般的に、公開鍵暗号方式と比べ暗

号化／復号化処理を高速に行うことが可能であり、多量な
情報の機密性を確保するために有用である。しかしながら
暗号化を行う者と復号化を行う者とで同一の鍵を第三者

に対し秘密に共有する必要があるため、如何にして鍵を共
有するかという問題が生じやすい。鍵の共有を行う際に当
事者（暗号化を行う者と復号化を行う者）以外に鍵情報が
漏洩した場合、漏洩した鍵情報を入手した第三者は当事者
間で受け渡される暗号化された情報を解読（不正に復号化
すること）可能となり、情報に対する機密性を確保するこ
とができない。また、暗号情報のやり取りを行う対象者毎
に異なる鍵を第三者に対し秘密に共有し保有する必要も
あり、多数との暗号情報のやり取りを行う環境では鍵管理
に関する負担が増加する懸念もある。共通鍵暗号方式の代
表的な例としてDES，IDEA，RC２/４/５，FEAL，MISTY
などが挙げられる。

23.1.1.323.1.1.323.1.1.323.1.1.3    公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式
公開鍵暗号方式は暗号化／復号化処理が共通鍵暗号方

式と比べ低速であるのが一般的であり、少量の情報に対す
る機密性確保によく用いられる。処理性能に関しては共通
鍵暗号方式より劣るが、公開鍵暗号方式では２つの鍵のう
ち一方は公開されており鍵の配送が容易である。また多数
の相手との暗号情報のやりとりにおいても秘密に保管す
る鍵が少ない、などの長所をもつ。公開鍵暗号方式では一
方の鍵からもう一方の鍵を導くことが困難であるため片
方の鍵を公開することが可能である。公開鍵は誰でも用い
ることができるため、伝達したい機密情報の暗号化は誰で
も実施することが可能であるが、復号化できるのは秘密鍵
を保有している者のみである。反対に、秘密鍵を暗号化に、
公開鍵を復号化に用いることも可能であり、秘密鍵を用い
て暗号化された情報は、公開鍵を用いて復号化できる。第
三者に対して秘密に保管しておく必要があるのは秘密鍵
のみであり、鍵管理の負担は共通鍵暗号方式に比べ軽い。
公開鍵暗号方式の代表的な例としてRSA、楕円暗号等が挙
げられる。

表表表表 5555----11111111　　　　共共共共通通通通鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式とととと公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式のののの比比比比較較較較

共通鍵暗号方式 公開鍵暗号方式
処理性能 ・高速 ・低速
鍵について 暗号化鍵と復号化鍵が

同じ
鍵共有処理が必要

暗号化鍵と復号化鍵が異
なる
一方の鍵は公開されてい
る

鍵管理 管理すべき鍵が多い
通信相手毎に異なる鍵
が必要

管理すべき鍵が少ない
自分の鍵だけ保管すれば
よい

23.1.1.423.1.1.423.1.1.423.1.1.4    共共共共通通通通鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式とととと公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式のののの違違違違いいいい
「表 5-11　共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の比較」
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に示すように、共通鍵暗号方式は処理性能が高いが鍵の管
理に負担が大きい。一方公開鍵暗号方式は鍵の管理に負担
は少ないが処理性能が低い。このため、両者をうまく併せ
て活用する方法がセキュリティサービスを実現するため
によく用いられている。機密性を保有したい情報に対して
は共通鍵暗号方式を利用し、共通鍵暗号方式で使用する暗
号化／復号化鍵は公開鍵暗号方式を利用し暗号化して受
け渡す方法がその一例である。この方法は機密性を確保し
たい情報が多量である場合に効果的である。ＡからＢに対
して機密情報を伝達する場合を例に説明する。Ａはまず共
通鍵暗号方式で使用する暗号化／復号化鍵を生成する。こ
の鍵情報は第三者に推定されない様に乱数等を用いる。生
成した鍵を用い、機密情報に対し共通鍵暗号方式を利用し

暗号化を行う。暗号化を行った鍵をＢだけに伝えるために
公開鍵暗号方式を利用して鍵の暗号化を行う。Ａは暗号化
した鍵情報と暗号化した機密情報をＢに送る。Ｂは公開鍵
暗号方式の秘密鍵を用いて暗号化された鍵情報を復号化
し、暗号化された機密情報を復号化するための鍵を取得す
る。そしてＢは取得した鍵を用い共通鍵暗号方式を利用し
暗号化された機密情報を復号化し、Ａからの機密情報を受
け取ることが可能となる。共通鍵暗号方式の課題である鍵
の共有化を公開鍵暗号方式を用いて解決し、多量の情報に
対する暗号化には共通鍵暗号方式を、少量の情報である鍵
情報に対する暗号化には公開鍵暗号方式を利用すること
で処理の効率化が実現される。

暗号化鍵 復号化鍵

平文

(機密情報)

平文

(機密情報)

共通鍵暗号

(暗号化)

共通鍵暗号

(復号化)
暗号文

暗号化鍵と

復号化鍵は同一

図図図図 5555----4444　　　　共共共共通通通通鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式

秘密鍵

平文

(機密情報)

平文

(機密情報)

公開鍵暗号

(暗号化)

公開鍵暗号

(復号化)
暗号文

暗号化鍵と

復号化鍵は異なる
公開鍵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図図図図 5555----5555　　　　公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式

23.1.1.523.1.1.523.1.1.523.1.1.5    ハハハハッッッッシシシシュュュュ
ハッシュ値はデータの特徴を表す値であり、ハッシュ関

数を用いて求める。ハッシュ関数は、一方向性関数（演算
を行うことは可能であるが逆演算を行うことは非常に困難
である一方向性を保つ関数）であり、わずかでも内容の異
なるデータに対してまったく異なるハッシュ値が得られる
こと、あらゆる内容のデータに対してハッシュ値が偏らな
いことが望ましいとされる。ハッシュの例としては、MD2/
５,SHA-1,N-Hashなどがあげられる。

23.1.1.623.1.1.623.1.1.623.1.1.6    電電電電子子子子署署署署名名名名
電子署名とは、印鑑やサインなどと同様に、電子的な情

報に対して付加する署名である。電子署名の技術により、
情報に対する署名者を確実に認識でき、不正者による成り
すましの脅威（情報操作）を防ぐことが可能となる。また、
情報破壊や改ざんによる情報操作も検出することができ、

情報の完全性を検証することが可能となる。
電子署名は、公開鍵暗号方式とハッシュを組合わせるこ

とにより実現される。電子署名の署名者は、署名の対象と
なる情報より生成したハッシュ値を、署名者の秘密鍵（第
三者に対し秘密に保管している）を用い公開鍵暗号方式で
暗号化する。得られた値を電子署名として元の情報に付加
する。電子署名の検証は、署名者の公開鍵を用い公開鍵暗
号方式で復号化して得られた値を、元の情報から別に求め
たハッシュ値と比較し、同一性を確認することで実現され
る。電子署名を作成できる者が秘密鍵を保有している者に
限られていることから、電子署名の検証者を含む第三者が
電子署名を偽造することが不可能であり、署名者による署
名の否認防止が保証される。電子署名方式の代表的な例と
してRSAとハッシュの組み合わせ、DSA,ESIGNなどが挙
げられる。

秘密鍵 公開鍵

公開鍵暗号

(暗号化)

公開鍵暗号

(復号化)

暗号文

(電子署名)

暗号化鍵と

復号化鍵は異なる

平文

ハッシュ値

ハッシュ関数

ハッシュ関数

ハッシュ値

突合(署名検証)

ハッシュ値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図図図図 5555----6666　　　　公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式をををを利利利利用用用用ししししたたたた電電電電子子子子署署署署名名名名
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23.1.223.1.223.1.223.1.2    ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ技技技技術術術術
通信の比較的下位の層におけるセキュリティ技術の特

徴について述べる。

23.1.2.123.1.2.123.1.2.123.1.2.1    デデデデーーーータタタタリリリリンンンンクククク層層層層ののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ技技技技術術術術
ネットワークの隣り合うノード間の通信を暗号化する

ことによって、データリンク層でのセキュリティを向上さ
せることができる。データリンク層での暗号化は、ネット
ワークケーブルから直接盗聴されることの防止に効果的
である。通常、データリンク層での暗号化は、ハードウェ
アを用いて行われることが多く、上位レベルではまったく
意識せずに使用することができる。その反面、同時に一つ
のデータリンクしか暗号化することができず、そのデータ
リンクの外では通常のセキュリティレベルとなる。

23.1.2.223.1.2.223.1.2.223.1.2.2    ネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク層層層層ののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ技技技技術術術術
ネットワーク層に暗号技術を導入することにより、ネッ

トワーク上の任意のノード間のセキュリティを向上させ
ることができる。ネットワーク層での暗号技術は、データ
リンク層での暗号化と同様、上位層のほとんどのアプリケ
ーションから透過である。
ネットワーク層におけるセキュリティの確保は、特にオ

ープンなネットワークにおいて重要な課題である。以下に
ネットワーク層のセキュリティ技術として IP sec につい
て説明する。
(1) IP sec

IP secは、TCP/IPの IP層に対して、ホスト同士の認
証や通信の秘匿性等のセキュリティサービスを提供する
技術である。

IP secは、インターネットの次世代プロトコルであるIP
v6のセキュリティプロトコルとして、標準化が進められて
いる。

23.1.2.323.1.2.323.1.2.323.1.2.3    トトトトラララランンンンススススポポポポーーーートトトト層層層層ののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ技技技技術術術術
トランスポート層においても、ネットワーク層と同様に、

暗号技術を導入することにより、セキュリティを向上させ
ることができる。トランスポート層での暗号技術は、確立
された接続ごとにセキュリティを設定するという点で、ネ
ットワーク層の暗号技術と異なる。また、トランスポート
層のセキュリティ技術を利用するには、アプリケーション
が対応している必要がある。
トランスポート層のセキュリティの確保についても、ネ

ットワーク層と同様に、オープンなネットワークにおいて
は重要な課題である。トランスポート層のセキュリティ技
術は、既に普及が進んでいるものもあり、以下で代表的な
ものについて述べる。
(1) SSL（Secure Socket Layer）

SSLは、Netscape社より提唱された、TCP/IP上で認
証や暗号化サービスを提供するプロトコルである。SSLで
は公開鍵暗号方式と共通鍵暗号方式を用いる。SSL は、
元々ＷＷＷ上で重要なデータを安全にやり取りするため
に開発されたプロトコルであるが、FTPや SMTPなどの
プロトコルでも用いることができる。現在はVersion 3と
なっている。

(2) TLS（Transport Layer Security）
TLSは、SSL Version 3を基にしたプロトコルであり、

現在 IETFで標準化が進められている。

23.1.323.1.323.1.323.1.3    メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換ののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ技技技技術術術術
メッセージ交換レベルのセキュリティ技術は、送信側と

受信側が直接接続されることを想定できない電子メール
等の非同期通信において、送信側・受信側間エンド・エン
ドのセキュリティを向上させるのに有効である。これらの
セキュリティ技術は、個々のメッセージに電子署名を付け
たり、暗号化することによって、メッセージの完全性、発
信者の認証、発信の否認付加、メッセージの秘匿性を保証
するものである。

23.1.3.123.1.3.123.1.3.123.1.3.1    メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換ののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ技技技技術術術術
(1) S/MIME(Secure Multipurpose Internet Mail

Extensions)
S/MIMEは、RSA社の公開鍵標準であるPKCS(Public

Key Cryptography Standards)のメッセージと証明書に
関する規格であるPKCS＃７とPKCS＃10を基に、MIME
への対応を行ったものである。S／MIMEでは、異なるベ
ンダの実装間での相互接続性を重視していることから、
様々なベンダが実装および相互接続試験を行っており、商
用ベースでは事実上の標準となった。S／MIME Version
２では、暗号に用いるアルゴリズムを厳密に規定していた
が、現在 IETFで標準化中のS／MIME Version ３では、
任意のアルゴリズムを使用できる予定である。
(2) PGP／MIME

PGP(Pretty Good Privacy)は、米国の暗号技術輸出規制
が始まる前に開発され、世界中に配布されたプログラムで
あり、個人の利用についてはフリーとなっていることから、
広く普及している。PGP／MIMEは、PGPのMIME対
応を行ったものである。
(3) PEM(Privacy Enhanced Mail）

PEM は、TCP/IP 上の電子メールに暗号化や電子署名
等のセキュリティサービスを提供するための規格である。
PEM は MIME が普及する前に開発された規格であり、
MIMEには対応していない。
(4) MOSS(MIME Object Security Services）

MOSSは、MIMEに PEMと同様のセキュリティサー
ビスを提供するための枠組みである。MOSSは、特定の暗
号アルゴリズムの使用を規定していないため、任意の暗号
アルゴリズムを用いることができるが、S／MIMEやPGP
／MIME程の普及には至っていない。
(5) Ｘ.400のセキュリティ
Ｘ.400では、上述のセキュリティ技術で提供されている

セキュリティサービスに加え、Ｘ.400の特徴である配信通
知／読出し通知にもセキュリティサービスを適用するこ
とによって、更に強力なセキュリティサービスを提供して
いる。MOSS同様に暗号アルゴリズムは特に規定していな
い。
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表表表表 5555----11112222　　　　メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換のののの主主主主要要要要ななななセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ技技技技術術術術一一一一覧覧覧覧

項　目 S/MIME
V2

S/MIME
V3

PGP/MIME PEM MOSS X.400

関連文書 PKCS
RFC2311など

Internet Draft RFC1991
RFC2015など

RFC1421～ 1424
など

RFC1848
RFC1421など

CCITT
X.400シリーズ

暗号化 可能 可能 可能 可能 可能 可能
電子署名 可能 可能 可能 可能 可能 可能
鍵管理
アルゴリズム

RSA 任意 RSA RSA 任意 (7)　任意

鍵管理 X.509
準拠

PKI 独自 X.509
準拠

X.509
準拠(OPTION)

X.509

共通鍵
暗号方式

RC2/4/5、DES 任意 IDEA DES 任意 任意

公開鍵
暗号方式

RSA 任意 RSA RSA 任意 任意

署名方式 MD5
SHA-1
RSA

任意 MD5
RSA

MD5
RSA

任意 任意

23.1.3.223.1.3.223.1.3.223.1.3.2    メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換のののの信信信信頼頼頼頼性性性性ののののたたたためめめめのののの技技技技術術術術
メッセージ交換にメールのような蓄積転送プロトコル

を用いる場合、配送結果や受信結果の通知は確実なメッセ
ージ交換のために有効である。以下では、メールプロトコ
ルにおいて、通知のための代表的なプロトコルについて述
べる。
(1) DSN（Disposition Status Notification）

DSN は、TCP/IP 上の電子メールプロトコルである
SMTPにおいて、受信相手のメールボックスへの配送結果
を通知するための規格であり、SMTPに対する拡張機能と
なっている。
(2) MDN（Message Disposition Notification）

MDNは、TCP/IP上の電子メールにおいて、送信者・
受信者間エンド・エンドで通知を行うための規格であり、
受信側でのメール読出しおよび処理結果を送信側へ通知
する場合の、通知形式について規定している。

MDN を信頼性向上のために用いている例として、
IETF のインターネット EDI ワーキンググループ
(EDIINT WG)のインターネット EDI 規格がある。
EDIINT ＷＧでは、Ｓ／MIIMEやPGP／MIMEとMDN
を用いて、VANやＸ.400とほぼ同等のセキュリティや信
頼性を提供するための規格を標準化中である。EDIINTで
は、受信側での処理結果通知にも電子署名を付けることな
どによって、受信者の認証や受信の否認不能等を保証して
いる。
(3) Ｘ.400
Ｘ.400では、元々送信者への配送通知や読出し通知のサ

ービスが備わっている。更にEDIでの使用を想定したPedi
と呼ばれる規格があり、受信側での肯定応答や否定応答、
転送通知等のサービスが提供されている。また、暗号技術
と組み合わせて受信者認証や受信の否認付加等を保証す
る規格も含まれている。

表表表表 5555----11113333　　　　メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換のののの通通通通知知知知技技技技術術術術一一一一覧覧覧覧

項目 DSN MDN X.400配信通知 X.400読出通知

関連文書 RFC1891など RFC1892
RFC2298

CCITT X.400
シリーズ

CCITT X.400
シリーズ

対象プロトコル SMTP SMTP X.400 X.400
通知対象 メールボックスへの配信 メール端末での読出し メールボックスへの配信 メール端末での読出し

23.1.423.1.423.1.423.1.4    個個個個人人人人認認認認証証証証
個人認証とは、ネットワークリソースへアクセスする際

の資格確認である。ダイアルアップ接続等、公衆網を用い
てネットワークに接続する場合、不正な接続を防止するた
めに、認証を行う必要がある。最も一般的な方式では、ネ
ットワークへの接続時にユーザ ID とそれに対するパスワ
ードを用いる。この方式では、認証サーバにパスワードが
平文のまま送られるため、パスワードを盗聴される可能性
がある。

23.1.4.123.1.4.123.1.4.123.1.4.1    認認認認証証証証にににに用用用用いいいいらららられれれれるるるる要要要要素素素素
認証は、双方が共有する秘密の情報（唯一性情報）の所

有を立証することであり、唯一性情報を不正者から守るこ
とが重要である。以下に、唯一性情報を守るための代表的
な方式を示す。
(1) 非ハードウェアによるガード
暗証パスワード、PINなどに代表される、本人だけが記

憶している秘密を用いた認証方式。簡単に破られないため
には、ユーザは適切なパスワード（例えば、８文字以上で、
単純な単語ではなく、“！”などの特殊記号を併用したも
の）を選択し、安全の為に一定期間毎に更新する必要があ
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る。パスワードは最も手軽に使用できる方式だが、セキュ
リティ強度は高くないため、通常は他の方式と組み合わせ
て用いられる。
(2) ハードウェアによるガード
物理的なデバイスまたはトークン（クレジット カード、

キー、ATMカードなど）を正規のユーザに配布しておき、
それらを所有していなければアクセスできないしくみを作
る。一般に認証に使われるセキュリティトークン（スマー
ト カード）は、複雑なデバイスであり、マイクロプロセッ
サ等を搭載すれば、複製はかなり困難になる。また、ハー
ドウェアトークンの動作をエミュレートするプログラムも
存在する。これをハードウェアトークンに対して、“ソフ
トウェアトークン”と呼ぶ。
(3) 身体的特徴情報による認証
指紋、声紋、筆跡、網膜パターンなど、その個人に固有

な身体的特徴を用いた認証方式。最近では、コスト面でも
一般住宅に十分設置可能な高精度指紋センサーなど、数多
くのセキュリティ製品が開発されている。

23.1.4.223.1.4.223.1.4.223.1.4.2    ワワワワンンンンタタタタイイイイムムムムパパパパススススワワワワーーーードドドド方方方方式式式式
古くから個人認証にはパスワードが用いられるが、盗難

の恐れもあり、セキュリィ強度も十分とはいえない。パス

ワードをセッション毎に変化させる方式として開発された
のが、ワンタイムパスワード（OTP）方式である。この方
式では、仮にパスワードが盗まれたとしても、そのパスワ
ードは既に無効になっており、安全性が高いといえる。
(1) タイムシンクロナス（time-synchronous）方式
タイムシンクロナス方式は、ホストからユーザにチャレ

ンジを送信しない点でユニークである。後述の共通鍵暗号
に基づく方式では、乱数Ｒとそれを暗号化したものが送信
されるため、セキュリティ上好ましくない。その点本方式
では、毎回変化するパスワード（ワンタイムパスワード）
のみを送信するため、安全と言える。
ユーザは、ハードウェアトークンにより定期的（30秒か

ら60秒毎）に生成されるパスワードを、ホストコンピュー
タに送信する。ハードウェアトークンには時計が内臓され
ており、パスワードは現在時刻 tを元に生成される。

Password = F（t）

照合

ホストコンピュータ

ある時刻 tにおける認証

ユーザ端末

時刻 tによって決まる

パスワード

F(t)

一定時間ごとに変化するパスワードリストを双方で照合する。

時刻 tによって決まる

パスワード

F(t)

図図図図 5555----7777　　　　タタタタイイイイムムムムシシシシンンンンククククロロロロナナナナスススス方方方方式式式式のののの認認認認証証証証

(2) ホスト上でも同様にＦ（t）を計算して、ユーザから
送信されたパスワードと比較することにより、ユー
ザの本人性の確認を行う。チャレンジ＆レスポンス
方式

　この方式においてホストは通常、乱数（チャレンジ）を
ユーザに送信する。ユーザは暗号鍵を用いて、この乱数を
暗号化したもの（レスポンス）をホストに返信する。ホス

トではそれを復号し、送信した元データと比較することに
より、ユーザの信頼性をチェックする。この方式の利点は、
伝送路上に秘密情報が流れない点である。チャレンジ＆レ
スポンス方式には共通鍵暗号方式を用いるもの「図5-8　共
通鍵暗号方式を用いた認証」と公開鍵暗号方式を用いるも
の「図5-9　公開鍵暗号方式を用いた認証」とがある。

(1) 事前に共通鍵 SKを共有しておく共通鍵 SK 共通鍵 SK

(2) 乱数 Rをユーザに送信乱数 R

(3) 乱数 Rを SKで暗号化 (3) 乱数 Rを SKで暗号化

SK(R) SK(R)(4) 照合

ユーザ端末 ホストコンピュータ

図図図図 5555----8888　　　　共共共共通通通通鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式をををを用用用用いいいいたたたた認認認認証証証証
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公開鍵 PK

認証機関（CA）

秘密鍵 SK

証明書

公開鍵 PK

(3) 乱数 Rを作成して送信

(4) 乱数 Rを SKで暗号化 (5) PKで復号化して照合

乱数 R

D = SK(R) PK(D) 乱数 R(6) 照合

証明書

公開鍵 PK

(1) 公開鍵の登録 (2) 証明書の取得

ユーザ端末 ホストコンピュータ

図図図図 5555----9999　　　　公公公公開開開開鍵鍵鍵鍵暗暗暗暗号号号号方方方方式式式式をををを用用用用いいいいたたたた認認認認証証証証

23.1.523.1.523.1.523.1.5    フフフファァァァイイイイアアアアウウウウォォォォーーーールルルル
ファイアウォールは、オープンなネットワークにおいて、

自ネットワークと外部ネットワークを分離し、外部ネット
ワークとの不正な通信を遮断することによって、ネットワ
ーク上の防火壁となるものである。
一般にファイアウォールは、内部ネットワークと外部ネ

ットワーク間の特定の種類のトラフィックを遮断するフィ
ルタ部分と、特定の種類のトラフィックのみを中継するゲ
ートウェイからなる。ファイアウォールはパケットフィル
タリングゲートウェイ、アプリケーションゲートウェイ、
トランスポートレベルゲートウェイなどに大別できる。通

常はこれらのゲートウェイを組合わせてファイアウォール
を構築する。

23.1.5.123.1.5.123.1.5.123.1.5.1    パパパパケケケケッッッットトトトフフフフィィィィルルルルタタタタリリリリンンンンググググゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイ
ほとんどのルータに標準で備わっているパケットフィル

タの機能を用いて、ゲートウェイセキュリティを実現する。
ルータ標準の機能を用いるため、安価な構築が可能である
反面、フィルタの設定を間違えると不正行為を簡単に許し
てしまう危険もある。以下「図5-10　パケットフィルタリ
ングゲートウェイの例」に示す。

内部ネットワーク

外部ネットワーク

ルータ

AA.BB.CC.**からのパケットのみ通過

AA.BB.CC.**へのパケットのみ通過

AA.BB.CC.**

AA.BB.CC.**のネットワークとの

通信だけに制限する場合

図図図図 5555----11110000　　　　パパパパケケケケッッッットトトトフフフフィィィィルルルルタタタタリリリリンンンンググググゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイのののの例例例例

23.1.5.223.1.5.223.1.5.223.1.5.2    アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンレレレレベベベベルルルルののののゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイ
アプリケーションレベルのゲートウェイでは、パケット

フィルタのように汎用的な方式を使ってパケットの流れを
制御する変わりに、目的のアプリケーション別に専用のゲ
ートウェイプログラムを使用する。例えば、電子メールで
は、外部ネットワークと自ネットワークを行き来するメー
ルは、必ずメールゲートウェイ経由にすることで、内部の
ネットワーク情報を隠蔽したり、トラフィックの記録や監
視が可能になり、セキュリティが向上する。
アプリケーションゲートウェイは、アプリケーションごと

に専用のプログラムを用意しなければならないことから、
特定の重要なアプリケーションに絞って導入されることが
多い。以下「図5-11　アプリェーションゲートウェイの例」
に示す。
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内部と外部を行き来するメールは

必ずゲートウェイを経由 内部ネットワーク

メールゲートウェイ

ログの収集

メール内容のチェック

内部

メール

サーバ

内部

メール

サーバ

外部ネットワーク

外部

メール

サーバ

外部

メール

サーバ

図図図図 5555----11111111　　　　アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイのののの例例例例

23.1.5.323.1.5.323.1.5.323.1.5.3    トトトトラララランンンンススススポポポポーーーートトトトレレレレベベベベルルルルののののゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイ
トランスポートレベルのゲートウェイは、TCP/IP にお

いて、外部ネットワークと自ネットワークとのTCP接続を
中継する。このゲートウェイでは、ゲートウェイに対して
要求されたTCP接続のポート番号に応じて、代理で反対側
のネットワークへのTCP接続を確立する。トランスポート
レベルのゲートウェイは、一般にProxyと呼ばれる。
トランスポートレベルのゲートウェイを利用するクライ

アントプログラムは、TCP接続の部分がゲートウェイに対
応している必要があるが、現在ではWWWや FTPなどの
代表的なアプリケーションのクライアントプログラムの多
くは対応済みである。以下「図 5-12　トランスポートゲー
トウェイの例１」と「図 5-13　トランスポートゲートウェ
イの例２」に示す。

内部ネットワーク

外部ネットワーク

ゲートウェイ

(2) 外部へ代理で接続

端末

(1) ゲートウェイへ

   接続要求
外部サーバ

内部ネットワークから外部ネットワークへの

接続をリレーする場合

図図図図 5555----11112222　　　　トトトトラララランンンンススススポポポポーーーートトトトゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイのののの例例例例 1111

外部ネットワークから内部ネットワークへの

接続をリレーする場合

内部ネットワーク

外部ネットワーク

ゲートウェイ

(2) 接続の種類に応じて

   内部へ代理で接続

端末

(1) ゲートウェイへ

   接続要求

Webサーバ

FTPサーバ

図図図図 5555----11113333　　　　トトトトラララランンンンススススポポポポーーーートトトトゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイのののの例例例例 2222

23.1.623.1.623.1.623.1.6    代代代代表表表表的的的的なななな通通通通信信信信ププププロロロロトトトトココココルルルルののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ
EDIで利用可能ないくつかの通信プロトコルについて、

セキュリティ上の問題点とその対策について述べる。

23.1.6.123.1.6.123.1.6.123.1.6.1    全全全全般般般般的的的的なななな注注注注意意意意点点点点
ファイル転送や電子メール等のネットワークアプリケー

ションにおいて、ある時点における個々の通信を行うコン
ピュータは、アプリケーションのサービスを提供するサー
バとサービスを利用するクライアントに分けられる。サー
バはクライアントからのサービス要求を処理するため常時
接続を受付けているのが一般的であり、一台で複数のサー
ビスを公開していることも多い。
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セキュリティを考慮した場合、サーバはその目的に必要
な最低限のサービスのみ公開するべきである。一般に、公
開するサービスの種類が増えるほど、サーバに対する不正
行為を許してしまう可能性が高くなり、その分多くの対策
を要することになる。また、不正行為を監視するために、
個々のサービスに対するユーザ名や利用時刻等の詳細なロ
グを残すべきである。

23.1.6.223.1.6.223.1.6.223.1.6.2    フフフファァァァイイイイルルルル転転転転送送送送ププププロロロロトトトトココココルルルル
TCP/IP 上でファイル転送を行うためのプロトコルのひ

とつとして、FTPがある。FTPは、他のTCP/IP上のデー
タ転送プロトコルに比べ、高速なデータ転送が可能であり、
EDI用の通信プロトコルとしても比較的普及している。
(1) 問題点
ＦＴＰのクライアントは、ユーザ ID とパスワードによ

りサーバにログインした後は、サーバ上のファイルシステ
ムにアクセスできるため、不正ログインに対するセキュリ
ティ上の不安が大きい。また、一回の接続に制御チャネル、
データチャネルと呼ばれる異なる接続チャネルを用い、デ
ータチャネルは個々のファイル転送に対して別々のポート
を使用するのが一般的である。そのため、ファイアウォー
ルを用いる場合の設定が複雑になる。
(2) 対　策

FTP のユーザのファイルシステムに対するアクセス権
限を注意深く設定する必要がある。例えば、ファイルやデ
ィレクトリの所有権や書込権限をFTPユーザに対しては与
えないようにし、どうしても必要な場合だけ、特定のファ
イルやディレクトリのみ書込可能にすることが考えられる。
更に、前述のSSLやTLSと組合せると、ユーザ認証を

より安全なものにすることができる。

23.1.6.323.1.6.323.1.6.323.1.6.3    電電電電子子子子メメメメーーーールルルル
電子メールは、最も普及しているネットワークアプリケ

ーションのひとつである。蓄積転送型のアプリケーション
であり、送信者と受信者が直接通信する必要がないため、
バッチ処理にも適している。
(1) 問題点

TCP/IP 上で電子メールのプロトコルとして用いられる
SMTPは、非常に簡素なプロトコルであり、セキュリティ
に対する対応が弱いことから、外部からの攻撃に対する格
好の標的となる可能性が高い。例えば、配送経路での盗聴
や改ざん、発信者の成りすましや送信否認等の問題点があ
る。また、SMTPサーバはそれ自身攻撃の対象になるだけ
でなく、他のサイトに対する攻撃の踏み台にされることも
多いので、セキュリティ対策は慎重に行う必要がある。も
う一つの問題として、巨大なメッセージを転送する場合、
途中のサーバで配送を拒否されたり、サーバのスプールが
あふれたりすることがあげられる。
(2) 対　策
接続を受付るクライアントが限定されているのであれば、

関係のないクライアントからの接続を拒否するように設定
することで、比較的容易にセキュリティの向上を図ること
ができる。外部ネットワークと内部ネットワークを行き来
するメールは必ず１つのサーバを経由するようにすること
も有効である（前述のアプリケーションレベルのゲートウ

ェイ）。これにより、ログの収集や不正行為の監視を一括
して行うことができ、ゲートウェイ上のサーバの権限を極
力制限することで、不正行為の可能性をより低くすること
ができる。また、ゲートウェイ上のサーバに対して、外部
ネットワークから外部ネットワークへの配送を禁止するこ
とにより、他のサイトに対する攻撃の踏み台になることを
防ぐことができる。メッセージのサイズについては、トラ
フィック量等を考慮し、サーバで許容するメッセージサイ
ズの上限、スプール容量等を慎重に設定する必要がある。
TLS や SSL などのセキュリティ技術と組み合わせること
により、更にセキュリティを高めることができる。TCP/IP
ではネットワークレベルであるクライアントに成りすます
ことも可能であり、このような不正行為に対してはTLSや
SSLなどを用いて認証を管理する必要がある。

23.1.6.423.1.6.423.1.6.423.1.6.4    ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷ（（（（World WideWorld WideWorld WideWorld Wide    WeWeWeWebbbb））））
WWWは、メール同様に代表的なネットワークアプリケ

ーションである。WWWの文書形式はHTML（Hyper Text
Markup Language）と呼ばれ、テキストをはじめ画像や音
声等の様々なマルチメディアデータを一元的に扱うことが
できる。WWWでは、URL(Uniform Resource Locator)と
呼ばれる指定子を用いて、世界中の情報をたどることがで
きる。ＷＷＷは、その汎用性と利便性から様々なネットワ
ークアプリケーションのユーザインタフェースとして用い
られている。元々HTML を転送するプロトコルである
HTTP は、画像や音声等のマルチメディアデータをバイナ
リのまま転送可能であることから、FTPと同様にファイル
転送にも適している。
(1) 問題点

WWWにおいても FTPと同様のセキュリティ対策が必
要となる。つまり、URLがサーバのファイルシステムと対
応しているような場合、ファイルやディレクトリに対する
アクセス権限を適切に設定しておかないと、非公開のファ
イルを転送してしまう可能性がある。また、CGI などサー
バで実行されるプログラムの使用は慎重に行う必要がある。
これらのプログラムにセキュリティホールが存在する可能
性がある。
(2) 対　策
クライアントの接続を、ネットワークレベルで制限する

ことで、他のプロトコル同様にセキュリティの向上を図る
ことができる。しかしながら、この方法は、ネットワーク
レベルでの成りすましに対して効果がないことも、他のプ
ロトコルと同様である。セキュリティをより向上させるた
めには、アプリケーションレベルでのユーザ認証、TLSや
SSLなどのセキュリティ技術を導入する必要がある。

23.1.723.1.723.1.723.1.7    障障障障害害害害にににによよよよるるるるデデデデーーーータタタタ損損損損失失失失おおおおよよよよびびびび遅遅遅遅延延延延
通信プロトコルでは各レイヤで必要に応じたデータに対

する損失および遅延への対処機能を有している。しかし、
業務においては一般に通信プロトコルの対処機能だけでは
不十分となる事が多い。業務に応じて、APにおける通信ロ
グや更新ログなどを取得／保存を行う必要がある。これら
のログは検証時を考慮し、タイムスタンプに用いる時間の
統一やロギング項目の整合性確保が求められる。
また、公証機能を用いた通信も有用である。
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23.223.223.223.2    22221111節節節節のののの貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融EDEDEDEDIIII実実実実現現現現ののののたたたためめめめののののネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク
にににに対対対対すすすするるるる要要要要求求求求条条条条件件件件をををを満満満満足足足足すすすするるるるセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ

情報通信システムのセキュリティ技術は、犯罪行為や災
害等におけるシステムへの被害の防止に見られる防御目的
から、電子商取引における信用の確保等に見られる保証目
的へと移ってきている。貿易金融EDIネットワークにおい
て、扱う情報の特殊性もあるが、一般的な情報通信に関す
るセキュリティ要件も十分に満たす必要があると考えられ
る。
情報通信システムに対する脅威を以下に示す。
a） 盗難／盗聴

ID／パスワード、データの詐取等
b） 改ざん
データの無断変更等

c） 成りすまし
システムの不正利用、不正アクセスの足場等

d） 破　壊
不正アクセス、コンピュータ･ウィルスによるシステ
ム破壊等

これらの脅威に対して、情報通信システムに求められる
セキュリティに対する一般的な要件を述べる。
a） 機密性／秘匿性
正当な通信対象者以外に情報が漏れない性質

b） 一貫性／完全性
転送データが正確で完全であること

c） 利用可能性／可用性
情報やシステムを適時に利用可能であること

d） 責任／釈明義務
科学的決定過程を一意に辿れること

e） 信憑性／真正性
情報等の身元が主張通りである性質

f） 信頼性
意図した動作と結果に整合性があること

一方で、セキュリティ技術を適用しても保護出来ない脅
威も存在している。例えば、「情報の破壊（損失）」であ
る。これは如何なるセキュリティ技術を用いても回避でき
ない（「23.1.7　障害によるデータの損失および遅延」参照）。
具体的な例としては、電子メールにおいて一般的なセキュ
リティ技術である PGPを適用した場合を考える。PGPメ
ールとはいえ、メール中継中の削除行為は防御できない。
また、電子メールの制御ヘッダ（Toフィールドなど）を書
き換えられても PGP の効果範囲外であることから検出で
きない。メールの削除や制御部分の書き換えは、結果とし
て正当なメール受信者へ目的のメールが渡らないという意
味において、電子メールに対する破壊（損失）に等しい。
上述した一般的なセキュリティ要件も考慮し、貿易金融

EDI ネットワークにおける特徴的なセキュリティ要件は、
「21．貿易金融EDI実現のためのネットワークに対する要
求条件」から以下にまとめられる。
(1) 通信路の保護

VAN に代表される唯一の管理主体によって全てを厳格
に管理しているネットワークに閉じた通信路では大きな問
題がない。しかし、インターネットに見られる複数管理主
体に跨り相互接続された開放型のネットワークでは通信路
の保護も必要となる。一般にインターネットでは伝送経路

が定まらず、危険なネットワークを通過する可能性も秘め
ている。このため、通信路に流れるデータは秘匿や改ざん
防止を主な目的として暗号化される必要がある。また、暗
号化はシステムに対するハッキングの防止にも有効である。
(2) 必要に応じた適切なセキュリティ強度
セキュリティの強度と処理速度は相反する関係にあるの

が一般的である。実時間性が厳しく要求され、かつ、セキ
ュリティ強度も厳しく要求される場合、相互のトレードオ
フを考えなければならない。各種のセキュリティ方式を用
いては運用に大きな支障となるので、最小限のセキュリテ
ィ方式において、個々にセキュリティ強度を調整可能な仕
組みが求められる。
特に金融貿易 EDI ネットワークにおけるデータの性質

から、そのデータの重要性（例えば保存期間や金額等）に
応じたセキュリティ強度の調整も考慮しなければならない。
(3) セキュリティ強度（暗号アルゴリズム選択性）
適応したセキュリティ方式で利用している暗号アルゴリ

ズムに問題が生じた場合、一時的には鍵長の変更で対処出
来る場合もある。しかし、根本的には新しい暗号アルゴリ
ズムへ速やかに移行しなければならない。セキュリティ強
度に関して絶対的な尺度は存在せず、上述した鍵長の変更
容易性や暗号アルゴリズムの変更容易性の確保が求められ
る。よって、適用するセキュリティ方式は暗号アルゴリズ
ムから独立していなければならない。また、現実的な運用
では速やかな移行を要求されるので、複数の利用可能な暗
号アルゴリズムを用意しておく必要がある。
(4) コネクション・レス型通信に適用可能なセキュリテ

ィ方式
アクセス・プロトコルはコネクション型とコネクショ

ン・レス型に大別される。コネクション型ではHTTPなど
が考えられ、コネクション・レス型ではSMTPなどが考え
られる。SSLに代表されるコネクション型を前提としたセ
キュリティ方式ではSMTPへの適用は出来ない。多種のセ
キュリティ方式の運用は困難であるため、基本的にはコネ
クション・レス型のセキュリティ方式をベースとし、コネ
クション型セキュリティ方式は必要に応じた限定的利用に
留めるべきである。なお、コネクション・レス型セキュリ
ティ方式はコネクション型通信プロトコルでも問題無く適
用可能である。
「図5-14　コネクション型およびコネクション・レス型」

セキュリティ方式を示す。
(5) セキュリティを施した状態でのデータの保存
貿易金融 EDI ネットワークにおいて扱うデータには電

子伝票等に見られる、セキュリティを施された状態で保存
されなければならないデータが多い。特に、IP secやSSL
に代表される通信レベルでのセキュリティ方式ではあくま
でノード間のデータ転送に対する保護しかできずアプリケ
ーション・レベルでのセキュリティが施されていない。従
って、ノード上におけるデータのセキュリティを保証する
ためにはアプリケーション・レベル（「図 5-15　アプリケ
ーションレベルでのセキュリティ」参照）でのセキュリテ
ィ技術の適用が必要である。
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図図図図 5555----11114444　　　　ココココネネネネククククシシシショョョョンンンン型型型型ととととココココレレレレククククシシシショョョョンンンン・・・・レレレレスススス型型型型

図図図図 5555----11115555　　　　アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンンレレレレベベベベルルルルででででののののセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ

(6) 保存されたセキュリティを施したデータの確認容易
性

セキュリティを施された電子伝票は必要な時にセキュリ
ティの検証（電子署名等）を行う必要がある。特に貿易金
融 EDI ネットワークにおいては長期間の保存も考慮した
セキュリティ方式である必要がある。特に、上述のように
通信レベルのみのセキュリティ方式であるSSLなどは保存
されたデータに対しては全く意味を持たない。また、セキ
ュリティ確保の必然性から鍵の更新も予想されるが、新し
い鍵では過去の蓄積されたセキュリティを施したデータの
検証ができない。鍵の更新に関しては運用面と連携してセ
キュリティ方式を考慮する必要がある。
(7) 相互認証
通信当事者間において互いに両者の認証を提供するセキ

ュリティ方式が必要である。データを送信する側はデータ
を受取る相手を、データを受取る側はデータを送信する者

を互いに確認できなければならない。貿易金融EDIネット
ワークにおいては中継センターを介したデータ通信も想定
される。この場合、送信者と中継センター間および中継セ
ンターと受信者間における相互認証、さらに、中継センタ
ーを経由した送信者と受信者間での相互認証も必要となる。
(8) 改ざん防止
通信データに対する発信者以外の変更を防止する。一般

には電子署名技術が用いられる。なお、消去等の破壊に対
してはセキュリティ技術による担保が困難（「23.1.7　障害
によるデータ損失および遅延」参照）である。一般に、電
子メールにおいてセキュリティ技術を適用しても本文のみ
のセキュア化である。メールヘッダ情報はサーバがメール
転送に必要なデータであり、送信者において中継マシンの
特定ができないためセキュリティを施せない。これらのセ
キュリティ技術が及んでいない部分に対する改ざんや破壊
への対処はシステムに依存する。具体的には AP における
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トランザクション管理等での検討が必要である。
(9) 否認防止
データ送信者における送信事実の否認および受信者にお

ける受信事実の否認が防止されなければならない。
送信事実否認防止には受信者側での送信者電子署名の保

持、受信事実の否認防止には受信者からの受信者電子署名
付き受信確認データの送信側での保持で対応可能となる。
なお、各自で持合わせず第三者へ委託してもそれぞれの当
事者が作成した電子署名が付与されていれば問題はない。
(10) データの一貫性
上述した電子署名技術は一般的にデータの一貫性（完全

性）をも保証している。通信プロトコルの下位層レベルで
もデータの一貫性を保証しているが、電子署名技術の AP
レベルでの利用により、任意時点において必要な検証者が
データの一貫性を検証可能となっている。貿易金融EDIネ
ットワークにおいては全くの第三者（例えば、弁護士等）
によるデータの一貫性検証も必要となる。
また、FTPによるデータ転送中の障害等による不完全フ

ァイル（未完ファイル）の生成に関しては、電子署名によ
る一貫性検証の利用で対処が可能である。
(11) データの秘匿
当事者間において第三者からの秘匿を実現する必要があ

り、一般的には暗号技術の適用が考えられる。なお、１対
１の通信に関する秘匿の他に、中継転送されるデータに対
する秘匿も考慮する必要がある。例えば、クレジットカー
ド決済に見られる、購入者／マーチャント／決済者なる一
連の転送におけるマーチャントを介したクレジット情報の
購入者から決済者への転送である。マーチャントでは購入
者からの決済依頼事実のみを担保し、クレジットカード情
報は秘匿されている。
貿易金融 EDI ネットワークにおいても中継転送センタ

ーなどの存在を否定できないので、中継転送データに対す
る秘匿は重要である。
(12) データの損失および破壊
改ざんの項でも述べたが、データの損失や破壊に対して

はセキュリティ技術の直接的貢献は少ない。むしろ、トラ
ンザクション管理としてAPレベルでの検討（「23.1.7　障
害によるデータ損失および遅延）参照）が必要である。ま
た、中身の解らないセキュリティの施されたデータであっ
ても、これを不正に再度サーバへ送信するなどのリトライ
アタックについてもセキュリティ技術では防御できない。
これらはトランザクションの唯一性として考慮しなければ
ならない。なお、公証機能を用いたデータ損失や遅延に対
する対策も有効である。
(13) ネットワークアクセスにおける個人認証
正当なアクセス権者以外のアクセスを防ぐために個人認

証が必要となる。個人認証にはワンタイムパスワードや公
開鍵暗号等を利用した方法がある。特に、公開鍵暗号を利
用した個人認証では認証機関（以下、CA）が発行した認証
書（以下、証明書）の利用が一般的である。ただし、証明
書に基づく個人認証は「23.3.2　当事者の正当性確認（個人
認証）」で述べる秘密鍵の正当な運用が行われる前提で成
立する。

23.323.323.323.3    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククににににおおおおけけけけるるるるセセセセキキキキュュュュリリリリ
テテテティィィィをををを確確確確保保保保すすすするるるるたたたためめめめのののの運運運運用用用用ににににつつつついいいいてててて

セキュリティ方式は利用する通信プロトコルなどに関連
し適切な方式を選択する必要がある。また、セキュリティ
方式は運用負担を考慮し、業務形態に合わせた方式を選択
する必要もある。以下にセキュリティ運用の観点をまとめ
る。

23.3.123.3.123.3.123.3.1    デデデデーーーータタタタ内内内内容容容容のののの信信信信憑憑憑憑性性性性
データの信憑性確保にセキュリティ技術は直接的な貢献

が少ない。しかし、例えば登録機関（公証局）等と呼ばれ
る発行主体の電子署名付きタイムスタンプや伝票番号等の
ように、貿易金融EDIにおいて参加者が統一し承諾してい
る主体が発行するデータはその内容の信憑性が確保されて
いる。
内容の信憑性が確保されていないデータについては必要

であれば、登録機関（公証局）等によりデータ内容の信憑
性確保の手段を考慮する必要がある。

23.3.223.3.223.3.223.3.2    当当当当事事事事者者者者のののの正正正正当当当当性性性性確確確確認認認認（（（（個個個個人人人人認認認認証証証証））））
CAはその発行ポリシー（「16.1.4　セキュリティポリシ

ー」参照）に基づき、証明書に記載される個人情報や公開
鍵に対しての検証を行っている。CAが正当に発行した証明
書を用いて被検証者の生成した電子署名を確認できても、
電子署名作成者が証明書に記載された個人であるか否かを
判断するには不十分である。ここでの確認はあくまで、証
明書に記載された公開鍵と対を成す秘密鍵を用いて署名作
成された事実である。証明書に記載された個人が当該秘密
鍵を利用した保証はない。換言すると、証明書に記載され
た以外の者が正当な秘密鍵保有者に替わって署名生成した
可能性を否定できない。
たとえ、生物的特徴を被検証者の正当性確認に利用して

も、正当な被検証者が不正な被検証者と結託すれば意味が
ない。
被検証者の正当性を確認するためには、被検証者が有し

ている秘密情報の適切な運用を利用者に求める必要がある。
また、システム全体で統一したセキュリティのレベルを確
保するためにも、ある正当な者が保有している秘密鍵を他
人に容易に利用されない仕組みも必要となる。例えば、保
有する秘密鍵を ICカードなどに格納し、ICカードそのも
のの管理方法の具体化等が挙げられる。「図 5-16　個人認
証」にその例を示す。
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図図図図 5555----11116666　　　　個個個個人人人人認認認認証証証証

23.3.323.3.323.3.323.3.3    柔柔柔柔軟軟軟軟ななななセセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ制制制制御御御御
基本的には個人単位のセキュリティ制御が成されればグ

ループ単位のセキュリティ制御も可能である。ある操作に
対して許可されるグループをアクセス・リストを基に制御
する場合もある。アクセス・リストを用いたグループ単位
のセキュリティ制御の場合、アクセス・リストのメンテナ
ンスに対する運用も十分考慮しなければならない。アクセ
ス・リストによるセキュリティ制御を行うポイントが少な
ければ大きな問題にはならないと推察する。しかし、シス
テムとしては限定的にセキュリティ制御を行い、他はセキ
ュリティ制御を実施しない場合は全体のセキュリティが疑
問視されてくる。一般にはシステムとして全体にセキュリ
ティ制御を施し、アクセスの柔軟性はセキュリティ制御の
レベルによって制御している。
具体的には証明書等セキュリティ的に信頼できるデータ

にアクセス権限を制御する情報を記載する方法が有用であ
る。例えば、証明書に「ネットワーク管理者」と記載され
た者だけがネットワーク上のルーチング情報にアクセス可
能とする仕組みである。これにより、アクセス制御側は個
人単位の認証情報が不要になり、ネットワーク管理者が変
更になった場合でもアクセス制御側には何ら設定が必要な
い。これにより、システム全体として個々のアクセス・リ
ストを更新するタイミング等からの束縛からも開放される。

23.3.423.3.423.3.423.3.4    セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ運運運運用用用用のののの継継継継続続続続性性性性
現状のセキュリティ技術において認証対象はあくまで本

人しか知り得ない秘密情報保有を認証している。よって、
秘密情報の運用がセキュリティ運用の大きなテーマとなる。
(1) 秘密情報の破壊
一般的に秘密情報は暗号理論でいう「秘密鍵」となるこ

とが多い。現実的に秘密鍵を記憶するのは不可能である。
特にソフトウェアでの利用を考えると何らかの電子情報と
して保有せざるを得ない。こうなると、必然的に当該情報
の破壊を考慮しなければならない（ハードディスク破壊や

ICカード破壊等）。
このためにも安全な秘密情報のバックアップおよびリス

トアに関してシステム上の考慮が必要である。当然、当事
者以外の第三者からの秘密情報に対するセキュリティを確
保しなければならない。
(2) 秘密情報の移行
特に企業においては個人単位よりも職務での運用を考慮

する必要がある。見積もり要求発行の職務権限を持ってい
る個人は経過とともに変化していくと考えられる。例えば、
ある人が担当だったが、ある時点から別の人が担当になる
といった場合である。
担当者の交代にともなって秘密情報の移行も円滑に行え

なければならない。ただし、秘密情報（ここでは秘密鍵）
を新たに変えてしまうと上述した任意時点でのセキュリテ
ィ確認に支障が生じる。基本的には同一秘密鍵を他人へ安
全に譲渡出来る仕組みが必要になる。
(3) 秘密情報の抑制
セキュリティ確保の大きな問題は秘密情報の運用に依存

している。このため、秘密情報自体の数（秘密鍵等の数）
を必要最小限とするのが望ましい。
アクセスする企業毎とか業務毎に秘密鍵の使い分も可能

ではあるが、一般的に利用されている共通鍵暗号における
証明書の運用を考慮すると、証明書の改廃等に大きな運用
問題が予想される。具体的には、証明書改廃タイミングの
同期や改廃数そのものが多くなる点である。

23.3.523.3.523.3.523.3.5    鍵鍵鍵鍵（（（（証証証証明明明明書書書書をををを含含含含むむむむ））））情情情情報報報報のののの更更更更新新新新
一般にはセキュリティ上も同一の鍵を永久的には利用で

きない。なお、CA自体もある程度の期間で鍵が更新される
ため、あるＣＡが発行している証明書を全て更新する必要
もでてくる（CA証明書改廃に伴う一般証明書の改廃）。
特にCA証明書改廃のタイミングでは大きな更新作業と

なる。一般にはサービス継続性の観点から、旧 CA 証明書
有効期間内に新 CA 証明書での新しい証明書を各ユーザが

認証の対象

人間 ＩＣカード・端末等

認証の範囲

パスワード・生体情報等 公開鍵暗号

利用者 秘密鍵
ＥＤＩ

ネットワーク

鍵所有者の認証

サーバ秘密鍵

パスワード・生体情報等

センタＩＣカード・端末等

秘密鍵の認証 鍵所有者の認証

個人の認証
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入手している必要がある。なお、或る程度の期間をもって
新証明書のユーザへの発行および配布を行わなければ、CA
に対するアクセスが異常に集中してしまい、CAシステム自
体の稼働率が非常に低くなる可能性が高い。
鍵情報が変われば過去のデータに対する電子署名の検証

や暗号化されている場合等は復号も新しい鍵ではできない。
特に、セキュア化され保存された電子伝票はかなりの長期
間参照が予想される。古い鍵では署名作成や暗号化はでき
なくとも署名検証や復号化ができる仕組みも必要である。

23.3.623.3.623.3.623.3.6    暗暗暗暗号号号号技技技技術術術術のののの特特特特許許許許
多くの場合、暗号に関する技術は特許になっている。特

許に関する法律の問題は複雑であり、法律の専門化に相談
することが望ましい。例えば、同じ一つの暗号技術をとっ
てみても、国際特許になっている場合や、特定の国でのみ
特許となっている場合があり、また、特許権の解釈が国に
よって異なることから、特許を侵害しているかどうかの判
断も困難な場合がある。

23.3.723.3.723.3.723.3.7    暗暗暗暗号号号号技技技技術術術術のののの輸輸輸輸出出出出入入入入規規規規制制制制
取引当事者間で使用する暗号アルゴリズムは同一でなけ

ればならない。
暗号技術は、各国で輸出入規制の対象となる場合がある。

貿易金融EDIでは他国との取引を行うことが考えられるの
で使用する暗号技術は、輸出入規制を考慮しておくことが

必要である。国をまたがって使用される暗号技術では、相
互通信を確保して輸出規制の対象外の暗号技術を使用し、
１国に閉じて使用される暗号技術では、その国で使用可能
な暗号技術のなかから選択することなどがひとつの例とし
て考えられる。必要であれば国の輸出許可を得ることなど
も考えられる。各国の輸出入規制は、その国の政策の変化
等により変わるものであるので前述のセキュリティ強度
（暗号アルゴリズム選択性）でも述べたとおり、暗号技術
は選択できるようにしておくことが必要である。

23.3.823.3.823.3.823.3.8    社社社社内内内内シシシシスススステテテテムムムムととととのののの接接接接続続続続
貿易金融EDIと社内システムを接続して、社内システム

から貿易金融 EDIへ、または貿易金融 EDIから社内シス
テムへデータを渡すことが考えられる。
社内システムと貿易金融EDIの接続において、貿易金融

EDI によるセキュリティの枠組の範囲外である社内システ
ムのデータのセキュリティを貿易金融EDIが提供できるも
のではない。例えば、ある企業から他の企業に書類を送信
した場合、書類を受取った企業では、送信した企業の社内
システムから出力された「正しい書類」としてそれを受取
るのであって社内システムのセキュリティについては、そ
の企業の責任で実施されるということである。
このことからその企業・組織は、自らの責任の範囲であ

る社内システムと貿易金融EDIの接続を管理・運用の観点
からも留意しなければならない。

24242424    おおおおわわわわりりりりにににに

貿易金融業務に携わる多くの参加者が参加しやすくセキ
ュアな通信を行う上で、本ガイドラインで述べた要求条件
を満たす通信環境とセキュリティに関するガイドラインを
示した。しかしながら今後も将来性を考慮して検討を継続
する必要がある。以下に通信基盤ガイドラインのまとめを
行う。

24.124.124.124.1    基基基基盤盤盤盤ととととななななるるるるネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク
貿易金融 EDI の基盤となるネットワークは一連の貿易

金融業務を遂行する参加者が参加しやすいオープンなネッ
トワークでなければならない。そこでインターネット技術
に代表される国際的な標準を用いた通信プロトコルを選択
し、互いに同じ通信プロトコルを利用することによりメッ
セージの送受信を行うことが可能になる。しかし、この分
野は日進月歩であり、常に最新の技術動向や標準化動向に
注目し、それに柔軟に対応できる通信基盤の構築が求めら
れる。

24.224.224.224.2    利利利利用用用用形形形形態態態態にににに合合合合わわわわせせせせたたたたアアアアククククセセセセスススス形形形形態態態態
基盤ネットワークへのアクセス形態は、企業毎に利用時

間やデータ量、使用する場所の通信事情、コストにあわせ
て選択する必要がある。例えば、利用時間が多く、取り扱
うデータ量が多い大企業は専用線を用いた固定接続を行え
ばよい。また、出先から取引情報を送受信したい場合には、
携帯電話やPHSなどの移動通信を利用するなど、アクセス
形態においても様々な選択肢を用意する必要がある。

24.324.324.324.3    セセセセキキキキュュュュリリリリテテテティィィィ
オープンなネットワーク上での安全なデータの送受信の

実現に向けて、利用者は通信回線上で想定される脅威に対
しての防衛措置を施さなければならない。暗号技術は通信
回線上のデータを保護する上で非常に効果的である。しか
し、個人認証に使うIDやパスワードの管理、暗号化に使用
する秘密鍵の管理、セキュリティを解除した後のデータの
取扱等、最終的には利用者の自己責任のもとにセキュリテ
ィ確保の運用を実施しなければならない。
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24.424.424.424.4    付付付付録録録録１１１１　　　　既既既既存存存存ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの比比比比較較較較（（（（国国国国内内内内））））
EDI‐NW名 Sea-NACCS 次期Sea‐NACCS POLINET S.C./S.F.Net

(海上貨物通関情報処理ｼｽﾃﾑ) (99年10月～稼働予定) (港湾貨物情報ネットワークシステム)
運営主体 通関情報処理ｾﾝﾀ(NACCSｾﾝﾀ) 通関情報処理ｾﾝﾀ(NACCSｾﾝﾀ) 港湾物流情報ｼｽﾃﾑ協会(POLISA) S.C./S.F.Netセンター
利用NW EBN TWIN’ET C&C NMS TWIN’ET C&C
NWｻｰﾋﾞｽ提供者 NTTPCコミュニケーションズ？ NTTデータ NEC 日本IBM NTTデータ NEC
処理方式 ﾒｰﾙ処理方式 ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ処理方式 X.25処理方式 蓄積交換方式
センタへの接続

 (上位)
SMTP、POP3 会話型独自ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

 (下位)
TCP/IP TCP/IP X.25

全銀手順 全銀手順 全銀手順

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛﾄｺﾙ Sea-NACCS独自EDI Sea‐NACCS独自EDIま
たはEDIFACT(ｾﾝﾀ側でﾄ
ﾗﾝｽﾚｰﾀｰを用いて独自
EDIに変換)

Sea‐NACCS独自EDI Sea‐ NACCS 独自
EDI

POLINETｼﾝﾀｯｸｽ,　EDIFACT,　CII, Privateﾌｫｰﾏｯﾄ
(データの種類によって指定されている)

接続形態 専用線 専用線
利用NW 専用線 専用線
利用者の接続(網へのｱｸｾｽ)

 (上位)
SMTP、POP3

会話型独自ﾌﾟﾛﾄｺﾙ
会話手順

通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

　(下位)
TCP/IP

TCP/IP X.25 全銀手順 SNA(X.25) 全銀手順 全銀手順 SNA(X.25)

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛﾄｺﾙ Sea-NACCS独自EDI Sea‐NACCS独自EDIま
たはEDIFACT

Sea‐NACCS独自EDI Sea‐ NACCS 独自
EDI

POLINETｼﾝﾀｯｸｽ,　EDIFACT,　CII, Privateﾌｫｰﾏｯﾄ
(データの種類によって指定されている)

接続形態 専用線、ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟ 専用線 専用線
利用NW 専用線、ISDN 専用線 専用線
利用者環境
ハードウェア 専用端末(ﾕｰｻﾞIDのふられた

PC)
PC PC

専用ソフトウェア 必要　(EDIFACTの場合
及びGW接続では不要)

必要 不要

備考 利用者からは、Peer to Peer(PC→ルータ)、ルータ接続(LAN上
のPC→ルータ)、ゲートウェイ接続(ｹ゙ ｰﾄｳｪｲPC→ルータ)の3つの
接続形態がある。なお、ゲートウェイ接続ではインタラクティ
ブ処理方式は利用できず、X.25処理方式ではゲートウェイ接続
のみが利用可能である。

平日8:00am～10:00pm／土曜
8:00am～5:00pm／日曜･休日
10:00am～5:00pm(12月30日～1
月3日を除く)

運用時間 24時間/日、365日／年
(ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽのため4:30am～6:00amまでｻｰﾋﾞｽ停止)

7:00am～0:00am　(17h/日)
　土日祝日及び12月30日～1月3日を除く

月額利用料金=①＋②+③
①月額基本料金
ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ単位 利用端末単位

料金形態 定額料金制
(接続ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ1台あたり)
銀行：10万円/月
海貨業者：10～20万円/月　(利
用量に応じて)

②月額従量料金　(業務別)
　　業務別1件当たりの利用料金単価×月間利用業務別件数
③月額回線使用料
　　基幹網およびアクセス回線使用料

入会金　15万円,　会費　2万円/月
月額利用料=①+②+③　(非会員は利用料が倍額)
①運用管理料(1200bps:9,000円, 2400bps:18,000円,
4800bps:36,000, 9600bps以上:72,000円)
②蓄積交換処理料　1ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ(128ﾊﾞｲﾄ)5円(受信者課
金)
③ﾌｧｲﾙ利用料　3,000円/1MB

会費　12万円/年
接続料金：1,000円/月(公衆
回線利用)
＊専用回線、INS回線利用の
場合は異なる。
VAN利用料金(VAN事業者に
直接支払う)

利用申込方法 回線利用契約は利用者がNTTPCと締結。NACCSｾﾝﾀから料金請求。
但し、ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟの場合のｱｸｾｽ回線(ISDN)は、NTTと契約し、NTT
から利用料金を請求。

POLINETへの加入の他に、VAN事業者と直接利用契約を結
ぶ。VAN間接続されているので、利用者はどれか一つのVAN
ｻｰﾋﾞｽに加入すればよい。

入会後、VAN事業者と直接利
用契約を結ぶ。(VAN間接続
はされていない。)

他のEDINWとの接続 不可 POLINET、S.C./S.F.Netとの相互接続を検討中 次期Sea-NACCSとの接続を検討中
S.C.Net、S.F.Netとの接続実験を実施

POLINETとの接続実験を実
施
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24.524.524.524.5    付付付付録録録録２２２２　　　　既既既既存存存存ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククのののの比比比比較較較較（（（（国国国国外外外外））））
EDI‐NW名 Bolero TradeNet PortNet KTNet TradeVAN CargoNet　(香港)

(99年中旬からﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ開始予定) (ｼﾝｶ゙ ﾎ゚ ﾙー) (ｼﾝｶ゙ ﾎ゚ ﾙー) (韓国) (台湾) EDI Host Connections Information Hub Services
運営主体 Bolero International Ltd.

(S.W.I.F.T.、TTClubが出資)
シンガポール貿易開発庁(TDB) シンガポール港湾局(PSA) Korean Trade Network Transportation Community Network Ltd.?

利用ＮＷ インターネット、Boleroが承認したIP
ﾈｯﾄﾜー ｸ

NWｻー ﾋ゙ ｽ提供者 Singapore Network Sevices
(SNS)

Singapore Network Sevices
(SNS)

Korean Trade Network Transportation Community Network Ltd.

処理方式 ﾒー ﾙ処理及びｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌ゙ 処理方式 蓄積交換、ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌ゙
センタの接続

 (上位)
SMTP、POP3/IMAP4 MHS MHS

通信ﾌ゚ ﾛﾄｺﾙ

 (下位)
TCP/IP

ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽﾌ゚ ﾛﾄｺﾙ 未定(今後指定する可能性あり) EDIFACT EDIFACT、PortNet独自フォーマットEDIFACT(韓国版) EDIFACT EDIFACT ま た は
ANSI X.12

EDIFACT ま た は
ANSI X.12

接続形態 専用線 専用線 専用線
利用NW 専用線（インターネットへ接続） 専用線 専用線 専用線

利用者の接続
 (上位)
SMTP、POP3/IMAP4 MHS MHS
 (下位) X。25

通信ﾌ゚ ﾛﾄｺﾙ

TCP/IP
ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽﾌ゚ ﾛﾄｺﾙ 未定(今後指定する可能性あり) EDIFACT EDIFACT、PortNet独自フォーマットEDIFACT(韓国版) EDIFACT EDIFACT ま た は

ANSI X.12
変換ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽをｾ ﾝ ﾀで提供
(EDIFACT、ANSI　X.12)

接続形態 専用線、ﾀ゙ ｲﾔﾙｱｯﾌ゚ 専用線、ﾀ゙ ｲﾔﾙｱｯﾌ゚ ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ、他VAN、ﾀ゙ ｲﾔﾙｱｯﾌ゚ 、専
用線

専用線 専用線、ﾀ゙ ｲﾔﾙｱｯﾌ゚

利用NW 専用線、公衆回線 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ(Trade-Net-
MVS)インターネット

専用線、公衆回線 専用線 専用線、公衆回線

利用者環境
ハードウェア PC PC PC PC
専用ソフトウェア 必要(Freewareとして提供) 必要(ｲﾝﾀー ﾈｯﾄｱｸｾｽでは不要) 必要 必要 必要
その他 ICカードおよびカードリーダ 99年1月ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾌﾞﾗｳｻﾞ経由でｱ

ｸｾｽ開始予定
Host SystemからVANに接続

備考 セキュリティには、SSL（RSA暗号）を
使用している。

セキュリティには、SSLを使用し
ている。

運用時間 24時間/日、365日/年 24時間/日、365日/年
料金形態 実験期間中は無料

商用化の前に、料金体系が発表される
予定。

初期費用：
ｲﾝﾀー ﾈｯﾄWebｱｸｾｽ　登録料S$50
既存ｼｽﾃﾑ用ｿﾌﾄ購入　S$3,750
利用料金：
月額基本料　S$20
　　更にID当たり　S$20/月
申告書処理料　S$6/1文書
＊S$1＝約70円

登録料：ﾀ゙ ｲﾔﾙｱｯﾌ゚ ｱｸｾｽ　S$550
　　　　　専用線ｱｸｾｽ　S$3,050
利用料金(従量制)：
ｺﾝﾃﾅ情報DBｱｸｾｽ　S$0.36/画面
ｼｯﾋ゚ ﾝｸ゙ 情報DBｱｸｾｽ　S＄0.75/画面

ｱｸｾｽ料金
　　　64kbps専用線ｱｸｾｽ：HK$2,888/月
　　　ｲﾝﾀー ﾈｯﾄｱｸｾｽ：HK$18/月
利用料金
　　　中小企業　HK$688/月
　　　海貨業者　HK$1,288/月
　　　船会社　 　HK$1,888/月

＊HK$１＝約15円

利用申込方法 The Bolero Rule BookへサインBolero
とｻー ﾋ゙ ｽ契約締結

他のEDINWとの接続 国内各港湾物流EDINW(PortNet、
CITOS、CICOS、CIMOS等)および
欧米の港湾物流EDINWに接続

TradeNetとの相互接続
その他、国内、海外のVANと接続

KL-Net(港湾EDINW)と相互
接続

Tradelink(通関業務)と接続
他のVANとの接続(AT&T、GEIS、IBM－HKANA）
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第第第第６６６６章章章章　　　　ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩププププロロロロトトトトココココルルルルガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
25252525    ははははじじじじめめめめにににに

当ガイドラインの目的は、
l 国内外を含む貿易金融トレードチェーンに関する
導入計画のうちEDIプロトコルの共通基盤と選択
基準を示すこと。例えば、共通基盤では二者間およ
び三者間の情報交換モデル、選択基準では標準メッ
セージの表現方式等を規定する。

l ユーザが貿易金融EDIを使用する上での考慮点、
準備項目について検討ができることをめざす。

また当ガイドラインの範囲は、
l 企業間の貿易金融商取引に関わる関係者、取引、書
類、メッセージを対象としている。

25.125.125.125.1    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩのののの現現現現状状状状認認認認識識識識とととと要要要要件件件件
貿易金融EDIの現状は、次の様にまとめられる。
業界、グループ毎に複数のネットワークが存在し、接続

されていない。有価証券性のある書類を含む電子化されて
いない書類が多く、情報流通に時間がかかっている。異な
るメッセージ形式があり、取引の都度変換の必要がある。
国際間電子取引に対応できていない。
また、現状の課題から求められる要件とEDI化に付随し

て発生する要件として下記のものがある。
· プロトコルと標準メッセージ形式の設定
· 書類の電子化とビジネスプロセスの変更
· 安全な情報交換
· グローバルなEDI標準の使用
· トータルターンアラウンドの短縮

26262626    対対対対象象象象書書書書類類類類、、、、メメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの分分分分析析析析

26.126.126.126.1    書書書書類類類類のののの分分分分類類類類
業務フロー分析を通して、業務モデル要件によりあげら

れた電子化要件に基づき電子化の候補としての対象書類、
メッセージを分類整理する。貿易金融EDIで考える業務の
範囲とその中で処理される書類を挙げると「図6-1　業務全

体概要図」のようになる。
貿易取引においては多種多様な書類が煩雑に処理されて

おり、業務フロー分析の流れにそって、荷主―銀行間、荷
主―保険間、荷主―運輸間での対象書類の特徴をそれぞれ
で確認する。

図図図図 6666----1111　　　　業業業業務務務務全全全全体体体体概概概概要要要要図図図図

26.1.126.1.126.1.126.1.1    荷荷荷荷主主主主――――銀銀銀銀行行行行間間間間電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類
荷主―銀行間の取引では、L/C決済とD/P決済の２つで

多様な決済方法を包括できるという判断で、下記の書類が
電子化対象として挙げられた。

・信用状 (Letter of Credit: L/C)
・買取申込書 (Application for Negotiation)
・取立申込書 (Application for Collection)
・船荷証券 (Bill of Lading: B/L)

・インボイス (Invoice: I/V)
・パッキングリスト (Packing List: P/L)
・保険証券 (Insurance Policy: I/P)
・原産地証明 (Certificate of Origin: C/O)
・サーティフィケート (Certificate)
・カバーレター付き買取書類(銀行－銀行間)

L/C契約とD/P契約の流れで使用される書類は、以下の
ように整理される。
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(1) L/C決済の場合
L/C、買取申込書、B/L，I/V，I/P，P/L，C/O，Certificate

(2) D/P決済の場合
取立申込書、B/L，I/V，I/P，P/L，C/O，Certificate
荷主―銀行関連書類に関しては次のような特徴がある。
C/Oは、公的機関（日本では商工会議所）が発行元であ

るため単純に電子化の対象にすることはできない。将来的
には商工会議所が中心となって電子化の構想があるが、短
期的にはイメージデータとしての扱いが一案となる。

Certificateは、各種用途の証明書の総称であり、書類の
形式は任意性が高いためここでは、特定の書類を意味する
ものではない。

B/L は、大量の文章を約款としてもっているため、電子
化の際にこの扱いが課題となる。

26.1.226.1.226.1.226.1.2    荷荷荷荷主主主主――――保保保保険険険険間間間間電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類
荷主―保険間では、 個別予定保険と包括予定保険の２つ

の契約フローで、それ以外の契約パターンを包括できると
分析され、次の書類が電子化対象として挙げられた。
・個別予定保険申込書 (Application for Provisional

Insurance)
・Cover Note
・包括予定保険申込書 (Application for Insurance

Open Policy)
・包括予定保険証券 (Open Policy of Insurance Policy:

O/P)
・確定通知書 (Application for Marine Insurance)
・保険証券 (Marine Insurance Policy: I/P)
・保険承認状 (Certificate of Marine Insurance)
・保険料請求書 (Debit Note: D/N)
・保険料明細書 (Statement of Premium Due: S/P)
個別予定保険と包括予定保険の契約フローで使用される

書類は、以下のように整理される。
(1) 個別予定保険に基づく契約の場合
個別予定保険申込書、Cover Note、確定通知書、保険証

券（I/P）、保険承認状、Debit Note
(2) 包括予定保険に基づく契約
包括予定保険申込書、包括予定保険証券（O/P）、確定

通知書、保険証券（I/P）、保険承認状、Debit Note
保険関連書類に関しては次のような特徴がある。

· 保険料明細書は、保険料請求書と同一文書であり、
Debit Noteは保険料請求書または、保険料明細書の総
称である。

· 保険証券、保険承認状は輸入の場合は使用されないこ
とが多い。

· 保険証券は、大量の文章を約款としてもっているため、
電子化の際にこの扱いが課題となる。

· 保険承認状は、保険証券の簡略書式であるので、基本
的にフォーマットとしてはI/Pに含まれる。

· 個別予定保険申込書、Cover Note、確定通知書、保険
証券、Debit Noteの 5種類の書類は、対象書類のカ
バレッジが大きいため電子化効果が大きい。

· 保険関連書類は、現在電子化されていないことが一般
的であるが、大手荷主－損保間では、一部既に電子化
されているものがある。

· Debit Noteを税関へ提出する必要があるのは、日本が
輸入する場合のみである。

26.1.326.1.326.1.326.1.3    荷荷荷荷主主主主――――運運運運輸輸輸輸間間間間対対対対象象象象書書書書類類類類
荷主―銀行間では、大きく輸出、輸入、海上と航空の流

れに分けて検討され、業務モデル要件で電子化効果が大き
いと期待される次の書類が電子化対象として挙げられてい
る。
・船荷証券 (Bill of Lading: B/L)
・航空貨物運送状 (Air Waybill: AWB)
・インボイス (Invoice: I/V)
・パッキングリスト (Packing List: P/L)
・船積み指図書 (Shipping Instruction: S/I)
・上屋貨物受取証 (Dock Receipt: D/R)
・輸出申告書 (Export Declaration: E/D)
・輸入申告書 (Import Declaration: I/D)
・着船通知書 (Arrival Notice: A/N）
・原産地証明 (Certificate of Origin: C/O）
・海上運送状 (Sea Way Bill: SWB)
海上と航空の流れに分けて使用される書類を整理すると

次のようになる。
(1) 海上輸送の場合

B/L､I/V､P/L､S/I､D/R､E/D､I/D
(2) 航空輸送の場合

AWB､I/V､P/L､E/D､I/D
運輸関連書類に関しては次のような特徴がある。

· A/Nの電子化によって、通知先企業あるいは部門とそ
の直接担当者の電子的アドレス管理が必要にある。

· A/Nは、輸入業務の開始のトリガーになるので、例え
ばSCMで積送在庫として活用可能な情報である。

· 海上輸送に関する請求支払情報は、既に SCSF-NET
で EDI化されているが、航空輸送に関しては、別途
検討する必要がある。

· NVOCCの場合は、NVOCC と船社間に正式な B/L
が存在する。NVOCCは、独自に荷主へ B/Lを発行
するがその性質は運送状であり、有価証券ではない。

· 航空貨物の場合は、AWB（運送状）がB/Lの代わり
となるが、これは有価証券ではない。

· ＳＷＢはB/Lの電子化後、E-B/Lに置換わる可能性が
あるがB/Lとは、有価証券でないことと帳票の流れの
点で違いがある。

· 書類として署名が必要なもの、原本性の保証が要求さ
れるものがある。

26.1.426.1.426.1.426.1.4    書書書書類類類類のののの特特特特性性性性ととととＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ化化化化のののの要要要要件件件件
これまで挙げてきた書類は、業務モデル要件を軸に整理

してきたが、以降のEDIプロトコルガイドラインの検討で
は、それぞれの書類の特性を軸に分析を進める。以下に、
書類毎の特性を表にまとめる（「表6-1　書類の一覧」参照）。

EDI化の機能要件は、EDI一般に要求される基本要件と
上記書類の特性からくる貿易金融固有の拡張要件に整理さ
れる。EDI 一般に要求される基本要件は、伝送要件とセキ
ュリティ要件に整理できる。また拡張要件は、書類の特性
により必須のものとユーザにとって選択可能なものに整理
できる。
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表表表表 6666----1111　　　　書書書書類類類類のののの一一一一覧覧覧覧

全体業務モデル
海上 航空

個別業務モデル 書類特性
書類

輸出 輸入 輸出 輸入 荷－銀 荷－保 荷－運 発行者 流通性 権限移転 署名捺印

備　　考

L/C ○ ○ ○ 銀行 二者間 なし 必要
買取依頼書 ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし 必要
取立依頼書 ○ ○ ○ 二者間 なし 必要
P/L ○ ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間以上 なし 必要
I/V ○ ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間以上 なし 略可
個別予定保険申込書 ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし
Cover Note ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要
確定通知書 ○ ○ ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし
I/P ○ ○ ○ ○ ○ ○ 保険会社 二者間以上 なし 必要 約款の扱い。原本1枚以上。保険受領時の裏書・本人確認
保険承認状 ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要 保険承認状はI/Pの簡略書式
Debit　Note ○ ○ ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要 輸入通関時に必要
包括予定保険申込書 ○ ○ ○ 荷主 二者間 なし 必要
包括予定保険証券 ○ ○ ○ 保険会社 二者間 なし 必要
S/I ○ ○ 荷主 二者間 なし
D/R ○ ○ 荷主 二者間 なし なし 海貨業者が代行
B/L ○ ○ ○ ○ 船会社 二者間以上 あり 必要 裏書きあり。約款の扱い。1/Vとの整合性チェックの要件あり
AWB(MAWB) ○ ○ 航空会社 二者間以上 なし 記名式
HAWB ○ ○ 二者間以上 なし なし
E/D ○ ○ 輸出者 二者間 海貨業者が代行
I/D ○ ○ 輸入者 二者間 海貨業者が代行
請求支払情報 ○ 二者間
A/N ○ 船会社 二者間 なし 宛先管理の問題あり
SWB ○ ○ 船会社 二者間以上 なし B/Lとの帳票の流れの違いに着目
Certificate ○ ○ ○ ○ △ 二者間以上 必要 書類形式の任意性が高い。対象は未定
B/E △
C/O ○ ○ ○ ○ △ 商工会議所 二者間以上 なし 必要

○：電子化対象　△：検討中

26.1.4.126.1.4.126.1.4.126.1.4.1    基基基基本本本本要要要要件件件件
(1) 伝送要件
① 送信保証
データが確実に送信されたことを保証する。

② 到着確認
到達確認は、通信レベル、メッセージ受領レベル、

業務内容レベルがあり、そのうちメッセージ受領レベ
ル、業務内容レベルが当ガイドラインでは重要になる。
処理依頼のメッセージの例で言えば、依頼受信確認

として、処理結果／依頼否認／訂正依頼等を返すこと
に当たる。業務上の規約としては、依頼に対しての返
事として何を対応付けるかを決めておく必要がある。

(2) セキュリティ要件
① 本人認証
送信者と受信者がデータ交換をする時、送信者に対

して受信者が本人に間違いないことを保証する。
② 送信否認拒否
送信者が、受信者が受信したものに対して送信した

ことを否認できないようにする。
③ 受信否認防止
受信者が、送信されたものに対して受信したことを

否認できないようにする。
④ 暗号化（盗聴防止、改ざん防止）
送受信されるデータの内容が盗聴されたり、改ざん

されたりできないように暗号化する。

26.1.4.226.1.4.226.1.4.226.1.4.2    拡拡拡拡張張張張要要要要件件件件
(1) 書類の特性により必須のもの
書類の持つ特性により必須と考えられるもので、最終的

にはユーザの選択となる。
① 公　証
二者間で確かにこの取引があったことを証明できる。
公証の内容については認証・公証ガイドラインで規

定される。
② 権原移転が可能
有価証券性を持つ書類の場合は、権原の移転を電子

化された書類として実現できる。
③ 約款内容の確認可能
書類に付属する約款内容を必要な時に、必要な人が、

参照確認できる。
(2) ユーザ選択が可能なもの
ユーザにとって選択可能な要件としては、送り手が求め

るもの、受け手の求めるもの、両者共通に求められるもの
がある。
① トラッキング管理
送り手が送信した書類が必要な時点で処理状況がど

んな状況にあるのかを知ることができる。
② 書類検索
取引相手に送るべき書類を検索できる。買取依頼時

の買取書類等取引のある局面において必要な書類を検
索することができる。トラッキング管理と連動して、
処理依頼に対する状況毎に書類を検索できる。処理待
ちなど要処理状態を検索できる。
③ エラー管理
メッセージのエラーを検知できる。
例えば、シンタックス上でのエラー検知。
業務内容レベルのエラーを検知できる。
例えば、必須情報の抜けが発覚したものの検知。
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④ 書類整合性チェック
L/CとB/Lなど関連書類間の数値等について、予め

チェックの条件を設定し、結果として整合性を確認で
きる。

⑤ フォルダ管理
書類検索や情報送受信の管理単位の１つとしてまと

めて管理ができる。

図図図図 6666----2222　　　　基基基基本本本本要要要要件件件件

図図図図 6666----3333　　　　拡拡拡拡張張張張要要要要件件件件

26.226.226.226.2    主主主主要要要要デデデデーーーータタタタ項項項項目目目目分分分分析析析析のののの手手手手法法法法
(1) データ項目調査の目的
電子化対象書類が決まった場合、相手先と送受信するた

めには、通信規約を決めるだけではなく送受信するデータ
の中身が、相互に合意されていなければならない。
そのためにデータ項目の調査、分析が必要になる。

(2) データ項目標準化の重要性
最低限は当事者である二者間で合意がとれていればよい

ことになるが、広くオープンにデータ交換するためには標

準的なメッセージの形式が求められる。これらについては、
「27　貿易金融EDIにおけるビジネスプロトコルの要件」、
「28　EDI標準とメッセージ・シンタックスのガイドライ
ン」に於いて、シンタックス関連標準メッセージの導入と
してガイドする。しかし、どのような標準メッセージを使
う場合でも、または独自フォーマットを使用する場合でも
対象書類が決定したら、その中に含まれるデータ項目の調
査をする必要がある。調査の過程で項目の定義に当たり、
社内のデータ標準あるいはEDI標準項目定義を参照するこ
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とで、標準項目の再利用と重複定義の回避ができ、EDI化
への対応の迅速性、正確性が高まる。特に、貿易金融では、
同じデータ項目が複数の書類に登場するので、データ項目
の標準化がますます重要となる。
(3) データ項目調査の内容

EDI化にあたってのデータ項目調査は下記項目について
行う。
① 項目名称
日本語/英語の項目名称を定義する。項目名称定義は、

社内標準あるいはEDI標準がもっている項目辞書を参
照する。
② 総称名
データ項目をまとめて総称する場合に定義する。例

えば、ケース番号、品名、数量をまとめてケース情報
と総称する場合が該当する。
③ 概略内容

項目辞書に定義されたデータ項目を特定するため
に定義する。中身が住所／場所／日付／時間／期間
／コード／金額／数量等のような種別がわかる表現
が望ましい。

④ キー項目識別
帳票を特定する項目はキーと識別する。例えば、I/V

のインボイス番号。また次項の繰返しブロックの場合
は、繰りしの単位を特定する項目をキーと識別する。

キー項目は業務の見方によって変わるため、複数項目
になる場合がある。キー項目の例としては、P/Lのケー
ス番号が該当する。
⑤ 繰り返し
項目が帳票上唯一でなく繰返し記入されるものを識

別する。例えば、P/Lのケース情報等。データ構造とし
て繰り返しがあるものを把握することは、標準フォー
マットを検討する上で必要となる。
⑥ 必須識別
記入が必須か選択かの識別をする。

⑦ データのタイプと長さ
数値、文字等の属性とその長さを定義する。可変長

の場合は最大長を指定する。
⑧ 備　考
その他特記事項があれば記述する。

(4) 各種コードの考え方
データ項目が決定されても中身がコードである場合は更

に、コードの標準化への対応が必要になる。ここでも世界
標準、国レベルの標準、業界標準等が存在するので、その
選択が課題となる。通常、会社固有のコードは外部には通
用しないため、何らかの取決めが必要になる。そのために
データ項目を定義する際に、コード類に着目し整理してお
く必要がある。

I / V P / L Ｉ／ Ｖ、Ｐ／ Ｌ Ｓ ／ Ｉ Ｂ／ Ｌ

 ○ P / L  N o . 発 行 日 B / L  N o .
○ ○ I N V O I C E  N o . 荷 受 人 名 、 住 所  B / L 発 行 日
○ ○ イ ン ボ イ ス 発 行 日 輸 出 者 名 、 住 所 輸 出 者 名 、 住 所
○ ○ 契 約 番 号 、 契 約 日 着 荷 通 知 先 名 、 住 所 荷 受 人 名 、 住 所  
○ ○ 注 文 番 号 、 注 文 日 連 絡 先 着 荷 通 知 先 名 ､  住 所
○ ○ L / C  N o . 、 発 行 日 本 船 名 連 絡 先
○ ○ L / C 有 効 期 限 船 会 社 名 本 船 名
○ ○ E / L  N O 、 有 効 期 限 荷 受 地 船 会 社 名
○ ○ ブ ッ キ ン グ N o . 積 地 港 荷 受 地
○ ○ 輸 出 者 名 、 住 所 積 換 地 港 積 地 港
○ ○ 荷 受 人 名 、 住 所  揚 地 港 揚 地 港
○ ○ 着 荷 通 知 先 名 、 住 所 最 終 仕 向 地 荷 渡 地
○ ○ 連 絡 先 出 港 予 定 日 最 終 仕 向 地
○ ○ 輸 入 者 名 、 住 所 入 港 予 定 日 出 港 予 定 日
○ ○ 支 払 い 者 、 住 所 運 賃 支 払 条 件 入 港 予 定 日
○ ○ メ ー カ 名 基 礎 決 済 条 件 ケ ー ス 番 号
○ 決 済 条 件 F R E I G H T  T O N ケ ー ス マ ー ク
○ ○ 輸 送 形 態 特 記 事 項 梱 包 明 細
○ ○ 本 船 名 作 業 指 示 内 容 梱 包 個 数
○ ○ 船 会 社 名 ・ 輸 出 通 関 必 要 書 類 合 計 運 賃
○ ○ 積 地 港 ・ 作 成 要 求 書 類 指 示 合 計 個 数
○ ○ 積 換 地 港 ・ 船 積 手 配 合 計 コ ン テ ナ 数
○ ○ 揚 地 港 ・ 領 事 査 証 合 計 G R O S S 重 量
○ ○ 最 終 仕 向 地 ・ C E R T I F I C A T E 取 得 合 計 N E T 重 量
○ ○ 出 港 予 定 日 ・ 原 産 地 証 明 取 得 合 計 G R O S S 容 積  
○ ○ 入 港 予 定 日 B / L 発 行 日 合 計 N E T 容 積
○  運 賃 支 払 条 件 B / L 発 行 枚 数 R e v e n u e  T o n s  R / T
○ 基 礎 決 済 条 件 B / L 発 行 場 所 P E R

○ ケ ー ス 番 号 搬 入 予 定 前 払 い 合 計 運 賃
○ ○ ケ ー ス マ ー ク ケ ー ス 番 号 後 払 い 合 計 運 賃
○ ○ 梱 包 明 細 ケ ー ス マ ー ク B / L  C l a u s e   
○ ○ 梱 包 個 数 梱 包 明 細 B / L 発 行 枚 数
○ ○ 重 量 、 単 位 梱 包 個 数 B / L 発 行 場 所
○ ○ 容 積 、 単 位 明 細 品 目 名 荷 主 / 船 社 間 受 渡 条 件
○ ○ 明 細 品 目 名 明 細 品 目 数 量 I N V O I C E  N o .
○ ○ 明 細 品 目 数 量 明 細 品 目 単 価 ブ ッ キ ン グ N o .
○ 明 細 品 目 単 価 明 細 合 計 金 額 輸 送 費 用 明 細
○ 明 細 合 計 金 額 合 計 金 額 支 払 場 所
○ 合 計 金 額 合 計 個 数 通 貨 、 換 算 レ ー ト
○ ○ Ｈ Ｓ コ ー ド 合 計 コ ン テ ナ 数 フ レ イ ト レ ー ト
○ ○ 原 産 地 合 計 G R O S S 重 量 デ ィ メ ン シ ョ ン
○ ○ 合 計 梱 包 数 合 計 N E T 重 量 船 積 貨 物 種 類
○ ○ 合 計 G R O S S 重 量 合 計 G R O S S 容 積  個 数
○ ○ 合 計 N E T 重 量 メ ー カ 名 荷 姿
○ ○ 合 計 G R O S S 容 積  L / C  N o . 荷 受 荷 渡 形 態
○ イ ン ボ イ ス 合 計 金 額 I N V O I C E  N o . イ ン ボ イ ス 合 計 金 額
○ 船 積 諸 費 用 P / L  N o . 明 細 品 目 名
○ 運 賃 E / L  N o . Ｈ Ｓ コ ー ド
○ 保 険 ブ ッ キ ン グ N o . 同 盟 品 目 コ ー ド
○ Ｆ Ｏ Ｂ 金 額
○ 決 済 合 計 額
○ 通 貨 コ ー ド 図図図図 6666----4444　　　　書書書書類類類類間間間間のののの主主主主要要要要デデデデーーーータタタタ項項項項目目目目のののの関関関関連連連連性性性性
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26.326.326.326.3    書書書書類類類類間間間間のののの主主主主要要要要デデデデーーーータタタタ項項項項目目目目のののの関関関関連連連連例例例例
貿易金融業務の中では多種類の書類が使用されているが、

それらに含まれるデータ項目に着目すると、かなりの部分
が重複している。この意味するところは、ある書類を出発
点として次々にデータ項目が転記されそれぞれの業務処理
で固有のデータ項目が追加されビジネスが遂行されている
ことになる。したがって、手作業の場合はそのたびにデー
タの転記、再入力が行われている。このことは、業務の流
れから主要書類の項目レベルでの関連性を調査することに
より、データの再利用の可能性を示すことができる。デー
タの再利用性の検証により、EDI 化の効果である、業務効
率とスピードの向上が図れる事を例示できる。対象書類を
サンプルとして、帳票、項目間の関連からデータの流れを
つかまえ、書類の大筋の流れ図を例示する。

ここでは、荷主で I/V、P/Lを作成し、S/Iで運輸に指示
を出し、B/L となって戻ってくるという、業務の流れを想
定した。

EDEN での実証実験の結果定義されたフォーマット、
SC／SF など既存の標準フォーマット情報を情報源とし、
対象として I/V､P/L､S/I､B/L を例として主要データ項目を
洗い出し、書類間の主要データ項目の関連を図にすると「図
6-4　書類間の主要データ項目の関連性」のようになる。図
中、I/V、P/Lで○が付いているものが書類上に存在するこ
とを表し、矢印はデータが転用されている事を表している。
これらから、EDI 化の効果として、標準化された項目、フ
ォーマットにより、業務効果としての省力化、正確性が裏
づけられる。

27272727    貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけけるるるるビビビビジジジジネネネネススススププププロロロロトトトトココココルルルルのののの要要要要件件件件

27.127.127.127.1    代代代代表表表表モモモモデデデデルルルルのののの選選選選定定定定
本章では、現状業務を電子化した場合に、新たに具備さ

れるべき機能要件、および、取引に使用される対応メッセ
ージを示す。
貿易金融EDIの機能要件には、基本要件（貿易金融EDI

内の全ての取引に対して必須となるもの）と、拡張要件（選
択的に使用されるもの）の２種が存在する。
これを踏まえて、取引に使用される２種の対応メッセー

ジ（文書対応メッセージ、業務要求対応メッセージ）につ
いて示す。
なお、各要件のうち、認証／公証に関わる部分の詳細に

関しては、「４章　認証・公証ガイドライン」を参照され
たい。

27.1.127.1.127.1.127.1.1    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけけるるるる基基基基本本本本要要要要件件件件
基本要件とは、TCP/IP ベースのオープンプロトコル上

でデータ交換を行う際に、その全てに対して必須となるも
のであり、以下に示す数種をあげることができる。
(1) データ送信保証
メッセージが、通信路上で欠落することなく、かつ、送

信者の意図した送信先（受信者）に、必要十分なスピード
で届くことを保証することであり、全てのメッセージに対
して具備されるべきものである。
既存のインターネット環境で通信する際には、かならず

しも上述の要件が具備されるとはいえないので、データ送
信保証に対する信頼性の面でEDIとしての不安が残るよう
な場合には、より強固なデータ送信保証がなされるエクス
トラネットの利用が推奨される。
(2) データ内容保証
メッセージが、通信路上で、送受信者の意図しない第三

者により改ざん、あるいは、盗聴される危険性のないこと
を保証することであり、全てのメッセージに対して具備さ
れるべきものである。改ざんの種類としては、データの追
加、データの一部の削除、変更、再配列などがあげられる。
既存のインターネット環境で通信する際には、データ内容
保証についても、かならずしも安全とは言えないため、必
要なセキュリテイ機能を有する通信プロトコルの利用が推
奨される。

(3) ユーザ認証／サーバ認証（相互認証）
コンピュータシステム、ネットワークシステムなどを利

用する際に、遠隔地に存在するユーザ、および、サーバを
特定し、システム利用者の意図する相手（送信者／受信者）
との通信であることを確認することである。認証の対象と
なるのは、企業／部署／個人、機器、アプリケーションな
どである。
(4) 送受信確認と送受信否認防止

EDIによる商取引においては、安全確実なデータ送受信
ができるだけでは不十分であり、取引関与者が取引情報を
送受信した事実を記録しておき、なんらかのトラブル発生
時にその事実を確認する手段が必要である。
送信確認は、メッセージを送信者が送信した事実を証明

することであり、その保護対象は送信者である。また、受
信確認は、受信者が受信した事実を証明することであり、
その保護対象は受信者である。
送信否認防止は、送信者がメッセージを送信した事実を

否認することを防止することであり、その保護対象は受信
者である。また、受信否認防止は、受信者がメッセージを
受信した事実を否認することを防止することであり、その
保護対象は送信者である。
(5) 到達確認
送信対象となるメッセージの送受信に関して、受信者か

ら送信者に送信（返信）される種々のメッセージにより、
受信の確認およびそのメッセージに関連する受信者側の応
答等を、送信者側が確認することを指す。到達確認には、
以下の３つのレベルが存在する。
① 通信レベル
受信者がメッセージを受信したことを、送信者が確

認することである
② メッセージ受領レベル
受信者がメッセージ内容を参照したことを、送信者

が確認することである。メール方式の通信を例にとれ
ば、「開封確認」のメッセージを送信することに相当
する。
③ 業務内容レベル
受信者がメッセージ内容を確認し、かつ、メッセー

ジ内容に関して対応されるべき業務の遂行意思の有無
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を、送信者が確認することである。
例としては、送信者の依頼メッセージに対する、受

信者からの「承認」あるいは「拒否」の意思を表すメ
ッセージの送信をあげることができる。

27.1.227.1.227.1.227.1.2    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけけるるるる拡拡拡拡張張張張要要要要件件件件
拡張要件とは、貿易金融業務に関する現状調査・検討か

ら導出されたEDIへの要件であり、業務的観点からのメッ
セージの特性や、各関与者／関与者間等のEDI利用業務上
の必要性に応じて、選択的に使用されるべきものである。
(1) 権原移転管理
少なくとも二者間以上でのなんらかの権原付与書類の電

子的授受に関して、対象となる書類の所有権移転事象の発
生（所有者の変更、その発生日時等）、および、それに伴
う権原移転の履歴情報を管理することである。
(2) アクセス制御
メッセージ内容やその履歴などの情報に関して、その情

報に対する参照・更新権（アクセス権）を有する者を特定
し、メッセージの開示・変更・編集等の操作を可能とする
ことである。アクセス権は、EDI による業務手続き進行に
ともなう書類の処理ステータスに依存して動的に変化する。
(3) フォルダ管理
メッセージの送受信、あるいは、保存に際して、関連性

のある複数のメッセージを独立して扱わずに一塊として扱
うことが望ましい場合、これを電子的に実現可能なように
管理することである。
例としては、船積書類の授受をあげることができる。現

状の船積書類は、B/L、I/Vを始めとする複数の書類により
構成され、複数書類を１つの封筒に入れた形で取り扱われ
ている。EDI 化された場合であっても、同様の扱いが可能
であることが望まれる。これにより、例えば、企業内での
関連書類の取り扱いや内容の相互チェックなどの業務遂行
面での効率をさらに向上させることが可能となる。
(4) エラー管理
送信対象となるメッセージの内容に関する不具合（シン

タックスやコードの不適合、必須項目の欠如等）、および、
保存されたメッセージの消滅等を検知し、かつ、リカバリ
ーを行うことである。
(5) トラッキング管理
複数の関与者が EDI システムを介して送受信したメッ

セージに関して、メッセージ送受の履歴、メッセージ受信
者のメッセージに関する業務的な処理状況等の情報を検索、
参照することを可能にすることである。当然ながら、それ
らの情報についても、アクセス可能な者を特定したうえで
情報の開示を行うことが必要である。
(6) 訂正・差替え
ある案件の関与者が送信したメッセージに関して、初期

発信者（メッセージの作成者）を含むメッセージ流通経路
に属する関与者のうちの少なくとも１人以上が、何らかの
理由によりその内容を変更することを希望した場合に、こ
れを可能とすることである。
具体的には、流通過程にある全関与者を、前述の(5)トラ

ッキング管理の機能により選定し、これらの全関与者に対
して、訂正が必要となったメッセージとその訂正内容を通
知し、全関与者からの承諾意思を示すメッセージを受信し

た段階で、訂正対象メッセージへの訂正が可能となる。本
要件の実現には、メッセージに対するリビジョン管理が必
須であり、また、関与者に対しては、送受信対象となるメ
ッセージの有効性をリビジョン情報により確認する手段を
提供する必要がある。

27.1.327.1.327.1.327.1.3    取取取取引引引引にににに使使使使用用用用さささされれれれるるるる対対対対象象象象メメメメッッッッセセセセーーーージジジジとととと形形形形式式式式
取引対象となるメッセージには、文書対応メッセージと

業務要求対応メッセージの２種に大別される。以下に、そ
の各々について示す。

27.1.3.127.1.3.127.1.3.127.1.3.1    文文文文書書書書対対対対応応応応メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ
文書対応メッセージは通常の文書に相当する電子データ

であり、文書内に記載されている各項目からなる。以下に
その表現形式を示す。
(1) ＥＤＩ形式
標準として情報表現形式がシンタックスおよびデータエ

レメントとして定義されており、テキスト形式およびオブ
ジェクト形式での取扱いが可能なものである。
(2) イメージ形式
イメージデータ（写真、荷印等）として扱うことが望ま

しいもの、もしくは、テキストデータとして扱うことが、
現状の枠組みの中で不可能なものである。
原産地証明(C/O：Certificate of Origin）が、そのような

電子化検討対象の例としてあげられる。
(3) 業界独自形式
既に特定業界内で稼動中のシステムで用いられている形

式であり、例としては、CCS(Cargo-IMP)、保険等をあげ
ることができる。

27.1.3.227.1.3.227.1.3.227.1.3.2    業業業業務務務務要要要要求求求求対対対対応応応応メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ
業務要求対応メッセージは、文書対応メッセージの送受

に付随して送受されるもので、現状業務における電話／Fax
などでやり取りされる業務プロセス遂行に関わる情報に相
当する。業務種別（依頼、確認等）やその内容（対象書類
や案件等に関する事項）からなる。以下にその例を示す。
(1) 依　頼
通常の処理依頼、訂正・差戻依頼等。

(2) 受信確認
前述の到達確認メッセージのうち、受領レベル、および

業務対応メッセージに対応するもの。
(3) 状況確認等
対象書類や案件等の処理状況、進捗に関する確認等。
これらの業務要求対応メッセージは、通常の業務プロセ

ス遂行に必要なものに関して、可能な限り汎用化、コード
化しておき、より複雑な業務要求については、それらの組
み合わせで実現することが望ましい。

27.1.427.1.427.1.427.1.4    代代代代表表表表的的的的なななな情情情情報報報報交交交交換換換換モモモモデデデデルルルル
　「27.1.3　取引に使用される対象メッセージと形式」ま
でに示したEDIにおける基本要件と拡張要件、および主に
使用される対象メッセージに関して、これらを達成するに
必要と考えられる２種類の情報交換モデル（二者間モデル、
三者間モデル）を以下に示す。なお、ここでは、情報交換
時に関与する企業や機関等の機能的な相互関係に着目して、
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二者間モデル／三者間モデルと表現している。

27.1.4.127.1.4.127.1.4.127.1.4.1    情情情情報報報報交交交交換換換換モモモモデデデデルルルル
(1) 二者間モデル
任意の認証局の存在を前提に、取引当事者である企業間

での相互認証によるセキュアなEDIメッセージ交換を行う
モデルであり、EDI 基本要件に関して二者間で以下のよう
な機能を具備する。
① 送受信確認
デジタル署名を用いた相互認証を行い、さらに、メ

ッセージの受信時に送信元へ発行される通信レベルの
到達確認ログを二者でそれぞれに保存することで実現
する。
② 内容保証（改ざん防止）
デジタル署名付きメッセージ通信を用いることで、

通信路での改ざんが行われなかったことを保証する。
③ 守秘性
二者間で暗号通信を用いることでメッセージの守秘

性を確保する。
④ アクセス権管理
パスワードなどを用いることで、企業／部門／個人

レベルでのメッセージへのアクセス権管理を実現する。
(2) 三者間モデル
取引当事者である企業間に信頼できる第三者（センター）

が入り、取引当事者間のビジネスプロトコル実施の真正性
を第三者により保全することにより、より広範な企業間で
セキュアなEDIメッセージ交換を行うモデルであり、EDI
拡張要件に関して、上述した三者間で以下のような機能を
具備する。
① センターとの送受信確認
現在の所持者を特定することが必要となるドキュメ

ントに関して行われるもので、二者間モデルで必要な、
デジタル署名、通信レベルの到達確認のログを保存す
る、などの他に、センターによるユーザ認証、メッセ
ージを暗号化した際のハッシュ値の保存を加えること
で実現可能である。
② センターによる内容保証（改ざん防止）
改ざん防止という観点からすると、二者間モデルの

ときと同様、デジタル署名を用いることで、センター
が介在する三者間モデルでも実現可能である。特に、
権原移転に関する内容保証や、取引実施内容の保証、
取引書類データの流通過程の捕捉（トラッキング）な
どが実現される。
③ センターによるアクセス権管理
数個のアクセス権が混在するようなメッセージのア

クセス権管理に対して、センターサーバ上でフォルダ
化することで、より複雑に関連した書類データ管理の
実現を可能にする。

27.1.4.227.1.4.227.1.4.227.1.4.2    メメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの処処処処理理理理形形形形態態態態
取引当事者間の業務からみたメッセージの処理形態（メ

ッセージ交換形態）を大別すると、以下の３種類が存在す
る。これらは、それぞれの業務形態に対応して使用される。
(1) 案件別非同期型メッセージ交換
案件ごとの単一あるいは複数のメッセージを対象に、送

信者から受信者に対して、非同期でメッセージの交換を行
う方法であり、非同期型であることから、送受信者双方の
状況に依存せずに、メッセージ交換が可能である。つまり、
送信者側では、相手の状況に左右されずにメッセージの送
信を行うことができ、また、受信者側では、受信したメッ
セージに関して、都合の良いときに処理できるなどの利点
がある。
処理対象となるメッセージには、処理に急を要す必要の

無いものが考えられる。
(2) 大量データのバッチ型メッセージ交換
同一種類の複数メッセージを対象に、送信者から受信者

に対して、一度に大量のメッセージ交換を行う方法である。
メッセージに対する受信者側の対応（時間的な猶予）に関
しては、特に問わない。
処理対象となるメッセージには、企業間や企業内で定期

的に送受信されるメッセージ（請求メッセージやサマリメ
ッセージなど）が考えられる。
(3) インタラクティブ型メッセージ交換
送信者から受信者に対して、インタラクティブにメッセ

ージの交換を行う方法であり、送受信者双方が、同一のタ
イミングおよび内容に関して、メッセージ交換をすること
が可能である。この際、受信者側サーバ内にその仕掛けが
用意されていれば、受信者側では必ずしも人間が関与する
必要のない場合も含まれる。
処理対象となるメッセージには、各種のトラッキングに

代表される情報検索や登録等が考えられる。

27.227.227.227.2    各各各各モモモモデデデデルルルルごごごごととととののののビビビビジジジジネネネネススススププププロロロロトトトトココココルルルル
貿易金融EDIにおいては、「27.1.4.1　情報交換モデル」

で述べた情報交換モデル（二者間モデル、三者間モデル）
を利用したビジネスプロトコルが構成できると考える。貿
易金融EDIにおいては、多数の取引関与者（企業）間で、
それぞれの取引きに応じたビジネスプロトコルを必要に応
じて定める必要があるが、ここでそのすべてを例示するこ
とはできないため、代表的等ジネスプロトコルとして、二
者間での取引申込／応諾のプロトコルと、登録機関（公証
局）を含め三者間での権原移転業務のプロトコルについて、
ビジネスプロトコルと情報交換モデルとの対応を例示する。

27.2.127.2.127.2.127.2.1    二二二二者者者者間間間間モモモモデデデデルルルルにににによよよよるるるるビビビビジジジジネネネネススススププププロロロロトトトトココココルルルル
例例例例

ここでは、「図 6-5　二者間の情報交換モデル（基本要
件に対応するモデル）」に対応する具体的な業務として、
荷主－保険会社間での保険証券の申込みを例に、その具体
的なビジネスプロトコルと情報交換モデルとの対応を、「図
6-7　二者間の情報交換モデル（基本要件に対応するモデル）」
に示す。
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書類(電子署名付 き)
の 送受信

企業A 企業B

認証機関

認証書の 発行

相互認証

暗号鍵の 交換

業務Ack、業務Nack送受信

受信Ack、受信Nack送受信

図図図図 6666----5555　　　　二二二二者者者者間間間間のののの情情情情報報報報交交交交換換換換モモモモデデデデルルルル（（（（基基基基本本本本要要要要件件件件にににに対対対対応応応応すすすするるるるモモモモデデデデルルルル））））

登録 機関（公証局）
認証機関

企業A 企業B
二者間モデ ルの

ビジネ ス プロトコルを参照

認証書の 発行

ハッシ ュ値 の 送受信

企業認証

書類 の 送受信

受信Ack、受信Nack送受信

業務Ack、業務Nack送受信

ハッシ ュ値 の 送受信

企業認証

書類 の 送受信

受信Ack、受信Nack送受信

業務Ack、業務Nack送受信

図図図図    6666----7777　　　　二二二二者者者者間間間間のののの情情情情報報報報交交交交換換換換モモモモデデデデルルルルととととビビビビジジジジネネネネススススププププロロロロトトトトココココルルルル例例例例

27.2.227.2.227.2.227.2.2    三三三三者者者者間間間間モモモモデデデデルルルルにににによよよよるるるるビビビビジジジジネネネネススススププププロロロロトトトトココココルルルル
例例例例

ここでは、「図 6-6　三者間の情報交換モデル（拡張要
件に対応するモデル）」に対応する具体的な業務として、

荷主―買取銀行間でのB/Lの買取依頼を例に、その具体的
なビジネスプロトコルと情報交換モデルとの対応を、「図
6-8　二者間の情報交換モデルとビジネスプロトコル例」に
示す。
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登録 機関（公証局）
認証機関

企業A 企業B
二者間モデ ルの

ビジネ ス プロトコルを参照

認証書の 発行

ハッシ ュ値 の 送受信

企業認証

書類 の 送受信

受信Ack、受信Nack送受信

業務Ack、業務Nack送受信

ハッシ ュ値 の 送受信

企業認証

書類 の 送受信

受信Ack、受信Nack送受信

業務Ack、業務Nack送受信

図図図図 6666----6666　　　　三三三三者者者者間間間間のののの情情情情報報報報交交交交換換換換モモモモデデデデルルルル（（（（拡拡拡拡張張張張要要要要件件件件にににに対対対対応応応応すすすするるるるモモモモデデデデルルルル））））

保保保保険険険険会会会会社社社社荷荷荷荷主主主主

相互認証・暗号鍵の 交換

書類 の 送受信保険証券申込

受信Ack
申込書受取通知

業務Ack
保険証券申込

受諾通知

書類 の 送受信
保険証券送付

受信Ack・業務Ack
保険証券受取確認

図図図図 6666----8888　　　　三三三三者者者者間間間間のののの情情情情報報報報交交交交換換換換モモモモデデデデルルルルととととビビビビジジジジネネネネススススププププロロロロトトトトココココルルルル例例例例

27.2.327.2.327.2.327.2.3    オオオオーーーーププププンンンンププププロロロロトトトトココココルルルル利利利利用用用用にににによよよよるるるるメメメメッッッッセセセセーーーー
ジジジジ交交交交換換換換方方方方法法法法

ここでは、「27.1.4.2　メッセージの処理形態」で述べた
メッセージの処理形態（メッセージ交換の形態）に対して、
現在インターネット上で行われているデータ交換方式のう
ち代表的なものに関して、その特徴と利用方法を述べる。

27.2.3.127.2.3.127.2.3.127.2.3.1    代代代代表表表表的的的的ななななデデデデーーーータタタタ交交交交換換換換方方方方式式式式
(1) メール方式
案件毎にひとまとめにした複数のドキュメントを、受信

側のボックスに送付する形態で、現状の電子メールの基盤
を活用することが考えられる。案件毎に配送されることか
ら、受信側は容易に個々の取引内容を把握することができ

る。
また、非同期の通信方法を用いることで、障害時にも柔

軟に対応ができる。ただし、通信回線の混雑等の外的要因
による干渉を受けやすく、大容量のドキュメント転送には
適さない場合もある。
(2) ファイル転送方式
送信先毎にまとめられたドキュメントを、あるタイミン

グで一括して配送する形態で、現状ではファイル転送の標
準プロトコルとして、FTP(File Transfer Protocol)の活用が
考えられる。
直接、受信側に接続して同期的にメッセージ交換を行う

方式であるから、通信路上でのデータの欠落等に対するリ
カバリが可能である。更に、一度に大量のドキュメントを
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送付することが可能である。
(3) Wed－EDI方式
ドキュメント自体をサーバに公開しておき、受信側がそ

こにアクセスすることでメッセージ交換する形態で、イン
ターネット標準のHTTP(Hyper Text Transfer Protocol)の
活用が考えられる。
インタラクティブ方式であるため、受信者や作成者が複

数存在する場合に、同時に閲覧・加筆修正が可能となる。

27.2.3.227.2.3.227.2.3.227.2.3.2    基基基基本本本本要要要要件件件件実実実実現現現現ののののたたたためめめめののののイイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトト技技技技術術術術
「27.1.1　EDIにおける基本要件」においてあげられてい
るEDIの基本要件と、それをインターネット上で実現する
ために必要なインターネット標準のプロトコルや最新技術
との関連を明らかにする。対比を「表 6-2　基本要件実現
のためのインターネット技術」に示す。

27.327.327.327.3    運運運運用用用用ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンンととととのののの考考考考慮慮慮慮点点点点
EDIによる電子取引において想定される種々の問題に関

して考慮点を示す。
これらの問題によって生ずる商取引上の課題に対する解

決方針に関しては運用ガイドラインに、また、より具体的
な解決策については、実際の取引き関与者間やEDIサービ
ス提供者との間の業務契約において、それぞれ規定される
べきものである。

27.3.127.3.127.3.127.3.1    考考考考慮慮慮慮すすすすべべべべききききメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ通通通通信信信信不不不不具具具具合合合合事事事事象象象象
EDIにおけるメッセージ通信上で発生すると考えられる

トラブルを以下に示す。(1)のトラブルは、メッセージ通信
路上で生ずるトラブルであり、(2)のトラブルはメッセージ
通信路を構成するノード（発信ノード、仲介ノード、受信
ノードを含む）内のメッセージ交換アプリケーションレベ
ル（一部の業務アプリケーションを含む）で発生するトラ
ブルである。
(1) メッセージ通信路上でのトラブル
① データの欠落
② 改ざん（データの追加、データの一部の削除、変
更、再配列等）

③ 盗聴
④ メッセージの送付先の誤り（送信者の意図しない
相手（送信先）への送信）

⑤ 送信者の意図しない受信者による受信　等
(2) メッセージ交換アプリケーションレベルでのトラブ

ル
①　二者間、三者間モデルにおけるメッセージの発信
者側、受信者側のメッセージ処理機能内でのデー
タの喪失、欠落等

②　三者間モデルにおけるセンター機能（メッセージ
管理機関）内でのデータの喪失、欠落等

③　三者間モデルにおけるセンター機能で提供される
機能（権原移転管理、トラッキングなど）の不具
合によるセンター機能利用不能等

表表表表 6666----2222　　　　基基基基本本本本要要要要件件件件実実実実現現現現ののののたたたためめめめののののイイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトト技技技技術術術術

コネクションレス型 コネクション型

メール型 ファイル転送型 Web-EDI型基本要件
非同期案件別処理 バッチ型処理 ｲﾝﾀﾗｸﾃｲﾌﾞ型処理

　データ送信保証 SMTP FTP HTTP
　データ内容保証 S/MIME，PGP/MIME SSL，S-HTTP
　送受信確認、
　送受信否認防止

(EDIINTにて検討中)

　ユーザ認証、
　サーバ認証

S/MIME SSL，S-HTTP

　到達確認 MDN

27.3.227.3.227.3.227.3.2    責責責責任任任任分分分分界界界界点点点点情情情情報報報報のののの確確確確保保保保方方方方式式式式ののののガガガガイイイイドドドドラララライイイイ
ンンンン

(1) EDI取引における関与者間の役割と責任の明確化
EDI取引には、メッセージの発信者、キャリアー、VAN

業者、受信者等、複数の関与者が存在し、これらの関与者
間では、相互に契約を締結した上で取引がなされている。
ここでは、前述のメッセージ不具合事象に対する責任範囲
の決定方法の基本的な考え方を示す。
① メッセージ通信路上でのトラブル
ネットワーク上でのトラブルに対しては、ユーザ企

業と、直接的に契約を締結したネットワーク運営主体
（キャリアー、VAN業者等）間でのトラブルと、それ
以降でのトラブルに大別される。例えば、エクストラ
ネットやVANを利用する形態では、通信サービスの利

用に際して、運営主体との間で契約が締結されており、
この間でのトラブルに対しては、提供されるべきサー
ビスを享受することが不完全な状態に対しては、その
責任を運営主体に求めることが適当であると考えられ
る。
一方、インターネットを利用する際には、現状のイ

ンターネットの枠組みの中では、そのネットワーク上
でのデータ通信上の不具合に対し、その責任を求める
ことは不可能であると考えられている。ただし、イン
ターネットまでの経路（インタネット接続プロバイダ、
エクストラネット、VANなど）に対しては、前述のと
おり、運営主体に対して責任を求めることが可能であ
ると考えるのが自然であろう。
これらのメッセージ通信路上のトラブルの影響は、
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メッセージ交換サービスの停止という形態の時間的不
利益となるが、送受される取引メッセージ自体の内容
のリカバリは、次に述べる通信経路上の各ノードのメ
ッセージ交換アプリケーションで保証されるべきもの
であって、一般には、業務メッセージ内容自体の保証
に関係するトラブルにはならないと考えてもよいと思
われる。
② メッセージ交換アプリケーションレベルでのト

ラブル
通信ネットワークの各ノード上のメッセージ交換ア

プリケーションで提供されるサービスに関して、運営
主体との間で契約が締結されており、この間でのトラ
ブルに対しては、提供されるべきサービスを享受する
ことが不完全な状態に対しては、その責任を運営主体
に求めることが適当であると考えられる。注意すべき
は、メッセージ交換アプリケーションレベルでのトラ

ブルは、メッセージ通信路上でのトラブルと異なり、
メッセージ交換アプリケーションの内容、すなわち、
オリジナルメッセージへの新たな管理情報の付与等を
含むようなアプリケーションの内容によっては、業務
メッセージ内容自体の保証に関係する不具合や損害を
生ずることがないとはいえない（特に三者間モデルに
おけるセンタの公証機能）。このような不具合に対し
てはEDIプロトコルのレベルで、特に厳格に責任分界
点情報を取得できるようにしておくことが必要である。

(2) 運用ガイドラインとの考慮点
以上の要件は、商取引きの課題に対する解決方針に関し

ては運用ガイドラインに、また、より具体的な解決策につ
いては、実際の取引関与者間やEDIサービス提供者との間
の運用規約や業務契約において、それぞれ規定されるべき
ものである。

28282828    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ標標標標準準準準ととととメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ・・・・シシシシンンンンタタタタッッッッククククススススののののガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン

28.128.128.128.1    代代代代表表表表的的的的ななななＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ標標標標準準準準のののの概概概概要要要要
EDIを実現するメッセージ・シンタックスとして幾つか

の候補が挙げられる。その中で、現在EDI標準として広く
普及している、「UN／EDIFACT標準」、「ANSI X.12」
および「CII」についてその特徴を述べる。今後の EDI 標
準として注目を集めている XML-EDIについては、その特
徴について「28.2　EDIにおける XML技術の活用」にて
記述を行う。

28.1.128.1.128.1.128.1.1    ＵＵＵＵＮＮＮＮ／／／／ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩＦＦＦＦＡＡＡＡＣＣＣＣＴＴＴＴ
UN／EDIFACTは、行政、商業および運輸に関するEDI

のための国連規則集であり、そのアプリケーションレベ
ル・シンタックス規則は、1987 年に ISO として承認され
た。
最新のバージョンは、ISO 9735－V4である。
複数の国際間でEDIデータの取引を始める場合は、ISO

など国際機関の勧告である標準（UN／EDIFACT）を採用
する事で、容易かつ早期にEDI化の実現が可能になる。
最新版（ISO 9735－V4）では、既存のアプリケーショ

ン間の EDIをバッチ EDIとし、新たにインタラクティブ
EDI、オブジェクト（イメージ、文書を含む）、セキュリ
ティ、CONTRLの追加変更および２バイト文字の使用等、
今までのEDIの範疇から対象を大きく広げたものになって
いる。

28.1.228.1.228.1.228.1.2    ＡＡＡＡＮＮＮＮＳＳＳＳＩＩＩＩ    ＸＸＸＸ．．．．11112222））））
米国のEDIの標準であり、米国内では、企業間取引、企

業－銀行間等広く普及している。実務レベルから発生した
こともあり、米国内のビジネスルールを広く盛り込んであ
るが、国際間取引（貿易）については、配慮が不足してい
る。
例えば、価格等のデータ項目で、通貨がドル、セントに

固定してあり下２桁が小数（セント）扱いになっている。
ANSIの委員会では、将来ANSI X.12を ISO標準であ

る UN／EDIFACT へ移行する事を約束していた。最新バ
ージョンとしては、2000年対応版の004010が出ており、

米国においては根強く使用されている。

28.1.328.1.328.1.328.1.3    ＣＣＣＣＩＩＩＩＩＩＩＩ
日本国内標準 EDI。（社）日本電子機械工業会と（財）

日本情報処理開発協会（JIPDEC）、産業情報化推進セン
ター（CII）が共同開発した可変長フォーマット(EIAJシン
タックスルール)をEIAJ標準として開発。産業情報化推進
センターによって多くの製造業で利用可能になるように、
1991年にキャパシテの拡張を行いCIIシンタックスルール
を開発した。これをベースとするEDI標準全体をCII標準
と呼んでいる。
使用できる文字は、漢字、カナ、英数字（１Byte）。ま

た、バッチ処理を前提としている。
各業界毎のビジネスルールを盛り込んだサブセットが存

在し、ビジネスプロトコル（BPID）と呼んでいる。
国内での業界サブセット（BPID）の例：
　EIAJ ：日本電子機械工業界
　JTRN：物流EDI推進委員会
　TRPT：物流EDI推進機構等
貿易金融EDIにおいてCII標準を利用する場合は、新し

いBPIDの定義が必要。
CIIでは業務の標準として CII標準への統一を呼びかけ

EDIFACT への対応に関しても国際取引の観点から相互変
換が検討されている。

28.228.228.228.2    ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩににににおおおおけけけけるるるるＸＸＸＸＭＭＭＭＬＬＬＬ技技技技術術術術のののの活活活活用用用用

本節では、開放型の EDI システムの実現を目指した新
しい EDI技術の動向を述べ、貿易金融 EDIプロトコル構
築のガイドとする。

28.2.128.2.128.2.128.2.1    オオオオーーーーププププンンンンＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ
開放型の EDI システムの実現を目指すものにオープン

EDI（「31.1　ISOにおけるオープンEDIガイドラインの
内容」を参照）がある。従来のEDIが「特定の標準フォー
マットに従ったデータを特定のビジネスプロトコルを実装
したコンピュータ同志の間で伝送すること」であったのに
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対して、オープンEDIは、「複数の参加者間で行われる電
子データ交換において、共通の標準を使用し、ビジネス分
野、情報システム、メッセージ形式の相違を超えた相互運
用性の実現を目的とする」ものであると規定されている。

28.2.228.2.228.2.228.2.2    ＸＸＸＸＭＭＭＭＬＬＬＬ／／／／ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩととととはははは
オープンEDIの実現方法の一つとして、メッセージ形式

情報の交換を含む柔軟なメッセージ交換方法として注目さ
れている XML（「31.2　XML」を参照）をメッセージ交
換形式として用いたXML／EDIがある。従来のEDI標準
にもとづくEDIがメッセージシンタクス固定型のメッセー
ジ交換であるのに対し、XMLを EDIのメッセージ記述に
利用することにより、メッセージシンタックス可変、ある
いはメッセージシンタクス非依存のEDIが実現できる可能
性がある。XMLの特徴は以下のとおりである。
(1) 文書をマーク付けするための「タグ」を自由に決める
ことができる

(2) リンク（文書間の関連付け）の機能が強力である
(3) DTD(Document Type Definitions)を自由に定義でき
る

(4) DTDを持たない文書データを処理できる
従来のEDIは、システムの導入コストが比較的高く、こ

れが中小企業に普及しにくい原因となっていた。普及促進
のためにデータ交換のためのフォーマットの標準化がある
程度進んでいるが、その使用は重要情報や大企業を中心と
した限られた取引、限られた国際取引に限定されていた。
しかし、XMLでデータを交換するという EDIの方式を採
用すれば、XML 記述する EDI データの構造を規定した
DTDデータを互いに交換することにより、XML対応のブ
ラウザを導入するだけという少額の投資で種々のEDIを柔
軟に実現でき、EDI利用企業の拡大が期待できる。

28.2.328.2.328.2.328.2.3    ＸＸＸＸＭＭＭＭＬＬＬＬ／／／／ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩのののの形形形形態態態態
XML／EDIの形態は、その実現方法によって２つの見方

ができる。
1つは既存のEDIメッセージをXML化してWebで収

集し、既存のEDIシステムに流すものである。よりオープ
ンな形態として、XMLベースの EDI部品や DTDをリポ
ジトリ（貯蔵庫）に入れておき、必要に応じてそれを取り
出して Web 経由でスポットかつアドホックなメッセージ
交換を行う、リポジトリベースの XML／EDI 形態も検討
されている。
もう一つは、XML化したEDIデータを従来のファイル

ベースでメッセージ交換し、EDI トランスレータを XML
対応とすることで、さまざまなEDI標準に柔軟に対応可能
なシンタックス可変型や、あるいはシンタックス非依存型
のEDIを実現する方法である。
前者の方法に関しては、既存のEDIメッセージをXML

化してWebで収集する試みが、米国で EDIFACTなどを
対象にすでに実験が始まっており、国内でも CII 標準の
XML化によるWeb環境でのEDIが試みられている。リポ
ジトリベースの XML／EDI はまだコンセプトレベルであ
るが、XML／EDI Group (http://www.xmledi.net/) によっ
て提唱され、今後の展開が注目されている。後者の方法に

関しては、従来の EDIトランスレータが今後、XML対応
していくものと思われる。

28.2.428.2.428.2.428.2.4    ＸＸＸＸＭＭＭＭＬＬＬＬののののＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩ利利利利用用用用上上上上のののの課課課課題題題題
XML はまだ標準化を含めての発展途上の技術であり、

本格的なEDI利用については次のような課題の解決が必要
である。
(1) ＸＭＬを扱えるブラウザの普及

XML 文書を表示、転送できるブラウザがより普及する
こと。
(2) ＸＭＬ処理系（ツール）の普及
既存のトランスレータに対応する社内システムとの変換、

チェック機能が必要。
(3) DTDの定義とリポジトリの管理を行う組織の運営
シンタックスは規定されているがデータエレメントの辞

書の定義がない。

28.328.328.328.3    シシシシンンンンタタタタッッッッククククスススス採採採採用用用用ガガガガイイイイドドドド
取引におけるシンタックス、メッセージの使用は基本的

には取引する二者間でのニーズ、取引条件により使用され
るメッセージは両社で合意されるべきものである。
その検討にあたって、具体的な検討例として考えられる

こととその切り口を以下に記述する。

28.3.128.3.128.3.128.3.1    シシシシンンンンタタタタッッッッククククスススス検検検検討討討討のののの切切切切りりりり口口口口
· 既存EDIで使用されている業務か？
既存 EDIをベースに実施するが相手により、採用標
準が異なる場合はトランスレーション（変換）の適用
を考慮する。

· 国際取引で相手先から要求されている標準がある
か？
例えばANSIなどが要求される場合に、国際取引と言
う事で、できるだけ国際標準の採用を検討する。

· 対国内業界と対国際との使い分けをする：既存国内業
務はCII、新規国際取引は?
EDIFACT を使用し必要に応じトランスレーション
（変換）する。

· 国内標準(業界、業際)が存在するか？
独自形式を採用する前に国内での業界標準等を検討
する。

· 簡易型で安価に取引を開始する？
必ずしも国際標準を使用する必要の無いものは、相互
間で合意した独自フォーマットを使用し、簡易型の
EDIを使用する。

· 認証・公証等新規EC要件への対応が必要か？
新たな技術要件と認証・公証等に対応したプロトコル
を検討する必要がある。

· 取引先からどのような EDI 技術が必要とされている
か？：メール型、会話型、ワークフロー型、既存VAN
技術的対応の可能性を検討することと、その適用技術
によって規定される、シンタックスやフォーマットが
ある場合は注意が必要である。

· イメージ情報等コード化できない情報を含んでいる
か？
基本的に独自形式を検討することになるが、EDIFCT
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の最新版ではバイナリーデータがサポートされてお
り活用の可能性がある。

シンタックスの選択に当たっては、その他に、EDI化の
実施時期が１つの重要な要素となる。直近に実現する場合
は、既存のEDI標準を広く採用した形態が現実的であり、
既存に、国際的に合意した標準があれば積極的に採用する
ことが望ましい。
特に貿易（国際間）の観点で、新たな標準を作成する場

合は、相手国との合意の取付等に多大な時間が必要である
ことを考慮する必要がある。

28.3.228.3.228.3.228.3.2    標標標標準準準準化化化化のののの可可可可能能能能性性性性
今後、より標準化の検討が必要であり、また、貿易金融

EDIの早期実現を考慮して、金融貿易EDIとして電子化対
象になっている書類について、EDI 化対応の可能性の検討
を行った。「表6-3　シンタックス標準の特徴」と「表6-4
貿易金融EDI電子化対応書類と対応メッセージの有無」を
参照のこと。
特にフォーマットの観点で貿易金融 EDI で対象となっ

ている書類の電子化に早期に対応できるという点で、UN／
EDIFACT 標準適用の有効な領域があるといえる。将来の
電子化対応書類の拡大、簡易化への対応を考慮して標準に

対応できないものについても、自由形式のファイル転送方
式の併用も考慮し、電子化のみによるメリットを享受する
ような配慮も必要である。

表表表表 6666----4444　　　　貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融EEEEDDDDIIII電電電電子子子子化化化化対対対対応応応応書書書書類類類類とととと対対対対応応応応メメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの
有有有有無無無無

電電電電子子子子化化化化
対対対対象象象象書書書書類類類類

CCCCIIIIIIII標標標標準準準準 AAAANNNNSSSSIIII標標標標準準準準 UNUNUNUN////EEEEDDDDIIIIFFFFAAAACCCCTTTT
標標標標準準準準

P/L 無し 856(810) INVOIC(DESA
DV)

I/V 無し 810 INVOIC
S/I JTRN 304 IFTMIN
D/R 無し 無し IFTMIN
B/L 無し 304(856) IFTMCS
AWB 無し 856 IFTMIN
HAWB 無し 856 IFTMIN
支払 JTRN 820 REMADV
請求 JTRN 820 INVOIC
A/N JTRN 312 IFTMAN,(DES

ADV)
SWB 無し 856 IFTMCS
受信確認 無し 997 CONTRL
アプリレベル受信
確認

無し 無し APERAK

表表表表 6666----3333　　　　シシシシンンンンタタタタッッッッククククスススス標標標標準準準準のののの特特特特徴徴徴徴

29292929    対対対対象象象象メメメメッッッッセセセセーーーージジジジののののガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン

29.129.129.129.1    貿貿貿貿易易易易書書書書類類類類ののののＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ選選選選択択択択指指指指針針針針
・基本的には取引する二者間でのニーズ、取引条件に
より使用されるメッセージは両社で合意される必
要がある。
・必ずしも国際標準に準拠する必要のない簡易型の
適用も考えられるが、効果との関連でユーザ選択と
する。
・対象文書として定義されたデータ項目から既存標
準メッセージ適用の可能性を調べる。

29.1.129.1.129.1.129.1.1    貿貿貿貿易易易易書書書書類類類類のののの分分分分類類類類
すでに確立され国際的に使用されている標準メッセー

ジがあるかどうかを検討する。
・B/L, I/V, P/Lなど、既存標準メッセージの採用が可能
な書類は S.C.／S.F.NETやNACCSなどの使用して
いるメッセージが参考となる。
・グローバル標準、業界標準（航空貨物業界の

CARGOIMPなど）の標準との相互運用が可能なもの。

ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴ ＡＮＳＩ　Ｘ．１２ ＣＩＩ

標準の範囲 ISO9735に提示されている国際標準 米国のＥＤＩの標準。米国内では、企業間取引等
広く普及。米国内のルールは盛り込んであるが国
際間で使用するには、不向き。（通貨はドルを前

日本国内標準の代表

方式 メッセージTAG方式 メッセージＴＡＧ方式 レングスＴＡＧといわれる独自方式（データ部
の長さを示す部分とデータ部がある構造）

転送方式 バッチ / インタラクティブ バッチ バッチ
業界標準サブセット IATA、SWIFT、EANCOMや税関グループ、海運グ

ループのサブセットがある
国内業界毎にサブセットがあり 各業界毎にサブセットを作成、ビジネスプロト

コル（ＢＰＩＤ）
セキュリティ機能 ○ ○ ×
２バイト文字の使用（日本語） ○ × ○
貿易関連の標準フォーマット △ 金融、保険なし △ 金融、保険なし ×： 貿易金融用に標準を作成する必要がある
コード関係 世界標準。選択方式 米国標準 使用コードは、ＣＩＩ独自（日本独自）です。

例）住所氏名会社名は、漢字とカナで表現され
ています。郵便番号　７桁、　電話番号長　１
２桁 仮想小数点を一部で採用。（ＣＯＢＯＬの
Ｖ形式）

方向性 最新版では追加機能 -ＣＯＮＴＲＬの追加変
更

EDIFACTへ移行するとの意向を表明している
採用実績 新Sea-NACCS、ＳＣ／ＳＦ ＮＥＴなど 米国国内自動車業界など 国内電子機器業界等
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29.1.229.1.229.1.229.1.2    対対対対応応応応メメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの検検検検討討討討
既存ネットワークで使用されている対応のメッセージ

を検討するのが１つの方法である。これらは、全て詳細の
項目をマッピングするわけではなく、まず、メッセージ・
レベルの確認ができるようにする。更に、必須項目、選択
項目、頻度等の詳細を吟味する。
各種標準等の調査により、対応するメッセージがあれば、

適用を検討し、なければ、日本よりの標準提案を進めて行
く必要がある。これらの観点から、貿易金融EDIの電子化
対象書類をEDIメッセージ化したもの（案）を「表6-5　　貿
易金融EDI EDIFACTメッセージ一覧」として以下に示す。
以上の書類は EDIFACT 標準メッセージの適用が容易

であると言える。しかし、保険関係では該当のEDIメッセ
ージがなく、新たに作成する必要があると考えられる。そ
の検討に当たっては、国際的な動向を調査しそれと歩調を
合わせて対応する必要がある。

29.229.229.229.2    既既既既存存存存貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩととととののののメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ交交交交換換換換のののの考考考考
ええええ方方方方

これからの貿易金融 EDI システムは貿易金融関連者が
容易にアクセスできるオープンなネットワークの EDI 基

盤と既存の EDI ネットワークが有機的に結合しユーザが
使用方法については選択していくものと考えられる。既存
貿易金融 EDI との必要なメッセージ交換のために以下の
ネットワークの状況を調査した。
全体の関連を示すために「図 6-9　貿易金融ネットワー

ク全体像のイメージ」をあげる。

表表表表 6666----5555　　　　貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融EEEEDDDDIIII　　　　EEEEDDDDIIIIFFFFACACACACTTTTメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ一一一一覧覧覧覧

電電電電子子子子化化化化対対対対象象象象書書書書類類類類 UNUNUNUN////EEEEDDDDIIIIFFFFAAAACCCCTTTT標標標標準準準準
P/L INVOIC(DESADV)
I/V INVOIC

S/I IFTMIN
D/R IFTMIN
B/L IFTMCS
AWB IFTMIN
HAWB IFTMIN
支払 REMADV
請求 INVOIC
A/N DESADV
SWB IFTMIN
受信確認 CONTRL
アプリレベル受信確認 APERAK

図図図図 6666----9999　　　　貿貿貿貿易易易易金金金金融融融融ＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク全全全全体体体体像像像像イイイイメメメメーーーージジジジ

29.2.129.2.129.2.129.2.1    ＳＳＳＳＷＷＷＷＩＩＩＩＦＦＦＦＴＴＴＴ
L/C 情報、決済情報について使用されており現在はＸ．

25手順で交換され順次TCP/IP手順化が計画されている。

29.2.229.2.229.2.229.2.2    全全全全銀銀銀銀シシシシスススステテテテムムムム
通信手順は全銀BSC、全銀TCP/IPであるが、メッセー

ジ形式は全銀独自形式であるため新規貿易金融EDIに関し
ての柔軟性、拡張性が少ない。

29.2.329.2.329.2.329.2.3    ＦＦＦＦＢＢＢＢ
支払請求情報に伴う、企業から銀行への振込依頼、支払

指示に利用されている。
通信形態は相手先、規模に応じて多岐にわたる。

29.2.429.2.429.2.429.2.4    次次次次期期期期ＳＳＳＳｅｅｅｅａａａａ－－－－ＮＮＮＮＡＡＡＡＣＣＣＣＣＣＣＣＳＳＳＳ
NACCS 法により規定されている既存通関システムは

1999 年 10 月に実現される新規業務を対象とする次期
Sea-NACCSにより置き換わる。新システムではEDIFACT
メッセージ（I/V,P/L,D/R 他）の使用が可能となり、また
D/R の転送等の民間使用に開放されたシステムがあり新し
い使用法が検討されている。この観点から、貿易金融業務
としては長期的には次期 Sea-NACCSとの連携が不可欠と
思われる。

29.329.329.329.3    各各各各種種種種ココココーーーードドドドのののの考考考考ええええ方方方方
29.3.129.3.129.3.129.3.1    ココココーーーードドドドののののカカカカテテテテゴゴゴゴリリリリーーーーのののの考考考考ええええ方方方方
コードの決定・採用機関を分類すると、大きく下記の４

つになる。
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・国際機関設定（ISO、国連勧告）
・各種EDIにより設定されたもの
・業界標準
・企業独自
EDI化のために、新たにコードを選択設定する場合は、

上記順番での採用検討が標準としての適用範囲の広さから
妥当である。但し、より上位の標準を採用する場合は標準
の変更に時間がかかることが想定される。そのために、コ
ード値設定以外の使用をフリーテキストの活用等で凌ぐ必
要性が発生する場合もある。しかしそれはあくまでも暫定
的な処置であり、やはり正規の手続きにより、追加、変更
要求を出すことにより、コードの一意性を保つべく保守の
手順を明確化する必要がある。
貿易金融 EDI においては、NACCS、SC／S.F Net,

S.W.I.F.T.，CARGOIMP など既にコード化され参考にで
きるものが多く、この中から標準化、相互変換の観点での
コード選択の可能性が高い。

29.3.229.3.229.3.229.3.2    国国国国際際際際機機機機関関関関設設設設定定定定のののの使使使使用用用用
ISO、国連勧告等が作成・決定・採用を行った各種コー

ド類である。
貿易金融EDIにおいては、国際的に合意が容易なこのカ

テゴリーのコードの採用を第一にすべきである。
例えば、国場所コード(例：日本国東京→JPTYO)、梱包

荷姿コード、通貨コード、計測単位、契約コード（例：FOB，
CIF）などがある。

29.3.329.3.329.3.329.3.3    業業業業界界界界標標標標準準準準のののの使使使使用用用用
特定の業界にて決定・採用した各種コード類である。特

定の業界のデータを取扱う場合に対応が必要である。例え
ば、輸送手段で空路の場合、便名の航空会社は IATA のコ
ード（日本航空：JL、全日空：NHなど）を使用する。
その他の代表的な業界コードの例は次のようなものがあ

る。
・日本の流通業界共通商品コード：JANコード、
・欧州の流通業界共通商品コード：EANコード
また、次期Sea-NACCSのコード採用案として挙がって

いるのは、UN／EDIFACT準拠である が、次のようなも
のがある。
・船名：コールサイン（一般的にロイズコード）
・船社：SCAC（米国標準）
　・港　：UN／LOCODE（国連勧告）

29.3.429.3.429.3.429.3.4    社社社社内内内内ココココーーーードドドド、、、、他他他他標標標標準準準準ココココーーーードドドドのののの変変変変換換換換
EDIデータ項目として交換されるコードについて、社内

システムとして独自にコードを設定している場合、採用し
た貿易金融EDI標準に採用されたコードと社内コードの変
換が必要になる。

29.429.429.429.4    制制制制御御御御メメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの選選選選択択択択
EDI運用規約の取決めに大いに依存する所であるが、メ

ッセージ受信の確認（取引データ受信＝取引の確立）をど
のような手段で行うかを論じる。基本的には到達主義で契
約の成立を確認する。オープンネットワーク使用の場合は
メッセージ受信レベル、業務確認メッセージレベルの受領

確認は EDIトランスレータの外で行うことが既存 EDIお
よびインタネットでも使えるという汎用性の観点から望ま
しい。

29.4.129.4.129.4.129.4.1    メメメメッッッッセセセセーーーージジジジ受受受受信信信信レレレレベベベベルルルル
メッセージ受信確認レベルの応答でありEDIFACTであ

れば、CONTRLメッセージによる正常受信の確認を行う方
法。EDIFACT のメッセージレベルの正常性の確立のみ。
ANSI の場合は、997（FA）により送達確認を返信し、送
信側は 997の受信未受信を管理する。CIIでは、この機能
を果たすメッセージが未標準である。
書類の欠落の危険性を最小にするには、１つの纏まった

単位で扱う書類をフォルダ管理（１交換複数メッセージ処
理）機能を使用して１交換単位にまとめ、EDI レベルで受
信確立を行うことは１つの解決案となる。

29.4.229.4.229.4.229.4.2    業業業業務務務務確確確確認認認認メメメメッッッッセセセセーーーージジジジレレレレベベベベルルルル
アプリケーションが判断して、正常なメッセージか確認

する。正常受信の内容を発信者へ伝える方法に、EDIFACT
のAPERAKメッセージを使用する方法がある。
返しのメッセージによる方法、例えば ODERS（発注）

に対するODRESP（発注回答・納期回答）等。また、書類
の順序（欠落）のチェックについてもアプリケーションに
て取り扱う事になる。

29.529.529.529.5    メメメメッッッッセセセセーーーージジジジのののの秘秘秘秘密密密密性性性性保保保保持持持持（（（（盗盗盗盗聴聴聴聴））））のののの留留留留意意意意点点点点
EDIデータの秘密性保持のレベルと使用環境のリスクか

ら必要な秘密性保持管理をガイドする。

29.5.129.5.129.5.129.5.1    秘秘秘秘密密密密性性性性レレレレベベベベルルルルのののの設設設設定定定定
送受信するデータの内容が他人の目に触れることがどの

程度許されるかにより設定される。

29.5.229.5.229.5.229.5.2    採採採採用用用用通通通通信信信信メメメメデデデディィィィアアアアとととと秘秘秘秘密密密密性性性性保保保保持持持持レレレレベベベベルルルル
通信メディア             ：   秘密性保持レベル
専用線                   ：   非常に高い
公衆交換網（アナログ、ISDN）の１対１通信：高い。

（まず盗聴されることは考え
られない）

既存の商用VAN         ：高レベル。
インターネット（オープンネットワーク）：低レベル
VPN（エクストラネット） ：中レベル。

29.5.329.5.329.5.329.5.3    秘秘秘秘密密密密性性性性保保保保持持持持対対対対応応応応
秘密性保持の対応を処置するところは、以下の方法が考

えられる。
(1) 通信部分
①　文書のみの暗号化

KI方式等による暗号化や、S／MIMEなどでの対応。
② 通信部分を通過するデータ全て

VPN製品群、SSLなど。

29.5.429.5.429.5.429.5.4    アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンン部部部部分分分分
通常のデータ（バイナリー）として添付資料等の扱いで

処理する。
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暗号データを交換用封筒に入れ、通常のデータと区別せ
ずに通信を行う。

30303030    おおおおわわわわりりりりにににに

当ガイドラインでは、次のような観点での検討をし、ガ
イドをしている。

1. 業務要件に基づき電子化対象の書類とその特性を
設定

2. EDI化の基本要件と拡張要件の決定
3. 要件を実現する２つの情報モデルを定義し、EDI
のメッセージプロトコル候補案を例として提示

4. EDIに使用するメッセージシンタックスの候補と
その選択基準
貿易金融EDIを更に、効率的に実用化するために、

検討すべきこととして、次のような課題が挙げられる。

30.130.130.130.1    今今今今後後後後のののの課課課課題題題題
(1)　貿易金融 EDI で使用されるメッセージシンタック
スの標準化の方向性が合意されていない。海外取引先
の希望調査も必要である。基本的には使用する荷主の
要望に基づくことまた取引の実施時期（短期的、中期
的、長期的）により議論されるべきものと考える。例
として領域を限れば既に転用可能な既存のメッセー
ジが存在し EDIFACT による標準化が有効であるこ
とを提案した。また保険業務においては貿易金融
EDI 全体の標準化の動向をみながら国際標準保険関
連既存メッセージの調査、適用もしくは日本発のメッ
セージ標準定義の必要性がある。
　取引により標準化すべき対象と標準形ではないが
取引当事者間において合意される非定型で柔軟に対
応すべき対象が混在することに対し対拠する必要が
ある。

(2)　現在の標準をベースとした EDI システムより、導
入コストの安い、自由度の高い、簡易なやり方の一つ
の方向として、XML への期待はあるが、貿易金融
EDI の基幹として使用するにはいくつかの課題があ
る。
・ データ辞書の問題
・ 実用化する上での前提
・ 実用化事例

しかしながら国内、海外において新しいビジネス形
態、運用を考慮しつつ実用化の試行がなされている。
これらの動向をみながら貿易金融EDIでの適用の
範囲、対象領域を継続的に検討していくべきである。
XML自身は‘意味’を持つものではないのでCIIや
EDIFACTなどのコード、辞書を前提にすることが必
要である。

(3)　標準コードとして国際標準、業界標準等を候補とし
て提示し選択順位を示した。UNや ISOなど使用で
きるコード（国、地域、会社、通貨、輸送形態、輸送
費、荷姿、数量単位、コンテナタイプ、航空貨物関連
コード、SWIFT－銀行コードなど）は多く存在する
ので実取引に際して詳細検討が必要である。これらの
コードを貿易金融EDIとして管理保守できる体制も
実運用に際しては考慮すべきである。またコード化の
限界も存在するのでこれを補完する対応も必要であ
る。

(4)　海外で実現されているトータルターンアラウンドの
短縮の為に官公庁システムとのインタフェース、使用
メッセージ標準を基本にした相互運用性、関連法制度
の検討が必要である。特に NACCS に関しては
NACCS 法により適用範囲が規定されているがその
範囲での相互運用がはかれると一層の効果が得られ
る可能性がある。

(5)　貿易金融 EDI ネットワークとして、安価で複数の
会社から接続自由なネットワーク形態およびそれに
付随して使用する通信プロトコルの詳細の検討が必
要である。

使用するユーザの観点から最も大きい課題は、紙の世界
から電子の世界への移行に伴う対応と社内既存システムと
EDI交換の接点を明確に定義することであると思われる。

31313131    付付付付録録録録資資資資料料料料

31.131.131.131.1    ＩＩＩＩＳＳＳＳＯＯＯＯににににおおおおけけけけるるるるオオオオーーーーププププンンンンＥＥＥＥＤＤＤＤＩＩＩＩガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
のののの内内内内容容容容

あらかじめ固定されたビジネスプロトコルを前提とす
る標準メッセージ交換型による従来型 EDI に対し、EDI
におけるビジネスプロセス（シナリオ）情報の交換に焦点
を当てた新しい概念を取入れることにより、さまざまなビ
ジネスプロトコルやメッセージ形式に柔軟に対応できる開
放型のEDIの実現を目的としたオープンEDIのリファレ
ンスモデルが、 ISO(International Organization for
Standardization)と IEC(International Electrotechnical
Commission) の合同技術委員会（ISO／IFC JTC１／

SC30）において検討されている。
従来の EDI が「特定の標準フォーマットに従ったデー

タを特定のビジネスプロトコルを実装したコンピュータ同
志の間で伝送すること」であったのに対して、オープンEDI
は、「複数の参加者間で行われる電子データ交換において、
共通の標準を使用し、ビジネス分野、情報システム、メッ
セージ形式の相違を超えた相互運用性の実現を目的とす
る」ものであると規定されている（注：従来のEDIの概念
と区別する意味で、オープンEDIをOpen-ediと小文字表
記することがある）。
オープン EDI で中心的な役割を果たすのがオープン
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EDI参照モデルである。オープンEDI参照モデルは上述し
た開放型 EDI の具体化のための基本概念を定義するもの
であり、次の二つの商取引の側面を参照モデルとして記述
している。
(1) ビジネス業務ビュー（Business Operational View）
取引参加者間のオープンな EDI メッセージ交換を実現

するために必要となる企業間の合意形成に関連する要件を
記述したモデルであり、ビジネスルールに関する参加者間
の合意やビジネスルールの記述等を含む。現実世界の商取
引きにおける静的・動的な要件を記述するリファレンスモ
デルとなり得る。
(2) 機能サービスビュー(Functional Service View)
複数のオープン EDI システム間の相互運用性の技術的

側面を記述したものであり、ビジネスプロセス情報の交換
やメッセージ形式情報の交換の実現に必要なシステムの一
般的機能を規定するものである。

(Ref.
http://www.harbinger.com/resource/klaus/open-edi/open-
edi.html)

ビジネス業務ビュー
(Business Operational View)

機能サ ービスビュー
(Functional Service View)

取引の ビジネス的 側面取引の ビジネス的 側面

取引の 情報技術的側面取引の 情報技術的側面

ビジネス業務取引
関連標準仕様

ビジネス業務取引
関連標準仕様

機能サ ービスビュー
関連標準仕様

機能サ ービスビュー
関連標準仕様

遵守

遵守
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ス
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31.231.231.231.2    ＸＸＸＸＭＭＭＭＬＬＬＬ
XMLとは Extensible Markup Language の略であり、

インターネットにおける強力な情報交換手段として注目を
浴びている文書記述言語である。XMLは現在インターネッ
トのＷＷＷでそのページ記述に広く利用されている
HTML (Hypertext Markup Language) の機能を拡張し
たものであり、構造化文書記述の標準言語である
SGML(Standard Generalized Markup Language)のサブ
セットとして設計されている。XML の標準化は World
Wide Web Consortium(W3C)において取り組まれており、
XML1.0の勧告が1998年２月 18日に制定された。現在も
なお、W3Cを中心にXMLの様々な機能拡張や関連仕様の
議論がなされている。XMLは次のような特徴を備えている。

(1) 文書をマーク付けするための「タグ」を自由に決め
ることができる

HTML ではタグの種類が固定化しており、表示・印刷
を目的とした限られた使い方しかできなかったが、XMLで
は自由にタグを設定でき、データ処理自動化等の応用へ可
能性が大きい。
(2) リンク（文書間の関連づけ）の機能が強力である

HTML ではブラウザでの閲覧を前提とした文書埋め込
み型リンクしか規定されていなかったが、XMLではXlink
／Xpointerという仕様の中で様々なリンクの定義方法を規
定している。これにより、様々な文書間の関連づけが可能
となる。
(3) DTD(Document Type Definitions)を自由に定義でき

る
HTMLでは DTDは１種類に固定されていたが、XML

ではアプリケーション対応に DTD を自由に定義すること
ができる。
(4) DTDを持たない文書データを処理できる

XML の文法に従って記述された文書データであれば、
DTDを定義しない文書データ（Well Formedな XMLデ
ータ）でも処理することができる。これにより、タグのマ
ッチングを行うことでシンタクス非依存な形で文書データ
の内容を交換することができる。


